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平成２８年第３回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２８年９月１日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 地方自治法による審査請

求に係る公の施設の関係条例等の整備

に関する条例の制定について

議案第５号 名寄市私法上の債権の放

棄に関する条例を廃止する条例の制定

について

日程第５ 議案第２号 名寄市税条例及び名寄市

税条例の一部を改正する条例の一部改

正について

議案第３号 名寄市都市計画税条例の

一部改正について

日程第６ 議案第４号 名寄市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例の一部改正に

ついて

日程第７ 議案第６号 工事請負契約の締結につ

いて

日程第８ 議案第７号 平成２８年度名寄市一般

会計補正予算（第２号）

日程第９ 議案第８号 平成２８年度名寄市国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）

日程第10 議案第９号 平成２８年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第１号）

日程第11 議案第１０号 平成２７年度名寄市一

般会計決算の認定について

議案第１１号 平成２７年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て

議案第１２号 平成２７年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

議案第１３号 平成２７年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

議案第１４号 平成２７年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について

議案第１５号 平成２７年度名寄市簡

易水道事業特別会計決算の認定につい

て

議案第１６号 平成２７年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて

議案第１７号 平成２７年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて

議案第１８号 平成２７年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第１９号 平成２７年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第12 議案第２０号 名寄市議会会議規則の

一部改正について

議案第２１号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

議案第２２号 市長の専決処分事項に

関する条例を廃止する条例の制定につ

いて

議決第１号 市長の専決処分事項につ

いて

日程第13 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第14 報告第２号 平成２７年度名寄市一般

会計継続費精算報告について

日程第15 決議案第１号 ＪＲ北海道に公共交通

機関としての使命を果たすことを求

平成２８年９月１日（木曜日）第３回９月定例会・第１号
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め、共に道北地域の創生を目指す決議

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 地方自治法による審査請

求に係る公の施設の関係条例等の整備

に関する条例の制定について

議案第５号 名寄市私法上の債権の放

棄に関する条例を廃止する条例の制定

について

日程第５ 議案第２号 名寄市税条例及び名寄市

税条例の一部を改正する条例の一部改

正について

議案第３号 名寄市都市計画税条例の

一部改正について

日程第６ 議案第４号 名寄市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例の一部改正に

ついて

日程第７ 議案第６号 工事請負契約の締結につ

いて

日程第８ 議案第７号 平成２８年度名寄市一般

会計補正予算（第２号）

日程第９ 議案第８号 平成２８年度名寄市国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）

日程第10 議案第９号 平成２８年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第１号）

日程第11 議案第１０号 平成２７年度名寄市一

般会計決算の認定について

議案第１１号 平成２７年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て

議案第１２号 平成２７年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

議案第１３号 平成２７年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

議案第１４号 平成２７年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について

議案第１５号 平成２７年度名寄市簡

易水道事業特別会計決算の認定につい

て

議案第１６号 平成２７年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて

議案第１７号 平成２７年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて

議案第１８号 平成２７年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第１９号 平成２７年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第12 議案第２０号 名寄市議会会議規則の

一部改正について

議案第２１号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

議案第２２号 市長の専決処分事項に

関する条例を廃止する条例の制定につ

いて

議決第１号 市長の専決処分事項につ

いて

日程第13 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第14 報告第２号 平成２７年度名寄市一般

会計継続費精算報告について

日程第15 決議案第１号 ＪＲ北海道に公共交通

機関としての使命を果たすことを求

め、共に道北地域の創生を目指す決議

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員
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５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成２８

年第３回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に１番、浜田康子議員から欠席の届

け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

５番 川 村 幸 栄 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りをいたします。

今期定例会の会期は、本日より９月２９日まで

の２９日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より９月２

９日までの２９日間と決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ これより行

政報告を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。本

日、平成２８年第３回定例会の開会にあたり、こ

れまでの主な行政事項について、その概要を御報

告申し上げます。

はじめに、企業会計を除いた平成２７年度の各

会計決算について申し上げます。

一般会計については、歳入総額から歳出総額を

差し引いた形式収支で６億 ５４４万６千円の黒

字となり、翌年度に繰り越しすべき一般財源 １

６８万４千円を差し引いた実質収支は、６億 ３

７６万２千円となりました。ここから、名寄市基

金条例に基づき、財政調整基金へ３億２千万円を

積み立て、残り３億 ３７６万２千円を平成２８

年度へ繰り越しました。

特別会計では、国保の保険事業勘定で ２６１

万７千円、介護の保険事業勘定で ６１３万８千

円、それぞれ黒字となりました。

また、簡易水道事業特別会計では水道事業会計

への統合に伴い、打ち切り決算となり、２３万３

千円の決算剰余金については水道事業会計へ引き

継いでいます。

国保・介護の保険事業勘定及び簡易水道事業を

除く特別会計については、一般会計繰入金で調整

を行い、収支同額となっています。

次に、基金の状況について申し上げます。

一般会計における平成２７年度末の基金残高は

８０億８２２万５千円で、前年度末に比べて、９

億 ７５８万４千円の増加となりました。

地方交通確保基金など、基金の設置目的に応じ

て経常的な経費の財源として取り崩したほか、医

療従事者確保の財源として市立総合病院整備基金

から、また文化センター大ホールの運営などの財

源として文化センター大ホール基金からなど、総

額１億 ０６９万３千円を取り崩しましたが、財

政調整基金、減債基金、公共施設整備基金、名寄

市立大学振興基金、名寄東病院振興基金などに、

合計１０億 ８２７万７千円を積み立てたことか

ら、基金全体では、前年度比１ ９パーセントの

増となりました。

主な基金の残高は、財政調整基金１８億 ２４

６万２千円、減債基金１４億 ０２３万４千円、

公共施設整備基金１０億 １８９万５千円、合併

特例基金１２億 １６０万円、名寄市立大学振興

基金８億 ６０６万２千円、名寄東病院振興基金

７億１８０万４千円となっています。

このほか、特別会計で、国民健康保険支払準備

金基金 ５８４万円、介護給付費準備基金１億
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６８１万４千円となっています。

これらの基金については、今後も、有効かつ適

切に活用し、健全な財政運営に努めてまいります。

次に、総合計画について申し上げます。

第２次総合計画の策定にあたり、公募委員など

市民で構成する名寄市総合計画策定審議会に対し

て、昨年１２月１８日に諮問を行い、策定審議会

及び６つの専門部会合わせて合計３３回の審議を

重ね、７月２２日に答申をいただきました。

答申をもとに第２次総合計画素案を作成し、８

月中旬からパブリック・コメントを実施するとと

もに、住民説明会を２回開催し、市民の皆様から

いただいた御意見を踏まえて、第２次総合計画案

を作成してまいります。

案がまとまり次第、議会に提出させていただき

ますので、御審議のほどをよろしくお願いいたし

ます。

次に、地方創生について申し上げます。

国による地方創生人材支援制度により、本年７

月１日付で、松岡将参事監が着任しました。財務

省から２年間の派遣となり、主に企画担当として

総合計画をはじめ施策間連携などを所管するとと

もに、さらなる情報収集や国との連携に御尽力い

ただくことになっています。

また、国においては、地方版総合戦略の本格的

な推進に向け、先駆的な取組などを後押しするこ

とにより、地方における安定した雇用創出や地方

への新たな人の流れ、まちの活性化など地方創生

の深化のための新型交付金として地方創生推進交

付金を創出しました。

本市におきましては、官民が連携して冬季スポ

ーツの拠点化を図り交流人口の拡大を目指す「冬

季スポーツ拠点化推進プロジェクト」、名寄市立

大学の教育・研究資源を活用して、保健・医療・

福祉・保育などの専門職の人材確保を目指す「名

寄市立大学を活用した地域のケア力向上プロジェ

クト」について採択の内示を受けたことから、こ

れらの事業を着実に推進し、地方創生の取り組み

を深化させてまいります。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

名寄市町内会連合会主催による町内会長と行政

との懇談会は、７月４日にグランドホテル藤花に

おいて開催されました。平成２８年度における市

の主な事業などについて報告し、情報共有を図っ

たほか、地域の課題などについて意見交換を行い

ました。

次に、男女共同参画の推進について申し上げま

す。

男女共同参画週間に合わせて、市内小中学生に

リーフレットの配布を行ったほかパネル展を実施

し、男女共同参画に対する理解を深めるとともに、

４月に施行した名寄市男女共同参画推進条例につ

いての周知も図りました。

また、新たな男女共同参画推進に関する計画の

策定に向け、男女共同参画推進委員会をはじめ、

アンケート調査などを通じて市民の皆様の御意見

を伺いながら検討を進めてまいります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

山形県鶴岡市との交流については、８月１日に

開催された「鶴岡市・名寄市姉妹都市盟約２０周

年記念式典・祝賀会」に、鶴岡市から榎本市長を

はじめとする訪問団３０人が出席され、市民とと

もに盟約２０周年を祝い、両市の絆をさらに深め

るとともに、藤島・名寄交流友の会訪問団２６人

も合わせて来名され、市民との交流を深めました。

東京都杉並区との交流については、６月１９日

に開催された第３７回ふうれん白樺まつりに、田

中区長をはじめとする代表団６人と高円寺阿波お

どり親善訪問団３４人に加え、東京商工会議所杉

並支部から宇田川会長をはじめ１１人が来名され、

阿波おどりなどを通じて広く市民との交流を深め

ました。８月２７日と２８日に開催された第６０

回東京高円寺阿波おどりには、本市から代表団と

市民合わせて３１人が参加して、本市のＰＲと友

好を深めてきました。

平成２８年９月１日（木曜日）第３回９月定例会・第１号
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ふるさと会の交流については、７月８日から４

日間、東京なよろ会会員など４４人が来名され、

ゴルフや市内見学のほか、市民交流会などを通じ

て、ふるさとでの楽しいひとときを満喫していた

だきました。

台湾との交流については、６月２３日に「北・

北海道インバウンド促進協議会」の設立総会が本

市で開催され、台湾からの教育旅行の受入などに、

本市、美深町及び下川町が連携して取り組むこと

が確認されました。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

８月４日に、北海道の命名者である松浦武四郎

の出身地、三重県松阪市から竹上市長が本市を訪

れ、天塩川流域１１自治体の首長とともに、武四

郎生誕２００年に向けた意見懇談会を実施し、テ

レビドラマ化ヘの取組や松阪市との物産交流など

について意見を交わしました。

また、意見懇談会終了後、松浦武四郎記念館の

主任学芸員・山本命氏を講師に招き、「テッシ・

オ・ペッ賑わい創出協議会」主催による特別講演

会が開催され、近隣自治体からも多くの参加のも

と、松浦武四郎について見識を深めました。

今後とも、北海道遺産である天塩川を中心とし

た地域住民や関係機関・団体のほか、北海道命名

１５０年事業の取組を進めている北海道とも連携

を図りながら、天塩川とその流域の魅力を発信し

てまいります。

次に、統計調査について申し上げます。

事業所の経済活動などを明らかにする経済セン

サス活動調査については、６月１日を基準日とし

て、市内全事業所及び企業を対象に実施しました。

今後、北海道の最終審査を経て、来年度に集計

結果が順次公表される予定となっています。

調査員の皆様の御尽力に感謝を申し上げますと

ともに、市内事業所及び企業の皆様の御協力に対

しまして厚くお礼を申し上げます。

次に、平和行政の取組について申し上げます。

本市は、平成１９年３月に恒久平和と幸せな市

民生活を守るため、非核平和都市宣言を行い、過

去に多くの人が犠牲となった戦争を二度と繰り返

さないことを固く誓いました。この宣言の趣旨に

のっとり、本年は７月１３日に名寄市戦没者追悼

式や平和音楽大行進が開催され、また８月１５日

には全国戦没者追悼式に合わせて、正午に１分間

のサイレン吹鳴を行いました。

加えて、昨年度加入した「日本非核宣言自治体

協議会」から、原爆に係るパネルの貸出しを受け、

８月２２日から２５日まで駅前交流プラザ「よろ

ーな」において開催されました、名寄原爆の絵を

見る会実行委員会主催の「原爆の絵 名寄展」に

併せて展示いただいたところです。

今後とも、戦争や原爆の記憶を風化させず、恒

久平和への願いを後世に伝えていくため、様々な

取組を進めてまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

本年度の第１四半期における一般科の患者取扱

状況については、入院患者数は延べ２万４０８人

で前年比６２０人の減、率にして ９パーセント

の減少、また、外来患者数は、延べ４万 ０６５

人で前年比４３９人の減、率にして ９パーセン

トの減少となっています。

医業収益については、一般科と精神科を合わせ

た入院収益は１３億 １２９万円で前年比 ９１

５万円の増、率にして ７パーセントの増加、ま

た、外来収益は５億 ５２６万円で前年比 ６７

８万円の増、率にして ０パーセントの増加とな

っています。

この結果、入院収益と外来収益の合計額は、１

９億 ６５５万円となり、前年比 ５９３万円の

増、率にして ０パーセントの増加となっていま

す。

次に、新名寄市病院事業改革プランについて申

し上げます。

本年６月１６日から１カ月間、パブリック・コ

メント手続を実施し、１件の意見が寄せられまし

た。検討の結果、寄せられた意見を反映すること
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が適当であると判断し、プラン案を修正したうえ

で、パブリック・コメントの結果と合わせて、プ

ランを市立総合病院及び東病院のホームページに

おいて公表いたしました。今後は、広報や市民公

開講座などを通じて、プランの内容や今後の病院

機能の分担など市民周知を図ってまいります。

今後も、急性期医療を担う道北の地方センター

病院として、地域完結型の医療提供体制の構築や

救急医療の充実・強化に取り組んでまいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

名寄幼稚園については、本年４月から「子ども

・子育て支援法」に基づく新制度に移行し、８月

からは来年度の認定こども園への移行に向けた施

設整備を開始しています。引き続き、順調に移行

できるよう支援を進めてまいります。

ひとり親家庭への支援では、児童扶養手当法の

一部改正により、８月分から第２子及び第３子以

降の加算額が増額となったため、対象世帯から提

出された現況届に基づいて加算額を決定し、支給

月である本年１２月までに通知を行います。

今後も、国の施策を注視し、子育て支援の向上

を図ってまいります。

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

戦没者追悼事業は、実行委員会を組織して７月

１３日に実施しました。追悼式は市民文化センタ

ーを会場に、御遺族をはじめ約２００人の参列の

もと、厳粛に執り行いました。

また、第６０回を迎えた平和音楽大行進は、晴

天のもと、１３団体の力強い演奏を多くの市民が

楽しむとともに、悲惨な戦争が繰り返されないよ

う願いが込められました。

国が実施する２つの給付金、消費税率の引き上

げによる影響を緩和する臨時福祉給付金事業と、

障害及び遺族基礎年金受給者を対象とした年金生

活者等支援臨時福祉給付金事業については、９月

６日からの受付業務開始に向け、現在準備を進め

ているところです。

次に、高齢者福祉の充実について申し上げます。

高齢化が進む中、本市においても認知症高齢者

が増加を続けています。

早期に認知症に気づくことが介護予防へとつな

がることから、認知症への「気づき」のきっかけ

作りとして、昨年度から取り組んでいる「もの忘

れ めやすリスト」のチェック期間を２年分に変

更し、平成２８年度介護保険料納入通知書に同封

して、６５歳以上の市民に配布しました。

高齢者の方々が、住み慣れたこの地域で暮らし

続けることができるよう、認知症の早期発見、介

護予防への取組を充実させてまいります。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

視覚障がい者などが、図書館窓口で、「本を朗

読したデータ」を借りて聞くことができる情報ネ

ットワーク「サピエ」に加入し、８月から市立名

寄図書館で利用可能となりました。

旭川を除く道北のエリアでは、初めての導入に

なり、７月２３日に開催した市民向け研修会「視

覚障がいと点字を学ぼう」の中でも、サピエの説

明を行ない、広く周知を図っているところです。

次に、国民健康保険事業について申し上げます。

本年度、負担能力に応じた応分の負担と、保険

税負担の格差是正や税収増を図るため、基礎賦課

分及び後期高齢者支援金に係る限度額の改正を行

いました。

さらに、国保税の軽減拡大として、軽減判定所

得算定額について５割軽減対象世帯を２６万円か

ら２６万５千円に、２割軽減対象世帯を４７万円

から４８万円に引き上げる措置をそれぞれ実施し

ました。

当初賦課の状況は、被保険者数が ４７７人で、

前年度比２６３人の減、世帯数は ０６６世帯で、

前年度比１３９世帯の減となっています。

軽減の対象は、７割が ４１３世帯、５割が６

７７世帯、２割が５１５世帯となり、全体では国

保加入世帯の６ １パーセントにあたる ６０５

世帯となりました。
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今後は、平成３０年度から始まる国民健康保険

の都道府県化を見据えながら、市民の皆様が安心

・信頼できる医療保険制度を確立するため、事業

の円滑な運営に努めてまいります。

本年１月から６月までの上半期における火災及

び救急・救助出動状況については、火災件数は４

件で、前年比２件の減、火災種別では、建物火災

１件、車両火災３件となり、火災による死傷者の

発生はありません。

救急件数は５４０件で、前年比２６件の増、事

故種別では、急病３７３件、一般負傷７６件、転

院搬送３８件、交通事故２６件、そのほか２７件

となっています。

救助件数は２１件で、前年比６件の増、交通事

故によるもの１４件、そのほか７件となっていま

す。

火災予防については、４月から７月末までに防

火対象物５６事業所、危険物施設５４カ所の立入

検査を実施し、法令違反の対象物・施設に改善指

導を行っています。また、一般住宅 １３６世帯

と高齢者独居住宅４４０世帯の防火訪問を実施し、

住宅防火対策の推進に努めています。なお、住宅

用火災警報器の設置率は７８パーセントとなって

います。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

本年４月に発生した熊本地震から４カ月が経ち

ました。改めて多数の尊い命とかけがいのないも

のを失われた被災地、被災者の皆様に心からお見

舞い申し上げますとともに、一刻も早い復興を強

く念願するものであります。

本市においては、公共施設に義援金箱を設置す

るなど、日本赤十字社名寄支部と連携して取り組

んでおり、７月末現在で３０件 ３２ ４３４円

の心温まる義援金が寄せられており、市民の皆様

の御協力に心より感謝申し上げます。

また、被災地の復興支援として、土のう袋の提

供に加えて、６月１９日から７月４日まで熊本県

益城町に職員１人を派遣し、家屋被害調査などの

業務支援に従事してきました。

今後とも、被災地が一日でも早く復興できるよ

う支援に努めてまいります。

６月２５日に、名寄大橋上流左岸において、河

川の洪水及び決壊を想定した天塩川水系天塩川水

防演習が１２年ぶり２回目として実施されました。

前日のリハーサルから当日まで、上川北部８市

町村の消防団員や関係機関のほか、地域住民を含

む約４００人の参加があり、住宅浸水防止訓練や

住民避難訓練、炊き出し訓練など、本番さながら

の訓練となり、防災意識の高揚や水防に対する理

解を深めていただくことができました。

また、自治体スクラム支援会議の取組の一環と

して、８月３日から８日まで「なよろ夏季林間学

校２０１６」を開催し、福島県南相馬市の小学５、

６年生２０人を招いて、パークゴルフ、子供相撲

やひまわりリレーランへの参加、搾乳体験のほか、

市内各施設の見学などを行い、ストレス解消や市

民との交流を図りました。

次に、交通安全対策について申し上げます。

交通事故のない住みよいまちづくりに向け、市

民の皆様や関係団体の御理解と御協力のもと、

「交通事故死ゼロ」を目標に交通安全運動を進め

てまいりましたが、６月１９日午前中に、風連町

字豊里の市道交差点において自動車同士の衝突事

故が発生し、高齢者の女性が犠牲となりました。

このことから、名寄警察署、交通安全協会、町

内会などの関係機関・団体による事故発生現場の

道路診断を実施し、市では警察署の指導に基づき、

ドット線や中央線の整備のほか、交通安全旗を増

設し、また警察署では道路上に「止まれ」を表示

し、このような痛ましい事故が起きないよう改善

してまいりました。

今回は、発生すると大事故につながる田園型事

故と呼ばれるものであることから、前方や左右に

十分注意した運転について周知を図っていくとと

もに、今後の交通安全意識の高揚と交通事故防止

に向け、関係機関・団体と連携した啓蒙・啓発活

平成２８年９月１日（木曜日）第３回９月定例会・第１号
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動に取り組んでまいります。

次に、生活安全対策について申し上げます。

安全安心な住環境の確保は市民共通の願いです。

市内においても適正に管理されていない空家が周

辺地域に悪影響を及ぼしていることもあり、空家

に対する施策を総合的かつ計画的に推進するため、

名寄市空家等対策協議会を設置し、名寄市空家等

対策計画（素案）を策定しました。また、７月か

ら８月にわたり、パブリック・コメントを実施し

ましたが、御意見はありませんでした。

今後においては、計画に沿って空家などの利活

用促進を目的とした空家バンクの開設をはじめ、

空家や空家となる見込の所有者に適正管理を促す

啓蒙・啓発の取組、相談窓口の開設、管理不全の

空家に対する措置などを通して、空家の利活用や

適正管理に向け対応していただくよう取り組んで

まいります。

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業の北斗団地について

は、昨年度着手した鉄筋コンクリート造２階建て

１棟１０戸の８月末現在の進捗率が約７０パーセ

ントとなっており、１０月の完成を予定していま

す。本年度建設分の鉄筋コンクリート造２階建て

１棟１０戸の工事は、９月に着手し、平成２９年

１０月の完成を予定しています。

また、新北斗団地については、６月に着手した

プレキャストコンクリート造平屋建て２棟８戸の

全面的改善工事の８月末現在の進捗率が約２０パ

ーセントとなっており、１０月の完成を予定して

います。

さらに、長寿命化型改善工事については、６月

に着手した風舞団地３棟２４戸の８月末現在の進

捗率が約６０パーセントとなっており、１０月の

完成を予定しています。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

都市公園の長寿命化修繕計画に基づく公園施設

整備工事は、本年度計画していた名寄公園の遊具

の更新工事、浅江島公園のＬＥＤ照明への更新工

事を８月に完了しました。風連西町公園の遊具の

更新工事については、現在施工中であり、１０月

の完了を予定しています。

また、「ひと・ほし・環境にやさしい灯り事

業」について、「ＬＥＤ照明導入調査事業」の実

施にあたり、環境省の「二酸化炭素排出抑制対策

事業費等補助金」の交付決定を受けたことから、

公募型プロポーザル方式による「名寄市防犯灯Ｌ

ＥＤ化事業公募型プロポーザル選定委員会」を本

年８月８日に開催し、実施業者を選定したところ

です。

今後については、９月末頃に既設防犯灯の設置

状況を把握するとともにＬＥＤ化計画を策定し、

この計画に基づいた取替工事を予定しています。

引き続き、環境に配慮したまちづくりを進めるた

め、本事業に取り組んでまいります。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための老朽管更新工事

については、中央東７号線老朽管更新工事ほか１

路線、延長４９１メートルが完了し、現在は風連

東１号線ほか２路線、延長８３７メートルの整備

を６月上旬に着手し、１０月中旬の完成を予定し

ています。

配水管網整備については、風連新生１条線配水

管網整備工事ほか３路線、延長７５１メートルを

着手しています。

サンルダム建設事業に伴う上水道第２期拡張事

業については、名寄から風連地区への簡易水道統

合整備送水管新設工事を３工区に分け、延長 ５

０８メートルの整備を６月下旬に着手し、１０月

下旬の完成を予定しています。

なお、８月７日に、サンルダム定礎式が開催さ

れ、工事関係者や近隣市町村から約２３０人が出

席し、ダムの永久堅固と安泰が祈願されました。

また、有収率向上のための漏水調査業務や清浄

な水道水の供給を図る配水管洗浄業務を引き続き

実施してまいります。

次に、下水道事業について申し上げます。
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老朽化した施設の改築工事については、６月上

旬に、名寄下水終末処理場における沈砂池機械設

備の更新工事に着手し、来年３月上旬の完成を予

定しています。

公共桝取替工事については、３工区に分けて５

月下旬に着手し、合計７０カ所の取替を７月下旬

に完了し、併せて管路長寿命化計画に基づく管渠

長寿命化工事についても８月下旬に完了しました。

また、個別排水処理施設整備事業については、

名寄地区１基、風連地区２基の合併浄化槽の設置

が完了し、現在は両地区で５基の整備を進めてお

り、９月下旬の完成を予定しています。今後、両

地区合わせて４基の工事発注を予定しています。

次に、道路整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金により整備を進めてい

る北１丁目通については工事を完了しています。

また、西４条仲通、南１１丁目右仲通、風連東

８号北線は９月の完成を予定しており、南３丁目

通については８月に入札を終え、現在工事を進め

ています。

次に、総合交通体系について申し上げます。

鉄路については、宗谷本線活性化推進協議会で

本年７月２５日から７月２７日にかけて、初めて

北海道・国への要望活動を行いました。

現在、道北地域の人口減少や交通網の整備が進

むにつれ、鉄道利用者数の減少が続き、ＪＲから

路線やダイヤなどの大幅な見直しが提案されてき

ています。今後は、沿線自治体や関係機関・団体

と連携し、鉄路を存続していくためのさらなる取

組に努めてまいります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

はじめに、８月１５日現在の農作物の生息状況

について、水稲はもち米・うるち米ともに平年よ

りやや遅れています。

小麦は、秋小麦・春小麦ともに収量・品質にお

いて平年並みの見込みで、現在調整作業を行って

いるところです。

また、畑作物を含めて、馬鈴しょ・てん菜など

の生育は順調に推移していますが、玉ねぎは一部

で生育不良が見受けられる状況です。また、アス

パラガスは、一部で雹の被害もあり、収量は平年

よりやや少ない状況で終了しました。

薬用植物振興事業については、７月２日に「薬

草・花まつり」として大橋地区の薬用植物資源研

究センターにおいて、現地観察会を独立行政法人

医薬基盤研究所と共催で開催し、多くの市民の皆

様をはじめ市外からも御来場いただき、薬用植物

に取り組むまちとして広く情報発信ができました。

次に、有害鳥獣農作物被害防止対策について申

し上げます。

８月２１日現在の捕獲状況は、エゾシカで昨年

度より１０６頭多い３９２頭、アライグマは７頭

の駆除を行ってきたところです。

次に、ヒグマの出没について申し上げます。

本年度は、８月２１日時点で、昨年度の５３件

に対し１９件少ない３４件の報告件数となってい

ます。

今後、農作物の収穫時期やキノコ採りのシーズ

ンを迎えることから、広報・ホームページによる

出没状況の情報提供を行うとともに、警察をはじ

め関係機関・団体と連携して注意喚起を図りなが

ら、被害防止対策を実施してまいります。

次に、もっともち米プロジェクト事業について

申し上げます。

名寄産農産物の消費拡大に向けたＰＲとして、

８月９日に開催されたサッポロビアガーデンにて、

なよろ産もち米のＰＲを行ってまいりました。

次に、産業まつりについて申し上げます。

地産地消の推進と地場産品の良さを広め、農業

・農村の理解と農畜産物の消費拡大を図るため、

８月２１日に、なよろ健康の森を会場に開催し、

多くの市民の皆様に御来場いただきました。

薬用作物の生産のつながりから、新たに参加さ

れた小林製薬をはじめ、御協力をいただきました

関係機関・団体の皆様にお礼申し上げます。

次に、商工業の振興について申し上げます。
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北海道が公表した平成２８年第２四半期（４～

６月）の上川北部地域の地域別経済動向調査では、

土木建設業、運送業は堅調に推移していますが、

製造業を含め引き続き人材不足が続いています。

また、宿泊業についても堅調に推移していますが、

小売・サービス業に関しては、消費者の購買力の

低い状況が続いており、地域全体の業況としては

普通と判断されています。

市の融資関係では、７月末現在、経営資金、設

備資金ともに融資件数は増加傾向で推移していま

す。経営資金は２２件、１億 ９２０万円の融資

となっており、前年同期比では件数で８件の増、

金額では１６ ５パーセントとなっています。ま

た、設備資金は１７件、１億 ２３３万円の融資

となっており、前年同期比では件数で５件の増、

金額も ５５０万円上回っています。

次に、名寄市中小企業振興条例及び支援制度に

ついて申し上げます。

一部改正した中小企業振興条例に基づき、その

支援制度についても見直しを行ないました。商工

関係団体、金融機関と様々な情報を共有し、事業

者ニーズを的確に把握し、きめ細かなサポートが

できるよう、産官金の連携による「なよろ経済サ

ポートネットワーク」を６月に立ち上げ、新しい

支援制度を周知していくほか、国や道の施策を含

め情報発信体制を整備してまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワーク名寄管内における６月末の月間有

効求人倍率は ０５倍で、前年同月比 １３ポイ

ント上昇し、平成２８年３月から比べますと ０

６ポイント下回っていますが、依然として求職者

に対し求人数が上回っている状況となっています。

３月末の新規学卒者の就職内定率も平成２４年度

以来の高水準と求人が増加傾向となっていますが、

若年層の持続的な就労の場の確保が一層重要とな

ってきていることから、７月１日、名寄公共職業

安定所長、上川総合振興局長、上川教育局長と４

者で、名寄商工会議所に対し平成２８年度新規学

卒者の求人要請を行ったところです。

就職希望の生徒たちが実際の職場体験を通して

就職への意欲を高める取組として、昨年度まで名

寄地区で行っていた企業見学会を本年度から士別

地区と合同で７月２７日に実施しました。当日は、

３７人の生徒が参加され、管内３社の企業などを

見学しています。

また、７月２９日にはハローワーク名寄、上川

総合振興局、上川教育局、ジョブカフェ旭川及び

士別市と連携した高等学校卒業者向け企業説明会

が開催され、前年よりも８社多い３３の企業など

と、近隣の高等学校から１１５人の生徒が参加し、

各企業の経営理念や求められている人材などにつ

いて学ぶ貴重な機会となりました。

今後も関係機関と連携して情報収集に努め、就

職活動を支援してまいります。

次に、ひまわり観光について申し上げます。

本年度もひまわりボランティアを募集し、６月

１１日には苗の定植作業を、７月９日と２６日に

は、市民の皆様や名寄高校陸上部による除草作業

を道立サンピラーパークで行うなど、市民のおも

てなしの心を育み、ホスピタリティあふれる観光

地づくりに努めました。

サンピラーパークひまわり事業については、６

月の低温と日照不足による天候不順の影響で、生

育に遅れが生じたものの、１２万５千本のひまわ

りが咲き誇りました。さらに、７月３０日から８

月２１日までは「なよろひまわりまつり」を開催

し、ひまわり案内所の設置やなよろひまわり観光

マップの作成など、観光客の受入体制を整備する

とともに、ライトアップひまわりや市民文化セン

ターＥＮ―ＲＡＹホールで「エンレイひまわりフ

ェスタ」を開催し、夏の風物詩である名寄のひま

わりを楽しんでいただきました。

また、８月７日には名寄ひまわりまちづくり大

使の有森裕子氏を招いて、なよろ健康の森や道立

サンピラーパークをコースとした「第４回有森裕

子なよろひまわりリレーラン」を開催しました。
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海外を含む市内外から９３チーム３７２人の参加

があり、地域資源を活用した交流人口の拡大が図

られました。

次に、ホスピタリティ事業について申し上げま

す。

本年度も、地域の特産品素材を活用した新商品

の開発に取り組んでいる東京の香川調理製菓専門

学校の学生が、８月１８日から５日間の日程で名

寄合宿を行いました。

本年のテーマは「もち米」と「スイートコー

ン」、「ひまわりパウダー」を活用した商品開発

として、なよろ産業まつりで試食コーナーを設け

て味わってもらうとともに、アンケートにも御協

力をいただくなど、実り多い交流の場となりまし

た。

次に、イベント関係について申し上げます。

「第３７回ふうれん白樺まつり」は、６月１８

日、１９日にふうれん地域交流センター及びふう

れん望湖台自然公園において開催され、１８日開

催の全道阿波踊り大会と合わせて、多くの阿波踊

りの連に参加をいただき、大いに盛り上げていた

だきました。

本市の夏を彩る「てっしフェスティバル」は、

７月３１日に天塩川曙橋下流河川敷において開催

され、野外ライブや各種団体のステージ、さらに

はフィナーレを飾る花火など、多彩な催しに約７

千人の来場者で賑わいました。

第３８回を迎えた「風連ふるさとまつり・風舞

あんどんオン・エア」は、８月１３日夜、１４団

体１５基の行燈がＪＲ風連駅前通り特設会場を練

り歩き、帰省者や多くの市民が夏の風物詩を堪能

しました。

次に、学校教育について申し上げます。

確かな学力を育てる教育の推進については、名

寄市教育改善プロジェクト委員会の学習指導の工

夫改善に関する研究グループにおいて、児童生徒

の思考力・判断力・表現力を育成する指導方法に

ついて理解を深めるなど、中堅教職員の力量を高

めるためのミドルリーダー育成研修会を行いまし

た。

小学校外国語活動巡回指導教員研修事業では、

小学校教諭の外国語活動などの指導力と英語力向

上を図るため、これまで巡回指導教員が市内全て

の小学校を計１７０時間巡回し、学級担任とのテ

ィーム・ティーチングによる授業や模範となる授

業を行いました。

豊かな心を育てる教育の推進については、いじ

めの根絶に向け、７月２０日、風連中学校におい

て、名寄市小中学校いじめ防止サミットを開催し

ました。同サミットでは、いじめを許さない意識

と態度を育成するため、全小中学校の児童会・生

徒会の代表者が一堂に会し、名寄市小中学校いじ

め防止宣言の浸透状況について意見を交流したり、

各学校のいじめ根絶に向けた取組の良さや工夫し

なければならない点などについて話し合いました。

昨年同様に、いじめ防止標語を募り、優秀な作

品についてはポスターを作って市内の各学校のほ

か教育関係施設などに掲示し、地域全体でいじめ

をなくす取組を進めました。

健やかな体を育てる教育の推進については、７

月上旬までに市内の全小中学校において、「全国

体力・運動能力、運動習慣等調査」を実施しまし

た。

また、名寄市教育改善プロジェクト委員会の校

内研修の充実に関する研究グループが中心となり、

５月１８日に名寄西小学校を会場に、新体力テス

ト実施に向けた学校体制のあり方や同テストの実

施上の留意点にかかわる研修会を行いました。

とりわけ、研修会では、本市の児童生徒の体力

における課題となっている「走力」を高めるため、

名寄市特別参与スポーツ振興アドバイザーの阿部

雅司氏を講師に、効果的な準備運動や腕の振り方、

スタート時の姿勢などについての実技研修を行い

ました。

今後は、各学校及び教育改善プロジェクト委員

会が、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」
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の結果を分析し、児童生徒の体力などのより一層

の向上に向けて、体育指導などの充実を図る取組

を進めてまいります。

特別支援教育の推進については、学校の要請に

基づき、専門家チームを５回派遣し、障がいの有

無にかかわらず困り感を抱えている児童生徒に対

する適切な支援のあり方についての協議、研修を

行いました。

信頼される学校づくりの推進については、教職

員の資質向上を図るため、５月１０日に学校力向

上に関する総合実践事業アドバイザーを招いて教

育講演会を開催しました。当日は、市内外から約

９０人の教職員が参加し、日常授業の改善や学級

経営のあり方などについて研修を深めました。

智恵文小学校・智恵文中学校における小中一貫

コミュニティ・スクール導入の取組については、

教育委員会が設置要領に基づき、保護者や地域代

表者、学校関係者など２０人で構成される「智恵

文小学校・智恵文中学校コミュニティ・スクール

推進委員会」を組織しました。

６月２９日に第１回推進委員会を行うとともに、

文部科学省のコミュニティ・スクール導入等促進

事業の講師を招いて講演会を開催し、推進委員の

ほか、保護者や市内各小中学校の教職員など約５

０人の参加を得て、コミュニティ・スクールにか

かわる先進的な事例や関係法令についての理解を

深めました。

その後、８月２３日の第２回推進委員会では、

智恵文小学校と智恵文中学校の学校運営や学校評

価などの概要や、小中連携の取組状況などについ

て意見交換を行いました。

次に、学校施設の整備について申し上げます。

本年度、大規模改修を予定している名寄東小学

校については、国からの補助金の交付はありませ

んでしたが、老朽化や緊急度を考慮し、改修工事

を実施することとし、８月の臨時議会において工

事契約の議決をいただき、工事に着手したところ

です。

また、風連中央小学校の改築事業については、

昨年度の基本設計に引き続き、実施設計を行い、

来年度から予定されている本体工事に向けた準備

を進めています。

さらに、豊西小学校の閉校に伴う、通学路にお

ける２カ所の横断歩道の新設については、夏休み

期間中に整備を終えています。

次に、名寄市立大学並びに名寄市立大学短期大

学部について申し上げます。

本市の総合戦略の推進施策として位置付けてい

る「名寄市立大学卒業生の地元定着化推進事業」

については、大きく２本立ての組み立てを予定し

ています。

一点目は、市内の事業者などに就業する市立大

学の学生が日本学生支援機構から奨学金の貸与を

受けている場合、就業後にその返済額の一部を支

援しようとするものです。

二点目は、市内の事業所などに就業する学生に

対して、地元就業支度金を本年度内に交付するも

ので、関連する補正予算案を本定例会に提出をさ

せていただきますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

大学図書館の建設工事については、７月末で５

６パーセントの工事進捗率となっており、来年１

月末の完成に向けて引き続き工事を進めてまいり

ます。

また、名寄市立大学への理解を深め、進路決定

の参考としていただくため、７月２３日と８月２

０日に、高校生と保護者を対象にオープンキャン

パスを開催し、２回合わせて高校生３７６人、保

護者２６２人の参加があり、昨年と比較して高校

生で８人の増となりました。なお、３回目のオー

プンキャンパスは１０月１５日に予定しています。

北海道教育委員会が主催する特別支援学校教諭

免許状の取得向上に向けての取組は、本年で６年

目を迎え、名寄市立大学が指導大学となる免許法

認定講習として、７月２７日から１２日間にわた

り開催しました。道内では、北海道教育大学が指
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導大学となって実施した３会場と合わせて４会場

で実施されています。名寄会場では、市内小中高

校から参加した２１人の教員をはじめ、道内の教

員、幼稚園教諭など９１人が、先進的な教育理論

や教育実践について受講しました。

次に、食育の推進について申し上げます。

学校給食センターの改築時に導入しました調理

用オーブンは、経年劣化により機器のふぐあいが

発生し、調理に支障を来していることからスチー

ム方式のオーブンに更新しました。

このことにより、魚やハンバーグなどの焼き物

を、より一層、美味しく提供することができるよ

うになりました。また、調理の幅が広がり新たな

献立を研究しているところです。

学校給食では、新鮮な地元産食材の積極的な使

用による地産地消にも取り組んでおり、７月４日

には「煮込みジンギスカン」を、８月には地元産

のメロンを提供し、児童生徒から好評を得ていま

す。

次に、生涯学習の推進について申し上げます。

青少年のオーケストラ発足を視野に７回にわた

り実施した市民講座「バイオリン教室」は、最終

日の７月２日に成果発表会を開催しました。

参加者の大部分は初心者でしたが、最終日には

８曲を演奏し、来場された８０人の方に上達した

姿を披露することができました。

８月７日には、どさんこジュニアオーケストラ

協会の協力のもと、市民実行委員会による名寄市

少年少女オーケストラが誕生し、活動を開始して

います。

夏を締めくくる市民盆踊り大会は、８月１４日

と１５日の両日開催し、子ども盆踊りに３９６人、

仮装盆踊りには、個人１５人、団体８組の参加を

いただき、期間中延べ ９８１人の人出で賑わい

ました。実施にあたり御協力をいただきました実

行委員及び協賛事業所などの皆様に感謝を申し上

げます。

次に、市立名寄図書館について申し上げます。

７月２６日には、名寄西小学校図書館において、

北海道立図書館の学校図書館運営相談事業を活用

し、司書教諭と学校司書を対象に、本棚や机のレ

イアウトの変更や除籍本の選び方などの演習を行

いました。

「名寄市子どもの読書活動推進計画」について

は、本年度が第２次５カ年計画の最終年度にあた

ることから、第３次計画の策定作業を進めるため、

７月２９日に庁内策定委員会を立ち上げました。

さらに、８月１７日には「市民ワーキンググル

ープ」を組織し、これまでの子どもの読書活動に

関する検証と今後の取組について検討しました。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

６月には、「日本人の約７割が天の川を見られ

ない所に居住」という欧米の研究が新聞報道され

た中にあって、７月７日には、なよろ市立天文台

から生の天の川の映像がテレビの全国ニュースや

インターネット放送によって使われ、名寄が天体

観測に適した地であることを大きくアピールでき

ました。

また、６月２８日から７月７日にかけては、七

夕の短冊飾り付けイベントを行いました。市内外

の保育所や幼稚園児、大学生、来館者などの協力

をいただき７００枚以上の短冊を飾り付け、週末

には多くの家族連れで賑わいました。

７月３０日には、星と音楽の集い実行委員会に

よる「きたすばる・星と音楽の集い２０１６」が

開催され、９６０人が参加し、多彩なイベントが

行われました。子どもたち向けの星の絵本の読み

聞かせや、石垣島天文台とのインターネット中継

も行われ、星に対する関心が高まり、石垣島天文

台との交流も深まりました。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

芸術文化鑑賞バスツアーは、市内で鑑賞するこ

とができない芸術文化に接することで、豊かな感

性を育み、文化活動の振興を図ることを目的とし

て実施しています。
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本年度は５回のツアーを計画しており、７月に

は札幌方面へ「劇団四季ウィキッド」の観劇、８

月には帯広方面へ「六花の森」「中札内美術村」

の見学など４回実施しました。

引き続き、質の高い優れた芸術文化鑑賞の機会

を提供できるよう、事業の充実に努めてまいりま

す。

次に、北国博物館について申し上げます。

７月２日から８月２８日にかけて、特別展「道

北の湿原」を開催しました。当市周辺には、ピヤ

シリ湿原や松山湿原があり、道北地方全体では１

０カ所を超える湿原が分布しています。

今回の特別展では、湿原の種類や性質、特有の

地形や動植物などを解説し、湿原の一種である泥

炭地の開拓と農業の歴史についても振り返りまし

た。また、関連企画として、７月２２日に講演会

を開催したほか、翌２３日には松山湿原観察会を

開催し、湿原に対する学習を深めることができま

した。

８月９日には、専門家を招き、昨年度好評であ

った夏休み体験講座「コウモリ観察会」を開催し

５２人の参加がありました。日頃あまり目にする

ことのできないコウモリについて、捕獲調査の体

験を通して、子ども、大人を問わずコウモリの生

態などについて学んでいただきました。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

８月８日には、市民文化センターを会場に、公

益社団法人誕生学協会認定バースコーディネータ

ーの菊池咲十子氏を講師に迎え、「誕生学～うま

れてきてくれてありがとう～」をテーマとした家

庭教育学級３学級の合同研修会を開催しました。

参加した親子５１人は、命の大切さや命をつなげ

る尊さなどについて学びました。

次に、スポーツ振興について申し上げます。

６月１４日に、なよろスポーツ講演会が開催さ

れ、約２５０人の市民の参加を得て、名寄市特別

参与スポーツ振興アドバイザーの阿部雅司氏を講

師として「夢への挑戦」をテーマに、本市が取組

を進めている「冬季スポーツの拠点化」事業の紹

介をしました。

また、７月３１日には、サンピラー国体開催記

念第１４回サマージャンプ大会を開催し、男子の

葛西紀明選手、伊東大貴選手、女子の高梨沙羅選

手、伊藤有希選手ら国内トップクラスの選手など

１２４人が出場して熱戦を繰り広げました。

スポーツ合宿については、７月中旬から北海道

が主催をする北海道タレントアスリート発掘事業

３競技合同合宿を皮切りに、ノルディックスキー

競技、高校陸上部、大学バスケットボール部など、

多くのアスリートが本市を訪れているほか、特に

２０１２年ソチ五輪の銀メダリスト・渡部暁斗選

手を有する全日本ノルディックコンバインドチー

ムが十数年振りに合宿をしており、世界を舞台に

活躍しているトップアスリートも本市でトレーニ

ングを行っています。

名寄旅館業組合への聞取調査では、夏合宿の１

カ月間で３１団体３５７人が本市でスポーツ合宿

をしており、今後は合宿に帯同している指導者な

どの意見・要望を参考に、市内関係団体と連携を

図りながら、選ばれる合宿地を目指して環境整備

を進めてまいります。

風連Ｂ＆Ｇ海洋センター・プールについては、

Ｂ＆Ｇ財団の修繕助成を受けて、鉄骨及びプール

槽の塗装のほか、上屋シートの全面張替などの改

修工事を行い、７月１日にリニューアルオープン

しました。

改修後は、透明度が増した上屋シートの効果で

室内が広く感じられるほか、幼児用プールに「な

よろう」のイラストを描いて楽しく水あそびがで

きる環境を整えるなど、今後も多くの皆様に利用

していただけるよう環境整備の充実に努めてまい

ります。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

子ども会育成連合会と共催のリーダー養成事業

「わくわく！体験交流会」は、本年度３０人の児

童が登録し、６月１８日には飯ごう炊飯による調
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動を予定していましたが、天候不良のため屋内で

の軽スポーツやテント設営体験、危険予知トレー

ニングなどに変更しました。

また、８月２０日から２１日にかけては、ネイ

パル砂川でカヌーやニュースポーツ、石窯ピザ作

りを体験し、集団生活を通してリーダーとしての

心構えを学びました。

本年度で２７回を迎える野外体験学習事業「へ

っちゃＬＡＮＤ」は、小学４年生から６年生まで

の３５人が参加し、７月２６日から３泊４日の日

程で実施しました。

悪天候のため、２日目夜から生活拠点をトムテ

文化の森キャンプ場から市民文化センターに移し

ての実施となりましたが、テント生活や九度山登

山、わらじ作り、スポーツ交流など、家族を離れ、

野外などでの団体生活を経験した子どもたちは、

ひとまわりたくましく成長しました。

名寄市・杉並区小学生体験交流事業では、小学

４年生から６年生までの市内児童２５人と東京都

杉並区の児童２５人が参加し、７月２８日から３

１日までは名寄会場、８月５日から８日までは杉

並会場において、それぞれの生活環境や自然環境

などについて学び、交流を深めました。班行動で

は、本交流会に参加経験のある方を含む一般、大

学生、専門学校生、高校生の各ボランティアリー

ダーを中心に小学生同士が交流し、お互いに協力

し合いながら友情を深め、たくさんの友達や思い

出をつくることができました。

次に、放課後児童クラブについて申し上げます。

東児童クラブの開設については、７月に名寄東

小学校保護者及び学童保育所コロポックル保護者

に対し、利用説明会を開催しました。

また、８月から改築・増築工事が始まり、本年

１２月からの開設に向けて順調に準備を進めてい

ます。

次に、青少年センターについて申し上げます。

７月２１日と２２日に名寄警察署の協力を得て、

北海道青少年健全育成条例に基づく立入調査を実

施し、青少年に対して有害となる図書類の販売状

況の確認、カラオケボックスにおける青少年の深

夜入場禁止の指導、携帯電話販売店へのフィルタ

リング機能の利用徹底などを行いました。

最後に、台風７号、台風９号、台風１０号、台

風１１号の北海道通過に伴う大雨、強風対応の概

要について報告をいたします。

台風７号は、９年ぶりの北海道上陸となり、ま

た台風１１号及び９号も北海道を通過し、観測史

上初となる１週間に３つの台風が北海道に上陸を

しました。さらに、台風１０号が暴風域を伴いな

がら北海道に接近をし、通過をいたしました。

初めに、台風７号ですが、台風の通過に伴い８

月１７日明け方から夜にかけて大雨となり、２日

間で合計８４ミリ、西風連地域では１７５ミリの

降雨がございました。また、この降雨による豊栄

川の増水により、豊栄町内会の遊水地周辺の住民

及び徳田しらかば団地の住民に避難準備情報を発

令をし、北国博物館及び名寄南小学校を避難所と

して開設をいたしました。

次に、台風７号通過後の前線による降雨に加え

て、台風１１号による影響が重なった大雨ですが、

８月２０日から２１日の２日間の降雨量が６３ミ

リ、特に西風連地域では８ ５ミリの降雨がござ

いました。このため、大橋町内会を初めとする４

町内会に避難準備情報を発令し、避難の準備を促

したところでございます。

８月２３日に上陸をした台風９号の影響による

大雨は、全道的に甚大な被害をもたらしました。

本市においては、２０日からの大雨による河川の

増水があることから、最大級の警戒態勢を準備を

したところでありますが、想定されていた大雨は

経路がそれたことにより大事には至りませんでし

た。

また、これら台風の影響による施設被害等につ

いては、市道２路線の路肩崩れのほか風連日進地

区においては南２番東線での道路崩壊による通行

平成２８年９月１日（木曜日）第３回９月定例会・第１号
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どめ、御料１２線橋が落橋をしたほか、北海道河

川である風連別川の堤防が一部洗掘をする被害が

発生をいたしました。また、林道については、１

路線で路盤崩壊、路面洗掘があったほか、農業被

害では農地の冠水や倒伏等８８件、範囲にして約

１２０ヘクタールと報告を受けており、施設被害

ではハウスの浸水や畦畔の崩壊などの被害で２８

件の報告を受けております。また、住宅の浸水で

は、台風７号により風連地区で床下浸水が４件発

生をいたしました。

８月３０から３１日にかけて接近をした台風１

０号による強風での被害は現在調査中ですが、街

路灯が折れたり、倒木が数件あったと報告を受け

ております。現在全体の被害状況を調査中であり、

被害額についても目下全力で調査を進めていると

ころであります。

自然災害は、今後いつ発生するとも限らず、課

題を整理をし、平時からの災害に対する備えを行

うとともに、市民の方々とともに自然災害に備え、

対応できる災害に強い地域づくりを目指してまい

ります。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

１１時２０分まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時０４分

再開 午前１１時２０分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

日程第４ 議案第１号 地方自治法による審査

請求に係る公の施設の関係条例等の整備に関する

条例の制定について、議案第５号 名寄市私法上

の債権の放棄に関する条例を廃止する条例の制定

について、以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 地方自治法

による審査請求に係る公の施設の関係条例等の整

備に関する条例の制定について、議案第５号 名

寄市私法上の債権の放棄に関する条例を廃止する

条例の制定について、一括して提案の理由を申し

上げます。

本件は、新行政不服審査法の施行における行政

手続条例に基づく審査の基準、処分の基準作成に

伴い、議会の権限として整理をする事項のほか、

必要な整備を図り、根拠規定を明確化するための

一連の改正でございます。

初めに、議案第１号 地方自治法による審査請

求に係る公の施設の関係条例等の整備に関する条

例の制定については、地方自治法に規定をする審

査請求に係る行政手続条例に基づく審査の基準、

処分の基準作成に当たり、同法で定める公の施設

に限って権利の制限等に関する規定の整備につい

て合計３５件の条例の整備を行おうとするもので

ございます。

なお、この規定の整備では、これまで公の施設

の条例及び規則に規定をされている根拠規定につ

いて、条例で定めるべき事項とされているものに

ついて整備するものであり、現在市が設置をして

いる公の施設の施設の運営に変更があるものでは

ございません。

次に、議案第５号 名寄市私法上の債権の放棄

に関する条例を廃止する条例の制定については、

地方自治法第１８０条を根拠とする議会の権限に

整理を行うため、本条例を廃止するものでござい

ます。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第１号

外１件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） １点確認をさせていた

だきたいと思います。

今御説明あったように、変更があるものではな
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いというふうな御説明でしたが、議案第１号の３

４条ですが、動物の類いを携行する者の後に括弧

して盲導犬または介助犬を除くというふうにあり

ました。これを記載しないということになってい

るわけですけれども、この盲導犬、説明文書の中

に身体障害者補助犬法の中では同伴することを拒

んではならないというふうな説明があるのですけ

れども、今まで同様盲導犬または介助犬等を一緒

に同伴しても構わないというふうに理解していい

のかどうか確認をさせてください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今御質問いただきま

したが、この件に関しては川村議員が言われたよ

うに国の法の中で拒むことができないというふう

になっておりますので、条例の中で改めて表現す

る必要はないだろうということから、今回の整合

も含めて削除をさせていただいたところでありま

す。よろーなの中には、盲導犬、介助犬とありま

したけれども、実は法の中では聴導犬というのも

入っておりますので、そういった意味では法の拡

充されたのに伴って名寄市における条例について

も拡充をして対応してまいりたいと、そのように

考えておりますので、御理解いただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。議案第１号外１件は、委員

会付託を省略し、直ちに採決することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

お諮りいたします。議案第５号は原案のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第２号

名寄市税条例及び名寄市税条例の一部を改正す

る条例の一部改正について、議案第３号 名寄市

都市計画税条例の一部改正について、以上２件を

一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄市税条

例及び名寄市税条例の一部を改正する条例の一部

改正について、議案第３号 名寄市都市計画税条

例の一部改正について、一括して提案の理由を申

し上げます。

本件は、本年３月３１日に地方税法の一部を改

正する法律等が公布されたことに伴い、平成２９

年度以降の課税に向けて名寄市税条例及び名寄市

都市計画税条例の一部を改正する必要が生じたこ

とから提案を申し上げるものでございます。

今回の条例の一部改正につきましては、所得税

及び法人税に対する納期限後の職権更正中に生じ

る延滞金徴収の取り扱いが国税徴収の例により改

正をされたほか、新築住宅等における課税特例期

間の延長、特定一般用医薬品等購入医療費控除特

例の創設などのほか、対象条文に条ずれ、項ずれ

が生じたことから条文の改正を行うものでござい

ます。

以上、２件の条例の一部改正について提案をい

たします。よろしく御審議くださいますようお願

いを申し上げます。
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〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第２号

外１件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第２号外１件は、委員

会付託を省略し、直ちに採決することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

お諮りいたします。議案第３号は原案のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第４号

名寄市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 名寄市国民

健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正

について、提案の理由を申し上げます。

所得税法等の一部を改正する法律が本年３月３

１日に公布をされたことに伴い、外国居住者等所

得相互免除法が改正をされ、平成２９年１月１日

に施行することとなりました。平成２９年度以降

の課税に当たり、市民税で分離課税をされる特例

適用利子等の額を国民健康保険税の所得割額の算

定及び軽減判定等に用いる総所得金額に含めるも

のでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 議案第６号

工事請負契約の締結についてを議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 工事請負契

約の締結について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２８年度北斗団地公営住宅建設工

事について、本年８月２３日３社による一般競争

入札を執行した結果、中舘・吉田経常建設共同企

業体が１億 ９５０万円で落札をいたしました。

本件は、これに消費税及び地方消費税 ４３６万

円を加え、１億 ３８６万円で契約を締結しよう

とするものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

なお、詳細につきましては建設水道部長より説
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明をさせますので、よろしく御審議くださいます

ようお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を中村建設水

道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 議案第６号、市

長提案の補足説明を申し上げます。

本工事は、名寄市公営住宅等長寿命化計画に基

づき老朽化した北斗団地、新北斗団地の建てかえ

事業により建設をするものであり、昨年度の実施

設計に基づき平成２９年１０月中旬の完成に向け

準備が整い次第工事に着手いたします。

本日議決をお願いいたします平成２８年度北斗

団地公営住宅建設工事の事業概要について御説明

いたします。本工事は、鉄筋コンクリート造２階

建て、延べ面積は住宅部分が８９ ８６平米、物

置、自転車置き場が４ ７９平米で、合計が９４

６５平米であります。住宅戸数は、２ＤＫが６

戸、２ＬＤＫが２戸、３ＬＤＫが２戸で、合計１

０戸の建築工事であります。また、工事期間は議

決後の翌日から平成２９年１０月１３日までを予

定しております。

次に、お手元の資料について御説明いたします。

初めに、資料１の建物概要、配置図をお開きくだ

さい。図面上部は来年度発注する駐車場であり、

台数は住宅戸数分を確保しております。図面中央

は公営住宅で、図面下部は入居者が自由に使える

菜園等のスペースとなっております。

次に、資料２の１階平面図をお開きください。

図面上部が雁木や物置及び自転車置き場などの共

用スペースであり、下部が住宅となっております。

次に、資料３の２階平面図をお開きください。

各住戸の配置及び戸数は、１階と同様となってお

ります。

次に、資料４の立面図をお開きください。入居

者の除排雪作業軽減に配慮し、無落雪屋根を採用、

外壁は東西面を金属板仕上げ、南北面を塗装仕上

げとしております。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第７号

平成２８年度名寄市一般会計補正予算（第２

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 平成２８年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでございまして、歳入

歳出それぞれ３億 ５４９万円を追加をし、予算

総額を２４２億４３４万 ０００円にしようとす

るものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。３款

民生費におきましてひまわりらんど改修工事１０

７万 ０００円の追加は、冬期間における必要な

子育て支援の環境を確保するため吹き抜け部分へ

のシート張りや間仕切り壁などの設置を実施しよ

うとするものでございます。

４款衛生費におきまして感染症対策事業費２１

２万 ０００円の追加は、定期予防接種の対象疾
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病にＢ型肝炎が追加されたことに伴い予防接種に

要する経費を補正しようとするものでございます。

６款農林業費におきまして産地パワーアップ事

業費２億 ５６０万 ０００円の追加は、道北な

よろ農業協同組合が実施をする穀類乾燥調製貯蔵

施設の整備事業と４つの生産組合が実施をするリ

ース方式による農業機械の導入に対し補助しよう

とするもので、財源として道支出金で２億４７万

０００円と市債で ５１０万円を計上してござ

います。

７款商工費におきまして創業支援事業補助金１

００万円の追加は、本市で創業する店舗または事

業所の新築及び増改築に対し補助しようとするも

のでございます。同じく７款商工費におきまして

住宅改修等推進事業補助金 ３００万円の追加は、

中小企業の振興並びに地域経済の活性化を図ると

ともに、良質な住環境の整備などを促進をするた

め補助しようとするものでございます。

１０款教育費におきまして地元就業支度金助成

事業助成金２００万円の追加は、市内に居住し、

かつ市内の事業者に就業する名寄市立大学の卒業

生に対し支度金を助成し、本市に定着することを

推進しようとするものでございます。

同じく１０款教育費におきまして東児童クラブ

運営事業費４２３万円の追加は、１２月１日から

開設予定の東児童クラブに係る運営経費について

補正しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更などに伴う特定財源の調整のほか、収支の調整

を前年度繰越金で実施をいたしました。

１５款国庫支出金で地方創生推進交付金３２５

万円の追加は、冬季スポーツ拠点化推進プロジェ

クトほか１事業の交付対象事業の決定に伴い補正

しようとするものでございます。

次に、第３表、債務負担行為補正では防犯灯Ｌ

ＥＤ照明導入賃借料を追加しようとするものでご

ざいます。

次に、第４表、地方債補正では、認定こども園

施設整備事業ほか２件を追加し、名寄東小学校校

舎改修事業ほか２件を変更しようとするものでご

ざいます。

以上、補正の概要について申し上げました。細

部につきましては、総務部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を臼田総務部

長。

〇総務部長（臼田 進君） それでは、一般会計

の補正予算につきまして市長より申し上げた分と

の重複を避けて補足説明をさせていただきます。

初めに、歳出から申し上げます。議案第７号の

１０ページ、１１ページをごらんいただきたいと

思います。２款総務費、１項３目情報化推進費の

情報化推進事業費８２５万 ０００円の追加につ

きましては、地方公共団体の情報セキュリティー

強化対策としてメール及びデータ転送に係る強化

システム及び機器を導入しようとするものでござ

います。

２款総務費、１項８目企画振興費の町内会活動

支援事業費で町内会館等建設費補助金１４万 ０

００円の追加につきましては、風連豊里町内会か

ら町内会館の改修工事に係る補助申請に対しまし

て予算を計上しようとするものでございます。

３款民生費、１項１目社会福祉総務費の社会福

祉一般行政経費８３７万 ０００円の追加につき

ましては、各種事業の精算に伴う国、道費負担金

の返還が生じたことにより補正を行おうとするも

のでございます。

同じく３款民生費、１項４目市民活動費の婚活

応援事業補助金４０万円の追加につきましては、

未婚化、晩婚化の対策として出会いの機会を創出

する婚活イベントに対し補助しようとするもので

ございます。

１２ページ、１３ページのほうをごらんいただ

きたいと思います。３款民生費、２項３目保育所

費の保育システム改修委託料７７万 ０００円の
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追加につきましては、国の規則改正に伴いまして

多子世帯及びひとり親家庭などへの負担軽減措置

に伴う保育システムの改修経費を補正するもので

ありまして、財源といたしまして国庫支出金にて

３８万 ０００円を予算計上させていただいてお

ります。同じく子ども・子育て支援運営事業費２

００万円の追加につきましては、保育対策総合支

援事業費補助金としまして大谷認定こども園及び

風連さくら保育園の園児管理システムの導入に対

し補助を行うものでありまして、財源といたしま

して保育対策総合支援事業費補助金１５０万円を

予算計上させていただきました。

１４ページ、１５ページのほうをお開きいただ

きたいと思います。６款農林業費、１項２目農業

振興費の名寄東部地区簡易給水施設修繕事業補助

金３１万 ０００円の追加につきましては、名寄

東部地区の共同飲料水供給施設改修に係る補助申

請に対応し予算を計上しようとするものでござい

ます。同じく多面的機能支払交付事業費 ６１５

万 ０００円の追加につきましては、施設の長寿

命化に対する活動分として追加交付の決定がなさ

れたことによる補正でありまして、財源といたし

まして道支出金で ７１１万 ０００円を計上さ

せていただきました。

恐れ入ります。１６ページ、１７ページのほう

をお開きいただきたいと思います。８款土木費、

３項１目河川総務費の河川維持管理事業２２０万

円の追加につきましては、緊急的に改修が必要と

なった２つの河川につきまして予算を追加計上し

ようとするものでございます。

１０款教育費、１項４目教育研究指導費の教育

研究指導事業費１３４万 ０００円の追加につき

ましては、特別支援教育学習支援員の増員に対し

予算を追加しようとするものでございます。

２０ページ、２１ページのほうをごらんいただ

きたいと思います。１０款教育費、７項２目体育

施設費の名寄スケートリンク場管理運営事業費

１６６万 ０００円の減額につきましては、当初

南小学校グラウンドに開設予定のスケートリンク

につきまして南小学校外構工事によるグラウンド

造成時の養生期間を確保するため、今年度におき

ましては昨年同様旧豊西小学校グラウンドにてス

ケートリンクを開設することとなったことから、

管理棟などの事業費につきまして今回減額しよう

とするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。恐れ入りま

すが、６ページ、７ページのほうをごらんいただ

きたいと思います。１４款使用料及び手数料、１

項７目教育使用料の児童クラブ使用料１２０万

０００円の追加につきましては、新たに開設をい

たします東児童クラブの使用料及び南風連の各児

童クラブの増員に伴い、使用料を追加補正しよう

とするものでございます。

１５款国庫支出金、２項５目教育費補助金の学

校施設環境改善交付金 ５４５万 ０００円の減

額につきましては、名寄東小学校の校舎改修事業

に係る交付金不採択に伴いまして予算を減額しよ

うとするものでございます。なお、名寄東小学校

校舎改修事業につきましては、８ページ、９ペー

ジの２２款市債におきまして名寄東小学校校舎改

修事業債として ５５０万円を補正して対応して

まいります。

お戻りいただきまして、６ページ、７ページの

ところになります。１８款寄附金で民生費寄附金

及び教育費寄附金合わせまして２７１万 ０００

円の追加につきましては、これまでいただいた寄

附につきまして予算計上するものでありまして、

寄附者の意向に伴い地域福祉基金に１０万円、教

育振興基金に２００万円をそれぞれ積み立てるほ

か、交通安全推進事業費や国際交流事業費、文化

事業費の財源として充当しようとするものでござ

います。

以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議いただきますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。
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熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 二、三お伺いをいた

しますが、議案第７号の４ページあるいは２２ペ

ージ、２３ページ関連ですけれども、行政報告に

もありましたけれども、防犯灯のＬＥＤの取り組

みなどについてお話がありましたし、債務負担行

為補正の中でも来年度から１０年間１億 ８３０

万円ということで、調書のほうにも関連をします

けれども、具体的にこれは財源の内訳について、

それから防犯灯の数はまた９月に調査をするとい

うことで最終的な確定をするのでしょうけれども、

おおよそつかんでおられるというふうに思います

が、その状況、それから１０年間どのようにその

数を消化をされて、市内全域ということになろう

と思いますが、面的にやっていくのか、優先順位

をつけてやっていくのか、その状況についてお知

らせをいただきたいと思います。

もう一つは、今後段に言いました２３ページの

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度

末及び当該年度末における現在高の見込みに関す

る調書、前々年度末の最終合計が２３４億 ８９

９万 ０００円と当該年度末が２８２万 ５０６

万 ０００円ということで、これは近年市民の期

待に応えようということで大型事業がずっと続い

ている数字のあらわれで、そうは心配をしており

ませんけれども、どちらかといえば島市政時代に

は緊縮財政でいろいろ４００億円ぐらいあった市

債の償還に力を注いでいただいたり、加藤市政に

なってからはここ数年総合計画あるいは見直しも

含めてそれぞれ大型事業に手をつけてきておりま

すけれども、中期財政計画のときも議論はさせて

いただいていますけれども、今後の状況について

少しお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今議員のほうか

らＬＥＤの関係で御質問がございましたので、ど

ういった形で整備を進めていくのだということで

よろしいでしょうか。実は、これまで２６年、２

７年と学校の通学路周辺を含めて整備をＬＥＤ化

ということで、防犯灯あるいは街路灯も大通とか

やりましたけれども、一部ＬＥＤ化を進めてきま

した。今回については、来年の４月以降につきま

しては１０年間のリース事業ということで、防犯

灯を既存の約 ２００ございますけれども、その

うち今七百少し整備が終わっているということで、

残りの ４００につきまして防犯灯につきまして

ＬＥＤ化を進めていくということでございます。

既存の防犯灯について、ＬＥＤ化になっていない

ものについて交換をしていくという中身になって

おります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ＬＥＤの財源でありま

すけれども、これは全て一般財源での形になって

おります。仕組みとしては、ＬＥＤのリース事業

者、こちらのほうに補助金が流れるという形にな

っております。合算ですけれども、約 ８００万

円程度の補助金が流れるということでございます

ので、単純にいたしますと１億 ８００万円に

８００万円ですから、大体１億 ０００万円より

ふえるぐらいの事業費という形で今組んでいる、

財源についてはそういう状況でございます。

それから、後段の地方債の関係でありますけれ

ども、地方債残高ふえているという状況につきま

しては議員おっしゃるとおりで、大型事業が出て

くるということでございますので、どうしても現

在高ふえているというような状況はありますけれ

ども、残高の中身につきましては交付税が入って

くるような起債を中心という形で今財政運営して

おりますので、実質的ないわゆる自腹分について

は半分より下がるのではないかなということで考

えています。これは、また計算させていただきま

して、決算委員会の中で御説明していきたいと思

っております。

それから、今後についてなのですけれども、起

債そのものの償還条件について今考えているとこ
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ろであります。１つは、利率が今非常に低い状態

であるということ、それから起債の種類によって

は償還の年数が非常に幅が出ております。過疎債

ですと１２年が標準ですけれども、大きな建物に

なると償還年数が長くなりまして、その中で償還

するという形になっておりますけれども、償還年

数に応じましてどのぐらいその年度において払わ

なければならないかというのも今後の財政運営に

ついては焦点になるかと思います。その中で起債

ではなく基金をある程度入れてみたり、いろんな

工夫がこれから考えられることになりますけれど

も、どれぐらいの事業規模になるか、総計の後の

いろんな地域財政計画のところに今少しずつやっ

ておりますけれども、その中で今後の財政運営に

ついて少し見やすい形でお示しできればと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ＬＥＤの関係、先ほ

ど聞いてまだ漏れている点が１点。どのような方

法で取りかえをやっていくのかということで、そ

れぞれ地域の中でもいろいろ各地から早期取りか

えを要望されているかと思うのですけれども、い

わゆる名寄市内全体的に効率的に、面的に整理を

していくのか、あるいは地域の要望をしっかり反

映した上で優劣つけながら、ある面では言葉悪い

ですけれども、ばらばらにやるのか、その辺につ

いてのお答えを改めて聞いておきたいと思います。

中期財政計画あるいは総合計画の議論がまたこ

れから年内ありますので、そのほうに詳細は譲り

ますけれども、今回の議案、４ページの地方債補

正の追加の部分の償還の方法を今副市長も触れて

おりましたけれども、財政の都合によって据置期

間及び償還期限を短縮もしくは延長、繰り上げ、

繰り下げみたいなことで、自来ちょうど金利が非

常に下がっているということがありますから、名

寄市側としてみればどっちの選択も財政状況を見

ながら選択できるようにということなのですが、

トータルとしてやっぱりどちらを市として頭に置

いておられるのか、改めてお聞きをしたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 防犯灯につきま

しては、これから現在市内に設置をされています

防犯灯の位置ですとか、あるいは防犯灯の照度、

これらを調査をいたします。その上で市内にあり

ます防犯灯の台帳をつくりながら進めていくとい

うことになりますけれども、どのような、基本的

には今設置をされている場所について、既存の防

犯灯について取りかえをするということでござい

まして、場所を移動するとかということについて

は考えておりません。ただ、それぞれ町内会から

増設の要望ですとか、そういった部分もあります

が、その辺は今回の調査がまとまった段階でまた

事業者のほうと協議を進めていきたいというふう

に考えてございまして、今既存の市内における防

犯灯については一定程度市民の皆さんの要望に沿

った内容になっているというふうに考えていると

ころでございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 起債の借り入れあるい

は残高、いわゆる公債費の適正な管理という形に

なるかと思いますけれども、前提条件としてはや

っぱり事業の厳選というところから始めなければ

ならないというのは考えております。その上でも

う一つ考えなければならないのがいわゆる健全化

判断比率の中の実質公債費の分であります。これ

は、割と低目に今推移しておりますけれども、中

身はやはり交付税が入ってくる起債を使っている

というのが大きな要因であります。ここは、やっ

ぱり堅持していきたいなと思っております。

それから、利率が今低いという状況であります

けれども、こればかりは今後どうなるかわかりま

せん。そういったことも踏まえて、まず情報収集

がこれから大事なことになるかと思います。国の

補正でいきますと、公共投資という部分に少し軸
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足が移ってきているような情報も来ておりますの

で、そうなりますといろんな償還については今後

大きく振れてくる可能性があります。まだ来年度

予算あるいは総合計画の中でも個別事業の組み立

て、今着手しているところでありますけれども、

総体的に見てどれぐらいが一番いいのか、あるい

はそして財政規律を守りながらどういう方法がい

いのか、幾分時間をかけながら進めてまいりたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 財政管理については、

橋本副市長ですから心配ないと思いますけれども、

まさに金利の動向などについて財界の中ですら今

の日銀の金融政策あるいはマイナス金利の問題に

ついてはもういいかげんにしたほうがいいのでは

ないかという動向があったり、あるいは株や為替

の関係が日本の経済運営について非常にまだ目の

離せないことがたくさんあるような気がいたしま

すので、よりしっかり情報をとりながら、過度な

負債はできるだけ圧縮をしていくということだと

いうふうに思いますから、また総計の議論あるい

は中期財政計画の議論の中で後に譲っていきたい

と思います。

ちょっと私の質問の仕方が悪いのかもしれませ

んけれども、 ４００だろうという今の防犯灯の

残りについて、地域の声を優先をしながらばらば

らにやって、例えば１年間３００やるのなら、２

００でもいいけれども、あるいは北からやってい

くとか、南からやっていくとか、東から、作業効

率は業界のほうでは続けてやっているほうがもち

ろんいいのではないかと思いますが、その基本的

な考え方だけ少し。正式には、また調査後中村部

長の提案があろうかと思うのですけれども、改め

て最後にお聞きをして終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今回のリース事

業につきましては、現在調査をいたしまして、こ

の後具体的に取りかえの工事に入ります。１２月、

１月、２月までについて、地域を限定ではなくて

一括で全市的に残りの部分について全面的に取り

かえをするという内容になってございますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 引き続き会議を開きま

す。

日程第９ 議案第８号 平成２８年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第１号）を議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 平成２８年

度名寄市国民健康保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして前年

度繰越金を中心に補正をしようとするものであり

まして、歳入歳出それぞれ ８２８万 ０００円

を増額をし、予算総額３７億 ７２０万 ０００
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円にしようとするものでございます。

まず、歳出について申し上げます。１款総務費

では委託料として２１万 ０００円、３款後期高

齢者支援金等では支援金の額の決定により２１万

円、同じく４款前期高齢者納付金等では納付金の

額の決定により７万 ０００円、７款共同事業拠

出金では１０７万 ０００円、１１款諸支出金で

は平成２７年度療養給付費等負担金の確定に伴う

精算返還金として ９７６万 ０００円、退職者

療養給付費等交付金の確定に伴う精算返還金とし

て６５６万 ０００円、平成２７年度国民健康保

険特定健康診査、保健指導負担金の確定に伴う精

算返還金として国庫分及び道費分合わせて３８万

０００円を追加しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。２款国庫支

出金では国保の都道府県化に係る国保制度関係業

務準備事業費補助金として２１万 ０００円を追

加、９款繰越金では前年度繰越金のうち ８０６

万 ０００円を追加するものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 議案第９

号 平成２８年度名寄市介護保険特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 平成２８年

度名寄市介護保険特別会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ ０６６万 ０００円を追加し、予

算総額２４億 ５８９万 ０００円にしようとす

るものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。平成２７

年度介護給付費負担金等の精算に伴う返還分とし

て６款諸支出金に ０６６万 ０００円を追加す

るものでございます。

歳入におきましても同様に平成２７年度介護給

付費負担金等の精算に伴い９款繰越金に ０６６

万 ０００円を追加しようとするものでございま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 議案第１
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０号 平成２７年度名寄市一般会計決算の認定に

ついて、議案第１１号 平成２７年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について、議案第１

２号 平成２７年度名寄市介護保険特別会計決算

の認定について、議案第１３号 平成２７年度名

寄市下水道事業特別会計決算の認定について、議

案第１４号 平成２７年度名寄市個別排水処理施

設整備事業特別会計決算の認定について、議案第

１５号 平成２７年度名寄市簡易水道事業特別会

計決算の認定について、議案第１６号 平成２７

年度名寄市食肉センター事業特別会計決算の認定

について、議案第１７号 平成２７年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定について、議案

第１８号 平成２７年度名寄市病院事業会計決算

の認定について、議案第１９号 平成２７年度名

寄市水道事業会計決算の認定について、以上１０

件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号から議案第

１９号までの平成２７年度名寄市一般会計決算、

各特別会計決算、病院事業会計決算の認定につい

て及び名寄市水道事業会計決算の認定について、

一括して提案の理由を申し上げます。

各会計の決算につきましては、議案第１０号か

ら議案第１７号までは平成２８年５月３１日、議

案第１８号及び議案第１９号は平成２８年３月３

１日をもってそれぞれ出納を閉鎖し、決算を行い

ましたので、地方自治法第２３３条第３項及び地

方公営企業法第３０条第４項の規定により議会の

認定に付すものでございます。

なお、細部につきましては別途御説明をさせて

いただきますので、よろしく御審議くださいます

ようお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第１０号外９件については、本会議質疑を

省略し、全議員をもって構成する決算審査特別委

員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたい

と思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号外９件については、全議

員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することに決定をいたしま

した。

ただいまの決定に基づき、決算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 議案第２

０号 名寄市議会会議規則の一部改正について、

議案第２１号 名寄市議会委員会条例の一部改正

について、議案第２２号 市長の専決処分事項に

関する条例を廃止する条例の制定について、議決

第１号 市長の専決処分事項について、以上４件

を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

山田典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） 議案第２０号 名寄

市議会会議規則の一部改正について、議案第２１

号 名寄市議会委員会条例の一部改正について、

議案第２２号 市長の専決処分事項に関する条例

を廃止する条例の制定について、議決第１号 市

長の専決処分事項について、一括して提案の理由

を申し上げます。

本件は、新行政不服審査法の施行に伴い、地方

自治法による審査請求の諮問に係る議会の意見に

関する根拠を明確化するための改正及び地方自治

法に定める審査期間内に審査を的確に行うため根

拠規定を設けるほか、市の行政手続条例に基づく

審査の基準、処分の基準作成に当たり議会の権限

を明確化するための検討を行ったことから規定を

整備しようとするものであります。

また、これらの改正のほか、議決第１号 市長

の専決処分事項についてでは議会の議決で軽易な

事項に限り行うことができる市長の専決処分につ

いて、上限の金額に関する規定の追加を行おうと
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するほか、さきに議決いたしました議案第５号

名寄市私法上の債権の放棄に関する条例を廃止す

る条例の議決を受けて、軽易な範囲で認められる

債権の放棄に関し、根拠規定を議会の権限として

追加し、整備を行おうとするものであります。

以上、一括して提案理由といたします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第２０

号外３件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第２０号外３件は、委

員会付託を省略し、直ちに採決することに御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２０号外３件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２０号外３件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 報告第１

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、平成２８年４月７日午前９時４

５分ごろ、名寄市風連町西町１９６番１、名寄市

役所風連庁舎北側駐車場におきまして公用車を駐

車しようとしたところ前方に駐車をしていた相手

方車両の後部に過って追突し、破損させたもので

ございます。過失割合は本市が１００％であり、

相手方車両の修理代として本市が７万 ６４１円

を負担をすることで示談が成立をし、和解をした

ところでございます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしましたので、同条第２項の規定に

より御報告申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１４ 報告第２

号 平成２７年度名寄市一般会計継続費精算報告

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第２号 平成２７年

度名寄市一般会計継続費精算報告について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、平成２６年度から平成２７年度まで事

業を実施をしてまいりました北斗・新北斗公営住

宅建設事業及び名寄南小学校校舎屋内運動場等改

築事業が完了したことに伴い、地方自治法施行令

第１４５条第２項の規定により報告するものでご

ざいます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第２号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１５ 決議案第

１号 ＪＲ北海道に公共交通機関としての使命を

果たすことを求め、共に道北地域の創生を目指す
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決議を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

山田典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） 議長より御指名があ

りましたので、これよりＪＲ北海道に公共交通機

関としての使命を果たすことを求め、共に道北地

域の創生を目指す決議案の提案を行います。

既に御承知かと思いますが、ＪＲ北海道は鉄道

事業を抜本的に見直す方針を正式に表明し、秋ま

でにＪＲ単独では維持困難な線区を公表して地元

の自治体との協議に入りたいとの考えを示してい

ます。ＪＲは、具体的な線区名は明らかにしてい

ませんが、輸送密度 ０００人未満の宗谷本線を

含む１１路線１６区間が協議対象として有力視さ

れているところであります。

これまで上川、宗谷、留萌２０市町村５団体で

宗谷本線活性化推進協議会を組織して、宗谷本線

の高度化及び利便性の向上、沿線自治体の振興活

性化のため、国や北海道などの関係機関に要請活

動を行ってきているところでありますが、名寄市

議会としましても先日開催した議会報告会におき

ましては市民要望として議会独自の活動を求める

声が多くあったところであります。今回宗谷本線

の沿線自治体の議会が連携して取り組むことにし

ており、名寄市議会としても意思を明らかにして

いきたいと考えております。

以下、読み上げて御提案を申し上げますので、

議員各位の御賛同を切にお願いするものでありま

す。

ＪＲ北海道に公共交通機関としての使命を果た

すことを求め、共に道北地域の創生を目指す決議。

北海道、とりわけ道北に住む地域住民にとって、

ＪＲ北海道の宗谷本線は自らが暮らすまちと、そ

れぞれの都市を結ぶ大切な公共交通機関である事

は論を待たないところです。

そのような中、ＪＲ北海道は鉄道事業の大幅見

直しの方針を打ち出し、地元自治体との協議を始

める考えを示しました。その理由として経営環境

の悪化の改善が挙げられています。我々も、決し

てＪＲ北海道の経営改善に反対するものではあり

ません。

しかし、今回ＪＲ北海道が打ちだした経営改善

策は、鉄道事業の規模縮小という手段で経営改善

をしていこうという、縮小再生産的な手法としか

思われません。ＪＲ北海道の経営は非常に厳しい

事は理解していますが、同様に北海道、道内市町

村も厳しい財政状況のなか、何とか知恵を絞って

北海道の活性化、地域の活性化に取り組んでいま

す。

道北地域では国鉄の民営化に伴って天北線、名

寄線、深名線の廃止を受け入れました。確かにバ

ス事業への経営転換によれば、経営効率が上がる

事は容易に試算、想定できる事です。しかし、上

記の長大三線の廃止によって、転換バスの本数は

増え、見かけ上は沿線住民にとって利便性が改善

されたにもかかわらず、沿線地域のその後の著し

い衰退を見れば、鉄道事業が単なる経営効率以上

の大きな影響を地域に与えている事を、われわれ

道北に住む地域住民は身をもって学んできました。

ＪＲ北海道は国の基本方針である、地方の創生の

理念と相反する経営規模縮小という手法を採るの

ではなく、いずれも財政難の団体である事を踏ま

えた上でも北海道、関係市町村、ＪＲ北海道の三

者が中核となり、国、関係団体、地域住民の協力

や知恵を借り、道北地域の活性化を図る事が、Ｊ

Ｒ北海道の使命であり、ひいては道北地域の創生

に繋がると考えます。

ＪＲ北海道におかれましては、今までにも増し

て、道北地域における主要交通機関の主役を担う

使命を果たしていただき、共に地域の活性化に取

り組んでいただきますよう強く要望するものです。

本市議会といたしましても、ＪＲ北海道はもと

より、国や道及び市、関係団体や地域住民の皆さ

んと協力し、一致団結し、地域の活性化のため行

動します。

以上、決議する。

平成２８年９月１日（木曜日）第３回９月定例会・第１号
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平成２８年９月１日、名寄市議会。

各議員の切なる賛同を求めて終わります。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

本件については、全議員による提出であります

ので、この際質疑、委員会付託を省略し、直ちに

採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

決議案第１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、決議案第１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日９月２日から９月１９

日までの１８日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日９月２日から９月１９日までの１

８日間を休会とすることに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 １時２１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 塩 田 昌 彦

平成２８年９月１日（木曜日）第３回９月定例会・第１号
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平成２８年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２８年９月２０日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君

平成２８年９月２０日（火曜日）第３回９月定例会・第２号
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

６番 奥 村 英 俊 議員

１６番 佐々木 寿 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

水害被害の状況と減災対応について外２件を、

山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名を受けましたので、通告順に従い順

次質問してまいります。

本年８月は、台風が頻繁に発生し、北海道には

８月１８日の台風７号を初めとして過去最多とな

る４つの台風が上陸及び接近する事態となりまし

た。その結果、大雨災害による甚大な被害の報告

が全道各地から寄せられています。そこで、大項

目１、水害被害の状況と減災対応についてお伺い

いたします。

最初に、小項目１、８月の水害被害の状況につ

いてお聞きいたします。名寄市においても風連別

川や真狩川が増水し、２０日には一部冠水の被害

が出ました。被害の詳細についてお聞きいたしま

す。

次に、小項目２、河川増水に対する減災対応に

ついてお聞きいたします。地域の中では、大雨が

降るたびに真狩川が氾濫する、６年前も被害があ

ったなどの声が聞かれます。さきに被害を経験し

ていながら再び被害に見舞われるこの状況を解決

する治水対策についてのお考えをお聞きいたしま

す。

続いて、小項目３、農業被害に対する助成につ

いてお聞きいたします。被災された方に話を伺う

と、流された作物も痛ましいが、それ以上に流さ

れた土が痛ましい。肥えた土がなければよい作物

は育たない。土は１年、２年では取り戻せないと

悲痛な胸中を話してくださいました。災害に屈す

ることなく、継続した農業経営を行う上での助成

についてお聞きいたします。

最後に、小項目４、自主防災組織と高齢者避難

についてどのような状況にあるのかお聞きいたし

ます。

次に、大項目２、名風聖苑の環境改善について

であります。平成元年着工、平成２年から使用が

始まった名風聖苑は、施設設置の目的から少しで

も心静まる施設であってほしいと願います。しか

し、既に２６年を経過している施設であることか

ら、環境の改善を求める声も聞かれます。最初に、

小項目１、施設の状況についてお伺いいたします。

次に、小項目２、空調設備の改善についてお聞

きいたします。近年では、北海道においても熱中

症対策が必要なほどの気候変化が見られる中、夏

期間においては冷房が必要になってきていると考

えます。改善についての見通しをお聞かせくださ

い。

また、小項目３、高齢者に配慮した備品整備に

ついてはどのような配慮がなされているでしょう

か、お聞かせください。

次に、大項目３、地域おこし協力隊についてで

あります。最初に、小項目１、現状と課題につい

てお聞きいたします。

次に、小項目２、地域おこし協力隊に対する地

域ニーズについてお聞きいたします。委嘱期間が

終了した後に移住、定住していただくことへの期

待は大きなものがあります。しかし、それだけが

ゴールではないと考えると、隊員に期待する地域
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ニーズ及び設置者が求める姿とはどのような姿で

であるのかお伺いいたします。

小項目３は、まち・ひと・しごと創生総合戦略

と地域おこし協力隊についてであります。名寄市

地域おこし協力隊・農業支援員設置要綱第３条に

示された地域協力活動の項目を考えるとき、総合

戦略で冬季スポーツの拠点化を目指す名寄市とし

ては、スポーツ分野も絡めた形での地域おこし協

力隊の姿を描くことができるのではないかと考え

ますが、見解についてお聞きいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） おはようございます。

ただいま山崎議員からは、大項目で３点にわたり

御質問をいただきました。大項目１のうち小項目

１及び４につきましては私のほうから、同じく小

項目の２につきましては建設水道部長から、小項

目の３については経済部長から、大項目の２につ

きましては市民部長から、大項目の３のうち小項

目の１については経済部長から、同じく小項目の

２及び３につきましては企画担当参事監からそれ

ぞれ答弁となりますので、よろしくお願いいたし

ます。

それでは、大項目の１、水害被害の状況と減災

対応について、初めに小項目の１、８月の大雨な

どによる被害状況について申し上げます。本年８

月にありました大雨などによる災害のうち、特に

被害の大きかった２０日、２１日の台風１１号な

どによる風連地域における被害状況についてであ

りますが、まず河川の関係につきましては北海道

河川である風連別川の堤防が一部洗掘したほか、

丸三川、大沼川で河岸崩落、真狩川では橋梁、護

岸ブロックの崩れ、無名川では土砂が堆積するな

どの河川被害が合わせて２４件発生をいたしまし

た。

次に、道路の関係でございますが、日進御料１

２線橋が落橋、南２番東線で道路が崩落、池の上

御料線及び御料１１線などで土砂が堆積、忠烈布

４線及び２９線道路などで路肩崩れなど合わせて

１６件の道路被害が発生をいたしました。このほ

か林道日東線で一部路面の崩壊や路面洗掘が発生

をし、住宅の床下浸水は４件発生しております。

次に、農業被害についてでありますが、農作物

被害農家は４８戸となっており、５５カ所で被害

が確認をされております。農作物の被害状況とい

たしましては、水稲、大豆を初めとした冠水が５

０カ所で約８８ヘクタール、スイートコーンを初

めとした倒伏が３カ所で約６ヘクタール、カボチ

ャ、タマネギの一部流出が２カ所となっておりま

す。農業施設では、ビニールハウスへの浸水が９

件３０棟、用排水路の破損や埋没が１１件、のり

面、あぜの崩壊が７件、農道、取りつけ道路の破

損が２件、農地の表土流出が２件など合わせて４

３件となってございます。

最後に、災害発生時の避難所への避難状況につ

いてでありますが、旭コミュニティセンターに９

世帯１５人、東風連子供と老人福祉館に４世帯９

人、風連農村環境改善センターに１世帯２人、ふ

うれん地域交流センターに１世帯２人、合わせて

１５世帯２８人の方々が避難をされております。

続きまして、小項目の４、自主防災組織の現状

と高齢者避難について申し上げます。自主防災組

織につきましては、市内８１町内会のうち約２０

％に当たります１７町内会で組織が設立されてい

る状況にございます。活動内容につきましては、

各組織によって異なりますが、避難訓練や炊き出

しあるいは研修への参加など積極的に取り組みが

進められてございます。高齢者や障害者などの避

難行動要支援者の避難につきましては、地域の方

々の力で助け合う共助が重要な役割を果たすもの

と考えておりますので、今後とも災害発生の防止

並びに災害発生時の被害軽減を図るため、地域に

おける自主防災組織の設置及び育成に向けて町内

会への働きに努めてまいりたいと考えております。

続きまして、高齢者の避難についてでございま

すが、避難が困難であるなど漠然とした不安から
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御心配をされている高齢者の方も多いと伺ってお

りますが、高齢者の方々においては早目の避難や

平常時から近所と顔の見えるおつき合いを通した

避難支援の確保が重要なポイントになります。

また、台風１１号、９号の大雨対応では、北海

道全体の現状も見えてきておりまして、水防活動

を担う方も高齢化をしているという課題もありま

すことから、迅速、確実な避難達成のため、世代

を問わない積極的な意識啓発を図ってまいりたい

と考えております。

また、避難所に入ることだけが避難ではござい

ませんので、親戚や、あるいは近所の方などの頑

丈な建物や近くに安全な場所があればそこへの移

動による避難もありますことから、各自が避難の

考え方に沿った命を守る行動がとれるよう意識啓

発などを進めてまいります。

なお、避難所では一時的に命を守ることが主の

目的となりますので、平常時の快適な環境が全て

確保されるわけではございませんが、基本的には

保健師を配置することとしており、また高齢者や

障害のある方など体調が悪くなったり、介護が必

要な場合には福祉避難所に移動していただくこと

も想定してございます。災害時には、全てのサー

ビスを自治体が行うことは困難となりますので、

自助、共助の取り組みにも期待をしながら、避難

所のあり方を推進してまいりたいと考えておりま

す。

最後になりますが、近年の大雨はこれまでの想

定を超えるものであり、激化の一途をたどってご

ざいます。特に２０日から２３日の大雨に関する

事前の防災情報につきましては、これまでにはな

い長い時間の警報予告と２４時間で１５０ミリ以

上の降雨が予想されていたことから、大河川を視

野に入れた防災活動として命を守ることを主軸と

する活動に移行しての取り組みとなっております。

また、名寄市では平成２８年３月末に水害用のタ

イムライン案を作成し、運用を図っており、これ

からの防災活動につきましては局所的な観点の対

応ではなく、資機材やポンプを初め水防活動に当

たる人員につきましてもタイムラインを中心とし

た大河川の氾濫への備えが求められていることか

ら、これに対応してまいりたいと考えてございま

す。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目１、水害被害の状況と減災対応について、小項

目２の河川増水に対する減災対応についてお答え

いたします。

８月２０日から２１日にかけての台風１１号の

影響により、風連地区において道路の路肩崩れや

河川の河岸崩れ、一部の河川で越流による被害が

発生しました。大雨による河川や排水の被害につ

きましては、河川の整備状況により対策の手法が

変わってまいります。整備済みの河川においては、

河川の水量に耐えられるよう護岸にコンクリート

ブロックを施しており、あわせて増水に対応でき

るよう両岸を高く盛り上げた堤防を設置している

ところです。しかし、昔ながらの堤防やコンクリ

ートブロックなどの整備をしていない未改修の河

川もあります。

議員からの御指摘がありました真狩川につきま

しては、国の農業事業により農業排水路としてコ

ンクリートブロック等による整備を既に行ってお

り、後に市が引き継ぎ普通河川として位置づけて

管理しているところでございます。この排水路と

して整備された真狩川につきましては、農業事業

による補助事業の採択基準により整備を実施して

いることから、集中豪雨等に対応した整備水準と

なっておらず、その対応を講じたものでもござい

ません。また、コンクリートブロック等での護岸

整備や河川の用地整備も行っていることから、治

水対策として河川断面を大きくするなどの対応は

難しい状況であることから、市の河川維持補修工

事の範囲内での対応としてきました。平成２２年

７月の大雨では、風連市街地に真狩川からの濁流
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が流れ込み、多くの住宅浸水の被害が発生しまし

たが、平成２３年度に河川に堆積した土砂の床さ

らいを行い、平成２４年度には越流水防止のため

河川管理用道路のかさ上げと鋼矢板設置工事を行

いました。これらの対応を行ったことから、今回

の大雨では越流はしたものの被害は以前より軽減

できていたと思っております。しかし、今回の大

雨により再度越流が確認されたことから、鋼矢板

や布団かごなどを設置し、河岸をかさ上げする対

応などについて検討しているところです。市が管

理する普通河川につきましては、国の補助制度が

ないことから、河川改修等に多額の工事費や河川

用地取得などの課題もあることから、今後も引き

続き維持補修工事費により課題解消に向けて取り

組んでまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目１、

水害被害の状況と減災対応について、小項目３、

農業被害に対する助成についてお答えさせていた

だきます。

今回の災害における農業災害につきましては、

農作物においてはカボチャやタマネギの流出によ

る被害がありましたが、多くは冠水や倒伏などの

被害となっており、現時点での作物への影響は限

定的なものと認識しております。また、用排水路

など農業用施設につきましてはのり面の崩れやト

ラフの破損などの被害がありましたが、土地改良

区等のそれぞれ施設を管理する機関において収穫

後などの時期を見て対応する予定となっておりま

す。農業被害に対する対応につきましては、道北

なよろ農業協同組合とも被害状況や生産者の状況

を含め対応を協議してきたところですが、現段階

では経済的な影響は限定的との判断から、冠水な

どによる生育への影響に対する営農技術対策等に

おいて関係機関での協議のもと指導を行ってまい

りたいと考えておりますので、御理解をお願いし

ます。

また、今後においては収穫の状況を見ながら次

年度における再生産への影響等を確認した上で関

係団体と対応について協議してまいりたいと考え

ております。

次に、大項目３、地域おこし協力隊について、

小項目１、現状と課題の分析についてお答えいた

します。これまでの経過としては、地域おこし協

力隊制度を活用し、農業支援員として平成２５年

度より採用を開始し、現在４名の方が地域におい

て活動されています。現在の活動状況としまして

は、風連日進地区において３名、東風連地区にお

いて１名が地域の農業者の方々の協力により栽培

技術や農業経営に関する研修に取り組んでいると

ころです。また、協力隊としての期限を終え、独

立就農を目指す方については農地の取得や資金対

応などについて相談、支援を行っているところで

す。

課題としましては、昨年度より新たな採用者が

ないことが挙げられます。平成２７年度において

は３件の応募があったものの、いずれも辞退をさ

れており、採用はなく、現在も募集活動に取り組

んでいますが、現時点で応募がない状況です。原

因としましては、応募いただいた方が目指す農業

のスタイルと名寄での就農条件が合わないといっ

たことや全国的に農業法人の雇用改善により就農

者が増加していること、また地域おこし協力隊制

度に取り組む自治体の増加などがあり、特色ある

ＰＲ活動等が求められております。こうした状況

を踏まえ、名寄での就農形態について的確に伝え

るとともに、募集活動について内容、手法などに

ついて検討してまいりたいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の

２、名風聖苑の環境改善について申し上げます。

初めに、小項目１の施設の状況についてですが、

旧名寄市、旧風連町がそれぞれ設置をしていた旧

火葬場につきましては老朽化が著しい上に待合室
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などの施設も狭隘で、さらには公害防止装置のな

い旧形式の炉であったことから、施設の将来を見

据えた中で、当時北海道内でも初めてとなる名寄

市、風連町の共同施設として火葬場が建設をされ、

広域行政の推進と財政の効率的な運用を図ること

を目的に平成２年９月から供用を開始し、２６年

が経過をしてございます。建物につきましては、

平成２１年度に屋上防水、外壁塗装の改修を実施

しており、内装では障子の張りかえや畳の張りか

え等経年劣化に伴う修繕を行ってきており、現状

では和室の壁など長年使用してきたことから、若

干くすんできている現状でございます。

一方で、高温で運転をされる火葬炉の整備につ

きましては、使用中の故障を未然に防止すること

により安定的な機器の運転を目的に定期的な点検

整備を行うとともに、炉自体の耐火物の交換や燃

焼炉のバーナー等交換など耐用年数に応じ計画的

に部品の交換を行ってまいりました。今後におき

ましても計画的な施設の整備を心がけ、快適な空

間を維持していきたいと考えております。

次に、小項目の２、空調設備の改善につきまし

ては、多くのほかの施設もそうですが、開設の当

初から暖房設備しかございません。夏の間は扇風

機とうちわを準備している現状ですが、当施設を

利用する方は葬儀等のさなかにあって心身ともに

疲れている中、喪服等正装での利用であります。

御指摘をいただきましたが、近年の気候変動で北

海道におきましても熱中症対策が必要となってき

ておりますので、空調設備の改善、冷房の導入に

ついて施設の利用状況等も踏まえ、検討してまい

りたいと考えております。

次に、小項目３の高齢者に配慮した備品整備に

つきましては、車椅子を初め和室控室には低座卓

椅子を配置、膝が痛い等の利用者にはロビーの応

接セットを御利用をいただいております。少しで

も癒やされる空間であることを目指して、今後と

も利用状況や要望等をお聞きしながら必要な整備

を進めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） それでは、私からは大

項目３、地域おこし協力隊について、小項目２の

地域おこし協力隊に対する地域ニーズについて申

し上げます。

地域おこし協力隊は、都市地域から過疎地域等

に生活の拠点を移動して最長３年間地域に居住し、

地域協力活動を行いながら、定住、定着を目指す

とともに、あわせて地域力の維持、向上を目的と

しております。本市におきましても地域おこし協

力隊の募集時におきまして農業者宅での作業従事

による農業研修に加え、地域貢献活動にも従事し

ていただく農業支援員として地域おこし協力隊の

委嘱を行ってきており、草刈りや屋根の雪おろし

のほか、自身の才能や能力を生かした地域貢献活

動を行うなど積極的に地域とかかわりながら活動

をしていただいております。したがいまして、本

市といたしまして地域おこし協力隊に期待する姿

といたしましては、農業労働力・担い手としての

定住をいただくことだけではありませんで、地域

に大きな刺激を与え、地域の活性化につながる活

躍をいただけることを期待しているところでござ

います。

続きまして、小項目３、まち・ひと・しごと創

生総合戦略と地域おこし協力隊について申し上げ

させていただきます。昨年１０月に策定いたしま

した名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略の柱

の一つといたしまして、冬季スポーツの拠点化を

掲げ、取り組みを進めてきているところでござい

ますが、農業支援員としての地域おこし協力隊を

募集する際に農業研修に加えて、例えば冬季スポ

ーツの振興に御協力いただく、あるいはみずから

冬季スポーツを楽しみながら理想とする暮らしや

生きがいを発見して定住、定着に向けた活動をし

ていただくなど、冬季スポーツの拠点化を目指す

まちだからこそできる特色を大きく示すといった

ことも検討してまいりたいと考えております。
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以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） それぞれに御答弁い

ただきましたので、再質問をさせていただきたい

と思います。

まず、水害被害の状況と減災対策についてです

が、河川といいましてもいろいろな河川がござい

ますし、その等級等も違いがあって、管理をする

ところも国、道、市とさまざまであるということ

について、私も今回さまざまな機会に学ばせてい

ただきました。その中で特に既に改修等一定の工

事が終わっている河川について、市で維持管理と

いうことでの改修というところで対応を迫られて

いるという御答弁があったと思いますが、維持補

修工事の範囲というものはやはり床ざらいですと

か、雑木の処理ということになっていくのかなと

いうふうに思います。しかし、先日７月に議会報

告会を持たせていただきましたときに、その中で

も地域の方からやはりその点にかかわってのさら

にというところの要望を求める声がありました。

今回川を見てまいりますと、真狩川につきまして

も風連別川につきましてもまだまだ１カ月が過ぎ

るところですので、大きな材木等ひっかかったま

まになっています。その処理について今後進めら

れていくと思いますが、被災した後の維持補修、

それから被災するまでの定期的な維持補修、その

点についてもう少し具体的な補修工事についてお

聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今山崎議員のほ

うから今回のような大雨の災害が発生した場合に

それ以降どうするのか、あるいはそれまでの間ど

ういう維持補修をしていくのかということの御質

問かというふうに思いますが、現状としては２２

年、２６年、それぞれ大雨によりまして河川にお

いて護岸が崩れるですとか、そういった被害が発

生しました。その都度補正予算をつけて、原状を

復旧する、直すということでやらさせていただい

ております。今回もそうですけれども、やはり大

雨の際には河川に沿っていろいろ解消しなければ

ならない箇所が出てくるというのは実態としてあ

りますが、発生をした河川において全て護岸整備

をするですとか、そういう状況には実はございま

せん。したがいまして、災害が発生をして以降、

護岸の崩れ等について原形復旧をするというのが

一つの補修工事ということで考えてございます。

あと、そのほか河川の中に雑木とかが現行ある部

分については、単年度予算をつけながらそれぞれ

対応をさせていただいております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） お答えいただきまし

た中身につきまして、やはりその地域で実際被害

に遭われて困られている方たちは、とにかく早い

復旧を願われているわけですけれども、その点に

ついて見通しが持てるというところでの安心感と

いうのはあると思われます。今中村部長から御答

弁いただきましたこれからの見通しを具体的に取

り上げますと、これから地域の方へはどのような

具体的な方策が伝わっていくのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 地域の方に対し

て具体的にどうということの御質問でしたけれど

も、先ほども言いましたけれども、現状それぞれ

大雨によりまして河川が河岸が崩れたり、のり面

含めて、道路の場合はのり面とかとありますけれ

ども、河川については原形復旧について当面全力

でやらさせていただきたいという考え方にありま

して、このことについて地域の皆さんにここの現

場が崩れたのでというような御報告については特

に差し上げていません。私どもが現地を確認しま

して、原形復旧をするということになってござい

ます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 具体的な姿を見せる
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ことで、それが間接的に地域の方に伝わっていく

ということであると捉えます。調査等に入ってこ

られている、作業を具体的にされている現場にや

はり地域の方も見に来られておりますので、その

ときに話が交わされているところで、地域の声と

いうのは吸い上げることができるのではないかと

いうふうに思っています。仕事をしていただける、

そのことについて安心感は持っておりますけれど

も、その点についてなかなか捉えにくい方たちも

いらっしゃいますので、そういうところで実際の

現場できちっとした見通しについて話されるよう

な機会がありますと、地域の方たちもより一層見

通しを持った農業経営ですとか、地域の生活につ

いての安心感を持たれると思いますので、その点

についてはより一層ソフト面でのといいますか、

心に寄り添うような対応を求めたいと思っており

ますので、よろしくお願いします。

それから、例えば日進の１２線橋が落ちており

ますけれども、それについては原形復旧というこ

とでしか対応することはできないのでしょうか。

例えば落ちた橋は木橋になっております。その木

橋についても中にはもう少し頑強な大型機械を乗

り入れることができるような機会にならないかと

いうような声も届いてきてはいるのですけれども、

その点についてはいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今具体的な現場

についてのお話ということでございました。私ど

もこの議会最終日に災害、被害において一定の補

正予算も組みながらやらさせていただきたいとい

うふうに考えてございまして、今の橋についても

その中での対応をさせていただきたいというふう

には考えてございます。

なお、この橋につきましては、以前からまちづ

くり懇談会等では大型の機械をぜひ通れるように

というようなお話もいただいておりますので、そ

の点も踏まえまして対応はさせていただきたいと

思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 後ほど提示していた

だけるということですので、そのことをまた確認

させていただきたいと思います。

次に移らせていただきます。防災にかかわって

いろいろな地域での自主防災組織ですとか、対応

がとられているということで、私の住まいしてお

ります風連町の西区町内会でも防災ラジオを設置

していただいているということで、町内会長さん

からも見せていただいたりする機会があって、具

体的なやり方についても確認はさせていただいて

いるところですが、名寄市の場合は１つの町内会

に３台の防災ラジオの配置になっているのではな

いかというふうに考えています。今後防災行政無

線ですとか、もう少し各家庭に瞬時にいろいろな

情報が伝わるような仕組みの構築を考えておられ

るところはないでしょうか。その点についてお聞

きしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま山崎議員の

ほうからは、市民に対する防災情報の伝達のとこ

ろにかかわって、ラジオをお配りしていますが、

そのほかの方法も含めてという、そういう御質問

かと思います。まず、ラジオの配付につきまして

は、これは議員が言われますように基本的には各

町内会３台を配付をさせていただいているという

ことであります。ただ、特別の事情がある地域に

ついては、個別の御相談もいただきながら、そこ

については一定の考慮もさせていただいていると

いうところであります。この間も申し上げている

部分はありますけれども、市民の皆様に対する情

報伝達の方法については、これは複数で確保させ

ていただきたいというお話をさせていただいてい

るかと思います。それの一つの方法の代表的なも

のが実は防災ラジオということです。これの特徴

は、本人が意識しなくても自動的にラジオが立ち

上がりますので、そういう意味では必然的に気づ
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きにつながるというところがあるかと思いますし、

ラジオでございますので、地域の細かな情報につ

いても伝達できるのが一つの有利性があるのでは

ないかということで実施をさせていただいている

ものであります。

それと、もう一つ、市民の皆さんが多く活用い

ただいている、特に議員の皆さんもお気づきだと

思いますけれども、実はＬアラートということで、

これはシステムに入力することによりまして皆さ

んが携帯をしております電話のほうに、スマホや

何かに瞬時に情報が流れるという形になっており

ますので、いろいろな集まり、私どもも防災の関

係で集まったりしますと、さまざまな避難情報を

出したときにはＬアラートが起動して携帯電話が

鳴るというところも確認をさせていただいており

ますので、そういった部分も含めてやらせていた

だいております。これらも含め、あるいはホーム

ページ等も含めたり、あるいは町内会長さんに直

接連絡をしたりして市民の皆さんに少しでも早く

情報が伝達するようにということで、この間も工

夫をさせていただいております。

現状の中でいいますと、まずこれらの方法につ

いてより一層検証を進めていく必要があるだろう

と思っておりますので、まずは現状の方法につい

て検証を進めてまいりたいと思いますが、その検

証の中で現在の情報伝達方法が不足している、あ

るいは新たな方法などがあるということであれば、

これについては調査研究をしてまいりたいと思い

ますので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今検証を進めていき

たいというお言葉を聞かせていただきましたので、

そこについてはぜひやっていただきたいと思って

います。複数の情報をキャッチするシステムがあ

ったとしても、それを多く使えるという人たちは

その情報をキャッチしたときにすぐに自分がどの

ような行動をするかということの判断ができる人

たちではなかろうかと思います。高齢者でひとり

暮らしの方という方もふえている名寄市の状況を

思いますと、やはりその方のところに瞬時に連絡

が届くようなという、そういうものの必要性を感

じています。だからといって逃げられないのであ

れば不安を余計に助長するのではないかという考

えもあろうかと思いますが、私自身は兵庫県で生

まれておりまして、日本海のそばでありましたの

で、毎年台風から逃げてまいりました。兵庫県は、

平成７年に神戸の大震災を経験しておりますので、

やはり防災行政無線の必要性については身をもっ

て感じて生活してきた人間であります。これにつ

いては、毎回朝と夕方について必要な情報が流さ

れる。防災に対しての情報だけではなく、市とし

て必要な情報が流されるということで、高齢の方

もそれが鳴らなければその無線が機能していない

のだということを毎日確認することができて、担

当の市役所のほうに連絡を入れるという、そうい

う仕組みも構築されています。そういうものが名

寄市にとってどうなのかということは今後の検討

になりますけれども、やはりそういうものが必要

な気候変動の世の中にきているということについ

ては強く求めたいと思います。特に冬があります

ので、子供たちの登下校にかかわっても毎回この

吹雪の状況の登下校がどうなのだということは各

家庭で心配の種になっております。それも含めて

一考いただく価値はあるのではないかと思います

ので、そのことについては求めておきたいと思い

ます。よろしくお願いします。

ちょっと時間が気になりますので、次に進ませ

ていただきます。名風聖苑の環境改善についてで

すが、先ほど冷房の必要性についても御確認いた

だいていると捉えられる御答弁をいただきました

ので、これについてはぜひお願いしたいと思いま

す。やはり日本は昔からそういう見送る場で和服

を着るという女性の日本古来の服装もございます

ので、それについてぐあいが悪くなっている方の

話も実際耳に届いています。ですので、この点に

ついてはできれば今年度の中で予算の措置を検討
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していただいて、来年の夏にはというような早い

時点での設置をお願いしたいというふうに思って

います。これも議会報告会の中で市民から聞かれ

た声ですが、やっていただいていることはわかる

けれども、どうして上げた声の手応えがこんなに

時間かからないと届かないのでしょうかという声

をいただいております。ですので、やはり必要だ

と思われることについての早急な動きということ

についてはお願いしたいと思っておりますが、い

かがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 質問いただきました。

とりわけ和装の女性の方など、例えば夏、７月か

ら８月ぐらいの参列は大変に大変だろうと容易に

想像ができます。スピード感を持って当たってほ

しいということで、改めて質問いただきました。

例えば全館を冷房したらどうなのかという場合、

それと控室だけ空調をそろえてはどうか、いろい

ろパターンがあるかと思いますけれども、名寄市

の公共施設等管理計画とのバランスもございます。

何パターンか改修費用そろえさせていただいて、

庁内議論、予算協議を含めて取り組んでまいりた

いと思っておりますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今御答弁いただきま

したように、ロビーについては広うございますの

で、控室、和室が３室ありますし、そのロビーも

含めてということになると予算がどのようになっ

てくるのかということについても具体的な見積も

りをとっていただかなければいけないと思います

けれども、いっときのことだけではなく、やはり

これからという一定の期間を考えるところでの御

判断をいただきたいと思いますので、どうぞその

点についてもよろしくお願いしたいと思います。

それでは、３点目の地域おこし協力隊について

質問をさせていただきますけれども、地域おこし

協力隊今現在４名の方が入ってくださっています。

日進地区に３名と東風連地区に１名の方、いろい

ろな日進の行事ですとか東風連の行事では顔を合

わさせていただいて、親しく話ができるような状

況をつくっていただいておりますので、それぞれ

農業を中心に活躍いただいているなというふうに

思っています。でも、その方の人生をかけて名寄

市を選ばれて、ここで今過ごされているというこ

と、それから３年が終わった後のその方の御自身

の人生設計、そこと名寄市の思い描く姿、求める

姿がどのように合致していくかということにつき

ましてはどんなやりとりがなされているのかとふ

と思うことがございますので、今現在いらしてく

ださっている方々とのそれぞれ受け入れている地

域ですとか農家というところを超えて、名寄市と

しての、設置者としての思いの吸い上げといいま

しょうか、その点についてどのような具体的な方

策がとられているのでしょうか、お聞かせくださ

い。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 現在地域おこし協力

隊の皆さん、４名の方が活動いただいておりまし

て、その方々の意見のやりとりなのですけれども、

営農シーズンに入りますと月に定期的にお集まり

をいただいて、それぞれ意見交換をさせていただ

いています。冬期間になりますと振興センターの

ほうで研修をしていただくというふうになります

ので、それぞれの営農の目指す姿ですとか、そう

いった方面についてはその場でいろいろ指導を含

めて研修をさせていただいているという状況でご

ざいますので、隊員の皆さんの一定の御意見なり

進むべき方向の中でそういった御協力はさせてい

ただいているものと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） その中で４名の方か

ら名寄市に対しての課題といいますか、もっとこ

のような姿をという求められるような声というの

は上がってきてはいないのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。
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〇経済部長（川田弘志君） 研修の内容等につい

て御意見を伺うことはございます。それは、意見

交換ということでございますので、まず私ども農

業者になっていただきたいという前提の中で支援

員を公募させていただいて採用しているという状

況でございます。その中にあっては、研修方法に

ついてやっぱりそれぞれ目指す農業の姿もござい

ますので、そういった部分での御意見はいただく

こともありますし、研修先の問題、そういったこ

とで御意見を交換することはございますけれども、

いずれにしても地域の方々の本当に懸命な御努力

もいただいて、この制度は運用させていただいて

いますので、そういった意味では地域の方に感謝

をしているというのが実情でございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今御答弁いただきま

した内容につきましては、おおむね営農というこ

と、それから農業という研修の分野がある程度限

定されたものであるというふうに思っています。

研修先で仕事をされている姿をそんなに多くはな

いのですが、たまに見せていただいたり、それか

ら地域のお祭りですとか、そういう事業の中で過

ごされている様子を見ていると、その地域の中で

はうまくいっているというふうにもちろん思って

いますし、だからといってよりベターを目指す必

要がないというふうにも思わない状況があるので

すが、先ほど申し上げました地域おこし協力隊、

それから農業支援員の名寄市の設置要綱、その中

の第３条は（１）番が農業の研修に関する活動、

（２）番が住民の生活支援に関する活動、（３）

番が地域おこしの支援に関する活動、（４）番は

その他地域振興に関する活動と４項目が挙げられ

ておりますので、今は名寄市は農業ということで

主に進められていて、そのように動いてくださっ

ていて、この後ももちろん期待している望ましい

姿がおおむね見えてきている状況かなというふう

には思いますが、農業に特化した上で、さらに地

域の地域おこし、その部分ですとか住民の生活支

援に関するという部分についての活動をどのよう

に捉えていけばいいのか、どのように捉えておら

れるのかという部分についてお聞かせいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 山崎議員から地域支援

員ということで、農業支援員ですけれども、要綱

を定めて４点にわたって、今御指摘のあったとお

りなのですが、そもそも地域おこし協力隊という

制度はやっぱり地域、その文言で示したとおりで

ありますので、いろんなジャンルとか領域で御活

躍いただける方を創生するという意図が前段あっ

たわけでありますけれども、とりわけこの地帯は

基幹産業を農業としておりますので、農業者とし

てしっかりとなりわいとして位置づけができる方

を招請しようということで、それぞれそういう意

図を持ってこれまで進めてきたところであります。

山崎議員御承知だと思いますけれども、農業は

本当に大変な職種と言ったほうがよろしいでしょ

うか。技術は営農技術だけではなくて、そこは農

村社会を形成する担い手としても地域活動を一緒

にしたりとか、あるいはさまざまな気象学も含め

て天候に左右される、そういう職業でもあります

ので、まずはそこをしっかりと習得していただき

たいと。そのために名寄市として何ができるかと

いうと、農業振興センター等々、そこでしっかり

した営農技術を学んだり、あるいは今後の自分の

描く農業の姿をしっかりと求めていただくなりの

ことで進めていっておりまして、特に冬場のあい

ている時間等々については座学等々で進めてきて

いて、どうにか３年たった今で就農の道が開けて

きたという段階に入っているところであります。

山崎議員おっしゃるように、そのほかにも課外と

いうか、農業以外のことで貢献できることが多々

あるのではないかというふうに、そういう指摘で

ありますが、まさにそういう指摘は私どももしっ

かりと受けとめているわけでありますけれども、
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この地域で生活してみて、この地域に気づいた点

とか、医療だとか、子育ての関係や何かでも御意

見いただいているところでありますので、そうい

うところを十分に踏まえて、今４人の方研修とい

うことで入っておりますけれども、地域と私ども

と、それと支援員と３軸でしっかりと今後の地域

社会の形成だとか、あるいは農村のあり方だとか

ということも含めて詰めていきたいというふうに

思っていますので、今までもそういうふうには進

めてきているのですけれども、さらに充実させて

いきたいと思っていますので、その点については

御理解をいただきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 本当に今入ってくだ

さっている４名の方は、よくやってくださってい

ると思います。今の４名の方に続く方たちが同じ

ように毎年決まっていけば、その方法で進んでい

けばいいというふうに判断できるのだと思うので

すが、今回も決まっていないという状況がありま

すので、その点についてどこをどう改善していか

なければいけないのか、どのように分析していけ

ばいいかということを思うわけです。そう考えた

ときに今久保副市長からの御答弁にもありました

ように、農業は本当に自然相手の厳しい部分がご

ざいますので、そこだけを特化してしまいますと

やはり二の足を踏む方も多くなってくるのではな

いかなというふうに思っています。現実はもちろ

ん現実として伝えていかなければいけないですし、

受けとめなければいけませんけれども、その現実

を認識した上で、では何を夢として描くのかとい

うふうに思ったときに、やはり名寄は冬季スポー

ツ、農業については冬の時間をどう過ごすかとい

うことをそれぞれの農家の方が考えておられて、

新たな作物に挑戦されている方もおられますし、

冬はスポーツに時間を使いたいので、冬の時間を

とれるように夏の作物はこれをつくるのだという

話をしてくださる方もあるので、そこのところで

地域おこし協力隊について冬のスポーツと何とか

絡めるところができないのかというところについ

ての提案をさせていただきたいなと思っていると

ころです。東川町などは、子供のスポーツの指導

に特化して地域おこし協力隊を募集していますし、

私は総合型地域スポーツクラブをやっていますの

で、羅臼町には私の仲間でことし４月に地域おこ

し協力隊で総合型地域スポーツクラブのスタッフ

として仕事を始めた方もいらっしゃいます。そう

いうことも含めて農業を主軸に置きながら、そこ

に何かをつけ加えることでということについての

見通しが展開が求められないかということについ

て、そのお考えについてお聞かせいただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 山崎議員から御指摘い

ただいた点については、まさに今まで農業だけで

支援員を募集したということが多かったなという

ことを改めて検証していきたいと思います。それ

で、名寄の魅力、名寄で生活する、あるいは名寄

で楽しんでこれから営農にも励みたいというのが

農業だけではなくて、さまざまな冬季スポーツと

いう、そういう御提案でありますけれども、この

ことも基本に置きながら、いろいろ支援員の募集

については検討に入らせていただきたいと思って

いますので、その点についてお答え申し上げたい

というふうに思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ぜひお願いしたいと

思っています。本当に名寄市、例えば介護現場で

も保育の現場でも人を欲しい箇所がたくさんござ

いますので、それを全部話しているとポイントが

絞れなくなりますけれども、やはり農業という名

寄の基幹産業を一番に軸に置きながらということ

についての見通しを、夢を話し合うということに

ついては、地域を巻き込んでどんどん進めていた

だきたいというふうに思っておりますので、これ
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も余り時間を置かない形の中で多数の意見を吸い

上げていただきたいというふうに思っています。

そのことを求めて、私の一般質問を終わらせてい

ただきたいと思います。

終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

観光の振興について外２件を、東川孝義議員。

〇４番（東川孝義議員） 議長より指名をいただ

きましたので、通告順に従い順次質問をしてまい

ります。

最初に、観光の振興についてお伺いいたします。

名寄市の観光振興計画は、名寄市総合計画第１次

の後期計画観光部門の具体的なアクションプラン

として定められ、その計画の施策目標は名寄市民

の満足度アップ、いつでも名（ひと）が寄ってみ

たいまち名寄、名寄知名度向上、観光関連人材の

連携、育成の４つの方向性に分けられ、計画の理

念、目標が設定をされておりました。具体的な戦

略スケジュールは、平成２４年から２５年度は事

業整備期間として、２４年度は播種期、２５年度

は育成期、平成２６年度から２８年度は事業展開

期間として、２６年度は開花期、２７年度から２

８年度は収穫期として位置づけられております。

各年度の名称は名寄の代表的なイメージの一つで

ありますひまわりに例え、播種期、育成期、開花

期、収穫期と名づけられております。さらに、平

成２９年度から３３年度は事業拡大期間として観

光入り込み人数の数値目標を平成２２年度見込み

客数より５０％増加の目標となっております。

また、その計画内容は名寄市には四季折々に楽

しめるピヤシリスキー場、望湖台自然公園、なよ

ろ健康の森、そして１０周年を迎えたサンピラー

パークなどすぐれた自然環境を生かした環境資源

が多くあり、旅行者のニーズも多様化しているこ

とから、その中で体験型観光のニーズに向けて充

実を図るとのことでありました。その中でひまわ

り観光の現状と課題についても分析がなされてお

り、当市でのひまわり栽培は昭和６２年度から始

まり、平成３年度からは１０ヘクタール以上の作

付がなされ、夏の象徴的な観光資源として市民に

も認知され、開花期間中は観光客誘致の牽引資源

として、さらには名寄市のシンボル的資源として

各種パンフレットにも取り上げられているとのこ

とでした。こうした長年にわたる取り組み成果に

より、平成２２年度には映画「星守る犬」のメー

ンロケ地になったことは市民の皆様も記憶に残っ

ていることと思います。

また、持続可能な年間交流人口の増加を図るた

めに、行政、観光協会、民間、市民それぞれが果

たすべき役割を認識し、相互に連携協力する協働

の取り組みの中で効果的な事業を進めていくとの

ことでありました。それぞれの具体的施策実行に

当たっては、各年度の検証結果に基づき新たな施

策が実行されていると認識をしております。

そこで、小項目の１番目、平成２７年度の行政

評価についてお伺いをいたします。各種の施策の

中で、観光資源の充実に向けて行政の役割、民間、

市民との連携、そして観光協会など観光関連団体

との情報共有を含めた連携はどのように推進をさ

れてきたのかお伺いいたします。また、知名度向

上に向けた具体的施策についてもお伺いをいたし

ます。

次に、小項目の２番目、ひまわり事業について

お伺いいたします。当市のひまわり観光について

は、先ほど述べましたとおり昭和６２年に始まり、

約３０年の歴史が刻まれております。そこで、夏

のひまわり観光について、作付面積と観光入り込

み人数の推移、そして今までの取り組み経過と今

後の展望についてお伺いいたします。また、ひま

わりをブランド化していくための具体的施策につ

いてもお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、広域観光の連携につい

てお伺いいたします。広域連携で地域活性化を推

進する目的で、ことしの６月２３日に名寄市、美

深町、下川町による北・北海道インバウンド促進
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協議会が設置されております。当市を含めた美深

町、下川町、それぞれに今まで推進されてきた実

績をベースに行政、民間、そして観光協会とのよ

り緊密な連携が重要になると思いますが、当面の

具体的施策についてお伺いいたします。

また、国土交通省は、テーマ性、ストーリー性

を持った一連の魅力ある観光地をネットワーク化

した広域観光周遊ルートの形成を促進し、海外へ

積極的に発信する広域観光周遊ルート促進事業を

平成２７年度より進めております。昨年６月に全

国７つの広域観光周遊ルート形成計画の設定が行

われ、具体的な取り組みが進められております。

さらに、地方創生の一層の促進の観点から、こと

しの４月２６日から５月１８日まで広域観光周遊

ルート形成計画の追加募集が行われました。この

期間に４件の応募があり、有識者委員会において

応募された４件の計画が認定をされております。

その一つに日本のてっぺん。きた北海道ルート。

が採択をされております。計画が発表されて間も

ないわけですが、このルートには当市も含まれて

おり、今後どのような取り組みを進めていこうと

されているのかお伺いをいたします。

次に、大項目の２番目、地方創生事業の進捗に

ついてお伺いをいたします。まち・ひと・しごと

創生総合戦略の推進に向けては、平成２７年度に

当市の今後の５年間の基本目標に沿って取り組む

べき施策の基本的方向が示されております。具体

的な施策実行に向けては、先駆性を高め、レベル

アップの加速化を図るために地域活性化・地域住

民生活等緊急支援金を活用した中でいわゆる地方

創生先行型の事業が推進をされております。

そこで、小項目の１番目、大会、合宿誘致事業

についてお伺いをいたします。当市では、ことし

２月に開催された全国中学スキー大会を初めとし

て各種の冬季スポーツ大会が実施をされておりま

す。具体的運営実施に向けては、関係者並びにボ

ランティアの皆様は大変御苦労をされていると思

います。しかし、名寄市民に対しての周知及び理

解が不足しているように思われますが、周知に対

しての具体的な取り組みについてお伺いをいたし

ます。

また、効果検証調書において合宿誘致に必要な

機材を整備することで、誘致活動がさらに加速し

たと報告をされておりますが、具体的内容につい

てお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、農産物のブランド確立

事業についてお伺いをいたします。当市は、基幹

産業である農業の一層の推進を図るために作付日

本一のモチ米を生かした取り組みが進められてお

ります。そこで、モチ米文化を創生するためのも

ち米サポーターの養成やモチ米を使用した補助食

品のＰＲに向けての具体的取り組み内容について

お伺いをいたします。

また、信頼される産地づくりを進め、実需者へ

のブランド力を高める施策はどのように進めてこ

られたのかお伺いをいたします。

次に、大項目の３番目、新名寄市病院事業改革

プランについてお伺いいたします。新名寄市病院

事業改革プランは、昨年の１０月に着手され、こ

としの３月までに６回にわたる改革プランの策定

検討会議が開催をされております。その結果をも

って６月１６日から７月１５日までパブリックコ

メントの手続が実施され、市民からの意見により

一部修正が加えられ、平成２８年度から平成３２

年までの計画が策定をされております。名寄市立

病院は、地域地方センター病院、災害拠点病院と

して、また道北の基幹病院としての役割を果たし

ており、平成２７年８月には救命救急センターの

指定を受け、一般診療から高度特殊医療、急性期

医療から慢性期医療、いわゆる１次救急から３次

救急まで全ての医療を担っております。さらには、

サテライト診療や地方への医師派遣など地域医療

支援事業も含めて当市はもとより上川北部医療圏

において重要な役割を担っていると認識をしてお

ります。

そこで、小項目の１番目、地域包括ケアシステ
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ムの構築についてお伺いをいたします。取り組み

の展開方針において医療機関との連携については

継続の取り組みとなっておりますが、教育機関と

の連携の中で市立大学との人材交流、共同研究に

ついては検討のままとなっております。名寄市立

大学は、ことし４月よりコミュニティケア教育研

究センターが設置されており、今後の活動に大い

に期待をするところであります。それぞれに事情

はあるとは思いますが、地域包括ケアシステムの

構築に向けて名寄市立大学との連携はどのように

進めていかれるのかお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、再編、ネットワーク化

についてお伺いいたします。名寄市立病院は、上

川医療圏、いわゆる第２次医療圏において救急医

療を初めとした専門、特殊医療を担っていると思

いますが、患者の受け入れ人数並びに医師の派遣

はどのようになっているのかお伺いをいたします。

また、財政支援の検討項目で圏域市町村の費用

分担について検討のままとなっております。病院

単独では解決できない課題も多くあると思います

が、平成32年度には黒字化を見込むとの計画が示

されており、策定内容の進め方についてお伺いを

いたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 東川議員からは、

大項目３点にわたり御質問をいただきました。大

項目１については私から、大項目２の小項目１に

ついては教育部長から、小項目２については経済

部長から、大項目３については市立総合病院事務

部長からそれぞれお答えさせていただきます。

まず初めに、大項目１、観光振興について、小

項目１、平成２７年度行政評価についてお答えい

たします。観光事業については、平成２３年度に

策定した名寄市観光振興計画に基づき、地域資源

を生かした交流人口の拡大に向けてオール名寄で

推進することを目的に、名寄市観光交流振興協議

会を設立いたしました。具体的な取り組みについ

ては、ブランド推進部会、ひまわり部会、ホスピ

タリティー部会、交流推進部会の４つの部会でお

のおのの役割を担いながら事業を進めてきました

が、現在は協議会内の検証等を踏まえ、ブランド

推進部会、交流・ホスピタリティー部会の２つの

部会に集約し、事業を実施しております。

本市の観光を推進するに当たり、観光にかかわ

るソフト事業の牽引役を担っていただいておりま

す風連まちづくり観光、なよろ観光まちづくり協

会の役割は大変重要であり、この両協会との連携

は必要不可欠であります。この間実施してきてお

ります協議会事業においても部会事務局の役割を

市と分担し取り組んでおり、個別の事業について

も連携をとりながら実施しております。

市民のかかわりについては、ホスピタリティー

部会の中で観光ボランティアの募集や市民を対象

とした観光客の受け入れ、外国語対応などの研修

事業の取り組みを初めひまわり事業においてもひ

まわりボランティアの募集や一般家庭でのひまわ

りの植えつけに対する種の配布など市民にもかか

わっていただきながら、本市の観光事業に対する

理解を深める取り組みを行ってきたところであり

ますが、各種事業への参加人数については増加傾

向に向かっている状況ではないため、今年度取り

組んでおります観光振興計画の見直し作業の中で

議論していきたいと考えております。

各種イベント、観光事業についてですが、継続

的に実施をしている歴史のある市内イベントにつ

いては風連、名寄地区のそれぞれの観光協会が実

行委員会の事務局を務め、企画、周知、運営の中

心を担っていただいております。それらのイベン

トに関しては、市民の認知度も高いと考えており

ますが、人口減少や市民の休日、余暇の過ごし方

の多様化もあり、それぞれの来場者や参加人数に

関しては減少傾向にあります。イベントの周知に

関しましては、これまでも近隣自治体を中心にポ

スターやチラシ等で周知を図ってきておりますが、

今後も周知、媒体の検討を含め、広く情報発信し
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ていけるよう実施主体と協議してまいります。

また、市民参加型の観光イベント等に関しまし

ては、新規事業、単年度事業を含め多くの団体に

取り組んでいただいており、実施主体も多様な形

態があります。いずれも周知に関しては、日程等

の詳細が決定した段階からさまざま方法で周知を

図ってきておりますが、開催日により他のイベン

トとの重複等さまざまな要因で参加人数等が左右

されているところであります。引き続きイベント

等の周知については、効果的な手法の調査をしな

がら、全てのイベントにできるだけ多くの方に参

加、訪れていただけるよう取り組んでまいります。

次に、小項目２、ひまわり事業についてお答え

いたします。本市の地域資源を生かした夏のひま

わり観光は、平成１９年から道立サンピラーパー

クの日進地区を中心とし、智恵文地区も含めたひ

まわり畑には多くの市民や観光客、帰省客が訪れ

ております。今年度については、例年に比べ天候

不良により８月に入ってからの開花となりました

が、全国放送でのテレビ放映で取り上げられた影

響もあり、多い日にはサンピラーパークの１日の

来場者数が ５００人を超える日もありました。

メーン会場である道立サンピラーパークには、ひ

まわり開花期間中に観光案内所を設置し、ひまわ

り畑の案内やパンフレットの配布、市内の観光案

内等を行っております。また、日没後にはひまわ

りライトアップを行い、日中とは違った幻想的な

空間を鑑賞いただいております。

情報発信としては、エフエムなよろにおける開

花状況を各番組にて発信、ＪＲ名寄駅構内と道の

駅での開花情報の掲示を行いました。また、新た

に来場観光客が名寄市、ひまわりのキーワードを

入力し、ＳＮＳ発信をしていただく取り組みを行

いました。これまでひまわり畑を見てすぐに帰っ

てしまうといった課題があったことから、市内へ

の誘導策としてひまわり畑とランチの提供できる

飲食店を回るスタンプラリーを開催し、２４５件

の応募がありました。

今年度については、８月中旬の台風により最盛

期に一部ひまわりが倒れた影響もあり、道立サン

ピラーパークの今年度のひまわり観光入り込み客

数は ９６５人、平成２７年度の ８３１人に対

して９０％となりました。平成２３年度の映画

「星守る犬」の公開年の１万 ２０７人をピーク

に来場者数が減少傾向にあることから、来場者の

増加に向けて周知を含めた取り組みが必要と考え

ているところであります。

これまでのひまわり観光は、市民参加によるま

ちづくりとして、平成２４年度からはひまわりの

種の無料配布を行い、各家庭、企業でのひまわり

栽培に御協力いただき、市内各所でひまわりが咲

いているのが見られ、本市を訪れる観光客等の目

を楽しまさせていただいております。また、ひま

わりボランティアでは、市民、学校、企業の皆様

などに参加いただき、種植えから雑草取りなどを

行ってきました。今後のひまわり観光については、

名寄市観光振興計画の見直しの年であることから、

市民委員の皆様による意見やオール名寄で構成さ

れております名寄市観光交流振興協議会での議論

を通じてこれまでのひまわり観光を振り返り、作

付の場所やＰＲ方法、ブランド化に向けた取り組

みなどを検討していくこととなりますが、商品開

発やブランド化などは民間企業との連携が必要不

可欠と考えており、市内事業者の協力をいただき

ながら、事業を進めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、小項目３、広域観光の連携についてお答

えいたします。北・北海道インバウンド促進協議

会については、下川町、美深町、名寄市の行政と

観光関連団体で組織し、６月２３日に設立し、事

業を開始いたしました。北海道に訪れる外国人観

光客の９割を占めるアジア地域の来訪者、そのう

ちの３割が台湾と最も多い地域となっており、北

北海道地域のバレイショやカボチャなど農産物の

最大の輸出地域であることから、台湾をターゲッ

トにインバウンドの促進と農林産物等の海外展開
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事業を実施し、本地域経済の活性化と安定的な仕

事を創出しようというものであります。今年度の

具体的な事業内容につきましては、インバウンド

事業では本市でこれまで実施してきておりました

台湾からの教育旅行の実施、地域産物海外展開事

業では地域農林産物の台湾におけるマーケティン

グやバイヤーとの交渉などの事業を計画しており

ます。農林産物の海外展開事業においては、７月

に台湾マーケット進出可能性検討会を開催し、有

識者の講演と担当者でのディスカッション等を実

施しており、今後具体的な事業展開を行う予定で

あります。

次に、北海道広域観光周遊ルート推進協議会に

つきましては、平成２７年度に観光庁が富良野市

を初め帯広市、網走市、釧路市などから構成され

ているプライムロードひがし北海道推進協議会を

初めとした全国７つの広域観光周遊ルートを認定

し、外国人旅行者の地方への誘客を図るため、地

域が推進する取り組みをパッケージで支援し、海

外に地域の魅力を発信していく取り組みでありま

すが、今年度広域周遊ルートの追加募集を行った

ことから、北海道の協力のもと、千歳空港を北海

道の入り口として、旭川、士別、名寄を含めた稚

内までの北北海道を新たなルート候補として申請

を行いました。去る６月に本協議会が国土交通大

臣の認定を受けたことから、今年度については受

け入れ環境整備、交通アクセスの円滑化にかかわ

る調査事業等を中心に行われる予定で、周遊ルー

ト構成市町村が実施する具体的な事業については

来年度以降に本格的に取り組むことになることか

ら、来年度事業申請までに本市の外国人観光客の

受け入れ態勢の整備はもとより、近隣の士別市を

初めとする道北観光連盟として、この上川北部と

して広域的な受け入れ態勢の可能性についても検

討していきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２、

地方創生事業の進捗について、小項目１の大会、

合宿誘致事業についてお答えいたします。

昨年１０月に策定しました名寄市まち・ひと・

しごと創生総合戦略において、冬季スポーツの大

会や合宿の誘致、ジュニア世代の育成強化や冬季

スポーツの拠点化を図ることを目指して取り組み

を進めてきております。また、これらの施策に取

り組むに当たっては、平成２７年度から国の交付

金であります地域活性化・地域住民生活等緊急支

援交付金を活用しているところであります。平成

２７年度の具体的な取り組みについてですが、大

会、合宿誘致事業では、昨年１１月に合宿誘致の

推進に向けた説明会を開催し、関係者の皆様に選

手団の受け入れに対する協力をお願いするととも

に、地元紙に合宿をしている団体や大会の開催の

お知らせを掲載し、市民の周知に努めてきたとこ

ろであります。

また、本年２月に行われました全国中学生スキ

ー大会では、名寄市ＰＴＡ連合会からお汁粉でお

もてなしするなど選手団を歓迎する取り組みを行

っていただきました。しかし、大会出場選手への

応援をするための市民への働きかけや旅館業、商

店街など関係する皆様への周知や具体的な協力依

頼などに課題が見られました。今後開催されます

ＪＯＣジュニアオリンピックカップなどにおいて

は、これまでの反省を生かし、開催事務局の設置

や大会合宿にかかわる受け入れ組織の立ち上げに

より、多くの市民が大会会場へ足を運んでいただ

くための体制や円滑な合宿への受け入れ態勢の構

築など適切な対応に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、設備、備品等の整備についてありますが、

大会に係る事前準備を行うため、スノーモービル

の更新やクロスカントリースキーのコース整備用

機器の購入を行ったほか、合宿の歓迎としてのの

ぼりを３１０本作成し、公共施設やホテル、旅館、

商工会議所を通じて各商店街へ配付し、設置をし

ているところであります。また、ノベルティーと
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してスポーツタオル ９２０本を作成し、ホテル、

旅館に宿泊した監督、コーチ、選手に渡している

ところであります。今後は、関係の皆様と連携を

深めながら、市民の皆様が冬季スポーツへの理解

と関心を高めたり、本市の冬季スポーツに適した

自然環境や競技施設を生かして大会や合宿の誘致

活動が推進できるようこれまで以上に監督、コー

チや選手から選ばれる合宿となるよう取り組みを

進めてまいりますので、御理解をお願いいたしま

す。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目２、

地方創生事業の進捗について、小項目２、農産物

ブランド確立事業について申し上げます。

地方創生事業による農産物ブランド確立事業と

しましては、モチ米文化創生事業、地域ブランド

確立事業、実需者との連携拡大事業に取り組んで

まいりました。もち米サポーターの養成について

は、市民の方に名寄市がモチ米日本一のまちであ

ると理解を深めていただくため、農作業体験や餅

つきを通じて生産者との交流を図り、モチ米の生

育過程や現在の農業の姿を知っていただき、すば

らしさを広めていただく取り組みです。昨年度は

１２名、本年度は１５名で、幅広い年代から参加

をいただいているところです。

また、モチ米を使用したスポーツ補助食品の取

り組みについては、運動に必要なカロリーを効率

的に摂取できるというモチ米の特性を生かして、

スポーツ補助食品の開発を食品製造メーカーに依

頼し、進めてきましたが、商品化したときの需要

やコストを考えたときに採算をとるのが難しいこ

とから、パン生地への活用について検討をいただ

いているところです。

また、実需者との連携拡大の取り組みについて

は、モチ米の関連企業の企業研修という位置づけ

で昨年度は４社から５名の方を派遣いただき、農

作業体験や生産者との意見交換などを通してお互

いモチ米の生産にかかわる者として理解を深め、

信頼関係を築いているところです。本年度は、３

社からの受け入れを予定していますが、新たな企

業やモチ米以外の実需企業も視野に入れた取り組

みを検討していく必要があると考えております。

今後もこれらの取り組みを生かし、引き続き市内

外へのモチ米を初めとする名寄産農産物の品質の

高さやそれを維持するための生産現場での取り組

みなどをＰＲするとともに、責任産地として安定

生産に取り組むことがブランド力を高める取り組

みとして進めてまいりますので、御理解をお願い

いたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目３、新名寄市病院事業改革プランにつ

いてお答えいたします。

小項目１、地域包括ケアシステムの構築につい

てでございますが、御指摘のとおり改革プラン第

３章では、地域医療構想を踏まえた役割の明確化

について市立総合病院として地域包括ケアシステ

ムの構築と運用を進めるに当たり、医療機関との

連携、福祉機関、施設との連携、教育機関との連

携、人材交流、共同研究の３項目について取り組

んでいくこととしております。このうち医療機関

との連携及び福祉機関、施設との連携につきまし

ては、既に各診療所や地域医療連携室を中心に当

院で急性期の治療を終えた患者の在宅復帰を念頭

に取り組んでおり、介護、福祉行政に精通した職

員の配置などで取り組みの強化を進めているとこ

ろであります。このため、この２項目については、

展開方針で計画期間中は継続の方針を示している

ところであります。

教育機関との連携、人材交流、共同研究につき

ましては、市立大学の看護学科を中心に地域にお

ける看護師の稼働状況の研究を踏まえた看護師確

保対策の取り組みや市立大学の教員や学生が当院

と共同で研究を行うなど、多くの連携した取り組
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みを進めているところでありますが、地域包括ケ

アシステムに焦点を当てた共同研究や具体的な取

り組みは今後の課題となっているところでありま

す。市立大学では、看護学科に加え、福祉、栄養、

子育ての専門的な見識を有する人材を多く有して

いることから、地域包括ケアシステムの仕組みづ

くりにおいて共同で取り組むことでよりよい形に

できるのではないかと考え、プランに盛り込んだ

ところであります。現在北海道が策定中の地域医

療構想で示される医療資源の推計を踏まえ、地域

の実情に応じた地域包括ケアシステムの実現に向

けコミュニティケア教育研究センターなどとの連

携を図りながら、人材交流や共同研究を進め、課

題の解決に努めてまいりたいと考えております。

また、本プランは計画期間中の状況の変化に応

じて必要な見直しを行うこととしております。御

質問にございました地域包括ケアシステムに関す

る教育機関との連携につきましても具体的な作業

などが定まった段階でプランを見直しし、展開方

針についても明示させていただきますので、御理

解をお願いいたします。

次に、小項目２、再編、ネットワーク化につい

てでございますが、平成２７年度の患者の受け入

れ実績について上川北部医療圏からの患者数は入

院が７万 ０７４名で全体の７ ３％、外来が１

９万 ５７４名で全体の８ ６％を占めており、

このうち名寄市内からの患者につきましては入院

４万 ７３６名で４ ７％、外来が１３万 ６１

９名で６ ５％となっており、入院で約６割、外

来で約４割が市外からの患者となっているところ

であります。また、救急車の受け入れ数では、上

川北部医療圏からの受け入れが ３７５件で全体

の７６％を占めているところであります。平成２

７年度の医師の派遣状況につきましては、上川北

部医療圏の７病院、診療所に対して延べ３８６日、

同圏域以外の６病院、診療所に対しても延べ１８

８日の派遣を行い、また乳幼児健診では７市町村

で延べ１１０日、理学療法士の派遣につきまして

も５市町村で２００日となっており、それぞれの

市町村、医療機関との連携を通じて地域医療の確

保に努めてまいりました。

これらの地域医療連携に関する費用負担であり

ますが、医師、医療スタッフの派遣につきまして

は国庫補助金及び道補助金と各病院及び市町村か

らの派遣負担金の拠出により支弁しております。

また、患者診療につきましては、原則として医療

保険制度に基づく診療報酬と患者負担金により支

弁することとなっており、救急医療や周産期医療

など採算のとりにくい分野につきましては一般会

計からの繰り出しが認められ、地方交付税で措置

されることになっております。しかしながら、救

急医療の分野につきましては、病院群輪番制病院

運営事業に関する国庫補助金が平成１７年度の三

位一体改革に伴い一般財源化され、各市町村に地

方交付税措置されることになったため、地方交付

税相当分を各市町村が負担して拠出する枠組みを

創設し、負担をお願いしてきたところであります。

現在では、北・北海道中央圏域定住自立圏を構成

する市町村に対象を拡大し、それぞれの市町村に

御負担いただいているところであります。

御質問にありました今後の費用負担の枠組みで

ありますが、今年度北・北海道中央圏域定住自立

圏共生ビジョンの改定時期を迎えておりますこと

から、来年度以降の負担の枠組みについて事務局

であります名寄市保健センターを中心に協議を進

めていくことになります。当院といたしましては、

上川北部地域を取り巻く医療スタッフの不足など

厳しい環境を考慮しつつ、地域医療構想で示され

た将来の機能の分化を踏まえながら、事務局と連

携し、適正な費用の負担について意見を示してま

いりたいと考えております。

また、同圏域以外につきましても特に宗谷管内

の医療機関におけるスタッフ不足などから、多く

の患者搬送などを受けている現状にあります。当

院が救命救急センターを設置し、道北地域におけ

る救急医療の中核的存在となっている現状を踏ま
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え、宗谷管内の市町村につきましても今後理事者

との協議を行い、費用負担に関する協議を進めて

まいりたいと考えておりますので、御理解をお願

いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。順不同にはなるかもしれませんけれ

ども、再質問させていただきたいというふうに思

います。

最初に、観光の振興の中で２７年度の行政評価

について答弁をいただきました。そこで、先ほど

観光振興協議会、今まで４つの部会を推進をして、

平成２７年度から部会を２つに集約をして活動を

進めてきたというふうな御答弁をいただきました

けれども、なぜ４つの部会を２つに集約をしたの

か、その集約に至った経過と具体的な成果につい

て改めてお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 先ほど答弁させ

ていただきましたように、当初は４つということ

で、ブランド推進部会とひまわり部会ということ

と交流推進部会とホスピタリティー部会というこ

とで、いずれもブランドとひまわりの部分につい

てはどちらも傾向的には名寄のブランドにかかわ

るというもので、全体的に集約させていただいた

ほうがブランド部会とひまわり部会のそれぞれの

部会のメンバーが違いますので、一緒にあわせて

検討させていただいたほうがより多くの意見等を

いただけるということで、ブランドとひまわりの

推進部会を一緒にさせていただきました。また、

ホスピタリティー部会と交流推進部会ということ

で、こちらの部分につきましてもそれぞれ合宿等

の受け入れ等や全体的に交流受け入れの部分につ

いてもホスピタリティーに関連するということで、

こちらもそれぞれの部会のメンバーが重複する方

もいらっしゃいますけれども、別々ということで、

これらもあわせて御意見をいただいたほうが効率

的にいろんな意見が集約できるということを踏ま

えて、２つの部会に集約させていただいたほうが

意見等も踏まえて効率的に事業を行えるというこ

とで、今年度から２つの部会にさせていただいた

というところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 僕の聞き違い、これは

２７年度から４つを２つにしたのではなくて、２

８年度から４つの部会を２つにしたのですか。

それと、もう一点は、今ホスピタリティーと交

流はそれぞれ同じ人のメンバーで構成をされてい

ましたと。ですから、それを一緒にしたと。それ

では、ブランドとひまわりのほうのメンバーとい

うのはどういうふうな形になっていて推進をして

きたのか、改めてお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 申しわけござい

ません。２７年度でございます。から２つの部会

に統合させていただいているということで、先ほ

どの私の答弁もちょっと語弊がある言い方だった

のですけれども、どちらの部会のほうも重複して

それぞれブランドとひまわりも一緒に入っている

方もいらっしゃるのですけれども、基本的にはそ

れぞれ別々に分かれたメンバーがいましたので、

一緒に統合させていただいたほうが意見が広く拾

えるということで、先ほどの交流とホスピタリテ

ィー部会も同じ重複するメンバーもいますけれど

も、基本的には別々の部会のメンバーでしたので、

あわせて意見を集約させていただいたというとこ

ろであります。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ２７年度からの中身は。

せっかく２つに集約をされたという経過の中で、

それまでの取り組みと昨年１年間、２７年度２つ

に集約をしてどういうふうな形で具体的な成果と

して結びついているのか、その点について改めて

お伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。
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〇営業戦略室長（水間 剛君） ブランド推進部

会につきましては、観光交流振興協議会ができて

名寄の観光イメージキャラクターということで、

なよろうをつくらさせていただいて、いろんな場

面でＰＲをさせていただいております。また、ひ

まわりにつきましては、先ほど答弁させていただ

きましたように、平成１９年度からサンピラーパ

ークで取り組みをさせていただいて、ちょうど議

員もおっしゃっていたように、平成２２年に「星

守る犬」の映画のロケがされて、２３年度に全国

一斉ロードショーされたということで、これらを

生かして道立サンピラーパークでひまわりを含め

た観光の資源として起爆剤にしようということで、

いろんなライトアップひまわりなどの取り組みな

どもさせていただきました。交流推進部会につき

ましては、それぞれ交流人口の拡大ということで、

ひまわりの油やモチ米を使った新商品の開発も含

めた新たな違う部分の合宿の受け入れということ

で、香川調理製菓専門学校の学生の受け入れなど

のそういった部分をさせていただきました。その

中でこういった合宿の受け入れをさせていただく

中で、どういったおもてなしをしたら合宿に有効

だということの取り組みをさせていただいて、そ

の関連としてホスピタリティー部会と合同で事業

の取り組みをさせていただいた経過もありますけ

れども、そんな事業をさせていただきました。ま

た、ホスピタリティー部会については、当初観光

振興計画が策定されたときは外国人観光の受け入

れということは将来的には想定していたのですけ

れども、身近な問題として取り上げられなかった

のが実情でありまして、議員御承知のように３年

前から台湾の教育旅行の受け入れなども含めて外

国人観光の受け入れという部分についても現実問

題としてホスピタリティー部会で受け入れを考え

ないといけないということで、先ほど答弁させて

いただいたように外国語の対応などの外国人の受

け入れの講座などもホスピタリティー部会で取り

組みをさせていただいたところであります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 私ちょっと理解できて

いない部分がある。これは、それぞれ行事を推進

した結果については今答弁をいただいた内容で理

解をさせていただきます。

それで、観光事業のうち観光協会との連携とい

うことで、今言われたそれぞれの２つの部会に集

約をして活動を進めてきたという背景の中で、特

に名寄、風連、まちづくり協会、観光協会とのい

ろんな連携も当然進められていると思うのですけ

れども、先ほども答弁の中でありました。どうも

開催日にいろんな行事が重複をしているというふ

うな、その辺の取り組みといいますか、その辺の

調整というのは具体的にどういうふうにされてい

るのか、ちょっとお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） それぞれのイベ

ントにつきましては、私どものほうも実行委員会

に一緒に入らさせてもらって、事業の内容等を検

討させていただいていたのですけれども、具体的

な日にちの部分については前段の実行委員会の開

催の前のそれぞれの観光協会のところで日程が取

り組まれていたというのが現状であります。その

結果として、他のイベントと重複することが現状

としてありましたので、今後の部分についてはそ

れらの日程の部分についても前段に観光協会等と

もお話をさせていただいて、それぞれの地域の事

情もあるかもしれませんけれども、そういったこ

とができる限りないような取り組みとして今後対

応を進めていきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 限られた行事でありま

すので、できるだけ重複を避けるような形での取

り組みの今後の推進をお願いをしたいと思います。

続いて、ひまわり事業なのですけれども、先ほ

ど平成２２年度の入り込み人数、ひまわりの入り

込み１万 ２７０人、ことしは多いときで ５０
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０人というふうな答弁をいただいたのですけれど

も、実際の作付面積とこれまで何年間でも構わな

いのですけれども、ひまわり観光に関しての入り

込み人数について、実績についてお伺いをしたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） ひまわり観光の

入り込み数につきましては、サンピラーパークの

ひまわりイベント会場のところでそれぞれ実際に

カウントして算出させていただいております。先

ほど御答弁させていただいた平成２３年度が１万

２０７人、平成２４年度が１万 ２２６人、平

成２５年度が ２３０人、平成２６年度が ９６

０人、平成２７年度が先ほどお答えさせていただ

いた ８３１人、平成２８年度が ９６５人とな

っております。また、ひまわりの作付面積なので

すけれども、こちらの部分についてはそれぞれひ

まわりの部分についてはサンピラーパークとＭＯ

Ａさんに御協力をいただいて、東雲峠とＭＯＡさ

んの農場の部分で観賞用のひまわりとして作付さ

せていただいております。こちらの面積につきま

しては、平成１９年度が １ヘクタール、平成２

０年度が６ヘクタール、２１年、２２年度も同様

の６ヘクタール、平成２３年度が ３ヘクタール、

平成２４年度が ６ヘクタール、平成２５年度が

６ヘクタールということで、２６年、２７年も

同様の ６ヘクタールというような形になってお

ります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 今作付面積について答

弁をいただきました。名寄市の営業戦略課のホー

ムページ、「「ひまわりのまち」なよろ」掲載を

されています。そこの文言の中には、その面積は

６０ヘクタール、札幌ドーム１１個分、東京ドー

ム約１３個分、総本数５００万本以上を数えます

と。これことしのホームページです。それから、

ことし８月２０日にＥＮ―ＲＡＹホールで開催を

されましたひまわりフェスタでひまわりに関する

スタンプラリーのクイズがありました。自分も参

加をさせていただきました。その中に名寄で植え

られているひまわりは何本という設問があり、答

えは５００万本。名寄市の観光ＰＲとして、２０

１４年７月１１日に発行された「死ぬまでに行き

たい！世界の絶景日本編」、この中の表紙もひま

わりです。この中にも名寄市のひまわりが紹介を

されております。これは、この当時４１万部発行

された写真集であります。そのほか２０１４年１

１月、「日本の絶景パレット１００」、この中に

も名寄市のひまわりが紹介をされております。先

ほど答弁の中にありましたように、これもこの中

にも東京ドームおよそ１３個分、５００万本、作

付面積が日本有数、夏のパワーをぎゅっと凝縮し

た色に包まれていると元気を分けてもらえる気が

しますとの紹介がされております。また、先ほど

答弁の中でありました８月２日の北海道文化放送、

夜の９時から「ニッポンのぞき見太郎」という番

組、サブタイトルが「夏に行っとけ穴場スポッ

ト」で放映され、ベストファイブのトップとして

名寄の幻想的なひまわりが紹介をされておりまし

た。これだけ多くの雑誌あるいはメディアに取り

上げられている中で、ひまわりを見に来たお客様

あるいはリピーターに今度また来ていただくため

に、正確な情報発信が必要と考えますが、その点

についてどういう考えなのか、考え方をお伺いを

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 先ほど申し上げ

たひまわり畑の面積につきましては、サンピラー

パークとＭＯＡの東雲峠とＭＯＡの農場の面積で

ありますけれども、全体的なひまわりの作付面積

につきましては油用のひまわりと景観、観賞用の

ひまわり、また緑肥用のひまわりも合わせての面

積ということで、そのトータルとして面積を提示

しております。その部分について今回それぞれ雑

誌やテレビ等も取り上げられたところであります。
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今回のところも来場のお客様もテレビや雑誌等を

見て、やっぱり広大なところにイメージしたひま

わりがあるというところで来たお客様もいらっし

ゃいました。実際的な部分については写真のイメ

ージと若干違うという部分があって、ちょっとが

っかりされたお客様もいたというのが現状であり

ますので、今後は先ほど言いましたように観光振

興計画の見直しの中でひまわりの観光をどうして

いくかということも含めて検討していきたいとい

うことと面積の部分につきましては全体の面積と

いう、全体の緑肥も含めてのひまわりの面積とい

うことで提示させていただいております。その全

体の面積と来たときの観賞用のひまわり畑のイメ

ージがちょっと異なるという部分が現状としてあ

るということで、これらにつきましては先ほど言

いましたようにひまわり観光をどうしていったら

いいのかということも含めて今後観光計画の見直

しの委員の皆様方と含めて検討させていただきた

いと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 今全体を含めて景観用、

搾油用、緑肥用というお話で、これ個別にどれぐ

らいの作付面積になっているのか、改めてお伺い

をします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私どものほうで

押さえております面積につきましては、平成２５

年度が景観と緑肥の部分が２５ヘクタールで油用

が２０ヘクタールということで、合計４５ヘクタ

ールということで押さえております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 答弁いただいた内容が

古いデータで、ことしのホームページの数字の６

０ヘクタールにはちょっと届かないような、その

分を残りが緑肥なのかなというふうな意味合いも

一部では理解をする。ただ、公にこういうふうに

ホームページで掲載をしている内容、今後来てい

ただいたお客様、あるいは先ほど言ったリピータ

ーの皆様、これを見て雄大なひまわり景観を見に

来ているという形のものについては、やはり正確

な情報発信とそれに向けてどういうふうな取り組

みをしていくのかというふうな計画的な取り組み

を強く要望したいというふうに思います。

本来この後北竜町のひまわりの取り組みを紹介

をさせていただきながら、改めて今後の事業展開

というふうなことでやりとりをさせていただきた

かったのですけれども、若干その中でお話をさせ

ていただきたい。北竜町の人口というのは今 ９

６８人、ことし９月。３８年間ひまわり事業を取

り組んできて、いろんな紆余曲折がありながら全

員で取り組みをしていると。北竜町というのは、

もともと観光用にひまわりを植えたのではなくて、

１戸１アールの運動で、当初は観光を呼び寄せる

のではなくて、そこに住んでいる人たちが美しさ

を楽しみ、体によい油で健康運動を推進をさせよ

うというふうな取り組みで始められたということ

です。ことしで３０回目を迎える北竜町ひまわり

まつり、毎年７月中旬から３７日間、２００８年

度は２５万人、２０１２年度は１６万 ０００人、

この年には新たな企画を打ち出したと。翌年は２

１万 ０００人、２０１５年度は２６万 ０００

人、その４分の３が道外からの観光客という形に

なっております。先ほど言いましたことし９月現

在で ９６８人の人口だとすると、およそ２５万

人がいらっしゃると実に人口の１２５倍の方の観

光客が来ていられるというふうな実績です。

先ほど言いました８月２０日のひまわりフェス

タで５年前に「星守る犬」の映画プロデューサー

を担当されました竹山さんの講演を聞く機会があ

りました。非常に人数が少なくて寂しい思いをし

たのですけれども、竹山さんいわく、名寄のロケ

地にひまわり畑を選んだというのは、まちが見え

る。要するにひまわり畑、線路、その向こうにま

ちが見える景色がとてもいいなと。２０２０年に

向けて、また名寄をロケ地にしたいというふうな

お話もされておりました。先ほど言いました北竜
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町の取り組み、非常にＰＤＣＡのサイクルがうま

く機能しているように思うのですけれども、先進

事例として本当は詳しくお話をさせていただきた

かったのですけれども、時間がないので、終わら

せていただきますけれども、今後のひまわり事業

について市長の取り組みの考え方をお話をお聞き

をして、私の質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 智恵文地区の北山からで

したか、始まって、約３０年ぐらい経過をするの

でしょうか、北山地区からそのうちに振興地区に

ひまわり畑が移って、そのときは恐らく１０ヘク

タール前後のひまわり畑を３つに輪作をしながら

大規模ひまわりを作付をして、地元の農家さんの

御協力もいただきながら進めてきたと。しかしな

がら、病害虫の状況が出たということで、大規模

ひまわりができなくなったと。しかし、その後も

ＭＯＡさんだとか、あとは油用のひまわりが作付

をされたり、さらには映画のロケがサンピラーパ

ークのほうでできたということで、ひまわりのま

ちということは継続的に発信をしてきているとい

うことなのですけれども、やはりその当時の振興

地区のひまわり畑の入り込みと比べると今のサン

ピラーパークのほうでの入り込み人数は相当落ち

込んでいると言わざるを得ないのかなというふう

に思います。非常にみんな努力して頑張っている

わけですけれども、今そうした現状にあるという

こと、やはり物理的な問題が解決して可能なので

あれば大規模なひまわりをもう一度復活をさせて

いくということも非常に有効な手段なのかなとい

うふうに思います。いずれにしても、今水間室長

からもお話あったとおり、観光振興計画を議論し

ている中で、ひまわり事業をどうするかというこ

とも恐らくは議論の重要なテーマの一つになると

いうふうに思いますので、そこでいろんな皆さん

の知恵を出していただいて、ぜひたくさんの方た

ちが訪れる、またひまわりが本当に名寄の象徴だ

と言われるようなまちづくりができるような形に

なればいいなというふうに願っているところでご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時００分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

農業の振興策について外４件を、佐久間誠議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 通告順に従い、大項

目５点について質問させていただきます。

まず、大項目１、農業の振興に関して、小項目

（１）、ＴＰＰによる影響と今後の農業振興策に

ついてお伺いいたします。昨年３月議会でも質問

させていただきましたが、ＴＰＰ環太平洋連携協

定が批准された場合の北海道における影響と特に

名寄の畑作や酪農、畜産等における主力産品への

影響についてどのような影響が出てくるか、現時

点で所管担当部署で把握している影響額について

お伺いいたします。

また、農業振興策に関して国の政策は規模拡大

と機械化、ロボット化の振興等を推進して国際競

争力に耐え得る強い農業を目指すとの方向で進め

られていますが、全国的には国の肝いりで始まっ

た植物工場に見られる倒産、これは宮城県名取市

農家の３人が震災からの復興を目指して立ち上げ

た企業ですが、帝国データバンク調べ負債総額約

１億 ０００万円、さらに千葉県柏市と宮城県多

賀城市で展開された工場、こちらは千葉大学発の

農業ベンチャーとして注目を集めましたが、東京

商工リサーチ調べ負債総額１０億 ２５１万円な

どいずれもこれは日産１万株のレタスなどを生産

する大規模な完全人工光型植物工場です。また、

水耕栽培施設や植物工場関連の参入企業も６０％

から７０％が高コストによる赤字化で経営不振に

陥り、倒産や撤退をするなどの複数のレポートが
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あります。大型設備投資は、莫大な損失を農家に

背負わすことにつながる危険性があります。そこ

で、ＴＰＰ批准に先駆けて進められている国の政

策、規模拡大と機械化、ロボット化の流れについ

て大型設備投資と農家のリスクについてどのよう

に見ているかお伺いいたします。

①、大規模化と集落人口減少への対応について。

離農などによる農業集落の減少にどう歯どめをか

けていくのか、集落維持には大規模面積の経営体

と小規模のところの適度な融合が必要ではないか。

双方が生計を立てられて混在することで、集落が

維持できるものと考えます。一定の規模拡大は時

の趨勢としても、小規模農家も生き残れる施策を

講ずべきと考えるが、いかがでしょうか。近年の

離農農家数や対策についてお伺いいたします。

②、多品種少量作付農家への支援策について。

消費者は多品種、少量消費です。多くの種類の農

産物を地元産品で賄えるのは、私は大変貴重なこ

とだと常日ごろ思っております。多品種少量作付

は、農家としては手間もかかることですが、地場

産の生産物を多品種つくられる農家への支援策も

検討してはどうかと考えております。消費者ニー

ズに合致した高付加価値型産地の育成を目指して

内需拡大によって安全、安心な農産物の供給とこ

れからは輸入品と区別した店頭販売を市としても

より以上に推奨していくべきではないかと思いま

す。小規模農地活用・高付加価値型農業による地

域づくり支援事業、これは北見市、佐呂間町、津

別町も近隣自治体では行われているところであり

ます。当市において小規模農家、特に兼業農家へ

の支援事業メニューはどのようなものがあるかお

伺いいたします。

小項目（２）、市内での農業生産物活用、消費

喚起、販売促進等の考え方について。名寄市の地

産地消の推奨の活動状況と名寄市食のモデル地域

実行協議会の議論状況についてどのような論議が

なされているかお伺いしたいと思います。

また、朝市あるいは青空マーケット等を１カ所

でやることによる相乗効果などを検討してみては

どうかと思いますが、この点についてお伺いいた

します。

次に、大項目２の名寄市の総合交通体系のあり

方についてでありますが、名寄市では平成２３年

３月に策定された名寄市地域公共交通総合連携計

画に基づいて、車を持たない市民でも移動可能な

地域の足の確保に努められていると考えておりま

す。

そこで、小項目（１）の通学生の行事などにも

対応できる生活交通の確保についてお尋ねいたし

ます。近年普通列車の減便によって日中時間帯に

走る列車本数が減らされ、また長年のスパンの中

で普通列車の快速化移行に伴い、高速化の反面、

停車してほしい駅でとまらなくなり、下車できな

いなどの列車を利用している市民にとって使いづ

らい、利用しづらい環境も生まれてきております。

また、ＪＲ北海道の経営を維持する経営安定基金

の貸付利息の利率の引き下げに伴う運用収益の減

により、ＪＲ北海道の経営そのものが窮屈になっ

ており、乗車率の低い路線への廃線、減便が進め

られております。こうした中で、つい先般の台風

水害によるＪＲ根室線や日高線における橋梁の流

失などでその負担を自治体に求められる、廃線か、

高額な自治体の負担を受け入れての運行継続かと

の二者択一の選択を突きつけられる、こういう事

象も考えられるわけであります。近年の異常気象、

そして特別豪雪地帯の当市としては、だからこそ

複数の交通手段が準備されていることが必要であ

ると思っております。

現在名寄高校の列車通学者は１０１人、産業高

校同じく６３人、バス通学は名寄高校３１人、産

業高校３９人と合計すると列車１６４人、バス７

０人の２３４人が近郊から市内に通ってきており

ます。私は、市内中心部まで安心して通うことの

できる交通体系の確立は行政としての基本的なサ

ービスであると考えますし、生活交通の確保の観

点から農村、郊外に居住する市民、学生も含めた
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交通弱者に対する市内のデマンド化路線の拡大、

拡充を図っていくべきだと考えておりますが、こ

のあたりについてどのようにお考えかお尋ねいた

します。

小項目（２）、ＪＲ宗谷本線問題についてです

が、利用状況の悪い８区間として宗谷本線名寄―

稚内間が道内６番目に挙げられております。２番

目のＪＲ石勝線夕張支線、新夕張―夕張間は２０

１９年３月で廃止が決まり、３番目とされる留萌

線の一部区間、留萌―増毛間も２０１６年１２月

４日の最終運行を最後に廃止となることが決まり

ました。本市としてもこれまで宗谷本線の運行維

持を求め、沿線自治体とともにＪＲ北海道や道や

国への要請等行われておりますが、この間の取り

組みについて御報告をお願いいたします。

大項目３、名寄市役所の今後の考え方について、

小項目（１）、分庁舎方式の統合の考え方につい

て。当市も合併から１０年たち、分庁舎方式で今

日まできておりますが、分庁舎方式の不便さも市

民から指摘されているところであります。第２次

総合計画の中で庁舎のあり方について調査研究を

進めるとされておりますが、これまでとってきた

分庁舎方式で市民ニーズに十分応え切れていたか

どうか、課題についてお伺いしたいと思います。

また、コンパクトシティーを志向する中で、分

庁舎方式は一定の見直しが必要になっているので

はないかと考えますが、見解についてお伺いした

いと思います。

小項目（２）、建てかえ計画と予算づけについ

て。これまで長寿命化計画で改修等を行いながら

対応されておりますが、名寄庁舎が建築後４８年、

風連庁舎が３６年となります。耐震診断において

も耐震強度不足の不安を抱えております。今すぐ

どうこうというわけではないですが、今からしっ

かりとした計画を練っていく必要性があるのでは

ないでしょうか。特に予算づけについても原資が

なければ計画も立てられないわけで、基金の積み

立てなど今後の考え方についてお伺いしたいと思

います。

また、今後１０年間の間でどこまでを展望する

のか、見通しについてお伺いします。

大項目４、空き家対策について、小項目（１）、

空き家のデータ集積状況と現在までの対策実績に

ついて。空家等対策協議会条例が本市において施

行されたのが本年４月１日とまだ日が浅いわけで

ありますが、空き家等に関するデータ集積状況は

どの程度進んでいるのか、またこれまでの空き家

対策等の実績についてあればお伺いしたいと思い

ます。

小項目（２）、電線などにかかる立ち木対策に

ついて。空き家周辺の立ち木が電線や通信ケーブ

ルにかかっている場合の処理などについて、近ご

ろの台風や異常気象に備えるという立場から、枝

払いや芯とめ、伐採などの適宜な対策についてど

のように考えているかお伺いしたいと思います。

大項目５、住民票の取り扱いについて、小項目

（１）、名寄市立大学学生の住民票の扱いについ

て。他の市町村から見えている名寄市立大学学生

のうち、名寄市に住民票を置いている学生はどの

程度いるかお知らせいただきたいと思います。

また、入学時の転入届提出の啓発はどのように

行っているかお伺いいたします。

小項目（２）、国勢調査人口と住民基本台帳人

口の差について。平成２７年１０月の当市の国勢

調査人口は２万 ０６０人、１万 ０８３世帯で

あり、住民基本台帳人口は２万 ７６０人、１万

３７８世帯、これは平成２７年９月末のもので

す。国勢調査は、住民基本台帳と比較して人口で

３００人多く、世帯数で ２９５世帯が少なくな

っております。この結果をどう分析しているかお

伺いしたいと思います。

小項目（３）、住民票移動の法的根拠と転入届

提出促進対策について。住民基本台帳法に基づい

て、住民票移動は取り扱われていると思いますが、

転入は１４日以内に届け出を出すことになってお

り、遅延の場合は過料を科せられる場合もあると
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規定されております。当市における転入届提出の

促進、啓発等の対策はどのように行っているかお

伺いいたします。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 佐久間議員からは、

大項目で５点について御質問をいただいておりま

す。大項目１は私から、大項目２、３と大項目５

の小項目２は総務部長から、大項目４と大項目５、

小項目３は市民部長から、大項目５、小項目１は

大学事務局長からの答弁となりますので、よろし

くお願いいたします。

まず、大項目１の農業の振興策に関して、小項

目の１の①、大規模化と集落人口減少への対応に

ついて申し上げます。ＴＰＰの影響額については、

北海道における影響額では道内農林水産物の生産

額全体の三、四％に当たる４０２億円から５９８

億円程度目減りするとの試算を公表しており、特

に酪農、畜産での影響が大きいものとしておりま

す。名寄市においても小麦、てん菜、牛肉や牛乳

が影響を受けるものと想定しており、ＴＰＰ批准

も不透明であることから、影響額においては慎重

に分析作業を行い、算出してまいりたいと考えて

おります。国の施策で推進されている各種施策に

おいては、民間も含めて推進されておりますが、

施設の建設には初期投資として多額の費用を要す

るものやイニシャルコストやランニングコストの

低減等に研究課題があるものと考えておりますの

で、名寄市の農業状況を勘案しながら取り組み状

況を見守ってまいりたいと考えております。

次に、市の農業においては、農業者の高齢化、

担い手不足により農地の集約化が進んでおり、農

林業センサスの販売農家戸数によりますと平成２

２年に７１４戸でありましたが、平成２７年には

５９３戸となっており、１２１戸減少となってお

ります。現在策定中の農業・農村振興計画では、

１０年後の生産農家戸数を現在から１００戸程度

減少することが想定されることから、その対策や

施策の検討を行っているところですが、生産者の

今後の営農状況としては生産規模拡大を目指して

いく方、現状維持をして高収益作物等を取り入れ

ていく方、規模を縮小していく方などが考えられ

るところですが、農家人口をできるだけ減らさな

い取り組みとともに、生産者の農業収入を確保し、

再生産可能な収入の確保が必要だと考えておりま

す。特に高齢農業者の就農期間を少しでも延長す

るために農作業負担が少ない軽量作物の導入に向

けた試験研究と栽培技術の普及に取り組んでまい

ります。

次に、小項目１の②、多品種少量作付農家への

支援策についてお答えします。農業者の生産方式

にはさまざまな作付体系があり、小面積で多品種

を作付している生産者や品目を絞って作付されて

いる生産者など多様な生産活動が行われておりま

す。販売方法につきましても生産者同士で共同し

ての直売所やインターネットを活用しての販売方

法も行われているところです。小ロットの農産物

におきましては、道北藤田生鮮市場を通じて市内

の個店等で販売が行われており、市内で名寄産農

産物のコーナーが設けられているなど安心、安全

な農産物が市民の皆様に提供されているものと考

えております。

また、農作物の支援策としては、市の単独での

支援は困難な状況でありますが、国の経営所得安

定対策事業により畑作物の直接支払交付金、水田

活用の直接支払交付金等により支援が行われてお

り、引き続き有効活用に努めてまいります。

北見市等で実施されている小規模農地活用・高

付加価値型農業による地域づくり支援事業は、人

口減少、高齢化の進展に伴い、増加する耕作放棄

地を利活用して農業活性化と地域コミュニティー

形成の推進を目的に福祉関係のＮＰＯ法人が主体

となって農産物栽培、加工技術の取得、人材育成

事業等が取り組まれているところです。耕作放棄

地の一つの研究課題として考えてまいります。

次に、小項目２の市内での農業生産物の活用、



－58－

平成２８年９月２０日（火曜日）第３回９月定例会・第２号

消費喚起、販売促進等の考え方についてお答えし

ます。地産地消の推進につきましては、生産者、

農協、行政を初め消費者や商工業者におきまして

名寄産農産物消費拡大における取り組みやＰＲ活

動が行われております。また、８月の産業まつり

や１１月の地産地消フェアｉｎなよろを通じて名

寄産農産物を初めとして加工品等の取り組みを市

内外に向けてＰＲを行っております。また、市内

加工グループ等によりトマトジュース、ピクルス、

みそ等の販売活動や直売グループにおける農産物

販売を通じた取り組みが進められております。名

寄市食のモデル実行協議会では、もっともち米プ

ロジェクトとしてモチ米に特化して市内外に向け

てのＰＲ活動を含めて取り組んでいるところです。

直売グループが各箇所で開催している朝市や青空

マーケットの統一につきましては、それぞれのグ

ループの思いや開催を楽しみにしている市民もい

ることから、まずグループ同士の交流活動を通じ

て御意見を伺ってまいりたいと考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私のほうからは、大

項目の２及び３並びに大項目５のうち小項目の２

について申し上げます。

初めに、大項目の２、名寄市の総合交通体系の

あり方について、小項目の１、通学生の行事など

にも対応できる生活交通の確保についてでありま

すが、市内のバス路線につきましては現在名寄地

区中心部を循環する路線が３系統、市内中心部と

郊外及び周辺自治体を結ぶ路線が７系統、さらに

デマンド型のバスとして郊外と市内中心部を結ぶ

路線が１系統、合わせて１１の系統が市民生活を

支える公共交通として運行してございます。名寄

地区中心部の循環線につきましては、昨年度まで

３年半にわたる実証運行及び利用促進を行ってき

たコミュニティバスが運行しており、循環線３路

線を合計した推計では実証運行以前と比較して利

用者が増加をしているほか、公共施設や名寄地区

中心部へのアクセス手段として市民の方々に定着

しているものと認識をしているところでございま

す。

一方で、農村地域を中心とした郊外につきまし

ては、公共交通の利便性が低い地域が存在すると

ともに、運行中のバス路線につきましても時代と

ともに利用状況が変化をし、利用者の減少などに

よりまして大幅な赤字運行となっている路線も多

く、市の補助金の額も増加している傾向にあると

ころでございます。このような現状を踏まえた地

域全体の公共交通のあり方につきましては、既存

のバス路線の見直しやデマンド型バスなどの新し

い交通体系の導入などを含めた再編が必要である

と認識をしているところでありまして、バス事業

者とも協議の上、地域の移動手段の確保とともに

運行の効率化も図ることができるよう調査研究を

進めてまいりたいと考えております。

次に、小項目の２、ＪＲ宗谷本線の問題につい

て申し上げます。宗谷本線をめぐる動きにつきま

しては、本年３月にＳきっぷフォーの販売終了、

名寄駅ツインクルプラザの廃止が行われ、特急列

車の老朽化に伴う特急区間短縮の考えが示されま

した。あわせて全道的に乗車人員の少ない駅が示

され、駅廃止の検討対象となり得るとの説明もご

ざいました。このような情勢変化に伴い、本年５

月２６日に沿線１０の自治体が参加をし、宗谷本

線沿線自治体市町村長意見交換会を開催したとこ

ろでございます。ＪＲ北海道、上川、宗谷の両総

合振興局を加え、宗谷本線の維持に向けて自治体

とＪＲ北海道が情報を共有して前向きに取り組む

ことで一致をしたところでございます。その後宗

谷本線の維持存続に向けたＪＲ北海道への支援を

求め、名寄市長が会長を務めます宗谷本線活性化

推進協議会では本年７月２５日に北海道議会、北

海道交通政策局、北海道運輸局へ、さらには７月

２７日には国土交通省へ中央要望を行ってきたと

ころでございます。また、上川２３自治体で構成
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をします上川総合開発期成会におきましても７月

２６日に同様の要望を行ってきているところであ

り、今後も宗谷本線活性化推進協議会を中心とし

ながら活動を展開してまいります。

続いて、大項目の３、名寄市役所庁舎の今後の

考え方についてでありますが、小項目の１、分庁

舎方式の統合の考え方と小項目の２、建てかえ計

画と予算づけにつきましては関連がございますの

で、一括して申し上げたいと思います。まずは、

現在の庁舎についてでありますが、平成１８年３

月の合併に向けた両市町の合併協定では、将来の

新市の事務所の位置については地理的状況などを

踏まえ、新市において改めて協議をし、それまで

の間は両庁舎を有効活用することとし、平成２１

年度から２３年度にかけて両庁舎の大規模改修を

行い、老朽化した庁舎の延命を図りながら現在に

至っているところでございます。

また、耐震診断は名寄庁舎、風連庁舎それぞれ

平成１４年、２２年に実施しておりまして、その

結果はほとんどの階層でＮＧの判定となり、とも

に耐震改修工事が必要な状態であることが明らか

になったことから、工事の実施について検討を行

った経緯がございますが、将来につきましては改

めて第２次総合計画において検討するとしたこと

から、現庁舎の耐震化は見送ってきているところ

でございます。

分庁舎方式による課題といたしましては、効率

的な行政運営の面から庁舎の維持管理経費の重複

や会議、打ち合わせ時における職員の移動時間の

ロスなどの点が挙げることができるかというふう

に思いますが、分庁舎方式をやめ一方の庁舎を総

合庁舎とした場合、もう一方の地区には支所を置

く必要があり、現庁舎を引き続き使用すると仮定

しますと電気代や暖房費などの光熱水費において

一定の削減が見込めるものの、維持管理費全体で

は大幅な削減効果は得られないと考えているとこ

ろでございます。また、仮に庁舎を統合する場合

であっても現在のいずれかの庁舎に統合すること

が職員数と施設規模から困難であることから、必

然的に新庁舎の建設あるいは現庁舎の増改築など

が必要となり、多額の経費を要することとなりま

す。いずれにいたしましても、庁舎の今後のあり

方につきましては重要な課題の一つであり、時間

をかけた丁寧かつ慎重な議論が必要と認識してお

りますので、第２次総合計画を進めていく中で近

隣市の状況も参考にしながら庁舎のあり方につい

て調査研究を進めてまいりたいと考えているとこ

ろであります。

なお、基金につきましてはその用途、目的を定

めて積み立てるものと認識しておりますので、庁

舎のあり方や方針の検討にあわせて協議を進めて

まいりたいと考えております。

続いて、大項目５、小項目の２、国勢調査人口

と住民基本台帳人口の差について申し上げます。

国勢調査と住民基本台帳の数値に差が発生する要

因として、まず人口につきましては国勢調査の調

査対象が住民基本台帳登録の有無にかかわらず、

１０月１日の基準日に常住している者となるため、

仕事での長期滞在、長期入院、また学生寮や宿舎

から通学している学生など本市に住民登録をして

いない方についても調査対象となるため、それら

の方も含め、調査員の方々に適切かつ丁寧に調査

いただいたことにより、住民基本台帳の９月末人

口を上回る調査結果となったものと認識をしてお

ります。

一方、世帯数についてでございますが、国勢調

査世帯数が住民基本台帳世帯数より少ない結果と

なっておりますが、要因といたしましては世帯数

の考え方に違いがございまして、国勢調査では社

会福祉施設１施設を１世帯として扱うこととなっ

ておりますが、住民基本台帳では入所者一人一人

がそれぞれ世帯数となるため差異が生じ、国勢調

査の結果が少なくなったものと推察をしていると

ころでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。
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〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の

４、空き家対策についてと大項目５の住民票の取

り扱いについてのうち小項目３の住民票移動の法

的根拠と転入届提出促進対策について申し上げま

す。

初めに、小項目１の空き家のデータ集積状況と

現在までの対策実績につきましては、冬期間にお

ける空き家の屋根に積もった雪の状況や人の出入

りなどについて平成２６年度に調査を行いまして、

管理されていないと思われる家屋は８１戸という

結果となりました。その後の空き家の把握状況で

は、主に市民からの苦情や通報等の情報提供をも

とに市が調査、管理不全と思われる空き家の軒数

が２０軒、市からの指導やみずから除却された建

物が１１軒、そのほか空き家が再利用された軒数

が３軒となっており、現在集積されている管理が

行き届いていない空き家は８７軒となってござい

ます。この情報は、電子地図上に所有者や相続者

の情報、これまでの経過などの情報とともに登録

をしており、庁内の関係部署との情報共有が可能

となっております。また、管理不全の個々の家屋

の状態につきましては、北海道が積雪寒冷地を考

慮した判断基準を示したことから、今後はこの基

準によりまして特定空き家等の認定調査を行って

まいりたいと考えております。

次に、空き家対策の実績ですが、市民や関係機

関からの苦情や通報を受け、所有者あるいは相続

者等に対して文書、電話など現状についてお知ら

せをし、空き家の適切な管理や必要な修繕等対応

についてもお願いをしてきております。実績件数

では、平成２６年度では３件で、内訳としまして

は屋根トタン、建材の飛散が１件、倒壊の危険が

１件、防犯関連が１件で、その後の対応はそれぞ

れ３件とも解体済みとなってございます。平成２

７年度では７件で、内訳としましては屋根トタン、

建材飛散が６件、落雪の危険が１件となっており、

対応状況につきましてはそれぞれ解体や修復、撤

去等の対応をしていただきました。平成２８年度

は既に１０件で、内訳としましては屋根トタン、

建材の飛散が７件、立ち木等が１件、落雪の危険

が２件となっており、対応状況は解体や修繕、撤

去等の対応済みが６件、残りの４件につきまして

は所有者死亡に伴う相続人等管理責任のある方の

調査中または文書などの通知に対する返事待ちと

なってございます。

次に、小項目２の電線などにかかる立ち木の対

策につきまして、苦情や通報等がありましたらま

ずは現地を確認し、危険な状態である場合はその

土地の所有者等に対し伐採や枝払いのお願いと電

線等を所有している事業者へ状況等を通報し、適

切な対応をお願いすることになります。この対応

につきましては、建物同様立ち木につきましても

個人の財産であり、管理責任は所有者にあること

から、適切に管理をしていただく必要があります。

万が一倒木等で被害が発生した場合につきまして

は、被害者に対して賠償責任が発生する場合もあ

りますので、これらのことも含めて所有者の方に

説明をし、適切な対応をお願いしてまいりたいと

考えております。

続きまして、大項目５の住民票の取り扱いにつ

いてのうち小項目３、住民票移動の法的根拠と転

入届提出促進対策について申し上げます。住民票

移動の法的根拠につきましては、住民基本台帳法

第２２条の中で市町村内に住所を定めた場合、１

４日以内に転入届をしなければならないとされて

おり、ここの部分が法的根拠と考えておりますが、

この場合、住所等は生活の本拠と民法第２２条で

は定義をされてございます。民法が定める生活の

本拠につきましては、明確な定義はございません

が、最高裁の判決の中では仕事、日常生活、財産、

家族、コミュニティーなどの客観的事実と居住者

の意思を尊重して判断するのが相当であるとし、

単身赴任の方や学生などは御本人が生活の本拠を

どこにするのかの判断によりまして、住所を移動

しない選択も正当とされております。しかし、本

年６月に施行された公職選挙法の改正によりまし
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て選挙権年齢が引き下げられたことやマイナンバ

ーカードの普及など、住所の移動に伴い正確な住

所変更の届け出が行われることによるメリットも

大きく、利便性の向上につながる状況がございま

す。また、総務省から文部科学省を通じて各高等

学校に対して進学等に伴い住所を移動する学生に

正確な住所変更の届け出が行われるよう促し、住

民登録が行政サービスの基礎となる重要な情報で

あることを周知するよう依頼をしてございます。

市といたしましても住民票を移していただくこと

で名寄市に愛着を持っていただき、最終的には名

寄市で活躍をしていただける人材の確保につなげ

ればとの思いもあります。

転入届提出促進対策について質問をいただきま

したが、住所の定義そのものについてさまざまな

議論があり、名寄市に転入された方が名寄市に住

民票の転入届を提出しているか、実態として把握

が不可能なため、これまで同様ホームページでの

呼びかけを掲載するほか、広報などでも住所変更

の制度について周知を図るとともに、御相談を受

けた際には個別の状況を丁寧に聞き取り、適切な

対応をしてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目５点目、住民票の取り扱いについてのうち

小項目１点目の名寄市立大学学生の住民票の取り

扱いについてお答えをいたします。

市立大学では、学生の入学前に入学手続に必要

な書類の一つとして住民票の提出を求め、本人確

認をしておりますが、入学後は連絡先など現住所

の把握はしているものの、住民票の提出までは求

めておりませんので、名寄市に住民登録をしてい

る学生がどの程度いるかについては正確に把握を

しておりません。

なお、参考までに申し上げますと、日本学生支

援機構の奨学金貸与手続には住民票の添付が必要

になっており、本年度入学した学生１９６名のう

ち５ ６％の１１１名が貸与手続を行い、そのう

ちの２ ８％の３２名が名寄市に住民登録をして

います。また、栄養学科の学生が卒業時栄養士免

許を申請する際に添付する住民票では、本年３月

の卒業生３８名のうち５ ３％に当たる２１名が

名寄市に住民登録をしておりました。

次に、入学時における転入届提出の啓発活動に

ついては、入学生全員に配付をする学生生活に関

するガイドブックに転入届の手続について記載を

するとともに、オリエンテーションの際に手続を

説明し、啓発を行っております。本年６月に施行

された公職選挙法の改正により、選挙権年齢が１

８歳以上に引き下げられたことも踏まえ、今後は

さらに啓発活動を推進してまいりたいと考えてお

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それぞれお答えいた

だきましたから、可能な限り順を追って再質問し

たいと思います。

まず、ＴＰＰの関係の影響調査でございます。

御答弁いただいたように、酪農、畜産、畑作農家

のダメージがかなり大きいと。名寄における影響

額も慎重に分析して算出するということですから、

ぜひ取り組みを急いで明らかにしていただきたい

というふうに思います。特に畑作は、てん菜ある

いは小麦、大豆、カボチャ、バレイショ、小豆、

スイートコーンなど名寄の主力産品で作付面積の

大きなもの、あるいは生産量の大きいもの、こう

いったものを種類ごとに道の試算方法等に準じて

行うべきではないかというふうに思いますし、そ

れから乳製品については加工乳の影響は多岐にわ

たることから算出が難しいのかもしれませんけれ

ども、生乳で計算をするという方法もありますか

ら、まずは影響額を出すべきではないかというふ

うに思っています。

それで、私何でこんなに影響額にこだわるかと

いうと、国内の飲食品に関して１次産業の生産段
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階の産出額が国内では約１０兆円なのに対して、

第２次、第３次の製造加工だとか流通販売を経た

最終額というのは約７倍の７４兆円というふうに

言われているのです。つまり逆に考えれば、名寄

においても１次産業の産出額が減ってくればその

７倍の経済のダメージにつながりかねないと、そ

ういう危機感を持っておりますから、ぜひしっか

り取り組んで名寄の経済の発展に生かしていただ

きますよう再度影響額の調査の関係について御答

弁をお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 今佐久間議員から御

指摘いただいたとおり、１次産業にかかわる影響

が出るということでございますので、道も含めて、

近隣、類似市町村も含めて調査をさせてもらいま

して、早期に影響額の算定を行ってまいりたいと

思いますので、御理解お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ぜひその方向でお願

いしたいと思います。

それと、植物工場の関係について触れたのです

けれども、イニシャルコストだとかランニングコ

ストの低減に課題があると。ここら辺の御答弁に

ついては、私も同じ認識に立つものというふうに

考えております。それで、植物工場の例を挙げま

したのは、十分な研究データもそろわない中で、

莫大な国費を費やして、またプロジェクトに参加

した農家の皆さんにも大型設備投資をやらせるこ

とによって多大な借財を背負わせて、あげくは倒

産という、こうした行政のミスリードがあっては

ならないという、そうした見地から申し上げまし

た。

それで、①の大規模化と集落人口減少への対応

についてなのですが、先ほどの御答弁で現在策定

中の農業・農村振興計画のお話がありました。１

０年後の生産農家戸数を１００戸程度の減少を想

定しているというふうにお話あったわけですが、

平成２７年度の農家戸数について、先ほど５９３

戸という御回答かなというふうに思っているので

すが、私は経営体数としては６２４の経営体があ

るというふうに認識しておりますが、それでいい

のかどうなのかお尋ねいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 先ほど答弁させても

らった部分につきましては、農林業センサスによ

る販売農家ということで限って調査をさせていた

だいています。そういった意味で、そこでは統計

上５９３戸ということでございまして、さまざま

な農家戸数のものがありますけれども、さっき答

弁させていただいた部分はセンサスの部分という

ことで御理解お願いします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） そうしますと、平成

２２年が７４７経営体でありまして、それから平

成２７年５９３ということで、この５年間で１５

４戸ほど減少していることになりますけれども、

そういう認識でよろしいのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 減っていっている部

分については、そういうことで徐々に減っている

という状況は先ほどのセンサス等の部分で御紹介

させていただきましたけれども、確実に農家戸数

は減少しているという意味では、今議員がおっし

ゃられていました数値の部分に私承知してござい

ませんで、先ほど言いました農林業センサスの部

分でということで、そういう認識でございますの

で、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 平成２２年の７４７

経営体というのは、これ名寄の農業委員会のほう

で出している数字なのです。そして、先ほどお話

ありましたように平成２７年が５９３経営体だと

いうことになりますと、引き算すれば１５４戸と

いうことになるわけで、少し調べてみたら平成１

２年から平成２２年で見ると農家戸数の減少とい
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うのは９９件だったのです。それがここ５年間、

２２年から平成２７年までの５年間で１５４戸の

減ということで、そうすると先ほどお話あった１

０年後の生産農家戸数を１００戸程度の減少を想

定という見通しは、これはかなり甘くなるのでは

ないかと。甘い見通しではないかと。倍以上の農

家戸数の減少が危惧されるのではないかというふ

うに思うのですが、そのあたりはどうお考えなの

でしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） その関係も今議員が

おっしゃった相当数の戸数が減少するという認識

は私どもも持っておりまして、減少の幅は１００

戸程度ということでございますので、さらに詳細

は検討委員会なども含めて御相談させていただき

たいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） かなり相当な勢いで

離農が進んでいるということで、私は小規模農家

あるいは兼業農家への支援を厚くしていかないと

離農はとまらないのではないかと、このように考

えております。

それで、平成１７年と、それから平成２２年の

比較で見ますと、経営規模が ３ヘクタール未満

の農家、これは多分自分の自家用のものを食べる

分ぐらいのものを残しておいて離農された方かな

と思うのですが、ここが２７戸ほどふえているの

ですけれども、あとそれ以外のところは１０ヘク

タール未満の離農者というのがもうかなり多くな

っております。そして、ふえているのが２０ヘク

タールから５０ヘクタール以上の農家というふう

になっておりまして、農地の集約化が進んでいる

というふうに私思っているのですが、ぜひ１０ヘ

クタール未満の経営体に絞った離農の抑止対策と

いいますか、農業活性化対策、これをとっていっ

ていただきたいというふうに考えております。ち

ょっと時間ないので、答弁欲しかったのですが、

あとのものと一緒にもしあればお願いしたいと思

います。

それと、多品種少量作付農家への支援策という

ことで、これは複数作物の作付というのは近年の

気象変動、それからこういう農業経営のリスクを

軽減するという観点からも重要だというふうに思

っております。先ほど紹介しました北見、佐呂間、

津別での小規模農地活用の支援事業、これは時間

ないので、余り言えないのですけれども、例えば

近くにあります東京農大の専門家による栽培や加

工の指導だとか、それから野菜ソムリエによるレ

シピ作成アドバイスだとか、中小企業診断士によ

る商品開発提携先確保、あるいは商談先のリサー

チ法だとか、バイヤーとの知り合うためのハンズ

オン、つまり体験学習支援、それから金融機関の

ほうでは販売展示先の紹介だとか、それから商談

時の説明資料作成方法のアドバイス等々、まだた

くさんあるのですけれども、名寄においてももち

ろん似たような取り組みもあります。しかし、結

構やっていることを見たときに、同じように活用

できる面もあったり、それから形を少し変えて離

農抑止対策、農業の活性化対策に学んで生かせる

面もあるというふうに私考えておりますが、この

あたり含めていかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 先ほど言ったこの事

業に関しては、耕作放棄地を有効活用するという

観点では総合的に取り組まれているということは

認識しておりまして、そういった内容については

参考になる部分があるのかなというふうに思って

ございます。また、先ほど申し上げましたとおり

さきの農業・農村の検討委員会の会議の中では、

ＪＡの委員さんからは名寄市内５０歳未満の方で

３５％で約６割の農地を持っていらっしゃるとい

うことでございますので、そういった部分で農村

コミュニティーという部分で小規模、中間農家が

いなくなるということになるとここにも影響が出

るということで、そういった対策についても危惧
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の御意見が出されておりますので、それらを含め

て検討素材としているところでございますので、

よろしくお願いします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 今の御答弁で、ぜひ

積極的に進めていただきたいというふうに申し上

げたいと思います。

それと、市内での農業生産物の活用だとか、消

費喚起、販売促進の考え方についてなのですけれ

ども、ぜひこれ多品種生産を伸ばしていく、ある

いは高付加価値型産地の育成にもつなげていくと

いう面から、今やられております青空市場だとか、

それから朝市、こうやっているのですけれども、

これらを統合してやっぱり買う人と顔が見える形

というか、つくっていくべきではないかというふ

うに思うのです。先般やられた風連の取り組みな

んかもかなり大勢の人が集まられたというふうに

思っていますし、それから函館の朝市に私も赴い

たことあるのですが、あそこが観光名所化してい

るというのもやっぱり最初は駅の片隅での野菜の

立ち売りから始まっているのです。それが露店化、

露天商みたいな形になって、そして今の現在のと

ころに、若松町に市が土地を提供して、そこで今

の歴史を育んでおりますから、ぜひそういうこと

を積極的に考えていただきたい。少しおもしろく

してほしいと思うのです。楽しくないとやっぱり

事業というのは続けられないし、離農もとめられ

ないのではないかというふうに私思っております。

これは御答弁は要りません。

次に、名寄市の総合交通体系の関係で先ほど御

答弁いただきました。それで、名寄市の高齢化率

３０％超しておりますから、ますます総合交通体

系のあり方というのは重要なテーマになっていき

ますし、それから今後もこれは掘り下げてやって

いかなければならないところなのですが、農村郊

外から市内中心部まで安心して通うことのできる

交通体系の確立というのは急務だというふうに思

っております。もちろん予算面もありますが、多

様な観点から進めていくべきではないかと。スク

ールバスの混乗化だとか、あるいは自家用有償旅

客運送制度、これは公共交通空白地有償運送とい

うことで白ナンバーで運送もできるというもので

す。それから、ここなどもコスト面だとか、委託

先がない場合の交通手段として考えられるのです

が、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今公共交通について

ということで、特に郊外については多様な手段も

含めて検討すべきではないかという御意見をいた

だきました。具体的な事業方法についても提言も

いただいたというふうに思っております。私ども

も先ほど述べたように、市街地の路線については

コミュニティバスで一定の検証、さらには工夫を

凝らしてさせていただいたというふうに思ってお

りますが、郊外については議員が言われるように

まだ課題もあるなというふうに思っておりますの

で、これについてはまずはどのような工夫ができ

るのか、調査研究してまいりたいというふうに思

っております。今議員が言われたようなさまざま

な手法も含めて今後検討してまいりたいと思いま

すが、ただ公共交通を進めるに当たって幾つか押

さえておかなければいけないところがあると思い

ます。これは、１つは行政だけではなかなか進ま

ないという部分です。１つは、交通事業者が当然

おられますので、そことの協議あるいは調整が必

要になると。今提言いただいた方法の中には、地

域の皆さんに御協力をいただかなければいけない

方法もございましたので、そういったところの御

協力がいただけるのか、あるいは調整がつくのか、

その方法が効果的なのかを含めてさまざまな視点

から調査研究を進めてまいりたいと思っておりま

すので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ＪＲ北海道の関係で

加藤市長にお伺いしたいというふうに思います。
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ＪＲ北海道は、７月２９日、単独での維持が難

しい路線をこの秋にも公表して沿線自治体などと

存廃を含めた協議を始めるというふうに発表しま

した。それで、宗谷北線もこれは俎上に上る可能

性もあって、利用者や市民の不安はかなり高まっ

ております。それで、これ以上北海道の鉄路を剥

がさせない、廃止させない、存続を求めるという

立場で、ぜひ矢面に立っている全道の自治体と連

携をとって超党派で北海道の選出の国会議員も動

かして、お力をおかりして、改めてまた国、国土

交通省への働きかけを強力に進めていただきたい

というふうに思うのですが、市長もこれまでそれ

ぞれ推進協議会の会長として各方面に要請されて

おりますから、その際の感触についてお話しいた

だきたいことと今後の決意をお伺いいたしたいと

いうふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど答弁させていただ

きましたが、７月２５日と２７日に宗谷線の活性

化協議会で札幌にある北海道のところと、あと運

輸局、さらには２７日には国土交通省の鉄道局に

お邪魔をして要請活動を行っております。国のほ

うは、国土交通省のほうは当時は事務局も入れて

４０人ぐらいの人数で要請活動を行っておりまし

て、そうした危機感も含めて重く受けとめると。

しかしながら、やっぱりこれまでＪＲ北海道民営

化して以降も国としては必要な手段を講じてきた

というスタンスは今のところ崩していないという

ふうに思います。ＪＲ北海道の今の経営状況、あ

るいは今現在のスタンスを鑑みても、やはり国が

かなり踏み込んだ、あるいは抜本的な策を講じて

いかない限り、宗谷線も含めた鉄路の維持は私は

難しいだろうというふうに考えています。引き続

き先ほど佐久間議員がおっしゃったように、我々

は積雪寒冷、特別な豪雪地帯というところでの鉄

路の重要性だとか、あるいは稚内は日本の一番最

北で、いわば国境と面している場所でもあって、

そうしたことからの国土保全の観点からの鉄路と、

さらには先ほどもちょっと出ましたけれども、き

た北海道ルートというのが国土交通省、観光局で

今回指定をされましたけれども、これは札幌から

稚内までと。当然これ鉄路も含んでの観光ルート

ということでありまして、この動きと全く逆行す

るお話になっているのでないかと。そんなことも

地元の声としてしっかりと届けながら、要請活動

をこれからも続けていきたいというふうに思って

います。１０月の頭に北海道市長会のほうで連携

して要請活動をすることを決めておりまして、私

もここに参加をさせていただきますし、宗谷線の

活性化協議会でも引き続きまた改めて要請活動を

行っていく所存でありまして、粘り強く今後とも

国あるいは国会議員の先生、あらゆる機関に要請

活動を行っていきたいというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

市の商工振興策について外２件を、大石健二議

員。

〇１２番（大石健二議員） これより通告に従い

３件、６項目について質問を行います。

最初に、市の商工振興策、市街地の活性化への

取り組みから順次お伺いをいたします。名寄市に

本店を持つ市内金融機関がこのほどまとめた上第

２・四半期の上川北部地域別経済動向調査による

と、業況は無難に推移しているものの、依然とし

て人手不足の状況が続いている上、消費者の購買

力は低く、業況は相変わらず厳しいものの、上第

１・四半期のやや低調から普通に回復したと分析

をしております。とはいえ、経済活動の拠点でも

ある市街地の沈滞や停滞という名の長いトンネル

からいまだ脱却できずにいる景況感は、低調から

普通に回復した業況感とはほど遠く、活性化を模

索する市内商工機関からは市街地の公有地の利用

を図る私案の提言も行われるなど、市街地の活性

化への期待感が高まりを見せています。新年度以

降に向けた商工振興策、市街地の活性化策につい

て御答弁をお願いいたします。
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次に、少子化対策から、子育てと家族支援のネ

ウボラについてお聞きをいたします。表題に掲げ

たネウボラは、余り聞きなれない言葉ですが、フ

ィンランドで取り組まれている子育て支援拠点ネ

ウボラを指し、アドバイスもしくは助言するとい

う意味合いがございます。ネウボラ事業は、結婚、

妊娠期から育児期まで継続して母親だけではなく、

子供や父親も寄り添って話を聞き、家族全体の支

援を行っていくものです。結婚、妊娠、出産、育

児の切れ目のない支援、不安のない子育て環境を

目指す名寄版ネウボラの事業の取り組みについて

御答弁をお願い申し上げます。

続いて、妊娠、特定不妊治療、一般不妊治療に

ついてお聞きをいたします。妊娠による出産、育

児は、極めて私的な家庭の問題であると同時に、

その子が名寄市の２１世紀の社会を担っていくこ

とを考え合わせれば妊娠、出産、育児は社会的な

意味合いを伴ってまいります。安心して安全に子

供を産み育てることができるように、高額負担と

なっている妊婦の定期健診費の助成について御答

弁をお願い申し上げます。

また、子供が欲しいのにできない、しかし子供

は欲しい、不妊治療はタイミング指導や薬、人工

授精、体外受精、顕微授精などさまざまな治療法

があり、目覚ましく進歩している反面、大方の受

診者は心身ともに大きな負担を強いられています。

排卵誘発剤など一部保険が適用されるものもござ

いますが、保険適用外の治療が多く、ほとんどが

妊娠まで多額の治療費を自己負担しているのが現

状でございます。そこで、国などの助成制度とは

別に名寄市独自の不妊治療の助成制度の創設によ

り、不妊で悩む市民の負担軽減について御答弁を

お願い申し上げます。

次に、ふるさと納税の再構築についてお聞きを

いたします。平成２０年度からスタートした名寄

市ふるさと納税は、大学、天体、雪、医療、その

他の５事業に区分されています。スタートから６

年間は２０件前後で推移してきた寄附件数も２７

年度は９８６件と約５０倍にまで倍増、寄附金額

は ２０８万円と６年間平均金額の約１０倍強に

まで増加をいたしました。これは、２６年度から

寄附に対する記念品、いわゆる返礼品贈呈事業が

スタートしたこと、あわせて税制改正による税額

控除が２倍に改められたことに起因していると考

えます。ふるさと納税は、その手法や取り組み方

のいかんによっては飛躍的な向上が期待できます。

新たな仕組みづくりによる再構築で、前述の少子

化対策の自主財源として、また地に足をつけた人

口減対策の具現化に向けた取り組みとしてお考え

を御答弁をお願い申し上げます。

最後に、市民の声から、台風被害の検証と今後

の災害対策についてお聞きをいたします。観測史

上１週間のうち３つ、さらには新たな台風も加わ

って４つの上陸、接近で矢継ぎ早に発令された名

寄川、天塩川の河川氾濫情報を初め、大雨、洪水

警報、避難指示など夜半から未明にかけては多く

の市民の皆様も十分な防災対応もできずにいたの

が実態でした。今回の台風上陸に伴う被害状況等

については調査中とのことでございますが、今後

の想定外、予想を超える災害に対応するため、被

災地域の声を取り入れた検証について、また市民

の皆さんが名寄川及び天塩川の水位を見るために

現地へ足を運んで被災する事故や危険回避のため

に市のホームページで閲覧できる両河川に水量計

の目盛りが見えるテレビカメラの設置等について

の考え方についてそれぞれ御答弁をお願いいたし

ます。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 大石議員からは、

大項目３点にわたり御質問をいただきました。大

項目１については私から、大項目２の小項目１及

び２については健康福祉部長から、大項目２の小

項目３及び大項目３については総務部長からそれ

ぞれお答えいたします。

まず初めに、大項目１、市の商工振興策に関し
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て、小項目１、活力ある商工業振興策等からにつ

いてお答えいたします。本市においては、平成１

１年から徳田地区に商業及び娯楽施設が開設され

て以降、名寄地区中心街店舗数の減少数も加速し、

さらには大型店の進出も重なり、ＪＲ名寄駅前を

中心とした市街地の空洞化に歯どめがかからない

状況が続いております。本市では、中小企業振興

条例に基づき、名寄、風連地区の都市計画用途地

域の商業地域に位置する、いわゆる中心市街地に

おいて商業等の活性化を図るため、関係機関及び

中小企業振興審議会の助言等に基づき、市独自の

支援策を講じて商業地区の振興を図ってまいりま

した。具体的な支援メニューにつきましては、商

業地域内における店舗及び事務所の新築、増改築

費用、商店街環境整備にかかわる費用、店舗の家

賃、にぎわいづくりのためのコミュニティー事業

に対する助成制度などが挙げられます。今年度も

商店会を会場にして過去に実施されたイベントの

復活が取り組まれるなど、これまでもさまざまな

支援メニューが利用されてはおりますが、目に見

える形での活性化に至っていないのが現状であり

ます。そうした中、商工会議所からは商業地域内

にある市有地の有効活用策として公共施設の設置

を含めた官民連携事業の導入に関する提言があり、

本市といたしましても庁内に名寄市公共施設等検

討ワーキンググループを設置し、これらの提言を

含めて検討を始めたところであります。

今年度は、中小企業振興条例の一部を改正し、

支援制度の見直しを行いましたが、これらのメニ

ューの中では新たに創業支援を加え、新規開業事

業に対して資金的な後押しをするとともに、これ

まで事業所等からの相談、サポートの充実が求め

られていたことに鑑み、市、金融機関、商工団体

の関係機関が連携し、オール名寄でサポートする

体制を構築するため、産官金名寄市サポートネッ

トワークも設置いたしました。このネットワーク

により、それぞれの機関が持っている情報の共有

を行うことなどで事業者のニーズを的確に把握し、

今後の商工施策に反映、さらには相談体制を強化

する中で第２創業や事業承継などの後継者の課題

解決に向けて協議してまいりたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目２の名寄市の少子化対策に関して、小項目１と

２について申し上げます。

初めに、小項目１の子育てと家族支援のネウボ

ラから、名寄市版ネウボラについて申し上げます。

母子保健を取り巻く状況として、少子化の進行、

核家族化と地域とのつながりの希薄化から、悩み

を相談する相手がなく、不安感や負担感を抱えた

まま子育てをしているケースが年々増加している

現状にあります。名寄地区の地域的な特徴として、

転勤者が多く、母子健康手帳の交付については転

勤者の割合が約５割を占め、子育てに関する相談

相手がいないことなど育児が孤立化しやすい状況

になっております。フィンランド版ネウボラは、

家族にとっては妊娠がわかったときから子供が誕

生し、小学校に入るまで、家族の心身の健康にか

かわる全てのことを相談できるワンストップの拠

点であり、担当者と対話、面談を継続して行うこ

とで家族と担当者の間に信頼関係が築かれます。

ほぼ全ての家庭がネウボラを利用することで、困

る前につながる状況が生まれ、リスクの早期発見、

早期支援が可能になると言われております。

名寄市の母子支援の状況ですが、妊娠届け出に

よる母子健康手帳及び妊婦一般健康診査受診票の

交付、初妊婦、経産婦を対象にしたお父さん・お

母さん教室、出産後生後ゼロから４カ月を対象と

したこんにちは赤ちゃん訪問、そして乳幼児健診

の実施により子供の疾病や発達のおくれを早期に

発見し、子育てに寄り添いながら虐待防止も含め、

子供の健やかな発育、発達を支援しております。

具体的な取り組みや状況として、平成２７年度よ

り保健師の地区担当制を導入し、市内を４地区に
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分けてそれぞれ二、三名の担当保健師を配置、母

子だけでなく個別の家庭全体を把握して、健康づ

くりを中心とした保健指導や支援を行っており、

特に地域の見守り支援が必要な場合は主任児童委

員を中心に相談できる体制になっております。

妊娠届け出の時期では、妊娠１１週以内の届け

出が９ ３％で、適切な時期に届け出がされてお

り、母子健康手帳を交付する際には出産後の育児

を行っていく上でのリスクの要因を把握し、支援

が必要な場合は医療機関や子育て支援サービス等

関係機関と連携して継続支援に努めております。

また、医療機関との連携においては母子健康手帳

を活用して出産時の情報や保健センターにおける

支援の内容を共有しており、医療機関からは支援

が必要な場合は療育支援連絡票が送付される体制

が構築されております。こんにちは赤ちゃん訪問

では、産婦及び新生児の１カ月健診の受診結果の

状況を確認しており、乳幼児健診における未受診

者がいた場合は家庭訪問や保育所等での相談を行

うなど対象者全員への状況確認を行っております。

平成２７年１０月２７日に乳幼児とその保護者

を対象に親子の居場所づくり、子育て支援の場と

して、名寄市地域子育て支援センターひまわりら

んどが市内中心部に常設されました。子育てに関

する悩みの相談や子育てコンシェルジュによる市

内の幼児教育、保育施設、地域の子育て支援に関

する相談や情報をお伝えする医療者支援事業を初

め、利用者の希望に沿った講座等を開催し、多く

の親子に御利用をいただいております。また、青

空保育事業として月に１度名寄市立保育所の所長

が市内の公園等を利用し、保育を行い、幼児教育、

保育施設を利用されていない親子を中心に御利用

をいただいているところです。今後とも妊娠、出

産、育児の切れ目のない包み込むような支援を行

い、母親の心身の健康サポートや子供の健やかな

成長と発達の支援を行うことにより、安心して子

供を産み、育てることができるような取り組みを

進めてまいりたいと考えております。

次に、小項目２の妊娠、不妊治療への助成、支

援策から、妊娠及び特定不妊治療、一般不妊治療

等について申し上げます。初めに、妊婦に係る定

期健診費の助成についてでありますが、妊婦と胎

児の健康管理を目的として、実施時期や回数、検

査内容などは国の基準に基づき、母子健康手帳を

交付する際に妊婦一般健康診査受診票をあわせて

交付し、妊婦健診に係る費用負担の軽減を図って

おります。また、道外へ里帰りした場合も償還払

いとして利用者の不利益が生じないように対応し

ております。平成２１年度より５回から１４回に

健診回数が拡大され、さらに償還払いを導入して

以降、当市においては健診未受診のまま出産に至

ったケースは発生しておりません。妊婦一般健康

診査は、北海道知事が各自治体を代表して北海道

医師会及び助産師会と協定を結び、道内の医療機

関並びに助産所においては統一した検査項目や検

査費用で受診することが可能となり、受診者の状

況や医師の判断により検査が追加される場合も一

部ありますが、交付された受診票を利用して名寄

市立総合病院を受診される場合は、全額無料で受

診できる体制となっております。平成２７年度の

名寄市における出生のうち７割が名寄市立総合病

院において出産していることもあり、現在実施し

ている助成内容を基本と考えております。また、

妊娠確認のための受診に係る経費のほとんどは保

険適用されており、名寄市立総合病院の場合では

０００円から ０００円の自己負担となってお

り、現在のところ費用の助成は考えておりません。

次に、特定不妊治療、一般不妊治療に対する市

独自の助成の考え方についてでありますが、少子

化対策の一つとして不妊治療のうち体外受精及び

顕微授精については１回の治療費が高額であり、

その経済的負担が重く、十分な治療を受けること

ができず、子供を持つことを諦めてしまう方も少

なくないことから、不妊に悩む夫婦への治療の経

済的負担の軽減を図るため、平成１６年度に国が

特定治療支援事業を創設し、北海道が事業主体と
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なり、北海道特定不妊治療費助成事業を実施して

おります。平成２８年度より対象範囲、助成回数

等が変更され、助成限度額１回１５万円が初回の

み３０万円と引き上げられ、安心、安全な妊娠、

出産の観点から対象年齢が４３歳未満となり、通

算助成回数が初回４０歳未満で６回まで、初回４

３歳未満で３回までとなり、同時に北海道の単独

事業により第２子以降の不妊治療への助成拡充が

図られました。

名寄市民の申請状況ですが、平成２６年度で１

１件、２７年度で７件の方々が助成制度を利用し

ており、不妊に悩む方への妊娠、出産支援につな

がっております。道内における各市の単独助成の

状況ですが、特定不妊治療では平成２８年度当初

で政令市、中核市を除く道内３２市中２１市が助

成を行っており、道の助成金を控除した額に対し

上限を設けて助成を行い、費用負担の軽減を図っ

ております。また、一般不妊治療では２市が助成

を行っております。名寄市におきましては、現在

母子健康手帳交付の際に不妊治療の有無を聞き取

りし、治療経過やニーズを把握しており、今後こ

の聞き取り結果を踏まえて当市の実情に合った効

果的な助成のあり方について検討してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 続きまして、小項目

の３、ふるさと納税の再構築から、少子化、子育

て支援対策などについて申し上げます。

ふるさと納税制度は、ふるさとを応援したい、

ふさとに貢献したいという納税者の思いを具現化

するため、平成２０年度に国において制度化され

ました。本市では、制度開始初年度から取り組み

を始め、平成２６年度からは新たに１万円以上の

御寄附をいただいた方に対して本市の特産品を１

点、３万円以上の御寄附をいただいた方には２点

贈呈するふるさと応援寄附記念品贈呈事業をスタ

ートさせました。事業の実績についてであります

が、平成２７年度は実件数で９２５件、寄附額で

２０８万 ２１５円、平成２６年度は同じく実

件数で７３３件、寄附額で １８７万 ３８８円

となっておりまして、記念品贈呈事業開始前の平

成２５年度の３１件、１５５万 ８００円と比較

しますと大幅に増加しているところでありますが、

今年度これまで５カ月を経過した時点におきまし

ては、この２年間と比較しますと低く推移をして

いる状況にございます。当市といたしましては、

この事業を通じて安全、安心な農作物やおいしい

スイーツなど地域ブランドとしての知名度アップ

につなげていくとともに、自主財源の確保策とし

ても有効な施策の一つとして考えておりますので、

今後は全国的にもアクセス数の多いふるさと納税

専用サイトをより一層活用してのＰＲや新たな特

産品の選定、３万円以上一律の上限枠を見直し、

高額納税者を取り組むための記念品などの検討も

行ってまいりたいと考えております。あわせて現

在条例で定められております使途指定５事業の中

身につきましても検証を行い、使途指定事業の追

加や細分化なども含めた全体的な見直しの必要性

についても検討してまいります。

次に、大項目の３、市民の声から、小項目１の

台風被害の検証と今後の災害対策について、初め

に①の地域の声を取り入れた検証で双方向の視点

について申し上げます。近年の自然災害は、激化

の一途をたどり、過去に例のない大雨や複数台風

の連続した北海道通過など、私たちがこれまで経

験をしたことがない気象現象が頻発をしておりま

す。昨年の関東・東北豪雨による被害から国土交

通省による全国的な避難を促す緊急行動、そして

水防災意識社会の再構築ビジョンの取り組みが始

まっておりまして、今後の取り組み目標を設定し、

迅速、確実な避難を主軸に防災対応を考えるとと

もに、これまで中小河川対策として取り組んでお

りました防災活動、水防活動につきまして、これ

からは大河川の氾濫に備えた水防活動が喫緊の課

題とされたことによりまして、新たなステージに

移行したものとの認識をしているところでありま
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す。このことから、名寄市では平成２８年３月末

に水害用のタイムライン案を旭川開発建設部と協

議の上作成をし、運用を図っているところであり

まして、さきの８月２０日から２３日にかけての

台風１１号、台風９号の対応では、これまでの災

害発生状況をもとに台風の接近前に土のう積みや

避難所の開設準備を行うなどタイムラインに基づ

いた防災活動を実施したところでございます。こ

れからの防災対策といたしまして、住民と双方向

の視点ではこれまでの災害時に情報提供をいただ

いた過去災害の対策や町内会の避難計画に基づい

た避難所の指定、開設などの対応がありましたが、

今後さまざまな防災対策に柔軟な対応が可能とな

るよう防災体制の整備や災害発生の情報の円滑な

共有などを継続して実施し、自助、共助を主軸と

した地域の防災力向上のため、関係機関、そして

住民の方々、自主防災組織など全てが同じ方向で

自然災害に向き合っていくことを目標とし、地域

防災会議の中の検討を経て取り組みを進めてまい

ります。

次に、②、河川の水位の見える化について申し

上げます。河川の水位につきましては、国土交通

大臣による洪水予報指定河川、知事による水位周

知河川にそれぞれ水位計が設けられており、名寄

市では天塩川と名寄川がその対象となっておりま

すので、北海道開発局のホームページにあります

河川のサイトから河川リアルタイム情報や川の防

災情報から確認をすることができます。水位の危

険度には、水防団待機水位、氾濫注意水位、避難

判断水位、氾濫危険水位がございまして、防災関

係機関が住民の避難や水防活動の目安として設置

しているものであります。水位情報は、避難行動

における一つの目安として活用できますが、避難

行動には気象や上流の状況、さらには堤防の構造

など総合的な判断が必要なことから、見た目だけ

の水位で自己判断してしまいますと大変危険な状

況が生じたり、避難しないことにつながってしま

うことなどが懸念されるところであります。この

ことから、あくまでも参考として河川リアルタイ

ム情報を御利用いただき、自治体から発信される

避難情報やテレビのデータ放送を優先し、御利用

いただくことがより安全でありますことから、今

後とも継続して周知、啓発を図ってまいります。

また、河川の増水時に河川を見に行くことによ

る事故が全国的に多発しております。平成２６年

８月の大雨では、神奈川県山北町で３名が流され

る事故があったほか、過去には平成２０年７月２

８日の神戸市の都賀川で児童ら５人が増水した川

に流されて亡くなるという大変痛ましい事故が起

きました。このときは、上流で降った大雨により

わずか１０分で川の水位が１メートル３０センチ

も上昇したとされております。本市におきまして

も河川管理者がパトロールしている際に川を見に

来た住民に声かけをしているとの報告を受けてお

りますが、増水した河川に近づかないことが大原

則であり、必ず守っていただきたい事項でありま

すので、今後とも啓発及び指導を強化してまいり

ます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。ありがとうございます。それでは、

これから再質問を行ってまいりたいと思いますが、

順序どおりというふうにはならないかもしれませ

んが、あらかじめ御承知おき願います。

最初に、活力ある商工業振興策からお聞きをし

てまいります。冒頭について御答弁をいただきま

したが、今定例会の行政報告の中で、商工業の振

興というセクションの中で融資関係について触れ

ておられました。それによると、経営資金は件数

で２２件、金額で１億 ９２０万円、前年同期比

で８件増、１６ ５％増というふうになっていま

す。また、設備資金では１７件、１億 ２３３万

円で前年同期比５件増、あるいは金額では ５５

０万円増となっているというような報告がござい

ました。こうした融資の件数、設備と経営資金、
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それぞれ件数、金額ともアップしているわけです

けれども、名寄の市況という観点から見た場合、

この融資の増というのはどのように分析をされて

おられるのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問いただ

きました融資の関係なのですけれども、昨年より

融資の件数が増加しているということで、中身を

見させていただきますとちょうどそれぞれの施設

の更新ということでの融資が多いということで、

全体的に経営の拡大というよりは既存の経営の中

の設備的な更新の部分が多いというのが実態とな

っております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

続いて、矢継ぎ早に質問させていただきたいと

思いますが、先ほど答弁の中でも名寄の経済サポ

ートネットワークと。これも行政報告の中にござ

いました。それについてはちょっと御説明があっ

たかなと思うのですが、産官金と。相談体制を充

実させていきたいと。中小企業振興条例に基づい

て事業承継、あるいはそういった体制を組んでい

きたい、充実したものにしていきたいというお話

でございましたけれども、６月に立ち上げて今後

このなよろ経済サポートネットワークが果たして

いく役割というのはかなり重要なものになってい

くだろうと思うのですけれども、具体的にネット

ワーク事業として効果が見られるだろうというよ

うな事例というか、そういったものはもう上がっ

てきているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今回の産官金サ

ポートネットワークにつきましては、６月から立

ち上げさせていただきました。その中で今回議会

の中で議決していただきました中小企業の振興条

例の一部改正ということで、これに伴いまして支

援メニューも改正させていただいたということで、

それらの支援メニューを今までは行政も一般の事

業所向けに周知させて、商工会議所、商工会も関

係機関も周知させていただきましたけれども、金

融機関もそれぞれの事業所のほうでお取引をして、

それぞれの事業所のいろんな相談とかを受けてい

るということで、今までなかったのが金融機関か

らの事業等への周知ということで、その部分を今

担っていただく部分も含めて産官金ネットワーク

をつくらさせていただきました。実態的な効果と

いう部分に、実際の部分はちょっとわからないで

すけれども、今現在今回支援メニューで新たに創

業ということで、今まで事業を営んでいる方でな

いと支援メニューが当たらなかったということな

のですけれども、事業を営んでいらっしゃらなか

ったもの、新たに名寄市内で企業や創業をしたい

場合についての創業メニューということを設立さ

せて支援メニューをつくらさせていただいた中で、

まだ実際の御利用はないのですけれども、相談件

数が現在のところ３件、私どものほうの市のほう

にも相談に来ていただいております。その部分に

ついて金融機関も含めての実際的ないろんな情報

を聞いたということで、それらが伝わったという

ことで、今まで創業に対する支援メニューがなか

ったので、市に直接御相談ということがほとんど

なかったのですけれども、メニューができたとい

うことで、実際に事業を営むかどうかは別なので

すけれども、相談が６月から３件市内のほうに来

ているということです。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それぞれ効果を上げ

つつあるというお話でございますので、周知を徹

底してさらに拡大につながるような行動をとって

いただきたいなと思うのですが、この質問では最

後になるのですけれども、冒頭で質問申し上げた

とおり、市内の商工団体から市内の遊休地を使っ

た複合施設というような御提言がございましたけ

れども、こういったことを含めて今後ともいろん

な団体のほうから提言なり提案なり行われてくる

可能性もあるだろうというふうに考えるのですけ
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れども、こうした市民を巻き込んだ、あるいはそ

ういう関係機関も巻き込んだ市街地の活性化とい

うことで、ぜひとも取り組んでいただきたいなと

思うのですが、こうした取り組みについては具体

的な私案みたいのはお持ちなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今お話ありまし

た関係機関のほうからの御提言もあったというこ

とで、私どものほうで先ほどの産官金ネットワー

クではないのですけれども、中でも話題に上って

いるのが今回支援メニューの中で新たに仕事、市

内で起業していただく方に対するメニューをつく

ったのですけれども、先ほど答弁の中でありまし

たように今現状で御商売をされている方に少しで

も長く御商売していただくということ等含めて事

業承継という部分が今近々の課題になっておりま

して、その中で金融機関が先行してそれぞれの事

業所の部分を含めて相当事業承継に対する相談と

かも事業に取り組んでいるということで、それら

の部分について今回そういうサポートネットワー

クをつくりましたので、事業承継等に対する具体

的な取り組みを含めて、検討を含めて取り組んで

いきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今水間室長のほうか

らお話があった事業承継、その事業承継、例えば

Ａという業者の方が年齢的な問題、いろんな後継

者の問題も含めて、例えばの話ですよ。事業を畳

みたい。同じ業種、事業で新たに起こしたいとい

う人がいると。そういうやめたいという方と新た

に起こしたいという人とのマッチングというので

しょうか、コーディネートというのでしょうか、

そういったものを金融機関がやるのか、商工会議

所がやるのか、名寄市がやるのか、どうなのでし

ょう。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今現状としては、

先ほどお話しさせていただいたように、金融機関

は先行してそういった部分に取り組んでおります。

ただ、今までの中ではそういった全体的に産官金

が連携して取り組むという体制がありませんでし

たので、基本的には連携して取り組むというのが

最善の取り組みだと思っておりますので、それら

を含めて先ほどから何回も申し上げていますよう

にサポートネットワークが連携を図りながら取り

組んで、全体で、オール名寄で取り組んでまいり

たいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、そういう

事業承継にかかわる事案については今後そういう

サポートネットワークの中で検討あるいは詰めて

まいられるというような意味合いでお伺いをいた

しました。

ちょっとここで順番変えて台風被害についてお

伺いをしてみたいなと思います。午前中にも御質

問があったので、重複は避けたいなと思うのです

けれども、今も１６号が接近して九州、四国に大

変な被害をもたらしているという、テレビのニュ

ースでけさほど見てまいりましたけれども、河川

の水位について再度お伺いをいたします。カメラ

の設置は、国や道の所管でなかなか名寄市が取り

つけるわけにはいかないというようなニュアンス

で受け取りましたけれども、私も開発局のホーム

ページを見まして、画面を見ました。画面はリア

ルタイムではなくて静止画像で、かなりタイムラ

グがあるというような余り臨場感のない画像でご

ざいました。画面も３掛ける４センチぐらいで非

常に小さい画面で、なかなか見づらいなというの

がありました。なかなか河川管理者が名寄市でな

いということもあって、勝手にカメラを取りつけ

て量水計をカメラで中継するというわけにもいか

ないでしょうけれども、もう少し水位が的確に判

断ができて、部長のほうからもお話がありました

けれども、堤防伝いに親子で見に行くだとか、高

齢者がパークゴルフ場に冠水しているところに足

を運んで水位の状況を見に行くというのを現実に
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私も見ておりますので、先ほどのお話がありまし

た１０分ぐらいで３０センチも増水するのだなん

ていう万々が一のことも考えますと、開発局のホ

ームページを見て、天塩川、名寄川の河川を見て

いくというような、なかなかネットサーフィンに

なれていないと見られないというのがありますの

で、できるのであれば名寄市のホームページにリ

ンクしていただくことが可能なのかどうなのか、

その可能性についてはいかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま水位の見え

る化についてということでいただきました。先ほ

ど申し上げたように、水位というのは非常にいき

なり上がる可能性があるということです。さきの

台風も名寄市街のほうについてはさほど雨量があ

りませんでしたけれども、実は風連地域の被害等

についても隣接するまちに多く降った雨などの影

響によって被害が起きたというのもありますので、

その場の見た目だけではなかなかわからないと。

さまざまな要素を判断していかないと、判断が難

しいというところはあるのかなというふうに思っ

ています。その一つの材料となるのが今大石議員

が言われた水位の見える化ということだというふ

うに思います。ただ、これ先ほど申し上げたよう

になかなか複数の要素で判断をしなければいけま

せんので、一概に全ての市民の皆さんが見て判断

することがいいかどうかについては、ここは少し

議論のあるところかと思います。私どもは、でき

れば慎重に判断をいただいて、市なりの避難指示

に基づき、避難情報に基づいて判断いただきたい

というのが考え方でありますが、ただなれた、精

通された方もおられると思いますので、そういっ

た意味ではテレビが設置されるのも一つの方法か

と思っています。ここは、今言われたように河川

管理者のほうが設置をするというのが基本的な部

分でありますので、名寄市が独自に設置をすると

いうことについてはなかなか難しい部分があるか

と思いますが、ただ、今国のほうもこの間の災害

の状況を受けて、先ほど申しましたように水防災

意識社会再構築ビジョンというところで随分取り

組みを見直してきているところがあります。その

中では、今年度から皆さんのお持ちの携帯のほう

でも先ほど言ったような画面が見られるような取

り組みを進めるというような話もありますし、テ

レビの設置についてもそれが天塩川、名寄川につ

くかどうかについてはわかりませんけれども、全

国的な中では見える化を進めたいということで、

そこら辺についても検討してまいりたいというよ

うな動きがございますので、名寄市独自に設置す

ることについてはなかなか難しいものがあります

が、そういった国の動きなども留意をしながら、

その動きを注意深く見守ってまいりたいと思って

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

最後に、災害のところでお聞きしたいのですけ

れども、天塩川は国内で第４位の長大河川ですか

ら、堤防だとか、そういうような築堤の技術はか

なり進められているのだろうなと思うのですけれ

ども、先日の新聞で読んだところ、名寄は３０年

来大きな洪水、水害に遭っていないみたいなニュ

アンスで伝えられておりましたけれども、天塩川

の天塩岳源流なのでしょうけれども、ずっと流れ

の中で堤防の破壊といいましょうか、損壊といい

ましょうか、そういったものは全然起きていない

のだろうと思うのですけれども、決壊が起きてい

ない。たまたま起きていないのか、それとも完全

に起きないようにしているのか、これから先ほど

部長がおっしゃっていたように想定外、想像を超

える雨量があったときに天塩川の氾濫あるいは名

寄川の氾濫というのはあり得ないのかどうなのか、

この辺いかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 近年来想定を超える

気象現象が起きているということでありますし、

天塩川等についても国は１００年に１度の災害に
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備えて整備をするということで進めてきています

ので、その言葉をかりれば絶対に起きないという

ことはないのだというふうに思っていますし、逆

に言うと市民の皆さんも含めて絶対安全だという

意識ではなくて、常にそういう意味では危機感を

持っていただくことが重要なのかなというふうに

思っています。天塩川の中でも支流も含めてであ

りますけれども、無堤地区もまだございますし、

改修が全て終わっているわけでございません。特

に国の中では、重要巡視箇所でしたか、ちょっと

言葉は正確に覚えていませんけれども、リスクの

あるところについては市町村も含めて巡視をする

というような、こういった取り組みを行ってござ

いますので、今後もそういった取り組みを進めな

がら、できるだけリスクの高いところについては

しっかりと確認をし、市民の皆様に適切な情報が

提供できるような形で進めてまいりたいと思って

おりますので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） もう一回お聞きした

いのですが、名寄川あるいは天塩川で長い流域の

中で決壊する危険性の高い箇所はあるのかないの

か、いかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 済みません。先ほど

来ちょっと言葉が正確に思い出せなくて申しわけ

ないのですが、その重要何とかという箇所につい

ては例えば１００年に備えたときに堤防の高さが

どうだとか、そういったところがうたわれている

ものがありますので、一定程度の対応はされてき

ておりますし、先ほど言った水防災意識社会の再

構築の中で堤防の天端を舗装して災害をおくらせ

るというような、そんなような手だてもとられて

おりますので、さまざまな手だてはとられており

ますけれども、言われるような危険な箇所につい

ても全くないというわけではないということで御

理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

あと１点、２点になるかなと思いますが、防災

情報についてちょっと確認をさせていただきます。

部長の答弁の中でも水位のところでお話があった

のですが、水防団の待機水位、氾濫危険水位、避

難判断水位、判断注意水位と。レベルが１から４

ぐらいまである。だけれども、従前の警戒水位、

特別警戒水位、危険水位、計画高水位、氾濫の発

生と、こういった５レベルぐらいの情報もあわせ

て今回テレビのテロップの中で私見ていました。

そして、私もスマホの中で防災情報が出るように

してあるのですけれども、大雨、洪水警報、避難

警報といろいろ警報の種類が錯綜していまして、

一体どの時点で避難をすべきなのか、判断に迷う

市民も大勢いるのかなと思うのですけれども、警

報の内容について簡単に御説明いただけますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） お答えの前に先ほど

ちょっと言葉が思い浮かばなかったところなので

すが、重要水防箇所というところでございます。

これ市内でいきますと、掘削の不足しているとこ

ろが４カ所あるということであります。先ほどち

ょっと言葉が思いつかないで申しわけありません

でしたが、おくればせながら報告させていただき

ます。

今避難勧告等の種類ということでありましたが、

これは防災計画のほうの中でも記載をさせていた

だいているところであります。法改正に伴って呼

び方等が少し変わっている部分がありますが、複

数の要素があるということでお含みいただきたい

と思います。水位が氾濫注意水位を超える場合に

ついては避難準備情報を出すということでありま

すし、水位が避難判断水位を超えた場合につきま

しては避難勧告を出すと、このような形でそれぞ

れ水位に応じて、当然ほかの要素も含めての判断

というのがありますが、この水位を一定の判断基

準としてそれぞれ避難勧告等出させていただくと

いうことでありますので、御理解いただければと
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思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 最後に、防災でもも

う一点だけお聞きをしたいと思います。

私は、８月１７日以降の防災情報携帯にずっと

残っているのですけれども、そういったものを見

ていくと、最初の１７でしたか、ちょっと最初の

発令が出たときに内淵のほうに行く用事があった

ものですから、名寄大橋を車で通行したのですけ

れども、そのときちょうど天塩川も流れているの

ですけれども、携帯でいただいた情報よりは水位

がそんなに河川敷に冠水しているわけでもないの

で、伝えられるほどの水位ではなかったなという

ふうに少し安心した記憶があるのですけれども、

こういった微妙なタイムラグで発令される情報と

いうのはどこが発信してどのようにマスコミに流

れてテレビやスマホに流れるのか、この経路につ

いてお教えいただけますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 避難情報等の発信の

考え方ということになるかと思いますが、ここは

先ほど言ったように単純に水位だけが全ての要素

ではないというのがあります。先ほど言ったよう

に、これから見込まれる気象情報などもあります

し、当然河川の管理についての考え方もあります

ので、ここは防災担当のほうで例えば気象台のほ

うに気象情報の確認をする、あるいは絵で出てい

る部分はありますが、河川管理者に確認をする、

あるいは警察なども含めて、消防も当然一緒に詰

めておりますけれども、それら関係機関と打ち合

わせをしながら必要な情報を発信しているところ

でありますので、御理解をいただければと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 発信元はどこになる

のですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） これは、防災本部が

立ち上がれば本部長が行うということになります

ので、本部長については加藤名寄市長でございま

すので、市長名で発令をさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 次に、少子化対策に

ついてお聞きをしてまいりたいと思います。

ネウボラについては、田邊部長のほうからるる

懇切丁寧な御答弁をいただきましたので、私のほ

うから繰り返してお話をする必要はないかと思い

ますが、ところで最初の御質問でも申し上げたと

おり、結婚、妊娠、出産、育児というこの過程の

中でお話をすると、出産前、産前についてネウボ

ラはかなり手厚い仕組みが出ています。例えばど

んなのというと、望まない妊娠とか、あるいは計

画していない妊娠、あるいは思いがけない妊娠と

いう、そういうふうに妊婦さんが抱えている不安

というものを産前の中で対応している機関という

のは名寄市の場合どうなっているのでしょう。ケ

アはどうなっていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 名寄市の場合に

つきましては、経済的な理由によりまして妊娠が

継続されないような場合についてはこれまでも妊

婦一般健診の回数を１４回にふやしたり、また乳

幼児の医療費ですとか、ひとり親の医療費の子供

たちに対しては無償化ですとか、一部助成の拡大

などを行いながら、経済面では御支援を申し上げ

てきたところでもありますけれども、妊娠が継続

できない理由については経済的な理由ばかりでは

なくて、未婚ですとか、また若年というような理

由によりましてできない場合、出産をちゅうちょ

されるような場合があるかとは思っております。

思いがけない妊娠を誰にも知られず相談したいで

すとか、妊娠や出産にかかわるお金のことが心配

であるとか、もしくは出産後に育てていくことが

できるか心配だとか、こういったさまざまな悩み

をお一人で抱えていられる方もいらっしゃるので

はないかと考えております。妊娠ですとか出産に
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関する相談窓口といたしましては、名寄市はまず

もって保健センターがございますし、またこども

未来課に家庭児童相談員を配置しております。ま

た、道の施設では保健所ですとか、それから児童

相談所がありますが、平成２７年７月１日からは

全国共通ダイヤルの３桁の番号１８９、いち早く

ということで、全国の児童相談所の窓口につなが

るような制度にもなっております。これらの相談

窓口に悩みを抱えた女性の方々がつながり、１人

で悩んでいることがないように関係機関と今後一

層連携をさせていただきながら、またネットワー

ク化を図りながら相談窓口の周知啓発に努めてい

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

名寄市独自では、まだかゆいところにまで手は

届いていないのだなという、そういう意味合いで

捉えさせていただきましたが、部長の答弁の中で

妊娠届け出についての届け率みたいのをおっしゃ

っていたかなと思うのですけれども、妊娠しまし

たよというふうに来ますよね。それの届け率みた

いなのをおっしゃっていたかなと思うのですが、

もう一度御答弁いただけますか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 妊娠の届け出と

いうのが１１週以内に届けていただくということ

が母子保健法でしたか、定められておりまして、

それについてはたしか９０％以上の方々が適正な

時期に届け出ていただいているということを申し

上げたと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） １００％ではないの

だなというところで改めて確認をさせていただい

たのですが、妊娠の届け出を全ての妊婦が行うわ

けではないのだなということを今改めて確認をさ

せていただいたのですが、だからどうだというふ

うに言われるとあれですけれども、妊娠の届け出

をしていただくために何らかのインセンティブが

あってみると、また妊娠届を促進することにもな

ろうかなと思うのですけれども、いかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 今申し上げたの

は、９ ３％の方が１１週までの適切な時期に届

けていただいているということでありますので、

それ以降届けていただいている方もいらっしゃる

ということでありますので、限りなく１００％に

近い方々が母子手帳を受け取られているというふ

うに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

それでは、特定不妊治療についてお伺いをして

まいりたいなと思いますが、私も男性ですからそ

んなに詳しくはないのですけれども、今特定不妊

治療を受けていくと１回につき上限で３０万円助

成があるということなのですが、実際に１回のか

かる費用というのが６０万円から７０万円ぐらい

と。その差額たるや３０万円から４０万円あると。

それは、不妊に悩む御家庭、御夫婦は自己負担を

している。１回で済めば、１回で妊娠をすれば何

の問題もないのでしょうけれども、先ほどもおっ

しゃっていたように４０歳以上、あるいは４３歳

以上はもうだめだというような、そういうような

条件の中で限られた６回という中で不妊治療を受

けていくわけですけれども、いずれにしても１回

当たり６０万円から７０万円の治療費がかかると。

それを負担するというふうになると、いずれも若

い、子供が授からない御夫婦で負担をしていかな

ければならないということを考えていくと、かな

り経済的な負担が大きいと。

大変言いづらいところもあるのですけれども、

名寄は人口動態を見ていきますと亡くなる方のほ

うが生まれる方よりも大きいという自然減がこの

合併以来ずっと続いています。また、転出する人

が転入する人よりも多いということで、自然減、

社会減がいずれも多いということで、ちょっと１

０年間の人口推移を調べて見ましたらびっくりす
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るような数字が出てきました。過去１０年間で

８６８人減っていました。ですから、１０年間で

８６８人というと１年当たり２８０人、約３０

０人近い方が流出あるいは亡くなっているという

ような、簡単なアバウトな数字で申しわけないの

ですけれども、こういう数字が出てくる。６５歳

以上の方が激増していると。加えて先ほども申し

たように、転入が１０年間比較で、累計でやると

転出のほうが４３１人と。転入の８人を上回って

しまう。あるいは、出生も死亡届の死亡が上回っ

てしまうというようなびっくりするような数字が

出てきまして、着実に名寄市は自然減、社会減が

進んで、間違いなく人が減っているというのがわ

かりました。このために地に足をつけた自然増、

社会増を図っていくためには、名寄が若い人にと

って魅力のあるまちであると。そこで、産み育て、

子育てに励もうというようなまちづくをしていか

ないと、なかなか名寄市の人口動態を見ていく中

で自然増と社会増というのはあり得ないというふ

うに考えるのですが、部長、どのように考えます

か。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 今の御質問も含

めて不妊治療の部分につきましては、少子化が進

む中、子供を産み育てることは個人や夫婦だけの

問題ではなくて、社会全体で取り組んでいくとい

う考えによりまして、国も不妊治療の制度を創設

したということであります。また、子供を欲しい

という願いがその希望をかなえることができるよ

うに、これから正しい知識の普及と不妊治療の周

知啓発に努め、早期に受診をしていただけるよう

な活動もしてまいりたいと考えております。不妊

治療の後押しとなる市独自の施策についても、子

供を望む方たちが今言われた安心して子供を産み

育てることを応援できるような形で、本市の実情

に合った助成策について検討させていただきたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時０２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 奥 村 英 俊

署名議員 佐々木 寿
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平成２８年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２８年９月２１日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１０番 川 口 京 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

市民に優しい公共施設のあり方について外３件

を、高野美枝子議員。

〇７番（高野美枝子議員） 皆様、おはようござ

います。ただいま議長の御指名をいただきました

ので、通告順に従い４点について質問いたします。

８月には大型の台風が北海道を直撃し、各地で

多大な被害を受けました。亡くなられた方には心

からの御冥福をお祈り申し上げます。また、災害

に遭われた方々に心よりお見舞いを申し上げます。

今まで災害のなかった地域でも避難勧告や川の

氾濫などがあり、今まさに災害復興に向けて取り

組まれております。西日本では、今まさに台風１

８号が発生しており、猛威を振るっております。

まだまだ大規模台風が続きますことに大いに不安

に思っているところでございます。老朽化が進ん

だ公共施設等については、施設の管理状況等、こ

の大規模な台風に耐え得るのか不安に思うところ

でございます。

最初に、市民に優しい公共施設のあり方につい

てお伺いいたします。今年度から公共施設の総合

管理計画が策定されました。大いに期待している

ところでございますが、その内容についてお伺い

いたします。

また、計画の公共施設の総床面積の１３％削減

は地域にとって痛みの伴うものもあろうかと考え

ます。スピード感を持ってこの計画を進めるため

にどのような取り組みを考えておられるのか質問

いたします。

また、施設の更新をする際には集約化、複合化

の検討をすることとうたわれています。少子高齢

化、人口減少等で拡大から縮小に取り組んでいる

青森市など他市の例もございます。コンパクトシ

ティーについて当市としてのお考えを伺います。

２点目に、公営住宅の環境整備についてお伺い

いたします。市内の公営住宅において入居者の高

齢化に伴い、環境整備などが困難な状況になって

きているとの指摘がありました。今まで自分で責

任を持って環境の整備を行ってきましたが、高齢

により継続が困難になった場合、誰に頼んだらい

いのかわからないとおっしゃっております。この

ような公営住宅の現状についてお伺いいたします。

また、町内会とか隣近所に距離を置く高齢者や

ひとり住まいの公営住宅入居者の方の相談の対応

についてお伺いいたします。

３点目に、男女共同参画についてお伺いいたし

ます。いよいよ本市でも名寄市男女共同参画推進

条例が制定されました。長い議論を経ての条例制

定だと思っております。条例制定後の具体的な取

り組み内容についてお伺いいたします。

また、名寄市特定事業主行動計画の内容や取り

組み状況について伺います。

次に、大項目４、特別養護老人ホームの運営に

ついて質問いたします。全国的に高齢化が問題に

なっている中、名寄市においても高齢化率が高く

なってまいりました。これからふえ続ける高齢者

やその家族が安心して暮らせる高齢者の施設や取

り組みが最重要課題となっております。そこで、

入所待機者の現状についてお伺いいたします。

また、定員が充足していないことについては、
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これまでも何回か取り上げられたところです。全

国的、全道的に介護士不足であることはこれまで

も再三説明をいただいたところですが、そこに名

寄市としての工夫や努力が見えないとの御意見を

多くの市民の皆様からいただいているところです。

入所待機者を抱える御家庭では、首を長くして、

また危機感を持って順番を待っているというお話

も伺っております。こういう市民からの要望にど

のように取り組まれているのか質問いたします。

介護職員を何回募集しても応募者がいないとい

うお話もお聞きしているところですが、その後の

職員確保に向けた取り組みについて、また職員の

処遇改善についての考え方について質問いたしま

す。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） おはようございます。

ただいま高野議員からは、大項目で４点にわたり

御質問をいただきました。大項目１のうち小項目

１及び大項目の３につきましては私のほうから、

大項目１のうち小項目の２及び大項目の２につき

ましては建設水道部長から、大項目の４につきま

してはこども・高齢者支援室長からそれぞれ答弁

となりますので、よろしくお願い申し上げます。

初めに、大項目の１、市民に優しい公共施設の

あり方について、小項目の１、公共施設等総合管

理計画について申し上げます。本年３月に策定を

いたしました名寄市公共施設等総合管理計画につ

きましては、厳しい財政状況や人口減少、高齢化

社会を迎える中、老朽化が進む公共施設やインフ

ラ施設の全てを維持、更新していくことが困難な

状況が見込まれることから、原則新規の施設整備

は行わないこと、また施設の集約、複合化、地域

ごとの適正配置などにより平成２８年から４７年

の２０年間で公共施設総量の１３％を削減するこ

とを目標として掲げてございます。

現状の取り組みといたしましては、本年８月に

公共施設の今後のあり方について庁内各部横断的

に議論を行うため、公共施設等検討ワーキンググ

ループを立ち上げ、公共施設を通しさまざまな課

題について議論を進めているところでございます。

さらに、今後は市長を本部長といたします公共施

設等総合管理計画推進本部にワーキンググループ

の意見を諮るとともに、各担当部署が連携をし、

共通認識をしっかりと持ちながら、全庁的な体制

として今後の施設のあり方や計画などについて検

討してまいります。

また、あわせて今後の公共施設等の適正配置の

検討に当たっては、庁内議論のみならず、市民や

地域、施設を御利用いただいている各団体や各関

係機関などともしっかりと議論を深め、名寄市全

体の共通認識として共有化を図り、進めてまいり

たいと考えておりますので、御理解をお願いいた

します。

続いて、大項目の３、男女共同参画について、

初めに小項目の１、条例制定後の具体的な取り組

み内容について申し上げます。名寄市男女共同参

画推進条例は、男女共同参画の推進に関し基本理

念を定め、市はもとより市民、事業者及び教育に

携わる者の責務を明らかにするとともに、市の施

策の基本となる事項を定め、これを総合的かつ計

画的に推進することを通じて男女共同参画社会の

実現を目指すものでございます。御質問をいただ

きました条例制定後の取り組みについてでありま

すが、市ホームページへの掲載を初め市広報紙へ

の記事掲載や概要版の配布のほか、駅前交流プラ

ザよろーなでは男女共同参画週間パネル展で条例

の周知を図るなど、さまざまな機会、情報ツール

を活用し、取り組んでまいりました。また、次期

推進計画策定の基礎資料とすることを目的とし、

市民向けアンケートを８月に実施をし、現在は企

業向けアンケートを実施しているところでござい

ます。今後も啓発活動に加え、市民団体や企業の

取り組みを助長する方策の検討など男女共同参画

を推進してまいります。

次に、小項目の２、特定事業主行動計画を受け
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ての本市の取り組みについてでございます。本市

の特定事業主行動計画につきましては、平成２６

年３月の次世代育成支援対策推進法の改正及び昨

年９月の女性活躍推進法の施行に伴いまして、両

法に基づく２つの行動計画をあわせて策定をした

ものでございまして、本年度より５年間を前期計

画として取り組むものでございます。本計画は、

市役所職場において父親、母親として子育てをし

ながら働く職員が仕事と子育ての両立ができるよ

う子育てしやすい職場環境の整備や職場全体で支

援する体制づくりを推進するものでありまして、

あわせて全職員の仕事と生活の調和を推進するこ

とにより、子育てだけではなく家庭生活の充実を

図り、仕事に取り組む意欲の向上や地域とのかか

わりなど人間性豊かな人材の育成を図っていくこ

とを目的とするものでございます。また、あわせ

て女性が安心して働き続けることができる職場環

境の実現を目指すものでもございます。

御質問のありました市の取り組みについてでご

ざいますが、まず子育てに関する取り組みといた

しましては、育児休暇や男性職員の育児参加休暇

などの各種休暇制度を初め、弾力的な勤務形態や

子育てをする職員がいる職場における周囲の配慮、

また子育てだけではなく、介護を行う職員の両立

支援制度などにつきまして各種研修会の中で周知

を行っているところでございます。

男女共同参画の視点では、男性職員の積極的な

子育てを進め、母親である女性の負担軽減を図る

とともに、女性が安心して仕事を続けられるため

には家庭環境における男性の協力が必要であるこ

とについての理解を深めているところでもありま

す。また、家庭で過ごす時間の余裕など、ワーク

ライフバランスを推進し、生活の充実や心身のリ

フレッシュ、仕事への意欲向上を図るため、時間

外勤務の縮減と休暇の取得促進を重点項目に掲げ、

毎週水曜日を早帰りの日として一斉退庁に取り組

んでいるほか、休暇の取得につきましては厚労省

が進めるプラスワン休暇を導入し、連続休暇の取

得を呼びかけてございます。このほか地域や職場

を通した子育て支援としまして、子供連れの方が

安心して来庁いただける市役所であるため、庁舎

や公共施設内におむつがえや授乳に利用できる施

設、あるいはそのスペースの設置についても進め

るところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、初め

に大項目の１、市民に優しい公共施設のあり方に

ついて、小項目２、コンパクトシティーに対する

考え方についてお答えいたします。

現在我が国の直面している課題は、人口減少、

少子高齢化、財政状況の悪化、地域コミュニティ

ーの衰退などとされており、今後も地方都市では

一定の人口密度に支えられた行政サービスの成立

が困難となり、コストの増大と財政の圧迫が懸念

されているところです。当市においても２０４０

年には人口約２万 ０００人、高齢化率は３ ５

％となり、３人に１人が高齢者となる予測がされ

ております。これらの課題への有効なまちづくり

の方向性として国が示しているキーワードが多極

ネットワーク型コンパクトシティーというもので

す。これは、さまざまな施設がまとまって立地し、

市民が自家用車に過度に頼ることなく徒歩や自転

車や公共交通により医療、福祉施設や商業施設等

にアクセスができて、行政サービスが身近にある

持続可能で集約型のまちづくりを目指し、全ての

施設が一極に集中するのではなく、幾つかのコミ

ュニティーがネットワークで結ばれているイメー

ジです。すなわち、全ての機能を自治体のある区

域に一極集中させるものではなく、自治体の中の

生活拠点である地域コミュニティーを生かしなが

ら、多極型のネットワークシティー化を目指すも

のです。そのため智恵文地区や風連地区などの地

域コミュニティーの維持も必要となりますし、国

が示している多極ネットワーク型コンパクトシテ

ィー化とも共通するものであります。

平成２８年９月２１日（水曜日）第３回９月定例会・第３号
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国の具体的な動きとしては、コンパクトシティ

ー化をさらに進めるため、法改正により自治体の

中に居住を誘導する区域や福祉、医療、商業など

の都市機能を誘導する区域を設定するマスタープ

ランの策定を自治体に求めており、北海道内では

既に札幌市が策定を終え、幾つかの自治体が現在

策定作業中と聞いております。当市も次期総合計

画の中で利便性の高い中心部への居住の誘導や都

市機能の中心部への配置や中心商業、医療、交流、

居住の拠点となる施設整備など具体的なコンパク

トシティー化に向けて取り組んでまいりたいと考

えております。

次に、大項目２、公営住宅の環境整備について

の小項目１、公営住宅の現状についてお答えいた

します。市営住宅は１５団地ありますが、住宅の

形態や周辺環境はそれぞれ異なっているため、入

居の際は入居者の管理義務として住宅や菜園はも

とより共用廊下や児童遊園等の附帯する共同施設

についてそれぞれの団地に合わせた環境維持のた

めの協力をお願いしております。市営住宅の目的

は、住宅に困窮する低所得者へ低廉な家賃で住宅

を提供することにあり、市営住宅は公募に基づい

て入居いただいております。現状として各団地と

も入居の世帯構成や年齢など団地構成もさまざま

なため、各団地の実情に応じた環境維持は困難と

考えており、入居者間での共同管理意識を持って

快適な住環境の維持に御協力をお願いしていると

ころです。建物自体の維持管理につきましては、

入居者からの連絡による修繕はもちろん、建物や

遊具及び屋外周辺施設の劣化状況調査を毎年行っ

ており、目視点検や調査を行い、ふぐあいや危険

度に応じて優先順位をつけて修繕対応していると

ころです。

次に、小項目２、高齢者に優しい対応について

お答えいたします。高齢者に限らず、入居者から

の相談は窓口や電話で受け付けておりますが、夏

の収入申告時は来庁者が多くあり、提出書類の記

入方法や必要書類の説明のほかに修繕箇所の有無

や福祉関連サービスの確認、案内や各種制度につ

いて必要に応じて他部署の担当者へ連絡をとるよ

う努めております。入居者からの電話相談につい

ても相談内容が多岐にわたることから、状況によ

っては面談により相談内容を聞き取った上で解決

策などについて助言を行っております。また、入

居者への環境維持の周知方法は収入申告時期に合

わせて協力文書を同封していますが、入居者から

の相談による安全管理等にかかわるポスターの掲

示などで周知に努めているところです。今後も周

知方法や回数等について入居者がわかりやすい内

容となるように工夫してまいりたいと考えており

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 私か

らは、大項目４、特別養護老人ホームの運営につ

いて、初めに小項目１、入所待機者の現状につい

てお答えいたします。

特別養護老人ホームの運営につきましては、名

寄市が設置し、指定管理者として社会福祉法人名

寄市社会福祉事業団が運営する清峰園及びしらか

ばハイツがございますが、この２施設の現在の入

所状況につきましては、清峰園が入所定員１００

名に対し９０名の入所、しらかばハイツでは入所

定員８０名に対し７０名の入所となっております。

また、両施設の待機者の状況でございますが、清

峰園が１６６名、しらかばハイツが１１７名で、

２施設合わせて２８３名となっております。この

うち両施設を重複して申し込んでいる方が９２名

となっており、実待機者数といたしましては１９

１名となっております。このうち名寄市民の方は

１８２名となっており、この中でお待ちいただい

ている場所が自宅の方が２９名、施設や病院の方

が１５３名という状況とそれぞれ報告を受けてお

ります。

次に、小項目２、定員が充足していないことに
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対する市民からの要望などについてお答えいたし

ます。名寄市が設置しております２つの特別養護

老人ホームにおきまして入所者の定員を充足して

いない現状につきましては、指定運営管理を行っ

ている名寄市社会福祉事業団に対しまして常日ご

ろさまざまな機会を通じ市民からのお問い合わせ

あるいはお叱りのお言葉を頂戴することもあると

のことで、市としても設置者として職員の派遣や

さまざまな運営に対する支援を行っているところ

でありますが、残念ながら結果としてあらわれて

おらず、施設を待たれている市民の皆様とその御

家族の皆様に対しまして大変申しわけない状況で

あると認識しております。

また、入所待機者につきましては、年４回開催

しております清峰園としらかばハイツの入所判定

委員会において市の高齢介護課の職員も入所判定

委員に加わり、判定基準に基づき公正な入所判定

を行っておりますが、入所待機者の順番は新規申

込者につきましては申し込みをいただいた直近の

入所判定委員会の終了後に文書にて大まかな入所

順位をお知らせしておりますし、待機者全員に対

しまして年１回入所順位をお知らせするとともに、

入所申し込み後の要介護度の変更や居場所の変更

があった場合には入所優先度の変更が伴う場合が

あることから、施設のほうに御連絡をいただきま

すようお願いをしていると伺っております。さら

に、在宅の待機者の中にはショートステイを利用

している方もいらっしゃいますので、少しでも介

護者の御負担を軽減するため、利用者の御要望に

応え、柔軟な対応を図っているところであり、引

き続き市民からの要望に対して丁寧に対応してま

いりたいと考えております。

次に、小項目３、職員確保に向けた取り組みに

ついてお答えいたします。社会福祉事業団での介

護職員の確保に向けた取り組みといたしましては、

随時ハローワークを通じた募集を行っており、採

用試験の回数もふやして採用の機会の拡充に努め

ているほか、新聞広告による職員の募集、また事

業団のホームページ開設による情報発信など広く

市内外に向けた採用情報の提供に取り組んでおり

ます。これに加えまして、札幌市、旭川市及びそ

の近隣自治体にある介護福祉士を養成する大学、

専門学校などを訪問し、介護人材の確保に向けた

働きかけを実施しており、一人でも多く職員採用

に向けた取り組みを行っております。

次に、小項目４、職員の処遇改善についてお答

えいたします。職員の処遇改善につきましては、

平成２１年度から交付を受けている介護職員処遇

改善加算も利用する中で改善に努めているところ

であり、これに関する規定の改定も社会福祉事業

団理事会等の意見を踏まえ行っていると承知して

いるところでございます。また、現在社会福祉事

業団で働く介護職員に対するアンケート調査も実

施し、現在の介護職場における問題点の検証をし

ているところであり、処遇に関する問題点にとど

まらず、より広い視点で介護人材の募集や離職防

止といった観点から引き続き対策を講じるよう指

示してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） それぞれ答弁をいた

だきました。まず最初に、公共施設等総合管理計

画についてお伺いいたします。

庁舎横断的に公共施設等検討ワーキンググルー

プを立ち上げたということでございますけれども、

具体的にどのようなメンバーでどのような計画を

お持ちなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） ワーキンググループに

ついて質問いただきました。この公共施設等検討

ワーキンググループですけれども、私と総務部長、

財政課長や都市計画課長、建築課長、企画課長を

コアメンバーといたしまして、図書館を含む公共

施設の提言書をいただきましたので、こちらをテ

ーマといたしまして、内容は非常に多岐にわたる

ものですから、コンパクトシティーの論点ですと
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か、図書館を含め、どういう施設を複合化するか、

そしてＰＦＩ手法の検討、そういったところの論

点の洗い出しですとか、課題の整理などを行って

いるところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 今御説明いただいた

ところなのですけれども、商工会議所から提言が

出ております。そのことについて説明していただ

いたのだというふうに思うのですけれども、名寄

市西３条南６丁目付近の公有地を活用した公共図

書館を含む複合施設の開発について、官民連携事

業導入の検討に関する提言書のことだというふう

にお答えいただいたのだというふうに思うのです

けれども、このことについて今説明していただい

たのですけれども、ちょっと早くてよく理解でき

なかったのですけれども、もう少しどのような形

でどこで検討されるのか、いつごろ検討されるの

かということを済みません。もう一度お願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 失礼いたしました。こ

ちら提言いただきまして、今まずは庁内で各部横

断的にしっかりと議論をしているというところで

ございまして、どういう施設をどこにつくるかで

すとか、その時期などもいろいろ外的要因などさ

まざまありますから、例えば地方創生の取り組み

ですとか、あるいは周辺のいろいろな動きもあり

ます。そういったところも見きわめながら、関係

するそれこそ商工会議所も含め関係団体の皆様で

すとか、市民との議論も深めながらしっかりと検

討をおかけしていきたいと考えているところでご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 今現在そういうふう

に進んでいっているということで、これからの事

業でございますので、なかなか先が見えないとこ

ろだというふうにも私も思いますけれども、やは

り提言が出てきている以上、それについて話し合

うとか、議論し合うとか、横断的にというふうに

おっしゃったのですけれども、早い時期でという

ふうにも思うのですけれども、このことについて

はどのようにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 御質問のありました西

３条南６丁目、官民連携ということで御提言いた

だいたということでありまして、庁内横断という

作業、これ自体横串を刺しての事業になりますの

で、まずはコアメンバーしっかりとした中でやる

ということでありまして、それは参事監御説明し

たとおりのコアメンバーということでございます。

提言いただきました中にＰＦＩというような言

葉も出てきております。ただ、ＰＦＩにつきまし

ては民間事業者の活用ということもありますので、

それからお金の面、財政的な側面もあります。な

かなかいろんなところから見ていくとハードルが

高いなというのが松岡参事監中心としてやってお

りますワーキンググループでの最初の段階に今来

ているところです。他市の状況を今調査している

という形で報告は受けております。その中でどう

いうような形になっていくか、ちょっと時間かけ

ないとなかなか進まないような事案だと思ってお

ります。これからこのワーキンググループ、これ

を中心にして横串を刺してそれぞれ庁内横断的に

やっておりますので、このワーキンググループい

ろんな面で使っていけるかなと思っております。

あくまでもコアメンバーですので、それぞれの事

例に応じて各担当課を入れてさらに議論をしてい

ただくと。そういうことを繰り返しながら次の作

業、次の作業ということになっておりますが、こ

の件につきましては若干時間を要するかなという

ふうに思っております。ほかの土地の利活用の問

題もございますし、いろんな側面から考えなけれ

ばならない、そういうような問題だと思っており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 今地方創生というふ
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うにおっしゃったのですけれども、やはり国のこ

れからの動向が非常に注目されるところですし、

それが出たときに名寄市としてぱっと飛びつくよ

うな、そんな体制になっていればいいというふう

に思いまして、早い、４月からスタートしている

計画でございますけれども、今回質問させていた

だきました。国の動向というのは、松岡参事監に

も来ていらして早くにつかめるのか、早期に対応

できるのかということで、そこのお気持ちをお聞

きしたいところなのですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 国の動向、いろいろ動

きがありますところを情報を収集させていただい

て、何でも飛びつくというわけにはいきませんけ

れども、しっかりと何ができるか検討してまいり

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 名寄市民としては、

非常に国からいらしていただいたということで、

これから何が起きるのだろうということで期待し

ている面もございますので、これからのことです

けれども、しっかりと庁内議論を進めていただい

て進めていただきたいというふうに思っておりま

す。

公共施設等総合管理計画推進本部というふうに

もおっしゃいましたけれども、これはどのような

メンバーを予定しているのかということと公共施

設等の適正配置の検討は２０年ですからまだまだ

先の話なのですけれども、何年で何をやろうとか、

３年とか６年とか、そういうスパンで計画は立て

ているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 本部の考え方であり

ますけれども、ここについては管理職を中心に各

部横断的にワーキンググループの内容等が確認で

きるような形で構成をして進めていきたいと、そ

のような考え方をしております。

それと、公共施設の総合管理計画を進める、い

わゆるロードマップ的なものという御質問だった

というふうに思いますが、ここは既存で既に現在

活用している施設をいきなり統廃合するとか廃止

するという議論にはなかなかならないと思います。

既に老朽化している施設もありますけれども、こ

れら老朽化した施設を見直すときというのでしょ

うか、次のときに建てかえが必要だというとき、

そういうときに複数の施設を見渡したときに複合

化できるのかどうかというところの検討が１つあ

ると思いますし、あるいは人口が減少していく中

で当然利用する人数が少なくなったときに現状の

規模が要るのかという部分もあると思いますので、

そういった複数の要素を含めながら検討していく

ということになると思いますので、現段階で何年

後にどんな施設というような計画にはならないと

思いますが、時代の流れとともに従って、今言っ

たような視点で適宜検討させていただきたいと思

っておりますので、御理解いただければと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） この計画を見ていま

すと、どうもスクラップ、スクラップ、スクラッ

プで、ビルドが見えてこない。複合化、集約化と

いうことでは出ておりますけれども、そしてそこ

に国の財源とか道とかついてくるわけですけれど

も、それもまだ全く見えない状況で質問している

のですけれども、やはり先ほども申しましたよう

に日ごろからの積み重ね、副市長が先ほどおっし

ゃった串刺しのように横断的に全ての職員が話し

合い、そして地域の人間が話し合うことである程

度の形をつくっておくことが必要であるというふ

うに考えますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今議員が言われまし

たように、横断的な検討については私どもも年々

重要になってきているだろうなというふうに思っ

ています。この間いろんなお話しさせていただい

ている内容についても各部局だけで完結するとい
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うのはだんだんと少なくなってきて、複数の多部

局にわたる視点から物事を考えるというのが非常

に重要になってきていると思っていますので、先

ほど松岡参事監がリーダーとなって進めるワーキ

ングループもありますし、公共施設等総合管理計

画でいきますと市長が本部長となる本部会議もご

ざいますので、そういった横断的な組織を通じな

がら、慎重に、かつ複合的な、複層的な視点で物

事を検討してまいりたいと考えておりますので、

御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 市民としてここに住

み続けていたい、将来子供たちもこの地域に住ん

でいてほしいということでは、やはりスクラップ

だけでは市民が魅力的なまちとも思いませんし、

外から入ってくる人にも魅力的なまちとは映らな

いというふうに思います。やはりこのまちをいか

に魅力的なまちにするか、そのことにかかってい

る、第２次総合計画のこともこのことを基本にし

てつながっていくのかなというふうに思いますの

で、ぜひ将来に希望が持てる、そういう計画とい

うか、第２次総計になってほしいというふうに思

っておりますので、よろしくお願いいたします。

そのことについて臼田部長、どのように考えます

か。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） この計画は１３％縮

減する計画となっていますので、見た目上は議員

が言われるようにスクラップを中心にというふう

に映るのかもしれませんけれども、ただ単にスク

ラップをするだけということではなくて、先ほど

も申し上げたように既存の施設を次の施設につな

ぐときにどうか、そのときに複合化ができないの

か、あるいは統廃合ができないのかという考え方

でありますので、私どもは決してスクラップだけ

という考え方ではおりません。当然スクラップし

た後に、次ビルドをすると。ビルドをするときに、

今言った複合的な視点から統廃合ができないのか、

あるいは面積なんかの縮減ができないのか、場合

によっては面積は縮減しますけれども、機能その

ものはアップするという場合もありますので、そ

こも含めてぜひ御理解いただければと思います。

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 次に、公営住宅の環

境整備についてお伺いいたします。

先ほど高齢者のことについても公営住宅の現状

の環境整備についてもいろいろ御説明いただいた

ところなのですけれども、入居に当たってという

ことで、これ２５年３月改訂版ということなので

すけれども、入居される方にこのようなパンフレ

ットをお渡ししているというふうにお聞きしたの

ですけれども、この中に１ページのところに管理

人についてということで、管理人がいますという

ことで、団地によってはいないところもあります

ということで、こういう管理人ということについ

てどのようにお考えかお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 何カ所か忘れま

したけれども、配置をしているところもございま

すし、管理人の皆さんについては一定程度住宅係

のほうから周知をする際に中間役として担ってい

ただくですとか、住んでいらっしゃる皆さんに情

報提供等々の役目をいただいているという認識を

持ってございまして、できれば全団地ということ

もそれが一番いい形なのかもしれませんけれども、

特に高齢者の皆さんに特化した団地ですとか、団

地それぞれ仕様がありますので、それに応じて必

要な団地については現在配置をしているという考

え方でございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） それでは、必要がな

いから管理人がいらっしゃらないのかなというふ

うに今受け取ったのですけれども、管理人がいる

団地ではやはり管理人の方に相談されるのですけ
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れども、今なかなか管理人の方がいらっしゃらな

いということで、いろいろな細かいことがありま

すよね、環境整備とか。そういうことについて相

談するところがわからないというふうにおっしゃ

っている高齢者の方もおりますので、ぜひ管理人

について御検討いただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 済みません。で

きればということで配置をさせていただきたいと

いう考え方でありますので、このチラシはもとよ

り年１回収入申告のときにも担当のほうからチラ

シをお渡しをしていますけれども、それぞれ団地

ごとに先ほども言いましたけれども、菜園ですと

か共用する、みんなで使う廊下ですとか、そうい

った部分については団地ごと皆さんが共通の認識

を持って管理をいただくということが基本になる

かというふうに思っておりまして、全ての団地に

管理人の方を必要というふうには決して思ってお

りません。ただ、先ほど言いましたように状況に

よってはそういう対応も必要かなということで考

えているところです。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 高齢化が進んでおり

まして、今までできていたことができないけれど

も、どうしようとか、そういう細かい部分の相談

事とか、つまずきだとか、ひっかかったとか、そ

ういう細かいことがございますので、ぜひ管理人

とか見守る方を設置していただければというふう

に思っております。

次、３番目の男女共同参画について再質問させ

ていただきます。条例ができていろいろな取り組

みを今なさっているわけですけれども、対企業に

対してとか市民に対してどのような取り組みをな

さっているのか、再度お聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員が言われますよ

うに、条例はつくってからが必要だと思っていま

すので、そういう意味では市民の皆さん、特に企

業も含めてどのようにこの条例が浸透していくの

かというのがまさにこれからの課題だというふう

に考えております。そういった意味で、市民の皆

様には先ほど申し上げたように市のさまざまな情

報発信の機能を使って、それはホームページであ

ったり、あるいは広報紙であったり、あるいは先

ほど申し上げたよろーなでの展示会、パネル展示

展なども含めて実施をさせていただいたというこ

とであります。今回の計画、特に企業にどの程度

働きかけができるかというのも一つの課題だとい

うふうに思っておりますが、具体的な計画はこの

後推進計画ができた段階で、その中で検討させて

いただきたいと思いますが、現状の中では先ほど

申しましたアンケートを企業向けにも実施をさせ

ていただいているという話しさせていただきまし

たが、アンケート自身が企業に届くことによって

ある意味では企業の啓発になっているというふう

に考えておりますし、さまざまな自治体の取り組

みなども私どもも認識している部分がございます

ので、それらを踏まえた中でどのような取り組み

ができるか、次期計画の中でしっかりと検討して

まいりたいと考えております。御理解いただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） アンケートの件なの

ですけれども、８月３１日に締め切ったというこ

とでございます。その内容については、どこで検

討なされたものかお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） アンケート自身につ

いては、庁舎内部で検討させて作成をさせていた

だいたものであります。これについては、これま

で実施をしたアンケート、あるいは他自治体など

でも実施しているもの含めて内容を精査させてい

ただきましたし、今回は女性活躍の関係もござい

ますので、その項目も含めてアンケートの内容に
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ついては作成をさせていただいたということであ

ります。この結果については、今まさに分析をし

ている最中でありまして、この内容については次

期の推進計画についても市民委員会の中で十分御

議論いただこうと思っておりますが、その議論の

基礎資料としてアンケートについては活用させて

いただきたい、そのように考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 男女共同参画の推進

委員会がございますけれども、そこでの動きとい

うのですか、アンケートに向けての相談とかはご

ざいましたでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） アンケートの作成そ

のものについては、市民委員会のほうにお諮りす

ることはできませんでしたが、先ほど申し上げた

ようにこの結果については市民委員会の中に報告

をさせていただき、その結果を踏まえた実施計画

の検討についてお願いをしたいと、そのように考

えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） アンケートについて

でもやはり委員会にかけていただきたかったなと

いう御意見もいただいたところですので、結果が

どういうふうに出るかよくわからない。まだ集計

中でございますけれども、結果が出たときに委員

会と相談するということでございますので、十分

な議論をしていただきたいというふうに思います。

あと、特定事業主行動計画のことでございます

けれども、市が中心となって、見本となって進め

ているというところでございますけれども、その

休暇というのですか、一斉退庁というふうなお話

も先ほどなさっていましたけれども、そのことに

ついてどのぐらいの退庁率とか、休暇１日、プラ

スワンの休暇の取得状況についてお尋ねいたしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ことしから特定事業

主行動計画、取り組みをさせていただいたところ

であります。先ほど申し上げたように、今回の計

画、当面重点で置いているのは、１つは休暇の取

得の推進ということでありますし、もう一点につ

いては早帰りのところということで考えておりま

す。早帰りのところについては、毎週水曜日を一

斉退庁日ということで取り組みをさせていただい

ております。これについてもしっかりと私どもの

ほうで呼びかけをしなければいけないだろうとい

う、そういう認識のもとに、実際に始まったとき

については私も含めて職場を回らせていただきま

したし、毎週水曜日については職員に掲示板ある

いはメールなどで一人一人に呼びかけなどもさせ

ていただいております。実際にまだ数字的な取り

まとめは行っておりませんが、私ども回った、あ

るいは職員から聞いているところでいうと、一つ

のめり張りもできて、職場から水曜日については

早く帰れる様子がうかがえますし、職員の声から

も帰れるというお話も聞いておりますので、引き

続きこういった取り組みを進めてまいりたいと思

っております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 本当に一生懸命水曜

日帰りなさいよということで進めていただいてい

るというふうに思っております。

男性職員の育児休暇の取得状況とか、介護休暇

の取得状況についてどのようになっているかお伺

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 介護のほうについて

は今手持ちに資料がございませんけれども、育児

休業については男性も私の記憶でいきますとここ

数年の間にお二方とっておられます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） やはり男性も女性も

そういう休暇が取得できるように、そしてまた地

域に、市内に御両親を持たない方も、今職員の方

で札幌から来たとか、旭川から就職しましたとい
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う方がいらして結婚なさって、なかなかお子さん

を面倒見てくれる方がいないとか、遠くに親がい

て介護のための休暇をとるために休んでいくのが

大変だというお話も聞いておりますので、そこら

辺男性のほうにも休暇をいただきますように配慮

いただきたいというふうに考えております。

次に、特別養護老人ホームの運営についてお聞

きいたします。このことについては、本当に市民

の関心の高いところでございまして、１０名ずつ

少ないということでございますけれども、いつか

らこのような定員割れの状況になっているかお尋

ねいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ただ

いまの御質問でございますけれども、清峰園とし

らかばハイツの入所者の状況でございますけれど

も、昨年、平成２７年３月現在ではともに定員を

１名下回る９９名と７９名という状況でございま

した。清峰園では、６月、７月と徐々に定数を割

りまして、９月末には９２名ということになって

いるということでございます。また、介護士の離

職者も重なりまして、１１月末には職員定数の８

名減の５２名となりまして、１２月から職員配置

が厳しいという状況になりまして、１ユニット１

０名のユニットなのですけれども、そちらを閉鎖

して９０名体制で対応させていただいているとい

う状況を報告受けているところでございます。

また、しらかばハイツにつきましては、平成２

７年２月から介護士の離職が続きまして、同年４

月から職員定数の６名減の３１名で対応している

という状況も報告を受けているところでございま

して、入所していらっしゃる利用者の方々も５月、

６月と徐々に減少して７月末には７０名という報

告を受けているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 清峰園については、

ユニット方式ということで、１人や２人採用して

もというふうな話も聞いておりますが、そこら辺

はそうなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 清峰

園は、ユニット方式という議員おっしゃるとおり

の方式を採用させていただいておりまして、その

ユニット一つ一つが一つの施設と言ったらちょっ

と語弊があるのかもしれませんが、一つのユニッ

トの中で職員の運用というか、職員勤務体制を配

置しているというようなこともございまして、一

定の施設の職員数が配置できないとそのユニット

が回せないということで１ユニット、申しわけご

ざいませんが、閉鎖をさせていただいているとい

う状況だということで伺っております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） やはりユニットとい

うことがネックになっているというのもわかりま

すけれども、潜在的な介護士を一生懸命発掘して

いるというふうに思っておりまして、道とかの助

成とかもあるというふうに聞いておりますけれど

も、そこら辺の活用はしていないのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 北海

道では、議員おっしゃるとおり国の介護人材の確

保のための事業で、４つほど人材確保のメーンに

なる事業があるそうなのですけれども、国におい

てはそれで都道府県において実施をするというこ

とで、北海道では国が提示している４つの事業の

うち３つを実施しているということで、市からは

各事業所のほうに案内周知をさせていただいてお

りまして、その一つには潜在介護人材の呼び戻し

ということで、再就職準備金を貸し付ける制度だ

とか、あと潜在的有資格者をいっとき有期雇用労

働者として道が委託する機関が雇い上げまして、

そこの機関からそこの事業所のほうに無償で３カ

月なら３カ月の間働きに行っていただいて、うま
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くマッチングができればその後も雇用するという

制度もあるということで伺っておりますが、始ま

ったのがことしの４月、５月でもあるというよう

なこともあるかもしれませんが、現在のところ市

内の事業所、清峰園、しらかばハイツも含めてそ

の事業をお使いになっているというところはまだ

伺っているところではございません。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） ４月、５月に始まっ

ているので、なかなか定着していないのだという

ふうにも思いますけれども、足りない、いないと

いうことでございます。市内には潜在的な介護職

員もいらっしゃって、出産によって一時やめられ

たとか、そういう方について保育料を少し助成す

るとか、夜間の保育所に預けて働かないといけな

い、そういう介護職員のために何か対応というの

は考えていないのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 子供

を抱えながら実際今介護職員として勤務していた

だいている職員さんがいらっしゃるということは

お伺いしております。市内には、例えば夜勤を行

った場合に夜預かっていただける民間の事業所の

ほうもあるということで、そういうところを御紹

介しながらやるというようなところの部分もお聞

きしておりますし、また潜在的介護士の部分につ

きましては、議員も御承知かと思うのですが、こ

としの３月に社会福祉法の法律改正がありまして、

来年の４月１日から就職していない、離職した介

護福祉士の皆さんは、これあくまでも努力義務に

なりますが、福祉人材センターという都道府県が

設置するセンターのところに働いていないという

ことの登録をする。いわゆる看護師さんも今たし

かそういうようなたてつけになっていたかという

ふうに記憶しておりますけれども、そういうよう

な形になるというふうにお聞きしております。実

際そういう情報を活用することも今後可能になっ

てくるというふうに思いますので、その実施の方

法について研究してまいりたいというふうに考え

ております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） いずれにしても、す

ぐには間に合わないような状況ですので、無資格

の方でもベッドメイキングとか、配膳とか、そう

いうことができるわけですけれども、そういう方

を採用するということにはどのようにお考えでし

ょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 議員

のおっしゃるところの部分につきましては、病院

でいう看護助手さんというところなのかなという

部分と相まっているのかなというふうに思ってい

るところでございます。それと、今議員から貴重

な御提言だと思っているのですが、ことしの９月

７日に社会保障審議会という、今介護保険部会の

ところで今度の再来年度になるのですか、介護改

定に向けての議論が行われているところで、この

介護人材も国の中の重要な課題として捉まえられ

ているところでございまして、現在三重県のほう

の老人保健施設の協会のほうでモデル事業として

介護助手さんという制度を使って老人保健施設さ

んの中で介護福祉士さんではなくてもできる介護

の周辺業務というのをモデル事業で介護助手さん

に行っていただくという内容をやられているとい

うことで紹介があったところでございます。検証

がまだ申しわけございませんが、出ておりません

ので、その内容等のモデル事業の検証もされると

思いますので、その検証をしながら、実施施設、

市の設置している施設において実施ができるかど

うかということも含めて事業団のところに研究し

ていただけるような方策を練ってまいりたいとい

うふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） こういう緊急事態で
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すので、事業団も一生懸命介護士の募集について

は取り組んできたのだというふうに思うのですけ

れども、やはり市としてこれだけ足りないことに

対して今までどのように対応してきたのかという

のがすごく不思議な感じがするのですけれども、

その点についてお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 市と

いたしましては、市の設置している施設でござい

ますので、ほかの民間事業所にも実施している部

分もございますが、特に設置している施設として

の指定管理者としてという部分もございますけれ

ども、そこの責任として今まで幾つかの事業を実

施させていただいております。ケアプランとかを

点検する介護給付費適正化事業、それから市立病

院の理学療法士さんや作業療法士さんを派遣して

リハビリだとか、あと介護の内容を指導していた

だくだとか、あと去年議決いただきまして、こと

しから研修を終えまして、昨年度末から実施して

おります介護相談員さんというのを派遣をしてお

ります。また、事故等の報告受理、疑義確認等を

行っておりまして、そういうものが発生した際に

どういう理由で発生したのかということの検証の、

設置者として事業団と一緒に検証が足りない部分

については考えていくということで、必要に応じ

て職員を派遣したりだとか、聞き取りしたりだと

かというようなことで実施しております。今後あ

らゆる方策を可能な限り実施してまいりまして、

一日でも早く御家族や入所者の皆さん、待たれて

いる皆さんの御負担の軽減をしてまいりたいと考

えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） やっぱり市民の安心

のために行政としてこのことについてどのように

考えているのか、最後にお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） さまざまな御指摘ありが

とうございます。

介護員の不足ということで、先ほども申し上げ

ましたけれども、事業団においてもこれまでもさ

まざまな手は打ってきていると。また、市のほう

においてもさまざまな施策を講じているのですけ

れども、結果として現段階において職員が十分確

保されていないで、定員どおりの運営ができてい

ないということは事実でありますので、このこと

は我々としても大変重く受けとめております。今

さまざまな議員からの御提案もいただきました。

目先の危機的な状況の運用も含めて、事業団でさ

らにできることを指示させていただくとともに、

名寄市においてもできることをしっかりと研究、

検討しながら、早急にこうした事態の解消に努め

ていきたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくどうぞお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

子ども・子育て支援の状況について外３件を、

塩田昌彦議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い順次質問してまい

ります。

大項目１、子ども・子育て支援の状況について、

３点お聞きをいたします。子ども・子育て支援法

の施行に伴い、本市の次世代社会を担う子供たち

の育成に向け、支援の推進が図られています。名

寄で育って、名寄で育ててよかったと言えるまち

づくりを目指して、さまざまな取り組みが行われ

ていますが、保健師がかかわる妊娠期から就学ま

での一貫した母子保健事業、特にひまわり子育て

ガイドブックなどの取り組みについてお知らせく

ださい。

２点目の親子での遊びを通して仲間をつくる親

子お出かけバスツアー事業のもたらす効果や参加

者の要望把握などについての状況をお知らせくだ

さい。

３点目の子育て支援センターひまわりらんどは、
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昨年１０月に開所し、利用から約１年が経過しま

すが、利用者にとってこの夏の暑さは厳しいもの

があったと思いますが、施設の利用状況について

お知らせ願いたいと思います。

次に、大項目２、名寄市の農業振興についてお

聞きをいたします。昨年から進めております農産

物の地域ブランド化事業、原産地呼称管理制度の

取り組み状況について、現状と課題についてお知

らせください。

次に、大項目３、冬季スポーツ拠点化事業につ

いてお聞きをいたします。名寄市は、これまで２

度の冬季国体を開催するなど冬季競技施設のイン

フラ整備を図り、冬季スポーツの拠点として全国

に発信してまいりました。毎年全道、全国規模の

大会を開催、またワールドカップコンバインド大

会を誘致するなど冬季における交流人口の拡大を

図ってきております。恵まれた気候や一地域に競

技施設が集中して整備されているなど、地理的財

産や地の利を生かした事業の取り組みは名寄市の

経済の活性に寄与するものと思われます。そこで、

事業を推進するに当たり、財団法人名寄市体育協

会や傘下の冬季スポーツ団体等の協力は欠かせな

いものと考えておりますが、現在の対応状況につ

いてお知らせください。

また、冬季スポーツの拠点化を目指すには、各

種大会の合宿など受け入れに際し、宿泊先の確保、

市内のホテルや旅館等の協力が不可欠と考えます

けれども、今行政が考えている構想の理解や協力

についてどのように伝え、その反応なり課題につ

いての認識を深めているのかをお知らせください。

あわせていまだ構想の段階と認識をしております

けれども、（仮称）スポーツコミッション協議会

の設立についてお聞きをいたします。

次に、大項目４、スポーツ振興と施設整備につ

いてお聞きをします。ジュニア育成にかかわる教

育的配慮について、現在小学生を対象とした少年

団活動については競技団体や保護者が主体となっ

て育成活動を行っておりますが、限界があり、団

員の確保を含め、厳しい状況にあります。行政報

告の中で健やかな体を育てる教育の推進について、

全国体力・運動能力、運動習慣等調査を実施した

とあります。その結果を分析して児童生徒の体力

などより一層の向上に向け体育指導などの充実を

図る取り組みを進めるとしております。児童の体

力向上には、体育指導だけではなく、放課後の少

年団活動も含めた総合的な指導が必要ではと考え

ており、そのためにも教育者の勤務外活動に関し

協力体制の構築を図るべきではないかと。ひいて

は、少年団活動を通して保護者と先生のきずなが

深まる場所の醸成にもつながるのではないかと考

えておりますが、お聞かせください。

２点目は、名寄市風連球場の改修整備について

お聞きをいたします。近年野球少年団の大会は、

風連球場を使用するケースがふえております。風

連球場のフェンスは、コンクリートがむき出し状

態になっている状況であります。危険防止の観点

から、早急な改修整備が必要ではないかと考えま

すが、風連球場を管理する設置者として判断につ

いてお聞きをいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 塩田議員からは、

大項目４点にわたって御質問をいただきました。

大項目１は私から、大項目２は経済部長から、大

項目３と４は教育部長からお答えをいたしますの

で、よろしくお願いします。

大項目１の子ども・子育て支援の状況について

は、初めに小項目１の乳幼児と保健師のかかわり

について申し上げます。子ども・子育て支援新制

度は、全ての子供たちが笑顔で成長していくため

に全ての家庭が安心して子育てができ、育てる喜

びを感じることができるために、平成２７年４月

にスタートをいたしました。近年少子化、核家族

化の進展、地域のつながりの希薄化、共稼ぎ家庭

の増加など子育て家庭や子供の育ちをめぐる環境
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が変化し、子育てに対する負担や不安、孤立感が

増大しやすい状況にあります。名寄市における母

子支援の流れにつきましては、妊娠の届け出によ

り母子健康手帳と妊婦一般健康診査受診票を交付

して、安全、安心な出産に向けた医療機関への受

診勧奨と家庭、経済基盤に不安のある家庭への早

期支援を実施しております。また、初めて子供を

持つ夫婦及び希望の経産婦を対象としたお母さん

・お父さん教室の開催、生後ゼロから４カ月児を

対象に家庭訪問を行うこんにちは赤ちゃん訪問の

実施を初め、お子さんの年齢に合わせたのびのび

親子教室、ちびっこひろば、親子ふれあいひろば

などを開催して発育、発達、育児支援を行ってお

ります。母子保健法に基づき、４カ月から３歳ま

での間はお子さんの成長の節目に乳幼児健診を実

施し、お子さんの発育、発達の確認、さらには虐

待予防の視点からも必要な場合は早期から医療機

関や子育て支援サービス等関係機関と連携し、継

続支援を行っております。また、こどもらんどが

保護者を含め定期的に開催している支援担当者会

議において通所しているお子さんの発達に応じた

適切なサービスの提供が受けられるよう担当保健

師も参加して情報交換を行っております。平成２

７年度から地区担当制を導入し、地区ごとに担当

保健師を配置、子育て家庭の置かれた状況や地域

の実情を踏まえ、適切な支援に努めております。

３歳児健診以降は定期的な健診は実施しておりま

せんが、継続支援が必要なお子さんには家庭訪問

や保護者の同意をいただき、園回りとして保育所

や幼稚園等の集団場面での成長を確認しながら、

就学まで切れ目のない支援体制の構築を図ってお

ります。

以上、申し上げました内容につきましては、一

目で名寄市の子育てに関連する情報がわかるよう

に、母子健康カレンダーやひまわり子育てガイド

ブックを毎年作成、内容を随時更新しながら、こ

んにちは赤ちゃん訪問や転入等の際に配布し、情

報提供を図っております。今後においても子育て

や子供の成長に喜びや生きがいを感じることがで

きるような子育てに寄り添いながら、妊娠、出産

期から切れ目のない支援体制の構築を図っていき

たいと考えております。

次に、小項目２の親子お出かけバスツアーにつ

いて申し上げます。子育て支援事業の一つとして

平成２４年度から実施しております親子お出かけ

バスツアーについては、ことしで５年目を迎え、

親子でお弁当を持参し、風連日進地区へバスで出

向き、同地区のお年寄りと交流を行っております。

平成２７年度の実績として８５０人の親子に参加

をいただいており、施設の行事として開催してい

る運動会や収穫祭、餅つきには毎回１００名を超

す多くの親子に参加をいただいており、参加者同

士の交流も図られてきております。お尋ねの親子

お出かけバスツアーの事業内容に関するアンケー

ト調査については、これまで単独では実施してお

りませんが、ことし２月に行ったひまわりらんど

利用者アンケートでは、施設の運営や子育て支援

に関する要望とあわせて親子お出かけバスツアー

を初めとする毎月の行事や講座についての希望な

ども伺っております。また、講座等を開催した際

にもアンケートを実施して利用者の声を伺ってお

りますが、バスツアーに対する要望としては御意

見がありませんでしたが、本事業も５年目を迎え

ましたので、改めて今後の事業内容の充実に向け

たニーズの聞き取りを行い、よりよいものとして

いきたいと考えております。

次に、小項目３のひまわりらんどの運営状況に

ついて申し上げます。当市の社会的な特徴として、

官公庁の職場が多いことなどから、転勤者も多く、

近くに子育てに関する相談相手が少ないなど、育

児が孤立化しやすい状況となっております。この

ため子育てに対する不安を抱えた母親やストレス

を感じたり、養育に悩んでいる方が気軽に利用す

ることができ、さらには同じ子育て世代同士が交

流しながら情報の交換ができる地域子育て支援の

拠点施設として平成２７年１０月２７日にひまわ
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りらんどがオープンいたしました。当市の就学前

児童については、約 ４００人のうち約５００人

が幼児教育や保育などを活用していないお子さん

となっております。現在ひまわりらんどには、４

１２組の親子に登録をいただいており、そのうち

３１６組の乳幼児が幼児教育、保育を利用してい

ないお子さんであり、子育て支援に係る交流の場

としてひまわりらんどが活用されております。

ひまわりランドの施設の状況といたしましては、

本定例会初日に御承認いただきました補正予算に

おいて吹き抜け部分の天井工事など一部修繕を実

施させていただくこととなりました。本年は、特

に暑さが続きましたが、ホールの室温について７

月から２カ月間の調査を実施しておりますが、乳

児室についてはエアコンを設置しており、暑さへ

の対策がとられておりますが、ホールにおいては

今夏緊急的に網戸と扇風機を設置して暑さを緩和

いたしましたが、ほぼ半数の日において一時的で

はありますが、３０度を超す室温となり、湿度も

高い状況となりました。暑い日については、屋外

の水遊びのみ利用されて帰られる方や利用を控え

られた方もいらっしゃったと聞いております。今

後の対策といたしましては、現在部内で検討中で

はありますが、新年度に向けて除湿も含めた室温

の管理を研究して、センターを利用する親子が快

適に過ごすことができる空間をつくっていきたい

と考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目２、

名寄市の農業振興について、小項目１、地域農産

物ブランド化、原産地呼称管理制度についてお答

えさせていただきます。

国内においては、少子高齢化や輸入農産物の増

加による国内産農産物の需要縮小が懸念されてお

り、今後他産地との競争が激しくなることが想定

されます。名寄産の農産物については、これまで

安全で品質の高い農産物を生産し、市場から高く

評価をされておりますが、さらに消費者に対して

も名寄産の農産物を選んでいただけるようブラン

ド化、差別化を図り、ＰＲに取り組むことが必要

だと考えており、その手法として原産地呼称管理

制度の確立に向け取り組んでいるところです。

原産地呼称管理制度については、品目における

現状の栽培方法や出荷規格などを基本として基準

を設定し、味覚的な審査を組み合わせ、名寄産と

して認定する仕組みとしています。また、認定に

おける基準については市が設定し、認定の審査に

ついては別に設置し、審査結果に基づいて市が認

証する制度とする予定です。認定品目については、

今後関係団体と協議をしながら決定することとな

りますが、既に産地として生産体制が確立され、

国内外において名寄産をＰＲすることが有効と考

えられる品目を選出していきたいと考えています。

今後は、この制度を活用し、販売する際のＰＲと

して活用していただけるよう生産団体や生産部会

などと協議を重ねながら、制度の理解を深めてい

くとともに、内容を充実させていきたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁とします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、初めに大

項目３、冬季スポーツの拠点化事業についてです

が、小項目１の（仮称）スポーツコミッション構

想と協議会の設置について、小項目２の合宿受け

入れと施設整備については関連しておりますので、

一括して答弁をさせていただきます。

スポーツコミッションは、地方自治体やスポー

ツ、環境産業などの民間企業、各種団体等が連携、

共同し、スポーツの大会やイベント、合宿の誘致、

スポーツを通じた交流促進等による地域の活性化

とスポーツ振興を目的とした組織であります。本

市におきましても今後スポーツコミッションを設

立して、冬季の自然環境、施設整備、施設環境、

人材を生かし、冬季スポーツ大会や合宿、冬季ナ

ショナルトレーニングセンター等の誘致など名寄
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市まち・ひと・しごと創生総合戦略の施策の一つ

である冬季スポーツの拠点化の実現に向けた取り

組みをより一層推進してまいりたいと考えている

ところであります。スポーツコミッションの設置

に向けた取り組みの第一弾として、今年度におい

ては大会合宿にかかわる受け入れ組織の立ち上げ

を行うこととしており、既に関係する各団体等へ

合宿誘致の推進に向けた取り組みやスポーツコミ

ッションの役割と将来的に大会合宿にかかわる受

け入れ組織を母体としてスポーツコミッションへ

と発展させていくことについて説明を行っている

ところであります。

また、１０月に独立行政法人日本スポーツ振興

センターが北海道へ委託している冬季スポーツの

ジュニア強化を目的とした事業、ウインタースポ

ーツコンソーシアム競技会が本市で開催されるこ

ととなっており、プログラムの一つに中心市街地

の市道を利用し、ローラースキーレースを計画し、

商店街を初めとする関係機関等との協議、調整を

行っているところであります。この競技会の開催

には、市民、商店街や関係各機関の皆様の御理解

と御協力を得なければ実現することはできません

し、競技会の成功がスポーツコミッションの設立

にもつながっていくことと考えているところであ

ります。このようなことから、今後スポーツコミ

ッションの設立を視野に入れながら、大会、合宿

にかかわる受け入れ組織の立ち上げのため、関係

する競技団体や体育協会、旅館業や商店街などと

協議を進めながら、各種事業を展開してまいりま

す。また、市民のスポーツに対する関心を高め、

大会合宿に参加する選手を歓迎し、応援する体制

づくりも進めてまいります。

次に、施設整備についてですが、冬季スポーツ

の拠点化を推進していくため、平成２７年度には

国の交付金であります地域活性化・地域住民生活

等緊急支援交付金を活用し、スノーモービルの更

新やクロスカントリースキーのコース整備用機器

を購入しました。また、平成２８年第１回定例会

で補正をしました地方創生加速化交付金を活用し

ての備品整備では、本年度スキー場整備のための

刈り払い機やトレーニング用のランニングマシン

を購入したり、大会運営のためにジャンプ台競技

システム及びクロスカントリースキー競技計時、

計測システムの借り上げ費に充てていきたいと考

えております。今後も大会や合宿を誘致していく

上で施設や備品の整備は随時行っていく必要があ

りますので、その際監督、コーチや選手のニーズ

にも応えながら行ってまいります。また、総合計

画の実施計画やローリングの中でも協議をしてま

いりますので、御理解をお願いいたします。

次に、大項目４、スポーツ振興と施設整備につ

いてお答えいたします。まず、小項目１のジュニ

ア育成にかかわる教育的配慮についてですが、本

年度のスポーツ少年団への加入状況は名寄地区１

８団体、風連地区５団体、計２３団体となってお

り、そのうち指導者登録は１０２人で、教職員な

どの学校関係者が１１人となっています。近年の

少年団の傾向としては、学校単位型の少年団であ

ります野球やバレーボールの団員数の減少が大き

く、その反面、学校の範囲を超えて活動している

少年団は団員数が横ばいから増加している傾向に

あります。このような少年団への加入状況の変化

から、過去には最も団員数が多かった野球少年団

においても市内３小学校で合同のチームをつくっ

ている状況にあります。また、学校関係者が指導

している少年団については、学校単位型の少年団

に限られるものであります。

議員からは、ジュニアの育成にかかわり、学校

関係者が指導者として積極的に関与し、加入して

いる団員はもとより、保護者も含めよりよい人間

関係を構築していく、またすべきという御意見と

考えておりますが、先ほど述べましたように学校

単位型のスポーツ少年団が少なくなってきている

現状や学校関係者が勤務している学校で指導する

という従来の枠組みではおさまらなくなってきて

いることを考慮すると、学校関係者の指導者確保
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も必要と思いますが、少年団の指導者の確保につ

いては地域全体で取り組んでいかなければならな

い課題であると考えているところであります。た

だ、現在も熱意を持って積極的に指導に当たって

いただいていたり、少年団と団員の連絡調整に当

たっていただいている学校関係者もいることから、

今後も関係学校と連携しながら現実に指導してい

る学校関係者が転勤した後任には指導可能な方を

配置するなど人的な面で配慮していきたいと考え

ておりますので、御理解をお願いいたします。

次に、小項目２、名寄市風連球場の改修整備に

ついてお答えいたします。名寄市風連球場につき

ましては、昭和５４年に設置され、平成１１年の

改修を経て現在の球場として使用されております。

昨年には、球場トイレの男女別室洋式化修繕と本

部席屋根の改修修繕を行い、それぞれ利用者の利

便性を図らせていただきました。名寄市の野球人

口の動向では、人口減少、少子化などに伴い野球

人口が減少しているのが現状で、市内少年団野球

チームも統合が進み、かつては６チームが活動し

ていましたが、現在では３チームまで減少してお

り、また中学校においても風連中学校と下川中学

校が合同チームで活動している状況にあります。

施設を使用するに当たり、安全が第一であること

は言うまでもありませんが、改修費も多額となる

ことから、利用者への注意喚起にとどまっている

のが現状であります。本市といたしましては、ス

ポーツ活動を通じた競技力向上、青少年の健全育

成等の観点から、スポーツ施設整備は重要である

と認識しております。しかし、大規模改修は財源

確保が必要であり、市全体の公共施設の整備計画

との関係、スポーツ施設の老朽化や機器更新の状

況、利用状況、競技団体からの要望などを考慮し、

施設整備をしてまいりますので、御理解をお願い

いたします。

また、本市は２つの市営球場を有しており、球

場の改修や運営等今後の球場のあり方についても

関係する皆さんとも検討していく必要があると考

えております。

以上、私からの答弁させていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁いただ

きました。ありがとうございます。再質問を幾つ

かさせていただきたいというふうに思います。

まず、子ども・子育ての部分でありますけれど

も、保健師さんが子供の成長に携わってきて、い

ろいろ先ほどもこのガイドブック、それからカレ

ンダー等に事細かく年齢に応じた形の中でのかか

わりといいましょうか、受ける事業がたくさん載

っていまして、それに伴って保健師さんが携わっ

ているというふうに理解をしておりまして、この

ようにしっかりとした体制を整えてくれていると

いうことについては非常に理解をしていますし、

親御さんの不安解消につながっているというふう

に思っておりますので、これからも引き続きよろ

しくお願いしたいというふうに思います。

それで、中で先ほどの数の中でも出ましたけれ

ども、３歳児健診のときの対応として、今保育に

欠ける状態の保育所と、それから子供を教育とい

う形で幼稚園に通わせていると。我々の時代です

と四、五歳児が通うとかという状況でしたけれど

も、今はもう３歳からそういう形で集団の中で生

活をともにするということが当たり前の時代にな

ってきているというふうなことでありまして、こ

のことから３歳児健診が３歳３カ月か４カ月ぐら

いで行われると思うのですけれども、そのときに

親御さんから話を聞くと、大体集団生活というの

は保育所とか幼稚園に通っている、通っていない、

先ほどもお話の中で５００人くらいいて、そのう

ち４１２名がということだったというふうに、ち

ょっと数値的に思うのですけれども、実際に健診

のとき３歳児の全体のどれくらいのパーセントと

いいましょうか、集団保育されていないというか、

そしてそのされていない保護者にやはりこの子は

集団の中で少し生活させるほうがいいよなという

ふうに思われる方もいると思うのです。その辺の
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働きかけだとかいうふうな部分について少しお知

らせいただきたいと思います。

それと、親子バスツアーについては非常に人気

が高いというふうなことで、いい事業をこの５年、

５年目になるわけですけれども、展開しているな

というふうに思いますし、先ほどもアンケート調

査は特にそのことでは実施していなくて、ひまわ

りらんどの中での全体の中であわせてしていたと

いうことでありますけれども、５年迎えることか

ら改めてアンケート調査を実施するというふうな

ことでありますから、それをしっかり検証して、

つなげていっていただきたいなというふうに思い

ます。

それと、ひまわりらんどの状況なのですけれど

も、私も見て、夏の朝大変だったのです。ですか

ら、その中でやはり内部で除湿対策といいましょ

うか、空調に関する部分として進めるというふう

な話が出ていたと思いますが、これ始めてまだ１

年たっていないのですけれども、おおむね１サイ

クルというふうなことですから、それら本当に厳

しい状況であることをしっかり受けとめていただ

いて、しっかりとした暑さ対策をしていただきた

いなと。施設は風通しが悪いのです。もともとい

いところと言ったらおかしいですけれども、風が

抜けるような状況で窓が設置されていませんから、

風が抜けないということもあって、それが影響し

て相当湿度が高くなっているのかなというふうに

は思われますけれども、それらのことも含めて対

策を講じてくださるということですから、これは

しっかりと対策を講じていただきたい。

職員の配置で、現在３名なのです。私見ている

と、３人のうち正職員が１人、臨時職員が２人、

１人はコンシェルジュということで、資格も持っ

ていらっしゃるので、一緒に指導に当たっている

という状況ではありますけれども、お母さん方か

ら相談というふうなことになったら別の部屋で相

談を受けるということになりますから、２名にな

ってしまうと。それと、先ほども話もありました

けれども、屋外でのこの暑さに耐えるのにプール

で遊ぶとか、そのほか遊具は外にありますから、

それらを利用して遊ぶわけですけれども、それら

の職員がどういうふうに携われるのかという部分

でいうと、３名は非常に厳しいというふうに思っ

ていますので、このことについて今後どうお考え

なのかお聞かせ願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） まず、最初の御

質問であります３歳児健診時の集団生活の利用状

況の聞き取り調査についてでございますけれども、

名寄市におきます子育て支援の一環として、そう

いう聞き取り調査を行ってきております。幼児期

につきましては、社会性ですとか生活習慣が発達

する重要な時期であると捉えておりますので、子

供の発達にとって集団生活がいかに重要であるか

ということをお伝えしながら、育児の孤立化を防

ぐこともあわせて、そのような目的において聞き

取りの調査をさせていただいているところであり

ますが、平成２７年度の３歳児の健診につきまし

ては名寄会場、風連会場を合わせますと１４回実

施いたしまして、対象者が２６０名、うち２５８

名が３歳児健診を受診されております。未受診の

２人につきましても保育所ですとか家庭訪問で確

認はとらさせていただいております。２７年度の

集団生活状況調査では、集団活用なしとお答えに

なった方が１ ４％ございました。集団を利用し

ないで自宅で養育を希望される保護者の方もいら

っしゃいますので、１００％全ての方が就学前に

集団生活を活用されるということはなかなかなら

ないという場合もございますけれども、３歳児健

診時以降は経過観察が必要な子供につきましては

地区の担当の保健師が継続支援を行っている状況

でございます。毎日の通所にはこだわらないで不

定期な形でも、そういうような活用も含めまして

勧奨を行っているというところであります。議員

からも先ほどありましたひまわりらんどの活用も

大変有効であると考えておりますので、そちらの
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御利用も勧めているようなということであります。

それから、２つ目の親子お出かけバスツアーに

つきましては、おっしゃるとおり５年目を迎えま

したので、さらなる事業の充実に向けまして利用

者の御意見をいただきたく思いますので、アンケ

ート調査等実施をさせていただきたいと思います。

それから、ひまわりらんどの暑さ対策につきま

しては、現在部内で検討中ではございますが、来

年の夏に向かいまして湿度関係も含めながら、暑

さ対策、快適な環境で親子に過ごしていただける

ような取り組みを検討させていただきたいと考え

ております。

それと最後に、ひまわりらんどの職員体制の部

分でありますけれども、ひまわりらんどにつきま

しては親子でお出かけいただく場所でありますの

で、一人一人の幼児の皆さんを職員が必ず１人ず

つ見守らなければならないという状況の施設では

ございませんけれども、議員から御指摘ありまし

たようにそれぞれ外の部分、それから文化センタ

ーの部分で職員が分散した場合に職員の体制が少

なくなるということもございます。そのような場

合は、臨時的に１名を増員いたしまして４名体制

では行っているところではございますが、たださ

らなる安全、安心なそういう環境を提供するため

にも今部内で検討させていただいておりますが、

組織機構について今後の課題として検討を進めさ

せていただきたいというふうに考えておりますの

で、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） いろいろ考えてくださ

っているということですから、それが親御さんの

安心につながるということになると思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。

次に、原産地の呼称管理制度についてお聞きを

したいと思います。先ほど認証、この設置の目的

というのはわかるのです。やはり地域と差別化を

して、名寄市でいい農産物を生産されているから、

そのブランド化を図っていくためにも含めてこれ

は必要なことだなというふうには理解はしている

のですけれども、たしか去年から進めていますけ

れども、まだ実際に品目が定まっていない。基準

もこういう基準でやるというふうなこともまだ恐

らく決まっていないと思うのです。先ほどの答弁

でいうと、基準は市でというふうなことでありま

すけれども、協議会方式をとっていらしたと思い

ますから、そちらで恐らく基準について話し合わ

れて、この基準を決めるのかなというふうに思い

ますけれども、実際に私が気になっていたのは認

証は誰がするのかなと思ったのです。その認証は、

先ほどの答弁では行政が行うということだったと

思いますが、よろしかったですか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 認証につきましては、

認証機関としてそこに、今認証機関というのは名

寄市の農業振興対策協議会を想定していますけれ

ども、その中に審査する部会を２つ設けようとし

ています。品目審査を部会という形の中で、書類

だとか品質検査だとか、そういった基準に合って

いるかどうかということを審査する部会ともう一

つが味覚というか、食べてみておいしいというこ

とも含めてそういった部会で御検討いただいて、

認証機関であります農振協の中で認証をいただく

と。その認証したものを名寄市に報告して、名寄

市が決めるという、認定登録するということにな

るのだと思いますけれども、そんなスキームで今

ちょっと考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 認証という、基準とい

うのは、まだだから決まってはいないのですよね。

農振協で決めるということで、こういう例えば残

留農薬のトレーサビリティー制度というのがあり

ますから、これは必ず受けなければだめだよとか

いうふうな、１つたがはめる部分として基準とい

うのを設けるのでないかなというふうに思うので

すけれども、その中で農振協の中に実際に農協も

入っていますから、私が気になっているのは要す
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るに承認して認証を与えるのはどこなのかという

ところで、農振協だとしたら自分で申請して自分

で認証を出すというようなことになりかねないの

かなという感じがしています。実際には、多くの

農産物は農協が系統出荷していますから当たり前

の話だと私は思うのですけれども、その辺の部分

について誤解を招かないような形の中で対応すべ

きでないかなというふうに思っているのです。そ

のことについてもお話をいただければなというふ

うに思いますけれども、今まで生産物、生産して

いた人はいろんな形でその生産物を市場に出すわ

けです。出し方としては、系統出荷という部分も

ありますし、細かくは産直とか、それからインタ

ーネットで販売しているとか、いろんな部分はあ

ると思うのですけれども、そういう部分で小ロッ

トの部分についてはこれ認証の対象にならないの

かなという感じも実はしているのです。ですから、

そうなると認証を与えるということからすると、

認証をもらえなかった人とのこの弊害といいまし

ょうか、これはどうなのかなという素朴な疑問が

あります。実際に名寄の表玄関である風連のとこ

ろの道の駅、あそこも毎日今の時期ですと多くの

方々が御利用されて、産直を利用されているので

す。そこでどうなのかというところも素朴に思う

のです。その辺の部分についてどんな考え方をお

持ちなのかお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 認証の関係で御質問

いただきましたけれども、先ほど若干説明させて

いただきましたけれども、その品目別の審査会を

部会を設けて、そういう審査会を設けるというこ

とでございますので、その中には全く第三者、例

えば大学の方ですとか、料理の方とか、そういっ

た部分を予定していますので、そこでの一定の審

査基準を満たして審査することによって、そうい

った分では担保されるのかなというふうには考え

ているところでございます。

それと、当然生産者への認証する、しないとい

うふうになりますと、そういった御不安もお持ち

だというふうに思います。特に今申請する者とし

ては、販売する方、販売者ということでございま

す。でありますので、例えば生産団体だったり、

インターネットで販売する方だったら、その個人

が認証をいただくというふうに申請していただく

というふうに考えております。その中で今議員か

ら御指摘いただいた、例えば道の駅で認証された

ものとされていないものが並ぶという場合どうな

のだろうという御意見をいただきましたけれども、

それはあくまでも個人が一定の基準で審査を申請

をしていただくものなので、そういうものが出て

くるのは当然あるのかなというふうには考えてお

ります。そういった中で、いずれにしてもそうい

うことが想定されますので、生産者も含めてよく

内容を説明しなければいけないというふうに思っ

ています。その中で今そういった基準だとか、御

指摘いただいた弊害だとか、想定されるものにつ

いてはある程度まとめて生産者にやっぱりよく御

説明して、この線なら御理解いただいた中で進め

ようというふうに考えてございますので、いまし

ばらく時間がかかるかなと思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） いろんな方から話を伺

ったりする中で心配している部分があるものです

から、その辺しっかりしていただければ、この制

度はいい制度と私は思っていますから、しっかり

と誤解を招かないような形で作業を進めていただ

きたいというふうに思います。

次に、冬季スポーツの拠点化に関して何点か質

問させていただきます。それこそ阿部雅司さん、

アスリートに名寄に来ていただいて、そのことに

ついて招聘をすることを市長が決めて、そして本

人も名寄に来ることを決断をしてくれたというこ

とについては本当に敬意を表することだなという

ふうに思っています。私たちも拠点化に関する部

分も含めていいことだと思っていますので、応援
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をしたいというふうに思っております。

その中で危惧する部分があるので、幾つか質問

をさせていただきたいと思います。先ほどの部分

でいうと１０月に、１６日でしたか、行われるコ

ンソーシアムローラースキー、これはいいことだ

し、周りもみんな協力してくださるということは、

それは理解をしております。ただ、拠点化事業、

大会、合宿含めたトータルで考えていく中で、ま

ずは冬季に限っていくわけですから、冬季の各種

団体、そしてその頂点にあるのは体協さんという

ことで、そちらとの話し合いといいましょうか、

こういうことで進めたいと思っているということ

をお伝えをしながら、いろんな形の中で問題提起

があったり、課題解決のためにどうしたらいいの

かとかやっていると思うのですけれども、その部

分について先ほどは進めていますというお話でし

たけれども、どの程度まで進んでいるのか、もう

一度お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 御質問ありました冬

季スポーツの拠点化を進めるに当たって、当然議

員おっしゃるとおり体育協会だったり、競技団体

との連携、一緒に足並みをそろえて進んでいくと

いうのが大切ということで考えております。昨年

１０月に名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略

策定するに当たって、私どもは担当のほうで体協

のほうに行きながら、ある程度の素案ができてか

らの話もありますけれども、足を運びながらもこ

ういう形で市として総合戦略にのせて拠点化、あ

れは交流人口、定住人口の拡大の一つとしてのス

ポーツの拠点化、ジュニア育成等のいろんなもの

が入っていましたけれども、こういった事業を進

めていきたいという話もさせていただいて、１０

月にも策定されて進めてきました。昨年の１１月

には、合宿の受け入れをやっぱり組織をしていか

なければならぬという中で、関係する皆さんにお

集まりいただきながら、２７年度の冬季のスポー

ツのこういった合宿なり大会の状況だったり、さ

っき言った総合戦略の中身であったり、今後この

ように進めていきたい、ちょっと具体性には欠け

ていたかもしれませんけれども、そういったお話

もさせていただいた中にも体育協会も入っていた

だきながら進めてきています。その後については、

各種大会等の中での進めの中で特化しての話とい

うのは春になってから、２カ月に１回ほどちょっ

と状況も確認しながらというふうに担当から聞い

ていますけれども、今回のウインターコンソーシ

アム事業も、競技会もそうですけれども、そうい

った事業を進める中で抱き合わせていろんな協議、

話をさせてもらっているという状況で、それに特

化して集中的にやっているという状況にはなって

いませんけれども、いろんな機会を通じながら、

意見を聞きながら進めてきているという状況であ

りますので、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 今お話をいただいてい

ますけれども、実際スポーツ団体の中ではそうい

う理解には至っていません。ですから、そこが大

事なのです。これと同じように市内の旅館、ホテ

ル、ここも同じだと思うのです。ですから、春に

１度説明に来ました。それだけです。これでいい

のかなと私は思うのです。そうではない。こうい

うふうなことを総合戦略の中でも盛り込み、そし

て２次総計でも３つのうちの１つで目玉として出

そうとしているということを考えると、やはりし

っかりとした形でまず固めて、それからいろんな

人に、その固めるというのはスポーツ、冬季に限

ってですから、冬季スポーツの団体といろいろ話

をして、どんなことが必要なのか、それから大会

誘致に関する部分、合宿に関する部分、どんなこ

とがあるのかと。いろんな課題を提起を受けて、

それをどういうふうに解決をしていきながら、で

は名寄としてどうつくっていくのかということだ

と思うのです。ホテルや何かもそうだと思うので

すけれども、ことしの２月に全中ありましたよね。

その全中の大会の中で、名寄の実際に使っている、
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宿泊した数とか押さえていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 各種大会、合宿にか

かわる数値については、基本的には宿泊数をベー

スにしてカウントしていますので、そういった形

で押さえて確認はしています。今回の行政報告に

もことしの夏期間の数字を各ホテル、旅館を回っ

て確認させてもらっていますし、１０月に向けて

も一つの実績も含めても確認していきたいと思っ

ていますので、そういった状況の中で確認をして

いきたいと思っていますが、今ことしの２月の段

階の数字を用意していませんので、申し上げられ

ませんけれども、基本的にはそういった数字を出

すには宿泊数になりますので、そこの旅館との数

字を確認しながら進めてきているところです。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 実際には３５０です、

名寄に泊まったのは。北は音威子府、南は剣淵、

西興部まで、エリアで２７０名。そのほか名寄に

泊まれないし、地域に泊まれないから、旭川に、

そういう状況だったということを私はお聞きして

います。そういうことを踏まえて考えると、来年

の３月ですか、ジュニアオリンピックが五、六百

来るわけですから、そのことを考えるとどういう

ふうにするのかなと。それと、春に、春といいま

しょうか、予算委員会のときにこの事務局を立ち

上げるに当たって受け入れ態勢の整備を図るとい

うことで御答弁いただいたと思うのですけれども、

その部分についてはどういう組織が立ち上がった

のか教えていただけますか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 昨年から受け入れ組

織の必要性を話しながら立ち上げるという、今年

度の大会、１２月始まりますから、それに向けて

やっぱり必要性もあるので、立ち上げていかれる

という話をしてきたというふうに思っています。

先ほど議員からも御指摘ありましたように、旅

館業でいえば４月に説明会をして、その後引き続

き継続して足を運べていない状況というのは反省

をしている点であります。ただ、先ほど言いまし

たように７月の宿泊状況の調査であったり、９月

末の実績の調査も行う予定でありますので、その

中でもコンソーシアム事業の、そして来年の開催

のジュニアオリンピックカップの話もさせてもら

いながらきているところでありますけれども、そ

ういった面では時期が来て、今コンソーシアム事

業と抱き合わせになっている部分がありますので、

どういった、どこのエリアでつくるかというのは

しっかり近々に判断をしながら、形だけではだめ

だというふうに思っていますので、それは議員も

そういうふうに思っていると思いますので、やっ

ぱり実質的に機能できるような組織、そこはどこ

の団体からスタートするかというところは、こと

しの大会や合宿が入ってくる時期に向けては体制

を整備していかなければならないというふうに考

えています。その点については、また御意見もい

ただきながら進めていきたいと思っていますし、

そういった組織をつくりながら広げていく、拡大

していく、そして事業も進めていく。そして、将

来的にはスポーツコミッションにつなげていけれ

ばという、そういった構想を持っているところで

あります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） そういう中でスポーツ

コミッション協議会の立ち上げをできれば１０月

にというようなことで御答弁いただいたと思うの

ですけれども……１０月とは言わなかったか。先

ほどの答弁の中でスポーツコミッション協議会に

ついて触れられましたよね。この部分についても

やはりこれはしっかりとした理解がないとできな

い部分だと思うので、まずは一番核となるところ

というのはスポーツである。冬季スポーツの団体

であり、そして宿泊が必要ですから旅館、ホテル

であり、そこらとしっかり協議をし、そこで固め

て、それからある意味いろんなそれに関連する部
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分と共同で進めていく。オール名寄で進めていく

というのは、そういうふうにつながっていくのだ

なというふうに思うのですけれども、協議会をつ

くることを意識して先走ると、私はなかなかうま

くいかないのかなというふうに思っているのです。

それが危惧するところなのです。ですから、やは

り町場に理解を求めなければならないということ

と、それから市民周知という部分で、合宿の部分

でいうと名寄に今どこのチームが合宿に入ってい

るか、大学なり高校なり社会人なり、そういうも

のってわからないのです。それをわかっていただ

くように何か掲げるというか、そういうふうな形

で考えることではありませんか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 前段に話がありまし

たスポーツコミッションにつきましては、これは

急いでつくろうというふうには思っていません。

言われるようにしっかりとした土台となるものが

あって、スポーツコミッションは自主運営もある

程度しなければならぬという組織でありますので、

いろんなイベント、スポーツに限らずイベントも

含めながら、そういった収益を上げるということ

も１つにありますので、やっぱりしっかりとした

研究もしながら進めていきたいというふうに考え

ておりますので、御理解をお願いしたいと思いま

す。

今ありました合宿、大会が来たときに選手さん

がどこが来ているかというような市民周知の部分

だというふうに思います。士別市では、スポーツ

センターと何カ所ですか、やっております。その

必要性は私も十分にあるというふうに思っていま

すし、その効果もあるというふうに思っています。

ただ、どこの場所にどういったターゲットという、

例えば選手に向けてやるのか、市民に向ける、そ

ういったこともありますので、いろんな御意見を

いただきながら設置に向けてはしていきたい。時

期はちょっと今明確に言いませんけれども、必要

性は感じますので、議論は進めていきたいという

ふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） まずは、スピードを持

って対応してもらいたいと思います。ただ、急ぐ

といろんなことあると思いますから、今スポーツ

コミッションの協議会立ち上げについては急いで

いませんということですから、それでいいのかな

と。体制が整ってからでお願いしたいなというふ

うに思っています。

それと最後に、風連球場の整備に関する部分で

ありますけれども、市長にちょっとお聞きをした

い。なかなか財政的な部分とか、いろいろお話と

いいましょうか、答弁にありましたけれども、現

実そんなに、名寄市営球場と風連球場と両球場を

使って進めているということで、片方ではできな

いという部分ではあるのは確かなのです。それと、

実際風連球場の部分については、私もずっと使っ

ていて余り意識しなかったのですけれども、考え

てみたらコンクリなのです、塀というか。聞きま

すと、昔には事故もあったというふうにもお聞き

をしていますし、やはりこれ本当にそういう形で

進めてもいいのかなと。事故防止の観点から、や

はりこれは何らかの対策を講じなければならない

のではないかなというふうに思っておりますので、

その辺について市長の御見解をお聞きしたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議員からは、前回の質問

のときに高校の公式の野球場どうかということで、

なかなか厳しいかもしれないと、そういうお話を

させていただいたのですが、今回は小中学校の大

会が今名寄に集中をしているという状況があると

いうようなことも含めて、名寄、風連が非常に使

う頻度が、特に風連が高くなっていると、こうい

うことだということを改めて私も認識をさせてい

ただきました。コンクリートの壁がどのような危

険性があるのかということも私もよく承知してい

ない部分もありますので、この辺も野球連盟の関
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係者の皆さんや、また頻度の状況、皆様ともまず

は協議をしていく必要があろうと。その上で今い

ろいろなスポーツは特に施設整備も含めてお金が

かかることが結構山積しているということもあり

ますので、優先順位の問題もありましょうけれど

も、御提言をしっかりと受けとめて、各競技団体、

そして庁内でも検討していきたいというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０４分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

避難行動要支援者の避難と救済支援について外

３件を、高橋伸典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） まず初めに、今回台

風の災害で亡くなられた方々の御冥福をお祈りす

るとともに、被災地で被災されている方々の早急

の被災の復旧をお祈りをいたします。

議長の御指名いただきましたので、通告順に従

い質問をしてまいります。まず、災害時避難行動

要支援者の避難、救済支援についてお尋ねをいた

します。地球温暖化で気候が大きく変わることに

よりゲリラ豪雨が各地で起こり、大きな被害をも

たらしているのが現状であり、地震や台風、ゲリ

ラ豪雨、同じ時期に発生したら一体どうなるのだ

ろうか、想像を絶する大被害をもたらすことは当

然であります。しかしながら、どこまで防災対策

がとられているのか問いかけてみると、行政や各

個人が十分だと言えないのが現実ではないでしょ

うか。最近台風の被害を見ても、行政はどの自治

体も想定外だったという声が毎回のように聞かれ

ます。防災行政の本質は、どこまでが行政の仕事

であり、どこからが住民自身の責任なのか、その

線引きは大変難しいものがあります。しかし、社

会というものは強い人も弱い人も健康な人も病気

の人も、そして体の不自由な人もそうでない人も

全ての人が同じ住民として社会で連携し、支え合

って生きていくためにあるものではないでしょう

か。そして、行政や地域社会が自助ができる健常

者は後に回してでも、まず一番困っている人たち

に手当てをしていくという考えが基本になってい

かなくてはならないと考えております。したがっ

て、災害になると一番弱い立場にある人に対して

一番配慮しながら対策を進めていくことがとても

重要となっております。災害に対しては、最も弱

い立場である人たちに対してどのような支援が必

要なのか、また支援の質、量、そして体制の取り

組み方等に災害時避難行動要支援者を軸とした対

策をしっかり立てていれば、そこにおのずと健常

者である住民の支援も見えてくるのではないでし

ょうか。防災行政における災害時避難行動要支援

者対策がこうして可視的になると、防災対策も具

体的になり、防災行政における自助、共助、公助

についても種々の約束事が決まってくるのではな

いでしょうか。つまり災害時避難行動要支援者対

策は、防災行政の鍵であります。このような観点

から、災害時避難行動要支援者の避難と救済対策

について質問をいたします。

台風、ゲリラ豪雨、暴風雪、地すべり等によっ

て人身被害を防止するためには、高齢者、身体障

害者、知的障害者、精神障害者、妊産婦、乳幼児、

児童等の多様な要支援者を早期に発見し、避難を

支援することが重要であります。災害時避難行動

要支援者への支援方策は、一人一人が多様であり

ますから、考えれば考えるほど複雑となります。

同じ身体障害者といっても視覚障害者もいれば聴

覚障害者もおられます。手足が不自由な人もいれ

ば体の内部の障害もおられます。一人一人の状況

が違うため、一般的な対策はなく、今後高齢化社

会になってますます増加傾向になることが予想さ

れますが、災害時の避難行動要支援者への支援方

策の理事者の御見解をお尋ねをいたします。



－105－

平成２８年９月２１日（水曜日）第３回９月定例会・第３号

次に、災害時避難行動要支援者の安否の確認や

支援をするため、災害時要支援者名簿が効果的に

活用されているのかという疑問があります。災害

時避難行動要支援者の名簿を作成して、その名簿

を有効に活用して誰が誰を支援するかを明確にし

ていかなくてはなりません。個人情報なしに地域

の防災を高めることは不可欠であります。しかし

ながら、災害時避難行動要支援者であることは、

個人情報、プライバシー情報であるため、この情

報の保護という課題が常に壁となっているわけで

あります。災害時避難行動要支援者の登録と情報

の共有の範囲が限られていて、効果的に活用され

ていないのではないかと考えられますが、災害時

避難行動要支援者の安否確認と支援について理事

者の御見解をお知らせいただきたいと思います。

市役所や地域、知らない人には情報を提供した

くないという理由で災害時避難行動要支援者名簿

に登録したくない人がいるのであれば、その人と

一番親しい人に対してだけ情報を提供するという

考えもあります。名寄は手挙げ方式ですが、支援

者に対して災害時に誰に支援してもらいたいのか

確認し、その人を支援員として登録する。その人

に情報を伝え、災害時には登録した支援者に連絡

が行くようにしていく。支援者が必ず災害時避難

行動要支援者の支援をする方法もあります。また、

どうしても救助をしなければならない、連れて逃

げなければならないと考えると、地域の人は身を

引いてしまう可能性もあります。難しいことはし

なくてもよいです、とりあえず無事かどうかを、

いるかどうかを、いないかどうかを確認してくだ

さい、救助活動も大事なこともありますが、救助

活動は消防署、消防団、自衛隊などプロがやるの

で、町内会、自主防災組織に連絡をしてください

など負担を軽くすることも大切なことと思います。

災害時避難行動要支援者と地域支援員の登録促進

について理事者の御見解をお願いをいたします。

要介護高齢者や障害者が利用している居宅福祉

事業者との連携についてお尋ねをいたします。居

宅福祉事業者との協定を結び、居宅福祉事業者が

自分たちの施設に通っている方々の安否の確認や

支援を行っていくことも支援者の安否確認、支援

方法の一つであると考えております。居宅福祉事

業者との連携について理事者の御見解をお願いい

たします。

何のために災害時避難行動要支援者情報を収集

し、共有し、名簿をつくるのかといえば、困って

いる人に対して、避難行動要支援者への避難支援

を具体的に一人一人つくっていくためにあると考

えております。支援者に対して災害時に誰が安否

の確認をし、そのときに誰が手助けをして、そこ

にどのようなものが用意をされていて、本人は何

を持っていき、どこの保健や医者につなげていく

のか、具体的なプランを一人一人につくっていく

ことが必要ではないかと考えております。災害時

避難行動要支援者の避難支援プランの作成につい

て理事者の御見解をお願いいたします。

災害時避難行動要支援者は、行政が催すイベン

トや講習会、講演会、防災訓練など、ふだんは家

の中で静かにして余り参加をしていません。ある

高齢者は、ひとり暮らしをしていまして、班長の

番が来たのです。ひとり暮らしで歩くことがおぼ

つかないため、班長ができないと町内会に言いま

した。でも、町内会ではだめだということで、町

内会を退会されました、その方は。このように災

害時に一番困ってしまうこともあります。その対

応を考えていかなければなりません。町内会未加

入の避難行動要支援者対策について理事者の御見

解をお願いをいたします。

大きい項目その２、被災者台帳、被災者支援シ

ステムの導入についてお尋ねをいたします。被災

者台帳とは、災害が発生した場合、被災者の援護

を総合的かつ効果的に実施するために基礎となる

台帳であります。災害対策基本法第９０条の３第

１項に市長が作成すると書かれております。災害

対策基本法第９条の３第１項、被災者台帳の考え

について理事者の御見解をお願いをいたします。
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被災者台帳を導入することによって、被災者の

状況を的確に把握し、迅速な対応が可能となりま

す。被災者が何度も申請に行かずに済む等、被災

者の負担軽減にもなります。そのため近年東日本

大震災、広島土砂災害、熊本地震等々の大規模災

害に被災者台帳の確認が高まっておりますが、こ

の作成は必ずしも進んでおりません。こうした実

態を踏まえ、内閣府防災担当は平成２０年度被災

者台帳調査業務報告書を取りまとめ、地方自治体

に対して先進事例と導入支援実証報告及びチェッ

クリストを提示をしております。この内閣府の報

告書において被災者台帳の先進事例の一つとして

取り上げられている被災者支援システム、１９９

５年に阪神・淡路大震災の壊滅的な被害を受けた

ときに兵庫県西宮市が独自で職員が開発したシス

テムであります。現在地方公共団体情報システム

機構の被災者支援システム全国サポートセンター

において全国の地方自治体に無償で公開、提供を

行っております。被災者支援システムの全国サポ

ートセンターの活用の理事者の御見解をお願いい

たします。

このシステムは、最大特徴は家の被害だけでな

く、被災者を中心に置いている点であります。住

民基本台帳をデータとしてベースに被災者台帳を

作成し、それをもとに罹災証明書等々、支援金、

義援金等々を交付、救援金、物資の管理、仮設住

宅入居等々の被災者支援に必要な情報を一元化管

理するものになっております。被災者支援システ

ム全国サポートセンターの活用について理事者の

御見解をお願いをいたします。

次に、大きい項目３項め、除排雪のあり方につ

いてをお尋ねをいたします。もうそろそろ雪が降

り、１２月の定例議会でと思いましたが、１１月

初旬には除排雪業者との説明会等々が開催される

と思います。そのため現状の市民の皆様からいた

だいている声を除排雪体制に反映していただくた

め、今回は質問を取り上げさせていただきました。

昨年も除排雪にはいろいろと苦情等があったと聞

いておりますが、本年度除排雪体制の考え方につ

いてをお知らせをいただきたいと思います。

市道排雪は、町中、北地区から始まり、最後は

南地区、東地区、ことしは逆の排雪対策に変える

考えと、また排雪助成の中で指定業者は朝早くか

ら除雪作業をやり、日中はロータリーで排雪作業

をやり、夕方５時以降に個人の排雪助成を行って

おります。小さい企業、建築業、塗装業、水道、

電気業者の方々も小型ダンプ、ショベルを持って

排雪を行っております。この小型のショベルの助

成の考えについて、また排雪作業の方法について

お知らせをいただきたいと思います。

交差点での雪が高く積もり、相手の車が見えに

くいというお話があり、事故がなくなるために昨

年から積み上げ作業が行われていると思います。

交差点や道路を広くしていくといいますが、交差

点、道路を広くする効果が余り見られないという

市民の意見が聞かれます。また、個人が道路を除

雪に来た雪を軽トラックにロータリーで積んで雪

投げ場に投げるとき、市の街角にある排雪場に投

げさせてくれれば効果がいいのに、排雪場に雪を

投げられないのかという声を聞きます。また、名

寄には道幅１１メートルのところが指定ですが、

１１メートルのないところがあり、一方通行の除

雪のため、片側にだけ雪が多く積もると。１日ご

とは大変だから、週または月ごとにでも反対回り

ができないのかという声をお聞きします。市民の

除排雪への作業への配慮の考えについて御見解を

お願いをいたします。

最後に、大きい項目４点目、大雨になり道路排

水の安全対策についてお尋ねをいたします。８月

１７、８月２０、２１、大雨が降り、名寄市内の

排水設備等々のない道路では防じん舗装で何度も

積み上げた舗装により、横の素掘り側溝や住宅の

前に低い場所に水がたまり、市民からどうにかな

らないかという苦情が殺到いたしました。このた

め大雨による道路の排水対策について理事者の御

見解をお願いをいたします。
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以上、壇上での質問を終わらせていただきます。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時１６分

再開 午後 １時１６分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま高橋議員か

らは、大項目で４点にわたり御質問をいただきま

した。大項目の１及び大項目の２につきましては

私のほうから、大項目の３及び大項目の４につき

ましては建設水道部長からの答弁となりますので、

よろしくお願い申し上げます。

初めに、大項目の１、避難行動要支援者対策に

ついて、関連でありますので、小項目の１から３

まで一括して申し上げたいと思います。避難行動

要支援者への支援方策につきましては、平成２６

年４月の災害対策基本法の一部改正の施行前には

災害時要援護者に係る支援制度として取り組んで

まいりました。従来の災害時要援護者支援制度に

つきましては、町内会を通じ支援を希望する方の

同意を得て支援を受ける本人及びその避難支援者

を登録するものでありまして、現在は避難行動要

支援者登録制度に引き継ぎがされております。具

体的な避難支援につきましては、支援する方と支

援される方の登録が必要でありますが、従来の災

害時要援護者の登録制度におきましても全ての方

々の支援者が確保されているわけではございませ

んでした。平成２７年３月以降につきましては、

災害時要援護者以外の避難能力の劣る方、いわゆ

る避難行動要支援者の方々を含んだ支援対策が求

められており、リスクの高い地区を優先して取り

組む必要があり、特に平常時の状態確認などが大

変重要であるとされております。

先進事例としての避難支援の具体策といたしま

しては、初動における町内会などの自助、共助に

よる避難支援のほか、災害時の避難行動要支援者

名簿の外部提供を想定し、一部の関係機関にも平

常時から提供を行うこととされております。災害

時の応急的な対応を想定した平常時の対応や計画

づくりが大変重要でありますが、８月２０日の対

応では実際に関係機関とのやりとりで名簿の共有

を図り、一部具体的対策を検討する場面も生じた

ところでありますが、今後は名簿を活用した平常

時からの避難支援の検討が求められているところ

であります。ただいま申し上げましたように、防

災部局以外での活用も重要視されますことから、

個人情報の外部提供のあり方などを含めて対応を

検討してまいります。

また、避難行動要支援者の安否確認につきまし

ては、平成２７年度から地域防災計画に避難行動

要支援者班を新たに設けることとしており、災害

時にはこれらを担当する職員によって安否確認を

行うこととなります。

民間であります居宅福祉事業者との連携につき

ましては、各施設及び事業の形態に適した対応に

ついて各事業者の主体的参画により連携を図って

まいります。避難行動要支援者の避難支援プラン

につきましては、各地域や町内会、福祉関係者の

主体的な計画作成が法の趣旨に位置づけられてお

りますことから、それに沿った取り組みを推進し

てまいります。

町内会未加入者の要援護者対策につきましては、

共助の観点から町内会の加入を促してまいりたい

と考えてございます。また、昨年の関東・東北豪

雨による大規模水害、本年８月末の台風１０号の

被害から、住民全員の避難をいかに達成するかが

重要であり、住民が避難しないという全国的な課

題の解決に向けても町内会と協力し、健常者の避

難対策も同時に進める必要があると考えていると

ころであります。

なお、名寄市内の町内会における具体的な避難

支援プランの取り組みといたしましては、該当者

のリスト作成を行い、具体的避難支援策、行動の

基準などについて準備をされておりまして、先行
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事例として他町内会の情報提供も行ってまいりた

いと考えてございます。

次に、大項目２、被災者台帳、被災者支援シス

テムの導入について、小項目１、災害対策基本法

第９０条の３第１項、被災者台帳の考え方はにつ

いて申し上げます。被災者支援台帳につきまして

は、被災者の手続の重複をなくし、中長期的にわ

たる支援を効率的にするため、情報を集約した台

帳が法定化され、個人情報の有効な利用が可能に

なるよう制度化されたものでございます。災害対

策基本法第９０条の３の規定におきましては、市

町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し

た場合において、当該災害の被災者の援護を総合

的かつ効率的に実施するため必要があると認める

ときは、被災者の援護を実施するための基礎とす

る台帳を作成することができるとされ、被災者台

帳の記載事項としては氏名、生年月日、性別、住

所、住家の被害、援護の実施状況、要配慮者の事

由などとされてございます。台帳作成をシステム

化することで効率化が図られますが、有効なシス

テムの調査に加え、費用対効果などシステム化に

つきましては今後時間をかけて検討を進めること

とし、万が一大規模災害による被災者が出たとき

には当面職員による手作業により台帳作成を考え

ているところであります。

次に、小項目の２、被災者支援システム全国サ

ポートセンターの活用は及び小項目の３、被災者

支援システムの導入については関連がございます

ので、一括して申し上げたいと思います。被災者

支援システムにつきましては、震災の実体験の中、

職員がみずから開発を行ったシステムをベースに

改良が重ねられたものでありまして、被災者支援

台帳の管理が可能とされ、地方公共団体システム

機構が自治体などに無償で提供を行ってございま

す。当該システムでは、避難所関連の情報管理の

ほか、緊急物資の管理、ＧＩＳを活用した被災状

況や復旧、復興状況の分析、予測、仮設住宅を管

理する機能などが用意されておりまして、さきに

申し上げました被災者台帳のシステム化の実施方

法の一つと考えられますことから、運用実績のあ

る自治体を参考とし、あわせて名寄市の災害対応

に係る職員体制やシステム対応の課題などを踏ま

え、有効活用に向けて調査を進めてまいりたいと

考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目３、除雪のあり方についてお答えいたします。

初めに、小項目１、今年度の除排雪の考え方に

ついてですが、今シーズンにおきましても基本的

には昨シーズンと同様の委託体制の中で除排雪業

務を進めてまいりたいと考えております。除雪作

業につきましては、午前零時から２時の間に市内

の観測地の降雪状況を確認し、降雪が１０センチ

以上とされる場合を基準に出動することとしてお

り、手法としては雪を道路の脇に寄せて実施する

かき分け除雪や道路幅員やすり鉢状の道路改善の

ため、積み上げ方式を実施しているところであり

ます。現状としては、市民の通勤や通学、通院な

どに支障が出ない形での手法を取り入れておりま

すことから、引き続きこれらに配慮しながら同様

の手法をとりつつ、最善の手法について調査研究

してまいります。

次に、小項目の２、排雪の作業方法についてで

ございますが、昨シーズンは排雪の実施延長とし

て名寄地区約１３２キロメートル、風連地区約１

７キロメートルを実施しており、生活道路につい

ては年１回、幹線道路については年２回以上の排

雪を実施してきております。排雪作業では、請負

業者の人員体制と排雪作業に必要な作業機械が１

セット当たりではロータリー車やタイヤショベル、

グレーダー、運搬用のダンプが１１台以上など排

雪に必要な重機が最大で４セットが稼働する作業

体制となります。必要なダンプ台数やオペレータ

ー、交通誘導員などの人員確保、労働環境の保全

といった観点からも十分な配慮が必要であるとと
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もに、事業費についても労務単価を含め高騰して

いることから、現状の体制を維持していくことが

最適と考えているところです。

続きまして、小項目の３の市民の除雪、排雪へ

の作業への配慮についてですが、排雪順路の変更

につきましては初めに重要幹線や幹線道路から道

路幅員の確保ができるように排雪作業を実施して

おります。その後に生活道路の排雪作業を実施す

ることとなりますが、現行の生活道路の排雪作業

順については、雪堆積場を起点として道路幅員が

狭い路線から優先的に順次進めていることと過去

の実績と経験から作業効率のよい順路と判断して

おりますが、今後においてもより効率的な、効果

的な運用について研究してまいります。

また、排雪ダンプ助成において現在の指定業者

以外の利用車両の拡大についてですが、この事業

につきましては事業実施要綱に基づき排雪作業用

ダンプに係る所要経費の一部を助成しております。

この要綱第３条の２項に基づき、排雪を行うもの

は本市建設工事等入札参加資格名簿に登録されて

いるもの並びに貨物運送取扱事業法第２条及び第

３条の許可を受けているものとしております。そ

のため運搬業者は有償で行う事業者であり、国土

交通大臣の許認可が必要なことから、この事業に

おいて一般車両については認めておりません。こ

のことから、利用車両の範囲を拡大することにつ

いては考えてございませんので、御理解願います。

また、雪堆積場に関しましては、現状個人や事

務所などでみずから排雪を行った際に無料で利用

できる市民の雪堆積場として、天塩川の大橋下流

の天塩川左岸河川敷と風連地区においては市営風

連球場横の市有地に配置しております。これ以外

の本市事業の雪堆積場利用について、昨シーズン

は日進雪堆積場のほか７カ所を雪堆積場として利

用しておりますが、これらについては本市の排雪

計画以上の搬入があると本市事業の雪を搬入する

スペースを確保できません。このことにより市街

地の排雪作業において効果的な作業や堆積場内の

安全面に支障が出るものと考えており、現状では

一般の方の搬入は御遠慮いただいておりますので、

先ほどの無料堆積場を御活用いただきたいと考え

ております。

最後に、除雪の経路を現在の回り方から逆に回

ることにつきましては、道路の雪堆積状況や幅員

にもよりますが、狭くなった生活道路では除雪ト

ラックが１度の作業で除雪作業を行うため、車両

についている除雪用の刃が進行方向に向かって左

側のみに雪を堆積させることとなるために、片側

に雪が堆積いたします。逆方向から走れば反対側

に堆積することができますが、箇所によっては逆

から回れない路線や往復走行することで時間的に

ロスが生じてしまい、朝の通勤、通学の時間に間

に合わず、作業効率も落ちてしまうことから、現

状の路線回りが最良と考えておりますので、御理

解いただきたいと考えております。今後市民の安

全確保の観点からも委託業者へ発注時の説明にお

いて配慮と工夫を求め、対応について協議してま

いります。

次に、大項目４、大雨による道路排水の安全対

策について、小項目１、郊外地域の道路排水対策

についてお答えいたします。市内の道路排水設備

につきましては、道路改良工事が完了している舗

装道路では道路内に埋設している雨水管により雨

水処理がされておりますが、郊外地に多い未整備

の防じん道路においては道路の両側にコンクリー

ト製のふたで覆ったトラフ側溝や素掘りの側溝で

処理している現状であります。しかし、防じん道

路の中にはトラフ側溝や素掘りの側溝が埋まって

いる箇所もあり、道路排水の機能がほぼ失われて

いる路線もあります。現在国土交通省所管である

社会資本整備総合交付金の活用により、道路整備

にあわせて雨水処理の整備を進めておりますが、

道路整備には多くの事業費がかかります。今後整

備年次の遅くなってしまう路線や交付基準の規格

とならない路線については、市の単独費である排

水整備工事において整備の必要性の高い路線を見
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きわめ、計画的に排水整備を進めてまいりたいと

考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。今答弁を受けましたので、再度再質問、また

要望と言ったらいいのですか、提言を好きなだけ

言わさせていただいたほうがいいのかなという部

分があります。

避難行動要支援者を支えていくというのは、行

政は難しい部分というのは本当にあると思います。

この個人情報がネックになり、またいろんな要素

があるというふうに私は感じています。でも、先

ほど言ったように、災害が起きたときに必ず自治

体から出てくる言葉が先ほど言った想定外だった、

こんなはずではなかったというのがまず一言目な

のです。その一言目を災害が起きたときに出さな

いというのがやっぱり行政であり、町内会、自主

防災組織ではないかなというふうに私は思ってお

ります。

そして、何日か前の新聞の中で、災害で最も各

市町村の担当者が悩んでいるのはどのタイミング

で避難指示を出したらいいのか。そして、住民が

危機が迫る実感がないために、避難勧告だとか指

示を出しても避難してくれないという部分がある

そうです。いつ出すというタイミングなのかとい

う部分で、今回は本当にもう南富良野にしろ、十

勝にしろ、十勝の清水町では過去３０年間避難指

示も何も出したことがなかった。今回の部分で早

く出すとかえっておかしくなるのでないかなと思

った中での災害だったといいますし、南富良野も

避難情報と連絡体制が不備だった。そして、連絡

をしようとしたときにはもう広報車が走れる状況

ではなく、職員３０名が南富良野の住民をずっと

回ったというのです。でも、全部回り切れなかっ

たという状況があったというふうに聞いておりま

す。そして、日高町の三輪町長、これ災害あった

ところなのですけれども、やはりこの方はもう空

振りでもいいのだと。空振りでもいいから恐れず

に出すことが第一、空振りを恐れず積極的にオオ

カミ少年になれというふうに職員に叫んでいると

いうのです。やっぱり亡くなる人がいても、その

対策がおくれていることによって亡くなる人がい

ることがもう最大の懸念材料かなというふうに思

いますし、今回私も８月１７日、消防団でちょっ

と大橋のところに呼ばれたのですけれども、豊栄

町内会のほうをやらなければならなかったもので

すから、町内会長とずっと。うちの家の周りが前

回３０センチぐらい水没しまして、その対策だと

か、いろんな部分をやっていまして、広報車が走

ったのは１０時１５分過ぎかな、豊栄町内会が避

難指示を出したのが。しかし、私ずっと外にいた

から私は聞こえたのです、外ですから。家の中の

方がやっぱり雨だとか、今気密性の部分の家です

から、広報車はあの小さい、こんな選挙でも使わ

ないようなスピーカーですから聞こえないという

のです。やっぱり災害時対策ではあのスピーカー

では無理だと思うのですけれども、広報だとか、

連絡体制の考え方もちょっとお聞かせをいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今議員から何点かに

わたって御質問いただきましたが、ある意味提言

だというふうに思いますが、まさに言われるとこ

ろが防災の大きな課題の幾つかなのだろうなとい

うふうに思います。私も同じようにマスコミや何

か、新聞等で見て、まさにこういうことがあるな

というのは実感して読んでいます。特に言われた

避難等の指示をいつ出すのか、このタイミング、

どこがいいのかということです。言われたように、

私どももこの間幾つかの経験値を積んでおります

ので、そういった意味では市長にも勇気を持って

判断をいただいて、空振りを臆せずに早目の発信

をしようということで取り組みをさせていただい

ているところでありますので、ここは引き続き取

り組みをさせていただきたいというふうに思いま
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す。

それと、広報の関係について、広報車の関係で

す。言われるように、災害のまさに一番のピーク

のときについては雨も強いでしょうし、場合によ

っては風もつくということも想定されますので、

最近の住宅気密も高いのもありますので、広報車

だけで十分広報ができるのかというと、そこには

私どもやっぱり限界があるのかなと思っています。

それで、昨日もちょっと申し上げましたけれども、

ここは複数の手段で皆さんに伝達をする必要があ

るだろうというふうに思っていますので、それが

１つはラジオであったり、あるいはＬアラートで

皆さんの携帯あるいはテレビのｄボタン見ていた

だくと詳しい情報が出るという方法もあります。

あるいは、ネット環境があれば市のホームページ

を見ていただくというのもありますので、そうい

った行政の情報伝達システムをあらゆる面で駆使

をしながらひとつ伝えたいというふうに思ってい

ますが、ただより一層きめ細かくやる方法とする

と、やはりここは共助に頼らなければいけない部

分もあるという考えをしています。私ども災害や

何か避難情報を出すときについては、当該の町内

会長さんにもあらかじめ少し前から状況も報告さ

せていただきながら、情報を出すときについては

町内会にもお願いしておりますが、やはり共助の

中で町内会との連絡体制なども極めて有効な手段

なのかなというふうに思っているところでありま

す。

それと、最終的な手段としては、実はおくれて

きた台風９号のときに、これは全地域というのは

無理ですけれども、水深の深い、リスクの高い地

域については職員がそれぞれの住宅に赴いてドア

をノックして声をかけるような、そんな体制もと

らせていただきましたけれども、これもやはり職

員も限られておりますので、広い範囲ではなかな

か難しい。限られた地域となると思いますので、

行政は行政としての役割をしっかり果たしたいと

思いますが、共助の中でできるところについては

ぜひ市民の皆さんの中でも理解をいただいて、協

力をいただければ、そこがあわさって初めて想定

外でない取り組みにつながるかと思っております

ので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 先ほど部長が安否確

認、避難行動要支援者を職員で確認すると。今言

われた、きっと家を回るという部分だったという

ふうに言われたと思うのですけれども、これ避難

行動要支援者が何名いて、職員何人で回られよう

とされているのでしょうか。私は、昼間だったら

何とかなると思います。夜あの時間で職員をかき

集めて、何名の方が回れるのかなという。名寄は

水がつかなかったという部分が幸いにもあります

から、回る必要もなかったのかなという部分はあ

ると思いますけれども、前回のように雨がついた

ところがあり、１日で１１３ミリ降ったと。きっ

と士別は１５０降りましたから、士別のように今

回１５０降ったら前回よりもまだまだひどかった

というふうに私は感じていますし、そこの安否確

認の体制を何名の方を何人でやろうとされている

のか、ちょっとお聞かせをいただきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 具体の細かい数字ま

ではちょっと記憶してございませんけれども、市

内全部でいくと ０００人程度が今名簿に登録さ

れているということでありました。議員が言われ

るように、私ども職員だけでは限界があるという

ことでありますので、そこは実は消防団にも御協

力いただくということでありましたが、ただ全域

について対応するのは私どもも当初から難しいだ

ろうという判断をしておりましたので、垂直避難

等でも避難するのが難しい。やはりどこか違うと

ころに移動しなければ命にかかわるようなところ

に限って声かけをさせていただきたいというよう

なところで考えておりました。たしか対象人数に

ついては１００人に及ぶか及ばないか程度の人数
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だったと思いますが、ここちょっと記憶が曖昧で

ありますので、後ほどまた数字をお知らせさせて

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 後で教えてください。

きっと今言った１００名で、職員が４００名いて、

消防団員が１２０名いて、５００人で２名ずつ助

ければ何とかなりますけれども、そんな状況には

ならないというふうに感じておりますので、その

体制をしっかり組んでいただきたいなというふう

に思います。

日高町の早目の情報の重要性ということもあり

ましたし、名寄も今回本当に避難の防災計画を見

ても各自が命を守ることが一番重要な課題なのだ

ということで言われております。８月１７日、私

さっき言いましたけれども、ある程度豊栄町内会

見終わりまして、広報車で名寄南小学校が避難所

を開設しましたというお話をされていて、１１時

ちょっと過ぎですか、避難所の状況を見に行こう

と思って、行きました。避難所が開設されていて、

職員が２名いて、教頭がいまして、３名でいまし

た。もう開設、いつでも入れる状況で、１０分か

１５分ぐらいあそこでアメダスだとか、いろんな

天気予報を見て待っていたのですけれども、なか

なか避難者が来ないので、そうしたら帰りますと

いうことで表へ出たら、一台の黒い車がありまし

て、そしてどうしたのですかと言ったら、避難所

に避難してきたのですと。入れますかと言うから、

入ってくださいと。そうしたら、今小さい子供が

寝ているので、起きてから避難所に入らせていた

だきますということで言われて、そこで待ってい

ました。その後きっと豊栄町内会のほうはお年寄

りの方々３名だとか来たと思うのですけれども、

その中で、ここで一応入れておきます。私も孫が

いますので、子供が一応大切ですから、アメリカ

のハリケーンだとか、いろんな部分でいえば、ハ

リケーンのときはもう２日前から、３日前から避

難の準備、指示を出して避難します。そして、那

智勝浦町では、前回の教訓を受けて明るいうちの

４時には絶対に避難勧告を出すのです。名寄もタ

イムラインがあります。先ほどオオカミ少年にな

れと言っていました。早くてももう４時には避難

の指示を出し、勧告を出して避難所を開設しても

らわないと、こういう小さい子供を持ったお母さ

ん方は逃げられないのです。夜の１１時に家から

避難所に来るなんて、もうかわいそうで仕方ない

です。だから、台風が来るというのがわかってい

るのですから、こういう状況になるというのはわ

かっているのですから、市内で南小学校は小学校

ですから授業やっているので、なかなか開設する

の難しいと思いますから、それでも子供たち、ど

このそういう災害が起きたところも小学校の体育

館にみんな避難しているのです。でも、小学校の

学校の生徒はそれを受け入れてくれているのです。

でも、それがだめであればやはり名寄市内東西南

北４カ所ぐらいは避難所を日中から開設してもい

いと私は思うのです。その可能性はつくれないの

でしょうか。せっかくタイムライン名寄独自でつ

くっていて、タイムラインの意味がないです。夜

中の１０時に避難せいといっても、その市民の人

が逃げるの不安だし、子供なんてなお暗がりに逃

げるというのは大変です。次のこういう大雨のと

きには、台風のときには、もうお昼から避難所を

４カ所つくって、ここには不安な人はもう逃げて

くださいという体制はつくれないのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 非常に貴重な提言を

いただいたというふうに受けとめております。実

は私どももこれ体験的に夜間の避難がどうなのか

ということについては、内部でも随分議論させて

いただいております。できればリスクのないとき

の避難というのが望ましいのだろうなという思い

も一方ではしているところであります。議員が言

われたように、今既に熊本県のほうでは災害が来

る前に明るいうちに避難をするという、予防避難

というようですけれども、これを実施していると
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いうことであります。夜になりますと、当然暗い

わけですし、災害が来たときは雨があったり、風

があったりで、避難するにもいろいろとリスクが

あるということでありますので、昼間のうちに避

難をするというところに取り組んでいるようであ

ります。これは、ある意味では有効な方法だとい

うふうに私ども思っておりますので、この導入に

ついては考えていきたいというふうに思っていま

す。

ただ、この方法が使えるときと使えないときが

あるということについてはぜひ御理解いただきた

いと思います。今議員が言われたように、台風で

あればその進路が予想されますので、あらかじめ

例えば深夜から朝にかけての災害が想定される場

合については夕方からというふうになりますが、

必ずしも予想ができない災害についてもあります

ので、その際についてはこれまで同様に、たとえ

深夜であっても命を救っていただきたいというこ

とから、避難情報等の発信をさせていただきます

ので、そこについての御協力は引き続きお願いを

したいと思いますので、ぜひ御理解をいただけれ

ばと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ぜひ避難所の開設も

進めていただきたいと思います。やはり災害はい

つ来るか、想定外というのがもう一番のネックに

なっておりますし、その辺をよろしくお願いしま

す。

あともう一点だけ。先ほど言っていました災害

時避難行動支援員の状況なのですけれども、支援

員というのはある程度つくっているといいました

けれども、何％ぐらいでしょうか。私は、この支

援員というのはある程度これから自主防災組織が

各町内会に設立がされることが予想されますので、

その町内会の町内会長とつないで、先ほど言った

ように要支援者の方があの方だったら何とか支援

してほしいという方とつなげたほうがはっきりわ

かるという感じがするのですけれども、その分は

どうなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私どものほうで明確

に今支援員が確保されているというのは、先ほど

申し上げました前制度でありますけれども、災害

時要援護者制度を設けていました。このときに手

挙げ方式でありましたけれども、支援する方の合

意もいただいて、登録いただいたところですけれ

ども、現状の人数でいくと１５０人程度というこ

とでありますので、この方たちについては支援す

る方が確保されているところであります。ただ、

先ほどの答弁の中でも申し上げましたように、町

内会あるいは自主防災組織の中でみずから自主的

に確保いただいているところもありますので、そ

の人数については私どもでまだ把握できておりま

せんけれども、ここの人数にそれらを加えると当

然これよりは多くなるのだというふうに思ってい

ます。いずれにしても、支援が必要な方について

はそういった支援員の確保というのが大切だと思

っておりますので、ここについてはリスクの高い

地区から順に拡大するような形で取り組みを進め

てまいりたいと考えておりますので、ぜひ御理解

をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。

中村建設水道部長と話す時間がなくなってしま

いますので、でももう少し被災者支援システムに

ついてお話をしていきたいと思います。被災者支

援システム全国サポートセンターに置かれていま

す被災者支援システムの部分です。これ先ほど言

ったように全く無償でそのシステムを貸していた

だける。そして、住民台帳を記載して、その方々

の住所まで、地図まで全部記載されるのです。も

うさっきの災害時の活用には本当に使えるものだ

と私は感じています。導入が難しいというのは、

このシステムの経費まで捻出できないだとか、い

つ起こるかわからないことにお金、労力もかけら
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れない、コンピューターに精通した職員がいない

等々の消極的な意見等々があるのですけれども、

仮にこのシステムを民間委託した場合に２０万円

から５０万円でこのシステムが稼働できるのです。

平成２３年度には埼玉県の桶川市で８万人の人口

で約２１万円、福井県の敦賀市、７万 ０００人

で４６万円、新たな設備は特に必要なく、今ある

既存のパソコンにデータとして入れて、それは避

難所や何かに持ち込んでデータ管理も全部できる

というものです。検討されるという部分でしたの

で、ぜひ早目の導入等々を期待をしております。

期待をしているというか、ぜひ入れてください。

使ってください。ぜひ何かあるときのために用意

をしていただきたいというふうに思います。よろ

しくお願いします。

では、中村建設水道部長、お願いします。まず、

除雪体制です。先ほど排雪助成は小さいところは

許可がないので、だめだということで言われまし

たので、それは仕方ないです。雪投げ場の部分で

す。雪投げ場、２年前に１２月に入るまでに大雪

が降って、どうしようもなくて恵陵の裏のグラウ

ンドを市民の除雪だとか何かを入れるということ

で開設をしたというふうに、３年前かな。２５年、

３年前かと思います。開設したと思うのです。本

当にもう中小企業の民間の排雪をやっているとこ

ろも天塩川の無料のところは投げるところもなく

て、どうしようもなくて、年前の１２月、師走中

旬ぐらいにあそこを１週間から１０日開設してい

ただいたと思うのですけれども、私はずっと開設

しなくてもいいですから、東地区、元雪印乳業だ

とか、国立療養所の前だとか、１８線の雪投げ場

だとかというところに排雪回っていると思うので

すけれども、あと名寄の道路センターに行ってい

ると思うのですけれども、投げているとき、道路

センターはちょっと無理ですけれども、町中の雪

印、国立療養所、１８線あたりは南側の人はわざ

わざ大橋までぐっと行くよりもこっちのほうに投

げたほうが効率は早いと思うのです。その可能性

はできないのでしょうか。怒らないでいいですか

ら。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 先ほど少し答弁

でも触れさせていただいたのですけれども、基本

的には私ども生活をする上で通勤、通学に必要な

道路の除排雪を優先をさせていただいて、なおか

つ排雪についても生活に支障がないようにという

ことでやらさせていただいているということでご

ざいまして、もちろんそれぞれ地域に住んでいら

っしゃる市民の皆さんも、これは同じことではあ

りますが、私どもは病院と緊急な医療機関と国道

あるいは道道を結ぶ主要な路線含めてしっかりと

除排雪の体制をとりながら、交通網を確保してい

きたいという立場に立っておりまして、今現時点

では身近なところというのは確かに市民の皆さん

も望んでいるかというふうに思いますが、通常の

市内の除排雪についてもぜひ市内、郊外ではなく

て市内にあればそこを利用したいというのが私ど

もの、担当としてはそういう本音といいますか、

そういう気持ちでいますので、そこの部分につい

てなかなか市民の皆さんに御利用いただくという

ことになれば、私どもの本来の重要な幹線をしっ

かりとやるというところでいえば少し申しわけな

いなという気持ちはありますけれども、難しいの

かなというふうに思っています。

なお、今実際に８カ所ほどしか雪堆積場はござ

いませんけれども、そのほかにこれは道も含めて、

あるいは天塩川の河川敷についても少し使える部

分も改めてことしから、この冬からは出てくるか

なというふうにも考えておりますし、先ほど言い

ました緊急で学校のグラウンド等というのはでき

るだけ避けて、ほかの郊外になる部分はあります

けれども、そういったところの利用についてもし

可能であれば考えていきたいと思いますが、堆積

場についてはきょう投げますといっても、これ実

は車両は入れないものですから、常時堆積場自体

の管理をしていくということも必要なものですか
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ら、その点もぜひ考慮しながら検討はさせていた

だきたいと思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

認知症への対応について外１件を、川村幸栄議

員。

〇５番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目２点にわたって質問をさせていただきます。

１つ目、認知症への対応について伺います。厚

生労働省は、高齢者の約４人に１人が認知症の人

またはその予備群だと言います。２０２５年には、

高齢化のピークを迎え、認知症高齢者の増加が予

想されるとしています。身近にも認知症などの話

題が多くなってきています。早期に認知症に気づ

くことが介護予防につながります。行政報告では、

気づきのきっかけづくりとして、もの忘れめやす

リストを６５歳以上の市民に配布、介護保険料納

入通知書に同封されているとありました。そこで、

認知症予防など認知症への対応について伺います。

１点目、認知症予防についてであります。認知

症も早期発見、早期治療が大切と言われています。

専門家が見つける正常と認知症の間にある軽度認

知障害、ＭＣＩが注目されています。そして、家

族や本人が気づくために、もの忘れめやすリスト

は有効だと思います。６５歳以上の市民に限らず、

健康まつりなどで配布し、誰でも使えるようにし

てはどうでしょうか。

また、昔を思い出す回想法で認知症予防を提案

したいと思います。北名古屋市は、地域で認知症

予防として回想法に取り組んでいます。アメリカ

の精神科医、ロバート・バトラー氏が提唱した心

理療法、高齢者の鬱状態の改善だけでなく、認知

症の予防やリハビリテーションとして注目されて

います。そこで、北国博物館や風連資料館等の協

力をお願いすることはできないでしょうか。昭和

の生活用具の展示に触れることで、より効果も高

くなると考えますが、お考えをお聞かせください。

２つに、認知症による徘回、行方不明への対応

について伺います。見守りネットワーク等で対応

していただいていますが、行方不明になってしま

った方を早い段階で発見できることが求められて

いることから、早い段階での捜査に有効である警

察犬の活用について提案をしたいと思います。こ

れは、ことしの山形県鶴岡市からの訪問団の一人

からによる情報です。養成所の問題があると思い

ますが、士別警察署で警察犬が嘱託されています

けれども、ことし北見に２回、稚内で２回の出動

をされているとの報道がありました。当市でも検

討してみてはどうでしょうか、お考えをお聞かせ

ください。

３つに、施設整備についてであります。家族支

援にもつながる施設の整備、特に人材確保は急務

であります。どのような対策を練ったのか、これ

からの計画は市民に見える対策が必要と考えます

が、お考えを伺います。

４つに、家族への支援についてであります。女

性への負担が大きい、これは厚労省の２０１３年

の調査で家族の介護で女性が７割という数字が出

ています。介護離職者も多くなっていて、毎年１

０万人に上ると言われます。地域経済のマイナス

にもつながります。さらに、介護疲れによる殺人、

殺人未遂事件は年平均５０件、介護を苦にした自

殺や心中で亡くなった人、この８年間で ２００

人を超えたといいます。家族への支援は重要であ

ります。ここへの支援についてお考えをお聞かせ

をいただきたいと思います。

大項目２点目、男女共同参画推進について伺い

ます。女性が参政権を得て７０年となりました。

本年４月、名寄市男女共同参画推進条例が施行さ

れ、次期推進計画に向けて市民アンケートにも取

り組まれているところですが、名寄市男女共同参

画推進条例にかかわって推進の進捗状況、今後の

取り組み等について伺います。

１つに、名寄市男女共同参画推進条例の周知等

について伺います。行政報告でも触れられていま
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したが、どのような周知を行い、周知効果を期待

したのか伺います。

２つに、基本理念にかかわって伺います。先月

管内の女性議員研修会を当市において開催させて

いただいたところであります。その中で本市の一

般職員の女性管理職の割合が１ ７％であること

がわかりました。女性の役割への正当な評価がさ

れていないのではないかと考えますが、いかがお

考えでしょうか、伺います。

３つに、教育現場での取り組みについて伺いま

す。条例の前文にもあるように、日本国憲法にう

たわれている個人の尊重と法のもとの平等、そし

て人権を尊重し合うことなどを日常の教育現場の

中でどのように進めていこうとされているのか伺

います。

４つ目に、権利の侵害の禁止にかかわって伺い

ます。ドメスティック・バイオレンス、ＤＶ、子

供の目の前で親が配偶者に暴力を振るう面前ＤＶ、

デートＤＶ、これらの対策について伺います。

５つ目に、次期推進計画策定についてでありま

す。市民アンケートを受け、推進委員会の皆さん

の意見を受けながら進められると思いますが、現

段階において名寄市として推進計画をどのように

していきたいとお考えなのかお聞かせをいただき

たいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 川村

議員からは、大項目で２点御質問をいただきまし

た。大項目１は私から、大項目２の小項目１、２、

４、５は総務部長から、小項目３は教育部長から

の答弁となりますので、よろしくお願いいたしま

す。

初めに、大項目１、認知症への対応について、

小項目１、認知症予防について申し上げます。Ｍ

ＣＩ、軽度認知障害は、日常生活に支障を来す程

度には至らないため、認知症とは診断されません

が、記憶障害と軽度の認知障害が認められ、正常

とも言い切れない中間的な段階の状態で、各種認

知症疾患の前兆としてあらわれる症状が含まれて

おり、このＭＣＩと診断された人の半数以上にそ

の後認知症疾患であるアルツハイマー病などへの

進行が見られるとのデータがある一方で、ＭＣＩ

の状態に長時間とどまったり、正常に戻る人もい

るとのことです。この段階で脳の活性化を図るこ

とや運動習慣は、認知症の予防に重要であると言

われております。認知症が増加し、他人事でなく

なった今、メディア等で認知症予防に対するさま

ざまな情報が毎日のように流れておりますが、ま

だ確立した予防法や治療法はなく、平成２６年に

示されました国の認知症施策推進総合戦略では認

知症を来す疾患のそれぞれの病態解明や行動、心

理症状を起こすメカニズムの解明を通じて、認知

症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーショ

ンモデル、介護モデルなどの研究開発の推進を図

ることとしており、この研究開発により効果が確

認されたものにつきましては速やかに普及に向け

た取り組みを行うとされております。

また、市の取り組みといたしましては、平成２

７年度より「もの忘れ“めやす”チェックリス

ト」を介護保険料通知に同封し、６５歳以上の方

に配布し、今年度から２年分記載できるよう作成

をさせていただいております。今後も物忘れに早

期に気づけるようチェックリストの配布を継続し

てまいります。

また、認知症の予防、認知症の重度化予防には

生活習慣病の予防が重要であることや認知症であ

っても認知症のことをよく理解し、本人主体の介

護を行うことでできる限り認知症の進行を緩やか

にし、行動、心理症状を予防できることが認知症

の重度化予防につながりますので、適切な対応方

法が認知症のケアに携わる御家族や関係職種に浸

透していけるよう介護予防事業及び認知症総合支

援事業において推進をしてまいります。
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次に、小項目２、認知症による徘回、行方不明

への対応について申し上げます。市では、認知症

高齢者見守り事業として徘回高齢者を早期に発見

できる仕組みの構築、運用のための徘徊高齢者Ｓ

ＯＳネットワーク事業と安否が気になる方を早期

に発見できる仕組みである地域見守りネットワー

ク事業を実施しております。徘徊高齢者ＳＯＳネ

ットワーク事業では２５の、地域見守りネットワ

ーク事業では４０もの事業所、関係機関に御協力

をいただいているところです。徘徊高齢者ＳＯＳ

ネットワーク事業への認知症の方への事前登録は、

９月８日現在で４９名となっており、平成２７年

度の行方不明者捜索協力件数は５件、今年度に入

ってからは１件で、いずれも御家族が名寄警察署

に通報され、警察署から市に連絡があってネット

ワーク事業にて捜査協力を開始、幸い全員無事に

発見、保護されているところでございます。地域

見守りネットワーク事業では、平成２７年度は通

報いただきました１０件のうち１件は残念ながら

お亡くなりになっておりましたが、早期の発見で

ございました。今年度は１件の通報となっており、

すぐに無事が確認されているところでございます。

また、お尋ねの嘱託警察犬につきましては、名

寄警察署へ確認したところ、警察署では行方不明

の届け出がなされたときに最大限の体制で捜索を

行いますが、その一つの手段として警察犬を利用

する場合があるとのことです。警察からは、時間

が経過するとそれだけ遠くに行ってしまい、捜査

が困難になるため、御家族が未帰宅に気づいたと

きにとにかく早目に警察に届けていただくことが

早期発見、保護につながる有効な方法であるので、

気兼ねなく早目の届け出をお願いしたいとのこと

でございました。また、ＳＯＳネットワーク事業

に事前登録されている御本人の顔写真や体型等の

特徴といった情報をすぐに利用できるため、早目

の捜索に役立つと考えているところです。認知症

等により徘回して行方不明になる心配のある方は、

徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業への早目の事

前登録も重要で、未帰宅の際も早目の警察署の届

け出とあわせまして徘回高齢者の早期発見に有効

な方法の周知を図ってまいります。

次に、小項目３、施設整備について申し上げま

す。認知症の高齢者を含む介護が必要な高齢者の

ための施設整備に関しましては、名寄市が設置し、

指定管理者として社会福祉法人名寄市社会福祉事

業団が運営する特別養護老人ホーム清峰園及びし

らかばハイツの各施設におきまして高齢者の介護

に関するニーズに対応できるように努めていると

ころでございます。市民の介護ニーズが高くなっ

ている現状におきまして、両施設において介護職

員の不足により空床が発生している状況でありま

す。平成２８年第１回定例会の御質問を受け、事

業団では理事会等の意見を踏まえ、人材確保のた

めの取り組みを行っているところであります。具

体的には、具体的な介護職員の確保の取り組みと

いたしましては社会福祉事業団ホームページを６

月に開設し、施設概要や職員募集などの情報提供

を行っております。また、平成２９年３月に卒業

する人材確保のために、大学、専門学校、高校へ

の訪問により広く情報発信を行っているほか、ハ

ローワークや新聞広告などを活用する中で随時職

員募集を行い、採用試験回数もふやすなどの取り

組みを実施されているところです。さらには、社

会福祉事業団で働く介護職員に対するアンケート

調査も実施しており、この結果を通じて介護人材

の募集あるいは離職の防止といった観点から、引

き続き対策を講じるよう指導してまいりたいと考

えております。

介護職員の確保の問題につきましては、ハロー

ワークなよろ主催の高校生のための企業説明会に

出席し、介護職員としての仕事のすばらしさやや

りがいを紹介するなど、さまざまな取り組みが行

われているところですが、市といたしましても引

き続きこの問題の解決のために取り組んでまいる

とともに、施設入所を待っておられます市民の皆

様の声に一日も早く応えることができるよう努め
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てまいりたいと考えております。

次に、小項目４、家族への支援について申し上

げます。本市では、介護状態の人を介護する介護

の負担を少しでも軽減するための支援といたしま

して、家族介護用品支給事業や家族介護者交流事

業を実施しております。家族介護用品支給事業は、

要介護４または５の市町村民税非課税世帯に属す

る在宅の高齢者を介護している市町村民税非課税

世帯に属する介護者の方を対象に月 ０００円を

限度額として紙おむつ、尿とりパッド、使い捨て

手袋などの介護用品を支給するもので、８月末で

対象となる方は１１名となっております。

また、家族介護者交流事業は、介護をしている

方のリフレッシュを目的に介護経験者や現在介護

をしている方同士の交流を図ることを目的に事業

として実施しております。平成２７年度までは年

４回の開催でしたが、立ち寄っていただきやすい

開催方法に変更いたしまして、本年度は１回当た

り７日間を年４回、合計２８回を開催予定としな

がら、開催場所を西條デパート空き店舗や智恵文

支所、第３老人クラブなどとし、介護相談会、介

護方法研修会、カラーコーディネート講習会など

多彩な内容を盛り込み、事業内容を変更して開催

をしております。本年度春季開催分は御利用者１

２１人、関係者を含めますと１８０人、夏季開催

分は御利用者９９人、ボランティアなどの関係者

を含めますと１４６人の参加をいただいていると

ころでございます。今後もより多数の介護者の方

に御利用いただけるよう内容や開催場所を事業委

託先の社会福祉協議会と互いに検討しながら事業

を推進してまいりたいと思っております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の２、男女共同参画の推進について、初めに小項

目の１、名寄市男女共同参画推進条例の周知など

について申し上げます。

本条例は、本年４月から施行され、周知の取り

組みにつきましては本市ホームページでの周知や

広報なよろ２月号で条例の概要版を全戸配布して

おり、また「意識をカイカク。男女でサンカク。

社会をヘンカク。」をキャッチフレーズに本年６

月２３日から２９日までの間国の男女共同参画週

間と連動し、男女共同参画週間パネル展を行い、

概要版チラシの配布や一般市民を対象としたアン

ケート実施などで周知を図ってまいりました。ま

た、今後におきましては男女共同参画セミナーを

開催し、多くの市民に参加いただけるよう努めて

まいります。

この間の効果についてでありますが、意識の醸

成というところもございまして、現段階で目に見

える効果が出るまでには至っておりません。もう

少し時間がかかるものというふうに考えておりま

すが、今後も本市の条例を広く市民に認識、理解

していただけるよう努めてまいりたいと考えてご

ざいます。

次に、小項目の２、基本理念にかかわって申し

上げます。男女共同参画推進条例でうたってござ

います基本理念では、男女の人権尊重として男女

の個人としての尊厳が重んじられること、男女が

性別による差別的扱いを受けないこと、男女が個

人として能力を発揮する機会が確保されること、

その他男女の人権が尊重されることとしており、

男女共同参画社会の実現に向けては条例の基本理

念の市民意識への浸透が必要不可欠と考えており

ます。市民意識として浸透させるためには時間が

必要な部分もあるかと考えておりますが、現在策

定作業を進めております次期推進計画の中でも効

果的な手法を検討してまいりたいと考えていると

ころでございます。

また、女性管理職の考え方についても御質問い

ただきました。名寄市におきましては、女性職員

の管理職の割合につきましては平成２７年度が１

４％、２８年度については先ほど議員が申され

ましたように１ ７％ということで、年々増加の

傾向にあるということでございますし、平成２７
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年度の全道平均を見ますと ５％ということでご

ざいますので、全道の中においてもかなり高い割

合にあるというふうに認識をしているところでご

ざいますが、今後とも名寄市特定事業主行動計画

の確実な推進を図るなどして、性別を問わない公

平な管理職というものを推進してまいりたいと、

このように考えてございます。

最後に、小項目の４、権利の侵害の禁止にかか

わってについて申し上げます。ドメスティック・

バイオレンスにつきましては、ここ数年で年間４

から５件程度の御相談がございます。関係機関、

団体へ適切につながるよう支援してきているとこ

ろでございます。また、被害に遭っていること自

体認識していないケースもあることから、見守る

環境やＤＶに対する理解が不可欠と、このように

考えております。ＤＶのほか、暴力を未然に防止

する啓発を進めるとともに、被害に遭われた方に

対するケアや警察など関係機関との連携など引き

続き支援体制の維持に努めてまいります。

済みません。小項目５が抜けておりました。続

いて、小項目の５、次期推進計画策定について申

し上げます。次期推進計画につきましては、現在

策定作業を進めております。２９年度からの推進

計画となりますが、先ほどの答弁の中で申し上げ

ましたように市民委員会の意見も十分踏まえなが

ら、民間企業の働きなども含め、計画の中で具現

化し、策定後につきましては見直しも行いながら

より効果的な手法を研究し、進めてまいりたいと、

このように考えてございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２、

小項目３の教育現場での取り組みについてお答え

をいたします。

議員御指摘のように、男女共同参画社会を実現

するためには、国民一人一人が男女平等に関する

意識、自立や社会参加への意欲を高め、個性や能

力を発揮し、社会形成に参画することが不可欠で

あります。このため学校教育においては、日本国

憲法及び教育基本法、学習指導要領等の精神を踏

まえ、児童生徒の発達段階に応じて男女平等の理

念に基づく教育の充実を図ることが極めて重要で

あると考えております。これまでも本市の各学校

では、児童生徒一人一人にお互いの人権を尊重し

合うための資質、能力を育むため、各教科や道徳、

特別活動など全教科活動を通して自立の意識や男

女相互の理解と協力の重要性、家庭生活の大切さ

などについて指導を行っております。例えば小学

校では、道徳においてお互いに信頼し、学び合っ

て友情を深め、男女仲よく協力し、助け合うこと

の大切さについて考えさせる指導をしております。

家庭科では、家族とともに過ごしたり、仕事を分

担するなど家族の一員として協力することによっ

て家族との触れ合いが充実し、家族への心情が深

まることに気づかせる指導をしております。中学

校では、社会科の公民的分野において社会生活の

中で一人一人が平等な人間として尊重されること

に着目させ、個人の尊厳と両性の本質的平等につ

いて理解を深めさせる指導をしております。特別

活動の学級活動では、男女相互の理解と協力の内

容において人間の尊重と男女の平等、男女共同参

画社会と自分の生き方などについて考えさせる指

導をしております。

また、教育委員会では、児童生徒の男女平等に

関する意識、自立や社会参画への意欲を高めるた

め、市が小学校４年生から中学校３年生に対し配

布している男女共同参画に係るリーフレットを効

果的に活用し、各学校において男女共同参画社会

実現に向けた意識啓発に取り組みをお願いをして

いるところであります。今後教育委員会といたし

ましては、名寄市男女共同参画推進条例の基本理

念にのっとり、教育に携わる者の役割を十分に踏

まえ、児童生徒が性別にとらわれず、お互いの人

権を尊重し、能力と個性を十分に発揮して人間ら

しく生きることができるよう取り組みを進めてま

いります。
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以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。再質問と、また改めて御提案もさせ

ていただきたいなというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。

認知症の問題ですが、本当にこの問題は重要に

なってくるなというふうに思っています。今いろ

いろ関係した書物、本等々を読んでみましても、

ほかの病気と同じように早期発見、早期治療が必

要なのだということです。ですから、やっぱり早

い段階で見つけていって、またその病気にかかっ

ても地域でみんなで見守りながら過ごしていくこ

とができるということが多くの中で見受けられて

います。今回行政報告の中でも出されていました

もの忘れめやすリスト、これが１年限りではなく

て２年になったということでは、昨年とことしと

の比較もできていいなというふうに思いながら見

せていただきました。やっぱり６５歳、当事者だ

けでなくて多くの市民の皆さんに見ていただきた

い、使っていただきたいというふうに思っている

のです。それで、いろいろ使っていただく中で、

また使いやすさ、こんなこともいろいろ出てくる

のではないかなというふうに思っているのです。

使っているうちに改善点も見えてくる、そして地

域で認知症予防に取り組むという、こういった意

識も広がるのではないかというふうに思っている

のですが、この点について再度御答弁をお願いで

きればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ただ

いま認知症の早期発見、早期対応について議員か

ら御質問いただいたところでございます。市とい

たしましてももの忘れチェックリストにつきまし

ては昨年の定例会だったというふうに記憶してお

りますが、浜田議員から御質問いただきまして、

そういう御提案いただきまして、ことしから取り

組みをさせていただいているという状況でござい

ます。

また、議員からお話しいただきました地域で支

えていくという取り組みにつきましては、先ほど

も御答弁させていただきましたように認知症サポ

ーター養成講座において地域の方々でどのように

認知症の方々を支えていくのか、地域の方々の気

づきを得ていただくのかというような対応をして

いただくということで、これにつきましてもここ

３年ほど強力に進めさせていただいているところ

でございます。

議員から先ほども即取り組みできるきっかけと

して健康まつりで取り組んではどうかという御提

言もいただきました。ちょうど今週の２４日、い

みじくも健康まつりでございますので、ペーパー

を置かせていただくことで、健康まつりには多く

の保健推進委員さんも御協力いただいているとい

う状況でございますので、議員からいただきまし

た６５歳以上の方だけではなくて、保健推進委員

さんだとか健康まつりに御参集いただいた方々に

も広く周知できるということで、またそれに気づ

いていただいた場合、皆様それぞれかかりつけ医

の先生方をお持ちだというふうに思いますので、

そこに御相談していただくことで早期の対応、早

期治療につながるのではないかなというふうに考

えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 積極的にこれ使ってい

ただいたらいいなというふうに思っているところ

です。今早期発見、早期治療の部分なのですけれ

ども、物忘れかなと思った、日常生活普通にでき

ていたことがちょっとできなくなった、またずっ

とやってきた趣味がなぜか興味がなくなってきた、

そんなような変化が見られるということなのです

が、ただ日本認知症学会認定専門医である古田先

生がおっしゃっているのですが、加齢による物忘

れだと決めつけることはお勧めできないというふ

うにおっしゃっていて、それで認知症でも軽度の
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ときは物忘れを自覚することが多いというような

ことも御指摘されています。ですから、今室長も

おっしゃったように専門の先生、ドクターに相談

する、このチェックリストを見ていただいて、こ

んなふうに変わってきたというのを見ていただい

て、本当に病気なのか、そうでないのか、またも

っと専門的なところで見てもらう、そんなことも

必要かな、そのきっかけづくりに非常に役に立つ

かなというふうに思っていますので、そういった

部分をやっぱり徹底していくことが必要ではない

かというふうに思っております。

あと、もう一つ、昔を思い出す回想法を御提案

させていただいたのですけれども、北名古屋市で

古い民家を借りて昭和の生活用具、座る、座卓の

丸いテーブルであったり、白黒のテレビであった

り、そういったものをセッティングした中でいろ

いろお茶飲み話をする。昔を思い出す。そうする

と、よく言われている認知症の方々はすぐ目の前、

ちょっと前のことは覚えていないけれども、若い

ときのことはよく覚えているというようなことで、

このことが非常に提唱されているということでし

た。それで、私も北国博物館見に行ったり、また

先日風連のお祭りには風連資料館も久しぶりにあ

いていましたので、見せていただきましたけれど

も、この中では本当に昭和の生活用具、石炭スト

ーブの話もしましたけれども、そういったものも

あったりして、それを見たり、また触れたりする

ことで昔を思い出すということで、また予防につ

ながり、病状の進みぐあいを抑えるというか、そ

ういったことも非常に有効だというふうに言われ

ています。また、大きな設備がなくても個人個人、

家庭で、プチ回想法というのだそうですけれども、

昔の写真を見ながら、思い出しながら話をする。

会話が弾むと、これは非常に効果があるというふ

うに言われていますけれども、ここに対する取り

組みについて再度お考えをお聞かせいただきたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 今議

員から回想法を含めた取り組みについての御質問

だったかと思います。私も北名古屋市のホームペ

ージを見させていただきましたら、博物館がそう

いう回想法を取り入れた形での内容になっていて、

北名古屋市はその部分でそこに一定特化して先進

的にされているのだなというふうに思っておりま

す。

私どもも回想法を意識したわけではないのです

が、実は４年ほど前から北国博物館に御協力をい

ただきまして、毎年年に１回敬老週間に長寿祝い

会というのをさせていただいております。皆様記

念撮影をさせていただいておりますので、記念撮

影の御案内の時間、割とゆっくり目に御案内させ

ていただいているのですけれども、御高齢の方皆

さん真面目ですので、かなり早くからお見えにな

るということもあって、時間退屈されても申しわ

けないということで、実は昔の名寄と風連の北国

博物館に所蔵している写真だとか、スライドだと

かをＤＶＤに落としていただきまして、ＤＶＤ上

映をお待ちいただいている時間にさせていただい

ているところでございます。長寿祝い会は、白寿

と米寿と金婚の方々でございまして、特に白寿と

米寿の方々は同級生でございますので、いみじく

も何か同期会のような感じで先日も、土曜日もや

っていたのですけれども、そのスライドを見なが

ら、議員のおっしゃるように和やかな雰囲気で、

これあったよねとか、昔の名寄小学校の運動会だ

ったねだとかというようなことでさせていただい

ているところでございます。

実は、市内にもいろんな施設がございますけれ

ども、特に地域密着型というグループホームだと

か、あと小規模多機能型の施設には地域の方々と

一緒に私ども市の職員も運営推進会議というのに

２カ月に１回ほど出させていただいているところ

でございます。恐らく回想法を使うと、例えば認

知症の方でも昔を思い出していろんなことを話す
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ことで、和やかで気持ちも穏やかな形になること

が可能なのかなというふうに思っておりますので、

そういうことを取り組みたい施設については運営

推進会議などを通じて、北国博物館に確認させて

いただきましたら、御協力していただくことが可

能だということでございましたので、そういう御

案内をさせていただきたいなというふうに思って

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 私たち実はことしから

高齢者の仲間入りをしたのですけれども、若いと

きのことを思い出すのは本当に何か話も弾みます

し、一つの事柄でもう何十分でも話していられる

というようなこともありますし、気持ちもやっぱ

り落ちつくのかなというふうに思うのです。そう

いう意味では、本当に回想を有効な予防法だとい

うふうに思っていましたので、積極的に活用して

いただきたいというふうに思っています。

もう一つ、先ほど生活習慣病の予防というとこ

ろら辺も室長のほうからお話があったかなという

ふうに思うのですけれども、認知症というのは誰

でもがなり得る脳の病気だというふうに言われて

います。しかし、生活習慣病の予防が認知症の予

防の決め手となるのだという専門家の方々のお話

があります。特に糖尿病などは認知症につながる

ということもわかってきているということですの

で、こういった部分も含めて生活習慣病の予防を

積極的に推進し、認知症をみんなで理解しながら、

地域で皆さんと楽しく過ごしていけたらいいなと

いうふうに思っています。

その楽しく過ごしていく一つに、認知症に関係

する絵本も複数出版されていました。福岡県の大

牟田市では、長寿社会推進課というのがありまし

て、ここで子供のときから認知症について学ぼう

ということで、この絵本を参考にしながら認知症

を純粋な気持ちで受けとめる。また、どう理解し、

向き合っていったらよいか教えてくれる。そして、

おじいちゃん、おばあちゃんの側に立って受け入

れる道筋になるのではと。記憶って何というよう

なことを学び合うというふうに取り組んでいると

いうことが紹介されていました。この点について

突然の御提案なのですが、お考えがあればちょっ

とお聞かせいただけたらと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 今御

提言ありました福岡県の大牟田市さんは、実は日

本国内でも先進的に認知症の施策に取り組まれて

いらっしゃる市でございまして、認知症になって

も一人で暮らせるまちというのを目指してされて

いるということで承知しているところでございま

す。私ども認知症のＳＯＳネットワークだとか、

徘回模擬訓練だとかというようなことをさせてい

ただいたりしておりますが、これは実は大牟田市

さんのまねでございまして、今議員から絵本につ

いての貴重な御提言いただきました。剣淵町さん

では、絵本の里をつくるときのテーマというのが

絵本というのはたまたまどちらかというと社会的

に弱い方を中心に主人公にされているということ

で、剣淵町さんとしてそういう弱い方を皆さんで

支え合っていこうということの取り組みで始めた

というふうにたしか絵本の里の委員会の方からお

聞きしたことがございますが、きっと絵本につい

ても多分そういうスタンスなのかなというふうに

思っております。私ども今小学生や大学生に向け

て認知症等のサポーター養成講座を行わさせてい

ただいておりますので、そのようなことも参考に

しながら今後進めさせていただければというふう

に思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） それでは、認知症によ

る徘回、行方不明への対応について再度お伺いを

したいと思います。

これも先ほどもお話ししましたように、ことし

鶴岡市との友好２０年のときの訪問団のお一人か

ら実はこういったことをしているという情報をい
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ただいたところであります。早い段階での届け出

が必要ということですので、こういったことも徹

底していただきながら、後で御紹介したいと思う

のですけれども、なかなか声に出すことが難しい、

御家族の中でも難しいかなというふうに思うので

すが、早い段階で届け出をしていただく、またＳ

ＯＳネットワークに登録していただく、こういっ

たことを積極的にお話をして、皆さんで安全に発

見につながるための知恵を絞っていきたいなとい

うふうに思いますので、ぜひよろしくお願いした

いと思います。

次に、施設整備についてなのですけれども、朝

の高野議員の質問でもありましたが、ちょっと違

う方向で話をさせていただきたいと思うのですが、

先日の北海道新聞で特養、老健で働く人たちへの

アンケート結果ということで、札幌市でアンケー

トをとった。やりがいがある。仕事量がとても多

いといいながらも、これは離職の要因ではないと

いうことでした。離職の要因は何かというと、職

場の人間関係の悪化が影響しているということの

報道でした。忙しい中での介護、本当に心身とも

に負担が大きい。本当にこれはもう頭が下がる思

いです。いろいろ他の施設等を見学させていただ

きながらお話伺いますけれども、どこも同じでし

た。働く場の改善が求められるのかなというふう

に思っていろいろ調べさせていただいたのですが、

先ほど介護助手という提案もあったところですけ

れども、ボランティアでということでちょっと探

ってみたところなのですけれども、実はたまたま

違うことで調べていたら、福島県のいわき市、こ

れは地域包括ケア推進課というところで実施して

いるのですが、いきいきシニアボランティアポイ

ント事業ということです。介護保険を財源とする

事業で、対象は６５歳以上が対象、ボランティア

に登録するということです。それで、事業のボラ

ンティアとしてする内容、これはもちろん施設の

入居者さんにさわったりなんなりということはで

きませんから、ただ利用者さんとの交流、話し相

手だとか、レクリエーションだとか、それからあ

と環境整備、館内の清掃だとか、それから洗濯場

のお手伝いなどそれぞれの施設と相談しながら行

ったり、また認知症カフェというのも利用したり、

利用者さんとの交流や話し相手ということで一覧

表に施設があります。これは、高齢者施設ばかり

ではなくて、障害者の施設やら、また子供の施設

もあるわけですけれども、こういったところのボ

ランティアをすると１ポイント上がって、そのポ

イントをためると商品と交換できるという、そう

いった中身になっていました。質問内容もよくあ

る質問ということで、こんな質問集もわかりやす

く出されている。こういった事業にも取り組み、

やはりそうした中で施設の中に明るい雰囲気とい

いますか、そういった部分を取り込みながら、働

く場の改善ということに取り組んでいるのかなと

いうふうに思うのですが、この点についてどうお

考えかお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ただ

いま議員からは、地域住民の方々が施設や福祉事

業所等に入っていただきまして、実際の介護では

なくてお話し相手になっていただいたりだとか、

なかなか職員さんが恐らくふだんやりたくてもで

きないようなことをそのボランティアの方々が担

っていただくことで、利用者の福祉の向上につな

がるというようなことをやっていらして、それが

ボランティアポイントになるというような形なの

かなというふうに思っております。

先ほどの御紹介しました三重県の介護助手さん

の事業につきましてもランクがございまして、一

定以上になるとちょっと介護士さんに近いような

こともできるみたいなのですけれども、一番簡単

なところでは本当にお風呂を掃除するだとか、洗

濯物を畳むだとかというところからもできるとい

うことで、それぞれ地域の住民の皆様には得手不

得手だとか、スキルの違いだとかも若干あるかと
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いうふうに思いますが、施設にとってはそういう

地域の方々に来ていただくことで、そういうとこ

ろにかかわってもらうことによって、施設職員が

ふだんできないことをボランティアの方にしてい

ただくことで、施設職員にとってはふだんできな

いというようなことに対しての負い目がもし仮に

あるとするのであれば、そこをフォローしていけ

るのかなというふうに思っております。このポイ

ント制度というのは、私も詳しくはまだ見ており

ませんので、今後研究をしてまいりたいなという

ふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 施設ごとでいろいろと

取り組みをしているところもありますけれども、

これは自治体として先ほども紹介したように地域

包括ケア推進課という課があって、ここで取り組

んでいるというところら辺が大きいのかなという

ふうに思いますので、ぜひ御検討をいただきたい

と思います。

続いて、家族への支援ですけれども、先ほども

紹介したように働く女性がふえていますが、しか

し介護は女性がやるものと。次に、男女共同参画

推進にもつながるのですけれども、介護は女性が

やるものだという、そういった社会的な意識が根

強いのかなというふうに思うのですが、やっぱり

仕事をやめて、また若い人たちが仕事をやめて、

そして祖父母の介護をするだとか、そういったこ

とも非常にふえているということを報道等にも紹

介されているかなというふうに思います。やはり

認知症を見ている家族の方たち、家族会もあちこ

ちでつくられていて、そこでは先ほど御紹介いた

だいたように集い、交流の場、それとあと介護経

験のある人が受ける電話相談が非常に役に立つと

いうことでした。やっぱり御苦労も知っているし、

失敗談も知っているしということなのだというふ

うに思うのですけれども、そういった意味で電話

相談、ぜひ認知症の人のために家族ができる１０

カ条の中に先ほども言った見逃すな、あれ、何か

おかしいと思ったら早目に受診をということだと

か、それから経験者は知識の宝庫、いつでも気軽

に相談をと。最後のほうに自分も大切に、介護以

外の時間を持とうというようなことで、交流を深

めながらちょっと自由になって気持ちをリラック

スできる時間を持ったりという、そういった時間

をつくっていく、その支援が必要なのかなという

ふうに思っていますが、この点について再度お伺

いをしたいと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 先ほ

ども申し上げましたが、昨年度来行っております

認知症の家族の方々の交流事業につきましては、

ことしから年４回、１回当たり７日間、各いろん

な地域を回らさせていただいておりますし、今議

員からもお話しいただいたように介護経験をお持

ちの方々、また在宅介護者を支える会という、名

寄市にそういう会がございますが、そちらの会の

方々も実は認知症を支える家族の会の支部という

か、そちらの活動のほうもされているというよう

なことがあって、認知症の介護の経験をお持ちの

方もたくさんいらっしゃるということでございま

す。かつ、いろんな事業をやるのですけれども、

終わった後にお茶を飲みながら、サロンといいま

すか、過去の経験をお互いに聞き出したり、私も

ちょっと御一緒させていただいたのですけれども、

例えば病院にお連れする場合になかなかどうやっ

て声かけたらいいのかわからないだとか、奥さん

が旦那さんをどうやってお連れしたらいいのかわ

からないという御相談というのは、やっぱりそう

いう中で地域包括支援センターにも御相談いただ

いておりますが、実際御家族の方がどう連れてい

ったのかというのもすごく有効な手段だというふ

うに思っているところでございます。失礼しまし

た。先ほど在宅介護者をと言いましたが、在宅介

護を支える会でございます。失礼しました。

それで、そういったことでそういうお話をする
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ことで、またいろんな介護の技能だとか、スキル

が上がっていくというようなこともあるかという

ふうに思いますので、今後も今お話のあったこと

も参考にさせていただきながら、実施する回数も

ふえてまいりましたので、社会福祉協議会と検討

しながら進めてまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 介護の問題は深くて、

これから介護計画もまた新たにつくっていくわけ

ですけれども、前回の定例会の一般質問の中で来

年１月から始まる新総合事業でも従来どおりのサ

ービスを続けるという御答弁いただいたかなとい

うふうに思うのですが、このままでは認知症が進

んで家族だけでは介護できないと、こういった方

たちの支援が本当にできなくなってしまうのでは

ないかという不安が募ります。国だとか道の対応

も本当にいら立つほど遅々として進まないのです

けれども、そんな中でありますけれども、市民の

皆さんは待っている状況にあります。認知症の人

を含めて、先ほどもお話ししましたけれども、高

齢者と家族が安心して暮らせる社会をつくるため

には介護保険、医療保険の給付を厚くして、そし

て自治体や地域の福祉を抜本的に充実することが

必要であります。介護や福祉の充実は、要介護者

の家族が就労できる条件を整えることにもなりま

すし、また経済成長や税収増にもプラスとなって

まいります。介護福祉は、全産業の中でも経済効

果が非常に高いというふうに言われていますし、

介護職員の待遇改善、特養ホームなど介護基盤の

増設は若い世代の人たちにとっての安定した就労

の場になり、また地元業者の仕事もふえてくるの

ではないか、地域経済の振興に貢献するというふ

うに私は確信しております。市の対応に大いに期

待をするところですけれども、お考えをお聞かせ

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） さまざまな事例を挙げて

の御提案をたくさんいただきましてありがとうご

ざいます。高齢者が、あるいはとりわけ認知症に

も今回スポットを当ててお話をいただきましたけ

れども、こうした皆さんがいつまでも地域で安心

して暮らせる仕組みをつくるということは、経済

的にも、あるいはいろんな意味でまちづくりとし

ての効果が高いということを我々も確信するとこ

ろでありまして、この不安を少しでも解消してい

くということが急務であるというふうに我々認識

しております。認知症の関係につきましても先ほ

ども御紹介もさせていただきましたけれども、我

々も認知症サポーター講座でありますとか、徘徊

高齢者ＳＯＳネットワーク、地域見守りネットワ

ーク、こうしたことで地域の中でしっかりとこう

した皆さんを支えていく体制を今後とも加速させ

ていきたいというふうに思っていますし、昨年度

からは認知症グループホームの低所得者居住費の

助成制度等も実施をさせていただいているところ

でもございます。高野議員のところでもお話があ

りましたけれども、こうした特養に今十分に人員

が配置できなくて、満足なサービスを御提供でき

ないということは我々としても重く受けとめてい

るところであります。今ほどは、地域でそうした

多様な、このサービスはこの期間だけということ

ではなくていろいろな主体があって、そこの中で

こうした方たちがこういうサービスを提供できる

のでないかということは、まさにいわゆる総合事

業につながっていく話なのだというふうに思いま

す。これも今後研究、検討課題とさせていただい

て、多様な主体が地域でいろんな形で溶け込んで、

高齢者、障害のある方を支えていくという体制を

きちっとまたつくっていくということが地域包括

ケアシステムだと、これを進化させていくことだ

というふうに思いますので、議員の御提言をしっ

かりと受けとめて、さらに安心、安全なまちづく

りに邁進をしていきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 先ほどもお話ししまし

たけれども、大いに期待をしたいというふうに思
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いますので、よろしくお願いいたします。

男女共同参画推進について、移りたいと思いま

す。先ほど一般職員の女性管理職の割合が１ ７

％だった、こういうふうにお話ししました。総務

部長、全道的には高いほうかなというお話だった

のですけれども、道の基準、道段階でもこのぐら

いの、名寄市と同じぐらいだったかなというふう

に思っているのですが、ただ政府が昨年１２月に

閣議決定した第４次男女共同参画計画、これ今ま

で２０２０年までに女性の割合を３０％にしたい

といった目標を取り下げて現実的な数値目標に下

方修正しているのですけれども、これについてお

考えどうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 非常に難しいところ

かと思いますが、目標の考え方によるのだと思い

ます。１つは、高い目標を掲げて、そこに向かっ

て邁進していくのだという考え方もありますし、

一方では現実的な目標を定めて、そこに向かって

着実に進めるのだという方法もあると思いますの

で、一概に下方修正したのがどうかというような

ことについてのコメントについては国の見解でも

ありますので、避けさせていただきたいと思いま

すが、いずれにしても市としても特定事業主行動

計画を定めていますし、恐らく次期の推進計画の

中では何らかの目標設定をさせていただくことに

なると思いますので、どちらの考え方に基づくか

については別として、掲げた目標については達成

できるような形で邁進をしていきたいと思ってお

りますので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） ９月の広報に男女共同

参画のコーナーのところに次のことに取り組みま

すと６項目書かれています。その中で働く女性が

差別されない社会をめざしてという項目の中で、

ちょっと一部御紹介をしたい部分があります。実

は、昨年の２月に連合さんで働く女性の妊娠に関

する調査というのをされています。妊娠後に当時

の仕事をやめた人にその理由を聞いていますけれ

ども、４５％の女性が仕事を続けたかったけれど

も、仕事と育児の両立の難しさ、そして職場で安

心して出産まで過ごせないと考えたと。不利益な

取り扱いを受けたなどと答えているということで

す。マタニティーハラスメントであったり、セク

ハラであったりということなのかなというふうに

思うのですが、働く権利等々を奪うことになるの

かなというふうに思うのですが、そういったこと

はないとはいうふうには思うのですけれども、こ

の点についてお考えをお聞かせいただければと思

いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今国のほうでも一億

総活躍というのが出ていまして、ここは一人一人

がさまざまな場面において人間らしく活躍すると

いうものがうたわれているところでありますので、

今言われたようなことについては望ましくないこ

とだろうなというふうに、これは私見も含めて申

したいというふうに思いますが、私どもの立場と

すると実は２つの立場があります。１つは、事業

主としての立場がありますので、ここについては

先ほど特定事業主の計画についてもお話をさせて

いただいているものがあります。ここは男女の差

別なく、これは管理職の先ほどあった登用を含め

て差別なく実施をしていきたいというふうに思っ

ています。もう一つの一面については、御存じの

ように行政として各事業者に対してどのような働

きかけをしていくかということであります。なか

なか働きかけというのは難しいのかもしれません

けれども、各事業者の意識をどう変えていくのか

ということだと思います。ここについては、御質

問いただいた男女共同参画推進条例、ここの精神

にも合致するところだと思いますので、私どもは

私どものできる方法で市民の皆さんあるいは事業

者の皆さんに啓発を含めて取り組みを進めていき

たいと思っておりますので、御理解をいただけれ

ばと思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 暴力のところがちょっ

と質問ができなかったのですけれども、やはり法

律というか、条例ができただけでは平等は生まれ

ないし、女性の解放はできない。やはり社会的な

中での平等が大事であるということ、周知し、ま

た皆さんに情報を流していただくということで男

女間の暴力から逃れることができるのかなという

ふうに思いますので、そのところを強く求めて、

終わりたいと思います。ありがとうございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時０２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 口 京 二

署名議員 熊 谷 吉 正

平成２８年９月２１日（水曜日）第３回９月定例会・第３号
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平成２８年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２８年９月２３日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第３号 平成２７年度決算に基づ

く健全化判断比率の報告について

報告第４号 平成２７年度決算に基づ

く資金不足比率の報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第３号 平成２７年度決算に基づ

く健全化判断比率の報告について

報告第４号 平成２７年度決算に基づ

く資金不足比率の報告について

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

７番 高 野 美枝子 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

指定管理者における施設の管理運営について外

１件を、奥村英俊議員。

〇６番（奥村英俊議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきましたので、順次質問

したいというふうに思います。

最初に、指定管理者における施設の管理運営に

ついて、昨年１２月の第４回定例会で名寄市公の

施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

第５条第１項第１号による公募によらない施設と

して指定管理者の指定の議決をしました社会福祉

法人名寄市社会福祉事業団における施設の管理運

営についてお伺いします。既にことしの第１回定

例回、第２回定例会、そして今定例会においても

各議員からも質問が出されていますが、改めて名

寄市が指定管理を行っている介護施設について、

３月の第１回定例会で介護職員が不足しているこ

とにより定員を充足させられない状況について市

長から報告がありましたが、その後の状況と現状

からの課題、問題点について、そして解決に向け

ての取り組みについてお伺いします。

次に、公契約条例制定に向けた取り組みについ

て伺います。これまでも公契約条例制定に向けた

質問が取り上げられていたというふうに思います

が、条例化については研究、検討をするという回

答だったかというふうに思います。そこで、その

研究、検討の状況についてお伺いいたします。

また、現在運用されている名寄市公契約に関す

る指針は、市が締結をする公契約において公平、

公正で透明性の高い入札と契約を実施し、品質の

高い適正な履行を確保した上で、地域経済の発展

と安心して働ける労働環境の確保を実現すること

を目標に具体的な措置を取り組むこととしていま

すが、安心して働ける労働環境の確保がどう図ら

れたのか、具体的な事例も含めてお知らせくださ

い。

また、予定価格どおりの適正な賃金水準の確保

が図られているかについてもお伺いし、壇上から

の質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） おは

ようございます。奥村議員からは、大項目で２点

にわたり御質問をいただきました。大項目１は私

から、大項目２は総務部長からの答弁となります

ので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、指定管理者における施設の

管理運営について、小項目１、社会福祉法人名寄

市社会福祉事業団における施設の管理運営につい

てお答えいたします。名寄市が設置し、指定管理

が行っております名寄市特別養護老人ホーム清峰

園では、現在介護職員の定数６０名に対し５１名、

名寄市風連特別養護老人ホームしらかばハイツで

は３７名の定数に対し３１名となっており、両施

設合わせて１５名の介護職員が不足している状況

で、清峰園では入所定員１００名に対し９０名の

入所、しらかばハイツでは入所定員８０名に対し

７０名の入所状況となっております。

介護士が離職する理由につきましては、出産に

よるもの、介護業務に向かないもの、家庭的な理
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由によるもの、体調によるもの、ほかの介護施設

に転職するものなどさまざまな要因によるもので

あります。

介護職員確保につきましては、平成２８年第１

回定例会終了後、事業団においては理事会を開催

し、介護職員が不足している現状について理事会

で共通認識を図り、理事会で出された意見をもと

に介護職員確保に向けて鋭意努力してきたところ

でありますが、依然として介護職員が充足されて

いない状況が続いているとの報告を受けていると

ころでございます。

社会福祉事業団の具体的な介護職員の確保に向

けた取り組みといたしましては、事業団ホームペ

ージを６月に開設し、施設の概要や職員募集など

情報提供を幅広く行ってきたところです。また、

高校生を対象としたハローワーク主催の企業説明

会にも参加し、特別養護老人ホームの業務内容の

説明や事業団のＰＲを行いました。さらには、平

成２９年３月に卒業する介護士の人材確保のため

に大学、専門学校、高校への訪問により各学校の

就職担当者と連携を図り、情報発信を行っている

ほか、ハローワークや新聞広告などを活用する中

で随時職員募集を行い、採用試験の回数もふやす

など職員確保に向けた取り組みを実施しておりま

す。

理事会の意見を踏まえ、事業団で働く介護職員

の仕事や職場状況を把握し、離職の防止や人材確

保を行うため働きやすい職場環境整備に向けた方

策を検討するため、デイサービスセンターに勤務

する介護職員を含めた９７名に対しアンケート調

査を行いました。事業団では、この結果を通じて

介護人材の募集、あるいは現在働いている職員の

離職防止といった観点から、引き続き対策を講じ

ることとなっております。

課題といたしましては、大学、専門学校を訪問

いたしましたが、ここ二、三年前から入学者が減

少し、各学校も定員の半分以下の学校が多く、少

子高齢化が顕著にあらわれており、新規卒業者の

介護職員確保はとても厳しい状況であると認識し

ているところでございます。

市といたしましてもこの問題に対しましては、

従来より市設置の特別養護老人ホームを初めとす

る社会福祉施設等を名寄市社会福祉事業団を指定

管理者として運営管理を実施させておりますが、

指定管理者に公益的法人等への名寄市職員の派遣

等に関する条例に基づき職員を３名派遣している

ことを初め、所管課でございます高齢介護課、地

域包括支援センターにおいて次の対応を行ってい

るところでございます。１つには、介護給付費等

費用適正化事業、いわゆるケアプランチェックで

ございまして、平成２１年度から居宅の介護支援

専門員向けに実施してきた本事業につきまして、

平成２６年度より特別養護老人ホームなどの施設

に対しても実施をしております。専門職団体に委

託し、理学療法士、社会福祉士、看護師などの専

門職とともに市職員も同席し、入所されている方

々の尊厳の保持と自立支援の視点で施設サービス

計画を計画担当介護支援専門員が立案できるよう

支援をしております。利用者に沿ったケアプラン

は、顧客満足度が高まり、職員の達成感にもつな

がるものと考えているところでございます。

２つ目は、リハビリ職の派遣でございまして、

平成２７年度より地域包括支援センターにおいて

実施しております地域リハビリテーション活動支

援事業を活用し、名寄市立総合病院の理学療法士、

作業療法士などを施設に派遣し、困難ケースのア

セスメントや介護方法などの指導を月１回程度行

っております。適切な介護方法を知ることにより

利用者の自立支援が図られることはもとより、職

員の負担軽減が図られていくものだと考えており

ます。

３つ目は、介護相談員の派遣で、平成２７年度

に介護相談員を臨時職員として配置し、養成研修

を実施した後、清峰園、しらかばハイツを含めた

市内の介護事業所を順次訪問しております。介護

相談員は、利用者から苦情や不満を聞き、単なる
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行き違いや情報不足によるものか、個人の好き嫌

いによる要望なのか、介護の質にかかわるものな

のか、虐待などに当たるのかなど事実確認を経て

見きわめ、御本人の助言や事業所側との意見交換

を重ねて問題のありかを提示し、サービスの質の

改善につながる提案を行う職種で、介護保険制度

の仕組みなど高齢者福祉に関する事項から高齢者

の心身の特性、コミュニケーション技法まで４０

時間に及ぶ内容の養成研修を受けており、本市で

は介護福祉士で介護支援専門員の経験者を配置し

ております。現在の訪問頻度は、１施設当たり月

２回程度となっております。

４つ目が事故等の報告、受理、疑義確認でござ

いまして、特別養護老人ホームは北海道指定介護

老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例及び同条例施行規則と北海道が定め

ました社会福祉施設等における事故発生時の報告

事務取扱要領により、北海道を初め市町村にも事

故発生時の報告を求めております。特別養護老人

ホームの指定権限は北海道にあり、北海道では重

大事故は直ちに、重大事故以外は３０日以内に報

告を求めており、本市においては市特別養護老人

ホームの設置者であることを鑑み、北海道への事

故報告の写しを市にも求め、所管課より必要に応

じて事故の検証などで疑義や不明の点がある場合

照会、訪問、聞き取りを行い、指定管理者が事故

などの発生要因や再発防止策の実効性を検証し、

入所者に対するサービスの質の向上及び施設など

の運営の適正化を図るための支援を行っていると

ころでございます。

今後指定管理者において人員が確保できない理

由を提示していただき、市としても必要な方策の

実施に対して強力に支援をしてまいりたいと考え

ております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 続いて、大項目の２、

公契約条例制定に向けた取り組みについて、小項

目の１、公共工事における施工現場の労働環境の

改善と適正な賃金水準の確保について申し上げま

す。

本市では、平成２５年１２月１６日に名寄市公

契約に関する指針を策定し、適用を図っておりま

す。本指針では、市が締結する公契約において公

平、公正で透明性の高い入札と契約を実施し、品

質の高い適正な履行を確保した上で、地域経済の

発展と安心して働ける労働環境の確保を実現する

ことを目標としております。

御質問のありました労働環境の確保についての

主な取り組みといたしましては、１つ目として適

正な予定価格と工期の設定がございます。工事の

予定価格積算時には最新の道単価を適用し、市場

価格や経済動向も考慮した上で積算を行ってござ

います。また、工期につきましても無理なく安全

に作業に従事できるよう余裕ある工期設定を行っ

ており、適切な賃金水準の確保と長時間労働の改

善や安全確保を図るための方策を講じております。

２つ目につきましては、調査基準価格の引き上

げでございます。必要経費の確保を目的とした調

査基準価格において本年４月に改定がなされまし

た国の基準率について本市発注工事においても速

やかに適用し、人件費を初めとする経費を適切に

設定した価格とすることで低価格入札による賃金

へのしわ寄せがなされないようダンピング防止策

を図ってございます。

３つ目は、入札参加業者の社会保険等の未加入

対策でございます。本市における来年度以降の建

設工事入札参加資格審査の受け付け時より事業者

の社会保険への加入要件を追加しまして、法定加

入義務のある事業者への社会保険加入の徹底を図

ることを予定しております。

４点目につきましては、完成工事代金の支払い

の円滑化でございます。本年４月に事業者の資金

調達の円滑化を目的とし、名寄市発注工事に係る

工事請負代金債権譲渡の承諾等に関する事務取扱

を施行し、受注者が完成工事代金を金融機関など
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から直接支払いを受け、早期に代金債権を現金化

することを可能とする制度を整備いたしました。

この制度の活用により、下請代金や賃金の支払い

遅延の回避が期待できます。

今後とも指針に基づき、適正な労働環境の確保

に向け、具体的な対策を一層講じてまいります。

また、適正な賃金水準の確保につきましては、

入札時に積算内訳書の提出を義務づけており、設

計時の積算額との乖離がないか等の確認作業を行

っているところでございますが、支払い賃金につ

いては労使間での雇用契約にかかわる領域でもあ

りますことから、発注者といたしましては受注者

への指針の周知徹底を通じまして、関連法令など

の遵守と安定した雇用環境の確保について指導啓

発を強めているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） それぞれ答弁いただき

ましたので、再質問していきたいというふうに思

いますが、臼田部長のほうから公契約の関係で答

弁いただいたのですけれども、冒頭言いました条

例化に向けての研究、検討の状況についてという

ということについて答弁いただいていないかとい

うふうに思いますので、答弁お願いしたいと思い

ますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 大変失礼いたしまし

た。

公契約条例についての調査研究の経過というこ

とであります。私どももこの間先進的な自治体が

条例化をしているというところについては認識を

しておりますし、その内容についても調査をさせ

ていただいているところであります。条例の中で

は、野田市のように最低賃金に触れるところもご

ざいますし、違う自治体では理念としてそのこと

を条例として制定するところもあります。さまざ

まな条例がございますし、あるいは条例によらず

に名寄市のように指針で設けているところもござ

います。あるいは、要綱で定めているところもあ

ります。どのような形が名寄市にとって適切なの

かというのもありますし、条例そのものを制定す

るのか、あるいは今の指針を当面は事業者のほう

に周知徹底を図ることで実効性が保たれるのか、

そこについての方策についてもさらに調査が必要

だというふうに思っておりますので、引き続き調

査をしてまいりたいと思っておりますので、御理

解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 公契約の関係は、また

後でにしたいと思います。

最初に、指定管理にかかわって質問していきた

いというふうに思います。昨年の１２月、先ほど

言いましたように第４定で議決した案件でありま

すけれども、そのときの状態、この間の報告と一

般質問で高野議員、それから川村議員も質問され

たというふうに思いますけれども、その中でも昨

年来人員の関係、あるいは定数が充足されていな

いということについて答弁があったかというふう

に思います。昨年１２月に４定で議決をしたので

すけれども、そのときの資料、指定管理について

の資料の中で、実は選定委員会と担当課及び団体

とのヒアリング要旨ということで触れられている

のですけれども、担当者とのヒアリングで当該施

設の管理状況は適切に行われているというふうに

表記がされています。実は、そのとき既に清峰園

も、それからしらかばハイツも一部定数が満たさ

れない、入れない状況にはなっていたはずです。

それから、職員の定数についても満たされない、

そういうふうな状況に既になっていたかというふ

うに思います。

名寄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等

に関する条例の４条の中では、利用者の平等な利

用の確保及びサービスの向上が図られるものであ

ること、それから２つ目に公の施設の効用を最大

限に発揮するものであること、４つ目に公の施設

の管理を安定して行う人員、資産、その他の経営

平成２８年９月２３日（金曜日）第３回９月定例会・第４号



－134－

平成２８年９月２３日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

の規模及び能力を有しており、また確保できる見

込みがあることというふうになっています。そう

いう意味では、提案以降きちっと対応されるとい

うことが予定をされていたという、そういう解釈

もできるのかもしれませんけれども、実際にはそ

の後も変わっていない。そういう意味ではめどが

十分立っていなかったのではないかというふうに

思います。そういう意味で、議会でも議決、私も

賛成をしていますので、そういった実態十分に把

握し切れていなかったということも反省しなけれ

ばならない点ではあるかと思いますけれども、議

会としても一方では責任があるかというふうに思

いますけれども、当時の提案したときの状況、当

該施設の管理が適切に行われているという判断が

正しかったかどうなのか、その点についてお伺い

をしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 奥村

議員御指摘のとおり、特別養護老人ホームにつき

ましては、常に介護が必要な方の入所を引き受け

まして、入浴や食事などの日常生活の支援だとか

機能訓練、療養上の世話を提供して、入所者の方

々の意思や人格を尊重して、常に入所者の方々の

立場に立ったサービスを提供するということにな

っており、両施設はサービスを安定的に提供しな

ければならない施設でございまして、介護保険法

の規定により介護福祉士や看護師などの専門職の

配置が必須条件であるということからいたしまし

て、２カ所の特別養護老人ホーム、３カ所のデイ

サービスセンターの管理運営が可能な団体という

のは、名寄市社会福祉事業団であったため同法人

を候補者として非公募するとともに、近年大幅な

介護保険制度の改正とかがございまして、その影

響やこの後策定されます第８期の高齢者保険医療

福祉計画、介護保険事業計画の策定にあわせまし

て施設のあり方を検討することも考慮に入れまし

て、指定期間を５年とすることを適当といたしま

して提案をさせていただいたというところでござ

います。

（「いやいや、判断が正しかったどうかって聞い

たのさ。答えになっていないでしょう」と呼ぶ者

あり）

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） その

当時も定数に達していないという状況はあったか

というふうに思っているのですが、その後の採用

試験も予定されていたということもございまして、

人数の確保がその後できるというふうに想定して、

提案をさせていただいたというところでございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今ありましたように実

際そのとき充足されていない、定数に達していな

いということがあったけれども、今言ったように

この先何とかということだったのだというふうに

思います。そういったことを受けて、議会として

も議決を、そこしかないというのもあるのですけ

れども、したというふうに思います。

ただ、そういう実態わかっていて、それがどう

なっているかということについてもきちっとその

後検証しなければならないことになっているので

はないかというふうに思います。条例の中でもそ

のことについては、きちっとうたっています。業

務報告の聴取等ということで第９条で、「市長等

は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管

理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関

し、定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求

め、実地に調査し、又は必要な指示をすることが

できる」と、そういうことになっているのです。

そのことを踏まえると、さっきあったように議決

のときにはこの先何とかなるかもしれないという

か、しようということだったというふうに思いま

すけれども、実際にその後、新たな契約も４月か

らだったというふうに思いますけれども、その時
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点でも何ともなっていないです。さらに状況は悪

くなっているというふうに思います。そういった

中で、当然９条に基づいて管理の適正を期するた

めに報告を求める、そういったことが必要だった

のだというふうに思いますけれども、その報告は

いつ求めて、例えば実地の調査はいつして、どう

必要な指示をしたのか、そのことについてお伺い

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 業務

報告などにつきましては、第１３条におきます事

業報告書を初めといたしまして、高齢介護課や地

域包括支援センターの職員が社会福祉事業団の理

事会のほうにもオブザーバー参加をさせていただ

いたりだとか、あと入所判定会議のほうに出席を

させていただいているところでございます。先ほ

ども申し上げましたが、重複いたしますけれども、

事故等の発生報告書の写しの提出を受けた場合は、

必要に応じて口頭、または文書により疑義照会を

行いまして発生原因を明らかにし、場合によって

は専門職の派遣により指導などを行っているとこ

ろでございます。また、介護相談員の派遣を実施

をいたしまして、月２回程度訪問を行いまして、

利用される方々のお話をゆっくり聞き、介護職員

さんはなかなか忙しくて、ゆっくりお話を聞くと

いう機会が少のうございますので、お話をゆっく

り聞かせていただいて、苦情なのか、行き違いな

のかということをしんしゃくさせていただいて、

施設職員にお伝えして、記録にて報告を受けさせ

ていただいているというところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 話がかみ合っていない

ような気がするのですけれども、定数充足されて

いないということと、それから職員の充足もされ

ていないというその点についてどういうふうに聞

き取りをしたり、調査をしたり、指導をしたかと

いうことを聞いたつもりですけれども、そのこと

に一切触れられていなかったと思いますけれども、

その点について答えてください。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 一応

月の初めといいますか、定期的に在所者数という

のを確認をさせていただいたり、入退所状況のほ

うを報告をいただいたりというふうにはさせてい

ただいているところでございます。死亡による退

所だとか入院だとかという状況もあるかと思いま

すので、入所定員というのはそのときによって若

干差が出ていたというような状況でございますけ

れども、なかなか職員が充足できないというよう

な状況もございまして、定員が充足させられない

状況だとかというふうになっていたのですけれど

も、そんなような状況だったのですけれども、職

員募集につきましては先ほど申し上げました６月

に開設させていただいたホームページで定期募集

ではなくて随時募集をさせていただくだとか、あ

と事業団の担当、事業の管理者のほうで従来勤め

ていた職員さんのほうに短時間でも結構なので、

勤めていただけないかだとかというようなことの

お願いに回ったりだとかということをやっている

ということで報告を受けているところでございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） そういった報告で実際

にどれくらい入ったかという把握もされているの

ではないかというふうに思いますし、それでいい

ということなのでしょうか。その後も実際には職

員がふえたという話にはなっていないというふう

に思いますし、本来は入れるべき人数が満たされ

たというふうにはなっていないのだというふうに

思います。ユニットをそのまま１つ塞いだまま、

それからしらかばハイツについてもおよそ１０人

前後が入れない状況になっている、それわかって

いましたよね。そういう意味では、わかっていた

のだけれども、放っておいたということなのです。
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管理する側の責任としてその辺について欠けてい

る部分があったのではないかというふうに思いま

す。

そういった現状が長く続くということは、事業

団自体が本来適しているから指定管理者として指

定をしてということなのだけれども、そうではな

い状態になっているのではないかということにな

ってしまうのです。そうすると、同じ条例の中で

１０条では、指定管理者が前条の指示に従わなか

ったり、その他責めに期すべく事由により当該指

定管理者による管理を継続することができないと

認めるときは、その指定を取り消し、または期間

を定めて管理の業務の全部、または一部の停止を

命ずることができるということになっていて、そ

れに当てはまってきてしまうことになってしまう

のです。本来１８０人入っているべきところに２

０人少ない分しか入れていない。それは、名寄市

民に対する福祉のサービスの最もしてはいけない

ことというか、一番気をつけて何とか頑張ってい

かなければならないことだというふうに思うので

すけれども、おおよそきょうの時点では１年近く

たってしまっているという、３月のときとしても

半年ぐらいたっていて、その後なかなか状況の変

化がない。このままでいくと、最悪指定を取り消

してしまわなければならない。市で直営でその後

やればいいですけれども、そういうふうにもなっ

ていないのだというふうに思うのです。だから、

その辺についてこの間どういうふうに考えていた

のか、もうちょっと市民の皆さんにも市としての

対応どうだったのかということを説明していただ

きたいと思いますけれども。やっていなかったら

やっていないときちっと言うべき。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） まずもってこの

間所管といたしましても介護人材確保に向けまし

たさまざまな情報の提供ですとか提案等もさせて

いただいておりますが、いまだもって入所者の定

員を充足されていないということにつきましては、

大変重く受けとめさせていただいております。大

変申しわけない状況と認識はしております。

この間こちらから御提案をさせていただいた部

分につきましては、具体的には介護のローテーシ

ョンの見直しが何とかならないのか、介護する１

日のローテーションのあり方が少し改善の余地が

ないのかということですとか、また養成学校です

とか大学等を小まめに回ることですとか、また募

集の周知の方法についてももう少し新聞等を活用

して募集を多く出したらどうだろうかとか、その

ようなことについては御提案をさせていただいて

いるような状況でもありました。ただ、なかなか

それらがやってはいただいているのですが、実績

といいますか、人材確保にこの間結びついてこな

いという状況であります。事業団におきましては、

今回の状況から速やかに解消できるような必要な

方策を今後ともとらせていきたいと思いますので、

いましばらく御猶予をいただきたいというふうに

考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 大きくは入所者の方に

サービスを提供する職員の方が少ない、充足され

ていないということが原因だというふうに、それ

は当然そういうことだというふうに思います。指

定管理するに当たって、一定の定員分の見積もり

して人件費も払っているでしょう。清峰園でいえ

ば３億 ０００万円ぐらい、しらかばハイツでも

２億 ０００万円、それ以上かな、払っているわ

け。それが満たされないということは、お金返し

てもらわなければならないという話にもなってし

まうわけで、そういうことで済むかといったらそ

うではないわけです。しっかりサービスを提供し

てもらえる、そういったことを見込んでの予算の

見積もりをしながら、これは税金を投入して運営

をしてもらっている。そこでやりがいも含めて求

めながらみんな働いてもらっている、そういった

ことになっているのではないかと思いますけれど

も、実際に働いている人たちの状況も聞いてみま
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したけれども、そうなっていないのです。それも

含めて改善を一日も早くしていかなければならな

いというふうに思うのですけれども、既に１年、

清峰園はおおよそ１年になってきますか。それか

ら、しらかばハイツは去年の春から少しずつとい

うふうに聞いていますから、おおよそ１年半そう

いった定数を満たせない状況が続いている。悪い

けれども、何にも改善されていないというぐらい

な感じです。人も入るのだけれども、結局やめて

いく、そういったことが繰り返されていて、現場

にとっては十分な改善というか、そういうことに

結びついていない。先ほど来何点か取り組みにつ

いても話ありましたけれども、実際にはそれが功

を奏していないというのが実態であります。

悪いけれども、少し危機感も足りないかなとい

うふうに思います。１年です。丸１年たつのです。

状況が変わっていない。これがこちらからそうい

うふうな話がないとなかなか検討がされないとい

うか、対策が打たれないという、そういったこと

についてはとても危機感を覚えます。市長も先頭

に立って子育てやそういうことについては頑張っ

ている。これは誰もがそう思っているのです。だ

けれども、一方でここのことについては何ら手だ

てがされていないということです。これは、市長、

おかしいですよね。先ほど部長の答弁でも重く受

けとめるという話がありました。この間の高野議

員や川村議員への答弁で市長も重く受けとめると

言っているのです。だけれども、重く受けとめて

いる割には何にもされていないです。それも１日

や２日、きのう、きょうの話ではないです。１年

も、それ以上です。これは、やっぱり市長として、

設置者として、指定管理を発注する責任者として、

この点については非常に責任が重たいことだとい

うふうに思います。この問題について実際に少し

ずつというか、対策もやっていると思います。思

うけれども、解決に至っていないという点でその

責任が最終的には一番大きいものだというふうに

思います。その点について市長から考えをお聞か

せいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先般からもこのことにつ

いてはたくさんの市民の皆さん、あるいは議員か

らも御指摘をいただいておりまして、介護士の不

足により定員どおり運営できていない状況が続い

ていることは重く受けとめておりますし、待機者

の皆さんに御迷惑をおかけている状況と認識はし

ております。

今後におきましても名寄市と社会福祉事業団一

体となって職員確保に努め、一人でも多く入所し

ていただけるよう努力をしてまいりたいというふ

うに思いますけれども、名寄市は事業団のいわゆ

る指定管理主というのですか、という立場もあり

ますが、一方で名寄市全体としての介護あるいは

福祉業界を見渡していかなければならないという

ことだと思います。社会福祉事業団は、名寄市の

出資１００％という性質を持つ公的な施設を運営

していただいているという立場からも、なかなか

飛び抜けた施策が打ち出しにくいということも実

は実情としてはあるのでないかというふうに思っ

ています。その中で、これまでも今できる限りの

ことをしてきたつもりでありますし、現場でも努

力をしてきていただいたのだろうというふうに思

いますが、改めて結果が出ていないということは

事実としてありますので、このことをしっかりと

受けとめて、危機感を持って、管理者としてはも

ちろんでありますが、名寄市全体としてもこれか

ら早急にできるもの、あるいは中長期で考えてい

かなければならないものとしっかりと見きわめて、

検討してまいりたいというふうに考えております

ので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 重く受けとめるという

ことについては、ずっとそういうふうに発言され

ていますから、そういうふうに伝わりましたけれ

ども、言われた清峰園だけのことではないという

のはそのとおりだというふうに思います。当然今
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てどう指導するかということをしていただければ

それはそれでいいと思いますけれども、名寄市全

体としてどういうふうにするかということについ

ても私もあわせて考えるべきだというふうにそれ

は思っているところであります。

そういう意味では、私もこの課題の解決につい

ては具体的な方策も含めて考えてきましたから、

そういう立場できょうも臨んでいますけれども、

市長として今あった個別には事業団に指定管理し

ていただいている施設、それから名寄市にある福

祉施設、介護の施設、たくさんありますから、そ

れらも含めて、そこも同じように人材の不足、清

峰園やしらかばハイツほどではないのかもしれな

いけれども、そこも人材について大変だという話

伝わっていますから、そういうことだと。この課

題は、市長として最優先で解決すべきものだとい

うふうにお考えかどうか、そのことについてもう

一度お聞かせいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） もちろん今の現状は危機

的な状況なので、しっかりと受けとめて、できる

対策を打っていきたいというふうに思います。こ

れは、介護の現場は当然最たる状況だと思います

けれども、そのほかにも名寄市全般でさまざまな

業界において人材不足が顕在化しているところも

多く見受けられますので、当然そうしたところの

全体も俯瞰しつつ、介護人材に関してはとりわけ

今危機的な状況というふうに受けとめさせていた

だき、できる対応策をこれから講じていく検討し

ていきたいというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今お話ありましたよう

に、地方だからということではないのでしょうけ

れども、多くの業界で人材不足については聞かさ

れていることだというふうに思います。今あった

ようにとりわけ介護の関係については、早急に解

決をしていかなければならない、そういう認識で

よろしいのですよね。そうであれば、先ほども中

長期の関係、あるいはすぐできることなどを検討

していきたいということで市長からありましたけ

れども、具体的に市長が今頭の中に浮かべられる

施策があれば、それについて教えていただければ

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） これは、一昨日ですか、

高野議員あるいは川村議員からもさまざまなアイ

デアも御提案をいただきました。その中でも例え

ば早急に検討できるなという事案としては、無資

格者の方を現場で介護補助をしていただくという

ことは、いろいろなハードルあるかもしれません

けれども、これは早急に検討できるのではないか

というふうに思います。やる気のある例えば子育

て終わったぐらいの方たちだとかに声かけをして、

そうしたことができないのかと。

あるいは、これまでもやってきておりますけれ

ども、潜在介護士さんをいま一度マンパワーを駆

使して掘り起こしていくと。これは、即効性のあ

ることだというふうに思いますので、これはしっ

かりとやれるのではないかというふうに思います。

現状でも市内の介護事業所さんと共催で介護就職

応援相談会、さらには人材開発センター、介護・

福祉人材確保推進懇談会、こうした広く業界団体

で連携して介護職の人材確保、育成のネットワー

クをつくっておりますけれども、これをさらにし

っかりと機能させて、そうした情報の掘り起こし

に努めていって、潜在介護士さんの復職をしてい

くということも検討できるのではないかというふ

うに思います。

さらには、今市内に勤めている、あるいは市内

に勤める予定の介護職の方に、例えば無資格者の

方が今後初任者研修を受けていってスキルアップ

をしていくというようなことで、それぞれの事業

所さんに定着を図っていくということも必要かと

いうふうに思いますけれども、そうしたものの受

講費の助成でありますとか、これは名寄市全体で

平成２８年９月２３日（金曜日）第３回９月定例会・第４号



－139－

平成２８年９月２３日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

考えていく、検討できる事案なのかなというふう

にも思っておりますし、また先ほどの復職に関し

ても復職をするに当たってブランクがある場合に

例えば現場でそうしたものを改めて再教育しても

らうというようなこともこれは先ほど言った人材

確保推進懇談会の中で連携してやれる事業なので

はないかというふうに思っています。即効性のあ

るところでは、そうしたところをぜひしっかりと

推し進めていって、短期的な人材の確保に努めて

いきたいというふうに考えているところでござい

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 市長から今何点か解決

に向けての策が出されました。もうちょっと具体

的にあれば、ネットワーク使うだけではなくて、

使って例えばこういう施策を打つ、名寄市として

こういう施策を打つということがあればいいかな

というふうに思いますけれども、私も考えてきま

した。

実は、名寄市はこの間例えば市立病院の看護師

確保、それから大学の学生確保なり、今は保育士

とかも含めてなのですけれども、人材確保に苦労

しながら、いろんな取り組みをしてきている経験

があります。病院なんかでいえば病院独自の奨学

金を持っているなり、そういったことが実際にあ

るし、看護師確保で一番有効だったのは、現場の

人たちとどういうふうな仕事のつくりをするか。

先ほど市長からもありましたように、自分たちの

専門以外の仕事というか、本来するべき仕事以外

の仕事ってあるのか、ないのか、そういう見直し

をして、無資格者の人でも同じ職場の中でサポー

トしてもらう。介護補助という言い方がいいのか

どうかわかりませんけれども、この間も室長から

全国でもそういう取り組みがモデルで今あるので、

それを検証という話がありましたけれども、検証

しないでうちでやってしまえばいいのです。まず、

うちでやって、内容については具体のやり方きち

っと詰めなければならないと思いますけれども、

すぐできます。それは、現場の人たちときちっと

話しすればできることで、市長も先ほどの話では

そういうお考えかなというふうに思いましたので、

それは全国の検証を待たないで、うちがしっかり

やって全国に宣伝ではないですけれども、こうい

うことって有効だし、最終的に入居の皆さんにも

きちっとお返しできるサービスになると。そうい

うふうなことでしていくべきものかなというふう

に思います。そういう意味では、業務の改善、業

務の見直しというのが一番に必要なことなのでは

ないかというふうに思います。

もう一つは、これは清峰園、しらかばハイツだ

けのことになってしまうかもしれませんけれども、

職員の採用体系が職員、準職員という形で採用が

されているというふうに聞きました。これについ

ては、この間の市長の答弁、３月のときかな、と

いうか今回先ほどのアンケートの中でも触れられ

ていました。準職員の方がやめる確率が高いとい

うふうに先ほどあったかというふうに思います。

そういう意味では、その人たちの、状況いろいろ

あると思いますけれども、職員化をしていくとい

うことが有効な手段にもつながるのかなと。先ほ

ど言いましたように、市長も３月のときにも職員

化の話はしていたかというふうに、私のメモであ

るので、そういうことだったというふうに思いま

すので、そういったこともこの間も取り組んでは

いるのだというふうに思いますけれども、ぜひや

っていただくことかなというふうに思っています。

それから、余り時間がないので、あれですけれ

ども、新規採用の関係ですけれども、先ほど既に

学校訪問、専門学校訪問しているという話があり

ました。ただ、これも学校ただ行ってみても、名

寄人足りないので、ぜひお願いしますと言ってみ

てもどこでも足りない話で、そんなもの今までど

この自治体でも施設でもやっていることであって、

今さらなのです。これは、何か名寄市としての目

玉になる施策なり、そこに学んでいる人たちが名

寄で働いてみたいなと思えるような施策を打って



－140－

平成２８年９月２３日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

いかないと、持っていかないと話に乗ってもらえ

ないのだというふうに思います。そういう意味で

は、先ほど市長が言っていたことにも関連するの

ではないかというふうに思いますけれども、例え

ば資格取得に対する補助を出して、そういう学校

を出てもらうとかというのもあるのだというふう

に思います。これは、つい先日新聞報道されまし

た月形でそういうことを実施するということが出

たというふうに思います。高校生を採用して、給

料を払いながら専門学校に行ってもらう。資格を

取ってもらって、当然また戻ってきて働いてもら

う。それももし働かなくてもそれについてはおと

がめなしという、そういうことみたいですけれど

も、それに係る通学料ですか、通学に係る費用も

含めて補助をする。そういったことも本当に真剣

になれば考えなければならない話であって、これ

だってすぐできる話です。こういうことを単なる

検討ではなくて、実際にやってもらわなければな

らない状況になっていますから、ほかの自治体で

先進的に取り組んでいることについては、しっか

り学んで、大いに活用というか、まねをするべき

ではないかというふうに思って、隣の美深町でも

高校卒業された方が大学や短期大学、専門学校行

くに当たって支援をする、そういったことをして

いるようであります。これは、清峰園やしらかば

ハイツ、市が設置している介護施設だけではなく

て、名寄市内にあるそういった介護施設にかかわ

る仕事に就職しようとする人たち全てに当てはま

ることだというふうに思いますので、名寄市とし

ての施策としてきちっと打てるものかというふう

に思います。そういう意味では、先ほど来市長が

言っていますように名寄市全体を考えるというこ

とにつながっていくものだというふうに思ってい

ます。

それから、先ほども言いました病院の看護師さ

んだけにやっているこれも同じようなことであり

ます。名寄市全体として、少し拡大をしてやって

はどうかというふうに思っています。

それから、名寄市立大学で今度地元就業支度金

助成事業というのをやることになりますよね。そ

れは、うちの大学卒業された方にそういうふうに

お金を出すということだというふうに思いますけ

れども、これも名寄の福祉施設に就職される方、

高校生も含めてそういう方がいたとすれば名寄市

の施策として支度金を出すとか、とりわけ先ほど

来言っているように介護の施設なりに人材が足り

ない、何とかしなければならないということであ

れば、それも考えられるのではないかというふう

に思っています。

それから次に、家賃補助です。それも有効な手

だてでないかというふうに思います。名寄に親元

から離れて住む人もいるだろうし、名寄以外から

名寄に来て住んで仕事をしていただく、そういっ

た方もいるでしょうし、名寄から出ていった方、

もともと名寄の方がまた戻ってきてここで働くと

いうことに対しても有効な手段ではないかという

ふうに思います。例えば月額１万円の補助をする、

そういうことでもいいかと思います。これも名寄

市全体でできる施策になるのではないか。年間１

人１２万円です、１万円だとすれば。そういうこ

とですので、何人いるかというのもあると思いま

すけれども、ここは最優先で解決すべき課題とい

うことでありますから、財政的な発動も含めて絶

対考えていかなければならないと思いますので、

すぐにでも検討して実施をすべきかなというふう

に思っているところであります。

それから、離職防止、再就職支援の関係ですけ

れども、現場の人たちの声で交代制で夜間も働か

なければならない。これは前にもお話あったかと

いうふうに思いますけれども、夜間の保育という

か、子供を預けなければならない状況、それに対

応できないかということがあります。これは、病

院の院内保育所を２４時間なんて使えるかどうか

というのはありますけれども、超法規的にできる

ことかもしれないので、そういった検討もできる

のではないか。
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それから、現場の人たちは、実際にできるかど

うかわからないのですけれども、今やっている仕

事なかなか大変で、リフレッシュをするそういっ

た休暇が制度的にあってもいいのではないか、そ

ういった話も現場からも出ていたところでありま

す。

先ほど市長からもあった再就職に対しての支援、

再就職にかかわるもう一回仕事に戻るときの支援

するプログラムというか、そういうのはやっぱり

あったほうがいいと思います。それは、うちの大

学で無料でやればいいのではないですか。ぜひ先

生たちに協力していただいて、そういうのがある

と思いますから、これは無料で誰もが受けられる、

そういったことでやるべきかなというふうに思っ

ています。

それから、復職支援でいえば、これはちょっと

内容違うかもしれませんけれども、国のほうの補

助で札幌市で保育士の復職支援にかかわって、こ

れも新聞に出ていましたけれども、保育料の半額

を負担するというふうな制度を持ったというふう

に思います。貸し付けということですけれども、

何年か働くと免除をすると、そういうふうなこと

であります。これは、国の補助があって、保育士

にかかわる保育士確保プランという中でやってい

る事業だというふうに思いますけれども、これも

まねしていいのではないですか。名寄市において

も、それは保育もいいでしょうし、介護もいいで

しょうし、福祉に関連する職場に働く人たちがそ

ういうことであれば保育料なり半額なり補助をし

て、そのまま就職していただく、そういったこと

につながるかなというふうに思います。

今幾つか挙げましたけれども、こうした施策が

あるというふうに思います。これらについて今言

ってすぐあれやる、これやるということではない

かというふうに思いますけれども、最優先課題と

いうことでありますし、財政的な発動も含めてぜ

ひ検討していただきたいというふうに思います。

先ほど来ある全体的な問題を当面は市が設置して

いる施設ということになると思いますけれども、

名寄市全体の福祉に働く、介護に働く人たちの人

材確保も含めて市長としてしっかり取り組む、そ

のことについて約束をしていただきたいと思いま

すけれども、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） たくさんの御提言をいた

だきまして、ありがとうございます。

まず、議員からもお話があったように現状の中

で運用改善でもう少し工夫して少し余裕を出して

いくことはできないのか、あるいは補助員を入れ

るところも含めて、業務改善で定員が今不足して

いる部分を改善していくということは、これはす

ぐにもやれることだというふうに思いますので、

ここは現場の皆さんともよく相談をして、ぜひや

っていきたいというふうに思います。

いろんな御提言いただきました。市でやるべき

もの、あるいは事業主体がやるべきものというと

ころもあったと思います。財政的にも相当お金か

かるものとかからないもの、あるいはその効果が

どうなのかということを少し見きわめなければな

らぬなというのもあろうかというふうに思います

ので、今いただいた御意見しっかりと受けとめさ

せていただいて、やるべきことをしっかりとやっ

ていきたいというふうに思います。

何回も言いますけれども、事業団は公の施設を

運営しているという公の立場もありますので、事

業団が率先して例えば今お話のあったような給付

型の奨学金的なものをやっていくというのは、な

かなか難しいのかもしれないなというふうに思い

ますが、名寄市全体として取り組むということに

なると、ほかの業界とのバランスも出てくる。ま

た、莫大な財政的なことにもかかわるという、そ

ういった側面はあるのかなというふうに思います。

しかし、現在国のほうで一億総活躍ということで

介護士、あるいは働き方をどう改革していくかと

いうような事業も打ち出されておりますので、そ

うした国や北海道の状況も見きわめながら、名寄
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市としてできることをしっかりとやっていきたい

ということをお約束を申し上げたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） お金もかかる、当たり

前なのです。今危機的な状況を打破するのに即効

性でお金も使ってやらなければならないというの

はもちろんであります。先ほどから言っているよ

うに単独で市の設置している施設にやる部分ある

けれども、大方は名寄市としての政策としてやれ

ばいいのです。そうすることによって、名寄市全

体が福祉の職場で働く人たちに優しいまちという

ことになるのです。これは全国に売りなのです。

それは、加藤市長だからできるということなので

す。そういうふうにすればいいのです。この間住

みよさランキングってあります。全道で何番、全

国で何番と言っているけれども、今それに中身当

てはまっていないのです。とりわけ安心度で高く

て名寄市は結構いいところいっているのです。全

国で去年２２４、ことし１５２番なのです。総体

で全道で３番、全国で去年が２５８番、１４５位

に上がっているのです。だけれども、中身詐欺っ

たらだめなのです。ちゃんと施設に入れて、ちゃ

んとしたサービスを受けられる、そういうふうに

なっていないとだめなので、それも含めて名寄市

が福祉に働く人たちに優しい、先ほど言っている

介護だけではなくて、保育や障害にかかわるそう

いったところで働く人たちも含めて使える施策を

お金かけてやってください。それは、すぐ結果も

出るかもしれないし、そうではなくて時間かかる

こともあるかもしれない。だけれども、名寄市と

してそういうことでやれば、これは絶対最終的に

名寄に人がたくさん集まることにつながるし、ず

っと言っている名寄市盛り上げていくために交流

人口の拡大なりなんなりとつながっていくことで

すから、ぜひそういうふうに打っていただきたい

というふうに思います。

まず、時間あれですけれども、１２月に結果ひ

とつ出してください。具体的な政策何打つか。そ

して、やっぱり１つは年度の変わり目にきちっと

入所者の方も入れるような、半年あります。その

中できちっと対応施策を打ってください。これに

ついては、必ず点検させてもらいますので、その

ことについて覚悟を持ってやっていただくように

思いますので、これについて最後市長からもう一

度決意をいただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 頑張ります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で奥村英俊議員の

質問を終わります。

農業振興施策について外２件を、山田典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） ただいま議長より御

指名をいただきましたので、これより通告に従い

大項目３点について質問してまいります。

初めに、大項目１点目、農業振興施策について、

小項目１、台風による大雨被害についてお伺いい

たします。８月１７日から３１日にかけて、北海

道内に相次いで４つの台風が上陸、接近し、各地

に甚大な被害をもたらしました。特に農作物、農

地への被害については、河川の氾濫、堤防の決壊

による農地への浸水、作物の流出、強風による作

物の倒伏などが道内各地で発生し、一部の地域に

おいては収穫が皆無の状況になるなどの壊滅的な

被害もあったところです。当市においては、特に

８月１７日の台風７号と８月２０日から２１日に

かけての台風１１号の影響による大雨により、市

内各所で農地の冠水などの被害が発生いたしまし

た。今回の台風を初め、近年頻繁に発生する局地

的集中豪雨などに見られるように、明らかに以前

と比べ気象状況が変化してきており、このような

状況に対応できる生産基盤や農地環境の整備が今

後一層必要になってくると思われます。そこで、

今回の一連の台風による農地、農作物の当市の被

害状況についてお知らせください。あわせて今後

の対応と大雨による被害を未然に防ぐ、または最

小限度にとどめるための被害防止対策についての

考え方をお聞かせください。
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次に、ＩＣＴ農業の推進についてお伺いいたし

ます。高齢化などによる農家戸数減少の一方で、

１戸当たりの経営規模の拡大が進み、それに伴う

労働力不足が大きな課題となっています。近年こ

のような課題を解決する手段の一つとして、農業

分野においてＩＣＴ情報通信技術やロボット技術

を活用した営農技術の導入が急速に進んでいます。

国も食料・農業・農村基本計画の中で、このよう

な営農技術をスマート農業と位置づけ、先進技術

の研究開発、実証実験を行うとともに普及を推進

する施策を打ち出しており、道内においてもＧＰ

Ｓガイダンスシステムを中心に導入が急速に拡大

しております。当市においても労働力不足等の課

題が深刻化する中、このような農業技術の推進の

考え方についてお伺いをいたします。

次に、大項目２点目、高齢者福祉の推進につい

てお伺いいたします。４人に１人が６５歳以上と

いう高齢化社会の現在、当市における高齢化率も

３０％を超え、今後も上昇していくことが予測さ

れており、また介護を必要とする高齢者も増加し

ている状況にあります。高齢になり、体が不自由

になったり、あるいは介護が必要となっても、生

まれ育ち、住みなれた地域で暮らし続けたいとい

うのが多くの高齢者の方の願いである一方、現実

には施設の状況などの要因から他市町村へ移住す

ることを余儀なくされているケースも多く聞くと

ころであります。今後高齢者のニーズに合った施

策の推進が強く求められるところですが、市内の

介護施設等の現状についてと今後の対策、また介

護施設や高齢者向け住宅を含めた施設の整備の考

え方について理事者の御見解を求めたいと思いま

す。

３点目、高規格幹線道路の整備にかかわってお

伺いいたします。北海道縦貫自動車道士別市多寄

町から名寄市間１２キロについて平成２６年８月

の事業再開決定以後計画の説明会や測量設計、用

地買収等が行われていると認識をしておりますが、

現在の状況についてお知らせを願います。

また、高規格幹線道路は、産業や観光の振興、

地域経済の活性化、救急医療の高度安定化などに

必要不可欠なインフラ整備であります。関係期成

会などが国に対してさまざまな形で要望活動をし

ておりますが、市としてもそれらの要望を踏まえ

た中で整備構想を明確に示し、国、または関係団

体等と協議をしていく時期に来ているのではない

かと思います。理事者の御見解をお伺いいたしま

す。

以上、壇上からの質問といたします。よろしく

お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 山田議員からは、大

項目で３点の御質問をいただいております。大項

目１は私から、大項目２はこども・高齢者支援室

長から、大項目３は総務部長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いいたします。

大項目１、農業振興施策について、小項目１、

台風による大雨被害について申し上げます。今回

の災害における農業被害につきましては、農作物

においてはカボチャやタマネギなどの流出が ９

ヘクタール、水稲、大豆などの冠水被害が９ ５

ヘクタール、スイートコーンなどの倒伏が２ ９

ヘクタール、合計で１２ ３ヘクタールとなって

おります。地区別では、風連地区は４８戸、９

９ヘクタールと最も多く、名寄地区が８戸、１

４ヘクタール、智恵文地区が８戸、１８ヘクター

ルとなっております。また、農業施設ではビニー

ルハウスが１０戸、３１棟が浸水し、用排水路の

破損や埋没が１３件、のり面、あぜの崩壊１７件、

頭首工の破損１件、農道、取りつけ道路の破損２

件、農地の表土流出２件となっております。

今後の対応と被害防止策についてですが、農作

物への被害に対しては、冠水などによる生育への

影響に対する営農技術対策について関係機関と協

議のもと指導を行ってまいりたいと考えておりま

す。また、今後の収穫状況を見ながら、次年度に

おける再生産への影響等を確認した上で生産団体
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などと対応を協議してまいりたいと考えておりま

す。

農地、農業用施設への対応としましては、南富

良野町のような大規模な災害が発生した場合には

農地農業用施設災害復旧事業などの公共災害復旧

として対応していかなければならないと考えてい

ます。名寄市の被害としては、１カ所当たりの被

災状況は小規模であり、公共災害の要件に当ては

まらないと判断しております。改良区施設につい

ても名寄市区域については同様と判断していると

伺っております。

また、ここ数年局地的豪雨に対して現況の排水

路ではのみ込めない状況となっていることは認識

しております。１級河川、道河川、普通河川、農

業排水路として各施設管理をしていますが、現行

の国、北海道の整備基準では近年のゲリラ豪雨に

対応できる整備基準となっていないのが現状です。

今後将来を見越した排水対策として、暗渠排水や

未整備施設の改修はもとより、ここ数年の気候変

動による大雨に対応できる整備基準等の見直しを

国や北海道などの関係機関と協議、要請していか

なければならないと考えておりますので、御理解

願います。

次に、小項目２、ＩＣＴ農業の推進についてお

答えします。国や道においても省力化や低コスト

化などを実現するため、ロボットやＩＣＴを活用

したスマート農業の研究や技術普及に向けて取り

組みが進められているところです。現在は、ＧＰ

Ｓ等の人工衛星からの位置情報を活用した自動操

舵システムを導入した作業機械が市販されるよう

になり、作業の効率化、省力化が期待されている

ところです。こうした状況を受けて、市内の農業

者において導入に向けた検討が進められるととも

に、ＪＡ道北なよろでもＧＰＳの利用環境の整備

について研究が進められており、市としても参加

し、協議をしているところです。今後もさまざま

な形のＩＣＴを活用した技術開発が想定されるこ

とから、農業振興センターを中心に実証試験、研

究に取り組みながら、名寄の農業に合う技術の選

定と情報提供に取り組んでいく必要があると考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 私か

らは、大項目２、高齢者福祉の推進について、初

めに小項目１、市内の介護施設等の現状について

申し上げます。

名寄市の６５歳以上の高齢者は、本年８月末で

８０７人、高齢化率は３ ０７％となり、前年

同月と比べても７１人の増加、高齢化率は ７％

上昇しているところでございます。市には市が設

置し、名寄市社会福祉事業団が運営いたします特

別養護老人ホーム清峰園、しらかばハイツを初め、

民間施設として老人保健施設、ケアハウス、認知

症グループホーム、住宅型有料老人ホームなどい

わゆる入所系、居住系の施設が名寄地区に６カ所、

風連地区に４カ所、合計１０カ所ございまして、

総定員が４４３人となっているところでございま

す。なお、この全ての施設で入所待機者がいると

いう状況と把握しております。

また、高齢者等の生活に配慮した設備等を備え

た公営住宅でございますシルバーハウジングが市

営緑丘第１団地に１４戸、市営新東光団地に１５

戸、道営マーガレットヴィラに２３戸の合計５２

戸整備をされております。現在入所申し込みを受

けつけおります道営マーガレットヴィラにおきま

しては、入居希望者多数のため抽せんを行う予定

とお聞きしているところでございます。

なお、先日新聞報道でも取り上げられておりま

したとおり、本年１１月に住宅型有料老人ホーム

が市内の民間法人により開設予定となっており、

市内豊栄地区に１８室、定員１９名の居住系施設

が増加するということになっております。

次に、小項目２、今後の対策と施設等の整備の

考え方について申し上げます。名寄市第６期高齢
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者保健医療福祉計画、介護保険事業計画の策定時

に行いました市民アンケートの結果から、一人で

生活することが難しくなったときの住まいとして

一番多かった回答が現在の住まいに住み続けたい

でございましたが、次に多い回答といたしまして

見守りのある高齢者向けの公営住宅に住みたい、

あるいは有料老人ホームなどの高齢者向けの施設

に住みたいとの答えが上げられており、住みなれ

た御自宅に住み続けたいという御希望が多い一方、

住みかえしてもよいとの市民ニーズも一定数ある

ことが明らかになったところでございます。また、

出前講座などで高齢者の皆さんにお集まりいただ

いて出向かせていただいた際にも、施設への入所

や待機者の状況については質問が多くお寄せいた

だける事項でございまして、さらに今後要介護認

定者が増加するという推計のもと高齢者施設の整

備につきましては、第６期計画に介護サービス基

盤の整備及び高齢者の住まいの確保の２点を基本

的方針として登載をしてございます。

具体的には平成２９年度までに介護サービスが

つきましたケアハウスや認知症グループホームな

どを整備する計画となってございまして、介護が

必要となった方の受け皿として機能することを目

指しております。本年１月、計画に基づきまして

市内の介護保険事業所に北海道医療介護総合確保

基金を利用いたしました認知症グループホームの

整備について募集をいたしましたが、応募がない

状況でございました。応募されない理由につきま

して幾つかの事業所にお問い合わせさせていただ

いたところ、介護人材が確保できないということ

が主な理由であったところでございます。今後の

計画を遂行するため、次年度に向けては市外の事

業所を含めた公募を行う予定でございまして、現

在事務処理を進めております。

これからも高齢者数が増加を続ける中で、引き

続き介護施設及び高齢者の住まいの確保は課題の

一つとして認識をしてございまして、第２次総合

計画や第７期高齢者保健医療福祉計画、介護保険

事業計画の中で検討をしてまいりたいと考えてお

ります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の３、高規格幹線道路の整備にかかわって、初め

に小項目の１、士別市多寄町から名寄インターチ

ェンジ間の現在の状況について申し上げます。

北海道縦貫自動車道士別剣淵から名寄間の２４

キロにつきましては、平成１５年の国土開発幹線

自動車道建設会議におきまして抜本的見直しが必

要な区間とされ、その後新直轄方式により平成１

８年には士別剣淵から士別市多寄町間の１２キロ、

平成２６年度には士別市多寄町から名寄間の１２

キロが事業化をされました。御質問のありました

士別市多寄町から名寄間につきましては、現在調

査設計、用地買収などが進められており、士別剣

淵までを合わせました２４キロ区間の用地進捗率

は５０％、事業進捗率では５９％となってござい

ます。また、開通時期につきましては、完成に向

けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

と公表がされてございます。

この高規格道路が供用開始された場合の効果と

して、士別剣淵から名寄間の移動時間が現在の３

３分から２０分へと約３分の２に短縮をされ、市

民の皆様の利便性の向上が図られることはもとよ

り、物流の効率化などアクセス性の向上や名寄市

立総合病院への救急搬送における時間短縮による

救急体制の充実や救急性の高い輸血用血液の輸送

などによる高次医療器械の確保など多様な効果が

もたらされることから今後も関係期成会などと連

携を図りながら、引き続き早期完成、供用開始に

向けて強く要望を行ってまいります。

次に、小項目の２、市としての整備構想につい

て申し上げます。市として取り組むべき課題は、

大きく４点あると認識をしてございます。１つは、

士別剣淵から名寄間の早期完成、供用開始であり、

先ほど申し上げましたように引き続き強く要望し
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てまいります。

２点目、３点目につきましては、市民あるいは

地域から御要望をいただいております風連地域に

おけるインターチェンジと智恵文南のおり口の設

置についてでございます。いずれも地域にとって

は無論のこと、農畜産物の運搬、地場産品の販売、

ＰＲや観光など全市的にも必要な設備と受けとめ

ておりますので、引き続き実現に向けて関係機関

へ働きかけてまいります。

最後に、４点目、名寄１９線の整備についてで

ございます。名寄１９線には国の計画においてイ

ンターチェンジが設置されることとなっており、

これまで申し上げてきていますように地域活性化

の方策について検討を行う必要があると認識をし

てございます。特に士別剣淵から名寄間の供用開

始に伴って利便性の向上が図られる一方で、名寄

市が通過型となる可能性もございますことから、

車両や人の流れなどについてどのような影響が生

じるのか、あるいはどのようなニーズが生まれる

のかなど調査する必要があり、人を引きつけるア

イデアや物流、消費につながる仕組みに加えまし

て、市の役割などを含めて検討を進める必要があ

ると考えてございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、再質問をさせていただきたい

というふうに思います。

まず初めに、農業振興施策のほうからいきたい

というふうに思います。今回の台風による被害、

ほんの１週間の間に台風が３つ上陸するというの

は観測史上初めてということでありますし、特に

最後の１０号の影響というのは、皆さん当然御承

知かと思いますけれども、南富良野の状況等も報

道で接することありましたけれども、農業者とし

ては本当につらい、見ているだけでも私も胸が痛

む状況です。農業者としては、これから収穫とい

うその作物自体が流されるというこんなにつらい

ことはないわけですから、本当にひどい状況だな

というふうに思いますし、今地域は収穫作業真っ

ただ中という状況であります。皆さんそれぞれ台

風による大雨も当たりまして、非常に苦労してい

る状況ではありますけれども、ただ収穫するもの

があるというまずはその幸せを感じながら、そし

て状況としては一部湿害、水害等の影響もあった

部分もあるようですけれども、農協のほうでも把

握している中では収穫できたものに関しては品質

的には今のところ問題はないだろうというような

見方もあるようであります。このまま天候が順調

に推移して、最後まで畑に残ることがないように

収穫作業続くことを祈るばかりですし、最後結果

がどうなるかという部分、お答えでもありました

けれども、最終的にそういう状況で再生産に影響

があった場合にはその都度また対応等を御検討い

ただければというふうに思います。

それぞれ農業関係の被害の面積等についてもお

答えがありましたけれども、これから北海道、ま

たこの地域も台風が３つ来る、４つ来るという状

況ですから、本州、九州、四国、また雨が多いと

言われている地域、紀伊半島というか、あの辺は

以前は台風銀座と言われた台風の通り道だったの

がことしは真っすぐ北海道に来るような状況で、

もうこれは８月、９月には北海道も台風の影響が

ある、そういった大雨が降るというような前提で

物事を考えていかなければならない状況に間違い

なく来ているのだというふうに思います。そうい

う意味では、今回道内各地域これからの排水対策

も含めて、生産基盤をどう整備していくかが重要

課題になっているという状況でもあります。当地

域、降雨量は他地域に比べて少なかったのが幸い

したという部分も、他地域に比べると被害がそこ

まで大きくなかったというふうになりましたけれ

ども、今後いつああいう状況にこの名寄市がなる

かどうかもわからないという中で、排水対策、こ

れは基盤整備、農地の排水をどうするかという部

分も含めて計画的に実施していかなければならな
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いのだというふうに思います。そういう部分では、

道に対して整備基準見直しの協議要請もしていく

ということでしたけれども、改めまして地域全体

見た中で生産基盤の整備、計画的にという部分が

これから必要になってくると思いますが、今経済

部のほうで把握している中で、今回の状況もそう

ですし、平成２６年の大雨も踏まえた中で、どの

ような地区にどのような基盤整備が今後必要にな

ってくると想定されるか、お考えありましたらお

聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 基盤整備の関係で御

質問をいただきました。計画的な基盤整備という

ことでございまして、基本は基盤整備を実施する

に当たりましては、議員も御承知のとおり、地域

の中での十分な御議論をいただいてということに

なろうかと思います。その上に立って、今現在智

恵文地区ですとか風連地区の下多寄地区ですとか

ということで御議論をいただいて、順次道なりに

お話をさせていただいて、整備をしていくことに

なるのかなというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そういう形で進んで

いる地域もある中で、水田地帯も非常に排水等老

朽化している地域もあるというのは認識していた

だいているのだというふうに思います。今部長が

おっしゃったように、地域が一体となった取り組

みになることがまずは重要ですから、地域の総意

という部分もあるのでしょうけれども、そういっ

た部分もしっかりと把握して、どの地域のそうい

った排水施設等が老朽化しているのかという部分

はしっかり把握していただいて、それは行政が主

導するという形にはなかなかならないのかもしれ

ませんけれども、もう既に地域からそういった声

も上がっているという部分もありますので、そう

いった検討も行政として着手していくべきでは、

地域の声を聞きながら進めていくべきではないか

と思いますけれども、改めてお答えをいただきた

い。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 排水対策等について

は、老朽施設も見受けられるということで認識は

してございます。ただ、その取り組みの中では当

然土地改良区さんなり、そういった方いらっしゃ

いますので、そちらのほうでも十分整備について

の方向性も今検討されているところでもございま

すので、十分関係機関と打ち合わせをさせていた

だきながら、もちろん住民の皆さん、農業者の皆

さんの御意見も伺わなければならぬというふうに

思ってございますけれども、そういった方向で行

っていきたいというふうに思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そういう形で、計画

的にそういった農地の整備等進んでいくように行

政として取り組みをお願いしたいと思います。

また、そういった大規模な基盤整備ばかりでな

く、これから簡易的に行える排水対策というのも

必要になってくるのではないかなというふうに思

います。営農技術対策として冠水をどう防ぐかと

いうような営農指導もしていくというようなお答

えもありましたけれども、そこまで大きな基盤整

備でなくても、こういう大雨に当たった後にいち

早く畑から、また農地から水を抜いてやるという

作業が必要になってくると思いますし、簡易に行

えるものもいろいろ技術的にあるのだというふう

に思います。そういった技術的な農家の皆さんへ

の指導等も含めて、また各地いろんな簡易に行え

る排水対策もう既に取り組んでいる自治体もある

ようですけれども、そんな情報もしっかりと収集

して、農業者の方へのそういった排水対策、簡易

にできる、農家の皆さんがみずからできるような

ものも積極的に推進していっていただければと思

いますが、お考えを改めてお願いしたいと思いま

す。
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〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 簡易な整備というこ

とで、中山間等の事業の中でも一部取り入れてい

る部分もございますけれども、当然取り組みも各

自治体の中で差もあるというふうに思ってござい

ますので、そんな取り組みも参考にさせていただ

いて、どのような方向がいいのか、当然市ででき

るものだけでもないものですから、そういったも

ので考えていきたいと思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 部長おっしゃったよ

うに市だけで進んでいけるものではないのかとい

うふうに思いますし、関係機関としっかりとその

あたり技術的なものも含めて研究していただいて、

雨が降るのは仕方のない部分もあるのですけれど

も、いかに早く水を抜くかという部分、生育にも

収穫作業にも大きくかかわってまいりますので、

そういったこともまた行政として力を入れて取り

組んでいただきたいというふうに思います。

あと、大雨、排水という部分では、河川の関係

もやはり大きくかかわってくるのだというふうに

思います。これは、国が管理する河川、道が管理

する河川、市が管理する河川、それぞれあります

けれども、今回被害に遭った農地も河川沿いが多

かったという部分だったかというふうに思います。

特に定期的に今後床ざらいも含めて整備をしてい

かないと流れが悪くなってしまって、どんどん、

どんどん水かさが増してしまうという部分にもつ

ながるのだと思いますし、特に柳の木が非常に流

量を制限しているというか、流れを悪くしてしま

っているという現状もこれは現実にあるのだとい

うふうに思います。河川の関係ですから、経済部

長というより建設水道部長なのでしょうけれども、

国、道にもそういった計画的な、特に床ざらいす

るだけでも何年間に１遍でも全然違うと思うので

す。市が管理する河川については、一部やってい

ただいているという現状も把握しておりますけれ

ども、計画的にそういった部分していかないと、

何年も放っておくと流れが悪くなる。また、雑木

処理については、以前は地域で河川愛護団体もあ

りまして、そういったところが雑木の処理をして

いたという状況もあったのですが、そういった団

体も高齢化によってそういった作業ができなくな

ってしまったりですとか、柳の木が生い茂って川

の流れを制限してしまっていると、悪くしてしま

っているという状況もあると思うのですが、そう

いった対策も必要ではないかと思いますが、中村

部長、どのようにお考えかお答えいただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今山田議員のほ

うから、これは今回の大雨もそうですけれども、

なかなか北海道あるいは国においては計画的に雑

木の処理なり、堆積土砂の処理ができないという

状況が実はあるようであります。国の河川におい

ては、例えば天塩川は国の河川ですから当然開発

局が所管をしていますし、道河川においては北海

道が所管をするということでございます。普通河

川は私どもということになりますけれども、国あ

るいは北海道においてはそれぞれ１級河川、ある

いは北海道は道内の道河川全ての管理ということ

になるものですから、なかなかその中で名寄地区

において道河川どこから進めるのか、あるいは全

道的にではどこから進めるのかということがござ

います。これは、道の段階で一定程度これまで一

部やってきているところも当然あるでしょうし、

今後計画的に進めていくということで、議員から

見ますとなかなか進んでいないという現状にある

のかなというふうに思いますけれども、これは少

しずつ北海道段階でもやっていただいているとい

う現状については御理解をいただきたいと思って

いますし、私ども年１回土現のほうとも打ち合わ

せをしながら、土砂の関係、あるいは雑木の処理

の関係については要請をさせていただいておりま

すので、今後も引き続き要請をしていきたいとい
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うふうに思っているところです。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 部長がおっしゃるよ

うに、本当に実際なかなか進んでいないなという

部分が正直なところなのですけれども、市として

どうこうという部分もそれは国、道の関係ですか

らあれですけれども、国なり、道なりにしっかり

とそこはこういった現状というか、理解していた

だいた中で、改めて要請をしていただきたいとい

うふうに思いますし、特に雑木に関しては、流れ

が悪くなって川の水が農地を浸水するというよう

な状況だけでなく、実は地域としても熊の出没の

原因にもなっているのです。雑木沿いに川沿いに

特に風連別川もそうですし、私のいる智恵文地域

では智恵文川もそうです。今は山沿いだけではな

いです、熊の出没というのは。そういった地域の

中心部にも出てきていると。なぜかというと、流

れている川の柳が生い茂っているところを隠れみ

のにして移動する。川沿いに移動するという状況

がありますので、排水対策という面からも、また

有害鳥獣対策と、熊対策という部分からも早急な

整備、これは道に対しても働きかけを一層お願い

を申し上げたいというふうに思います。

あと１点、排水対策という部分、大雨の関係に

もう一点だけお伺いしておきたいのですが、田ん

ぼダム、天塩川改良区中心に取り組まれていると

思います。今回の一連の大雨の中で田んぼダムの

効果、またどういう状況で田んぼダムの取り組み

がなされたか行政として把握されているかどうか、

また効果があったとすればどのような実際効果が

あったのかどうかお聞かせをいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 田んぼダムの取り組

みについては、土地改良区さんを含めて取り組ん

でいただいております。市も中山間の事業の中で

田んぼダムということも取り組んでいるところで

ございまして、今改めて田んぼダムの推進という

か、そういったことを考えるに当たって、いま一

度土地改良区さんと市のほうと少し入り口という

か、そういった部分を整理して、どういった役割

で進めていくのかというのが大事だと思いますの

で、そういったことを考えていきたいというふう

に思ってございますが、効果としては、たまたま

先日農業農村の検討委員会がございまして、その

中でも田んぼダムの話になりました。その中では、

内淵川の周辺の農家の皆さんが田んぼダムに取り

組んでいただいたおかげでぐっと水位が下がった

という状況もございますので、そういった部分確

かにあるのかなというふうに思ってございますけ

れども、それが全体的にどれだけのところで取り

組まれて、効果という部分では十分把握していな

い状況もございますので、そういった意味では先

ほど申し上げましたとおり少し意見交換なりさせ

ていただきたいなというふうに思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 部長おっしゃったよ

うに、土地改良区さんが中心になっての取り組み、

またそれぞれの地域、環境保全組織単位で取り組

まれているのだというふうに思います。聞いてい

る限りでは、今内淵川のお話もありましたけれど

も、効果はかなりあるのではないかなというふう

に思いますし、私も余り詳しくないけれども、１

ヘクタール当たりの田んぼで約１トンぐらいの流

量制限ができるということですから、多分名寄市

内何町あるのですか、田んぼ、 ０００超えてい

ますよね。 ０００としても ０００トンの水で

すから、相当な効果になるのだというふうに思い

ます。これは、土地改良区さんとまたいろんな連

携をとりながら取り組み広めていただきたいと思

いますし、知らない方もいるのです、この効果に

ついて。実際やられている方もいる中で、全く知

らない方もいるし、そういう効果があって例えば

この川があふれなくて済んだのだというようなこ
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とを知らないのです。そういった周知も含めて、

効果の周知も含めて取り組みを拡大していってい

ただきたいと思いますが、改めてお答えいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 議員から御指摘いた

だいたとおり、先ほども申し上げたとおり効果の

部分も含めて少し状況を確認させていただいて、

情報提供なり、今後の進め方については考えてい

きたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そういう形でよろし

くお願いしたいと思います。

続いて、ＩＣＴ農業の推進についてということ

でお伺いをさせていただきますが、行政も研究会

に参加されたということでお答えをいただいてお

ります。労働力不足を補うという側面、また作業

の効率化、省力化という側面もあるというのはお

答えにもあったとおりだと思います。部長が今認

識されている中で、こういったＩＣＴを含むロボ

ット技術ですとかＧＰＳを活用したそういった農

業、ほかにどのような効果があると部長は認識し

ていらっしゃいますか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） ＩＣＴ農業につきま

しては、当然労働力不足なり、夜間もできるとい

うような状況もありますので、そういった部分で

は作業の効率化という部分もありますし、当然一

定の情報行っていることによってその周辺で満遍

なく肥料まきだとかそういったことができるとい

うことなので、そういった意味での効果はあると

いうふうに思っていますし、ＧＰＳに限らず今人

手不足が顕著になってございますので、そういっ

た部分で労力の軽減だとかそんなところも国のス

マート農業では検討されているようでございます

ので、ぜひそんな情報も少し先ほども申し上げま

したとおり振興センターの中で関係者の皆さんと

議論していきたいなというふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） クイズではないので、

そういうやりとりは避けますけれども、実は労働

力不足、また作業の効率化、省力化という部分だ

けではなくて、これは私の思いではなくて、そう

いったものを導入しようと今いろいろな勉強をさ

れている若い担い手の方の感覚なのですけれども、

そういうものを導入することによって振興作物を

一層産地として守っていきたいのだということで

す。労働力不足を補い、効率化、省力化という部

分では、何か大規模になって、土地利用型の作物

中心になっていくというようなイメージ持たれて

いるかもしれませんけれども、若い方違います。

そういった部分は労働力少し土地利用型にして、

限られた労働力をできるだけ振興作物の振興に回

したい。ですから、例えばこの地域でいえばアス

パラの面積をもうちょっとふやしてみたりですと

か、カボチャは面積これ以上減らせないねと。バ

レイショもそうだねという思いなのです。そうい

った部分、今まで築き上げてきた産地としての取

り組みがある作物ってアスパラ、カボチャを初め

としてありますので、そういったものをしっかり

と守っていきたいという若い方の思いであります。

そういう思いに応えていただくためにも、このこ

とを全て行政がお金を出して、予算を出して全部

やってやれということではありません。生産者と

農業団体、ＪＡと、そして行政の連携がこの取り

組みには不可欠だというふうに思います。情報も

入手しつつ、そういった情報提供もできる体制を

しっかりとこの研究会の中でもとっていただきた

いなというふうに思いますが、改めてお答えをい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 山田議員から御指摘

いただいたとおり、今振興作物という部分でお話

を伺いましたけれども、このＩＣＴ農業を推進す

る中でも先進地でも規模拡大という部分で、随分
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そういった部分で特化してやられているというよ

うな、先日の視察の考えもございまして、振興作

物を今後どのようにしていくか、どんな面積を守

っていくかということは当然ＪＡも含めて研究会

も立ち上がるところでございますので、そういっ

た中でも十分議論をさせていただければと思いま

す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） ぜひそのような形で、

若い担い手の方の思いも酌んだ中で取り組んでい

ただければというふうに思います。よろしくお願

いしたいと思います。

次に、高齢者福祉の推進についてということで

お伺いをしたいと思います。先ほど来、昨日、今

定例会一般質問の中で市が設置する指定管理の施

設に関しての状況、また人材不足についてはそれ

ぞれ皆さんやられていますので、私はちょっと違

った観点から高齢者福祉の推進についてというこ

とでの一般質問でありますけれども、次の総計の

基本構想、基本計画も示されましたけれども、記

載されているとおり、これから高齢者の方が可能

な限りこの地域に残っていただけるような、これ

は現実ハードの面も整備していかなければならな

いという状況もあろうかというふうに思います。

特に介護施設もそうですし、グループホーム、入

所系、居住系も、市街地のシルバーハウジングも

抽せんになったというようなお答えもあったので、

やはりそういうニーズは間違いなく高まってきて

いるのだというふうに思います。

そういった高齢者のニーズ、またこれは地域の

実態という部分にも鑑みた施設整備、整備計画と

いうのがこれから必要になってくるのではないか

なというふうに思うのですが、特にシルバーハウ

ジングのお話、馬場室長御答弁でされましたけれ

ども、市街地にはそういったものもあるのですが、

農村郊外地区には当然ないのです、現状。そうい

った介護の単純な施設というものだけでなくても、

そういった高齢者向けの公営住宅であったりです

とか、またグループホームという形もいろいろと

あるのでしょうけれども、郊外地区にも当然これ

からも必要になってくると私は思っていますし、

またこれは郊外地区ということでは風連地区、智

恵文地区という部分になるのだと思いますけれど

も、特に農村地区ってちょっと特殊ないろんな環

境がありまして、私も含めてなのですけれども、

若い農業者も含めて仕事がというか、日々のこう

いった農作業、自分の経営、それが忙しくて、将

来自分の親の面倒を見ようと思っても在宅で本当

に自分たちが大丈夫なのだろうかと、親も含めて。

何か近くに見守りも含めたそういった施設がある

と、また将来のそういった部分での展望も見えて

くる、自分の経営に対しても。農業という部分で

はなかなかないですけれども、親の介護のために

ついていた仕事をやめられるという現実もやっぱ

りこれはいろんなところであるのだというふうに

聞いています。そういった農村郊外地区での地域

特性に鑑みたそういった施設も今後整備計画に入

れていくべきではないかなというふうに思います

が、お考えをお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ただ

いま山田議員からは、各市内の地区別によって就

業形態だとか生活実態というのが異なることから、

それに向けた住まいの対応だとかも含めた対策が

必要なのではないかという御質問だったかという

ふうに思います。先ほど市内全体の８月の高齢化

率が３ ０７％というふうに申し上げましたが、

実は地区別に見ますと名寄地区の６５歳以上の高

齢者の方々の高齢化率が２ １３％、それと風連

地区のほうが４ ４３％、智恵文地区が３ ３７

％ということで、それぞれの地区で高齢化率に差

があるのかなというふうにはわかるところでござ

います。

議員御指摘のとおり、例えば農村地区におきま
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しては、これから真っ盛りになるかと思いますけ

れども、農繁期におきましては当然ほかの業種と

違いまして特徴的な部分は、その時期に介護がな

かなか難しいということで、ふだん在宅生活を送

られていても短期入所が必要になってくる方とい

うようなニーズがあるということも承知しており

ますし、そこまでいかなくても必要に応じた本当

はちょっと見守りしたいのだけれども、なかなか

難しいというようなことで一時期御親戚のところ

に行っていただくだとか、御親戚の方が来ていた

だくだとかというような実態もあるようなことも

お聞きしております。今後こういう地区による実

態というようなことも違いがあるということがわ

かっておりますので、先ほど申し上げました総合

計画の案の中にも住まいという部分が、今後公営

住宅になってきますと、シルバーハウジングとい

うふうになってきますと建設水道部とのプロジェ

クトを組まなければならないという、国でいえば

国土交通省と厚生労働省との絡みのようなものが

ございまして、そういうプロジェクトを組まなけ

ればならないということもございますけれども、

そういうことも念頭に置きながら、３年に１回策

定いたします高齢者保健医療福祉計画と介護保険

事業計画の中で施策を検討してまいりたいという

ふうに思いますし、計画立てる前には必ずアンケ

ートを実施してまいりますので、その際のニーズ

把握だとか、議員から御提言いただきました地区

別のニーズというようなことについても一定念頭

に置きながら、アンケートのほうに取り組んでま

いりたいなというふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 私の地域も公営住宅

８戸口のあるのですけれども、４戸あいているの

です。公営住宅は公営住宅法というものがあって、

そう簡単にはいかない部分もあるのかもしれませ

んけれども、そういったものも活用できないのか

なとも思ったり、また民間業者等のそういった力、

運営等も含めて力をかりての運営も模索していっ

てはどうかなというふうに、いろいろ郊外地区、

空き店舗と言ったらいいのか、結構建ってはいる

けれども、使われていないという施設も結構多い

ものですから、そういった民間の力もかりながら、

そういったことも検討していくという行政として

の姿勢も必要になってくるのかなというふうに思

いますが、改めてお答えをいただきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ちょ

っと重なるかもしれませんが、計画作成の際には

健康福祉部だけではなくても、他部も含めた形で

横断的に検討していかなければならないという部

分が出てくると思いますので、議員からいただい

た御提言も含めながら、十分研究、検討してまい

りたいという思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれの市街地、

また郊外地区のニーズ把握も含めて、また高齢者

の方のニーズ、一定程度アンケート等で把握して

いるという部分もあるのかと思いますけれども、

またいろんなお話をする機会も多くつくっていた

だいて、ニーズ把握に努めていただいて、しっか

りと次の総計でもそこは重要課題という認識は持

っていただいていますので、そういった取り組み

を推進をしていっていただきたいということをお

願い申し上げておきたいというふうに思います。

最後、高規格道路の整備にかかわってというこ

とで何点かお伺いしておきたいと思います。おと

とし事業凍結が解除になって、改めて今の士別剣

淵から名寄までつながるということが具体的にな

ってきた中で、これはつながったという仮定で物

事を考えると、１０年後、十何年後のまちの姿が

どうなるのかという部分しっかりと市として構想

を示していかなければならない時期に私は来てい

るのだというふうに思います。当然救急という部

分もそうですし、観光、物流、当然産業ですよね、
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そういった部分、特に農繁期になりますと生産者

みずからがトラックで野菜を運ぶというのが、旭

川まで、市場まで運ぶということが頻繁に起こり

ます。その時間も短縮されるということであれば、

これは生産活動が非常に効率的になるということ

でしょうし、市としての整備構想ということで期

成会としても要望を上げています。風連インター

チェンジの設置、また智恵文南おり口の設置とい

うことでもお答えありましたけれども、その地域

の中でも農産物の輸送と、大橋の青果センターに

運ぶというだけでも風連の方でしたら例えば風連

インターができたらそこ乗って、名寄北インター

でおりれば物すごく時間が短くなりますし、これ

は全て経営効率にもつながります。智恵文であれ

ば乗って、名寄北でおりて大橋でおろして、また

戻っておりると。そういう部分でも非常に大きな

効果があるのだというふうに私は感じております。

市としての整備構想、供用開始、また風連イン

ターチェンジ、智恵文南おり口、また１９線周辺

の整備ということでお答えありましたけれども、

やはりここはもう少し具体的、例えば風連インタ

ーチェンジであれば道の駅への影響というのは避

けられないのだというふうに思います。当然イン

ターチェンジをつくって、道の駅にどうアクセス

していくかというような、そういったことも影響

も考えてという臼田部長からお答えありましたけ

れども、そこら辺実際にどのぐらいの影響がある

のか。では、影響があるとすれば、どこでどうい

うふうにそこの影響を補完していくのか。それが

１９線周辺の整備なのかどうか。やはりもう少し

具体的なものも市の構想として示していくべきだ

というふうに思いますが、その辺のお考えもう少

し具体的にお答えいただければというふうに思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 私のほうから答弁させて

いただきますが、平成２６年の８月に凍結解除、

１０年間抜本的見直し区間として放置されてから

ようやく今多寄から名寄間の整備が進んでいると

いうことでうれしく思いますし、この道路整備を

地域の活性化につなげていきたいと、振興発展に

つなげていかなければならないというふうに強く

思っています。今議員からお話もありましたが、

先ほど臼田部長からも答弁させていただきました

けれども、とりわけ風連地区、智恵文地区は１次

産業の一大拠点でありまして、とりわけＪＡの施

設、あるいは森林組合の一大施設もあるというこ

とですし、それぞれの農家さんが直接流通に携わ

っているというところも含めて、ここはしっかり

と整備をしていく必要があるのだろうということ

を市としても考えているところでございます。と

りわけ風連地区については、恐らく想定される道

路から考えて、インターがついたとしても市街地

区から２キロぐらいのところになるのだろうとい

うふうに思います。道の駅の話がありましたけれ

ども、やはり道の駅の来場者数は、当然アクセス

道路を整備をしたとしても相当影響が出るのでな

いかというふうに懸念を我々もしております。先

ほども１９線インター付近の話ございましたけれ

ども、これは名寄市の商工団体からもこの提言は

出ておりまして、高規格道路にすぐにアクセスが

できて、加えて一般道からもアクセスができると

いうところで、こうしたところに新たな活性化の

方策を検討すべきではないかという、このことも

重く受けとめますし、このことも含めて、現在の

道の駅も含めて、全体として地域の活性化をどう

していくのかということは議論を急がれる部分だ

というふうに思います。ぜひともたたき台もつく

りつつ、しかしこれは民間の皆さん、産学官金で

連携をして議論を深めていかなければならない問

題だというふうに思います。

もう一つ言わせていただくと、この高規格がで

きると東西、いわゆる日本海、そしてオホーツク、

両方からのアクセスの結節としてもこの高規格道

路は大きく期待をされるのだというふうに思いま

す。とりわけ下川方面、オホーツク方面、こちら
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から２３９号からのアクセス、そこがしっかりと

できると、より利便性の向上が飛躍的に高まるの

でないかというふうに思います。２３９号の緑丘

付近のカーブのあたりから１９線を渡ってのバイ

パス構想というのも以前はお話があったというこ

とでありますけれども、改めてこの実現性につい

てもよく検討して、地域間での連携も含めてぜひ

要請行動等も検討していきたいというふうに考え

ているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０４分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

地方財政の充実に向けた国の動向について外３

件を、熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 通告順に従い順次質

問を申し上げたいと思いますが、大項目３番目の

防災計画ほか災害関係については、多くの議員が

関心を持って取り上げておりますので、今議会で

は割愛をさせていただきたいと思います。

地方財政の充実に向けた国の動向について。今

年度予算は、昨年と同程度の一般財源総額が確保

されたものの、今後も経済財政諮問会議が社会保

障費と地方財政を歳出削減のターゲットにしてい

るのは変わらないと受けとめています。そこで、

次年度概算要求の地方交付税の総額確保について

と社会保障予算の確保と地方財政措置についてど

のような情報に接し、名寄市を初め自治体として

の基本的態度、対応についてお伺いをいたします。

トップランナー方式の導入について。今年度か

ら国が求めているトップランナー方式についての

目的としているところをどう受けとめておられる

のかをお聞きをしたいと思います。

空き家空き地政策の総合化について。１つに、

住宅改修等推進事業の庁内論議についてでありま

すが、議会初日に議決をされた住宅改修等推進事

業以外の政策議論経過についてお伺いをしたいと

思います。

２つ目に、空き家空き地政策の総合化について

でありますが、空き家、空き地の財産売買は基本

的には不動産業者も含む個人、民間同士になりま

すが、冬の生活の長い名寄市にとって除排雪やコ

ンパクトシティーも絡む総合的都市政策との関連

性もあるのではないかと考えます。その考え方を

お尋ねをしたいと思います。

最後になりますが、市民の声からということで、

１つに今後の公共料金、行政サービス等の負担増

の動きについて。かねてから今年度中に公共施設

等の手数料、使用料を初め上下水道料金等の市民

負担増について一定の考え方を整理をすることに

なっていたと思いますが、その後の経緯や検討状

況をお伺いをいたします。

借り上げバス利用について利用動向、同事業の

差額負担に対する市民の声をどう受けとめられて

いるのかお尋ねをし、この場における質問を終わ

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま熊谷議員か

らは、大項目で３点について御質問をいただきま

した。大項目の１及び大項目の４につきましては

私のほうから、大項目の２につきましては市民部

長からの答弁となりますので、よろしくお願いい

たします。

初めに、大項目の１、地方財政の充実に向けた

国の動向について、小項目の１から３につきまし

ては関連でございますので、一括して申し上げた

いというふうに思います。本年８月末日に締め切

られた国の平成２９年度予算の概算要求総額は、

一般会計で１０１兆 ７０７億円となり、今後は

成長戦略などに予算を重点配分するため設けられ

ました優先課題推薦枠や一億総活躍社会の実現に

向けた施策、さらには社会保障・税一体改革に係
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る経費などにつきまして予算編成過程の中で検討

するとされております。しかしながら、平成３２

年度の基礎的財政収支黒字化という財政健全化目

標に向けて、財源の確保を踏まえ多くの課題があ

るものと思われます。また、先般総務省におきま

しては、平成２９年度の地方財政収支見通しに関

する仮試算を公表し、その中で地方交付税は前年

度当初予算比 ４％減の１５兆 ５８８億円、地

方の一般財源の総額は ７％増の６２兆 ０００

億円としているものの、その内訳につきましては

臨時財政対策債が大幅に増加していることなどを

踏まえますと、地方財政にとっては非常に厳しい

見通しとなってございます。

さらに、今年６月に閣議決定をされました経済

財政運営と改革の基本方針２０１６では、経済財

政計画に掲げる歳出改革などを着実に実行し、国、

地方を通じた経済再生と財政健全化の双方に資す

るための優先順位をつけ、いわゆるワイズスペン

ディングの徹底や地方交付税を初めとした地方財

政に係る制度改革にも重点が置かれ、その中でも

今年度からの普通交付税の算定に導入をされた先

進的自治体の経費水準の基準財政需要額算定への

反映、いわゆるトップランナー方式のあり方につ

いては、引き続き検証を行うこととされていると

ころでございます。

こうした中、国におきましては、経済再生なく

して財政健全化なしとし、６００兆円の経済の実

現と財政健全化目標の達成の双方の実現を目指す

としていることから、地方財政に対しての影響が

危惧されるところであり、平成２９年度の地方財

政対策は非常に厳しいものと想定されます。本市

におきましては、歳入の根幹であります普通交付

税の合併算定がえの縮減率が進むこともあり、安

定的な財源の確保に向け、引き続き国の動向には

しっかりと注意をしてまいりたいと考えてござい

ます。

続きまして、大項目の４、市民の声から、初め

に小項目の１、今後の公共料金等の負担増の動き

について、現状の取り組みと検討状況について申

し上げます。現在当市の行財政改革の一環としま

して、公の施設などの使用料や上下水道料金の見

直しについて検討を進めてございます。これらを

初め行政サービスの提供には、施設整備に係るイ

ニシャルコストと人件費を含めたランニングコス

トなどの経費が発生をし、質の高いサービスを将

来にわたり安定的に維持していくためには相応の

費用が発生をしてございます。これら行政サービ

スの多くには公費が充てられており、結果として

利用する市民はもとより利用しない市民も間接的

に経費を負担することとなります。このため利用

する市民には利用の対価として応分の負担をいた

だく受益者負担の原則に基づき御理解をいただい

ており、また公平性、公正性を確保するため受益

と負担の明確化を図る必要があると考えておりま

す。

見直しの現状についてでありますが、まず公共

施設使用料につきましては、旧風連と旧名寄との

合併後有料、無料の統一や一部の使用料等で統一

を図ってきたものの、使用料設定に関する新市と

しての統一的な基準が作成されておらず、両地区

での算定方式や金額に差があり、一層の公平性を

確保していくため見直しが必要であると考えてい

るところであります。使用料に関する設定基準は、

昨年度開設をしましたＥＮ―ＲＡＹホールの使用

料設定に用いたランニングコストから受益者負担

を算出する手法を基本とし、昨年度から庁内ワー

キンググループにおいて各施設情報の収集や他自

治体の基準を参考としながら各課題解決を図り、

現在使用料に関する設定基準の基本方針の策定を

進めているところであります。見直しの視点とい

たしましては、類似施設使用料の格差解消や使用

料表示方法の統一化、用途、カテゴリー別の負担

割合など公平性、公正性と明確化を図るものでご

ざいまして、その内容につきましては近く議会に

も御報告をさせていただきたいと考えてございま

す。また、その後につきましては、この基本方針
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に基づき、各施設ごとの具体的な金額の設定作業

を進めてまいりたいと考えてございます。

次に、上下水道料金についてでございますが、

平成２７年度に上下水道事業経営審議会を設置を

し、有識者や公募委員など１０名により平成２７

年９月から審議会を４回開催してまいりました。

審議会では、上下水道事業の現状、事業計画、財

政状況と今後の見通しなど慎重に審議を行い、本

年２月に答申をいただいてございます。

答申の内容といたしましては、現状では施設老

朽化への再投資や使用水量の減少により経営状況

の悪化が見込まれ、水道料金につきましては経費

の削減、施設老朽化更新の先送りも限界に近いこ

とから、料金の引き上げ改定が必要とされてござ

います。また、下水道使用料につきましては、当

面現行の使用料と一般会計繰入金により財源確保

が見込まれるため据え置きと答申がされてござい

ます。今後につきましては、審議会の答申や平成

２７年度の決算状況などを踏まえ、慎重に内部協

議を進めてまいりたいと考えております。

次に、小項目の２、借り上げバス利用について

申し上げます。借り上げバスの利用に当たっては、

平成２１年度から福祉及び社会教育関係団体活動

推進補助金として、福祉及び社会教育関係団体が

研修などを目的とした移送に市が指定をした委託

業者から車両を借り上げた場合におきまして、老

人クラブであればその費用の１０分の９を、老人

クラブ以外の対象団体にあってはその２分の１を

補助しておりますが、バス運賃の新料金制度への

移行に伴い、平成２７年４月より利用団体の負担

が増加することから利用団体に対し３年間の緩和

措置を講じることとし、平成２７年度においては

新料金と旧料金との差額の全額を、平成２８年度

においては３分の２を、平成２９年度においては

３分の１を市が負担することとしております。一

例を申し上げますと、老人クラブ以外の福祉関係

団体が札幌方面に中型バスを利用した場合、旧料

金では団体の負担額は２万 ７５０円、新料金で

は４万 ４８０円となり、その差１万 ７３０円

が団体の負担増となります。さきにも述べたよう

に３年間の緩和措置を講じていますことから、平

成２７年度においてはその差額分を市が全額負担

いたしますので、団体の負担額は変わらず２万

７５０円、平成２８年度は差額の３分の２を市が

負担することから団体負担額は ２４３円増の３

万 ９９３円、平成２９年度は差額の３分の１を

市が負担しますことから団体負担額は ４８７円

増の３万 ２３７円となります。

お尋ねのありました平成２８年度の利用状況に

ついてでありますが、現段階におきまして老人ク

ラブの利用では６つの老人クラブと名寄市老人ク

ラブ連合会の利用による８回、老人クラブ以外の

福祉関係団体の利用は１６団体が利用してござい

ます。社会教育関係の利用は、１４団体の利用と

なっており、それぞれほぼ例年どおりの利用状況

と考えているところでございます。

借り上げバスの利用料金につきましては、新料

金へ移行する際、利用されている団体に対し説明

を行い、御了承いただいております。また、その

後においても毎年１月上旬に次年度の料金につい

てお知らせの文書を送付させていただいておりま

すが、今のところ各利用団体から料金や負担割合

などについて御意見や御要望を伺っていませんこ

とから、新料金に対し一定の御理解をいただいて

いるものと考えているところでございます。しか

しながら、次年度以降においても利用団体の負担

がふえることが見込まれますので、引き続きお知

らせ文書などにより丁寧な説明に心がけてまいり

たいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の

２点目、空き家空き地政策の総合化について申し

上げます。

初めに、小項目１の住宅改修等推進事業の庁内

議論について申し上げます。住宅改修に係る助成
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事業につきましては、過去に平成１９年度から２

１年度の３カ年にわたり事業を実施、３カ年の合

計で申請件数６２８件、補助金額の合計で１億

５６０万円、対象の工事費総計で１３億８００万

円以上の改修工事が行われ、市内の関連事業者の

振興、雇用の創出、住環境の整備に一定の効果が

あったと認識をしてございます。今回の住宅改修

等推進事業を行うに当たっては、昨年１０月に策

定をいたしました総合戦略の中の具体的な施策と

して人材育成や移住、定住の推進を目的に掲げた

ことにより、事業内容、対象工事等、前回の改修

助成事業を担当した経済部を中心に中身の議論を

行ってきたところです。また、名寄市空き家等対

策計画の策定に係る庁内議論の中でも、いわゆる

空き家バンクに登録をされた住宅に関しての施策

としても引き続き居住の用に供する場合への改修

費用の助成についての支援が掲載をされたことか

ら、今回の事業にメニュー化をしたところでござ

います。

また、この事業以外の政策議論の経過につきま

しては、これまでに３回、庁内６部署１２課から

成る庁内検討委員会を開催をいたしまして、本年

８月に策定をした名寄市空き家等対策計画の中で

も掲載をしてございますが、関係部署との連携に

よる空き家利活用の促進に向けた庁内連携体制、

あるいは関係部署の役割など議論した経過がござ

いますが、このあたりは計画策定に向けた議論が

中心であり、本格的な政策議論については今後空

き家対策の課題が明らかになった時点で、あるい

は国等の制度に改正の動きがあった時点から始ま

るものと考えているところです。

次に、小項目の２、空き家空き地政策の総合化

について申し上げます。平成２６年１１月に空家

等対策の推進に関する特別措置法が制定をされ、

翌２７年５月には同法が完全施行されたことを受

けて、本市におきましても空き家等対策を効果的

かつ効率的に推進するため庁内検討委員会を立ち

上げ、法に基づいた名寄市空き家等対策計画の策

定に取り組んでまいりました。本年８月に策定を

された空き家等対策計画では、空き家等の状況に

応じた対策が必要であり、対策を３項目に整理し

た中で取り組むことになります。主な内容としま

しては、１点目が空き家等の発生抑制、２点目は

空き家等の流通や利活用の促進、この項目には現

在立ち上げ作業中の空き家バンクが含まれており

ます。３点目は、適切に管理をされていない空き

家等への対策となっておりますが、いずれの項目

の中でも庁内の連携が必要不可欠であり、より一

層の庁内連携を図ってまいりたいと考えておりま

す。

空き家に関連して単品の事業や対策ではなく、

政策として総合的な取り組みについて問い合わせ

をいただいているものと考えておりますが、現状

では新たに取り組む空き家バンク制度、これまで

になかった空き家の有効活用という部分では一つ

の鍵になる取り組みと考えておりますが、今回住

宅改修等推進事業補助金が空き家バンク登録住宅

にも適用される動きがありまして、個別具体の事

業がつながることで総合的な空き家対策、政策と

なることを期待をしているところですが、いま少

し時間をいただいた中で、引き続き名寄市空家等

対策協議会を初め、空家等対策庁内検討委員会の

中での議論を行ってまいりたいと考えております

ので、御理解をいただきたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） それぞれお答えをい

ただきましたけれども、最初に名寄市の一般財源、

地方自治体の一般財源や、あるいは社会保障予算

をどう確保するかという視点も関連をするので、

新しく来られました松岡参事監に１つだけお答え

をいただければと思いますので。

２年間という時限つきで加藤市長がお呼びをし

て、まだ３カ月足らずですけれども、どちらかと

いえば私ども地方自治体の財政の所管は総務省、

８月下旬に概算要求もしていますが、財務省とい
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えば、これ間違っていたら訂正をお願いしたいと

思うのですけれども、それをいかに削るかという

役割に受けとめておりましたけれども、きょうの

午前中の議会のやりとり、あるいは初日、２日目

の各議員のいろんな一般財源が必要な質問等につ

いても一部前向きにお答えもいただいております

けれども、そういう非常に重要な財源であるとい

うことについての理解は既にされていると思いま

すが、恐らく松岡参事監はいろんな意味で市長や

ら、あるいは議会や市民からも期待をされての２

年間だというふうに思いますので、その印象をお

伺いをしたいというふうに思いますし、またこの

３日間の一般質問の中でも相当一般財源が必要な

質問がいろいろ出ていたと思いますけれども、お

聞きになって地方の現状についての理解をどれだ

け深められたかお聞きをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） 御指名いただきました

ので、お答えさせていただきます。

この３日間いろいろ議論を聞かせていただきま

して、まさに市民に密着した現場の財政需要、た

くさんいろいろなものがあるなというのを認識さ

せていただいているところでございます。一般的

な財務省あるいは主計局の印象としまして予算を

切ることが仕事であるということで、間違いでは

もちろんありませんけれども、切ればいいという

ものではありませんで、当然必要なものは必要で

あるし、そうでない、あるいはちょっと優先順位

が違うかなというものについては、いろいろと意

見を言わせていただくという立場だと認識してお

ります。

先ほどまさに総務部長からも答弁ありましたけ

れども、国の一般会計予算の構造のほうを見ます

と、２８年度予算一般会計歳出が９６兆円だった

か、７兆円だったかと記憶していますけれども、

これの大体３分の１に当たるのが社会保障関係費

であると。そして、地方交付税が１５％ぐらいあ

りますので、これを足したら大体半分ぐらい積み

上がると。そしてまた、４分の１ぐらい国債の利

払い費ありますから、それ以外の経費、公共事業

ですとか教育、科技振興費、防衛費、その他いろ

いろエネ対費、食関費ありますけれども、それら

全部積み上げても社会保障関係費、交付税、利払

い費除けば４分の１にしかならないと。そこで当

然見直しはしていくのですけれども、社会保障、

地方交付税、これも含めて全体で見直していくと

いうのがこの諮問会議もそうですし、財務省も当

然そういう立場であると思います。その中でいろ

いろと先ほどトップランナー方式なども言われて

いましたけれども、議論があるところは承知して

おりますけれども、いろいろと模索しているとい

うことだと思います。

そして、この自治体さまざま課題がありますし、

やらなければいけないこともたくさんあると思い

ますけれども、この２年間いろいろ勉強させてい

ただいて、名寄市で頑張らせてもらうことはもち

ろんのこと、国に戻ってからもここで学んだこと

を生かしていけるように精進させていただければ

と思いますので、どうぞ御指導のほどよろしくお

願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 社会保障財源、ある

いは地方自治体にとって一般財源が非常に重要だ

という御理解もいただいておりますけれども、ぜ

ひ２年間という限られた、よかったらその後もず

っと残って活躍をいただければと思いますが、大

いに期待をしておりますので、ぜひ頑張っていた

だきたいと思います。

そこで、今総務部長から新年度の概算要求の概

略について私も受けとめているところなのですが、

残念なことに経済諮問会議、政府が所管をするそ

の中では、社会保障サービスが年々１兆円ぐらい

ずつ自然増の状態でありながらも期待に沿うほど

の予算がつかない。あるいは、安倍政権が求めて

いる地方創生やらさまざまな、言葉は非常にきれ

いですけれども、その財源のためにまた地方財源
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を逆に圧迫をするという状況もあるのではないか

というふうに思っております。社会保障サービス

は、国費と自治体の地方単独事業に大別されます

けれども、年金を除けば恐らく全てが地方自治体

を通して市民にサービスを行うという状況があろ

うかと思いますが、それに反面する形で必要な財

源が非常に圧縮をされているということなどにつ

いて、ここ二、三年の段階において名寄市におけ

る影響というのはどのような形で出ているのかお

知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど申し上げまし

たけれども、あれは総務省が今試算として出して

いるものということでありました。閣議決定され

た平成２８年度概算要求に当たっての基本的な方

針を見ますと、社会保障関係、年金、医療等にか

かわる分については、高齢化に伴う増については

予算を認めるけれども、それ以外の分についての

いわゆる制度の拡充等については今後の予算協議

の中で検討されているというところありますので、

私どももここは国の制度にのっとっての実施とな

りますので、この予算段階での協議、これの結果

を見ないとなかなか地方への影響というのは見え

ないのかなというふうに思っておりますが、いず

れにしても社会保障関連については、消費税の増

税というのを前提に制度の拡充を図るというのを

国のほうで予定していたところでありますし、そ

の増税が先送りをされたということでありますの

で、当初の予定どおりの社会保障の充実というも

のについては難しくなっただろうと、そのような

受けとめをしてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 執行側も私ども議会

も基幹財源である社会保障財源あるいは一般単独

財源を確保するという方向性については、恐らく

一致をされ、地方六団体を通しながらもその要望

を強く働きかけているところだろうというふうに

思いますけれども、国が社会保障にかかわる経費

を削るということは、いわゆる交付税措置されて

いる裏負担分の地方債だとか社会保障費全体が削

られるような状態になれば、地方の単独事業であ

る、今は公立保育所も国庫補助もない状態の中で

やっておりますけれども、全体的にこれが崩れる

とそういう日常身近なサービスが根底が崩れるよ

うな気がいたしてなりませんけれども、これは私

の老婆心の程度で終わればいいのでしょうけれど

も、改めてここら辺についてお聞かせをいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 現段階では、先ほど

も申し上げましたように国の予算編成の中で議論

がされているところですので、私どもが推測で発

言するところには至らないかと思いますが、消費

税の延期のときに安倍首相が言われたところでい

いますと、子育ての関連について、あるいは介護

職の離職についてのところについては進めたいと

いうようなところの発言もありましたので、そう

いった分野については一定程度の財源措置もされ

るのかなというふうに思いますが、総額の確保が

できない見込みある中では、ほかのところについ

ては市長も言われたように当初の予定どおりには

なかなか進めることはできないのではないかとい

う発言がありましたので、少し先に送られるもの

についてもあるだろうと、そのように認識をして

ございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 多少は危機感はある

ような答弁でしたけれども、経済財政諮問会議の

中ではもちろん政権がやりたい地方創生、あるい

は一億総活躍だとかさまざま言葉巧みに皆さんに

提起をしておりますけれども、その反面プライマ

リーバランスを一定の時期は保つということだと

か、あるいは社会保障財源を自主的に伸びを抑え

ながら、あるいは地方交付税も今回入り口、出口

の関係では一定の差が出て、地方に配られる金が

少し圧縮をされているという認識が答弁でもあっ
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たとおり、一地方自治体で加藤市長が幾ら声を上

げてもなかなかということはあるのでしょうけれ

ども、もっと危機感を持っていいのではないかと

いうふうに思っていますが、市長は市長会あるい

は全国の会議にもたくさん行かれると思いますけ

れども、その辺の動向についての認識はどのよう

にお持ちでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 一般論という話になるか

もしれませんが、当然今人口が減少傾向にある中

で財源をどう担保して、それをどう配分していく

かというのは非常に大事な課題であり、またその

中で地方の財源がしっかりと確保されていくとい

うことに関しては、非常に危機感を持って毎回毎

回あらゆる場面で決議なり、あるいは要望をさせ

ていただいているということだというふうに思っ

ております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） それだけの危機感を

持って、しっかり市長会の中でも目立つような役

割をぜひ情報発信をしていただきたいと思うので

すが、今年度の地財計画の中でも安倍政権は地方

交付税の総枠確保を言いながらも、給与関係費

４兆円だとか投資的経費を１６兆円も抑えている

という状況もあって、実際名寄の行政の中にも予

定をして手をつけたいことが先が見えないような

状態があったのでないかと思いますが、特に投資

的な経費の関係でいけば教育部長だとか建設水道

部長あたりはどのような現場段階では想定のもの

が、東小学校の関係もございますけれども、同様

の現状について事実関係だけでもお知らせをいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 １時３４分

再開 午後 １時３５分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま議員のほう

から公共施設における投資的経費が国のほうで現

状維持の中でなかなか増額されていないというこ

との影響というところだというふうに思いますけ

れども、この前の議会の中でも東小学校の改修に

おきましても今回補助金が少なかったということ

で、過疎債を充てての事業をすることになりまし

た。今後におきましても義務教育施設の中央小学

校であったり、そういったものの計画もしていま

すので、そういった面では国がそういった経費が

伸びていない状況についてはちょっと危惧をして

いますが、担当としては計画どおり進めるように

国にも働きかけて、その予算確保についても道教

委等も通じながら今後も働きかけをしていきたい

というふうに考えているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 建設水道部にか

かわっては、多くの事業を実はやっておりますけ

れども、公営住宅の関係が私ども建設水道部がや

っている事業ということでございまして、公営住

宅の関係については特に国のほうからのそういっ

た締めつけとかということについては現在のとこ

ろは感じてございませんけれども、それ以外の部

分で、例えば社会資本整備事業ですとかそういっ

た部分については、これは近隣の市町村もそうで

すけれども、少し交付率が悪かったりというよう

な状況にはあろうかというふうに認識をしていま

す。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 補足させていただきま

すけれども、地方財政計画そのものは、それぞれ

の地方自治体が必要とされるものを積み上げて出

てくるというものではございませんので、全体の

国のマクロベースでのお話でありますから、私ど

も名寄市でこれから行おうという投資計画とずれ

てくるのは一つあります。

ただ、今教育部長、建設水道部長から御答弁さ
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せていただきましたとおり、国のほうは投資の部

分が減っておりますので、当然ながら国庫補助金

のところにも影響が出てくると、こういうような

状況であるというのは認識しているところであり

ます。地方財政計画そのものを見ますと、昨年あ

たりからだんだん投資の部分が減ってきておりま

すので、この傾向は続くのではないかなというふ

うには思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） それぞれ時間差の影

響がじわじわ出てくるのではないかという私も危

惧しておりますけれども、今日的にはここ三、四

年特に社会保障と税一体改革に基づいて社会保障

ニーズが非常に増大しているのではないかという

ふうに認識しています。ここ２年ぐらいでも子ど

も・子育ての新制度だとか地域医療構想の策定だ

とか地域包括センター、地域包括ケアシステムだ

とか生活困窮者の自立支援など新たな制度がどん

どん、どんどん出てきている割には、実際にそれ

のニーズに応えられるような自治体の社会保障経

費がふえるどころかむしろ削減されているのでな

いかという傾向を私も全国的には聞いております

から、実際にその辺についてどのような危機感持

っておられるのかをお知らせをいただきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 前段松岡参事監から御

答弁ありましたとおり、社会保障経費については

国の大きな支出項目となっております。この間の

推移を見ますと、小泉政権のとき、いわゆる三位

一体改革のときに補助金の交付税化という形で振

りかわっているというケースがございました。今

回の議会答弁の中でも例えば救急医療の関係も前

は交付金だったのですが、それが交付税制度の中

に取り込まれていると。そうなると、交付税その

ものの中身も一緒に見ないと、この社会保障の財

源というのは正しい姿が見えてこない。逆に言え

ば、交付税の制度設計においてどういうことがな

されるのかというのを我々もきちんと注意してい

かなければならないと思っています。これが一番

大きな課題になるのではないかなと思っておりま

すが、２９年度、これからの予算に向けては、今

概算要求という形で終わっておりますが、ここは

本当にどういう形で財源も含めてどうなるか、こ

れは十分注視していかなければならない大きな課

題というふうには認識しております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 少し具体的に、恐ら

く田邊部長も心配の種ではないかと思いますが、

今の政権、消費税増税に伴う、２年半延期されま

したけれども、消費税の是非論は別にしても軽減

税率の導入が予定をされています。これは、ほと

んどがこの税源を担保にしながらの各種政策が特

に社会福祉関係では予定をされているわけなので

すが、大体この軽減税率の財源が ０００億円ぐ

らいだというふうに言われていますので、国には

どのような形から財源担保についての情報が得ら

れているのかお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時４１分

再開 午後 １時４１分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 国が今消費税の

１０％引き上げに当たりまして軽減税率を考えて

いられるという情報は存じておりますけれども、

そのこと自体が直接社会保障費にはね返ってくる

というような認識は持っておりません。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 意外とのんびりされ

ておられるのかなと思うのですが、安倍政権の中

で言葉は非常にいい、私もいい訴えだなという、

政策だなというのは思いますけれども、実際には

野党を中心にして裏財源、担保する財源が明確で

ないということと、それにあわせて冒頭言ったよ
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うに社会保障関係や地方財源、交付税中心とする

既存の財源に手をつけて、圧縮をしているという

現実も実際にはあるのですけれども、来年度以降

名寄市で予定している社会福祉政策、あるいは先

ほど介護保険の話もいろいろ出ておりましたけれ

ども、それについての見通しは十分立っていると

いうことの理解でよろしいですか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 消費税が８％へ

の延期になった最初の段階で介護保険料の低所得

者軽減、これが見送られて、現在も見送られてい

るというような状況がございます。そういった影

響はかなり市民の方々、特に低所得の市民の方々

には影響が出ているというふうに認識をしており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 次に、トップランナ

ー方式のほうで少しお聞きをしたいと思うのです

が、一応建前上は頑張る地域の応援、行革努力や

地域活性化努力の反映を前提にしてということで、

選別的な、あるいは政策誘導的な交付税算定が相

次いでいるというふうに聞いていますけれども、

実際に２７年、２８年の中では、トップランナー

方式はこれからということの答弁もいただいてい

ますけれども、これらを受けて名寄市において先

行的に何か意識をされていることというのがござ

いましたらお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 交付税のトップランナ

ー方式はこれから出てくるものでありますけれど

も、基本的には地方公共団体それぞれの行財政改

革、それがそのまま交付税の制度の中にも反映さ

れていくような、そういうような大枠のイメージ

でおります。ですので、今のところ私どもも行財

政改革に取り組んでおりますので、それが具体的

にどういうものかというのはまだわかりませんけ

れども、そこは一つクリアできているかなとは思

っております。

それと、もう一つ、最初の答弁でございました

けれども、いわゆるワイズスペンディングという

ことでありますが、これは支出においてもやみく

もに支出するのではないと。将来必ず有利、ある

いは利便性を高める形での支出を図りなさいとい

うことでありますから、この２点についてはそれ

ぞれの予算査定、あるいは政策協議の中でやって

いかなければならない事項だなというふうには認

識しているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） かつては起債償還の

関係で繰上償還の話題もいっときございましたけ

れども、あの時点でも一定の条件を付されて、行

革の努力、削減努力を前提にしたという、５％以

上のその償還を一部できたということについては

一定の効果はありますけれども、今回のトップラ

ンナー方式の目的、狙いというのはちょっと次元

が違うなという感じがしておりまして、総務大臣

ですら地方財源に手をつけるということだとか、

もう手いっぱい地方も公務員は削減、削減、削減

で、非正規が４割に近いという状態にまで役所そ

のものがなっている段階で限界だという記者会見

をされているのは記憶ありますけれども、トップ

ランナー方式についての基本認識をどう持つかに

よってこれから名寄市の行政の影響というのは変

化が出るのかという感じがしますけれども、それ

らについてお答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 先ほど申しましたとお

り、行革の中でトップランナー方式ある程度クリ

アできるかなというふうに思っておりますが、言

いかえますとそういった自助努力といいますか、

漫然としていた行政コストをかけるという状況で

はなかなか有利な財源構造になっていかないとい

うのは、これは事実としてあるというふうに考え

ております。このあたりはいち早く情報をつかみ

ながら、どういう形がいいのか、先ほど正規、非

正規の関係もございましたけれども、一方で私ど
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もも日常の業務たくさん抱えておりますので、効

率的な行財政運営を行うという観点も持ちながら

進んでいきたいと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今議会の中でも私も

いろいろ聞いてきて、各議員がそれぞれ、特に答

弁の中では一般財源にかかわる前向きな空調設備

の問題だとか、あるいは介護現場の単独でもやら

なければならぬという市長の決意も若干ございま

したけれども、まさに自治体にとってみれば交付

税を柱にしながら、全体を通しての一般財源とい

うのは非常に有効な財源だというふうに考えてお

りますので、一層の御努力をお願いをしておきた

いと思うのですが、私どもの山崎議員あるいは高

野議員、あるいは午前中の奥村議員、それぞれ介

護人材の確保だとか、あるいは公共施設の環境整

備なんかについて、それぞれ私の受けとめ方とし

てはこれはただの検討でなくてやるのだなという

決意が伝わってきましたけれども、十分そういう

ものものみ込みながら、一般財源の確保について

御努力をいただくことになるのですが、改めてそ

の辺の再確認をさせていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） とりわけ介護の現場につ

いての危機的な状況というのは、先ほど来御指摘

いただいていますし、さまざまな御提言もいただ

いておりますので、全て全てをやるということに

はならないと思いますけれども、即効性のあるも

のから費用対効果も鑑みてしっかりとやるべきこ

とはやっていくと。加えて国のほうでも一億総活

躍ということで、この辺の政策が出てくるのでは

ないだろうかと。そのことも期待しつつ、あるい

は注視をしながら、国、道の状況も鑑みて、それ

と連動した形ででも施策を打っていきたいという

ふうに考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 容易なことではない

でしょうけれども、地方自治体それぞれ共通した

現場の実態や課題があるわけでありますけれども、

補助事業トータルもいろいろ景気との関係では非

常に重要な要素ではありますけれども、ぜひ一般

財源総額、あるいは交付税、３カ月後にはまた地

財計画が出されることになろうと思いますけれど

も、一層の御努力をお願いをしておきたいと思い

ますし、また各議員が取り上げていた課題につい

ても即効的に見えるような形を一層の努力を求め

ておきたいというふうに思います。

あと１０分ぐらいですけれども、次の課題に移

りたいと思います。空き家、空き地の関係で、と

りあえず住宅改修改善、これに絡んで営業戦略課

のほうで提案をし、決まって、それはそれとして

町場の期待もありますし、私どもも取り上げてき

た課題でもありますから、実効性が高まることを

期待をするのですけれども、室蘭市において、あ

そこの市長はもともと議員時代から室蘭市の空き

家、空き地の問題についての熱心な取り組みをさ

れて、今回特にこれに絡んで空き地、空き家は一

つの個別政策という捉え方ではなくて、地域の都

市政策、あるいは冬の、あそこは冬は雪はそう多

くはないですけれども、名寄に置きかえてみれば

非常にこの問題をきっかけにしながら、総合計画

というか、総合化について今から具体的に創造す

る必要があるのではないかというふうに思ってい

ます。特に除雪問題も経済建設常任委員会で熱心

に今取り組んでいるところなのですが、市内の各

地に適当な空き家、空き地、公園も一部ございま

すけれども、公園も本来目的との関係も違います

ので、なかなかそれが決定的な雪置き場にはなり

ませんけれども、そういう雪の対策の問題だとか、

あるいはコンパクトシティーとの関係なんかで次

の総合計画の中で少しそこら辺についてのイメー

ジを膨らませた総合化について検討をされる必要

があるというふうに思っていますので、改めて答

弁を求めたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 三島部長の答弁の中で、
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これからいろいろな計画もすり合わせながらとい

うお話ございましたけれども、庁内の検討委員会

の中で若干そのあたりについても話は出ておりま

した。例えば災害時の問題、倒壊する家屋はもち

ろんですけれども、あるいは一方郊外地のほうに

目を向けると空き家があればそこは今回も議論に

なりましたが、地域おこし協力隊としての住居の

提供ですとか、あるいは市街部であれば社会福祉

施設への転用ですとか、空き家バンクそのもの以

外にもいろんな角度をつけながら、総合的な政策

ということについても庁内の検討委員会ではいろ

んな意見が出ておりました。あとはこれをどうい

うふうにまとめて、それこそ優先順位をつけなが

ら、あるいは一番ニーズの高いところを研究しな

がらということになりますけれども、まずはその

空き家バンクの創設ということで始まりましたの

で、それからどういうような展開を見せるか、こ

れは庁内の中でも一生懸命やりたいと思います。

また、やるに当たりましては現場がどうなって

いるのか、言いかえると現地なのですけれども、

市街地の状況、あるいは空き家の置かれている状

況がどうなっているか、これも当然十分検証しな

ければなりませんので、若干時間はかかるかもし

れませんけれども、１つずつ着実にここら辺は総

合的な政策ということで組んでいきたいと思って

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 名寄市も土地開発公

社の解散以降公有地持って、たまたま大型用地、

警察署の関係でめどがついたということで非常に

喜んでいますけれども、そのほかにも結構市内小

さな用地でしょうけれども、処分がし切れない公

有地があったり、あるいは今との関連で空き地、

危険なものについては当然空き家についての処分

は一定の計画の中で推進をされていくというふう

に思っていますが、空き地の有効活用、これは民

間が絡むから非常に容易でない話かもしれません

が、政策として計画的に一定の地域に一定の用地

を確保するというのは、税金を投入するか、ある

いは地域で特に冬を意識するとすればとか、災害

の関係なども含めて有効な制度になっていくので

はないかというふうに考えておりますし、そこは

空き家ということは一定の整理がこれから計画の

実行によって効果を上げられていくというふうに

思いますけれども、空き地についてもぜひ計画的

な利用について念頭に置きながら、その総合化を

図っていただくように求めておきたいというふう

に思います。

市民の声からですが、先ほど総務部長、失礼で

すけれども、答弁いただいたのですけれども、今

の答弁私が第１定で質問したことの同じような答

弁、今ここに私議事録印刷してありますけれども、

ほとんど同じような答弁なのです。それは、近々

議会にも説明いただくということだから、そうい

う答弁になったかもしれませんが、早く市民負担

を求めれということとは真逆な考えで私は質問し

ているつもりですけれども、どちらにしても負担

増を想定をした内容が近々議会にも説明をすると

いうことですから、そこでまた議論をさせていた

だきますけれども、答弁としては余りうれしくな

い答弁でした。

借り上げバスのほうに行きますけれども、一応

これも関係団体に理解を得ていると。利用も例年

並みだということですが、実際に関係団体の皆様

も諦め顔という感じでいるし、実際にこれを利用

された市民の皆さんからは、何だという問いをい

ただくこともあるのです、実際には。３年前ぐら

いでしたか、高速道路で大事故があって、これは

これで労働強化の結末が大事故に至ったり、ある

いはそれを改善するというのは当然のことだとい

うふうに思っていますから、ただこれも原因につ

いても２０００年以降の規制緩和、需給調整の名

前のもとに国がやってきた政策の結末なのです、

実際には。競争主義、安ければいいという状況で

悪のりした結果がこの結果だというふうに考えて

いまして、それはそれとして受けとめなければな
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らぬ、自治体も利用者も。ただ、それ以降の話と

して、結局は３年の軽減措置は設けましたけれど

も、最後は住民負担ということについてのやっぱ

り議論はあるのです。

その辺について、たまたま毎年文書を出されて

いるということで、ここに用紙があるのですけれ

ども、バス利用団体代表者各位と。総務部財政課

車両係と。平成２８年度の借り上げバスの運賃に

ついてということで、先ほど御答弁いただいたよ

うな内容のことを理解を求める内容なのですが、

市役所の文書として、いつ、どこでというのは車

両係と書いてあるから車両係なのでしょう、総務

部長所管の。これはチラシなのか、単なるお知ら

せの文書なのか、市役所内部の文書なのか、どう

いう理解で受けとめたらいいのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど申し上げたよ

うに、大体例年１月ぐらいをめどに利用団体の皆

さんのほうに周知文書としてお配りをさせていた

だいているということでありますので、御理解い

ただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 市役所の文書という

ふうにおっしゃいましたけれども、文書というの

は大体日付が入るのではないですか。あるいは、

市長名あるいは担当部長名とか、係といっても今

職員名簿見たら係長さん１名しかいないというこ

となのですけれども、もう少しそういう面では、

大体市役所内の決裁文書といったら全て文書番号

入ったり、月日が入ったり、もっと説明責任を果

たす上で丁重な扱いが必要だったという感じがし

ますけれども、お答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） できるだけわかりや

すく丁寧なというか、身近な文書でということで

そのような形をとらせていただいていることであ

りますが、市からの文書ということで不足すると

ころについては、本年度、次年度に向けて発信さ

せていただく文書については、改めて点検をさせ

ていただきたいというふうに思います。御理解い

ただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ぜひそこは改善をし

ていただきたいと思うのですが、一応利用団体の

責任者もやむを得ないかという印象の受けとめ方

していますけれども、実際にそれを利用する市民、

住民の感覚からすると、この制度が何のために行

われているのかというのは、老人クラブ連合会、

あるいはいろんなスポーツ団体、教育団体も含め

てそのバスがどうしても必要で、そして利用を高

めることによって生活や、あるいは大会に参加し

やすいとか、そういう大きな目的があって、むし

ろ横ばいならいいというものではないのでないか

という感じがしまして、改めてそこは利用を高め

る意味合いでの検討、工夫というのが必要な気が

します。特に青少年関係では、大きな大会にこの

ごろはいろいろ頑張りもあって全道大会だ、全国

大会だという、これはバスに限らずですけれども、

なかなか保護者だとか指導者等の、あるいは子供

たちも含めて非常に大変だという、強くなったり、

うまくなったり、技量が高まれば高まるほど全国

大会という可能性は非常に高いわけですけれども、

その辺の実情を踏まえて、この利用などについて

も高める努力の政策として一考を要するのではな

いかというふうに考えていますので、どちらから

でも結構ですけれども、お答えをいただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 言われるように補助

をしておりますので、その補助の目的があるとい

うことでありますし、この補助の目的は高齢者の

方、あるいは社会教育団体の方がより一層活動で

きるようにという目的のもとに実施をさせていた

だいているものであります。先ほどの施設のとこ

ろで申しましたけれども、実際に利用される方、

利用されない方がありますので、ある面では利用
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者負担の原則のところについては必要だというふ

うに思いますが、ちょうど来年が経過措置３年目

になりますので、少し私ども制度の内容について

は改めて検証させていただければと思いますので、

御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で熊谷吉正議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 報告第３号

平成２７年度決算に基づく健全化判断比率の報

告について、報告第４号 平成２７年度決算に基

づく資金不足比率の報告について、以上２件を一

括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第３号 平成２７年

度決算に基づく健全化判断比率の報告について及

び報告第４号 平成２７年度決算に基づく資金不

足比率の報告について、一括して御報告を申し上

げます。

報告第３号は、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第３条第１項の規定に基づき、また報

告第４号については同法第２２条第１項の規定に

基づき平成２７年度決算に基づく健全化判断比率

及び資金不足比率を御報告申し上げるものでござ

いまして、細部につきましては総務部長から説明

をさせますので、よろしく御審議くださいますよ

うお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 追加説明を臼田総務部

長。

〇総務部長（臼田 進君） それでは、私のほう

から報告第３号 平成２７年度決算に基づく健全

化判断比率の報告について及び報告第４号 平成

２７年度決算に基づく資金不足比率の報告につい

て一括して追加の説明をさせていただきます。

恐れ入りますが、配付をいたしました説明資料

の１ページのほうをお開きいただきたいと思いま

す。初めに、総括表１、健全化判断比率の状況に

ついてでありますが、実質赤字比率及び連結実質

赤字比率につきましては赤字が発生していないこ

とから、なし、バー表示とさせていただいており、

実質公債費比率につきましては前年度より ２ポ

イント下がって９％、将来負担比率につきまして

は１ ６ポイント下がって３ ３％となりました。

次に、各指標の具体的な説明をさせていただき

ます。２ページをお開きいただきたいと思います。

総括表２、連結実質赤字比率などの状況について

でございますが、初めに表の左上の欄は一般会計

の赤字の割合を示す実質赤字比率の積算の内訳を

記載してございます。一般会計の実質収支は６億

３７６万 ０００円の黒字となっていることか

ら、分母である標準財政規模に対する割合につき

ましてはマイナス ０３％で、実質的な赤字が発

生していませんことから、なし、バー表示として

ございます。次に、一般会計に特別会計、企業会

計など全ての会計を対象とした連結実質赤字比率

につきましては、全ての会計の実質収支を合計す

ると表の右下のとおり２１億 １９９万 ０００

円の黒字となりました。この額が標準財政規模に

占める割合はマイナス１ ２６％になり、実質的

な赤字が発生していないことから同じくなし、バ

ー表示としてございます。なお、企業会計につき

ましては、実質収支を計算する際の数値につきま

しては純利益、または純損失ではなく、資金不足、

剰余額となり、水道事業会計及び病院事業会計の

いずれの決算も流動資産の額が流動負債の額を上

回っていることから、上回っている金額が資金剰

余額として計算されることとなります。

恐れ入ります。３ページをお開きいただきたい

と思います。次に、総括表３、実質公債費比率の

状況についてでございます。実質公債費比率とは、

一般会計の公債費に加え、特別会計や企業会計、

一部事務組合などへの公債費に準じた繰出金や負

担金などの合計額が標準財政規模に占める割合を

いい、直近の決算の３年平均を用います。平成２

７年度決算では、前年度より ２ポイント下がっ
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て ０％となりました。実質公債費比率が下がっ

た主な要因は、起債の償還終了に伴い元利償還金

が減少したことと普通交付税の基準財政需要額に

算入された公債費の増加などが挙げられます。

恐れ入ります。４ページをお開きいただきたい

と思います。総括表４、将来負担比率の状況につ

いてであります。将来負担比率とは、地方債残高

など一般会計が将来にわたって負担すべき金額が

標準財政規模に占める割合をいいます。平成２７

年度決算では、前年度より１ ６ポイント下がっ

て３ ３％となりました。上段の将来負担額は、

地方債の現在高、債務負担行為に基づく支出予定

額、公営企業債など繰り入れ見込み額、職員の退

職手当負担見込み額など将来にわたって負担すべ

き金額を記載してございます。また、中段の充当

可能財源等は、充当可能な基金や特定歳入、将来

にわたって地方交付税で措置される基準財政需要

額算入見込み額などを記載してございます。将来

負担比率が下がった主な要因は、職員の退職手当

負担見込み額などが減少したこと、充当可能財源

である基金の残高及び基準財政需要額算入見込み

額の増加などが挙げられます。

恐れ入ります。５ページのほうをお開きくださ

い。ここでは公営企業会計の資金不足比率の状況

を示してございます。企業会計である水道事業会

計及び病院事業会計の歳出相当額の欄は貸借対照

表における流動負債の金額、また歳入相当額につ

いては流動資産の金額をそれぞれ記載しており、

その差額が資金不足額となります。両会計とも流

動資産の金額が流動負債の金額を上回っているた

め資金不足額はマイナスとなっており、資金不足

比率はございません。

また、簡易水道事業特別会計ほか３特別会計に

つきましては、それぞれ歳出歳入の決算額を記載

してございます。平成２７年度決算において簡易

水道事業会計は、水道事業会計へ統合されること

に伴い打ち切り決算となったため、決算余剰金が

生じたことにより資金不足額はマイナスとなって

おりますが、簡易水道事業会計以外の特別会計に

ついては一般会計繰入金で調整しておりますので、

収支はゼロで、資金不足は生じてございません。

以上、追加説明といたします。よろしく御審議

くださいますようお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、報告第３号

外１件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第３号外１件を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日９月２４日から９月２

８日までの５日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日９月２４日から９月２８日までの

５日間を休会とすることに決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ２時１１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

平成２８年９月２３日（金曜日）第３回９月定例会・第４号
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署名議員 高 野 美枝子

署名議員 高 橋 伸 典
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平成２８年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２８年９月２９日（木曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の延長

日程第３ 議案第１０号 平成２７年度名寄市一

般会計決算の認定について（決算審査

特別委員長報告）

議案第１１号 平成２７年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第１２号 平成２７年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第１３号 平成２７年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第１４号 平成２７年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について（決算審査特別委員長

報告）

議案第１５号 平成２７年度名寄市簡

易水道事業特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第１６号 平成２７年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第１７号 平成２７年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第１８号 平成２７年度名寄市病

院事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第１９号 平成２７年度名寄市水

道事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

日程第４ 議案第２３号 工事請負契約の締結に

ついて

議案第２４号 工事請負契約の締結に

ついて

議案第２５号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第５ 議案第２６号 平成２８年度名寄市一

般会計補正予算（第３号）

日程第６ 議案第２７号 名寄市総合計画（第２

次）基本構想・基本計画を定めること

について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の延長

日程第３ 議案第１０号 平成２７年度名寄市一

般会計決算の認定について（決算審査

特別委員長報告）

議案第１１号 平成２７年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第１２号 平成２７年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第１３号 平成２７年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第１４号 平成２７年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について（決算審査特別委員長

報告）

議案第１５号 平成２７年度名寄市簡

平成２８年９月２９日（木曜日）第３回９月定例会・第５号
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易水道事業特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第１６号 平成２７年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第１７号 平成２７年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第１８号 平成２７年度名寄市病

院事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第１９号 平成２７年度名寄市水

道事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

日程第４ 議案第２３号 工事請負契約の締結に

ついて

議案第２４号 工事請負契約の締結に

ついて

議案第２５号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第５ 議案第２６号 平成２８年度名寄市一

般会計補正予算（第３号）

日程第６ 議案第２７号 名寄市総合計画（第２

次）基本構想・基本計画を定めること

について

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

２番 山 崎 真由美 議員

１２番 大 石 健 二 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 会期の延長

についてお諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日までと議決されてお

りましたが、議事の都合により会期を明日９月３

０日から１０月１３日までの１４日間延長いたし

たいと思います。これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、明日９月３０日

から１０月１３日までの１４日間延長することに

決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 議案第１０

号 平成２７年度名寄市一般会計決算の認定につ

いて、議案第１１号 平成２７年度名寄市国民健

康保険特別会計決算の認定について、議案第１２

号 平成２７年度名寄市介護保険特別会計決算の

認定について、議案第１３号 平成２７年度名寄

市下水道事業特別会計決算の認定について、議案

第１４号 平成２７年度名寄市個別排水処理施設

整備事業特別会計決算の認定について、議案第１

５号 平成２７年度名寄市簡易水道事業特別会計

決算の認定について、議案第１６号 平成２７年

度名寄市食肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて、議案第１７号 平成２７年度名寄市後期

高齢者医療特別会計決算の認定について、議案第

１８号 平成２７年度名寄市病院事業会計決算の

認定について、議案第１９号 平成２７年度名寄

市水道事業会計決算の認定について、以上１０件

を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

決算審査特別委員会、川口京二委員長。

〇決算審査特別委員長（川口京二議員） 議長よ

り御指名をいただきましたので、今定例会で決算

審査特別委員会に付託されました議案第１０号

平成２７年度名寄市一般会計決算の認定について、

議案第１１号から議案第１７号までの各特別会計

決算の認定について、議案第１８号 平成２７年

度名寄市病院事業会計決算の認定について及び議

案第１９号 平成２７年度名寄市水道事業会計決

算の認定について、委員会の審査経過と結果の御

報告を申し上げます。

第１回委員会は、９月１日に開会し、直ちに正

副委員長の互選が行われ、委員長には私川口京二

が、副委員長には高野美枝子委員が選任されまし

た。

第２回の委員会は、９月２６日に再開し、審査

日程を９月２６日から２９日までの４日間と決め、

実質審査に入りました。

審査期間中は、市長を初め関係する職員の出席

を求め、説明、答弁をいただき、各会派の代表に

よる総括質疑並びに委員による質疑を行い、慎重

に審査を行いました。

審査経過につきましては、当委員会は全議員を

もって構成された特別委員会ですので、詳細な報

告は省略させていただき、審査の結果のみを報告

申し上げますので、御了解をお願い申し上げます。

当委員会に付託されました全会計決算中、一般

会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計

については起立多数により、その他の５特別会計、

病院事業会計、水道事業会計はいずれも全会一致
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で原案のとおり認定すべきものと決定しました。

よって、当委員会に付託されました各会計決算

につきましてはいずれも正確な収支が行われ、予

算の執行が適正であったことが認められました。

以上が審査の結果であります。

なお、委員会開催中は、委員並びに理事者各位

におかれましては終始慎重かつ熱心に審査を尽く

していただきましたことにお礼を申し上げます。

また、日程どおり決算審査特別委員会を終えるこ

とができましたことに重ねてお礼を申し上げまし

て、本委員会の報告といたします。ありがとうご

ざいました。

〇議長（黒井 徹議員） ただいま決算審査特別

委員会委員長より報告のありました議案第１０号

外９件については、全議員をもって構成されまし

た特別委員会でありますので、この際質疑を省略

し、直ちに採決を行います。

議案第１０号 平成２７年度名寄市一般会計決

算の認定について委員長報告のとおり認定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第１０号は委員長報告のとおり認

定することに決定をいたしました。

お諮りいたします。議案第１１号 平成２７年

度名寄市国民健康保険特別会計決算の認定につい

て委員長報告のとおり認定することに賛成の議員

の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第１１号は委員長報告のとおり認

定することに決定をいたしました。

お諮りいたします。議案第１２号 平成２７年

度名寄市介護保険特別会計決算の認定について委

員長報告のとおり認定することに賛成の議員の起

立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第１２号は委員長報告のとおり認

定することに決定をいたしました。

次に、議案第１３号 平成２７年度名寄市下水

道事業特別会計決算の認定についてから議案第１

９号 平成２７年度名寄市水道事業会計決算の認

定についてまでの７件について委員長報告のとお

り認定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号から議案第１９号までの

７件は委員長報告のとおり認定することに決定を

いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 議案第２３

号 工事請負契約の締結についてから議案第２５

号 工事請負契約の締結について、以上３件を一

括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２３号及び議案第

２４号並びに議案第２５号 工事請負契約の締結

について、一括して提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市立大学保健福祉学部再編事業に

おける新棟建築主体工事及び新棟機械設備工事並

びに新棟電気設備工事の工事請負契約を締結しよ

うとするものであり、まず議案第２３号、新棟建

築主体工事につきましては、本年９月１６日に２

社による一般競争入札を執行した結果、大野組・

新谷建設・高橋組特定建設工事共同企業体が７億

８００万円で落札をいたしました。本件は、こ

れに消費税及び地方消費税 ３０４万円を加え８

億 １０４万円で契約を締結しようとするもので

ございます。

次に、議案第２４号、新棟機械設備工事につき

ましては、同じく９月１６日に３社による一般競

争入札を執行した結果、扶桑・日進・木本特定建

設工事共同企業体が１億 ６７０万円で落札いた

しました。本件は、これに消費税及び地方消費税

平成２８年９月２９日（木曜日）第３回９月定例会・第５号



－173－

平成２８年９月２９日（木曜日）第３回９月定例会・第５号

５７３万 ０００円を加え２億 ２４３万 ０

００円で契約を締結しようとするものでございま

す。

次に、議案第２５号、新棟電気設備工事につき

ましては、同じく９月１６日に２社による一般競

争入札を執行した結果、竹内・新光・庄司特定建

設工事共同企業体が１億 ７５０万円で落札をい

たしました。本件は、これに消費税及び地方消費

税 １８０万円を加え１億 ９３０万円で契約を

締結しようとするものでございます。

以上、３件について名寄市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定により議会の議決を求めるものでござい

ます。

以上、提案の概要につきまして申し上げました

が、細部につきましては建設水道部長より説明を

させますので、よろしく御審議くださいますよう

お願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 追加説明を中村建設水

道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、議案

第２３号、２４号、２５号の市長提案の追加説明

を一括して申し上げます。

名寄市立大学保健福祉学部再編事業につきまし

ては、平成２７年度に基本設計を、本年度は実施

設計を行っており、その内容については市議会、

総務文教常任委員会などで報告させていただいて

おります。名寄市立大学は、平成１８年度の開学

以来保健、医療、福祉などの専門職の人材育成を

担ってきており、近年の病児、病後児保育など多

様な保育ニーズへの対応など質の高い専門職を養

成するため、平成２８年度、新たに保健福祉学部

の中に社会保育学科を設置して、保健福祉学部の

再編強化を行いました。このことにより平成３０

年度から段階的に学生数が増加し、既存の校舎だ

けでは不足するため新たな校舎を整備し、教育環

境の充実を図るものであり、平成３０年２月下旬

の完成に向けて準備が整い次第工事に着工するも

のでございます。

本日議決をお願いいたします名寄市立大学保健

福祉学部再編事業の新棟建築主体工事、機械設備

工事、電気設備工事の３本の工事請負契約に係る

工事概要について御説明いたします。本工事は、

鉄筋コンクリート造３階建て、延べ面積 ５１１

平米となっており、また主要室として１階は食堂、

厨房、売店、２階は表現演習室、音楽室、ピアノ

レッスン室、３階は看護実習室、教員研究室、演

習室などを配置します。

次に、お手元の資料について御説明いたします。

資料１から４については建築主体工事、資料５か

ら７については機械設備工事、資料の８から９は

電気設備工事のそれぞれ主な図面となっておりま

す。初めに、資料１をお開きください。配置図と

なっております。現在建設中の大学図書館の北側

に建設するもので、図書館や市道からの移動の利

便性を重視しております。

次に、資料２をお開きください。図面左側が１

階平面図となっております。道路に面した図面右

下が学生や市民が利用する玄関となっており、建

物奥には食堂や厨房を配置します。特に食堂は、

新学科設置により学生数の増加を見込んで収容ス

ペースを確保するとともに、近隣には店舗がない

ことから売店を配置し、学生が利用しやすい環境

を整えるものです。また、トイレにつきましては、

各階共通で学生用トイレのほかに障害者の利用に

配慮して多目的トイレを配置します。

次に、図面右側が２階平面図となっております。

図面右側手前がピアノ練習室、ピアノレッスン室

で、内装はいずれも防音構造といたします。また、

図面上部にはダンスや遊具の演習のための表現演

習室や音楽授業のための音楽室を配置し、社会保

育学科設置による教員や学生の増加に対応した学

習環境の充実を図ります。

次に、資料３をお開きください。図面左側が３

階平面図となっております。図面手前が教員、学

生が利用するための教員研究室や演習室となって
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おり、図面奥には看護学科の母性看護学や小児看

護学等の学習環境に対応した看護実習室を新たに

配置し、全体として実習や演習を効果的に行える

よう整備するものです。

次に、資料４をお開きください。図面は、東西

南北の立地図をあらわしており、外壁は金属板や

タイル仕上げとして、外観デザインが単調になら

ないように配慮いたしました。また、冬期間は屋

根に雪庇が発生しやすいことから東面及び北面に

は雪庇切りを設置し、落雪事故防止に役立てます。

以上が建築主体工事の概要となっております。

次に、機械設備工事関係図面となっております。

資料５をお開きください。図面は、１階の衛生設

備配管図であり、給水管、配水管、雨水配水管、

ガス管、消火栓管など各諸室が目的に合わせて機

能するために必要な配管図面となっております。

次に、資料６をお開きください。図面は、１階

の空調設備配管図であり、冷房の必要な各諸室へ

の冷房用配管や冷房設備の設置場所を示しており

ます。

次に、資料７をお開きください。図面は、１階

の暖房設備配管図であり、暖房の必要な各諸室へ

の温水管やパネルヒーターの設置場所を示してお

ります。

以上が機械設備工事の概要となっております。

次に、電気設備工事関係図面となっております。

資料８をお開きください。照明器具のリストとな

っており、廊下、食堂、トイレなどはダウンライ

ト、また休憩室、厨房、売店、管理人室などは直

管型照明を採用し、内部照明はほとんどがＬＥＤ

照明を採用し、省エネルギー化を図っております。

次に、図面９をお開きください。図面は、１階

の電灯設備配線図となっており、照明設備の必要

な各諸室への電線の設置場所を示しております。

以上が電気設備工事の概要となっております。

なお、資料５から９の各施設図面の２階、３階

も同様となっております。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第２３

号外２件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第２３号外２件は、委

員会付託を省略し、直ちに採決することに御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

関連がありますので、議案第２３号外２件は一

括して採決を行います。

議案第２３号外２件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２３号外２件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第２６

号 平成２８年度名寄市一般会計補正予算（第３

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２６号 平成２８

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、台風７号のほか３つの台風によ

る大雨、暴風に係る災害復旧などに要する経費に

ついて補正しようとするものでありまして、歳入

歳出それぞれ１億 ４５０万円を追加をし、予算

総額を２４３億 ８８４万 ０００円にしようと

するものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。８款

土木費における排水機場維持管理事業費３００万

円の追加及び９款消防費における災害対策事業費
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０５０万円の追加は、緊急的に稼働した排水ポ

ンプ等に要する経費について補正しようとするも

のでございます。

１１款災害復旧費におきまして公共土木施設災

害復旧費１億 ６００万円の追加及び農林業施設

災害復旧費５００万円の追加は、台風により生じ

た道路、河川、林道などの被害復旧に要する経費

について補正しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１５款国庫

支出金において公共土木施設災害復旧費負担金で

６００万円を見込み、２２款市債において公共

土木災害復旧債で ４２０万円を見込むとともに、

２０款繰越金で収支不足の ４３０万円を計上し

ようとするものでございます。

次に、第４表、地方債補正では公共土木災害復

旧事業を追加しようとするものでございます。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第２７

号 名寄市総合計画（第２次）基本構想・基本計

画を定めることについてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２７号 名寄市総

合計画（第２次）基本構想・基本計画を定めるこ

とについて、提案の理由を申し上げます。

本件は、現在の新名寄市総合計画第１次の計画

期間が本年度までとなっていることから、次年度

からの本市における総合的かつ計画的な行政運営

を図るために名寄市自治基本条例第１９条第１項

に基づき、名寄市総合計画における基本構想・基

本計画を策定しようとするものでございます。

本計画の策定に当たりましては、第２次総合計

画策定方針に基づき、市民アンケート、市民ワー

クショップ、タウンミーティングの開催など市民

の皆様の御意見を初め、市議会議員の皆様からの

御提言をもとに、名寄市民で構成をする名寄市総

合計画策定審議会と名寄市総合計画庁内策定委員

会が一体となって策定作業を進め、本年７月２２

日に同審議会からいただいた答申をもとに提案を

させていただくものでございます。改めて御意見、

御協力をいただきました市民の皆様並びに熱心に

御審議を賜りました同審議会委員の皆様に心から

感謝とお礼を申し上げます。

本計画の基本構想は、平成２９年度から平成３

８年度までの向こう１０年間における市民と行政

が協働で取り組むまちづくりの指針を示すもので

あり、内容につきましては人づくり、暮らしづく

り、元気づくりという３つの基本理念のもと、目

指すべき本市の将来像を自然の恵みと財産を活か

しみんなでつくり育む未来を拓く北の都市・名寄

と定めております。また、この将来像を実現する

ために市民と行政との協働によるまちづくり、市

民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり、

自然と調和した環境にやさしく快適で安全安心な

まちづくり、地域の特性を活かしたにぎわいと活

力のあるまちづくり、そして生きる力と豊かな文

化を育むまちづくり、この５つの基本目標及び施

策の柱を定めました。また、基本計画では、各分

野における現状と課題を踏まえ、基本的な方向性
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－176－

と実現の方策を講じることで総合的で計画的なま

ちづくりを展開していくこととしており、また新

たに戦略的かつ重点的な取り組みとして重点プロ

ジェクトを定め、施策間連携と名寄市まち・ひと

・しごと創生総合戦略との整合性を重視をし、経

済元気化プロジェクト、安心子育てプロジェクト、

冬季スポーツ拠点化プロジェクトを選定をいたし

ました。

なお、今回提案をしております名寄市総合計画

第２次は、基本構想、基本計画について名寄市議

会基本条例第１０条の規定に基づき、議会の議決

を求めるものでございます。

以上、提案の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願いを申し上げ

ます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第２７号については、審議日程の都合によ

り議事延期することとし、本日の会議はこの程度

にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２７号は、議事延期することと

し、本日はこれをもちまして延会とすることに決

定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の審議は終

了いたします。

本日はこれをもちまして延会といたします。

御苦労さまでした。

延会 午後 １時２８分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 山 崎 真由美

署名議員 大 石 健 二

平成２８年９月２９日（木曜日）第３回９月定例会・第５号
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平成２８年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２８年１０月１１日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第２７号 名寄市総合計画（第２

次）基本構想・基本計画を定めること

について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第２７号 名寄市総合計画（第２

次）基本構想・基本計画を定めること

について

１．出席議員（１６名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（２名）

１番 浜 田 康 子 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

消 防 署 長 菊 池 剛 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成２８

年第３回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に１番、浜田康子議員、１５番、高

橋伸典議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１６名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

８番 佐久間 誠 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 議案第２７

号 名寄市総合計画（第２次）基本構想・基本計

画を定めることについてを議題といたします。

初めに、議案第２７号はお手元に配付の審査日

程表のとおり進めたいと思いますが、御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、日程につきましては、配付の審査日程

表のとおり決定いたしました。

なお、審査順序については、基本構想、基本計

画の総括説明、各会派代表による総括質疑を行い、

その後基本構想に対する質疑を行い、次に基本計

画の項目ごとに質疑を行います。

次に、総括質疑の取り扱いについてお諮りいた

します。会議規則第５６条に基づき質疑の回数は

３回までと規定していますが、総括質疑に限り回

数制限を設けないことといたしたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、総括質疑に限り回数制限を設けないこ

とに決定をいたしました。

ただいまから基本構想、基本計画の総括説明を

行います。

松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） それでは、私のほうか

ら議案第２７号につきまして総括説明を申し上げ

ます。

初めに、総合計画第２次の策定の経過について

申し上げます。まず、昨年１０月に庁内策定委員

会を設置いたしまして、準備作業を進めるととも

に、１２月１８日、名寄市民で構成する名寄市総

合計画策定審議会に対しまして、市長から第２次

の名寄市総合計画の策定について諮問させていた

だきました。その後、第２次総合計画策定方針に

基づき、市民アンケート、市民ワークショップ、

タウンミーティングの開催など市民の皆さんに御

意見をいただきながら策定作業を進め、７月１９

日の第３回審議会において基本構想と基本計画が

固められ、７月２２日に同審議会から答申をいた

だきました。８月１２日の議員協議会におきまし

て議員の皆様からも御提言などをいただきまして、

８月１６日から９月１４日までのパブリックコメ

ントの実施及びそれに伴う市民説明会においても

皆様から御意見をいただいたところであります。

それらを踏まえまして所要の修正を加えまして、

９月２９日、議案として提出させていただいてお

ります。

以下、お手元に配付しております議案書、名寄

市総合計画第２次により順次概要について説明を

申し上げます。

表紙をめくっていただきまして目次がありまし

て、１ページ目と銘打たれておりますところが総

論であります。まず、１番の計画策定に当たって

につきましては、平成１８年の合併後、平成１９

年に最初の総合計画として新名寄市総合計画が策

定されて以降の地方自治体を取り巻く環境の変化

を踏まえ、また平成２７年に策定した名寄市まち

・ひと・しごと創生総合戦略に位置づけられた施
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策を包含して、市民と行政が連携し、まちづくり

を進めていくための行動指針となる第２次総合計

画を策定することを明示しております。

次に、２番、計画の構成と期間でありますが、

社会経済の動向を展望しながら、長期的な視点で

名寄市が目指す都市像を示す基本構想、これにつ

きましては対象期間を平成２９年度から３８年度

までの１０年間としております。中期的に実行す

る各分野の具体的な施策や重点的に行う施策を定

める基本計画につきましては、基本期間を市長任

期と連動させることとしまして、前期基本計画を

平成２９年度から３０年度の２年間、中期及び後

期基本計画は各４年間としております。基本計画

で示した分野ごとの施策を具現化するための個別

の事務事業を定める実施計画につきましても基本

計画と同様の期間を対象とし、毎年度のローリン

グの作業を行って、さまざまな情勢の変化に柔軟

に対応していくこととしております。

次に、３ページ、時代の潮流についてでありま

す。ここでは基本構想を策定する際に踏まえるべ

き社会情勢の変化といたしまして、人口減少と少

子高齢化の進行、安全安心への意識の高まり、自

然環境の保全・循環型社会の構築、情報化社会へ

の対応、地域産業・経済の低迷、コミュニティー

の重要性の高まり、厳しさを増す行政財政運営に

ついての７項目を掲げております。

次に、５ページ、４、名寄市の概況につきまし

ては、位置・地勢、沿革、人口・世帯、産業別人

口を記載しております。

次に、７ページ、５、名寄市のまちづくりの課

題でございますが、ここでは本市のこれからのま

ちづくりの目標と施策の方向性を考えるに当たっ

ての課題としまして、市民と行政との連携・協力

によるまちづくり、保健・医療・福祉の連携と自

立と共生の地域社会づくり、安全安心で暮らしや

すい居住環境づくり、地域の特性を活かしたにぎ

わいと活力づくり、個性ある教育・文化・スポー

ツの環境づくりの５項目を掲げております。

次に、１２ページをお開きください。基本構想

についてであります。まず、１番、基本理念でご

ざいますが、先ほど述べました時代の潮流や本市

のまちづくりの課題を踏まえまして、まちづくり

を進めるための基本理念として、人づくり、暮ら

しづくり、元気づくりという３つの項目に基本的

な考えを取りまとめ、設定しております。また、

基本理念を踏まえまして、本市の目指すべき将来

像を自然の恵みと財産を活かしみんなでつくり育

む未来を拓く北の都市・名寄と定めております。

この将来像の実現に向けて、さまざまな施策、事

業を展開するに当たりまして、特に大切にしたい

まちづくりの基本となる考え方としまして、１４

ページから冬に強く雪や寒さを生かした利雪・親

雪のまちづくりに向けた考え方、市民と行政、市

民相互の協働によるまちづくりの考え方、都市づ

くりの基礎となる土地利用の考え方、住み続けた

いと思える持続可能なまちづくりの考え方の４つ

を掲げております。

続きまして、１６ページから２５ページ、基本

目標では、将来像を実現するために各分野別に５

つの基本目標を設定し、そのもとに主要施策を掲

げております。まず、市民参画・健全財政の分野

で基本目標を市民と行政との協働によるまちづく

りといたしまして、それを実現する主要施策とし

まして、市民主体のまちづくりの推進、人権尊重

と男女共同参画社会の形成、情報化の推進、交流

活動の推進、広域行政の推進、健全な財政運営、

効率的な行政運営の７分野を掲げております。

１８ページにあります保健・医療・福祉の分野

では、基本目標を市民みんなが安心して健やかに

暮らせるまちづくりといたしまして、それを実現

するための主要施策としまして、健康の保持増進、

地域医療の充実、子育て支援の推進、地域福祉の

推進、高齢者施策の推進、障害者福祉の推進、国

民健康保険、この７分野を掲げております。

続きまして、２０ページ、生活環境・都市基盤

の分野におきましては、基本目標を自然と調和し
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た環境にやさしく快適で安全安心なまちづくりと

いたしまして、それを実現する主要施策として環

境との共生、循環型社会の形成、消防、防災対策

の充実、交通安全、生活安全、消費生活の安定、

住宅の整備、都市環境の整備、上水道の整備、下

水道・個別排水の整備、道路の整備、地域公共交

通、この１３分野を掲げております。

２２ページになります。産業振興の分野におき

ましては、基本目標を地域の特性を活かしたにぎ

わいと活力のあるまちづくりといたしまして、そ

れを実現する主要施策として農業・農村の振興、

森林保全と林業の振興、商業の振興、工業の振興、

雇用の安定、観光の振興の６分野を掲げておりま

す。

２４ページになります。教育・文化・スポーツ

の分野では、基本目標を生きる力と豊かな文化を

育むまちづくりといたしまして、それを実現する

主要施策として幼児教育の充実、小中学校教育の

充実、高等学校教育の充実、大学教育の充実、生

涯学習社会の形成、家庭教育の推進、生涯スポー

ツの振興、青少年の健全育成、地域文化の継承と

創造の９分野を掲げております。

次に、２６ページ、人口の将来展望と方向性で

あります。ここに掲げております人口の将来展望

につきましては、名寄市まち・ひと・しごと創生

人口ビジョンでお示しした年齢３区分人口ごとの

推移を示しております。人口減少の抑制に向け、

地域活力の創出、子育て環境の整備、人材の育成

確保の必要性につきまして記述をしております。

財政の見通しにつきましては、適切な事業の選択

と基金や公債費の適正な管理をしっかりと行い、

後世代に過大な負の遺産にならないよう健全な財

政運営を行う必要性を記述しております。

２８ページが施策の体系でありますけれども、

５つの基本目標、それらのものとの主要施策を体

系的に示しております。

以上、ここまでが基本構想部分でございます。

次に、基本計画部分でございます。２９ページ

から３２ページは、今回の計画から新たに重点プ

ロジェクトといたしまして、施策間連携と名寄市

まち・ひと・しごと創生総合戦略との整合性を重

視しまして、経済元気化プロジェクト、安心子育

てプロジェクト、冬季スポーツ拠点化プロジェク

トを選定しております。

３３ページからにつきましては、先ほどありま

した５つの基本目標とそのもとの主要施策につい

てそれぞれ述べたものであります。基本的にはそ

れぞれの施策項目につきまして現状と課題を述べ

まして、そして施策の基本的な考え方、実現の方

策という順で記載しております。これら細部につ

きましては、あすの基本目標ごとの審議にて別途

御説明させていただきます。

以上で総括説明を終わらせていただきます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、総括質疑を

行います。

市政クラブ・新緑風会を代表して、大石健二議

員。

〇１２番（大石健二議員） おはようございます。

市政クラブ・新緑風会を代表して、名寄市総合計

画第２次の基本構想及び基本計画について総括質

疑を行います。

質疑を始める前に、この総合計画第２次の策定

に当たりまして、御尽力、御協力をいただきまし

た策定審議会の皆様を初め、多くの市民の皆様、

関係団体、関係者の皆様にこの場をおかりして会

派を代表して厚く感謝を申し上げます。

名寄市議会基本条例の制定理念は、二元代表制

の実効性を高め、市民の負託に応える責務と市民

に開かれた議会を目指し、議会及び議会の議員の

活動原則を精査、体系化し、市民に対する説明責

任、情報公開、議会の審査機能の追加、拡大、議

員間討議の活性化等に取り組むこととしています。

この総合計画第２次の審査に当たりましては、私

ども市政クラブ・新緑風会では議会基本条例の理

念に基づき、市民に伝える説明責任と二元代表制
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の一翼を担う議会の審査機能を果たすべく、細部

にわたり会派内で慎重に議論を重ねてまいりまし

た。総合計画は、名寄市のこの先１０年間のまち

づくりの道しるべ、羅針盤であり、名寄市が抱え

る諸課題、諸問題を精査し、分析し、共通認識の

もとその解決策、方針を定め、新たな目標を持っ

て理想の実現に向けて取り組むべき名寄市の最上

位計画です。その主役はあくまでも市民であり、

今後１０年間は人口減少問題、特に少子化、超高

齢化と真正面から向き合い、類いまれな自然、貴

重な歴史、産業、文化、スポーツ等の関連施設を

初めとする地域資源や財産など地域の市民力と行

政の職員力を最大限に生かし、地域が一体となっ

てまちづくりに邁進しなければならないものと考

えております。総合計画の推進、実現のためには

確かな財源的裏づけが必要であり、行財政改革推

進計画、中期財政計画、財政収支試算を経営マネ

ジメントサイクル、ＰＤＣＡに基づき実効性かつ

透明性を持って推進され、健全かつ安定した財政

運営に努めていただかなければなりません。

それでは、これより質疑を行いますが、私の総

括質疑は総体総括質疑で行いますので、あらかじ

め御承知おき願います。また、項目数が１０件と

多いため、修辞法表現のレトリックを避けて端的

にお聞きをしてまいります。

最初に、名寄市総合計画第２次は、新名寄市総

合計画第１次と同様に基本構想、基本計画、実施

計画の３層構造ですが、基本構想を包含した基本

計画、実施計画の簡素な２層構造の計画を用いな

い理由についてお聞かせを願います。

２件目は、今日まで総合計画第２次の市民周知

を十分に図ることができたかどうかについて御答

弁をお願いいたします。

３件目は、ことしも残すところ５カ月余となり

ましたが、議会への計画素案提案が今日に至った

経緯について御答弁を願います。

４件目は、基本構想の総論、計画の構成と期間

についてお聞きをいたします。総合計画第１次で

は、前期、後期各５年間の２期制でしたが、第２

次では前期２年間、中後期各４年間の計１０年間

で設定されていますが、この前期、中期、後期の

３期制とした意図と経緯についてお答えを願いま

す。

５件目は、同じく総論の名寄市まちづくりの課

題からお聞きをいたします。市民と行政との連携

・協力によるまちづくりで、地域自治区の創設に

ついて触れていますが、法定組織としての制約や

地域負担の増加が懸念される上、組織化への課題

が多いとして総合計画第１次では創設が見送られ

てきました。この地域自治区の代替組織として任

意組織の地域連絡協議会が設置されましたが、そ

の活動にも地域差が見受けられます。これは、指

導、支援体制はもちろん同会の活動内容などの周

知及び啓蒙啓発活動の不足によるところが大きい

と考えられますが、この地域自治区の創設につい

て確たる明記が見当たりません。第２次計画期間

における地域自治区の創設について御答弁をお願

いいたします。

６件目は、計画期間中に交付税の合併算定がえ

など今後財政の緊縮が避けられない見通しの中で、

財政健全化を維持していく上で計画全事業中の中

から事業の緊急性、重要度、優先性を踏まえて精

査、選択を行うべきです。お考えについてお聞か

せを願いたいと思います。

７件目は、３つの重点プロジェクトから３件６

項目についてお聞きをいたします。最初に、経済

元気化プロジェクトから３項目お聞きをいたしま

す。まず、１項目めは、指標項目の観光入り込み

客数の基準値４７万 ０００人の確定根拠と目標

値５５万人の積算根拠と達成の可能性について御

答弁をお願いいたします。

２項目めは、農商工連携・６次産業化品目数に

ついてですが、基準値ではゼロ件と６次産業化を

果たし得ていませんが、第２次では平成３１年３

月までに目標値を達成することが可能かどうか、

この点について御答弁をお願いいたします。

平成２８年１０月１１日（火曜日）第３回９月定例会・第６号
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３項目めは、創業・事業継承件数の目標値が２

件と記載されていますが、同プロジェクトを構成

する成果指標としては決して高い数値ではござい

ません。この数値の捉え方について御答弁をお願

いいたします。

次に、安心子育てプロジェクトから１件お聞き

をいたします。指標項目の本市の子育ての環境や

支援への満足度で、大変満足、満足と回答した人

の割合を就学前と小学生に基準値と目標値をそれ

ぞれ設定していますが、こうした意識調査もさる

ことながら中長期で取り組む重点事業の基準値あ

るいは目標値を設置するなど、具体的な事業を重

点プロジェクトに登載すべきではないかと考えま

すが、その考え方についてお聞かせをお願いいた

します。

次に、冬季スポーツ拠点化プロジェクトから２

項目お聞きをいたします。まず、１項目めですが、

合宿受け入れ数を見ますと、平成２６年度の基準

値は ５００人ですが、目標値 ０００人を達成

するために必要なソフトウエア、ハードウエアな

ど解決すべき課題整理について御答弁をお願いい

たします。

２項目めの新規冬季スポーツ大会誘致の目標値

である３大会とは、どの程度の規模の大会誘致を

目標に据えているのか御答弁をお願いいたします。

８件目は、定住人口の確保はさきの名寄市まち

・ひと・しごと創生総合戦略とともに、総合計画

第２次においても最重要課題です。そのために重

要な少子化及び人口減対策と企業立地について３

項目伺います。まず、１項目めの少子化対策では

子育て支援に力点が置かれていますが、生涯未婚

率の上昇や晩婚化傾向が見込まれる中では、晩婚

化、非婚化対策も腰を据えて取り組むべき課題と

考えますが、御答弁をお願いをいたします。

次に、２項目めの長寿者、高齢者対策について

は、健康寿命の延伸を図る計画について御答弁を

お願いします。また、日常生活を送る上で欠かす

ことのできないＡＤＬ、日常生活動作、そしてＩ

ＡＤＬ、手段的日常生活動作とＱＯＬ、生活の質

を高める予防改善策について御答弁をお願いをい

たします。

３項目めは、地場企業の育成対策及び企業立地

に対する施策が後ろ手に回っているのではないか

と懸念をいたします。同計画中にその緊急性、重

要性を明確にした具体的な施策を明示すべきと考

えますが、御答弁をお願いをいたします。

９件目は、総合計画の呼称について伺います。

総合計画の基本的な考え方の計画作成に当たって

の基本姿勢に、わかりやすさと実効性を掲示して、

簡素でわかりやすい内容、表現に努めるとありま

すが、第２次総合計画ではなく、なぜ名寄市総合

計画（第２次）としたのか御答弁をお願いいたし

ます。

最後に、１０件目は、総合計画文中で用いられ

ている用語、用字、語彙についてお伺いをいたし

ます。総合計画の基本構想及び基本計画の文章表

現で、文中の語尾に、努めます、図ります、検討

しますが多用され、実施します、実現します、実

行します、行います、こうした表現による計画の

具現化を目指す強い決意や姿勢をあらわす文字表

現が極めて少なく、総合計画そのものの軽重が問

われかねませんが、文末、語尾表現についてどの

ような考え方で、方針で行われたのか御答弁をお

願いいたします。

以上で私の総括質疑といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） ただいま１０項目にわ

たりまして質問をいただきましたので、まず私の

ほうから全般につきまして一括して答弁させてい

ただきます。

１点目、名寄市総合計画第２次の基本構想、基

本計画、実施計画の３層構造としている理由であ

りますけれども、４点目に質問をいただきました

市長任期との連動についてと若干答弁重複します

けれども、この経緯といいますか、理由といたし

まして、総合計画第２次におきましては基本構想
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は長期的な視点で本市が目指す都市像を明らかに

するものであることから期間を１０年としており

ます一方で、基本計画につきましては社会経済情

勢の変化に柔軟に対応するため、そして市長の政

策方針をもとにした具体的な施策を示し、行政課

題への的確な対応と市長公約を明確に反映させる

ため、計画期間を前期基本計画が２９年度から３

０年度の２年間、中期及び後期基本計画を４年間

というふうに区切っております。仮に基本構想ま

で含めて細かく区切ってしまいますと、長期的な

展望を示すことができず、基本計画の期間が長く

なりますと情勢への変化等への柔軟性が損なわれ

ることから、この体系づけが適当と考えていると

ころでございます。

次に、総合計画の市民周知十分図ることができ

たかという御質問でありましたけれども、この策

定に当たりましては市民で構成する名寄市総合計

画策定審議会に諮問をさせていただいて、答申を

いただいておりますほか、市民ワークショップの

開催、タウンミーティングの開催、アンケートの

実施、パブリックコメント及びそれに伴う市民説

明会の開催等を通じまして、市民意見の聴取に努

めさせていただいたところでございます。今後と

も機会を捉えての総合計画の内容の周知、わかり

やすいダイジェスト版の資料の作成等を通じまし

て、市民に関心を持っていただける総合計画とな

るよう努めてまいります。

３点目が策定、提案に至っての経緯でありまし

たけれども、こちら昨年１０月から庁内策定委員

会を設置いたしまして準備作業を進め、１２月に

名寄市民で構成する名寄市総合計画策定審議会に

対して諮問をさせていただいて、その後名寄市第

２次総合計画策定方針に基づきましてアンケート、

ワークショップ、タウンミーティングなどいろい

ろ開催しながら、市民の皆様の御意見いただきな

がら策定作業を進め、４月１９日、第３回策定審

議会において基本構想と基本計画が固められ、７

月２２日に審議会から答申をいただいております。

そうしまして８月から議員協議会において一度中

間報告をさせていただいた後、８月１６日から９

月１４日までパブリックコメントの期間を設け、

その間市民説明会も開催をいたし、それらを踏ま

えた所要の修正を加えました結果、９月２９日、

議案として提出させていただいた次第でございま

す。

４点目の御質問の市長任期との連動であります

けれども、繰り返しになりますが、基本計画につ

きましては社会経済情勢の変化に柔軟に対応する

ため、また市長の政策方針をもとにした具体的な

施策を示し、行政課題への的確な対応と市長公約

を明確に反映させるためといたしまして、計画期

間を市長任期と連動させております。

５点目に質問いただきました地域自治区の創設

につきましては、合併時の協議を踏まえ、平成１

８年度から１９年度にかけ、制度導入へ向けた地

域協議を行ってきた経緯があります。地域からは、

法定の地域自治区については制度上の制約が多い

ことや行政から求められる役割の増加が懸念され

るなど、現状では受け入れることが難しい組織で

あり、創設は時期尚早であるとの意見を多くいた

だいております。これらの意見を踏まえまして、

地域自治組織を展望する緩やかな組織として、平

成２０年度から２３年度にかけて各小学校区を基

本に地域連絡協議会を組織し、これまで取り組み

をいただいているところでございます。地域連絡

協議会は、現在市内各地域に７つが組織をされて

おりまして、温度差はあるものの地域課題に応じ

て清掃活動や防災活動、交流事業など町内会単位

の枠を超えた活動をいただき、市からは活動交付

金の助成による財政支援や代表者会議の開催によ

る相互の情報支援を促すなどの取り組みを行って

まいりました。

今後市民主体のまちづくりをより一層推進する

に当たりましては、主体となるコミュニティーと

して町内会や地域連絡協議会の活性化が必要であ

ることはもとより、さきに行ったアンケート結果
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では地域連絡協議会の役割に期待する回答が８割

程度と多いことからもそれぞれの自主性を尊重し

ながら支援を行い、市民と協働して地域を支えて

いくまちづくりに努めてまいりたいと考えている

ところでございます。

続きまして、財政健全化を維持していく上で全

事業の中から緊急性、重要性、優先度を踏まえ、

精査、選択を行うべきではないかという質問でご

ざいましたけれども、御指摘のとおり、交付税の

合併算定がえのほかにも少子高齢化の進展に伴う

福祉関係経費の増、老朽化した公共施設の対応な

ど、本市の財政運営には多くの課題が山積してお

ります。限られた財源の中、適切な事業の選択、

基金及び公債費の管理のもと健全な財政運営に努

めてまいりたいと考えております。

続きまして、重点プロジェクトにつきまして、

経済元気化プロジェクトについて質問をいただき

ました。観光入り込み客数につきましては、平成

２４年度に策定した名寄市観光振興計画において

平成３３年までの１０年間で５０％増を目標に掲

げていることから、年５％、重点プロジェクト期

間の３年間で１５％増を根拠として、２７年度実

績で４７万 ０００人をもとに目標値数値を設定

しております。しかしながら、名寄市観光振興計

画策定時と比べまして、現在の観光情勢はこの間

大きく変化をしております。観光入り込み客数に

関してはさらに精度を高めるとともに、今後は東

アジアを中心としたインバウンドの増加が見込ま

れるため、受け入れ態勢の整備を行いながら、目

標達成に向け取り組みを進めてまいります。

次に、６次産業化品目数についてでございます

けれども、過去の実績と現状を踏まえ、名寄市の

主要農産物の中で６次産業化につながることが考

えられる品目と生産団体等の実情を考慮し、設定

をしております。また、農商工等の異業種連携に

よる新たな産業育成を目指していることから、品

目数を目標として設定をしております。名寄市と

しては、中小企業振興条例補助金において新たに

食品製造業等立地推進事業を創設をいたしており

ます。新たに食品製造業を創業しようとする方に

対し、国の支援とあわせ効果的に活用していただ

けるような相談体制を充実させる等、農商工連携、

６次産業化の活性化を推進し、目標達成に向け取

り組みを進めてまいります。

創業・事業継承件数等につきましてですが、事

業が継続できない大きな要因として、商業におい

ても後継者不足の問題があります。個人、法人合

わせ小売業や飲食業については、これまでも開廃

業の商業活動がありながら、結果として商業者の

数は減少傾向にあります。商業分野においてそう

した観点では新規創業も重要でありますが、第２

創業も含め現在の事業を引き続き継続していただ

くといった取り組みに重点を置くことが前提とな

っております。今回の目標値の設定につきまして

は、金融機関を含む商工関係団体への相談を通じ、

市や道、国等の支援につなげ、一定の雇用も備え

た製造分野の新規事業所を対象にこれまでの実績

と比較を行った上での数値としているところでご

ざいます。

続きまして、重点プロジェクトの２つ目、安心

子育てプロジェクトへの御質問でありましたけれ

ども、安心子育てプロジェクトにおきましては平

成２７年３月に策定した名寄市子ども・子育て支

援事業計画策定時において実施したアンケートを

もとに指標項目を設定しております。安心子育て

プロジェクトは、基本目標に保健・医療・福祉分

野の市民みんなが安心して健やかに暮らせるまち

づくり、基本目標Ⅲ、生活環境・都市基盤分野の

自然と調和した環境にやさしく快適で安全安心な

まちづくり、基本目標Ⅴ、教育・文化・スポーツ

分野の生きる力と豊かな文化を育むまちづくりか

らそれぞれ主な基本計画事業においてこれまで実

施してきた事業の成果と課題をもとに、基本的な

方向性と実現の方策を示させていただいておりま

す。具体的な個別事業については、重点プロジェ

クトの施策間の連携を図りながら基本的な方向性
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に基づき、事業の継続並びに充実を図ってまいり

ますので、御理解を願います。

重点プロジェクトの３点目、冬季スポーツ拠点

化プロジェクトでございますが、スポーツ合宿の

受け入れによる交流人口の拡大は、地域のスポー

ツ競技力の向上、地域経済等にも大きく寄与され

ています。これまでは関係する団体等が連携して

受け入れる体制がなく、また情報の共有も少ない

ことから、合宿を継続的に受け入れることや合宿

者に対する支援体制も十分にはできておりません

でした。この地域に新たな人を呼び込むことがア

スリート、指導者を育て、スポーツで地域が活性

化し、地域経済に波及することなど、合宿による

さまざまな効果について関係する団体の皆様と理

解を深めながら、連携していくことが課題となっ

ております。また、アスリートは、日々トレーニ

ングを重ね、体力や技術力の向上に努めています。

合宿者をふやしていくためには最新のトレーニン

グ方法の情報提供や施設等の環境整備、アスリー

トや指導者のニーズを把握し、対応していくこと

も必要であります。さらに、さまざまな人脈、人

とのつながりをつくることが重要であり、そのた

め地元の指導者の存在も大きな役割を果たします。

市外のスポーツ団体の誘致には、その団体と直接

的につながっている地元の指導者が大きな力を発

揮いたしますので、連携を図りながら合宿誘致を

推進していきたいと考えております。

大会誘致目標値に関する御質問につきましては、

冬季スポーツの拠点化に向けて交流人口の拡大、

地域経済への効果などにつながる全国規模の大会

の誘致を考えております。全国への情報発信がで

きるとともに、名寄といえば冬季スポーツと印象

づけられるように努めてまいりたいと考えており

ます。

続きまして、８項目めの定住人口の確保につい

ての何点かの質問でございますけれども、まず少

子化対策につきまして人口減少対策への対応とし

て若い世代の結婚、出産、子育てに至る一連の流

れに関して、晩婚化あるいは非婚化に向けた対策

が必要なのではということで御質問をいただきま

した。日本人の晩婚化が進行していることは明ら

かであり、このことが婚姻率の減少、さらには夫

婦から誕生する子供の数にも影響があるものと考

えるところです。これまで結婚は個人の価値観に

大きく依存するものであり、他人があえて世話を

焼くことについて議論の分かれるところではあり

ますが、名寄市においては結婚相談センターとい

うボランティア組織が毎週結婚相談を行ったり、

カップリングパーティーを開催するなど着実な活

動をしていただいております。民間活力の導入と

いった観点から、第２次計画の中に盛り込まない

までも今後とも同センターの活動をしっかりとサ

ポートしてまいりたいと考えているところであり

ます。

続きまして、高齢者対策につきまして健康寿命

の延伸を実現させるためには、社会生活を営むた

めの機能を高齢になっても可能な限り維持するこ

とが重要となることは御指摘のとおりです。本市

では、その具体的な取り組みとしまして、生活習

慣病などの発症を防ぎ、重症化予防を徹底するた

め、主要な死亡原因であるがん、心疾患、脳血管

疾患への対策や増加傾向にある糖尿病の重度化予

防の取り組みを強化するため、特定健診、がん検

診の対象年齢を引き下げ、若年からの受診をする

ことで生活習慣病の発症予防や早期発見、早期治

療に向けて働きかけてまいりました。健康づくり、

体力づくりの取り組みでは、特定健診を受診した

男性を対象とした運動教室や保健推進委員による

冬期健康体操教室を実施しているとともに、平成

２７年度から実施しておりますなよろ健康マイレ

ージとあわせて幅広い年齢の方々が関心を持ち、

継続した取り組みとなるよう制度のＰＲと内容を

工夫しながら事業を推進してまいります。また、

要介護状態、要支援状態となることの予防を目的

として、健康づくり体操教室、生きがい講座、運

動機能向上などの通所型介護予防事業を開催して
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きたほか、認知症や口腔機能についての介護予防

を広く知ってもらう介護予防講演会や介護予防教

室等を介護予防事業として、各分野の関係職員、

専門職により実施してまいりました。今後も平均

寿命と健康寿命の差を短縮することに意を配して

まいりたいと考えております。

要支援、要介護者への対策では、御質問のＡＤ

Ｌ、食事や排せつなどの日常生活動作がしっかり

できていれば介護の必要性が低いとされておりま

す。一方、ＩＡＤＬ、買い物や洗濯、掃除などの

手段的日常生活動作については困難が生じてしま

うということもありますので、高齢者の生活を自

立していくためにはＩＡＤＬも重要な指標と言わ

れております。日常生活動作であるＡＤＬが自立

していたとしても、ＱＯＬ、生活の質が低ければ

問題があり、逆に要介護度が重度な方は日常生活

動作は困難であるものの、本人の意思を尊重して

いれば生活の質は高くなると考えております。高

齢者が可能な限り住みなれた地域で、その有する

能力に応じ、生きがいと尊厳を持って自立した日

常生活が営めるよう地域包括ケアシステムの構築

のため医療、介護、福祉の連携を強化していくと

ともに、御質問の視点を重視しながら実施計画を

検討してまいりたいと考えております。

続きまして、地場産業の急減対策及び企業立地

策につきましてですが、定住施策において働く場

所があるかということについては大変重要な政策

課題と認識しております。そのためには地場企業

の振興、企業立地を推進していくことにより、雇

用の場を確保していくといった取り組みが必要に

なります。そうした施策につきましては、主要施

策の雇用の安定、また工業の振興の中で記載し、

取り組んでまいりますが、この間にも本市企業が

立地する可能性がある業種を支援事業の対象とす

るための企業立地条例の改正、地場地域資源を有

効活用した企業立地を促進するための食品製造業

等立地推進事業を創設いたしました。さらに、今

年度の取り組みとして、名寄、下川、美深の３市

町で構成している企業立地促進法基本計画の見直

し作業も行い、国から有利な企業立地に係る支援

を受けるための見直し作業も行っており、具体的

な取り組みにつきましては実施計画の中で明示し

ていきたいと考えているところでございます。

９点目の総合計画の呼称についてでございます

けれども、第２次名寄市総合計画ではなくて名寄

市総合計画（第２次）としているこの表記につき

ましては、現行の計画が新名寄市総合計画（第１

次）となっておりますので、これと合わせたもの

でございますけれども、通常呼称する際には第２

次名寄市総合計画と呼んでいただいたり、あるい

は第２次計画ですとか第２次総計などいろいろ呼

び方あると思いますけれども、いずれでも構わな

いと考えております。いずれにしましても、この

総合計画、市民の中に浸透し、定着していきます

ように周知に努めてまいりたいと考えております。

最後１０点目の質問でございましたけれども、

語尾に強い姿勢が感じられないという御指摘であ

りましたけれども、こちらは真摯に受けとめさせ

ていただきまして、必ずしも実施や実現という表

記になっていないものにつきましても今後しっか

り検討した上で、それが実施が可能となったり、

あるいは実施することが適当となっていたものに

つきましては、随時実施や実現に向けてつなげて

いくように努めてまいりたいと考えておりますの

で、御理解いただければ幸いです。

以上、１０点に答弁させていただきました。よ

ろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。ありがとうございます。

それでは、いただきました答弁をもとに再質疑

を行ってまいります。ただ、質疑項目の順序は入

れかわりがあることをあらかじめ御承知おき願い

たいと思います。

最初に、市民周知についてお伺いをいたします。

私の手元に基本計画策定審議会の審議経過、ある
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いは第２次総合計画策定スケジュール案、あるい

は市民意見聴取のタイムスケジュールと、こうい

ったそれぞれ総合策定の審議スケジュール等の表

一覧がございます。御答弁にもありました。いろ

いろ審議会の開催回数、あるいはワークショップ、

あるいはタウンミーティングなり、まちづくり懇

談会、あるいはパブリックコメント、市民への説

明会、こういうふうに回を重ねて一般市民の周知

を図ってきたというようなお話ではございますが、

私もいただいているこの総合計画書、印刷がモノ

カラーで、とりわけ２ページ目の図だとか、ある

いは人口の推移、そういったものが棒グラフだと

か出ているのですが、モノカラーなものですから

全然何が何やら見えなくなってしまっているとい

うところがありまして、なかなか見えないと。図

表から読み取るのは至難なわざだなというのもあ

るのですけれども、市民の皆様がこういう図表あ

るいはマトリックスを見ながら、果たして十分に

周知、理解ができているのだろうかという、漠然

としたと言うとどうかと思いますけれども、不安

を禁じ得ないのですけれども、これでもなおかつ

十分に市民周知が図れたとお考えですか。いかが

ですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 総合計画の策定に当

たっての市民の意見の反映のところが十分だった

のかという御質問だというふうに思っています。

今回の総合計画の策定に当たっては、議員協議会

の中でもお示しをさせていただきましたけれども、

第２次の総合計画策定方針というのを策定をして、

これに基づいて作業を進めさせていただいたとい

うことであります。この中には、策定に当たって

の市民参加を促進するのだというところをうたわ

せていただいております。これは、項目の２の計

画策定の基本的な考え方、計画策定に当たっての

基本姿勢として、①、市民参加の促進ということ

であります。

この具体的な取り組み等につきましても策定審

議会の中に、具体的にこの方針の中にも示してい

ますが、お示しをさせていただいております。１

つには、策定審議会というのは当然ございますし、

それ以外には関係団体との意見交換会、あるいは

市民アンケート、ワークショップ、タウンミーテ

ィング、パブリックコメントなど、これらを通じ

て市民意見を反映していくのだということをあら

かじめ方針としてお示しをしながら、スケジュー

ルも含めてお示しをして、この間進めさせていた

だいたということであります。

どこまで参加をいただければ十分だというとこ

ろについては、これは人それぞれ受けとめの差が

あるのだろうなというふうに思っておりますが、

私どもは今回はたくさんの手法を凝らすことによ

って幅広い市民の皆さんから多くの意見をいただ

いたという、そういう認識をしてございます。

また、今回の取り組みの一つの特色につきまし

ては、議員も御存じのように総合戦略を先行して

取り組みをさせていただきました。この総合戦略

の中でもこの位置づけについても総合計画が控え

ているというものがありましたので、総合戦略の

策定過程も通じて総合計画につながる意見もいた

だこうということで、そういう意味では平成２７

年２月からこの総合戦略の本部を立ち上げて進め

てまいりましたので、今まで以上に時間をかけて

市民の意見を丁寧に拾い上げたという理解をして

ございますので、御理解をいただければと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 臼田総務部長の丁寧

な答弁で十分に理解をできたところですが、今後

重ねて市民周知を図る機会、最初の答弁でも機会

を捉えて今後ともやっていきたいというお話がご

ざいましたので、今後とも重ねて市民周知を図る

機会というのは具体的にどういうような市民周知

の機会というふうに考えておられるのか、内容に

ついて御説明をいただければと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。
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〇総務部長（臼田 進君） 今後についてであり

ますが、これはさまざまな機会を通じながら市民

周知を図っていきたいというふうに思っておりま

す。現在明らかに申し上げることができるのは、

１つは総合計画の冊子は冊子で策定をさせていた

だきたいというふうに思っています。先ほど図表

等について白黒であると見づらいという御指摘も

いただきましたので、ここについては一定程度も

っと見やすい方法で実際の冊子については努めさ

せていただきたいと考えておりますし、もう一点

は総合計画の冊子、市民はかなり幅広い方がおら

れますので、冊子そのもので十分御理解いただけ

るかというところがあります。これは、以前の定

例会の中でも具体的な取り組みを例示して提言を

いただいた部分もありますけれども、そういった

部分も勉強させていただきながら、わかりやすい

ダイジェスト版をつくりたいなと思っています。

これは、当然色もできればフルカラーにしたいと

いうふうに思っておりますし、文言だけではなく

てわかりやすい図や表、あるいはキャラクターな

んかも含めてわかりやすいような形に努めていき

たいと。これは、市民の皆さんにダイジェスト版

としてお配りをしたいというふうに思っておりま

す。

それと、今回総合計画議決をいただいて、その

後になりますけれども、ちょうどタイミングとし

ましてはまちづくり懇談会が策定後に控えており

ます。これは、まさに各地区を回って私どもが市

民の皆さんと情報共有を図る最大の機会だと思っ

ていますので、この中でも、議決をいただいたと

いうふうに言わせていただきますけれども、議決

をいただいた総合計画を持って市民の皆さんと膝

を交えて議論をさせていただきたいというふうに

思っています。

それと、制度的には出前トークというのがあり

ます。この中でも総合計画を説明するという一つ

のこまを持っておりますので、こういったものも

含めながら、あらゆる機会を使いながら市民の皆

さんに丁寧に説明をさせていただきたいと思いま

すので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今周知の媒体、計画

書あるいはダイジェスト版の作成について御答弁

をいただきました。ぜひともわかりやすい計画書

を、カラーリングで整えた計画書を市民の皆さん

にお配りをしていただきたいと思います。

次に、基本構想の総論、計画の構成と期間につ

いてお聞きをしてまいります。第１次では、前期、

後期各５年間の２期制が用いられていたのですけ

れども、第２次では前期、中期、後期の３期制に

改められました。この前期、後期各５年の２期制

で第１次総合計画に何か不都合があったのか。１

０年経過してみて、前期、後期各５年間の総合計

画、第１次計画についてどのような総括をされた

のかお教えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 総合計画の期間にか

かわる御質問をいただきました。議員が言われま

すように第１次の総合計画は、基本構想で１０年、

それを前後に５年ずつに分けて、前期計画、後期

計画ということで進めさせていただきました。実

は、議員も御存じのようにこの総合計画を策定す

る期間に地方自治法の改正が行われまして、総合

計画の地方自治法上の位置づけがなくなったとい

うことであります。これは、法の定めがなくなっ

たから総合計画を策定する必要があるのか、ない

のかという議論ではなくて、地方分権が進む中で

国が定めるから計画を定めるのではなくて、地域

がみずから自主、自立をしながら定める必要があ

るのだという、そういう背景があっての法改正だ

というふうに理解をしてございますし、名寄市に

おいても自治基本条例が定められ、市民との協働

の一つの目標として、あるいはそれの工程表とい

うのでしょうか、計画としてこの総合計画をしっ

かり定めるのだということが自治基本条例の中で

定められたところだというふうに思っています。
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そういった中で今回の総合計画の名寄市におけ

る作業となったわけですが、この総合計画を策定

するときに極めて重要なのは、先ほど議員が言わ

れましたように市民の意見の反映というところだ

というふうに考えています。この市民意見を反映

させる一つの方法として、先ほど申し上げたよう

な策定に当たっての意見の吸い上げというのも当

然あるわけですが、もう一つあるのは、ここは実

は市長が公約を掲げて選挙を行うという一つがあ

ります。これは、参政権のある方については皆さ

んここにはかかわりを持って、今後のまちのあり

方について、ここは市長の任期というのがありま

すけれども、その任期の中で市長の考えを聞いて、

皆さんが投票行為を行うと。その市民の負託を受

けて市長が出てくるということでありますので、

その市長の掲げた公約については、ある意味では

市民の重たい意見だというふうに受けとめさせて

いただきたいなというふうに考えております。実

は、そこを考えたときに今回については、市長の

任期と一定程度連動するような形で総合計画、こ

の基本計画については期間を定めたいという考え

方であります。

しかしながら、策定方針の中にもあるように安

定的に、しかも実効性のあるというところをうた

ってございます。安定性のあるというところでは、

ある意味では市長の任期にかかわらず長期のスパ

ンでの構想の策定が必要だというふうに思ってい

ますし、実効性を担保するとこの基本計画あるい

は実施計画については市長の公約も含めた中で策

定審議会なり、こういう議会の場での議論をいた

だいて計画を定めていくことが必要だろうという

ことから、今回については計画期間の見直しをさ

せていただいたということでありますので、御理

解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今前期、中期、後期

に分けた理由について臼田総務部長のほうからお

話がございましたけれども、実は私も平成１９年

の第４回定例会で、一般質問の中でこの総合計画

第１次について計画期間について質問をしており

ます。ただ、新名寄市総合計画の第１次は、私全

然議会の人間ではございませんでしたので、第４

回定例会一般質問で取り上げさせていただいたと

いう経緯がございます。このとき、ひっくり返し

て会議録を見てみたのですけれども、私の質問に

そのときの答弁がございますので、読ませていた

だきたいと思います。基本的には首長が私の公約

だから、あるいは私の政策だからということで首

長の任期期間中に権限を利用してやる、あるいは

そのことが結果的に例えば財政の問題で後年度負

担が多くなってしまう、こういうことになっては

いかぬと、計画的な行政をしなければならないと

いうことで計画をつくるということが地方自治法

でうたわれているということでありますという、

まだずっと続くのですけれども、ショートカット

させていただきますが、ここで私は平成２２年と

平成２６年にそれぞれ市長選挙があるではないか

と。総合計画期間中に市長選挙があると。そのと

きに市長の在任期間に合わせて計画期間の設定を

見直すべきではないかというふうなお話をした経

緯があるのです。そのときいただいた答弁が今の

ような内容で、要は選挙によって選出された首長

の政策や公約によって総合計画が軽々に変更され

たりしては財政上あるいは計画行政上からも好ま

しくないというような答弁だったなという理解の

もとでずっとこの間きているのですけれども、今

回第２次の計画では市長の公約あるいは政策、そ

れを計画期間中に反映をしていきたいのだという

ような回答であったかなと思うのですが、事ここ

に至るまでの経過、変化というのは何がきっかけ

で、どこでそういうような動機づけになったのか、

わかる時点で結構ですからお教えいただければと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 平成１９年の当時の

答弁ということでありますが、一番大きく変わっ
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たのは地方自治法の改正だというふうに思ってい

ます。地方自治法の改正が平成２３年５月に施行

され、国の定める計画ではなくなったということ

が一つ大きな違いだというふうに思っています。

それと、もう一つ大きいのは、さきに総合戦略

も策定させていただきましたけれども、時代の流

れが随分速くなってきたということになっており

ます。そのことを地方分権が進む中で地域がみず

から判断をし、責任を持って取り組みをしなけれ

ばいけなくなったというところがあると思います。

そういった流れの中で今回考えを変えたというこ

とであります。

ただ、先ほど市長の公約を反映するというお話

を、その時点でというお話をさせていただきまし

たが、ただ実際の総合計画の策定、さらには事業

の実施に当たっては、市長の公約が必ずしも全て

通るわけではないということであります。市長の

任期に合わせた基本計画について、これについて

は当然策定の段階で先ほど申し上げましたように

策定審議会があります。この中で、その公約が果

たして名寄市のまちづくりとして基本構想にも照

らし合わせたときに正しいのかどうか、ここのま

ず一つの審議があります。それを受けた後で議会

での議決をいただくことになります。さらには、

基本計画ができた後については、実施計画、これ

はローリングとして議員協議会にもお示しをさせ

ていただきますし、それを受けての予算編成作業

があるということでありますので、過去の答弁に

あったように公約であるから全てが無条件で通る

ということではなくて、公約がさらに市民議論を

経て深化をする中で、あるいは精査をされる中で

実施がされるのか、されないのか、ここが議論を

されて実現に結びつくということでありますので、

理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 先ほど来から部長の

ほうから出ている地方自治法というのは、たしか

第２条の第４項に基本構想は議会の議決を経てま

ちづくりに反映するというような条項であったか

なと思いますけれども、これがおっしゃるように

平成２３年５月２日だったなと思うのですけれど

も、削除されました。ですから、最初の前段の質

問に戻るのですけれども、わかりやすい総合計画

ということで御質問申し上げたとおり、名寄市の

第１次も第２次も基本構想、基本計画、実施計画

の３層構造だと。今回基本構想というのは、地方

自治法の見直しで定めても定めなくても地方自治

体の裁量にお任せするというようなニュアンスで

多分通達か何か出ているのでないかなと思うので

すけれども、その際におっしゃっているようにわ

かりやすい総合計画であるがためにもっとシンプ

ルな構造にすべきだなというふうにかねてから、

また計画期間についても市長の公約とか政策にか

かわらず、主務として担当される首長が在任期間

に合わせて計画期間を設定すべきだなという考え

のもとでずっと平成１９年以来の質問をして、今

回改めて繰り返してお聞きをしているのですけれ

ども、ようやく私の平成１９年の質問から５年が

たって地方自治法の第２条第４項も削除されたと

いうことですから、今回の第２次の総合計画につ

いてはまだまだ３層構造ではあるものの、計画期

間については市長の在任期間に合わせた計画期間

となったということで、私としては大変歓迎すべ

きだというふうに考えております。

ただ、もう一点、くどいようで申しわけないの

ですが、この前期、後期５年間という２期の設定

から前期、中期、後期になった、３期制になった

という大きな転換となった場所というのはあるの

でしょうか。例えばそれは庁内論議の過程だとか、

あるいは策定審議会の委員からの指摘だとか、い

ろんな場面があったのかなと思うのですが、もし

そういうステージがあったのであればお教えいた

だきたいと思うのですが。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここは先ほど策定に

当たっての策定方針を示させていただいたという
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話をしましたが、この策定方針をつくる過程の議

論、当然ここがあるわけであります。これは、総

合計画にかかわっては庁内の策定委員会を設けて

ございますが、この庁内の策定委員会の中でもし

っかりと議論をさせていただきましたし、それを

受けてこの策定方針の前には考え方ということで

一度素案的なものを用意させていただきましたけ

れども、これについても議員協議会にも一度お示

しをさせていただいておりますし、当然策定審議

会のほうにはお示しをして、その考えについて御

理解をいただいた上での策定方針決定ということ

でありますので、その過程を通じて議論をしたと

いうことで御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

次に、同じく総論の名寄市まちづくりの課題か

ら市民と行政との連携・協力によるまちづくりの

地域自治区の創設についてお聞きをしたいと思い

ます。実は、この地域自治区についても古くは合

併協議会からずっと提案され、そして新名寄市総

合計画の中で地域自治区の創設が設けられてきた

経緯があるのですけれども、これについても私過

去に同じく平成１９年、議員になったばかりです

けれども、その第３回定例会で質問させていただ

いております。そのときの答弁では、引用させて

いただきますが、６月から町内会役員会等開催に

出向いて、設置目的や基本的な考え方について説

明機会を設けさせていただいております。これま

でに８１町内会のうち４１町内会、５２８名の役

員に参加していただきました。さらに、今後はい

ただいた意見を整理し、庁内論議を経て区域ごと

に町内会を含む各種団体に説明、さらにはまちづ

くり懇談会において住民説明を行っていきたいと。

また、広報やホームページにおいても地域自治組

織の設置について掲載をし、市民の方々の理解を

求めていきたい云々というふうに答弁をされてお

りました。ちょっと言葉がどうかと思いますが、

デッドロックに乗り上げてからこういうような庁

内論議、あるいは市民懇談会等で理解を求められ

る活動をされてきたのだろうなとは思うのですけ

れども、ただ今日に至ってこの地域自治区に対す

る答弁にもありました広報やホームページ、そう

いったところを私も検索をしてみましたけれども、

合併協議会等の文章は出てくるのですけれども、

第１次新名寄市総合計画に基づいた市民説明だ、

あるいはそういったホームページの更新というの

は一切見当たらないのですけれども、具体的に地

域自治区創設に向けた取り組みというのはどのよ

うな変遷をたどっているのか。ダイジェストで結

構ですからお教えいただけますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 地域自治区にかかわ

る今回の考え方、この間の変遷というのでしょう

か、足取りということだったというふうに思いま

す。ここは議員御存じのように合併のときの合併

協定、あるいは新市建設計画の中でも当初は風連

地区には合併特例区を、旧名寄の地域については

自治法に基づく地域自治区を設けて、市民協働の

まちづくりを進めていくのだというところでスタ

ートしてきたということであります。これを受け

て、第１次の総合計画の中でも新市建設計画の考

え方は当然でありますが、入れて取り組みをスタ

ートしたということであります。議員が言われま

すように当初２年、３年をかけて地域自治区を進

めるということで、実際に町内会や、あるいはま

ちづくり懇談会を含めて市民の皆様と協議をさせ

ていただいたという経緯があるというふうに思っ

ています。この中で、当然地域自治区のあり方に

ついてお話をさせていただいたということであり

ます。どんな仕組みが必要ですかということでい

きますと、例えば住民の懇談会、あるいは運営協

議会、市長への意見の具申、あるいは地域がみず

から公共的な活動もできるようにということの業

務の委託ですとか、あるいはそこの財源の手当て

も必要なのですよというところを示しながら、議

論を進めてきたという経緯があります。
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しかしながら、ここは当時の段階でいきますと、

市民の御意見として多かったのは、町内会などが

ある中で屋上屋になるのではないかという議論が

あったり、あるいは当然自治区でありますので、

今現在、あるいはこれから新たに市が、あるいは

公共としてやらなければいけない部分について地

域の中でも責任を持って取り組んでいただくもの

も当然出てくるわけですから、そういったことで

行政の下請になるのではないかという危惧が大変

強かったということであります。結果として市が

お示しをした地域自治区については、地域の中で

は受け入れるのは難しいという結論に達したとい

うことであります。ただし、市としてそういった

地域の協議会については必要だという考え方であ

りましたので、ここは地域の皆様とも十分時間を

かけて議論をさせていただいて、今現在進めてい

る地域連絡協議会という法には基づきませんけれ

ども、任意の緩やかな組織の中で活動を進めてい

くということで今進めているということでありま

す。

実は、今回の総合計画の策定審議会、その案件

については総務部会の扱いになりますけれども、

ここについてもこの課題については十分時間をか

けて議論をすべきだという部会長の御意見もあり

ましたし、私ども職員としてもここについては大

きな課題だというふうに受けとめておりましたの

で、十分時間をかけて議論はさせていただき、今

回の総合計画に示しているような形で取りまとめ

をさせていただいたということでありますので、

御理解をいただればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今総務部長のほうか

らお話がありました。屋上屋だとか下請になるの

ではないかというようなお話がございました。当

時６つの障壁といいましょうか、課題がありまし

た。ちょっとメモしてありますので、読んでみた

いと思いますが、設置の目的、必要性が理解でき

ない。２つ目は、設置した場合の活動助成と地域

負担がどうなのか不明確だと。３つ目は、設置区

域と活動拠点が曖昧だと。４つは、町内会活動と

の違いが不明だと。５つ目は、行政との連携する

組織体制がわかりづらいと。６つ目は、役員不足

による町内会からの人的協力の困難性、あるいは

職員の地域活動のかかわり合いが希薄だというよ

うな６点がネックになっているというふうにお聞

きをしておりました。

地域自治区創設に向けての取り組みというのは、

こうした課題や障壁を一つ一つ潰していくことで

創設への道が早まっていくのだろうなと思うので

すけれども、具体的にこうした総務部長も含めて

御提議のあった屋上屋だとか下請だとかというよ

うな表現を使っておられましたけれども、こうい

った地域自治区創設に向けてのネックになった課

題解決に向けての具体的な取り組みというのは実

際にあったのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここについては、当

然この間も進めてきたということだと思いますが、

ただいきなり地域自治区を導入するのは難しいだ

ろうという一定の判断があったということであり

ますので、そこは将来的には地域自治区も展望し

ながら、先ほど申し上げた緩やかな組織としての

地域連絡協議会で、そこを通じながら市民の皆様

にも自主的な活動を進めていただく。それを通じ

ながら、場合によっては地域自治区含めて展望で

きていくだろうと、そういう考え方のもとに今の

活動を進めさせていただいているところでありま

す。

今回先ほど策定審議会の中でも議論させていた

だいたということをお話しさせていただきました

が、ここの議論は決して地域自治区制度がいい、

悪いという話をさせていただいたのではなくて、

総合計画は期間を定めて進める目標でございます

ので、この期間の中で地域自治区を掲げて進める

のがいいのか、それとも今この間の経過も重視を

しながら、地域連絡協議会を成熟させていくこと
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で、あるいは活動を活発化していく中で地域自治

区も展望できていくのではないかと、そういった

議論のもとに今回の総合計画のまとめとなってい

ることについて御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

ただ、くどいようで大変申しわけないなと思う

のですけれども、第１次総合計画のときには平成

２０年度を目指して順次スタートをしていきたい

という御答弁がございました。ただ、結果として

今日まで創設に至っていないのです。これは現実

だろうと思うのですけれども、総合計画の第２次

においても創設するというところまでは言及をさ

れていないということですから、時間をかけてじ

っくりと取り組んでいきたいというお話もござい

ました。また一方で、地域連絡協議会を醸成して、

さらに活動内容も含めて発展的に組織体制を確立

をして、地域のコミュニティーを確立していきた

い旨の御発言がありましたけれども、地域自治区

というのは名寄市の地域特性としてなじむのか、

なじまないのか。１０年間かけて創設できなかっ

たことを踏まえて、繰り返しになりますけれども、

名寄市において地域自治区というのはなじまない

という結論に持っていくまでには至っていないの

ですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど申し上げたよ

うに、地域自治区そのものについてのよしあしと

いう議論はこの間もしておりません。それと、総

務省のこれは取りまとめです。全国での地方自治

法に基づく地域自治区、一般の取り組み状況です

が、１５団体という現状になっているようであり

ます。市民の皆さんのほうからもなかなか法に基

づく地域自治区についてはハードルが高いなと言

われる意見がありましたけれども、これがこの数

字にもあらわれているのかなというふうに思って

おります。私どもが今考えているのは、地域自治

区がいい、悪い、あるいは地域に合っているか、

合っていないかについて現段階での判断は難しい

だろうという考え方をしています。地域連絡協議

会を進めていく中で、地域自治区という制度が名

寄市に適しているのか、あるいは法に基づかない

任意の形が適しているのかを含めて、さらに地域

連絡協議会とのやりとりを進める中でそこの判断

についてはしていかなければいけないだろうと、

このように考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

ただ、先ほど来申し上げているように地域自治

区の創設というのは、平成１８年当時の合併協議

会の中で風連町と名寄市との間で協定を交わして

やっている内容だろうと思うのです。ただ、この

協定内容が一部、一部という表現がどうかと思い

ますけれども、不履行になっているということも

含めて、ここはただいたずらに時間をかけるので

はなくて、先ほども申し上げているように地域自

治区よりは地域連絡協議会を醸成して発展的に育

成していくというような捉まえ方で、ここはひと

つ地域自治区は第２次総合計画の中においては見

送りとするようなところまで言及してもいいので

はないかというふうに思うのですが、いかがです

か。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今議員が言われるよ

うにこの地域自治区については、合併協定、さら

には新市建設計画の中で位置づけている部分であ

りますので、安易に廃止とかいう形にはなかなか

ならないのだろうなというふうに思っています。

ただ、現状の中で判断するには少し材料が足りな

いだろうというのもありますので、先ほども申し

上げたように、もう少し時間をかけながらしっか

りと進めていきたいなと思っています。

ただ、いずれにしてもそういう地域の組織が必

要だということについては、ここは私どもも認識

をしています。これは、自治基本条例に基づく市

民主体のまちづくりを進める上での一つの主体と
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なり得る組織だというふうに認識しておりますし、

行政においてもさまざまな行政課題がふえる中で

きめの細かいサービスを行おうとすると、新しい

公共という言い方も過去にはありましたけれども、

そういった部分も含めてこの協議会が公のサービ

スの一部を担う場合も想定されるかもしれません

ので、ここはもう少し時間をかけながらいきたい

というふうに思っております。

それと、今回については、その考えのあらわれ

方が先ほど松岡参事監の中にもありましたが、名

寄市の大切にしたいまちづくりの基本となる考え

方の中で、新たに設けた項目ですが、その中の

（２）として市民と行政、市民相互の協働による

まちづくりの考え方という項目を起こして、そう

いった部分の必要性について再確認をさせていた

だいておりますし、先ほどから申し上げている考

え方については、文言としてはコンパクトであり

ますけれども、基本計画の中でもしっかりとお示

しをさせていただいているという考え方でありま

すので、ぜひ御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは次に、３つ

の重点プロジェクトについてお聞きをいたします。

最初に、経済元気化プロジェクトから３項目お

聞きします。まず、１点目は、指標項目の観光入

り込み客数、この基準値の確定根拠と目標値の積

算根拠、達成可能性について御答弁いただきまし

たけれども、現実問題としてはなかなか多くの課

題が山積しているのだろうというふうに考えます。

私どもの会派の中でもこういった点については随

分御意見をいただきましたので、かいつまんでお

聞きをしてまいりたいなというふうに考えます。

例えば来訪する観光客数のカウント方法はという

声がございましたので、お聞きしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今観光入り込み

数のカウント方法ということで御質問ありました。

今現在につきましては、国、道が定めています観

光入り込み基準ということに基づいて今年度から

観光入り込み数のカウントということでさせてい

ただいておりますけれども、今までの部分につき

ましては各イベントや主要な施設に位置づけられ

た施設の入り込み数をそれぞれ合計しまして、観

光入り込み数ということで算出させていただいて

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今水間室長のほうか

らお話がありましたけれども、主要施設の見込み

数というお話がございました。これは、主要施設

のほうから数字が上がってくるのか、それとも営

業戦略のほうで吸い上げているのか、どちらにな

るのでしょう。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 主要施設につき

ましては、主要施設のほうで入り込み数を算出し

ておりますので、それぞれの施設のほうから上が

ってきた数字を使わせていただいております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

こうした入り込み客数というのは、現行の施設

の規模というのでしょうか、収容数、収容客数と

いうのでしょうか、これはどの程度だというふう

に押さえておられるのでしょう。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） それぞれの主要

施設のカウントの仕方についてでありますか。

（「収容キャパです」と呼ぶ者あり）

〇営業戦略室長（水間 剛君） 収容キャパにつ

いては、それぞれの施設ごとにばらつきがあると

いうことで考えておりますけれども、私どものほ

うでそれぞれの主要施設をチョイスしているとい

うか、選んでいる部分については、一定の観光施

設として位置づけているキャパの施設を主要施設

として位置づけてカウントさせていただいている

というところです。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。
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〇１２番（大石健二議員） わかりました。

あと、これから繰り返し訪れていただくであろ

うリピーターへのホスピタリティーだとかおもて

なしだとか、あるいは受け入れの外国語通訳者だ

とか、あるい表示、いろんな表示板もあるでしょ

うし、あるいは外国語併記の案内パンフレットも

いろいろあるのだろうと思うのですけれども、こ

ういったおもてなしの対策というのは十分計画期

間中で考えておられるのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今現在取り組ん

でおります名寄市観光振興計画につきましては、

当時策定のときにはインバウンドということにつ

いては、多少の議論の中でありましたけれども、

現実的に私どものまちのほうに来ていただけると

いう部分についての緊急度が非常に低かったとい

う部分があります。今総合計画のアクションプラ

ンを策定するということで名寄市観光振興計画の

見直し作業をしておりますので、その中でインバ

ウンドという項目も大変重要な項目の一つであり

ますので、おもてなしの方法、また表示の方法等

も含めて現在検討させていただいているところで

あります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今水間室長のほうか

らインバウンドは計画の中では想定外であったと

いう趣旨の御発言がありましたけれども、今後１

０年間の間で一体何があるかわからないというの

もまた正直な話なのだろうなと思います。ただ、

今のところは台湾、中国というふうに外国人の来

訪者が限定はされていますけれども、これからは

ひょっとしたらアラビアだとかそちらのほうから、

例えばイスラム教徒の方が来るだとか、例えば豚

肉が食える、食えないだとかという、あるいは牛

が食える、食えないだとか食べ物、あるいは方角

の問題だとかいろいろあるのかなと思うのですけ

れども、そういった訪れる外国の方の特定につい

ても想像を超える想定外のことがあるかもしれま

せんので、そこは営業戦略室ですから全然心配は

していないのですけれども、最悪を想定して最善

の計画を立てていただきたいなというふうに考え

ております。

次に、２項目めの農商工連携・６次産業化品目

についてお伺いをしたいと思います。基準値では

ゼロ件となっているのですけれども、私どもの会

派のほうからお声がございまして、風連の特産館、

道の駅で製造販売されているソフト大福というの

は、あれは典型的な６次産業化の品目にカウント

できないのだろうかというお声がございまして、

この点についてはいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） ふうれん特産館

についても６次産業の主はモチ米ということで品

目数であります。私どものほうは、今回新たに品

目数ということで挙げさせていただいていますけ

れども、今現状で今回挙げました農商工連携、６

次産業も基本的には農の原料となる農畜産物の部

分を有効に活用した目標ということで定めており

ます。今現在、農業分野の話になりますけれども、

いろんな地域で離農者が多くなって、なかなか残

っている農業者の方も大規模農業になってきて、

多品目の産地がつくれなくなっているという地域

の話もお伺いしてきております。私どもの名寄市

につきましては、まだ農業関係者の方々がいろい

ろ御尽力いただいて、多品目の産地として形成さ

れているということから、その多品目の産地の部

分の品目を活用して、新たな品目のそういった農

商工連携や６次産業化の部分を目指していきたい

ということで今回定めさせていただきました。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。ぜひ

とも新たな６次産業化の品目について実現を見る

ようにしていただきたいなというふうに考えるの

ですが、３項目めに移りたいと思います。

創業・事業継承件数の目標値２件と、これは余

りにも低い数値ではないかという私どもの会派の
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中から厳しい意見がございました。平成３１年３

月まで前期２年間で達成をもくろむとなれば、見

方を変えれば堅実な数値として捉えることもでき

るのだけれども、これは既にもう意中の事業所な

り、心当たりがあっての数字なのかどうなのか確

認してほしいという声がございましたので、あえ

てここで確認をさせていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今回の創業、第

２創業の数値ということで定めさせていただいた

部分につきましては、先ほど松岡参事監の回答で

もありましたけれども、具体的に小売業や飲食業

の創業という部分については、今現状としてもあ

ります。ただ、おやめになっている方もいろいろ

入れかわりということがあって、現実的には事業

所数の減少になっているということで、今回の目

標については一定の雇用を含めた製造業分野など

の新規事業などの部分を考えております。また、

名寄市に創業していただくための一つのきっかけ

づくりとして、国や道の支援をいただきながら新

たに創業していただくということで、今回現実的

なこれまでの実績と比較しての目標設定とさせて

おりますけれども、今現状の中では具体的な創業

の部分についての可能性の部分についてはありま

せんが、いろんな部分で相談の部分も含めて来て

いるというのは現状でありますが、実際的には最

終的にはどうなるかはわかりませんけれども、そ

れが今の実態であります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。現状

はないということで、今後３１年３月までに達成

をしたいというお考えのようでございます。

次に、安心子育てプロジェクトから１件お聞き

をいたします。指標項目の本市の子育て環境や支

援への満足度で、大満足あるいは満足と回答した

人の割合について就学前と小学生について市民の

満足度を知るということは、市民のニーズやウオ

ンツを探る上で大変重要なことであろうというふ

うに考えています。ただ、就学前の基準値３ ３

％の数値は、満足度としてはどのレベルにあるの

かお教えいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ただ

いま就学前のお子さんを抱える方々の満足度につ

いての御質問だったかというふうに思いますが、

全国で統一して行っている指標というふうにはな

っておりませんが、これを策定するに当たりまし

て道内各地の状況を確認をさせていただいている

状況でございますけれども、その中でも名寄市に

おいては必ずしもこの３ ３％というのが低いと

いうふうな状況ではないというふうに押さえてい

るところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

同じように目標値についても聞くようになって

いるのですけれども、今の馬場室長のお話で３

３％という基準値は低いものではないと。そうす

ると、５％増の目標値４ ３％は低い数字ではな

くて、決して高い数値でもないけれども、中庸な

数字なのだろうなというふうに類推するので、お

答えは結構ではありますが、ただ私市民の満足度

というのは市民の期待と現実のバランスによって

決まっていくのだろうなと思うのですけれども、

たまたまこの満足度というのを考えていくと、満

足度調査を健康診断に例えると、診断を受けて病

気が見つかれば、あるいは治療する、あるいは手

術をするということになるのだろうと思う。満足

度調査でも正確に現状を把握して、そこから見つ

かった問題を対処していかなければならぬなとい

うふうに考えるのですけれども、逆に翻って考え

たときに回答していただいたお客様の満足度を向

上させるために今回の数字、基準値というのは３

３％ですか、貴重な機会を捉えて数字を捉えて

いるのだなというふうに考えるのですけれども、

ただ一方で本来であれば事前に把握しておくべき
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市民満足度の数値を形にした事業を基準値あるい

は目標値に据えて、プロジェクトの事業名として

設定したほうが市民の皆さんにはよりわかりやす

いものとなったのではないかというふうに考える

のですが、この点はいかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 今安心子育てプ

ロジェクトの指標について設定の仕方ということ

で御質問いただきましたけれども、この安心子育

てプロジェクトについては、少子化対策並びに人

口減少対策の強化に取り組むということを目指し

まして、安心して子供を育てることができる環境

を充実させるために子育てと仕事の両立支援、そ

して子育て家庭への支援を実施していくというこ

とでございまして、ここの下のほうに主な基本計

画事業ということで載ってございますけれども、

この中に載っている部分につきましては基本目標

Ⅱの市民みんなが安心して健やかに暮らせるまち

づくり、基本目標Ⅴの生きる力と豊かな文化を育

むまちづくり、そして基本目標Ⅲの自然と調和し

た環境にやさしく快適で安全安心なまちづくりと

いうところでありますが、これ以外にも５つの基

本目標の部分で申し上げますと、３８ページに書

いておりますけれども、基本目標Ⅰの２の２、男

女共同参画社会の推進の実現の方策というところ

で雇用分野における男女の均等な機会と待遇の確

保、また８４ページの基本目標Ⅲの６の１、生活

安全意識の高揚の実現の方策の中では安全で安心

して暮らせるまち、また１１８ページの基本目標

Ⅳの５の１の雇用の安定と確保の実現の方策では

若年者の地元就職促進、また同じく１１９ページ

の５の２の労働条件の改善の雇用条件向上や仕事

と家庭の両立支援なども少子化対策、人口減少対

策の強化に取り組むための施策として載せてござ

います。これら全てを横串としてここで掲げてお

ります指標であります子育ての環境や支援の満足

度の向上を目指していくということでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今田邊部長のほうか

ら言わずもがなのことを聞くなというようなニュ

アンスで御答弁をいただきました。

それでは次に、冬季スポーツ拠点化プロジェク

トから２項目お聞きをしたいと思います。こちら

は、経済元気化プロジェクト同様に目標値 ００

０人、これを達成するために必要なソフトウエア

あるいはハードウエアなど解決すべき課題に一抹

の不安を拭い切れないというのがございます。今

後観光イベントとスポーツの拠点化事業のミック

ス開催、あるいは共催事業、こういった場合にお

いて接遇やおもてなし、先ほどの観光客の入り込

みというのとバッティングする可能性ありますけ

れども、こうした受け入れ施設のキャパや宿泊施

設の収容能力、どのように向上させていくお考え

かぜひお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 合宿の受け入れにつ

きましては、計画の中では ０００人を目標にと

いうことで今後推進をしていきたいというふうに

考えています。

課題については、先ほど申し上げましたとおり、

関係する団体等との連携、そういった体制づくり

が必要不可欠だというふうに思っています。あわ

せて全国大会の規模の新たな大会も毎年誘致して

いくということで、来年の３月にはＪＯＣジュニ

アオリンピックカップの開催を予定しています。

これは、５００人程度の選手団というふうに言わ

れていますけれども、これは事前合宿も含めて受

け入れすると思います。そして、これについては

名寄市内のキャパでは足りなくて、近隣市町村を

含めたキャパの中での受け入れになってくると思

いますし、来年ですか、冬季アジア大会が札幌市

で開催されて、その後２０１８年は平昌、２０２

２年は北京という冬季スポーツがあるということ

でありますので、昨年ですか、ロシアチーム、カ

ーリングチームが誘致されましたけれども、そう

いったナショナルチームの誘致も出てくるかとい
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うふうに思っています。そういった面では国内外、

世界に向けた誘致が可能性が広がっているという

ふうに考えていますが、ただそれを受け入れ継続

していくためには、言われたようにおもてなしが

大切だというふうに思っています。ことし４月か

らスポーツ・合宿推進課ができてから合宿に来た

誘致の方には御挨拶も含めながら、ノベルティー

ということで宿泊先にお願いをしながら記念品を

上げたり、そういったことで取り組みも進めてい

ますので、そういったことを通じて来てくれた人

たちが継続して今後も合宿に名寄市に来てくれる

ようにしていくように取り組みを進めています。

もう一つは、東京オリンピックに向けてホスト

タウン構想の中では士別市と登録をされています

ので、これについては台湾を相手国地域として士

別とも連携を図りながら、名寄市内でなくても広

域的な部分での合宿誘致も視野に入れながら進め

て、目標達成に取り組んでいきたいというふうに

考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ありがとうございま

す。

今の答弁の中に出てきましたが、新規冬季スポ

ーツ大会の３大会というのが出てくるのですけれ

ども、今お話にあったジュニアオリンピック等が

それにカウントされるのかなと思いますが、具体

的に３大会の名称でしょうか、冠でしょうか、具

体的に実現に向けて動くのだろうと、誘致に動く

のだろうと思うのですけれども、もう一度正式な

名称を教えていただけますか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 総合戦略では昨年度

から実施していまして、全国中学スキー大会がこ

としの２月に開催されました。来年の３月には、

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ、ノルディッ

ク競技会が開催されます。それ以降の大会につき

ましては、スキーあるいはカーリングということ

で、これは競技団体との連携が必要となって、ま

だこの場で正式に言える段階ではありませんけれ

ども、年に１回は新たな全国大会規模の誘致に向

けて競技団体としっかり連携をとりながら進めて

まいりたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。今の

ところジュニアオリンピックということで、あと

はスキーとかカーリングに向けたそういったとい

うことで、具体的な大会名はまだ決まっていない

ということですね。わかりました。

それと、続いて高齢者対策についてお伺いをし

てまいりたいと思います。本年の第１回定例会の

代表質問で、市民連合の熊谷議員と私でそれぞれ

介護職員の不足による入所者、あるいは定員割れ

について問題を提起して以来ずっとこれまでに６

月の第２回、９月の第３回定例会とそれぞれ各同

僚議員が質問に立っておられますけれども、名寄

市の高齢化率は本年７月末で３ ０％ということ

です。高齢化率というのは、改めて調べてみまし

たら総人口に対して６５歳以上が７％というと高

齢化、高齢化社会というと。１４％を超えたら自

治体を高齢社会と。２１％を超えると超高齢社会

というと。名寄市は３ ０％ですから、もう超高

齢社会ということになります。既に３人に１人が

６５歳以上の御長寿者ということになりますけれ

ども、どうもこうした名寄市の超高齢社会に対す

る私どもも含めて、行政は低いとは言いがたいか

もしれませんけれども、総体的に見て名寄市の超

高齢社会という認識が極めて希薄だなというふう

に感じているところであります。

高齢化率は今後も上昇を続けていくわけですか

ら、答弁にもありましたけれども、ふだん、ＡＤ

ＬやＩＡＤＬを自分自身で行えて、特養の清峰園

やしらかばハイツの待機者にはならないと。ある

いは、入所を先延ばしするための手法というのが

若干田邊部長のほうからお話にはありましたけれ

ども、経費の節減も３％だとか４％削減というと

なかなか達成しづらいという話を聞いています。
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経常経費はいっそのこと５％、１０％というふう

に大きな数字を挙げると意外と職員の意識も改革

されて、経常経費の削減に近づくことができるの

だなんていうようなある行政学者の文章を読んだ

ことがありますけれども、少なくとも名寄市民の

特養の入所者、待機者、これをゼロにするという

観点から発想を考えて、いろんな施策を考えてい

くという方法論としては全く否定はできないだろ

うと思うのですが、この点についていかがですか、

田邊部長。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 経常経費をふや

していくことで職員が定着する、また処遇改善、

またさまざまなサービスが向上するというような

御議論かとは思いますけれども、今までも市とい

たしましては社会福祉事業団に対しましてかなり

な繰り入れを行っております。また、そこは市民

の皆さんの御理解をいただいた上で繰り入れをさ

せていただいているという状況もございますし、

これ以上繰り入れをふやしていくというところも

なかなか判断がつかないというふうには考えてお

りますので、御理解ください。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ちょっと私の質問と

食い違っているかもしれませんが、今申し上げた

のは名寄市の介護職員が不足で、定員割れを起こ

している施設がございますけれども、そこを名寄

市の待機者、市民も待機している方がそれぞれ重

複しているので、正確な数字は捉まえ切れないか

もしれませんけれども、いっそのことということ

で名寄市のそういう特養施設だとかしらかばハイ

ツだとかに待機をしない、市民に限っては待機者

ゼロという構想を打ち上げて、そのためにはどう

したらいいかという施策を考えることにはなりま

せんかということでお聞きをしました。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 申しわけありま

せん。勘違いしました。

大変重要な御指摘だと思っておりますし、今で

も市民の方が中心に入っておられますけれども、

今後一日でも早く待機者の方、まず介護人材の確

保に努めながら、一人でも多くの方に入所してい

ただけるような取り組みを進めてまいりたいと考

えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） そのためにはふだん

からのＡＤＬあるいはＩＡＤＬ、そしてＱＯＬを

高めていくことで、少なくても市民にとっては待

機することのない健康寿命の延びる高齢者の育成、

養成につながっていくだろうと、そんな事業をぜ

ひ展開していただきたいというふうに考えるとこ

ろでございますが、ただこれ全く事例がないわけ

ではないのです。私個人的に伺った四国に上勝村

というのがあるのです。当時は上勝村でしたが、

今は上勝町となりました。ここの町は、つまもの

というか、葉っぱビジネスでやたら有名になりま

したけれども、高齢者がカエデだとかナンテンだ

とか、そういったつまものを注文に応じて料理店

あるいはかっぽうだとかに生産、出荷していくこ

とで産業として成り立っているというような町な

のですけれども、６５、７５の高齢者が年収で

０００万円というようなケースもあって、とても

ではないが、寝ているどころではないのだという

ことで、当時あった上勝村の特養が廃止されたと

いうケースがありました。数字を捉まえていくと、

寝たきりの老人が１人だけだったというびっくり

するようなケースがございますけれども、だから

名寄市民に限っては特養施設に入っていただかな

いそのための健康寿命延伸、あるいは健康づくり、

ＩＡＤＬ、ＡＤＬ、ＱＯＬの質を高めていくのだ

というような政策で、上勝町とは人口規模だとか

産業構造も違い過ぎますけれども、決して無理難

題ではないなと思うのです。ぜひとも田邊部長の

いらっしゃる間でも結構ですから、極めてエポッ

クな、画期的な施策を一つでも二つでも打ち出し

ていただいて、おやりになっていただきたいなと
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思います。

それでは、時間がなくなってまいりましたので、

走りながら質問をしてまいりたいなと思いますが、

９件目、実は総合計画の名称、呼称というふうに

申し上げましたけれども、残念ながら私どもの会

派の中でも第２次総合計画というような意味合い

で発音をしてしまいます。決して総合計画（第２

次）とは言わないのです。ぜひとも市民にわかり

やすいため、これは計画策定に当たっての基本姿

勢にわかりやすさと実効性、簡素でわかりやすい

表現に努めるなんていうのがあるのですけれども、

全然わかりやすくないということで、第２次総合

計画というふうに名称を変更することは、まだ素

案ですから可能ではないかと思うのですが、いか

がですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここについては、先

ほど松岡参事監のほうからもお話をさせていただ

きました。表記としては、今回の提案のとおりと

させていただきたいと思いますが、議員が言われ

るように呼称に当たっては皆さん計画が特定でき

るような範囲で親しみのあるお言葉で呼んでいた

だければいいのかなという、読みについては皆さ

んこの計画を特定できる範囲で親しみのある呼び

方をしていただいて結構かなというふうに思って

います。

ちなみに、北海道の総合計画ありますけれども、

ここの表記についてであります。今２８年度から

１０年の計画が出ていますが、ここについては北

海道総合計画というふうになっています。その前

の計画を見てみますと、新北海道総合計画という

ことで、第１次、第２次をあらわしてございませ

ん。また、国があらわす北海道にかかわる計画と

しますと、国土交通省が定めています、実質的に

北海道開発局が策定をしているのかもしれません

が、北海道総合開発計画というのがあります。今

平成２８年度からスタートしまして、８期目を迎

える計画となっていますが、これについてもあく

までも北海道総合開発計画ということで、何期と

いうのは示していない。あくまでも計画名だけを

示しているような例もございます。そういう意味

でいきますと、名寄市の総合計画については、括

弧ではありますけれども、１次、２次ということ

でこの計画が何期に当たるのかについて、これが

わかりやすいの全てかと言われるとちょっとあれ

ですけれども、そういう意味ではわかりやすい表

記に努めさせていただいてございますので、参考

までにほかの計画の事例も紹介をさせていただき

ました。御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

それでは、文章表現でお聞きをしてまいりたい

と思います。きょうも登庁したらかなりの正誤表

が出ておりました。正しい、正しくない表現とい

うのがいっぱい出ているのですけれども、この中

でもとりわけ文章表現の中で取り組みという言葉

が出てきます。これは、送り仮名がついたり、つ

かなかったり、表現が入り乱れていて文言に統一

性がないなというふうに感じました。この計画書

策定時には、文章作成のマニュアルみたいのは整

備されていたのかどうかお聞きをしたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 提案後正誤表で訂正

をお願いした部分については、改めてこの場でも

おわびを申し上げたいなというふうに思っていま

す。あらかじめそのような言葉のマニュアルにつ

いては示していなかったということでありまして、

その結果原稿についても各部局でまずは取りまと

めますので、総合的には事務局のほうで目を通さ

せていただくのですが、そこから漏れている部分

が多かったということで、おわびを申し上げたい

と思います。今回改めて全般を通して表記の統一

をさせていただきましたので、ぜひそのことにつ

いてはおわびを申し上げ、御理解いただければと

思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 確認なのですが、作

成マニュアルというものは存在したのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 校正等については、

一定のルールを設けて作成をさせていただきまし

たが、言葉の扱いについて、ここについてのマニ

ュアルについては示していなかったということで

ありますので、今回のような正誤に結びついたと

いうことで御理解とお許しをいただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、加藤市長

に、最後になりますけれども、お聞きをしたいと

思います。

まず、この名寄市総合計画基本構想、基本計画

案、まだ素案ですから、加藤市長の序文や巻頭言

は掲載されていないのです。平成２２年の市長選

挙で島市政を引き継ぐ形で総合計画第１次を継承

されてこられましたけれども、今回初めて加藤市

政の向こう１０年間にわたる総合計画第２次の基

本構想、基本計画の完成を見ようとしていますけ

れども、加藤市長の総合計画第２次に対する思い

についてお聞かせを願いたいと思いますが、いか

がですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 冒頭議員のほうからもお

話ありましたけれども、この総合計画の策定に当

たりましては、前段本当にタイミングがよろしか

ったのかどうなのか、いろんな見方はあろうと思

いますけれども、地方創生の総合戦略を名寄市に

おいては策定するということになりまして、そこ

の議論もベースとしながら、今回総合計画の策定

に当たっても本当に膨大な市民の皆さんからのア

ンケート、あるいはたくさんの団体や企業の皆様

からの御指摘、御指導、さらには策定委員会、公

的なそうした委員会の中での議論と、本当にたく

さんの皆様からいただいた意見をもとに積み上げ

られた計画でありまして、そのことについて本当

に重く受けとめ、改めてこの計画をもとにさらに

すばらしいまちづくりに邁進していきたいという

決意でございます。

この計画は、以前の計画は風連と名寄が合併を

して、その翌年からできてきているある意味では

その合併がどうだったのかということも含めた計

画の検証と、そしてそれを今後のまちづくりにど

う生かしていくかということでの議論にもなった

かというふうに思いますけれども、この間私は市

民の皆様のいろんなお力添えや御努力もあって、

お互いまだまだ不十分なところはあるかもしれま

せんけれども、すばらしいまちづくりが相乗効果

ででき上がりつつあるなというふうに思っていま

す。しかしながら、特色のあるまちづくりが進め

られている一方で、人口減少にまだまだ歯どめが

かかっていないような状況もありまして、そうし

た課題をしっかりと見詰めつつ、これからの総合

計画をベースに、人口減少にできるだけ歯どめを

かけつつも、しっかりお一人お一人の市民がさら

に躍動して幸せを感じるまちづくりが進められる

ようにしっかりとこれからも市民の意見を聞きな

がら邁進をしていきたいと、そういう決意と覚悟

でございます。よろしくどうぞお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 以上で私の総括質疑

は終わりますが、その後私どもの会派から基本目

標それぞれについて真剣な質疑が予定されており

ますので、私の総括質疑はこの程度にとどめ、以

上とさせていただきます。ありがとうございまし

た。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質疑を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５５分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議



－202－

平成２８年１０月１１日（火曜日）第３回９月定例会・第６号

を開きます。

市民連合・凛風会を代表して、佐藤靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、市民連合

・凛風会を代表して総括質疑をさせていただきま

すが、今回は選択制ということなので、一問一答

方式でやらせていただきます。

まず最初に、改めて名寄市における総合計画の

位置づけと意義について御説明をいただきたいと

いうふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、最初の御質問

で総合計画の位置づけと意義ということでいただ

きました。ここは、午前の大石議員とのやりとり

の中でも一部触れさせていただいたところだとい

うふうに思いますが、地方自治法の改正に伴って、

従前は法に基づく計画として策定しておりました

けれども、ここの法的な根拠がなくなりましたの

で、名寄市においては名寄市自治基本条例の中で

この計画の策定を位置づけをし、さらにはそこの

策定に当たっては基本構想、基本計画については

議会基本条例の中で議決事項として定められてい

るものという位置づけにあるというふうに認識を

してございます。

また、この総合計画でありますけれども、これ

も自治基本条例の中に総合計画等ということで第

１９条の中に位置づけがされておりまして、総合

的、計画的な市政運営を図るために総合計画を策

定するのだというところの目的が記載をされてい

るという認識でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今のは総合計画の位

置づけというか、目的ですけれども、意義です。

意義についてはどういうふうにお考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここの総合計画、自

治基本条例の中に定められていることでありまし

て、これは自治基本条例はまちづくりのルールを

定める条例でありますし、そこの目的については

市民主体のまちづくり、市民と行政との協働のま

ちづくりを進めるという、そこに向かっての市の

最上位計画として総合計画を定め、それに基づい

ての市民との協働のまちづくりを進めると、そう

いう意義があるというふうに認識をしてございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それに基づいて進め

られた総合計画の策定時の基本として取り組んで

きたことというのは、どういうことでありますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここについては、先

ほどの大石議員の答弁の中でも触れさせていただ

きましたが、平成２８年２月に第２次の総合計画

策定方針を定めさせていただきました。この中で、

それぞれ計画策定の趣旨、先ほど申し上げたよう

な部分でありますとか、あるいは計画策定の基本

的な考え方などを含めてお示しをさせていただい

たということであります。策定に当たっての考え

については、方針のとおりということで進めさせ

ていただいたということで御理解をいただければ

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 名寄市民憲章で「み

んなで話し合いながら住みよいまちをつくりま

す」という文言がありますけれども、これに合致

した取り組みであったというふうに認識されてお

りますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 総合計画の策定に当

たってでございます。先ほど方針を定めさせてい

ただいたというお話をさせていただきましたが、

この策定の方針に当たっては、議員が言われます

ように市民憲章はもとよりでありますが、先ほど

の総合計画の根拠となっている自治基本条例の考

え方、あるいはこの間の総合計画、市民の声を反

映して策定するというこれまでの経過もあります

ので、策定方針の中にも先ほど大石議員に申し上
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げたように計画策定の基本的な考え方とし、計画

策定に当たっての基本姿勢として市民参加の促進

ということで、市民の皆さんと議論をしながらこ

の計画を定めるという基本的な考え方のもとに進

めさせていただいたということで御理解いただけ

ればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、名寄市は

４本の都市宣言をしております。安全・安心都市、

教育都市、健康都市、非核平和都市、この概念に

ついてどういうふうに盛り込まれたかは、それぞ

れ所管の部長、安全・安心でいえば三島市民部長

になるのですか。教育都市は小川部長ということ

になるのですか。健康は田邊健康福祉部長という

ことになると思う。非核平和については臼田総務

部長ということになります。それぞれ部長から部

会議論を含めてこの名寄市の都市宣言の概念をど

ういうふうに盛り込んで協議をされたのかお聞か

せをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 平和に係るところで

あります。ここについては、市の宣言も当然ある

わけですが、平和についてはここはある意味では

国がしっかりと取り組むべきところだというふう

に思っています。特に今回の総合計画の中でいき

ますと、その精神については当然盛り込まれてお

りますけれども、人権なども含めてしっかり守る

のだというところでこの非核平和が守られていく

ものだという、そういう認識のもとに定めてござ

いますし、そういう人権のところを含めて盛り込

ませていただいているということでありますが、

具体的な精神等については市民憲章等があります

ので、そこに委ねている部分もあるということで

御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 部会の中では保

健センターが所管をしておりますので、健康づく

りということで、第１次計画の評価と申しますか、

検証を含めた中で、今後の名寄市としての健康づ

くりに対する取り組みの基本となる事項等につき

まして御審議をいただいているものと考えており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 教育都市宣言にかか

わってということですけれども、第１次総合計画

から継続して取り組んでいることでありますけれ

ども、幼児教育から大学まで有している名寄市で

ありますから、そういった教育環境を生かしなが

ら、いかに総合計画の中で反映していくかという

ことだというふうに思っていますけれども、家庭

や地域も含めて子供たちが将来に希望を持てる、

そういった子供たちをしっかり育てる、そういっ

たことが幼児教育から大学まで連携をしながら取

り組むということで今回の総合計画の中でも大学

教育も含めて充実を目指していく、そういったこ

とも盛り込みながら取り組みを進めてきていると

ころであります。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 安全、安心なまちづ

くりに関して部会の議論を通じてどういう議論が

あったかという質問だと思いますけれども、総合

計画の今回の案の中にも記載をしておりますけれ

ども、空き家対策が中心的な生活安全という部分

では一つの基本目標として今回新たに掲載をさせ

ていただきました。市民生活環境部会の開催は３

回ということで、回数的に余り多くないのではな

いかという声もいただいておりますけれども、量

的な比較ということでいえば十分かどうか、ここ

は判断の難しいところでありまして、ただ部会の

流れとしましては７時から始まって２時間の中で

熱心で活発な質問ですとか議論をいただきました

ということで考えておりますし、安全、安心に関

してはまちづくりの基本構想の中にもございます

けれども、これからの１０年間見据えた中では基

調になる考え方なのかなということで、具体の取

り組みはこれから進めてまいりたいと思っていま
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す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 名寄市を見るときに、

１つは市民憲章、もう一つは都市宣言、さらにこ

れに最高規範である自治基本条例というのが三位

一体で推進されるというのが基本だというふうに

思いますけれども、今回の総合計画の基本構想、

基本計画、あるいは各部会での模様が載っている

インターネットの部会の様子載っているところに

この４つの宣言というのはほとんど載っていない

というか、市民理解を深めていない。基本で市民

の皆さんが理解しているというのならいいのです

けれども、これは合併のときから当時の市議会、

総務文教常任委員会、熊谷委員長のもとで何を都

市宣言をするかという議論をして、この４つを名

寄市の新市の目標としていこうということがこの

４つの都市宣言であります。それに対しては、例

えば非核平和都市も人権を言っているわけではな

いのです。本当に日本は唯一の被爆国として、や

っぱり核はだめだよというのをきちっと推進しよ

う。それがいろんな一般質問、代表質問でも出て

くると思いますけれども、そういう概念が総合計

画の中では出てこない。あるいは、安心、安全に

ついても議論が安心、安全都市というのはどうい

う都市だという定義づけを含めて余りされていな

い。その中でも一つ一つの事業は、それは議論を

していますけれども、安心、安全都市としてはど

うなのか。例えば教育という都市はどうなのだと

いう、その議論が非常に欠けている感じがします

けれども、改めて４部長からそれぞれお答えをい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほども申したよう

に安全にかかわる分野については、これはある意

味国にかかわる部分であります。それと、市とし

て、市民として当然意識をしていかなければいけ

ないということで、都市宣言などにもなっている

ということでありますけれども、私たちの議論と

すると当然平和であることの必要性、あるいは非

核についての意識については都市宣言などになっ

ている部分でありますので、市民の皆様に一定程

度の理解をいただいているだろうという、そうい

う認識のもとに各総合計画基本構想、基本計画の

議論をさせていただいたということでありますの

で、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 教育委員会関係でい

きますと、幼児教育から大学までというお話をさ

せていただきました。これについては、個別の施

策ごとでの話になっていきますけれども、幼稚園、

保育所から小中学校、高校、大学、それぞれのと

ころでどう連結しているかということが部会の中

でも議論がなされたかというふうに思っています。

そこがうまく連結しながら、名寄の子供たちをト

ータル的にどういうふうに育てていくかというこ

とが重要な課題で、それに向けて家庭や地域との

連携が不可欠、そういったことも含めて部会のほ

うでも話しされているというふうに認識をしてお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 安全、安心に関して

議論が欠けているのではないかということであり

ますけれども、先ほども途中まで申し上げました

基本構想、これは基本理念の中ということになり

ますけれども、暮らしづくりという観点の中で安

全で安心して暮らすことのできる環境をつくり、

市民一人一人が安心で安らぎのある持続可能な暮

らしができるまちをつくりますということで、先

ほども申し上げましたけれども、部会の中で熱心

にその方向で議論がされたというふうに考えてお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 健康づくりの部

分につきまして部会の中では、個別事業といたし

ましては健康マイレージの部分ですとか感染症の
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部分ですとか、あと食育の部分ですとかさまざま

な御意見を委員さんからいただいております。総

体的には健康づくり都市宣言ということで、子供

から高齢者まで全ての市民が健康で豊かな生活が

できるようにという部分につきましては、基本姿

勢としてお話をさせていただいております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今の４部長がおっし

ゃられるように、文言にはないにしても概念的に

はしっかり入っているのだということでよろしい

ですね。理解をさせていただいてよろしいですね。

それでは、もう一つですけれども、これは松岡

参事監なのか、総務部長なのかわかりませんけれ

ども、本当に市民の意見を集約した総合計画だと

言い切れますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私ども先ほどの大石

議員の答弁の中にも触れさせていただきましたけ

れども、今回の総合計画の策定については、市民

意見をお聞きする方策あるいはスケジュールも一

定程度お示しをしながら、それに基づいて進めさ

せていただいたということであります。今回につ

いては、審議会以外にもさまざまな方法を、複数

の方法を駆使しながら、市民の広い意見を聞かせ

ていただいたという認識にありますので、市民の

意見を伺わせていただいて、その意見を反映させ

て、この総合計画提案をさせていただいていると

いう、そういう認識にございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 先ほどの午前中の答

弁の中にもありましたように、今回の総合計画、

１年前にやったまち・ひと・しごと創生総合戦略、

これでも市民意見を聴取されて策定をされました

けれども、ここに依存をしていないかということ

なのです。例えば団体との意見交換会は８４人、

今回の総合計画におかれては８４人ですけれども、

うち６月１７日に実施した移住分野、名寄市移住

促進協議会のメンバー６人、７月１３日の子育て

世代、子育て支援センター６人、これ以外は全て

団体との意見交換は名寄市まち・ひと・しごと創

生総合戦略にかかわり２７年に実施されたもの。

その後、市民ワークショップ１０６人、タウンミ

ーティング２会場で１９０人、まちづくり懇談会

１７６人、アンケート回答５８４人。つまり総合

計画に特化する、名寄市の最上位計画は総合計画

でありますけれども、それよりもその前につくっ

たまち・ひと・しごと創生総合戦略、ここで意見

を聴取しているから、包含しているからいいのだ

ということで、少し市民の声に耳を傾ける機会と

いうのはこれまでに比べて少なかったという認識

は持っていませんか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今回については、総

合戦略がありましたし、総合計画の見直しもある

ということで、あらかじめ両計画を策定するとい

うのを見通しながら作業を進めさせていただいた

というのが今回のある意味での特徴かなというふ

うに思っています。総合戦略の計画の中にも記載

をしてございます。総合計画との関係というとこ

ろもあらわしてございますし、あるいは計画の検

証と訂正ということで、この総合計画を踏まえて

総合戦略についても見直しをするのだということ

を総合戦略の中ではっきりと明記をさせていただ

いておりますので、総合戦略が全てということで

はなくて、当然最上位計画である総合計画の策定

を待って、総合戦略についても見直しがあるとい

うところをあらかじめお示しをさせていただいて

いるところであります。

それとあわせて総合戦略における意見懇談会の

出席の案内についてでありますが、ここの文章で

はこういう記述をさせていただいております。ま

たということで省略して読ませていただきますが、

市の最上位の１０年間の計画として定められてい

る総合計画が平成２８年度までの計画となってい

ることから、次期総合計画策定に向けた準備をあ

わせて進めていくこととしています。これらの計
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画策定するに当たっては、広く関係者の意見が反

映されるよう幅広い年齢層から成る市民の皆様を

初め関係団体と意見交換をするのだということで

ありまして、決して総合戦略だけの議論をすると

いうたてつけではなく、総合計画も含めて意見を

いただくのだというたてつけのもとに進めさせて

いただいておりますので、総合戦略でいただいた

市民の皆様の意見についても当然総合計画を意識

していただいたというものだというふうに私ども

認識しておりますので、決して総合計画だけに依

拠したものではないというふうに考えてございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 例えば第１次総計、

これは部長よく御存じのとおり合併の事務局、合

併協議会、あるいはその中でつくられた新市建設

計画というものを含めてずっとやってきて、確定

したのが第１次総合計画。このときにやっている

取り組み、市民の皆さんとの意見交換の場という

ことで、磯田元副知事を招いてのまちづくり懇談

会ですとか、総合計画を考える地域懇談会という

のを市内１４会場で実施をして、２６２人の参加

をいただいているということであります。総合計

画を考える市長との懇談会、これは４団体と実施

をしている。さらには、新名寄市総合計画第１次

の中間報告会というのを１２会場で実施をして、

参加は延べ１９１人、これがどうかというのはわ

かりませんけれども、やっております。そして、

アンケートも実施する。これから見ると、先ほど

の午前中の議論ではないですけれども、総合計画

をつくるのだということに対する市民との意見交

換の場というのは非常に制約されているか、少な

い印象が否めませんけれども、部長はどういう認

識をお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） １次計画と比べてと

いうことでありますけれども、私どもは２次計画

の策定に当たってあらかじめ市民意見の反映の方

法についてはお示しをさせていただきまして、そ

れに基づいて進めさせていただいたという認識が

ございます。数字だけを見ますと、参集の人数等

について少ないという印象を受ける方もおられる

かと思いますけれども、そこについてはいろんな

手法を工夫することによって幅広い方に参加をい

ただいたというふうに思いますし、１次のときに

はなかったパブリックコメントという制度も実施

がされておりますし、この間のパブリックコメン

トの反省も踏まえて、ただ単にホームページある

いは情報公開コーナーに資料を置くということだ

けではなくて、具体の説明会も２回を開催しなが

ら、広く市民の皆さんに総合計画の素案について

意見をいただく機会を設けたという認識でござい

ますので、私どもとすると市民の意見を十分反映

させていただいたという、そういう認識でござい

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 名寄市自治基本条例

第１９条第３項には、総合計画の策定に際しては

その計画に関する情報をあらかじめ市民に提供し、

市民の意見を反映させていくために広く市民の参

加を求めなければならない、今の部長の答弁から

いうとスケジュールは示させていただいたと。こ

れ誰に示したのですか。市民に示したのですか、

議会に示したのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） このスケジュールに

ついては、あらかじめ議員協議会の中で議員の皆

さんにもお示しをさせていただきましたし、当然

内部の中でも徹底をさせていただいた。さらには、

総合計画策定審議会がございますので、この中で

も意見をいただきながら確定をさせていただいた

ということであります。

あと、市民の皆さんにどうかというところであ

ります。これは、方法がどうかという意見はある

かというふうに思いますけれども、私どもは今回

の策定審議会にかかわる部分、あるいは２次総合
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計画にかかわる策定経過については、ホームペー

ジなどで市民の皆さんにも広く情報公開をさせて

いただいておりますので、それらを通じて情報が

得られるものだと思っています。

それとあわせてさまざまな情報提供ということ

でありましたが、これはこれまでの総合計画の中

でも一定程度総括の部分含めて情報公開させてい

ただいておりますけれども、今回についても冊子

を議員の皆さんのほうにもお渡ししていますが、

総合計画の推進状況という１次計画の総括に当た

る資料も提示をさせていただきながら、市民の皆

さんに議論をいただいたという、そういう認識で

ございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 多分部長のおっしゃ

っているのは、インターネットにも公開している

しという意味だと思う。先ほどの午前中の議論で

もあります。名寄は超高齢社会。３人に１人は６

５歳以上です。そのときに本当にインターネット

という手法が公開しているからいいのだ、市民の

皆さんの声は寄せられるのだ、情報は提供してい

るのだからいいのだという解釈が成り立つのか。

ある意味では名寄市の実情に合わせた取り組みを

していくというのが必要だったのではないかと思

いますけれども、改めて名寄市の人口構成も含め

てどういうふうに判断されますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私どもとすれば、一

定程度、一定程度ってあれですけれども、時間的

な制約もある中で考えられる方法については、一

定程度実施をさせていただいたという部分であり

ますし、当初予定をしていなかったパブリックコ

メントにおける住民説明会など、その場に応じて

必要なものについても実施をさせていただきまし

た。これについては、今議員が言われますように

ネット環境などがない人も含めてしっかりと意見

をいただこうということから、広く誰でもが参加

できる住民説明会を開催して、御意見をいただく

機会を設けたということであります。今回の２次

計画の策定手法等については、当然検証などもし

なければいけないというふうに思いますので、も

し不足があるとすればその検証の中で改めて確認

というか、検証をしてまいりたいと、そのように

考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 市民の皆さんの意見

をしっかり聞いたかということに関すれば、策定

審議会と専門部会、特に専門部会のほうは全部イ

ンターネットで公開される。これが全てとは言い

ませんけれども、それぞれ公開されています。そ

れを見ますと、部会開催がわずか３回という部会

があります。しかも、１回目は正副部会長選出、

２回目は１次計画の報告、３回目は２次計画につ

いてという内容で、とても積極的議論が展開され

たという状況にはないというふうに思います。先

ほど言った第１次総合計画のときには、６部会と

も最低６回開催をしておりますし、総務部会は７

回ということでありますけれども、そのほか策定

審議会も委員は当時の島市長は１００人にこだわ

って、１００人委員ということでやりましたけれ

ども、今回は５０人。こういう状況からいっても

本当に市民の皆様の意見を広く聞いたかというと

ころでありますけれども、それは総務部長にお答

えをいただくこととして、もう一つは特にこの３

回の中の保健医療福祉部会、これが部会開催は３

回ということでありますけれども、これで十分と

いうふうに考えておりますか。それぞれお答えを

いただきたいと。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 部会での審議状

況が不十分ではないかという御質問だとは思いま

すけれども、今回の部会での審議内容につきまし

ては、基本目標を構成する主要施策と基本事業に

ついて１０年先を見据えた中で今後２年間の前期

基本計画について御審議をいただいたものであり

ます。３回の部会を開催し、部会長を初め委員の
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皆様には夜遅くまで毎回熱心に議論をいただき、

多くの御意見をいただき、また各委員の専門分野

からかなり中身の濃い御意見もいただいたところ

であると考えております。保健医療福祉部会とし

ての御結論をいただいたものと考えておりまして、

委員各位に対しましては厚くお礼を申し上げると

ころでもございます。

また、部会長と２名の副部会長につきましては、

総務部会の委員でもございますので、第６回の総

務部会におきまして部会長から保健医療福祉部会

の審議過程、審議内容など報告をさせていただき、

御了承をいただいているというところでございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 全体的な今回の策定

審議会のたてつけのところにかかわる質問かとい

うふうに思いますが、今回は先ほど申し上げまし

たように１次の検証についてはかなりボリューム

のある資料としてまとめさせていただいたという

部分もありますので、そういった意味では一定程

度効率的な議論もできたのかなという、そういう

印象は持っております。

それと、総合計画の策定審議会については、条

例で位置づけしているように１００人以内という

ことでありました。これは、前の島市長のときに

１００人を実際に集めて議論が行われたという経

過がございます。後期計画のときについては、六

十何人だったというふうに思いますし、今回は五

十数人ということで、人数が減ってきたという部

分はあります。人数の多い少ない、広く聞かなけ

ればいけないという視点については私どもも同じ

認識でございますし、非常に大切なことだという

ふうに思っていますが、必ずしも１００人の必要

性については、ここについては意見のあるところ

かなと思います。

各自治体が決めることですので、どこがいいと

いうことではありませんけれども、ちなみに道北

の６市あたりの策定審議会の人数を見ますと、条

例上でいいますと多くて４０人、少ないところで

いきますと十数人という定めもあるということで

ありますし、実際の委員の委嘱についてはこの人

数を下回っているという現状もあるということで

あります。ここはあくまでも参考ということであ

りますけれども、他の自治体においてはこういう

審議会の設置もあるということでお含みいただけ

ればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 特に保健医療福祉部

会第３回部会、高齢者福祉の推進にかかわって委

員からこういう発言がされております。新聞報道

で清峰園は定員の８０％の入所となっており、介

護士不足が原因となっていたと。資格の有無もあ

るが、基本事業に介護人材の養成を明記できない

かという質問が出されました。これに対して基本

事業１、介護保険サービスの推進の中に介護人材

の確保について記載していると。人材確保につい

ては難しいと考える。市内事業所と意見交換を行

っていきたいと考える。先ほどの答弁では、部長

は介護人材の確保に努めますと言っているけれど

も、ここでは人材養成は難しいし、それはもう市

内事業所に任せるのだという答弁に終わっている

のではないですか。これが本当にちゃんと議論を

して、では高齢化、清峰園の問題をどうしようか

という議論がされたのかということなのです。そ

れをちゃんと計画に盛り込んでいるのかというこ

となのです。部長はどういう認識をお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 介護人材の確保

につきましては、大変重要なことだということで

その場でもお答えをさせていただいていると思い

ます。具体的に市として介護人材を養成という形

での御質問でありましたので、人材を養成すると

いう形においては今後さまざまな地元の機関とも

連携をさせていただく中で、どのような形で養成

をできるのかというところの議論だったというふ

うに承知をしております。決して介護人材確保を



－209－

平成２８年１０月１１日（火曜日）第３回９月定例会・第６号

粗末にするというような議論ではなかったという

ふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） そうすると、総合計

画の中でその点についてはしっかり触れていると

いう認識をお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 総合計画の中で、

先ほど議員からも御説明がありましたように介護

人材の確保ということでは触れさせていただいて

おりますし、今後個別事業の中で具体な事業が展

開されるものと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今回のものは、基本

構想と基本計画は議決事項ではありますし、実施

計画は今後２年間しっかり見据えていきたいと思

いますので、お願いをしたいと思います。

次に、教育スポーツ部会、これも４回開催して

いますが、実質は２回というふうに受けとめられ

ますが、これも十分な検討と言い切れるという判

断をされておりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ４回開催して、１回

目は正副委員長の互選ということで、２回目、３

回目が第１次の検証ということで、その中では次

期計画に向けた課題の整理も一緒に行っていって

おります。第４回目については、２次計画の素案

ということで、それぞれ委員さんのほうから多岐

にわたって意見をいただいて、部会長のほうとし

ましてもいろんな意見をいただきたいということ

で、担当職員の概要説明した後も部会長からもポ

イントの説明をしながら委員さんから意見をいた

だくような、そういった取り組みにもなってきて

おります。その中で、第４回の部会の中で全て終

了したということであると考えております。

また、審議委員につきましては、それぞれ関係

する団体からの代表が出ているところであります。

社会教育施設の団体におきましては、毎年それぞ

れ協議会、運営委員会等の中で２回から３回行っ

て、その中で運営方針だったり、事業計画、そう

いったものを毎年協議をして、そういったものが

集約されている点もあったというふうにも考えて

いますので、そういった面では１回の部会の中で

の議論が終了したというふうに認識をしておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） その部会の中で、例

えば大学教育の充実で、委員から卒業生の地元定

着化推進事業とは何を意味するのかという問いが

あり、これに対して雇用のマッチング機関を立ち

上げたい。これはいいです。また、予算の兼ね合

いはあるが、名寄市の企業に就職した方には家賃

の補助を考えていると答えています。これは、今

後１０年間の中で家賃補助という名目と、それと

これに対する質問者への回答、これはこれで終わ

っているのですけれども、その後の回答は何かさ

れましたか。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） この時点

では、昨年の総合戦略でも議論しておりましたと

おり、地元対策の一つとして家賃補助というのを

考えておりました。ただ、現実的にこれを調べて

いく中で家賃補助というのは難しいということで、

先般の第３回定例会で奨学金を貸し付けて、残っ

ている部分の補助と支度金という制度で議会提案

させていただきまして、そういうような施策を展

開いたしました。この時点では残念ながらそうい

う方向で議論しておりましたので、家賃補助を考

えているという議論で終わっております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 要するにこういうの

がインターネットに載っているわけです。そうす

ると、名寄大学に入学しようとする方が、あるい

は今の学生でもそうです。名寄市に就職したら家

賃補助を考えてくれるのだなと思うことがあのま

んま載っていていいのか。それと、この質問され
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た方には考えていますと答えているので、ちゃん

とそれはお返しする場を設定をしないとならない

でしょうということなのです。部会は全部そうな

のです。やりとりをして、聞きっ放しで終わって

しまっている。要するに返さないという。そうす

ると、それは何を意味するかというと、俺たち協

議しているのだからいいだろうと。何聞かれても、

それ聞いておきますよ、ちゃんと検討しますよと

言うけれども、キャッチボールをしないと市民の

計画にはなっていかないと思うのですけれども、

この後を対応をどうしたのかというのをお聞きし

たいのですが。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 残念なが

ら部会というのは４回で教育部会は終わっており

ますので、その後のフォローというのはできてお

りませんので、御指摘の件を踏まえまして、制度

が変わったことですとか新たな施策などに盛り込

むことについては検討してまいりたいと考えてお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 同じく教育スポーツ

部会では、５月９日にやった第４回で幼児教育の

充実ということで、委員から食育という面から幼

児を対象とした幼児食の支援をぜひお願いしたい

という意見がありました。これに対して食育に関

しては内部で協議させていただきたいというふう

に回答はされていますけれども、この総合計画の

幼児教育の充実では全くこの記載がされていませ

ん。部会の部員さんからそういう声があって、検

討すると、協議させてほしいと言っておいて、い

ざできた素案には書いていないということがこれ

もどういうことになっているのか教えていただき

たいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 第１次総合計画では、

施策に食育の推進ということを掲げて行って、１

０個の施策で行っていました。２次計画におきま

しては、食育の推進についてはそれぞれのセクシ

ョン、担当のほうの中で取り組みを進めていこう

ということで、冒頭に部会の中で説明をしてきて

いるところであります。そういった面では、教育

関係におきましては小中学校の充実の中に盛り込

んでおりますし、それぞれ経済部、健康福祉部の

所管の中で対応するということで説明をしながら、

部会の中で施策の変更についても御理解をいただ

いて説明してきています。ただ、この中でも１次

計画にのっていましたので、こういった御質問出

て、内部協議ということでは所管のほうで対応す

るようなことで、この場ではそういうふうにきち

んとは説明できていませんけれども、冒頭にそう

いった説明をしながら部会のほうでやっていった

ということであります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 要するに何を言いた

いかというと、４回の開催で委員の皆さんそれこ

そ忙しい中を来ていただいて部会を開いていただ

いて、いろいろ意見をいただいたけれども、結局

４回、質問を受けたまんま回答なしに終わって、

できたらこの素案ができましたということになっ

ていないかいということなのです。それは、まさ

に自治基本条例１９条で言っていることに合って

いるのかということなのです。あらかじめ市民の

皆さんに情報提供して、市民の意見を反映させる

ためにという意味からいえば、総合計画の各部会

はなっているのかという部分。

それと、もう一つは、都市基盤整備部会。同部

会では、これは企画のほうにかかわって、ホワイ

トマスターという取り組みを初めて知ったと。マ

スコミなどへのＰＲはしているのか。名寄市独自

の取り組みなら積極的に発信すべき。他の自治体

でも取り組んでいるのでしょうかという質問に、

名寄市独自の取り組み。当時のことは不明だがと。

市の職員が、事務局がホワイトマスター、名寄の

冬を楽しく暮らす条例という本当に全道的にも全

国的にも珍しいことに対して当時のことは不明だ
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が、現在はマスコミへの対応、対外的なＰＲはし

ていない。この取り組みを改めて見直していくと

ともに、対外的な発信を行っていきたい。どんな

方法で発信していくかというのはあると思います

けれども、具体的な案はないが、方法も含め今後

の課題と捉えているという見識でありますけれど

も、これはこのとおりでよろしいのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） これは、旧名寄時代

から道の戦略プロジェクトにのりながら進められ

てきたということで、合併市ということもあって、

職員が当時のところまで理解していないという意

味での当時についての理解が不足している部分だ

ったという、そういう発言だったというふうに理

解しておりますけれども、職員でありますので、

担当として理解ができていない部分については、

そこについてはちょっと勉強が足りないだろうな

と率直に思うところでありますので、そこは改め

て私のほうからも指導はさせていただきたいと思

いますが、ただやりとりはそういうのはあります

けれども、利雪・親雪についてはまさに名寄市の

特有のものでありますし、他の自治体にも誇りを

持てる条例、取り組みだというふうに思っており

ますので、実は今回の取り組みの中でいきますと、

従来は基本計画の中の一施策ということでの位置

づけをさせていただきましたけれども、今回につ

いてはこれを各施策にわたって職員あるいは市民

の皆さんにいろんな機会を使って実践をしてもら

う、あるいはＰＲしてもらう必要があるだろうと

いうことで、実は基本構想のほうに格上げをさせ

ていただきまして、提案している別冊のほうでい

きますと１４ページの３の大切にしたいまちづく

りの基本となる考え方、この中の一番最初にこの

利雪・親雪の項目を起こさせていただいたという

ことでありますので、ある意味では私どももこれ

は決意を込めて基本構想に格上げさせていただい

たということでありますので、御理解いただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） この利雪・親雪の文

言の中のキーワードは、見直すということなので

す。担当者は見直すと言っているのです。この取

り組みを改めて見直していく。ところが、基本構

想の３、部長が今おっしゃった大切にしたいまち

づくりの基本となる考え方について、利雪・親雪

の理念、取り組みをさらに広げ、未来へと継承を

しながら名寄市らしい冬を楽しむまちづくりを推

進しますと。つまりここでは見直していないので

す。より推進、広げて推進すると言っているので

す。ところが、回答は見直すと言っているのです、

取り組みの内容を。この差異をどういうふうに認

識すればよろしいのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 見直しの意図すると

ころというところだと思いますけれども、利雪・

親雪について、これは大切な考え方だと思ってい

ますので、その理念でありますとか考えるところ、

目指すところについての見直しはないのだろうと

いうふうに思っていますが、この間佐藤議員から

も幾度となく御指摘いただいているところであり

ますが、現状の取り組みについては見直しをする

必要があるだろうという認識をしているというこ

とであります。この間は、利雪・親雪というとど

うしても所管しているのが企画課でありますので、

企画課がここを意識すればいいのだという、どち

らかというと縦割りの弊害的なところがありまし

たけれども、そこの見直しで、ここはあくまでも

全庁的に取り組むのです。さらには、市民の皆さ

んにも意識して、市民の皆さんの活動の中でも意

識をして取り組んでいただくという、そういった

意味での取り組みとしての見直しが必要だろうと

いうことでありますので、御理解いただければと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） いずれにしても、こ

の総合計画の中では、名寄はどうしても半年ほぼ
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雪に埋まっている。この雪が害だというふうに思

わないで、親しんで利用していこうという意識は、

これは半永久的に名寄市がある限り続かなければ

いけないと思うし、そういう意味では総合計画の

中でもこの利雪・親雪の意識というのはより持た

なければいけないと思いますし、基本計画の中で

もそれは具現化するように改めて強く求めておき

たいというふうに思います。

次に、基本計画の関係で、午前中の議論にもあ

りましたけれども、実施計画をそれぞれ市長の任

期と合わせ２・４・４ということで、２年、４年、

４年ということにしましたけれども、これは総合

計画というのは過去名寄市は第３次総合計画でも

そうでしたし、その後の計画でもそうであります

けれども、市民とみんなでつくり上げるのが総合

計画ということで、過去には旧名寄時代は白紙諮

問ということで委員さんにそれぞれ議論をいただ

いて、議論を尽くしてつくり上げるという手法が

総合計画の基本であると。第１次総合計画もある

意味では合併という新市建設と合併協議会、合併

協定書、いろんなことがありましたけれども、そ

の中で出ていたことをしっかり具現化するための

総合計画。だから、過去、市長もそうですけれど

も、島市長もそうでしたけれども、自分の公約は

総合計画であるというのが基本にあったわけであ

りますけれども、それは市民の皆さんとつくり上

げた計画をしっかり実践していくために私は市長

になるのだと選挙で言ってきたわけでありますが、

今回はそれを市長任期に合わせて２・４・４とい

うことにして、改めてこの意義というのを教えて

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここは午前中の大石

議員とのやりとりの中でも少しお話をさせていた

だいたところかと思いますが、議員が言われます

ように総合計画、これは市の最上位計画でありま

すし、自治基本条例を推進するという意味では市

民の皆さんと協働でつくっていかなければいけな

い計画だという認識は全く変わっていませんし、

そこのぶれはないというふうに考えています。た

だ、市民の意見を拾うという段階で、市長の公約

をどう扱うかというのがここが一つのポイントな

のだろうというふうに思っています。

ちょっと古いデータなのですが、平成２３年に

自治法の改正が行われたという話をさせていただ

きましたが、ここにあわせて各自治体がいわゆる

市長の公約、マニフェストと総合計画の関係をど

うするのだという質問をとったのがあります。こ

れは、全国の自治体に投げたアンケート結果であ

りますけれども、６割を超える自治体がこことの

関係性については一定の整理が必要だろうという

ことであります。その一つの方法が今回とらせて

いただいた市長任期と総合計画の期間を合わせる

という、そういう手法としてあらわれてきている

自治体がこれは数多くあらわれてきているという

ことであります。私どもは、先ほど言いましたよ

うに、公約も選挙を受けての一つの市民の声だと

いうことでありますので、そのものが全て総合計

画にのるかどうかについては、これは審議会がご

ざいますし、それを議決いただく議会もございま

す。さらには、実施に当たっては先ほど申し上げ

たように予算もございますので、それらの過程を

経て実施されるかどうかについてはあれですけれ

ども、総合計画の基本計画の議論するときにこの

公約も含めて議論をする必要があるだろうという

ところから、市長任期と総合計画の年数、期間を

一定程度整合を持たせていただく、そのような考

え方でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、総務部長

でなくて選管事務局長にお聞きいたしますけれど

も、例えば総論の基本計画に、なお市長の政策方

針をもとにした具体的な施策を示し、行政課題へ

の的確な対応と市長公約をより明確に反映させる

ため、計画期間は市長の任期と連動した４年とし

ますと、これ総論に書いてあるのですけれども、
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これはある意味では選挙介入ということにならな

いのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 選挙でありますので、

当然公約を掲げて、その公約を選挙民の皆さんが

判断をして、投票するという行為でありますので、

公約については当然掲げるものだというふうに思

っていますし、先ほど申し上げましたようにその

公約が全て総合計画に盛られるかどうかについて

は、先ほど申し上げましたように市民議論を経て

確定がするもの、決定がされるのだという、そう

いう流れになってございますので、そこについて

は問題がないだろうというふうに考えてございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） だって、部長、書い

てあるのです。行政課題への的確な対応と市長公

約をより明確に反映させるためと書いているので

す。それは、まさに市長公約をそのまま入れると

いうことでしょう、書いてあるのは。それが基本

計画の総論の中に書いてあるのです。市長公約を

より明確に反映させるため、計画期間は市長任期

と連動した４年としますと。やるということでは

ないですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 考え方としますと、

先ほど言ったように市民の声、公約は市民に裏づ

けがされて当選するわけですので、そこについて

は反映に向けての議論がされるべきだろうという

ふうに考えておりますが、ただし一方で総合計画

の策定の手順、あるいは各事業を実施するに当た

っての予算を含めた作業過程を考えますと、先ほ

ど申し上げましたように市民議論、さらには議会

での議論を経て、その公約が実現されるかどうか

につながるという認識でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） そうすると、もう一

つ総論にはこういう表現があります。時代の変化

に的確に対応していくため、本市が目指すべき新

たなまちの将来像や目標を定め、その実現に向け

て市民と行政が連携し、力を合わせながらまちづ

くりを進めていくための行動指針となる名寄市総

合計画第２次を策定します。それとこの市長任期、

行政課題への的確な対応と市長公約をより明確に

反映させるため計画を４年にしたというこの２つ

の文言の整合性は、どういうふうに認識すればよ

ろしいですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ある意味で計画期間

を市長任期と連動することによって市長の公約の

反映に努めるという部分があるのと、もう一つは

総合計画の策定の手順の中で市民の皆さんとしっ

かり議論をして、市民手づくり、市民との協働の

計画をつくっていくという、そういう考え方でご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） そうすると、市長公

約をより明確にさせるためには、要するにマニフ

ェスト選挙をやれと言っているのでしょう、ある

意味で。そうなると、選挙への介入になりません

かということ。アバウトに今までは総合計画を実

践するために頑張りますと言ってきたものを今度

は一つ一つしっかり公約として掲げてもらって、

それを判断するということにしてほしいですよと

望んでいるわけではないのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） この総合計画は選挙

を縛るものではございませんので、市長が公約を

掲げた場合、その公約が市民の負託を受けて市長

となられたときについては、総合計画に記載して

いるように、先ほどから説明しているように市民

の声として総合計画の中でしっかり議論しなけれ

ばいけないだろうと、そういう認識でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それも含めて、先ほ

ども言いましたけれども、自治基本条例第１９条
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で、今回の策定方法は、策定経緯は名寄市の最高

規範である名寄市基本条例の第１９条に合致して

いるかというのが一つの問題としてあると思いま

す。それは、名寄市の最高規範であります名寄市

自治基本条例第６章第１９条にある総合計画策定

の基本、これにはまちの将来像を明らかにし、総

合的かつ計画的な市政運営を進めるというふうに

しております。そのために総合計画をつくるのだ

と。それが２・４・４ということになると、これ

に適合しているという判断をされていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 総合計画は、３層構

造で構成をさせていただいているということであ

りますので、将来にわたってのところについては

１０年間の基本構想があるわけであります。これ

は、市民に議論をいただいて、さらには議会に議

決をいただくものでありますので、１０年間、見

直しの議決をいただけば別ですけれども、基本的

にぶれるものではないというふうに思っています

ので、そういう意味では将来を見渡した部分にな

ると思います。

一方、具体的な施策などを盛り込んでいるもの

については、時代の背景、あるいは国の制度を含

めて、一定程度でのある意味迅速な見直しも必要

だというふうに思っていますし、市民の皆様の時

々の的確な御意見も反映する必要があるだろうと

いうことでありますので、これについては計画期

間を見直しをさせていただいたと。２年について

長い、短いという当然御議論はあると思いますが、

これはある意味制度の変革期のところでどうして

も２年というのが出てしまったことでありますの

で、基本的には任期の４年というところを基本計

画の中心として考えさせていただきたい、そのよ

うに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今回の総合計画、議

案となった総合計画でありますけれども、どうし

ても何回読んでも全体像は描けないのです。それ

と、もう一つ、これと並行して読まなければいけ

ないのは総合戦略、これとリンクしていると。そ

れは、行政内部でもそのことがあったのではない

かと。総合戦略があって総合計画、包含する、包

み込むという意味で包含というのを使っているの

だと思いますけれども、それがいつの間にか総合

計画が包み込まれているのではないか。本来であ

れば総合計画に戦略が包み込まれなければいけな

いものを逆になっていないか。その進みがずっと

きているのではないかという、疑念と言うと少し

言い過ぎかもしれませんが、疑義を感じるのです

けれども、改めてそのことについてお答えをいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） たしか私の記憶によ

ると、この質問は議員が総合戦略の特別委員会の

委員長を務めているときにも総合戦略と総合計画

の違いというか、考え方について問われたという

ふうに思っています。総合戦略については、あく

までも人口減少社会に対応する早急に取り組まな

ければいけない課題を整理したものだという認識

でありますので、ある意味とがったものにならざ

るを得ないのではないかというお話をさせていた

だいたというふうに思っています。一方、総合計

画は、人口減少だけではなくて、人口減少も大き

な課題でありますけれども、それだけではなくて

行政が抱える、あるいは市民の皆様が抱える、名

寄市が抱える全ての課題について網羅をしなけれ

ばいけない計画だというふうに思っていますので、

そこでたてつけが全く違うのだというふうに思っ

ております。

それと、総合計画と総合戦略の関係については、

議員が今言われましたように、これは当初からあ

るいは総合戦略の中でも記載をしておりますし、

総合計画の策定方針の中でも記載をしているよう

に総合戦略は一部の計画でありますので、総合計

画の中に包含をして実施をしていくものだという、

そういう認識でございます。
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〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） なぜそれを言うかと

いうと、これは個人批判では絶対ないのです。頭

からそうやって言っておきます。人物的には問題

ないし、人格的にも問題ないし、能力的にも問題

ないので、それだけは理解して聞いていただきた

いと思いますけれども、総合戦略策定をやったの

は金須さんです。金須課長です、担当したのは。

当時の企画課長、道から派遣いただいた企画課長

がやったと。では、その委員長、推進委員長を誰

がやったかといったら扇谷元総務部長です。今の

商工会議所の専務です。総合計画に移ったら、金

須前課長がベースをつくったのですけれども、先

ほど御説明いただいたように松岡参事監が中心的

に進めると。そして、審議会の会長は長内前建設

水道部長。今まで総合計画にかかわって、いろん

なことをまちの人からいろんな意見を聞こうとい

うことで、余り行政ＯＢ、あるいは行政マンはか

かわらないというのが一つのそれが指針だったの

か、ルールだったのかちょっとわかりませんけれ

ども、それが市民のための計画。例えば黒井議長

だって議員になる前に審議会の会長をやられてい

ますけれども、そういうふうに民間から市民の声

をまとめるための役割をしようというのが取り組

みだったと思うのです。ところが、今回は２年連

続役所ＯＢのしかも能力があって、調整力があっ

て、企画力がある２人がそれぞれ代表を務めると

いうことをすると、本当に市民の皆さんの声を反

映する計画、なっていないとは言いません。ただ、

調整役に重点を置かれなかったかと。もっともっ

と市民の皆さんの声を聞いてつくり上げるための

人選というのですか、悪くはないけれども、そう

いう人選があってもよかったというふうに思いま

すけれども、どういうふうに認識されております

か。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員が言われますよ

うにこの間総合戦略については、事務の担当をし

たのは道から派遣した金須課長が、及ばずながら

私も担当部長としてかかわりを持たせていただい

たという気持ちでおりますし、当然理事者が大き

くかかわって指示をしたということであると思い

ます。そのときの産官学労金の組織については、

言われるように扇谷前総務部長というよりも現の

商工会議所の専務がその役を務めたということで

あります。総合計画については、これについても

担当は同じように金須課長が、そして今は主とし

て松岡参事監が企画担当として作業を進めていた

だいているところでありますが、ここについても

総合計画については今進めている最中ということ

でありますので、私も及ばずながら担当部長とし

て一緒に作業を進めさせていただいているという

ことでありますし、当然市の最上位計画でありま

すので、理事者が深くかかわって指示をいただい

ているという、そういう状況にあるということで

まず御理解いただきたいと思います。

総合戦略のところの扇谷座長でありますけれど

も、確かに職員ＯＢということでありましたが、

ここはある意味では経済行為も含めて、雇用も含

めて地域の経済の議論をしないと雇用も生まれな

い、人も呼べないというところがありましたので、

そういった意味では職員ＯＢという面は確かにあ

りましたけれども、私どもは決してＯＢというよ

りは現の商工会議所の専務という立場から座長を

お願いしたということであります。

もう一方の総合計画についても、ここについて

は長内前建設水道部長、その前は企画課長もやっ

たということでありますが、ここについても各団

体に適材の人を推薦をいただいたということであ

りまして、その中に長内委員がおられたというこ

とでありますし、ここも決して前職員ということ

ではなくて、人物的なところを含めて、あるいは

今人材開発センターにおられます。今後について

は人材の育成も必要だろうということも含めて、

適任だろうということでのあくまでも人物本位、

その立場も含めての選考ということでありますの
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で、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 何回も言いますけれ

ども、人物的には全く問題ないと私も思います、

扇谷さんにしても長内さんにしても。ただ、一般

市民的に見れば役所ＯＢでしょうと。やっぱり調

整力でしょうと。しかも、ずっと言っているよう

に部会は３回しか開いていない部会がほとんどは

総務部会に依存していると。それは、なぜそうい

うふうになるかといったら、調整力がある人が必

要だったのでしょうと。何回も言いますけれども、

もう既に総合戦略があって、その上に成り立つ総

合計画であるから、ある意味では調整うまくやっ

てくださいという意味も含めたのかもわからない

です。ただ、今部長がおっしゃっているのは、確

かに今のポストはそうでありますけれども、元役

所の人で、しかも元総務部長と、企画と建設水道

部をやっていた部長さんがやるということにちょ

っとした、悪いと言っているわけではないです。

市民の計画にするためにはもっと広い目で見たら

よかったのではないかなという思いを持っている

ということだけ、それでだめだとかいいとかとい

うことではないですので、改めてそこだけは、総

務部長の答弁はさすがの答弁をするなとは思いま

すけれども、感情的には少し残っているというこ

とだけは御理解をいただきたいと思います。

いずれにしても、総合計画の特に基本構想、今

回の総合計画の基本構想、特に３つのプロジェク

トを見ると、先ほど午前中の議論にもありました

けれども、お年寄り、超高齢社会ということに対

する対応力というのが全くこの３つのプロジェク

トの中から読み取れない。子育て、これ大事です。

それは大事です。経済元気、大事です。冬季スポ

ーツ、大事です。だけれども、一番は名寄市の３

人に１人が高齢者、６５歳以上になった。この１

０年後は、まださらに高まるだろうと。人口減っ

ていけば特にそういう状況がつくられる。あるい

は、もうこの年になったらこんな寒いところ嫌だ

から、都会の暖かいところへ行こうというところ

をとめる施策は今一番しなければ、私はその議論

が例えば各部会であるとか総務部会であるとか審

議会であるとか、いろんなところでそこにターゲ

ットを寄せた議論がなぜこういうところに反映さ

れてこないのかなと。それが今名寄市としては私

は最大の、特養の問題もありますけれども、やっ

ぱりそこが欠けているのではないかと思いますけ

れども、これは総務部長なのか、担当部長なのか、

お答えをいただきたいなと。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 総合計画のたてつけ

という意味でいうと、全般的なところは総務の部

局でありますので、まずそこのところの視点から

私のほうからお話しさせていただきたいと思いま

す。

今回の重点プロジェクトの位置づけであります

が、提案の別紙でいくと２９ページ以降記載をさ

せていただいている部分であります。ここについ

ては、ここに記載しているように１つはキーワー

ドとすると施策間の連携が必要なものと言ってお

ります。これは、この間各議員からも御指摘いた

だいているように、単独のセクションだけの議論

では及ばないだろうということをいただいており

ますので、今回は総合計画はどちらかというと行

政縦割りの計画になりがちでありますので、そこ

に横串を刺そうと、特にそういった視点で施策間

連携の必要なものについて特出しをしようという

考えであります。

もう一つは、ここは議員にいろいろと御意見の

あるところだと思いますけれども、総合戦略、こ

こについては優先的に進めるということが総合戦

略策定のときに確認がされておりますし、議会に

も御報告させていただいているかと思いますので、

この視点からもう一つの考え方について抜き出そ

うというのが実は今回の重点プロジェクトでござ

います。そういった意味で、ただ重点プロジェク

トですので、余りにたくさんだとめり張りがない
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ということになりますので、特に今申し上げた視

点から重要なところとして３点を挙げさせていた

だいたところであります。

ただ、議員が言われるように、高齢化社会に向

けての対応がそこがおろそかではないかという御

指摘だと思いますけれども、私どもは決してそう

いう認識ではおりません。ここに挙げた重点プロ

ジェクトも５つの基本目標、あるいは基本計画の

５つの分野がありますけれども、そこにある取り

組みを施策間連携すると、こういう形になるので

すよというお示しをしたものでございますので、

高齢者対策についても当然それぞれの基本目標の

中でしっかり取り組むべく計画の中に盛りこみを

させていただいておりますので、御理解をいただ

ければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 総合計画をなぜつく

るか、２・４・４にするのも含めてであります。

午前中の議論で松岡参事監も言っていましたが、

時代の趨勢というのが一つあると思うのです。総

合戦略のときには、高齢者の問題を含めてそんな

議論にはならなかった。ところが、この１年間で

特養の、そのときからもうユニットを閉めたり、

介護者がいないという実態はあったのだと思いま

す。大きな問題化したのは、今うちの議会でいえ

ば市民福祉もそうでありますけれども、やはり特

養のここをどうするのか。待機者が２００人近く

いて、１ユニット閉めて、まだ入りたくて入れな

いという人がばらばらいるときに、本当にそこを

やらなければいけないというのは、私は喫緊の課

題だと思うのです。それが総合計画の中で、プロ

ジェクトはいいです。だから、例えばこれが２の

安心子育てプロジェクトが安心プロジェクトで子

育てと高齢者と入っているのなら、これはわかり

ます。ここは安心子育てプロジェクトですから、

ある意味ではプロジェクトは子育てをする方に安

心なまちをつくりますよ。それはいいのです。だ

けれども、この全体から読み取れないのです。喫

緊の課題をどういうふうに対応するか。それがさ

っき言ったように部会の中でもしっかり議論がさ

れていないと。本当にこれでいいのかと、いやい

や、それはちゃんと書いていますから、介護人の

養成まではできませんねと。きょうは質疑ですの

で、自分の意見言ってはだめですけれども、本当

は特養を建て直してもいいのではないかと。ユニ

ットは間違っていたと。ある意味です。そこまで

言っていいかどうかわからないですけれども、あ

る意味でそういう議論を本当にする場がこの総合

計画の中で名寄にいても６５を過ぎても安心して

住めるまちをつくるのだという基本的な姿勢があ

ってもよかったのかなと。それがなかなか読み取

れないなと。だから、市民の皆さんの意見をどう

やって聞いたのですかと。本当に５０人の委員で

よかったのですかと。部会が３回なり、４回で、

あとはみんな総務部会に委ねるような、そういう

部会でよかったのですかと。やはり総合戦略を１

年前につくったことに起因していませんか、そこ

につながってくると思いますけれども、これは橋

本副市長から御答弁をいただきたいと。体調が悪

いようでありますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 重点プロジェクトその

ものについては、今総務部長から御答弁させてい

ただいたとおりでありますけれども、全体を市民

の皆さんの意見をまず反映させるというところか

らお話しさせていただきますが、いろいろ聞く機

会が少なかったのではないか、いろんな御意見を

今議員のほうからいただいております。手法その

ものが今回難しかったかなというのは率直にあり

ます。それは、御指摘のとおり、総合戦略という

のが先に進んでおりましたので、そことの整合性

を図りながら、そして連続性を保ちながら総合計

画の中に包含させていくという、この作業がどう

しても必要だったというのは実態としてございま

す。

この中で一番肝心なのは、まず行政側の考える
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課題と市民の皆さんが考える課題を共有させてい

ただくこと、これがまず第一だなということで進

めていったところであります。そういったところ

から、ページでいきますと１４ページ、１５ペー

ジのここの大切にしたいまちづくりの基本となる

考え方、これをベースにしつつ、これはその前の

基本理念、将来像のブレークダウンしたような形

になっておりますけれども、これをまずしっかり

ここのところでつくり上げながら上のほうに向か

っていくと、この作業を進めてきたところであり

ます。ですので、この中には先ほど出てきました

利雪・親雪の考え方、あるいは住み続けたいと思

える持続可能なまちづくり、持続可能性の中では

やっぱり少子高齢化の部分は避けられないという

ところで、そういう考え方を示しているところで

あります。御指摘いただきました名寄市が今持っ

ている喫緊の課題は何なのかということにつきま

しては、これは総合計画今回御審議いただいてい

るところでありますけれども、構造からいきます

と基本構想、基本計画、実施計画、この３層構造

であります。基本計画の部分をできるだけここを

何回もＰＤＣＡ回しながら、喫緊の課題を吸い上

げて、さらに個別政策にはね返していくと、こう

いうような作業を通じて、できるだけ喫緊の課題

に対応できるようなものにしていくと。ただし、

基本理念の部分については、これは１０年間のも

のでありますので、ここは先ほど申し上げました

とおり４つの考え方からしっかりつくり上げてい

くと、こういうような形で進めてきたものであり

ます。その辺も踏まえまして、今後の進め方の貴

重な御提言だと受けとめておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それと、もう一つ、

基本構想の中で基本理念についてでありますけれ

ども、第１次では協働、健康、生活、活力、人づ

くりということで、今回の第２次では人づくり、

暮らしづくり、元気づくりというふうに変化して

おりますけれども、第１次で１０年前に第一義で

掲げてきたのは協働。今回もこの総合計画の素案

の中に協働という言葉がいっぱい出てきますけれ

ども、理念に協働がなくなったのです。これは、

既に協働というのはもう所期の目的は達成したと、

もういいのだという思いで削られたのか、どうい

うふうに解釈していいかわからないので、改めて

お答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 基本理念にかかわる

御質問いただきました。実は、基本理念、将来像

については、策定審議会総務部会の中でも随分議

論をいただいて、一番目標とするところでありま

すので、時間をかけて議論をいただいたというと

ころであります。今後の基本理念のところであり

ます。まちづくりの理念でありますので、ある意

味普遍的なところもあるだろうというふうに思っ

ていますし、今議員が言われた協働については、

まさに名寄市において考えるときにはこれは将来

にわたってずっと貫かなければいけない理念だと

いうふうに考えております。

今回については、従前の５つの基本理念につい

ては、どちらかというと基本目標あるいは基本計

画を意識しつつ、５つの柱に応じたそのキーワー

ドとして抜いてきたというような理念です。逆に

言うと、理念をもとに５つの柱をつくってきたと

いう説明にもなるかもしれませんけれども、今回

についてはそこの切り方から少し視点を変えさせ

ていただきました。今回については、まちを形づ

くる要素としての視点から物を見させていただい

たということでありまして、そのときに人という

のがあって、暮らしというのがあって、さらには

元気、これは健康の元気もあれば、経済を含めた

活力という意味での元気というのもありますけれ

ども、この３つがまちづくりの要素となるだろう

ということで３つのくくりとさせていただいたと

ころであります。策定審議会の中でもこの基本理

念あるいは将来像の中でもしっかりと協働という
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ことについては位置づけなければいけないという

強い御意見もいただいておりまして、そこについ

ては暮らしづくりの中で協働という文言を入れさ

せていただいているのがあるのと、さらには将来

像の中でも市民と行政の協働によりということで

入れさせていただいている。さらには、計画全般

を通して協働の精神については貫いて入れさせて

いただいているということでありますので、審議

会の委員さんからもこういう形で進めていいとい

うことで、協働というところがしっかり貫かれて

いるということで理解をいただきましたので、こ

ういう形で今回理念を成立させていただいたとい

うことであります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 委員さんはそういう

ふうに認識持っていますけれども、市民の中に特

に合併市として旧名寄、旧風連、合併して１０年

という節目を迎えましたけれども、では本当に協

働が風連地区と名寄地区であるのかと。これは、

私は１０年たって、例えばこの分庁方式もそうで

す。あるいは、団体がなかなか１つにならないと

いうものもそうでありますけれども、やはりとも

に働いて、ともに名寄市をつくり上げるのだとい

う協働意識が全面的に出ていかないと、既に基本

目標のⅠには市民と行政との協働によるまちづく

りとうたっているではないですか。それがこっち

に入っているという理論ではなくて、協働の意識

はやはり名寄市が続く限りこれも私は持たなけれ

ばいけないと。そういう意味では、委員の皆さん

はそうかもしれない。市民の皆さんにアピールす

る。例えば除雪のところを見てもそうです。地域

との協働、あるいは市民との協働でと書いてあり

ますけれども、そういうところだけ協働を使って

おいて、一番最初、だから協働のまちなのだとい

う概念がなくなるというのはちょっと違うと思う

のです。やはり総合計画というのは何だったのか、

何なのかという基本的な認識が違うのではないか

という思いですけれども、改めて協働の今後の進

め方について御意見をいただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 市民の皆さんにとい

うところありましたけれども、総合計画の策定審

議会がある意味市民の意見を代表する部分もあり

ますので、そこでの理解をいただいたことは、私

どもは非常に重たいものだというまず認識にある

ということを御理解いただきたいと思います。

その上で、協働の考え方についてでありますが、

先ほど言ったように基本理念の中でも確かにタイ

トルとしての協働は出ておりませんけれども、全

般についての協働という基本的な考え方に変わり

ないということと、暮らしづくりの中でしっかり

と協働を入れさせていただいたということで、さ

らには将来像の中でも市民と行政との協働による

ということで、ここも明記をさせていただいてい

る。それと、今回１４ページから記載をしていま

す大切にしたいまちづくりの基本となる考え方、

ここの中の２つ目に市民と行政、市民相互の協働

によるまちづくりの考え方、特にここのまちづく

りの基本となる考え方ということで、これは行政

だけではなくて、広く市民の皆さんにもここは意

識をしていただきたいのだということで、この項

目を新たに設けさせていただいたということであ

りますので、私どもとするとぶれることなく協働

は必要だという考え方にあるということでありま

す。

どういうあらわし方がいいのかについては、こ

こは意見があるところだと思いますが、総合計画

を推進するに当たってはこれまで同様、むしろそ

れ以上に協働ということについては市民の皆様に

しっかり意識いただけるような形で推進をしてま

いりたいと思っておりますし、そういう記載も総

合計画の基本計画の中にはさせていただいている

と思っておりますので、御理解いただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今回の総合計画、今
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後１０年間を見据えると、先ほどから議論してお

ります超高齢化社会、高齢社会を含めて福祉が１

つと。もう一つは、市民間の、あるいは市民と行

政、あるいは市民と団体、いろんな方とお互いに

一緒に行動していくのだということの協働。もう

一つあるのは、私はコンパクトシティーだと思っ

ているのです。コンパクトシティーを推進するか

どうかというのが本当にこれからの名寄市をどう

いうふうに見据えていくか、将来像、１０年後を

見据えたときにやはりそこが心配というか、どう

いう実態になっていくのかが疑問にあるところな

ので、これは都市基盤整備部会においてコンパク

トシティーについて話題となったのは、ことし３

月２８日開催の第４回部会。この中で、委員から

都市計画制度の推進についてコンパクトシティー

プラスネットワーク化を検討していくとしている

が、実際に進んでいないのではないかという質問

が出され、これに対して２年ほど前に国と協力し

て名寄市の状況について分析をしたが、ＪＲ名寄

駅から浅江島地区などは既にコンパクトシティー

化されているとの分析があったと。今後も現在郊

外に住んでいる人を中心部に移住してもらうとい

うことではなく、徐々に中心部に居住が集まって

いく計画としていきたいとしていますが、この徐

々に中心部に居住が集まっていく計画というのは

何を意味するのかというのが１つと、もう一つは

コンパクトシティー化されているというのはＪＲ

名寄駅から浅江島というと、東西はほぼここがコ

ンパクトというと南北はどこに位置しているとい

うふうに中村建設水道部長は認識されております

か。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） コンパクトシテ

ィーにかかわってということで、専門部会での議

論も含めてお話がありました。委員のほうからこ

れまでもコンパクトシティーについては総合計画

も含めていろいろあったのだけれども、目標とし

てあったのだけれども、なかなか進んでいないと

いうことで、余り進んでいないのではないかとい

う御質問に対して、先ほど議員のほうからお話が

あったように徐々に中心部に居住が集まる計画と

していきたいということで回答をさせていただき

ました。この徐々に中心部に居住が集まっていく

計画というのは何をということなのですが、議員

お話しのとおり、これはいわゆるコンパクトシテ

ィーの計画を言っているということでありまして、

総合計画の中では利便性の高い中心部へ、これは

医療機関ですとか福祉施設、あるいは商業施設、

公共交通などを中心部に集中をさせる。そして、

都市機能の誘導を図りながら、コンパクトシティ

ーに向けて計画を立てていきたいということでの

徐々にということで考えているということであり

まして、この計画については施設が中心部にまと

まることによって、市民がこの間高度成長期も含

めまして車社会になっているのかなと。いわゆる

過度に自家用車に頼らないで、徒歩ですとか自転

車、そういう自分たちの交通手段を使いながら、

医療ですとか、先ほど言いました福祉施設など自

分でアクセスができるようなこと、あるいは行政

サービスがそういう意味では中心部に集中すると

いうことですので、使いやすい、利用しやすいと

いったことを目標として立てようとしている計画

のことを言っています。

また、駅から浅江島でしたか、ということでお

話がありまして、南北ということでどれぐらいを

想定しているのかということでお話がありました

が、駅から浅江島ということについては、先ほど

議員のほうからお話がありました国の力をかりま

して国が考える名寄市のコンパクトシティーとい

うモデルをつくっていただいたときに、報告書の

中に駅から浅江島については一定程度まとまって

いますねということでの記述があったということ

で回答させていただいておりまして、南北はどれ

ぐらいのことを考えるのだということで御質問で

ありまして、これはいろいろあるのかなというふ

うに思っていますけれども、私としては北斗団地、
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新北斗団地、そして南小学校区域ぐらいをこれは

私自身としてはそのような考え方で、国のやって

いたモデル事業でいいますとおおよそ駅を中心に

５キロ範囲、それぐらいが今後名寄市として課

題になるであろう地域としての押さえ方というこ

とで報告を受けています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今コンパクトシティ

ーの１つは駅から浅江島というのは国のあれです

けれども、部長としては北は北斗団地、南は南小

区域、南小区域というと広いです、栄まで。そう

したら、名寄市は建築条例をつくっているのです、

建築制限条例を。ポスフール議論のときにあそこ

は違うと。だから、建築制限条例をつくって、大

型店を入れないでコンパクトなまちづくりをしよ

うと議論は行政側が立てたのです。それを南小地

域というふうに入れるとどういうふうになるのか、

あるいは風連地区、あるいは智恵文地区というの

はどういうふうに考えればいいのかというのを改

めてお答えをいただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 済みません。南

小学校区域ということではなくて、南小学校、い

わゆる豊栄川が南側の境界かなというふうに思っ

ています。

それと、風連、智恵文でしたか、そこはどうい

うふうに考えるのだということの御質問だという

ふうに思いますが、国が今示していますコンパク

トシティーというのは、もちろん公共施設が集約

をされる、あるいは利便性が高まるように商店街、

商業施設も集約はされると。そのほかに、先ほど

もちょっと言いましたけれども、公共交通なども

しっかり整備をしていくと。町中に人が集まりや

すいような公共機関を整備をしていこうという考

え方に立っています。その意味では駅と駅、ある

いはバス停とバス停を結ぶそういったネットワー

クをぜひ町中に中心部に持っていこうということ

の考え方になっています。風連についてもおおよ

そ、これは私の考え方ではないのですけれども、

先ほど言いました国のモデルでいいますとおおよ

そ駅前を中心に８００メートル範囲をひとつ名寄

市としては考えたらいいのではないかと、そうい

うモデルとしての案をいただいております。また、

智恵文については、現状としては商業施設等余り

ありませんので、その辺は交通機関しっかり整備

をする必要があるのかなというふうに考えている

ところでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） この部会では、もう

一つ、具体的に進めていくために町中に公営住宅

を整備してはどうかという質問がありました。こ

れに対して現在のところ町中に公営住宅整備の計

画はないが、今後はコンパクトシティー化に向け

て考えていかなければならないというふうにお答

えになっておりますけれども、今後はコンパクト

シティー化に向けて考えていかなければならない

ということは既に検討はされているということで

よろしいのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今後はというこ

とで部会の中でお話をさせていただいたのですけ

れども、具体的に町中にという計画は今は持って

ございませんし、今後の２次の住宅整備の中で検

討をしていく課題になるかなと。住宅建てかえの

場合の一項目としては、考えなければならないの

かなというふうに思っています。

総合計画の第１次の中では、基本的には現地建

てかえというのを基本にやってきました。御存じ

のとおり人口も減少傾向でございますので、これ

はしっかりとどの程度の公営住宅が必要なのか、

市としてどれぐらいの規模で管理をしなければい

けないのかということもこの後の議論になるのか

なというふうには思っているところです。ただ、

１次の中では北斗団地の住みかえということで福
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祉センターのところ、南団地を建設をしたと。私

どもは、町中公営住宅ですという認識でいるとこ

ろであります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 総合計画の都市環境

の整備、都市計画制度の推進と適正な管理の実現

の方策という中で、現在国が進めているコンパク

トプラスネットワークの考え方に沿った都市計画

マスタープランの高度化版である立地適正化計画

制度については、医療、福祉、商業、公共交通な

どのさまざまな都市機能の誘導など持続可能なコ

ンパクトシティー化について検討しますというふ

うに言っていますし、美しい市街地の形成、基本

的な方向性では人々が集い、楽しめる中心市街地

を形成するため商業、医療、保健、交流、居住な

どの都市機能を公共交通でアクセスしやすい配置

とする施設計画を進め、拠点となる都市機能集約

とまちの魅力創出を図りますというふうに記載さ

れておりますけれども、この立地適正化計画、名

寄市のような今のまちの状況、あるいは合併市、

名寄は智恵文村、風連町、そして名寄市と３つが

過去を含めて合併しているこの地域で本当にコン

パクトシティーというのが部長自身これからの名

寄市の１０年後の姿を想像されて適正、適正とい

う言い方はあれですね。適正だから計画に入れて

いるのでしょうけれども、なっているのか。正直

言うとコンパクトシティーの基本的なものという

のは、私は経費節減だと思っているのです。集約

をして、外にかかっていたお金をなるべく真ん中

に入れよう、あるいは固定資産税を含めてものを

集積することで固定資産税の収入を上げようとい

う都会的な発想からきたのがこのコンパクトシテ

ィーだというふうに思っておりますけれども、そ

れに便乗するように地方がコンパクトシティーを

やっても、既に名寄の場合は地域ではほとんど自

分の土地と家を持って生活されているのに、まち

の中に集まりなさいという政策が本当に名寄市の

将来像として適切というふうに部長は認識されま

すか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 将来像といいま

すか、コンパクトシティーに向けての議論という

のは、これは名寄市だけではなくて、今全道的に

も立地適正化については札幌市が計画を立ててい

ますし、道内的にも計画を具体的に議論している

という状況にあろうかなというふうに思っていま

す。議員御指摘のとおり、ややもすれば経費削減

という視点での考え方というのも当然指摘は受け

ますけれども、私ども行政を預かる者としてはで

きるだけ効率的な行政運営をしていくというのが

基本でありますので、このことはもちろんであり

ます。

それと、あわせて先ほど議員のほうからもあり

ましたけれども、高齢化が進む中でどうやってお

年寄りの方が日常生活を送っていくのかといった

ことを考えた中では、やはりしっかりと公共交通

を整えながら、商店まで、あるいは医療施設まで

行ける体制をつくるということとあわせて、でき

ればそういう施設が身近にあればなおさらいいわ

けで、将来に向かってはそういうことも私どもは

しっかりと検討していかなければならないのだろ

うというふうに思っているところであります。こ

れは、決して早々に計画自体ができるだとかとい

うふうには思っていませんし、それぞれ智恵文あ

るいは風連も含めて地域の中におけるいろいろな

文化あるいはコミュニティーも含めてありますか

ら、一概にその地域から名寄の中心部に移り住ん

でくださいとか、そんなことを強制的にするもの

でもございません。しっかりと地域の皆さんと議

論をしながら、ぜひそういうコンパクトなまちづ

くりに向けて取り組みをしていきたいという考え

方であります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、川田部長、



－223－

平成２８年１０月１１日（火曜日）第３回９月定例会・第６号

産業経済部会でもこのコンパクトシティーという

のが４月２５日開催の第４回部会で委員から言わ

れております。コンパクトシティーを国が進めて

いる。中心市街地が空洞化していく中で、商業、

人口を集積していかなければ分散化したまちにな

ってしまう。集積していく中で、コミュニティー、

地域の活性化を図っていくことが必要ではないか

という設問がありましたけれども、答弁はありま

せん。部長はどういうふうにお考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） この第４回で委員か

ら出た今議員がおっしゃったとおりの御意見をい

ただいたところでございます。このてんまつの中

では要約して記載していますけれども、そのとき

の意見の内容としましては、まず中小企業の活性

化というのが必要で、まちづくりを少し違った視

点で考えていくということが前段にあって、そこ

は会議所でも今そういったことを目指して取り組

んでいるという前段があって、この御意見が出た

という中身でございます。そういった意味で、そ

の後提言をいただいて、その内容も含めて基本事

業の中では一定市街地の活性化の推進についても

記載をしてございますので、そういった意味で意

見を反映させていただいているものだというふう

に思ってございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今ずっと議論をさせ

ていただきましたけれども、やはり総合計画とい

うのはある意味ではこの１０年後の姿を見据える

ときに福祉、協働、コンパクト、これが一体的に

絵が描かれたときに私は１０年後の名寄市の姿と

いうのを市民の方が理解できるのだなと、初めて。

例えばここに書いてある将来像、自然の恵みと財

産を活かしみんなでつくり育む未来を拓く北の都

市・名寄ってどんなまちになるか全くわからない。

これを将来像というふうにする。こういう議論を

していくことが将来像をつくり上げていく。だか

ら、市民の皆さんと一生懸命議論をして、今回の

例えば、前回もそうです、中間報告をしたり、意

見交換したりするのは、この絵を市民の皆さんが

それぞれ頭の中に描いて、ともに名寄市の目標と

して一緒に進もうと。この１０年間頑張ろうと。

市を中心に市民と協働で頑張っていこうという目

標にならなかったら、総合計画は意味をなさない

のです。それは総合戦略も大事ですけれども、自

治基本条例で最高上位計画は総合計画だと言って

いるわけですから、そこを市民の皆さんにしっか

り理解していただき、一緒に協議していく。それ

が市長の任期に合わせて、公約に合わせるとかと

いうことになってくると、市民の意見が全く反映

されなくなってしまうのではないかなという疑念

が起きるということなのです。だから、より丁寧

に説明しなければ。前回の６月の議会で一般質問

で言ったように例えばダイジェスト版もわかりや

すく、大学生の声を聞こうと。今回は大学生の意

見というのは、総合戦略では聞いていますけれど

も、全く総合計画では聞いていない状況ですので、

ただあの子たちは全国各地から名寄に来て、名寄

の状況を見て、もっとこんなのがあればいい、こ

ういうことがあればいいといろんな夢を語ってく

れる世代。しかも、１８歳からもう選挙権も持つ

世代ですから、彼ら、彼女らがしっかり考えてく

れる名寄市というのはどうあるべきだ、それが私

は名寄市の本当の姿になるかなというふうに思い

ます。ぜひそういうことで進めていっていただき

たいというふうに思いますけれども、ただ時間も

ないので、少し議論をさせていただきたいと思い

ますのは、考え方についてであります。例えば文

言の整理でありますけれども、７６ページの廃棄

物の適正処理の現状と課題において、内淵、風連

最終処分場、旧名寄市、旧風連町廃焼却炉施設、

リサイクルセンターなど運用、維持を個別で計画

していたため、施設の経年劣化、廃焼却炉施設の

解体などを先送りしてきたひずみがあらわれてい

ますという表現があります。行政が今までこれは
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焼却炉施設の解体なんかもそうでありますけれど

も、何回か質問に出てきたときも要するに財政的

な問題だということで言ってきたのをここにきて

ひずみと。要するに自虐的に自分たちに非があっ

たと。それはわかっていたのだけれども、今にな

ってひずみになったのだと、そういう表現を総合

計画の中に入れるというのは私はいかがなものか

と思いますけれども、見識をお伺いしたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） ７６ページにある基

本事業２の廃棄物の適正処理の現状と課題の中で

今指摘をいただきました先送りをしてきたひずみ

という表現について質問をいただきましたが、と

りわけ旧名寄市、さらには旧風連町の廃焼却炉施

設の解体など、今御指摘をいただきましたが、第

１次計画からの懸案事項でありまして、新計画の

中でも継続して課題となってございます。市民生

活環境部会の中でも問い合わせというか、質問を

いただきました。市民の皆さんの関心はある一方

で、担当する原稿を書いた現場のほうも何とかし

たいという、そういった思いがありまして、印象

が残ると申しましょうか、比較的インパクトのあ

る先送りをしてきたひずみという表現につながっ

たものと考えておりますけれども、先ほど申し上

げました市民生活環境部会の了承をいただいた内

容でもあります。御理解をいただければと考えて

おります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 内容は了承されたか

ら御理解してくださいって、部長がどう考えてい

るかと聞いているのです。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私の見解ということ

で、これは市民と行政が力を合わせてまちづくり

を進めるための総合計画で、行動指針ということ

になってございます。したがいまして、総合計画

に用いる表現としては、印象が余りよくないのか

なというふうには感じております。ただ、その表

現が適切なのかどうかという部分につきましては、

先ほど申し上げました現場担当のほうの思いもあ

るということで、判断が難しいのかなというふう

に感じております。資料の９ページのほうにも準

備してございますけれども、廃棄物の処理施設の

計画的な整備は必要不可欠であるということで、

課題であるということではしっかりと認識をさせ

ていただいておりますので、御理解をお願いしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） わかったような、わ

からぬような答弁ですけれども、適切かどうかと

聞いているのです。現場がどうかとか、部長とし

て、ここの部分というのは最高責任者は担当部長

ですから、市民部長としてここで先送りをしてき

たひずみという言葉を市民の皆さんに、あるいは

名寄市外の皆さんにひずみということを行政内部

で認識する、それが適切かどうかと聞いているの

です。適切と思うのなら適切と答えてくれればい

いけれども、部会がいいと言ったからとか現場の

思いとか、それは関係ないです。所管のトップと

して、このひずみという言葉を使うことがいいの

か、悪いのかの見解をお伺いしているのです。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 先ほども申し上げま

した。表現が適切かどうかということでございま

すけれども、これは先ほど申し上げたとおり判断

の難しい部分もございました。ただ、総合計画の

策定審議会からの答申を受けての計画ということ

でもございます。今後指摘をいただきました部分

につきましては、しっかりと考慮しながら対応し

てまいりたいと思っておりますので、御理解をお

願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） これ以上議論しても

見解の不一致ですので、しようがないですけれど
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も、ただ審議会の皆さんはこれをひずみだという

ふうに受け取っているということです。名寄市が

やってきたことは間違っていて、ひずみを生んだ

のだと。それを行政は認めて、総合計画にひずみ

という言葉を載せるということです。それだけは

認識をしておいていただきたい。

（何事か呼ぶ者あり）

〇１４番（佐藤 靖議員） 何が違うの。全然違

わない。

１０３ページの宗谷本線の維持活動の促進の現

状と課題においてということでもありますけれど

も、ここも今名寄市は議会あるいは理事者も含め

て宗谷本線の存続をやっていますけれども、鉄道

は地域住民の生活を支える重要な公共交通機関で

すが、平成２３年５月に発生した石勝線の脱線火

災事故以降さまざまな事故が発生していることか

ら、安全、安心の確保が求められています、これ

はこのとおりなのです。そのとおり。ＪＲに対し

てはこういう思いがあるでしょうけれども、今名

寄市として総合計画の中に、しかも宗谷本線の維

持活動の促進ということも含めると、あえてこれ

を掲載した意味というのを改めて教えていただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） この間もＪＲの宗谷

本線の関係については、議員の皆様からも御意見

いただいているところでありますし、議会として

も取り組みいただいておりますし、市としてもし

っかり取り組むのだという話をさせていただいて

おりますし、実際に取り組んでいるところであり

ます。ここを存続していくというところについて

は、議員が言うようにしっかりと明記をさせてい

ただきましたので、引き続き取り組みたいと思い

ます。ただ、重要な路線であるがゆえに安全性も

守らなければいけないというところの考えがあり

ますので、そういった意味での表記として計画の

中に盛り込ませていただきました。

ただ、議論とすると、民間会社という側面もあ

りますので、ＪＲという名前を出して載せていい

のかどうかについては、内部でも少し意見を闘わ

せたところでありますが、このＪＲそのものにつ

きまますと国の法に基づいて設置をされています

特殊会社という一面がありますし、出資について

も国が間接的に全額持っているということであり

ますので、ある意味では公的な団体であろうとい

うところでもありますのと、この事故については

国交省が指摘をする事故としても、枕言葉と言っ

たらあれですけれども、代表的な事例としてあら

わしている部分でありますので、そこを踏まえて

記載をさせていただきました。趣旨とすれば、本

線の維持も大切ですけれども、そこの上での安全、

安心も必要だということで記載をさせていただい

たということで御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 基本的にはそうだと

思いますけれども、今部長答弁の中で枕言葉とし

てという表現は非常に、枕言葉でこの事故を掲載

したという、その見識はちょっと違うと思います

が、改めて。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 大変失礼いたしまし

た。その枕言葉については撤回をさせていただき

たいと思います。代表的な事故、安全確保の上で

課題となった事例として例示をさせていただいた

ということで御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 次に、１３１ページ、

大学教育の充実と教育の充実、実現の方策の中に

名寄市立大学将来構想に基づき目標達成に向け毎

年度検証を行うとともにという表現がありますけ

れども、名寄市立大学将来構想はでき上がったの

ですか。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 本学市立

大学の将来構想については、現在学長を委員長に

しまして学内で策定会議を設置しておりまして、
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現在作業を進めておりまして、本年度内の策定を

目指しているところでございます。今回第２次総

合計画の期間というのは、御承知のとおり、平成

２９年度から３８年度までの１０カ年となってお

りまして、計画がスタートします来年度、平成２

９年度は本学の将来構想においても初年度になる

予定でございます。したがいまして、現段階では

本学の将来構想は策定途中でありますけれども、

第２次総合計画がスタートする来年度、平成２９

年度以降についてはでき上がった将来構想に基づ

いて毎年度検証を行うとともに、研究、教育など

の充実に努めていくという趣旨でございますので、

御理解をお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） でき上がっていない

のです。今策定途中なのです。策定途中の計画に

基づき、目標達成に向け毎年度検証。毎年度検証

を行っていくからいいといったらいいのですけれ

ども、ただ計画ができていないのに、総合計画議

決しなければいけないのですけれども、その中で

名寄市立大学の将来構想に基づきという表現が適

切かどうか。これは大学に聞くのではなくて、事

務局サイドにお伺いしますけれども、適切だとい

うふうに認識されておりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） この構想を策定する

ということについては、意思決定がされておりま

すので、その計画に基づいて、今後基本計画です

から向こう２年の計画でありますので、その中で

この計画に基づいて進めていくのだということに

ついては、私どもは違和感を持ってございません。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） ここでは、先ほども

申し上げましたけれども、１つは目標達成に向け

毎年度検証を行う。構想は構想として今の大学の

現状を考えてつくり上げていただいて、私ども議

会のほうも今までもそうでありますけれども、き

りきりにするのではなくて、将来構想をしっかり

持って取り組んだほうがいいのではないかと言っ

てきましたので、そういう意味では構想が出る日

を楽しみに待っておりますけれども、ある意味で

は事務局サイドとしては、事務局というか、執行

者側としては目標達成に向け毎年度検証を行って、

よりいい大学をつくるという意識のあらわれだと

いう意味で理解をさせていただきたいというふう

に思います。

考え方の相違の中の最後に１３５ページの生涯

学習プログラムの整備と学習への支援、現状と課

題の最後のほうから４行目の部分でありますけれ

ども、これは市民講座の話をしている部分であり

ますが、しかし参加者に偏りが見られ、特に女性

高齢者が多く、働き盛りの男性が少ない傾向にあ

る。これは現状としてそうかもしれませんけれど

も、この働き盛りの男性が少ない傾向にある原因

は、生涯にわたって学ぶことへの意欲が希薄にな

っていることが課題になっている。要するに働き

盛りの人は、生涯学ぶという意識がないのだと、

そのことが参加者が減っているという表現に受け

取れますけれども、これは偏見というか、言葉が

足りないのか、ちょっとわかりませんけれども、

教育部長はこの表現についてどういう認識をお持

ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員から御指摘のあ

りました記載につきましては、市民講座の参加状

況から現状と課題を記載しておりますが、働き盛

りの男性の参加が少ない傾向に対しては、参加し

やすい開催日時設定などの工夫改善など、読み取

れない点もありますが、課題としているところで

あります。また、それぞれの職場では人員不足だ

ったり、業務量の増加などにより自分の趣味など

をする時間が減少して、休日などは休みをとるこ

とが多くなり、地域活動や文化、スポーツなどへ

参加する人が減少傾向にあるというふうに考えて

います。さらに、スポーツの指導者不足について

も仕事が忙しく、練習時間帯に足を運ぶことがで
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きない、そういったような話もよく耳にするとこ

ろであります。このようなことが生涯学習に参加

する気持ちの低下につながっているという状況と

考えて、意識が希薄になっているという表現とい

うふうにし、課題としたところであります。その

ため基本的方向性では、市民の生涯学習に対する

多様な要求に応えられる体制を強化するというこ

とが大切との記載をしているとおり、市民講座で

は毎回実施しているアンケート調査の分析や社会

教育委員会会議などの会議の場において御意見を

いただきながら、市民のライフスタイルやライフ

ステージに応じた学習機会の提供に務めてまいり

たいというふうに考えておりますので、御理解を

お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 一言、適切でしたか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私としてどうかとい

うことだというふうに思います。個人的な話にも

なりますけれども、私自身も小学校から剣道をや

っていて、２０代中盤までは指導者を含めてやっ

ていました。ただ、仕事の多忙化だったり、ほか

の用務があって、剣道の練習にだんだん足を運べ

なくなっていって、指導にも行けなくなった状況

になって、そして十数年前からは全く行けない状

況になって、そういうときに自分に置きかえたと

きにはやっぱり気持ちが低下、意識が希薄になっ

ている、そういったことだなというふうに思って、

私自身としては今回の表現については、議員の御

指摘あるとおり不快感を持つ方もいるかもしれま

せんけれども、私としてはこういった表現で適切

なのかなというふうに考えているところでありま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 時間もなくなってき

ましたので、最後に市長にお伺いします。

今までそれぞれ総合計画にかかわって議論をし

てきました。どういう形になるか、これから会派

に持ち帰って協議をさせていただきますけれども、

この計画を推進する際に市民の皆さんにより理解

していただく、あるいはより進めていただく、あ

るいはもうちょっと検討していただくなり、いろ

んな声があるかもしれませんけれども、市長自身

今回の総合計画を今までの議論も聞いてどういう

判断をされ、どういうふうにこれから取り進めよ

うという認識をお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 大石議員のところでもお

話をさせていただきましたけれども、総合戦略と

総合計画と連続してまちづくりの根幹にわたる計

画を議論する機会を得て、総合計画が最上位計画

ということでありますけれども、この間本当にた

くさんの議論をいただきました。また、できるだ

け市民の皆さんに理解もしていただきたいし、ま

た注目もしていただきたいし、そんな思いも含め

てたくさんの多様な手段の中で市民の皆さんと一

緒に政策議論したと我々は認識をしておりまして、

そうした意味でこの総合計画をつくるに当たって

膨大な時間とたくさんの皆さんの積み重ね、御意

見をいただいたことに対して心から敬意を表した

いというふうに思います。しっかりとこれを進め

ていきたいというふうに思いますが、今佐藤議員

からもたくさん御意見をいただきましたので、こ

れは御意見として受けとめさせていただいて、こ

れからのまちづくりにしっかりと形として反映を

させていただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） いずれにしても、名

寄市総合計画第２期、これから１０年間これを目

標に市民の皆さんがともに歩んでいけるためにど

うすべきかというのを我々議会も考えていかなけ

ればならないですし、当然ながら執行側も市民の

皆さん等を含めて考えていくことが大事だという

ふうに思いますので、それを求めて、以上で私の

総括質疑を終えたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐藤靖議員の質
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疑を終わります。

１５時５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ２時５１分

再開 午後 ３時０５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

これより、一般質疑に入ります。御発言ござい

ませんか。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） それでは、基本構想、

基本計画にかかわって４点ほどお伺いをしたいと

思います。

まず、１点目ですけれども、３ページに時代の

潮流とあります。今日本の中で、国の中でどうい

う動きがあって、その中で名寄市はということで

総合計画につながっていく大事なところかなとい

うふうに私は捉えています。それで、先ほどもお

話がありました都市宣言なのですけれども、私た

ちのところでは非核平和都市宣言ということで名

寄市は大きくうたっているわけですが、非核平和

都市宣言をしている市としてこの時代の潮流の中

に平和の問題に触れていない、このことについて

お聞かせをいただきたいと思います。

また、原発を含めて核の問題にも触れられてい

ない。ここについて先ほど佐藤議員との議論の中

では国が取り組むことというようなお話もされて

いましたけれども、時代の潮流という中でこのこ

とが触れていないということにお考えをお聞かせ

をいただきたいと思います。

次に、名寄市のまちづくりの課題についてであ

ります。この課題の中でも大きく５点掲げられて

いますけれども、この中で最初に旧風連町、旧名

寄市の新設合併により云々とあったわけですが、

このときには第１次がつくられています。そして、

新名寄市が誕生した。その後１０年間この第１次

の総合計画でまちづくりを進めてきたことが書か

れているのですが、合併１０年の検証、今回の２

次の総合計画の中でどのように生かされているの

か。なかなか私では読んだ限りでは伝わってこな

いというふうに思っていますので、この部分お聞

かせをいただきたいと思います。

３点目ですが、基本構想にかかわって基本理念、

そして将来像にかかわってですが、この中で基本

理念、人づくり、暮らしづくり、元気づくり、市

民一人一人がというふうなことで述べられていま

す。将来像の中では、先ほど議論があったように、

これではなかなか名寄市の将来像、市民一人一人

がどういうふうになっていくのか伝わってこない。

私は、市民一人一人が主人公である、大切にされ

る、そしてこの地で生き生きと生きる権利が守ら

れる、このことが大事かなというふうに思ってい

て、また次の基本となる考え方の２のところ、先

ほどから議論があった市民と行政、市民相互の協

働によるまちづくりの考え方ということなのです

けれども、基本条例の中では前文の中に市民がま

ちづくりに主体的に参加できる権利、一人一人が

判断をして参加するというその権利と機会が制度

的に保障されなければならないというふうに述べ

られているのですが、その部分と基本理念、将来

像の中の方向性とあわせてこの関連についてお聞

かせをいただきたいと思います。

それから、４点目なのですけれども、大切にし

たいまちづくりの基本となる考え方、特に大切に

したいまちづくりの基本となる考え方ということ

で４点お示しがされています。この４点と、次に

あります重点プロジェクトの３点ありますけれど

も、こことの考え方との関連性についてお聞かせ

をいただきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ４点御質問をいただ

きました。１つは、時代の潮流から都市宣言を受

けてそこのところがどのように反映されているか

ということだと思います。ここは先ほどの佐藤議

員のところでもお話をさせていただきました。こ
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こに特化しての記述というのは、言われたように

具体的にはなかなかない部分でありますけれども、

この計画の策定に当たっては、当然市民一人一人

が都市宣言に基づいて平和に暮らしていきたいと

いう意識を持っているという、そういう前提と共

通の認識のもとにこれを策定をさせていただいた

ということでありますので、具体の記述はござい

ませんけれども、ここは今後の取り組みの中でこ

の間と同様に、あるいはそれにも増して取り組み

を進めさせていただくということでぜひ御理解を

いただきたいと思います。

特に原発のところについての記述がないという

ことでありますけれども、これもこの間も一部答

弁させていただいている部分がありますが、原発

についてはエネルギー政策にかかわる部分であり

ます。ここについては、大局的なエネルギー政策

については地方自治体の考えではなくて、参事監

のいる前でちょっと言いづらい部分はありますけ

れども、国の大局的なところでエネルギー問題は

語られる部分だろうというふうに考えております

ので、そこについてはあえて市の計画としては触

れていないということで御理解をいただきたいと

思います。ただ、市民一人一人が、あるいは国総

体が平和で、一人一人が安心して暮らせる生活が

必要だろうという認識についてはベースとしてあ

るということでぜひ御理解をいただければと思い

ます。

２つ目の合併の検証についてどうなのかという

ところであります。これもこの間一般質問などで

御質問いただいている部分でありまして、加藤市

長のほうからも答弁がされたことがあります。合

併を受けての新市建設計画があり、それが１次計

画に引き継がれているのだということから、この

１次計画の総括、検証そのものがまさにこの合併

の検証だろうということでお話をさせていただい

たということであります。２次計画については、

１次計画の検証をもとに進めさせていただいたと

いうことでありますので、その議論の中で合併に

ついての検証についても行ってきたということで

御理解いただければと思います。具体的には先ほ

どもお示しをしたように、皆さんのほうのお手元

に行っているように総合計画の推進状況がござい

ます。これらに具体的なところについては記載を

してございますので、そちらのほうをごらんいた

だきたいなというふうに思っています。

３点目の基本理念、あるいは協働のところであ

ります。将来像も含めてです。ここについては、

たてつけとすると基本理念があり、それを踏まえ

ての将来像があり、将来像を実現するためのさま

ざまな取り組みがありますが、その取り組みの中

で共通して多くの取り組みの中で行政だけではな

く市民の皆さんも含めて意識をしなければいけな

い、考えていただきたいというのがまちづくりの

大切な考え方ということで今回まとめさせていた

だいたということでありますので、御理解をいた

だきたいと思いますし、協働が大切だということ

については、先ほど来のやりとりの中で私どもし

っかり認識しているというお話をさせていただき

ました。市民の皆さんが主体的に参加できる権利

を保障しなければいけないというところでありま

す。これは、市民にしっかりと情報を提供すると

ともに、市民が参画をする機会を私どものほうで

しっかりと用意させていただく。さらに、市民の

皆さんが主体的にそこに参加をいただくという、

こういう考え、あるいは実践が必要なのだろうと

いうふうに思っていますので、私ども行政とすれ

ば市民の皆さんに情報を伝えることと、さらには

参加する機会をしっかりとつくっていくというこ

とが求められているのだろうというふうに思って

いますし、総合計画を通してそのことについても

盛り込みをさせていただいているという考え方で

あります。

最後に、大切にしたいまちの考え方、重点プロ

ジェクトということであります。これについては、

重点プロジェクトは先ほど申したように施策間連

携、あるいは総合戦略に基づく具体的な取り組み
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という取り組みの総体という御理解をいただきた

と思いますので、ここは取り組みということであ

ります。一方、大切にしたいまちづくりの基本的

な考え方については、具体の取り組みではなくて

取り組みを行うときに当たっての行政の考え、あ

るいは市民の皆さんに考えていただきたいという

ことでありますので、取り組みと概念的なものだ

ということで区分をしてございますので、御理解

をいただければと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 時代の潮流のところで

の非核平和都市宣言をしている市として、時代の

潮流ですから、施策の一つ一つについては確かに

先ほどの議論もあったように国の施策ですからい

ろいろと難しい部分もあるのかな、計画の中に入

れていくのは難しいところがあるのかなというふ

うな感じは受けるのですけれども、しかし時代の

潮流というところでは今我が国ではどういう状況

の中で、その中で名寄市として今後１０年どうし

ていくのかというところでは非常に重要な部分か

なというふうに思っています。その中で、記載は

ないけれども、ベースにはあるのだというふうに

おっしゃられても、なかなか市民の皆さんにとっ

て市の総合計画がどういう方向になっていくかと

いうところでは見えづらいのではないかというふ

うに思います。

原発の問題でも国のエネルギー政策というふう

なおっしゃり方でしたけれども、個別のところで

見てみますと新エネルギーの導入や省エネルギー

の推進というふうに個別の計画の中ではうたって

いるわけで、そういうことであればこの計画の中

でもこういう状況の中で新エネルギーの導入、省

エネルギーの推進をというふうにつながっていく

と、計画としてこの１０年間どうやって名寄市は

取り組むのかというのが見えてくるのではないか

というふうに思うのですが、再度お聞かせをいた

だきたいと思います。

それからあと、合併１０年の検証の件ですけれ

ども、進捗状況の中で私も全てを見てとっている

わけではないのですけれども、しかし５ページで

は市役所庁舎や消防署庁舎の整備のあり方及び公

共施設やインフラ整備の維持更新などの課題につ

いても２次総合計画の策定に向けてさらなる検討

を行う必要がある、ハード面が述べられています。

この後ろのほうにアンケート、昨年のちょうど１

年前ぐらいに当たるのでしょうか、市民アンケー

トとられていて、満足度調査のところでは総合的

な市町の現状について ５５％の方々がプラスで

はありますけれども、気持ち平均点より上がって

いたという状況では、残りの方々の思いはどこに

あるのかなというふうに読み取ることができるか

と思います。また、市民の思いの調査結果、この

中では次代を担う世代が住みたいと思う環境が整

備されているか、また地域がお互いに支え合う関

係が築かれているかというところでは、半数以上

の方々が余り思わない、思わないというふうにお

答えになっている。ここに合併後の暮らしの中に

対する市民の皆さんの思いが含まれているのかな

というふうに思っているのですが、再度お考えを

お聞かせいただきたいと思います。

それからあと、協働のまちづくりなのですが、

協働のまちづくり反対するものではありませんが、

しかしずっと見ていきますと責務だけが強調され

ているような、そういう受けとめ方をされるかな

と。例えば３４ページにありますところでは、市

民が中心となってまちづくりを進めるため、先ほ

ど部長がおっしゃったように参加する機会を提供

し、つくっていくということになるのかなという

ふうに思うのですが、市民が中心となってしなさ

いよと、こういうふうな形。市民が主人公である

まちづくりを支えていく、市民の皆さん方が暮ら

しやすいように支えていくまちをつくっていくと

いうふうにはなかなか受け取れないというふうに

思っています。

また、将来像の四角の中に説明が書いてありま
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すけれども、市民と行政との協働によりふるさと

への誇りと愛着を育むとともに、ここではふるさ

とへの誇りと愛着を育むという、この強調してい

るところでも例えば先ほども御紹介した市民の思

いの調査結果では、今住んでいる地域に愛着を感

じていますかというと、そう思うという方とまあ

まあそう思う方が７ ５％、約８割の方が愛着を

感じているのです。そこを強調したというところ

がちょっと理解しにくいというふうに思いますの

で、その部分とあわせてお考えをお聞かせいただ

きたいと思います。

それから、４つ目に、大切にしたいまちづくり

の基本と重点プロジェクトの考え方の違いについ

てお示しをいただきました。大切にしたいまちづ

くりの基本となる考え方、特にということで４点

出されています。先ほども佐藤議員との議論の中

で出ていました。高齢者への扱いが個別の計画の

中では随分いろいろと出されています。しかし、

全体の総合計画として名寄市は今のこの高齢者の

皆さん方をどうしていくのかというところがほと

んど伝わってきません。それで、この４のところ

の下の段に人口減少や少子高齢化による人口構造

の変化に対応できる持続可能なまちづくりを進め

ますというふうに書かれていて、ここのところが

高齢者の問題にというふうなさきの御答弁だった

かなというふうに思うのですけれども、しかし今

高齢者の皆さん方、病気の問題だとか、それから

子供たちの問題とかあったり、介護の問題もあっ

たり、それでどうしても他市へ転出する。私の周

りでも随分転出している方多くなっています。そ

ういった方々が最後までこの名寄市で暮らすこと

ができる、そういった方向性が今回のこの総合計

画の中では読み取りづらいというふうに思ってい

ます。再度お考えを聞かせてください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、時代の潮流の

ところで、原発のところについては記載がないと

いうところについていただきましたが、時代の潮

流の中でも３の自然環境の保全、循環型社会の構

築の中では、議員が言われるように省資源あるい

は省エネルギー化というところの一部記載はさせ

ていただいているところであります。こういった

ところについては、時代の背景として入れさせて

いただいた部分でありますが、ただエネルギーの

中でも特に原発の関係についてはさまざまな御意

見もあるところでありますので、特定の考え方だ

けをこの総合計画の中に明らかにすることについ

てはどうなのかというところもあると思いますの

で、ここについては先ほども申し上げたように国

の大きな考えの中で書かれるべきことだというふ

うに思っておりますので、市の総合計画としては

そこについては、あえてと言ったらあれですけれ

ども、記載をしていないということで御理解をい

ただければというふうに思っています。

それと、合併の検証のところで推進状況の中に

もこの間の積み残しの課題があるということで記

載をしているということでありました。ここの積

み残しの課題については、庁内の策定委員会、さ

らには市民で構成する策定審議会の中でもこの２

次計画の中では議論をさせていただいたところで

ございまして、それぞれ議論の結果を踏まえ、市

としての判断も加えて今回の総合計画にそれぞれ

記載をさせていただいておりますので、その内容

で御理解をいただければというふうに思っていま

す。

それと、協働のところのどうも市民の責務のと

ころが強いのではないかという御指摘だったとい

うふうに思います。あえて今回については、市民

の皆様も積極的にかかわるのだよというところに

ついては、表現が強い、弱いについてはここは受

け取る方によって温度差はあると思いますけれど

も、そこについては実は意識的に一部入れさせて

いただいている部分があります。これは、この間

のさまざまな市民の皆さんとの議論を通じて、行

政は行政としてしっかりとやるということが当然

求められてきましたけれども、一方市民の皆さん
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のほうから行政だけではなくて、まさに協働の精

神で私たちも頑張らなければいけない部分がある

のだという御意見をこれは幾つかの中で複数の御

意見をいただいております。そのこともぜひ総合

計画の中に、これは行政だけが取り組む計画では

なくて、市民の皆様もこれに基づいて取り組んで

いただく部分がありますので、そこをぜひ記載を

していただきたいという御意見をいただいてござ

います。それを受け、策定審議会の中でもそうい

う視点も必要だねということでありましたので、

今回についてはもし感じるとすればそこで今まで

よりは少し強い口調の記載になっているという印

象を受けているのかもしれませんが、そういう意

見を踏まえての記述だということで御理解いただ

ければと思います。

以上、３点について私のほうからの答弁とさせ

ていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 高齢者施策が不

十分でないかという御質問でございますけれども、

基本目標の中で議員もおっしゃったとおり高齢者

施策については立てさせていただいておりますが、

思いといたしましては２０２５年に今の団塊の世

代の皆さんが７５歳以上になられるというような

状況を踏まえまして、今後医療、介護を必要とさ

れる高齢者の方が非常に多くなられるということ

でありますし、また高齢者の単身世帯ですとか認

知症の高齢者の方がますます増加するのではない

かというふうに考えております。そんな中では、

やはりこの１０年先を見据えた地域包括システム

を構築していくということが大事だと考えており

ます。また、ふだんから高齢者の方を地域で見守

るような仕組み、顔の見えるつながりを構築して

いくということも必要なことではあると考えてお

ります。さらには、認知症の高齢者の方ですとか、

または障害者の方などの権利擁護を確立するため

にも、今後法人後見を含めたような成人後見制度

の充実を図ってまいりたいというふうに考えてお

ります。

いずれにいたしましても、将来の名寄市といた

しましては、高齢者、障害者の方が住みやすいま

ちというところを目指しながら、全ての市民の皆

さんが互いに支え合いながら、お互いの権利を尊

重し合い、健康で自分らしく生きていくことがで

きるという共生社会を目指していきたいというふ

うに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 先に高齢者の問題があ

りますけれども、２０２５年にはピークを迎える

だろうというふうに言われていて、ちょうど１０

年先です。ですから、この総合計画と同時進行に

高齢化率がどんどん、どんどん上がっていくわけ

で、これからこの総合計画が決まれば市民の皆さ

んにお知らせしていくわけですけれども、お知ら

せするときに基本理念であったり、将来像であっ

たり、ここの部分が先に出てくるわけです。個々

の施策が一番先に出てくるというようなことにな

らないと私は思っていて、詳しく説明していくと

そこにそうなりますよということではなかなか市

民に伝わらないだろうと。先ほど周知の問題も出

されていましたけれども、そういった周知の方法

なども今後検討していく必要も、このままでは難

しいだろうというふうに思いますので、周知の方

法も検討していただきたいなというふうに思って

います。

また、市民への協働の問題も今回意識的に強調

しているとおっしゃられていました。先ほど市民

の皆さんの意見をどれだけ聞いたのかという議論

がされたところです。そういう中で、協働の問題

では私も先ほども言ったように反対するものでは

ありませんし、一緒にまちをつくっていきたいと

いう思いは当然あります。だけれども、一人一人

が大切にされるというとこら辺が後ろに回ってし

まっているようではまずいのではないかというこ

とです。強調しているという部長のお話でした。

ここだけが強調されると、やはりさっき私が申し
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ましたように責務が先に立ってしまう。責任だけ

が、しなければならないことだけが先になってし

まうという市民にとっては不安も広がるのではと

いう危惧をするわけです。その点について再度お

考えをお聞かせいただきたいと思いますし、先ほ

どふるさとへの誇りと愛着を育むといったところ、

わざわざここに記載したここについてのお考えも

再度お聞かせをいただきたいと思います。

それからあと、原発の問題や平和の問題、特定

の考え方というふうなお答えだったのですけれど

も、特定の考え方ではなくて、今世論を２分する

ような状況になっているということはきちっと時

代の潮流の中に記載すべきではないかというふう

に思います。再度お考えをお聞かせいただいて終

わります。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ３点いただきました。

１つは、高齢社会の中でこの総合計画市民に周知

をしていくということでありますので、そこに当

たって丁寧にわかりやすく説明をしてくださいと

いうお話だったと思います。先ほどのやりとりの

中でも今後の周知の方法について今言えることに

ついては述べさせていただきましたので、重複は

避けさせていただきますけれども、さらにそれ以

外の方法も含めてどう丁寧にわかりやすく説明で

きるか、これについては私ども知恵を絞ってまい

りたいというふうに思っておりますので、御理解

をいただければというふうに思っています。

それと、市民の責務が重たいのではないかとい

うことで、私先ほど強調させていただいている部

分もあると。受けとめによって強調ととれるかも

しれないというお話をさせていただきましたが、

決して私どもこの協働というのは市民の皆さんに

押しつけるものではないというふうに思っていま

す。私どもが情報をしっかりと提供し、参加する

機会を提供する中で、市民の皆さんが自然発生的

にそのことについて協力をいただくという姿が望

ましいものだというふうに思っております。ただ、

ここは先ほど申したように市民のほうからそうい

う御意見もいただいたということでありまして、

ここはある意味で１０年間の検証もするとすると

市民の皆さんの中にも随分この協働というのが根

づいてきたのだろうなとうれしい発言だというふ

うに捉えておりますので、決して強制をするもの

ではありません。私どもは、それを受けてさらに

情報提供したり、参加の機会を保障していきたい

と思っていますが、市民の皆さんもそれに対して

できるところからぜひ協力をお願いしたいという

考え方でありますので、権利については保障させ

ていただきます。責務については、整ったところ

から順次という考えでありますので、押しつけで

はないということで御理解をいただければと思い

ます。

３点目の原発のところであります。これは、さ

まざまな事故などもありますし、世界的にも、あ

るいは国内的にもいろんな議論があるところだと

いうふうに思いますが、ここについてはただそう

いう現状は確かにありますけれども、それを全て

ここに記載することがどうなのかというのもあり

ますので、ここについては今回の総合計画の時代

の潮流の中では、先ほども申し上げたようにさま

ざまな考えがあるということでありますので、記

載をしていないということであります。これ以外

にも時代の潮流の中ではいろんな課題があると思

いますけれども、この中では全てをピックアップ

することはできませんので、特徴的なところにつ

いて、あるいは名寄市にかかわりの深いところに

ついて一定程度ピックアップをさせていただいた

ものであるということでぜひ御理解をいただけれ

ばと思います。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ふるさとへの愛着と

いうことであります。アンケート結果でも高い結

果が出ているということで、非常にうれしく思っ

ています。ただ、ここについては、ふるさとに愛
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着を持っていただくということは、ある意味では

市に対して非常にいい印象を受けている、あるい

は暮らしていて満足があったのでというところだ

と思いますので、さらに高いところを目指してと

いう意図で記載をさせていただいているというこ

とで御理解いただければと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） ４点お聞きいたしま

す。

まず、１点目ですが、先ほど来話題になってお

ります協働についての考え方です。総合計画第２

次の文言読ませていただきますと、至るところに

協働という文字は書かれていますけれども、基本

理念の人づくり、暮らしづくり、元気づくりのこ

の言葉の中に協働という意味が読み取れるように

することのほうが市民にとってわかりやすいので

はないかと思いますが、その点についてのお考え

を再度お聞きしたいと思います。

それから、２点目です。いただいております資

料の８ページ、（１）の市民と行政との連携・協

力によるまちづくりの第２段階のところに、地域

自治区の創設についてはということで書かれてい

る文章があります。午前中にも議論が交わされて

おりましたが、２行目のところ、創設は時期尚早

であることからというふうに書かれております。

このことについて総合計画第１次を検討するとい

う上からも機が熟するというのはどの状況になっ

たときのことを想定していたのか。また、どのよ

うな姿をその姿と捉えていたのかについてお聞か

せいただきたいと思います。

それから、３点目ですが、同じく（１）の市民

と行政との連携・協力によるまちづくりの第４段

落、社会情勢の急速な変化に伴いというところか

らの多様な主体の参画によるという言葉がありま

す。市民や多様な主体の参画による市民主体のま

ちづくりを促進していくことが重要である。それ

から、その下のところに、またというところから

市民と行政、さらには多様な主体が担うべき役割

とという多様な主体という言葉があります。ここ

で言う多様な主体とはどういう主体を指している

のかについてお聞きしたいと思います。また、あ

わせてこの総合計画第２次に書かれております市

民という言葉の定義につきましては、自治基本条

例でうたわれています第２条の市民の定義にのっ

とっているのかなというふうに考えておりますが、

それでいいのかどうかについても御返答いただき

たいと思います。

最後、４点目です。重点プロジェクトの３２ペ

ージ、（３）、冬季スポーツ拠点化プロジェクト

のところでありますが、この拠点化プロジェクト

については再三議論も交わされており、具体的な

進みぐあいも見せていただいている中から大変期

待しているところではありますが、このプロジェ

クトそのものがこの後出てくる基本計画の中の生

涯スポーツの推進にどのようにつながっていくの

か。超高齢社会に向かっていく名寄市の向こう１

０年の中で、この冬季スポーツ拠点化プロジェク

トが生涯スポーツといいますと多世代にわたって

ということが当然必要になってくることから、そ

の部分の連携について、つながりについてお聞か

せいただきたいと思います。

以上、４点です。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、最初にありま

した協働、これをわかりやすく表現するべきでは

なかったかという御意見だったというふうに思っ

ています。特に基本理念のところの今回の３つの

項目がどうかというそこも含めてなのだと思いま

すけれども、先ほどから申し上げていますように、

協働については基本の理念の中でも暮らしづくり

の中で明記をさせていただいたり、将来像の中で

も市民と行政との協働による、さらには大切にし

たいまちづくりの基本となる考え方の中でもその

ことについては触れさせていただいているという

ことであります。さらには、それを実際に具現化
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するに当たっての基本計画、この中でも協働につ

いてはキーワードとして使わせていただいており

ますし、そこについては構想、計画全般を通じて

表現をさせていただいたということであります。

基本理念、人づくり、暮らしづくり、元気づくり、

従来の５つから３つに変えたことについては、先

ほどの議論の中でも説明をさせていただきました

ので、重複を避けさせていただきたいというふう

に思いますが、策定審議会の中で今回のこの３つ

の理念の考え方について御意見をいただいた中に

ついては、この３つのくくり、さらにはここの説

明についてわかりやすいという御意見もいただい

ているということであります。これは、策定審議

会の中での御意見でありました。そこを受けて、

今回はこの３つの理念としてあらわさせていただ

いたものでありますので、御理解をいただければ

というふうに思っています。

次に、地域自治区の関係についてであります。

ここについても先ほど来のやりとりの中で説明を

させていただきました。当初は、合併協定、さら

には新市建設計画、それを受けての第１次総合計

画に基づいて進めてきたということであります。

しかしながら、それを含めて一定程度の目安もつ

けて進めたということでありますけれども、これ

はある意味行政のほうで制度をつくって、市民の

皆さんと協議をしたということでありますけれど

も、残念ながら市民の皆さんになかなか受け入れ

られなかったというのが実態でございまして、た

だし行政とすると協働のまちづくりを進める中で

こういう地域の主体となるコミュニティー組織、

町内会以外にも必要であるという認識がございま

したので、地域連絡協議会という形で今は進めさ

せていただいているということであります。現状

でいくと、では何年にというところについてスケ

ジュールについてはなかなか具体なところお示し

できないのが大変申しわけなく思っておりますが、

第２次総合計画の一つの大きな課題になるのはま

さに地域におけるコミュニティー組織、これは町

内会も含めてですが、ここだという認識をしてご

ざいます。それがゆえにまちづくりの基本となる

考え方にもその決意としてあらわさせていただい

ているものでありますが、ここについては地域と

しっかりと協議をしながら進めさせていただきた

いというふうに考えておりますので、御理解いた

だければと思います。

それと、多様な主体ということで示していると

いうことであります。この多様な主体は何かとい

うことでありますが、これについてはさまざまな

任意の団体などがございます。例えばボランティ

ア団体であったり、スポーツ、文化、さまざまな

団体があるのだというふうに思いますし、数は少

ないですけれども、ＮＰＯなんかもございますの

で、そういったものも含めての多様な主体という

考え方をしているということで御理解をいただき

たいというふうに思います。

４点目には、市民の定義ということであります

が、これは基本的には自治基本条例で定める広範

な市民という意識をしてございますので、御理解

をいただければと思います。

以上、私のほうからの答弁とさせていただきま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 冬季スポーツの拠点

化と生涯スポーツの関係ということでありますけ

れども、基本的には生涯スポーツということでい

けば市民皆スポーツということで、実際にスポー

ツを行う人、さらにはスポーツを見る、応援する、

それを支える、そういった人たちを含めてスポー

ツに関心、興味を持っていただくことが大切だと

いうふうに考えています。そういった意味では、

これまで総合戦略においても定住、交流人口の拡

大に向けてスポーツの拠点化も位置づけて、今回

も重点プロジェクトに位置づけていますけれども、

そういった市民の意識の高まりをどうつくってい

くかということでは、大会や合宿の誘致、さらに

は今回コンソーシアム事業で市内でやりますけれ
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ども、これまで議会の中でもいろいろ言われてい

ますけれども、ジュニアの世代が減少傾向にある

競技団体があったり、全国規模の大会をやっても

応援する市民が少ないとか、そういったいろんな

ことを言っていますので、そこは課題として捉え

ていますので、そこをいかに克服していくかとい

うことではこの重点プロジェクトに位置づけて、

先ほどちょっと言いましたコンソーシアム事業の

中で市民が見やすい環境の中で競技を見てもらっ

て、関心を高めてもらう。そして、合宿の大会の

誘致においては関連する皆様と連携を図りながら

受け入れ態勢を整えて、そして支える部分も意識

を持ってもらう。そういったことをつなげながら、

将来的には生涯スポーツ、市民多くのみんながス

ポーツに携わるというか、かかわって、関心を持

っていく、そういったふうにつなげていければと

いうふうに考えているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） １点目の協働につい

ての考え方なのですけれども、確かに先ほど来ず

っと議論が交わされておりまして、おっしゃると

おりだと思うのですけれども、読まなければ伝わ

ってこないということに関して、基本理念のこの

言葉をもっと大事にして、読まなくても名寄市の

進むべき１０年がわかるという方向についてのお

考えを持っていただけないものかと思っての質疑

でありました。先ほど２点目、３点目の質疑にお

いても市民の確認をさせていただきましたけれど

も、広い意味での市民は、市内に居住する者、市

内で働き、もしくは市内の学校で学ぶ者、または

市内においてその他のさまざまな活動を行う者、

もしくは団体をいうということで、この自治基本

条例の市民の定義を引用すれば、名寄市の高校に

通っている生徒は市民という枠の中に入るという

受けとめ方もできるのではないかと思っています。

例えば若年世代の方たちにもわかりやすく名寄市

の向こう１０年の基本理念をぱっと言葉に出して

いただけるような、そんな基本理念にするのであ

れば、もう一つお考えを進めていただくわけには

いかないのかということでお考えを伺いたいと思

っています。

それから、自治区の考え方と先ほどの市民、そ

れから多様な主体ということの考え方について再

度お聞きしたいのですけれども、地域コミュニテ

ィーが大切ということでありましたので、例えば

このことについてどのような説明がそれぞれなさ

れてきたのかについて、具体的に策定委員会でも

各団体の代表の方が策定委員会に入ってこられて

審議されて、その中間報告等されていると思うの

ですが、それが具体的に一般市民に伝わるところ

については、各代表の団体からの報告だけではな

く、市としての説明責任があったと思います。そ

のことについて地域自治区のことも踏まえて常に

どのような説明、報告、周知がなされてきたのか

について伺いたいと思います。

それから、冬季スポーツの拠点化プロジェクト

につきましては、再三議論させていただいており

ますので、教育部長からの御答弁については了解

しているところでありますけれども、それだけで

は生涯スポーツの振興にはつながっていかないの

ではないかというふうに考えておりまして、夏は

どのようにお考えであるのか。冬季はもちろんプ

ロジェクトとしてしっかりやっていかなければい

けませんが、夏をなくして冬があるということに

はなりませんので、生涯スポーツにつながるとい

う観点から夏をどのようにお考えであるのか伺い

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、協働のところ

の御質問をいただきました。ここについては、言

われるように名寄市に通学されている方とか働く

方についても対象になる。全てが対象になるかど

うかは別ですけれども、その活動によっては対象

になってくるのだろうというふうに思っています。

そこを想定しながらの総合計画ということであり

ますので、そういった人たちも含めて、あるいは
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先ほど川村議員から高齢者も含めてというのあり

ましたので、説明の際にはわかりやすいダイジェ

スト版の話もさせていただきましたけれども、協

働についてわかりやすい形での説明に努めさせて

いただきたいというふうに考えておりますので、

御理解をいただければというふうに思います。

それと、２点目のコミュニティーが大切だとい

うことで、地域自治区この間どのような説明をし

てきたかということだったというふうに思います。

これについては、先ほど来申し上げていますよう

に、地域自治区という創設に向けての制度設計と

あわせて市民への説明をスタートしたということ

でありますが、ここについては当初の計画どおり

なかなか進まなかったということであります。そ

れは、先ほどのやりとりの中でもありましたけれ

ども、地域側にも進めるに当たっての大きな課題

があったということであります。そこで一度改め

て考え方を整理をさせていただいたということで

ありまして、いきなり地域自治区について地域に

おろすのは難しいだろうということで、任意組織

の地域連絡協議会ということで今進めさせていた

だいているところでありますし、この地域連絡協

議会の活動を通じながら、名寄市に適した組織の

あり方についても考えてまいりたいと、そのよう

に進めている段階であるということでぜひ御理解

をいただければと思います。

私からは以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今回冬季スポーツの

拠点化ということで、夏季スポーツもあるという

ことで、くくりとしてはオリンピックで夏と冬が

あるという、そういった中での競技の振り分けみ

たいな感じで考えているのですけれども、一年中

やるスポーツ、いろんなスポーツがあるというふ

うに思っています。今回重点プロジェクトに掲げ

たのは、名寄市の自然であったり、施設、そうい

ったものを環境を生かして全国から人を呼べる、

そういったものは何かということで冬季スポーツ

に区切って対応をしてきております。全てのスポ

ーツをやるとなると、なかなかこれは対応も含め

て集中した誘致活動もできないということであり

ますので、冬季スポーツに限って、特にノルディ

ックだったり、カーリング、そういったものに特

化しながら、市民がスポーツにかかわるといいま

すか、それを見て自分も少し体動かしたいと、そ

ういったものにつながっていくようなことという

ことで冬季スポーツに限ってやっていきます。当

然これをしっかりやることによって少しずつ広げ

ていきますし、夏合宿についても多くの競技団体

も来ていますので、そこはしっかり継続しながら

対応していきたいと思っていますけれども、当面

は全ての競技をやるということではなくて、やっ

ぱり名寄のこの環境を生かして、しっかりとした

体制をつくりながら進めていきたいというふうに

考えているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 先ほどの説明のこと

について再度質疑させていただきますけれども、

いろいろ今まで１０年間進めてきたその中で、ど

のような説明、それから市民の意見集約がなされ

たかということを一つ一つ確認するには時間が足

りませんので、そういうことではなくて、考え方

としてこれから若年層もいらっしゃる、高齢者の

方もいらっしゃる、その多様な世代に対して具体

的に総合計画第２次のこの進もうとしている方策

についてどのような意見集約の方法をとろうとさ

れているのか再度お聞きしたいと思います。例え

ば小学生、中学生、高校生、そして御高齢の方た

ちまでいろんな世代の方たちがいらっしゃる中で

は、先ほどから話題になっておりますけれども、

策定委員会の方たちのそれぞれの部会の審議だけ

がそれが先ほど臼田総務部長からは代表の方の審

議なので、市民の代表の審議であるから市民の声

を掌握したというようなお言葉があったと思いま

すが、それをそのまま受けとめてもいいのかどう

かという、そういう疑念を持たざるを得ないとこ
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ろがあります。現にまちづくり懇談会等では、意

見を出したけれども、十分聞き入れてもらえなか

ったというような声も伝わってきておりますし、

なかなか知りたくても知り得ることができないと

いうような声も伝わってきている中で、今後例え

ばこの協議が終わった後も基本構想、基本計画に

ついては市民周知がなされていくわけですから、

その点についてきめ細かい周知についてどのよう

に考えておられるのかお聞きしたいと思っていま

す。

それから、冬季スポーツの拠点化プロジェクト

につきましては、夏のスポーツを考えてください

ということを思ってはいますけれども、そのこと

を今申し上げたのではなく、冬季スポーツの夏の

過ごし方をどのように考えておられて、それを生

涯スポーツにどのように浸透させていこうとされ

ているのかについて伺いたかったので、その点に

ついてお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、策定審議会に

ついて少し説明をさせていただきたいというふう

に思いますが、会の代表というところもありまし

たけれども、そればかりではなくて、当然公募も

含めて出ていただいたということでありますし、

それ以外の委員の皆さんについても例えば所属の

関係、例えば文化団体なのか、教育団体なのか、

あるいは経済団体なのか、経済でも商業なのか、

農業なのかを含めて、そういうところのバランス

も配慮しましたし、年齢あるいは男女比などにつ

いても当然配慮させていただきました。さらには、

住んでいるところの地域なども含めて、そういっ

た意味ではいろんな視点で配慮をしながら、委員

さんを委嘱をさせていただいたということであり

ますので、決して特定の団体の代表だけというこ

とではなくて、幅広い意見がお伺いできるように

工夫をして策定審議会構成をさせていただいたと

いうことをまず前段申し上げておきたいというふ

うに思います。

その上で、丁寧な説明が必要だということにつ

いては、私どもも十分把握しております。今後ど

のような形でというのがありますけれども、今回

提案をさせていただいたのは総合計画の基本構想

と基本計画について提案をさせていただきました

ので、これが議決をいただければこれに基づいて

の取り組みを進めさせていただくということにな

りますが、さらに細かい具体の取り組みについて

は、実施計画であったり、毎年の予算の中で取り

組みをさせていただくことになりますので、これ

はこの間も例えば町連さんが主催をいただいてい

るまちづくり懇談会があります。これは各地区回

らせていただきますけれども、そういった機会を

通じながら、あるいは各所管の中でも附属機関な

ど持ってございますし、ふだんから市民の皆さん

から意見を伺う機会も多々ございますので、そう

いう機会を通じながら市民の皆さんの御意見を伺

って、この総合計画を実現するために必要な取り

組みについては意見を取り入れながら進めさせて

いただきたいと考えてございますので、ぜひ御理

解をいただければというふうに思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 冬季スポーツの夏の

トレーニングという視点ということでもない……

（何事か呼ぶ者あり）

〇教育部長（小川勇人君） 当然スポーツそれぞ

れ夏冬スポーツの一年通してのトレーニングも必

要でありますし、名寄においてはジャンプでいけ

ばサマージャンプを行ったり、今回市街地でロー

ラースキーをやったりしています。正式な専用の

ローラースキーコースというのは整備はされてい

ませんけれども、今後当然夏のトレーニングにお

いてはそういったローラースキー、そういった部

分での要望も多々出されるというふうに思ってい

ますし、さらにはトレーニング施設、不十分な点

もありますので、そういった面の改修であったり、

雨天のときのトレーニングする場所の確保とか御
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要望もいただいている点とかありますので、そう

いった部分については監督、コーチや選手などの

要望も聞きながら、よりよいトレーニング環境を

つくる。一年中通していろんな形のトレーニング

ができるような環境については、今後生涯スポー

ツの中でも実施計画の中にありますけれども、具

体的に何が先行してできるかということも協議し

ながら進めてまいりたいというふうに考えており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間誠議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ３点ほど質問させて

いただきます。

計画の構成についてなのですが、２ページのと

ころにピラミッド型の図示されたものがございま

す。それで、私ずっと読んでいたのですが、基本

構想、基本計画、実施計画、この３層構成になっ

ているという形なのですけれども、その中に基本

目標が入ってきていて、市民にとっては全体的な

イメージをつかみづらいのではないかというふう

に思っております。それで、これからダイジェス

ト版だとか市民説明のためのものが出されるかの

ように総括質疑の中で聞いたわけなのですけれど

も、ピラミッドの基本的には頂点にくるのは理念

だと思うのです。だから、理念でいいますと、将

来像で掲げている自然の恵みと財産を活かしみん

なでつくり育む未来を拓く北の都市・名寄という

ことになるのではなかろうかと。これが頂点にく

るのだよと。そして、一番上は基本構想になって

いますから、三角の中では、３層構造の中では。

あと、その下の基本目標とあるⅠからⅤ、細かな

点については基本構想の中に含まれるのかなとい

うふうに考えるのですが、少し全体のイメージを

つかみやすく示す必要あるのでないかなと。特に

色別にして、基本理念があって、こういうまちを

つくるのだと。これに対して基本構想としてはこ

ういう具体策をしていくのだよというような形で、

少し注釈も含めてやるのがいいのかなというふう

に考えているわけです。

それで、名寄市の概括的な理念をこの最終目標

の将来像というのは網羅しているというふうに思

うのですけれども、特に私は自然の恵みと財産を

活かしという、この財産を活かしというところを

どういうふうに考えているのかなというふうに思

ったのですが、確かに注釈もついております。そ

して、私が読み込んだのは、歴史や伝統や、ある

いは文化という、そういうものが財産なのだなと

いうふうに受けとめたのですけれども、財産とい

うよりはむしろ歴史を継承してだとか、そういう

言葉でくくったほうがいいのかなということでは

ひとつ考えたわけです。しかし、先ほど言ってお

りますようにこれからの修正というのは少し難し

そうでありますから、そんなところです。

それとあと、わかりづらい、見えづらいという

のがやっぱり実施計画の概要とともに示していな

いからではないかというふうに思うのです。総合

戦略プロジェクトだとかそういうのが先に示され

ておりますけれども、先ほどの総括答弁の中では

それだけが実施概要に載せていないことというふ

うには私は受けとめなかったのですけれども、た

だ重点プロジェクトが３ページほど変わって載せ

られております。しかし、実現の方策が掲載され

ているのですが、総じて抽象的ではないかと。そ

れと、継続事業の延長の表現にとどまっているの

ではないかというふうに私は感じたのです。１０

年かけてこういう名寄市をつくっていくのだとい

う、そういう迫力のあるもの、気概のある伝わり

方を市民に伝えたかったなと、私はそういうふう

に考えるわけです。

それと、総括質疑でも出ていたのですけれども、

市政全般にかかわって緊急に取り組むべき事柄も

あるというふうに思うのです。それらは緊急プロ

ジェクトというふうに示すだとか、重点プロジェ

クトの中でも特にこれはやっていくのだという最

重点プロジェクト、こうしたものも組み立ててい

くべき必要があるのではないかというふうに考え

ておりますから、この点についてお考えをお聞か
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せください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ４点ほど御質問をい

ただきました。まず、１つ目の市民にわかりやす

く説明するには、まず計画全体のイメージをつか

めるものが必要ではないかということだったと思

います。ここは議員も言われたように、この間の

議論でもお示しをしたようにダイジェスト版用意

をさせていただきたいと思いますので、この中で

さまざまな議員からいただいたようにわかりやす

い形のものをつくってお示しをし、市民の皆さん

に丁寧に説明をさせていただきたいと、そのよう

に考えているところであります。

次に、将来像のところの財産の言葉がどうだと

いうところでありました。なかなか財産という言

葉だとイメージがしづらいのではないだろうかと

いう御指摘なのかなというふうに思っております

が、ここについても文言の説明ということで記載

をさせていただいた部分がございますし、さらに

はこの財産、まさに議員が言われますようこの間

の歴史や、あるいは文化が育ててきた財産、それ

を生かしてということでありますので、御理解を

いただければというふうに思います。ここについ

ても説明の機会には十分留意をしながら、わかり

やすい説明に努めさせていただきたいというふう

に思います。

それと、３点目については、今回の総合計画、

実施計画が示されていないということが一つわか

りづらいところにつながるのではないかというこ

とでありますが、これは計画策定の手法として、

まずは基本構想、基本計画について議決をいただ

き、その大きな方向を定めた上で具体の実施計画、

これを定めていくという手法をとらせていただい

ておりますので、今回提出をさせていただきまし

た将来像、さらには基本計画が定まった後に具体

の実施計画お示しをさせていただきたいと思って

おりますので、御理解をいただければというふう

に思います。

最後に、重点プロジェクトのところで時代の趨

勢に伴って緊急プロジェクト等として取り組むべ

きところもあるのではないかという御意見をいた

だきました。ここについては、今回の重点プロジ

ェクトの位置づけについては基本計画ということ

でありますので、短い期間の中での重点プロジェ

クトだというふうに思っておりますし、議員が言

われるように総合計画の範囲の中で緊急に取り組

まなければいけない課題も当然出てくるものだと

思いますので、これらについては臨機応変に、柔

軟に議会とも相談をさせていただきながら取り組

みを進めさせていただきたいとも考えております

ので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 特に今お答えいただ

いた中で実施計画と今回の計画、総合計画の基本

計画、基本構想の関係なのですけれども、これは

今回は別にして、考え方としてやっぱり両者は連

動させるべきだというふうに私は思っているので

す。それで、特に三鷹市だとか、あるいは調べた

ところ新宿区などでも総合計画と個別計画を一体

的に策定する事例なんかも見られるわけで、それ

で評価されている有識者の主要な意見でも総合計

画と個別計画を一体的に策定することは評価でき

る取り組みであるというふうにされているわけな

のです。それがどうしたということではないです

けれども、やっぱりそういう総合計画を全国的に

拾ってみたときに国の調査機関なり、そういった

ところがそういう有識者の意見として評価もいた

だいているということを踏まえながら、今後どう

いうふうにしていくかということを考えていくこ

とも必要なことではなかろうかというふうに考え

ております。

それと、全般的に私も読み込ませていただいて、

平成２７年度の行政評価については改善点を結び

つけるものになって、おおむね盛り込まれている

のではないかというふうに思っているのですが、

第１次計画の中での未実施となっている部分、こ
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れらについては表記がないのですけれども、これ

らは実施計画のときに盛り込んでいこうというふ

うに考えておられるのかどうか。

それと、最後になりますけれども、先ほどの総

括答弁の中でいろいろやりとりあったときに策定

審議会の皆さんの答申を受けたということで、こ

れはきょうの例えば字句の正誤表が配られていた

ようにそういった修正はあり得えても中身そのも

のについては、先ほど来の総括答弁や何かからさ

まざま出されているようにどう考えても直したほ

うがいいのではないかというものは私は直すべき

だと思うのですが、そこら辺についてはできない

ものかどうなのかお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ４点御質問をいただ

きました。１つは、総合計画の今回は基本構想、

基本計画を上程させていただいたわけであります

が、あわせて実施計画についても示すべきではな

いかという御意見をいただきました。ここについ

ては、各自治体さまざまな取り組みをさせていた

だいているということであると思いますし、過去

には名寄市においても実施計画とは言えませんけ

れども、想定される事業を参考資料として出した

部分もありますので、ここは少し今後に向けては

調査が必要かなというふうに思っていますが、今

回についてはあらかじめスケジュールも示させて

いただいた中で進めてきた部分でありますので、

御了承いただければというふうに思っています。

それと、未実施の事業についてということであ

りました。ここについては、先ほども第１次の積

み残し課題があるだろうという御指摘をいただい

たところでありますけれども、ここについては策

定審議会の中で議論をいただいた上で、第２次計

画の中でどう進めるのかについては総合計画の中

でお示しをさせていただいたということでありま

すし、総合計画、基本構想、基本計画が決まった

段階で具体の事業については総合計画に沿った形

でさらに検討を進めさせていただきたいというふ

うに思っておりますので、御理解いただければと

思います。

それと、今回策定審議会の答申を受けて、その

内容を受けて、尊重しながら市の提案とさせてい

ただいたというのが今回であります。先ほどのや

りとりの中でもありましたけれども、私どもは時

間をかけて議論をいただいた策定審議会の答申に

ついては、非常に重いものがあるという受けとめ

をしてございますので、基本的にはこの考え方を

尊重して今回提案をさせていただいたということ

であります。基本的にはこの先については議会の

運営にかかわる部分でありますので、私どものほ

うで余り触れるところではないのかもしれません

けれども、議会へ提案させていただいたというこ

とでありますので、その後の運びについてはこれ

は議会の中で議論等があると思いますので、その

中での裁きになるのかなというふうに考えている

ところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） まず、１点目は、午

前中から総括質疑、それから前の川村議員、山崎

議員、佐久間議員がそれぞれやっていたこと、全

員ではないですけれども、二、三関連のことでま

ず１点目にお聞きをしたいと思うのですが、非常

に大事な話を佐藤議員も川村議員もしておりまし

たけれども、原発の話、非核平和都市宣言を例に

とりながら、名寄市の非核平和都市宣言、関連で

一言の触れもないという話に関して、これは広島、

長崎、あるいは福島等を含めて非常に重要な重み

が地方においてもローカルガバメントの責任とし

ても触れるべきではないのかというふうに考えて

いるのです。単なるイデオロギーだとか意見の違

いだという認識の程度は、総務部長、認識が余り

にも、この議会の中の答弁用の言葉として通るの

かどうかわからぬけれども、非常に足りない、欠

落している部分だというふうに思っていますので、

改めてお答えをいただきたいというふうに思って

います。基本認識が足りないというふうに思いま
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す。

それから、もう一つは、同じ関連質疑で聞きた

いのは、大石議員が午前中、うちの佐藤議員も同

様なこと触れておりましたけれども、総合計画の

ありようについて、単なる時間が足りないという、

総合戦略での議論もあったし、役所の中は本当に

てんやわんやで、国への対応だとかということも

含めてたくさんあったのではないかというふうに

思いますけれども、それは理解しますけれども、

時間が足りないということばかりでなくて、今佐

久間議員も言ったように市民の人がよくわからな

い、わかりづらい話、それに対する総務部長の答

弁は、いろいろ市議会でも示してきたし、いろい

ろワークショップもこの間やってきたし、いろん

な懇談会もやってきたということだけれども、ど

こまでやれば十分かと、人それぞれだというふう

に答弁されたのです。これはいかがなものかとい

うふうに思うのです。確かに役所の中のいろんな

大変さは私も理解をするのですけれども、住民自

治をこの総合計画の議論を通してどれだけ引き上

げていくかという言い尽くせない重要な課題を内

包しながら総合計画をつくる、あるいは議会でも

審議をするという過程の中で、私ども議員も提案

された以上それをもとにしながら市民との意見交

換を当然したかったし、あるいは素案の段階でも

時間があったといえば、あるいはパブリックコメ

ントの時間中でもしようと思えばできないことは

ないけれども、その間もいろいろ意見が出されな

がら修正したり、過誤訂正、間違いの訂正なんか

もぼろぼろ、ぼろぼろ出てきたりして、この答弁

は私は、総務部長、いけないと思うのです。まず、

私の１点目の質疑はこれです。改めてお答えをい

ただきたいです。

２つ目には、総合計画のマネジメントのあり方

について、たまたま今佐久間議員も触れられてい

ましたけれども、三角の構造、自治法改正で特に

法の決めがなくなって、いろんなタイプがあって

いいというふうに私も認識していますし、いろん

な学者や、あるいは財団の研究報告なんかも見ま

したけれども、一番住民にとってわかりやすいと

いうことがいいのだ。なぜわかりづらいかという

話は、ヒントを今佐久間議員が言ったように実施

計画が、これは名寄の議会はたまたま議会基本条

例で構想と基本計画というふうになっているけれ

ども、それはおいておいてもいいと思うのです、

極端な話。わかりやすく伝えていかなければなら

ない。終わってから概要版でカラーがどうしたと

いう話は大した次元の違う話で、決まる前に相談

がされるということが、どんな家庭でも組織でも

後から聞いたという話は大体こじれるのです。そ

ういう面では、非常にマネジメントのあり方とし

て私は、今回はこれでそういう定めに基づいてや

っているからいいのですけれども、当初の計画を

つくる段階で庁内でもう少しその辺について知恵

を少しねじを巻き直して名寄市の総合計画のマネ

ジメントのあり方についてどうしたらいいのだと

いうことについての議論があったのか、なかった

のかまず聞きたい。この２カ月後には実施計画が

出てくる。ほぼもう決まっているのでしょう。そ

れを頭に置きながら、執行側は構想や基本計画を

つくっているわけだから。そういう一番大事なと

ころをコンパクトにしながらも提案をするという

ことについて意識しなかったかどうか。議会の議

決には実施計画入っていないからという話はおい

ておいて、住民自治のレベルを上げるためにはそ

ういう必要があったのではないかというふうに思

っています。この総合計画をつくる段階のマネジ

メントの基本的な考えについてまずお聞きをした

いと思います。

それから、３つ目には、人口の将来展望と方向

性について、ページの２６ページにあります。そ

して、これは国調の数字なのですが、きょう以降

の話は推定になるのですけれども、平成３２年度

で２万 １５６人、これからやや３年半ぐらいで

す。２７年は国調の実績ですから２万 ０３１人。

今現在既に住民基本台帳では２万八千四、五百で
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す、市役所の数字を見れば。そうすると、非常に

この推定の見込みが認識として甘いのかなという

感じがするのですけれども、これは当然統計だと

かいろんなものを引用したりして、名寄市独自の

ものでもないのでしょうけれども、これで大丈夫

かという感じがちょっと心配。合併後１０年で約

０００人減少です、３万一千七、八百ぐらいか

ら今住民台帳は２万八千四、五百ですから。これ

は、将来計画に物すごく影響あるし、これからも

し百歩下がって正しいとして計画をつくっていっ

た場合、この数字をもとにしてどのぐらいの数字

を人口減少抑制を総合戦略なり、総合計画なりい

ろんなことをやりながら、ふやすことはできない

までも推計からあわせてどのぐらいの目標でこれ

を抑えるぞと、そういう数字がどこにも見えない

のですけれども、それについてお答えをいただき

たい。

それから、人口推計は当然財政に関係してくる

のですが、２７ページ、私はこの間一般質問もし

ました。中ほどから本市歳入の根幹をなす地方交

付税についてはトップランナー方式云々というこ

とで、交付税制度の改正が行われるとともに、あ

とは合併算定がえの話がいろいろ書いてあります。

トップランナー方式が交付税制度の改正が行われ

たという私認識基本的に、税制改正関係では法人

税割のもともと地方財源にもかかわらず、企業は

上げ下げ関係ないけれども、地方の部分を減らし

て国がとる部分をふやしてあるということであっ

たように聞いていますけれども、これも総務省な

り、財務省が出した資料かと思うのですけれども、

トップランナー方式の。一、二年はそう大きな影

響を与えるということについてはないだろうと私

どもも推計はしているのですけれども、２８年度

でもここに具体的に書いてあるとおり基準財政需

要額に関連する２３業務のうちの１６業務は２８

年で着手をするということで具体的になって、要

するに目的としているところは民間委託をどんど

んやれと。指定管理者制度をどんどんふやせとい

うようなことを主体にしながら、それを中長期的

には交付税制度に手を入れて、もともと固有の地

方財源について財源保障機能や調整機能をいじる

ということなわけです。そういう状況の中で、六

団体も、加藤市長も何回も言っておられますけれ

ども、それについては問題あるぞと。あるいは、

名寄の議会も６月の議会で意見書を上げました、

財源確保で。こういう書き方程度で、もうあらか

じめ決まったような想定のこれから１０年計画の

中においてこういう文章があるというのは、ちょ

っと私もすとんと落ちないなというふうに思って

いるので、お答えをいただきたいなと思っていま

す。

それから、最後になりますけれども、山崎議員

も触れられていました、風連ということでは限定

しては私も考えていませんけれども、地域自治区

の話。大石議員とのやりとりも聞いていまして、

大石議員は自治区制度をやれと言ったのではなく

て、結果的にはもうやりようがないのだから、答

弁も含めて気を持たせるようなことを言う必要な

いのでないかという話だったような気がするので

すけれども、総務部長の答弁を引用すれば。私は、

地域連絡協議会今現存して、東地区だとかいろん

な地区で一生懸命やって、地域のコミュニケーシ

ョンを高めるために頑張っている。それが将来超

高齢化社会の中において自治区制度の母体になる

というような私は認識はしていないのです、何回

も言うけれども。あえて言えば、たまたま風連の

地区が、私も合併議論に参加していますから、し

っかり法に基づく自治区制度をつくって、これか

ら地域の公共施設をどうするかとか、あるいは地

域のまちづくりをどうするかというところに、一

遍に理想どおりにはいかないかもしれないけれど

も、少なくてもこの計画の中で制度の検討、研究

をして、一つのものをつくっていくという姿勢は

明確に書かなければ、これは約束違反です。地域

住民連絡協議会や市民の皆さんが余り必要として

いないから、これに屋上屋重ねてもだめだという
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ことで記載をしていない、議会のやりとりもその

ように私は聞いていましたけれども、それはだめ

なのです、やっぱり。例えば市役所庁舎を１つに

するという話になるときには、どこにつくるか、

真ん中につくるか、名寄の町中につくるか、風連

につくるか、それはわからないですけれども、非

常に重要な地区を影響するような、今後のまちづ

くりどうなるかという、市役所一つにしてもそう。

図書館にしてもそう。いろんな二重三重ある施設

を仮に統合するとすれば、住民意見をどのように

反映をするかというのは、もちろん議会が最後は

決めるのだけれども、執行側の考え方が非常にそ

の影響を左右するということも事実なので、そう

いう具体的な事象がこの１０年の中に起きるわけ

だから、今はなかなか緩くない、理想は緩くない

けれども、全国でもまだ少ないけれども、さっき

答弁でも聞いていて少ないけれども、少なからず

住民自治を仕掛けていくというほうに向かってい

かなければうそでないのかという感じがしますの

で、以上お答えいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 初めに、市民の声を

聞くところの私の発言がそれぞれの人によって受

けとめ方が違うのでないだろうかといったところ

については、不適切な発言であったかというふう

に思いますので、ここについてはおわびを申し上

げて、訂正をさせていただければというふうに思

います。

ただ、市民にわかりやすく、さらには市民の声

を聞くということについては、私どもは私どもと

してこの間精いっぱいやらせていただいたという

思いがありますし、もしそこに不足があるとすれ

ば、先ほど来申し上げているようにこの後の総合

計画の市民周知、あるいは総合計画を運営する中

に当たって当然市民の皆さんの声を聞いて進める

わけでありますので、その中で補完をさせていた

だければというふうに思っておりますので、今後

の動きも含めてぜひ見守りをいただければありが

たいなというふうに思っています。

次に、原発の関係についてであります。ここに

ついては、総合計画の中に具体的な記述がないと

いうことで、ここについてどうなのかという御意

見でございます。ここは、先ほどの川村議員のと

ころにもありましたけれども、今回については時

代の潮流の中で具体的な触れはありませんけれど

も、平和で暮らしていく、あるいは脱原発という

ところについては、これは都市宣言の中にありま

すので、総合計画の中で触れてはおりませんけれ

ども、この間も平和の取り組みはさせていただい

ておりますので、ここについては実施計画、ある

いは実施計画にはないとしても市としても取り組

まなければいけない部分だと考えておりますので、

引き続き取り組みはさせていただきたいと、その

ように考えているところであります。

次に、総合計画のマネジメントの形がありまし

た。議員が言われるように自治法の改正が行われ

て、法的な根拠がなくなったということで、これ

は先ほどの答弁の中でも申し上げましたけれども、

決してつくらなくていいことではなくて、自主自

立的につくって、地域に合ったものをつくれとい

うことだというふうに思いますし、その根底には

これまで質問いただきましたが、市民の声をしっ

かりと聞いて、協働のまちづくりを目指す目的で

あるべきだろうという御指摘のとおりだというふ

うに思っていますし、私どももそれを踏まえて今

回取り組みを進めさせていただいたということで

ありますので、ぜひ御理解をいただければと思い

ます。

ただ、マネジメントについても当然総合計画、

具体的な議論を始める前からどういうたてつけで

いくのか、どういうスケジュールで進めていくの

か、これについては内部でもしっかりと議論をさ

せていただいて進めさせていただいたということ

であります。ただ、スケジュールの中でも必ずし

もスケジュールどおりにいかなかった部分もあり

ますし、私どもも思ったよりも市民の皆さんの参
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加が少ない部分もあったというふうに思いますが、

ただそこを補う形として新たな取り組み、これは

パブリックコメントに合わせての市民説明会など

もやらせていただきましたけれども、そういった

ものも含めて柔軟な対応をしながら、市民の皆さ

んの意見を聞かせていただく機会に努めてきたと

いうことでありますので、ぜひ御理解をいただけ

ればと思います。

人口の関係についていただきました。ここにつ

いては、今回の総合計画については総合戦略も含

めて御意見をいただいたという話をさせていただ

きましたが、市民の意見も踏まえながら、先に名

寄市まち・ひと・しごと創生総合ビジョン、これ

を策定させていただきました。確かに時点的な部

分の一部誤差はあるのかもしれませんが、市の人

口ビジョンとして策定をさせていただいたもので

ありますので、その数字を使わせていただいたと

いうことであります。御理解をいただければと思

います。

次に、地域自治区の関係についてであります。

ここについては、制度をしっかりとつくってとい

うところの御意見をいただきました。一つの制度

を取り組むに当たって、どういう取り組みを進め

ていくかというのは、これはさまざまな方法があ

るのだというふうに思っています。当初は、合併

時の約束、あるいは総合計画、新市建設計画にあ

ったように地域自治区というのを目指して進めた

わけでありますが、ここについては行政だけが進

めるものではなくて、市民の皆さんにも十分理解

をしていただかなければ進まないということであ

りますので、進めていく中で現段階ではなかなか

地域自治区という形で市民の皆さんに御理解いた

だくのは難しいということでありましたので、地

域連絡協議会で進めさせていただいているもので

あります。ここの地域連絡協議会のあり方につい

て、ここは改めて今私どももあり方、さらには地

域への働きかけも強めているところでありますけ

れども、この地域連絡協議会が住民自治あるいは

市民自治の一つの受け皿となるような形で２次計

画の中では進めていきたいと、そのように考えて

おりますので、これまで以上に行政としてもリー

ダーシップを発揮して取り組みをさせていただき

たいという考え方でありますので、ぜひ御理解を

いただければと思います。

また、財政のところの記述についてであります

が、トップランナー方式のところありましたけれ

ども、これは自治体の考え、意見等もございます

けれども、ここについては実態として記載をさせ

ていただいたということでありますので、御理解

をいただければと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 人口の関係ですが、

いろんな推計ということですけれども、私は現状

の人口の状況からすると高目だなというふうに思

っていますが、これを目標にして総合計画を進め

るという理解でよろしいかどうか。これは推計に

なっていますけれども、改めてお答えをいただき

たいと思います。そして、あらゆる政策を打って

いくという理解でよろしいのかどうかお答えをい

ただきたいと思います。

それから、脱原発、再生エネルギーや非核平和

の関係については、基本認識として十分理解をい

ただいているのではないかと思いますけれども、

意見が部分的に違うとか少数の意見がというより

も、せいぜいそれが書き切れなくても名寄におけ

る再生エネルギーの方向性、あるいは下川や近隣

でやっているいろんな取り組みについて参照しな

がらも一つの記述が具体的な計画があったとすれ

ば私の間違いかもしれませんけれども、そういう

ことあたりはこの基本計画の中でしっかり訴える

のであれば透かして見ればそういうことなのだな

という理解にも立つのですけれども、残念なこと

にそういう字句は見当たらなかったのですが、改

めてお答えはいただきましたけれども、一たび泊

がどうしろとか、東南海がどうしたとかというよ
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りも、とりあえず日本でもう一つああいう事故起

きたら日本中全体が終わりということですよね。

復興状況だとか、この間もんじゅの話が出て、１

兆円も金つぎ込んだけれども、結局やめると。廃

棄物の処理の問題はこれから出てくるのですけれ

ども、そこについてしっかり基本認識をお互いに

持っていないと、一部の意見みたいな答弁ではち

ょっとすとんと落ちないので、改めてお答えをい

ただきたいと思います。

それで、特例区の関係、しっかり市民の側がす

とんと落ちていないと、わからないと。だけれど

も、具体的なビジョンを提示して説明したことっ

て特例区であるのですか。それが市民がイメージ

できるような説明責任を果たして、とてもではな

いけれども、そんなもの屋上屋だなんていう、私

そういうやりとりを説明して聞いたことは一回も

ないので、そこはちょっと認識違うのではないか

と。市民の側の責任にされているけれども、庁舎

内の専門集団なわけで、具体的にビジョンとして

こういうものを風連でも名寄でもこういうことを

前１０年の計画の中では方向性として出ていたの

だけれども、こんなことでそれをたたき台としな

がら、そのとおり決まるかどうかわからないけれ

ども、そういう提示した記憶って総務部長ありま

すか。それで、なおかつ市民からの批判を食らっ

たり、それは全然よくわからぬわということだっ

たのかというのは私ちょっと認識が違うような気

がするので、この１０年間の中で、ゼロからでも

いいですけれども、庁舎内で専門的な分析、法的

な分析や市民ができるだけ多くの人がかかわって、

この総合計画もそうですけれども、これは市民が

つくったのだと、議会や市がやったのかもしれな

いけれども、そういう距離を縮めるような努力を

自治区の議論を通して近づけることも一つの作用

ではないのかなというふうに思っていますので、

改めて今記憶違いだったらごめんなさいですけれ

ども、お答えをいただきたいと思います。

もう一度マネジメントの関係、佐久間議員も触

れていましたけれども、武蔵野市ではもう基本構

想はやめて、非常にバラ色な文章になってしまう

ので、基本計画と実施計画で１層にして、もう既

に手をつけてやっているのです。それにいろんな

学生やら住民も巻き込んで、そして議会が決める

ということなのですけれども、今はいいです。今

はいいのですけれども、今後１０年後の話になる

かもしれませんけれども、そういう問題意識みた

いのはしっかり認識、わかりやすくというところ

あたり、住民自治をできるだけレベル上げていく

ということからすると大事な手法かなというふう

に思っていますけれども、武蔵野方式について今

後の問題として改めてお答えをいただきたいと思

います。

トップランナー、財政の話あったですか。地方

交付税の財源保障機能、調整機能、全国に法制度

として認められて、国税の一部を財源にしながら

ということで。トップランナー方式にどんどん、

どんどん手をつけていくということは、住民サー

ビスにもかかわるし、民営化あるいは指定管理者

方式を含めて、橋本副市長はうちはもう行革やっ

ているので、やりませんという答弁一般質問でさ

れましたけれども、そういう程度の認識でいいの

であれば私も安心なのですけれども、５年ぐらい

の中で、ことしも基準財政需要額の中の１６項目

か、いろいろ手をつけながら具体化を何年か後に

していきたい、あるいはそれぞれの残る事業につ

いても具体的な課題としても出ているのですけれ

ども、総合計画これから１０年の中で交付税制度

についての根幹が変わるのかなという私は認識し

ているものですから、改めて情報収集の仕方が悪

かったらお願いしたいと思いますけれども、大丈

夫だというのなら大丈夫だというふうに言ってい

ただければ結構ですけれども、お答えいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 再質問という形でい

ただきました。まず、原発の関係についてという
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ことでありました。ここについては、今回の総合

計画の中で背景として都市宣言、あるいは原発の

問題などについては記載をしてございませんが、

７３ページに新エネルギーの導入、省エネルギー

の推進ということで、これは第１次計画の中では、

あるいは第１次の後期計画の中でも盛り込んでい

なかった部分でありますが、改めて新エネルギー、

省エネルギーの推進が必要だということで盛り込

ませていただいた施策でありますので、そういう

意味では１次より踏み込んだ内容であるというこ

とでぜひ御理解をいただければというふうに思い

ます。

総合計画のマネジメントの関係でいただきまし

た。武蔵野市の例をいただきました。私も少し調

べたところでいくと、確かにいろんな仕組みがあ

るということだと思います。必ずしも３層構造に

かかわらず、２層構造でやっているところもあり

ます。この２層構造の仕組みもいろいろあるよう

です。基本構想の一部をもっと上に上げてしまう

と。例えば条例に委ねるという方法もあるようで

ありますし、あるいは逆に計画の下のほう、この

辺を各部局のほうの実施計画的なものに委ねて２

層にするというような方法もあるようでございま

す。あるいは、小牧市のほうで総合計画について

の調査が行われてございまして、その中では今言

ったように２層方式と３層方式についての研究も

行っている。ここには北大の宮脇教授が入ったり、

あるいはほかの大学の人が入ったり、いろんな方

が参加をして研究している部分があります。ただ、

どの方法についても一長一短、デメリット、メリ

ットがありますので、ここについては今回につい

て３層構造で１０年走らせていただきますけれど

も、次の計画をつくるときについては時代も随分

変わっていると思いますし、メリット、デメリッ

トについても整理がされてくると思いますので、

改めてそのマネジメントというか、総合計画のた

てつけについては研究をさせていただきたいとい

うふうに思っております。御理解いただければと

思います。

それと、財政の関係でトップランナーの関係に

ついてということであります。現況について記載

をさせていただいたということであります。この

トップランナー方式については、項目が上げられ

ておりますので、副市長が答弁したように行革の

中で本市としては対応していくということであり

ますので、その中で議論をさせていただきたいと

いうふうに思っています。

最後に、自治区の関係であります。これは、決

して私ども市民の皆様の責任にするという、そう

いうつもりでこの間お話をしてきたつもりはあり

ません。当然十分説明がし切れなかったという行

政の責任もあるのだろうというふうに思っており

ます。そこには議員が言われますように、もしか

すると私どもの制度に不十分があったのかと思い

ますが、具体的な経過については今手元にござい

ませんけれども、私の認識とすると市民の皆さん

に直接的に説明をさせていただいた機会はこの間

あったというふうに思っております。その中でい

ただいた意見が先ほど来のやりとりの中で出てい

た言葉だということでありますので、御理解いた

だきたいと思います。

ただ、私ども地域自治区というものについては、

地域自治を高めるということの必要性については

十分認識をしておりますし、その一つの方策が地

域みずからというところだというふうに思ってい

ますので、ここの形がどうなるのか。決して地域

自治区を私ども否定しているわけでございません

ので、この間の経過を大切とするならば地域連絡

協議会でございますので、地域連絡協議会を熟成

する中で地域自治区的な考え方についても含めて

制度設計ができるのか、完成形として地域自治区

になるのか、あるいは名寄独自の方式になるのか

については今明言することはできませんけれども、

地域自治を高めるという視点からぜひ地域連絡協

議会、私どもも積極的にかかわって取り組みを進

めていきたいと、そのように考えてございます。
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あと最後に、人口のところについてであります。

これについては、人口ビジョンを定めさせていた

だいておりますけれども、ここについては確かに

現状でいくと高どまりの推計となっているところ

だと思いますが、ここについては総合戦略も必要

に応じて見直しをさせていただくというところを

計画にも記載させていただいている部分がありま

す。ここについては、必要に応じて修正もやむを

得ないのかなというふうに思っておりますので、

それもあり得るということでお受けとめいただき

たいと思いますが、現時点での推計ということで

お受けとめをいただければと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 私は、いいほうに解

釈して、人口は減らないほうがいいですから、こ

こを目標にしてしっかりやっていただきたいとい

うふうに思います。

マネジメントの話は、私もたまたま武蔵野市の

例を出しましたが、総務部長も他の自治体の例を

出したとおり、実施計画と基本計画を一緒に市民

に、議会に提示をすると、逆に言えば政策や事業

が膨らむという可能性もあるという一つの欠点な

のか、課題としてあることも十分知っています。

ただ、わかりやすくということでいくと１層方式、

基本計画と実施計画を１層にして、１０年後の話

になりますけれども、かなりしっかり庁舎内でも

その方向について検討をいただければというふう

に思っていますので、求めておきたいと思います。

それから、自治区の話は、やるか、やらぬかわ

からぬけれども、頭にだけはとどめておきますよ

という話の答弁だったような気がするのですけれ

ども、やってください、それは。ゼロからになる

けれども、市民や議会に何回かキャッチボールを

しながら、役所の中としてはこれが今のところど

うだろうと、たたき台。それはこの１０年の中に、

随分長いスパンで譲ってしまいましたけれども、

できるだけ早く一回そういう提示をした上でキャ

ッチボールをする機会をつくっていただければな

というふうに思っています。

この建物もこの計画の後年度ぐらいには、ある

いはもっと早くか、手をつけなければならぬとい

うことになるかもしれないし、あるいはいろんな

公共施設、国がつくれと言ってそのままつくった

公共施設の管理計画、これもある面ではいろいろ

住民の意見を聞かなければならぬという直面する

ことはっきりしていると思いますし、いろいろ住

民自治を高めていく上で意向を、１００・ゼロと

いう答えは出せないのだから、結局は多くの人に

理解をしていただくということのツールとして確

立をしていくべきだというふうに考えていますの

で、よろしくお願いをしておきたいと思います。

私は、議員の役割上皆さんを褒めることはない

ですけれども、重点３テーマの横串で一担当だけ

でなくて最低３部門ぐらいずつ横串を入れて縦割

りからリンクするような形で、あの絵は私も非常

によかったなというふうに思うけれども、佐藤議

員が言っているとおり、同じ総合戦略でも人口減

について問題意識を強めているということであれ

ば、少子化と高齢化とリンクして、項目がふえる

とかの話ではなくて、少子化に連動して高齢化対

策をしっかりとこの柱の中に組み込むということ

だとかまだまだ知恵はあったような気がして、計

画全体的にはまだすとんと落ちませんけれども、

基本計画のやりとりもまた見ていろいろ総合的に

判断をしていきたいというふうに考えております。

今のは聞いたことはなかったかい。言って終わ

りだったかい。議長がはいと言っていますので、

終わります。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を集結いた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全
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て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ４時４４分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 佐久間 誠

署名議員 山 田 典 幸
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平成２８年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２８年１０月１２日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第２７号 名寄市総合計画（第２

次）基本構想・基本計画を定めること

について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第２７号 名寄市総合計画（第２

次）基本構想・基本計画を定めること

について

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

消 防 署 長 菊 池 剛 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成２８

年第３回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に１番、浜田康子議員から欠席の届

け出がありました。６番、奥村英俊議員からおく

れる旨の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１６名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 野 田 三樹也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 議案第２７

号 名寄市総合計画（第２次）基本構想・基本計

画を定めることについてを議題といたします。

基本計画について項目ごと審査を行います。

まず、重点プロジェクトについて審査いたしま

す。

説明を求めます。

松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） それでは、名寄市総合

計画（第２次）のうち基本計画の２９ページから

３２ページになります。重点プロジェクトについ

ての説明を申し上げます。

まず、議案書の２９ページ、重点プロジェクト

の考え方となっております。基本計画の期間内、

平成２９年度から３０年度における主要な取り組

みとしまして、プロジェクトの中で複数の基本目

標の施策を互いに連携させることで基本構想に掲

げる将来像の実現を目指すものとして位置づけて

おります。また、この重点プロジェクトを選ぶに

当たりましては、３つの基本理念のほか、直面す

る地域課題と地域の優位性とを踏まえて策定しま

した名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略との

整合性も重視して戦略的かつ重点的な取り組みと

して選定をしております。

３０ページをごらんください。重点プロジェク

トの１つ目が経済元気化プロジェクトとなってお

ります。このプロジェクトには、地域経済の好循

環を図り、まちに元気を生み出すため、新たな産

業の創出や地域ブランドの確立を促進し、雇用の

場、人材の確保などに努めるとともに、交流人口

の拡大に向け、移住、交流の推進に取り組む施策

を盛り込んでおります。

主な基本計画事業といたしましては、移住の推

進、公民連携の推進、特産物の振興とブランド化、

販路拡大、農業・林業担い手の育成、グリーンツ

ーリズムの推進、個性ある商店街づくり、各種イ

ベントの内容充実などとなっております。

このプロジェクトの成果指標といたしましては、

観光入り込み客数、農商工連携、６次産業化品目

数や創業、事業承継件数につき増加の目標値を掲

げております。

続きまして、３１ページ、安心子育てプロジェ

クトであります。このプロジェクトには、安心し

て子供を産み育てることができる環境を充実させ

るために、子育てと仕事の両立支援や子育て家庭

への支援などを行い、少子化対策、人口減少対策

の強化に取り組む施策を盛り込んでおります。

主な基本計画事業は、母子健康支援の充実、診

療施設と医療機器の整備、幼児教育・保育環境の

整備と充実、幼児支援体制の充実、確かな学力を

育てる教育の充実、コミュニティケア教育研究セ

ンター活動推進事業、学校外での社会体験や親子

ふれあい事業の充実、放課後児童健全育成事業の

推進などとなっております。

このプロジェクトの成果指標といたしましては、

子育ての環境や支援への満足度の向上を掲げてお

ります。

最後に、３２ページの重点プロジェクトの３つ

目、こちらが冬季スポーツ拠点化プロジェクトと
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なっております。こちらは、名寄市の自然環境、

施設環境の強みを生かして、冬季スポーツの拠点

化を目指すために、冬季スポーツ合宿、大会誘致

とあわせて、ジュニア世代の育成強化を推進する

とともに、冬季スポーツを通して故郷への誇りと

愛着を持てる人材の育成に取り組む施策を盛り込

んでおります。

主な基本計画事業は、市民や来訪者への通信環

境の提供、各種イベントの内容充実、コミュニテ

ィケア教育研究センター活動推進事業、スポーツ

施設の改修と適正配置、各種スポーツ大会の開催

及び誘致、生涯スポーツの推進、各種合宿の誘致

・支援、ジュニアの育成・強化などとなっており

ます。

プロジェクトの成果指標といたしましては、合

宿受け入れ人数や新規冬季スポーツ大会の誘致数

を掲げております。

以上、重点プロジェクトの説明となります。よ

ろしく御審議いただきますようお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

高野美枝子議員。

〇７番（高野美枝子議員） ただいま説明いただ

きましたけれども、第１次総合計画に入っていな

かった重点プロジェクトでございますけれども、

今回入ってきたということではどういう意味を持

つのかということ、今考え方については説明を受

けたところでございますけれども、２年間でこれ

をやり抜くということなのかということを質問い

たします。

（２）の安心子育てプロジェクトでございます

けれども、安心して子供を産み育てることができ

る環境というのはどういう環境を目指しているの

かをお伺いいたします。

成果指標の中の基準値、目標値でございますけ

れども、３ ３％、目標値４ ３％、何を基準と

してどこの数字を、きのうの説明で２７年３月の

そこから拾ってきたということは理解できたので

すけれども、市民がこれを見て理解できる形には

なっていない。この３８％、４ ３％はどこから

出て、どういうふうな経過で目標になったかとい

うことをきちっとわかるように書いていただくべ

きだと思いますし、基準値のところの上段、就学

前が３ ３％、小学生になって２ ３％、小学生

になって低くなっている、その原因についてどの

ようにお考えかお尋ねいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） まず、私のほうから重

点プロジェクト、これを新たに位置づけた意図と

いいますか、狙いということでしたけれども、こ

の基本計画自体が今回２９年度から３０年度の２

年間ということで、先日来議論がありましたよう

に２年間となっておりますけれども、この２年間

でまず重点的に施策間で連携して取り組むものと

して設定をしております。新たにといいますのは、

さきの計画ではこういう重点プロジェクトという

のはなかったわけですけれども、ほかの自治体な

どを見ましてもこうして総合計画をつくるに当た

って、これ重点プロジェクトですが、名前は違っ

てもこういう施策間連携のプロジェクトを幾つか

設けている自治体が最近はふえてといいますか、

幾つもありまして、やはり従来は分野ごとでそれ

ぞれ目標をつくって、その中で施策を進めていた

わけですけれども、その分野ごとだけでは効果を

上げることが難しいですとか、あるいは分野を横

断して取り組むことでより高い効果を上げられる

と考えられる現状にあわせてのものが出てきたの

ではないかと思います。そういう意味で重点プロ

ジェクトというのを新たに位置づけまして、施策

間の連携をすることで幾つかの政策目標を達成す

るということを狙いとしていると考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 高野

議員からは、安心子育てプロジェクトのうち安心

して子供を育てることができる環境とはどういう
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環境かということで御質問いただきました。私ど

もといたしましては、子ども・子育て支援事業計

画の中でも、基本理念の中でも申し上げさせてい

ただいておりますが、ここで育って、ここで育て

てよかったと思えるまちづくりということで子育

ての目標として掲げさせていただいておりますが、

それを実現するという形がここで安心して子供を

育てる環境づくりだというふうに考えているとこ

ろでございます。

また、成果指標の指標項目についてのお尋ねで

ございました。これにつきましては、昨日もお答

えさせていただいておりますが、平成２７年３月

に策定をいたしました子ども・子育て支援事業計

画のうち、その際にアンケート調査をさせていた

だいております。その際に就学前児童の保護者の

方々 １４６人にアンケートを配布させていただ

きまして、６６０人から御回答いただいているの

と就学児童の保護者から １１９人配布させてい

ただきまして、５６７人の方々から回答いただい

ているということで、その方々の大変満足、満足

とした状況の割合を成果指標として載せさせてい

ただいているところでございます。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 大変

失礼いたしました。この内容につきましては、そ

れぞれ就学前と就学後のアンケートを先ほども申

し上げましたように保護者の方々の客体を分けさ

せていただいてアンケート調査をさせていただい

ているということから、就学前よりも就学後の方

々のほうが大変満足と満足とした割合が若干低く

なっているといった内容でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 重点プロジェクトの

２年間ということで、第２次総合計画では出てき

たわけですけれども、これは総合戦略そのまま３

点、この重点プロジェクトに移ってきたのかなと

いう感じがするわけですけれども、きのうから話

題になっています市長の公約とはどういうふうに

連携するのかということとやはり重点プロジェク

トということは、今最大重要なことをここに入れ

ていると思うのですけれども、きのうから言って

おります高齢者のことだとか、災害に対応すると

か、今緊急にやらなければならないところが入っ

ていないように思いますけれども、その点につい

て質問いたします。

安心子育てプロジェクトの件ですけれども、こ

こに育ってよかったと。その意味はわかりますけ

れども、今子供を産める状況でもないし、育てる

こともなかなか難しいという社会情勢を捉えてこ

れをつくっているのかということを質問したわけ

です。

それと、就学前と小学生に入ってから満足度が

違うということのこの意味です。どうしてか、そ

こまで検討して、数字はわかります。私も見てわ

かりますから。でも、ここのところにどういう意

識が、親として、両親としてどういう問題をはら

んでこういうふうになっているのかということを

捉えているかということをお尋ねしたつもりです。

先ほど基準値のパーセントに何人、 １４６人の

中の６６０人で３８％、やっぱりそこです。どこ

かに書いていかなければなかなか理解できないと

いうふうに思いますので、その点よろしくお願い

します。再度質問いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 重点プロジェクトに

ついて再質問いただきました。松岡参事監から説

明があったように、今回の重点プロジェクト、私

どもも庁内で随分各部局横断的にいろんな検討を

させていただいているということでありまして、

まさに施策を連携しなければ、あるいは庁内横断

的に検討しなければなかなか今の時代さまざまな

課題に対応できないということがありますので、

今回の重点プロジェクトの一つについてはそうい

ったところも含めて、施策間の連携を持って成果
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を上げていくという必要があるだろうという一つ

の視点がございます。

それと、もう一つについては、昨日のやりとり

の中でもお話をさせていただきましたが、先に総

合戦略というのをここは議会にもお示しをしなが

ら、あるいは市民の意見も聞きながら策定をさせ

ていただきました。ここについては、人口減少対

策に対して早急に喫緊の課題として取り組まなけ

ればいけないものについて盛り込みをさせていた

だいたということでありまして、今申し上げた２

つの視点から、施策連携という視点が１つ、もう

一つは総合戦略との整合性から、今回は３点のプ

ロジェクトをピックアップをさせていただいたと

いうことであります。

ちなみに、先ほど２年間の中でという話であり

ますが、それぞれのプロジェクトの目標値につい

ては総合戦略をスケジュールからこの２年間で達

成できるだろうという目標値を改めて設定をさせ

ていただいたということでありますので、２年間

の中でこの目標を達成し、さらには総合戦略は１

年先に進んでおりますので、さらに２年あると思

いますが、その２年については総合戦略に基づい

て進める必要もあるだろうというふうに思ってい

ます。ただ、時代の趨勢がありますので、そこに

ついてはＰＤＣＡを働かせながら、しっかりと見

直しをしながら進めていかなければいけないなと、

このように考えているところでございます。

御質問でいただきました３つ以外にも防災の課

題や高齢者の視点での取り組みが必要だろうとい

うふうに言われていました。私ども議員が言われ

るように防災の視点も大切だと思っています。特

に近年は大規模な災害が起きるという状況があり

まして、市民の皆さんも大変危機感を感じている

ということであると思います。ここについては、

重点プロジェクトの中には上げておりませんけれ

ども、基本目標の中に具体的な施策も含めて考え

方を示させていただいておりますので、その中で

しっかりと取り組みをさせていただきたいと思っ

ておりますし、高齢者についても同様に既に３０

％を超えるような状況になっているということで、

高齢社会でありますので、ここに対する対応も必

要であるというふうに思っておりますが、ここに

ついても重点プロジェクトには掲げてございませ

んけれども、基本目標の中でしっかりと取り組む

というところを今回の総合計画の中では盛り込み

はさせていただいているところであります。特に

課題としてのあらわれについては、きのう議論い

ただいた基本構想の中でも高齢化社会あるいは少

子化というところについて含めて課題として認識

しているということについてもあわせて表記をさ

せていただいておりますので、しっかりと取り組

んでいくというところがあるということでぜひ御

理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 成果

目標、成果指標の基準値等をどこから持ってきた

かということについての説明をさせていただきま

したが、内容的なことをというか、どこから持っ

てきたかということについて説明があるべきでな

いかという御質問だったかというふうに思います。

この後概要版等々をつくっていくという形になっ

ていくと思いますし、このプロジェクトにつきま

しては３つございますので、安心子育てプロジェ

クトだけではなくて、ほかのプロジェクトの数字

の持っていき方も含めて市民の方の説明の中でど

のような説明の仕方が一番わかりやすいのかとい

うようなことも含めて、わかりやすい説明の内容

について今後概要版の発行の際には検討してまい

りたいというふうに思っております。

また、就学前と就学後の数字が就学後のほうが

下がっているということについてどのように考え

ているのかということの御質問だったかというふ

うに思いますけれども、それにつきましては就学

後につきましてもこの下の基本計画事業の中にも

書かれておりますが、この基本計画事業を進めて
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いく中でこの目標値であります数字を達成できる

ように基本計画事業を進めてまいりたいというふ

うに考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 重点プロジェクトで

回答いただきましたけれども、緊急の課題である

高齢者の問題、災害の問題、これをやっぱり重点

プロジェクトに入れていくべきだというふうに思

います。先日も施設の問題出ていました。やはり

今すぐ解決していかないといけない。ここ２年で

何とかしていかないといけない。本当は１年で何

とかしていかなければ、市長の答弁にもありまし

たけれども、そういうところがやはり欠けている

のではないかということを思いますし、２９ペー

ジの下のほうに重点プロジェクトと基本構想及び

基本計画の関係ということで、人づくり、暮らし

づくり、元気づくりというふうになっています。

ここのところに図があるのですけれども、どうも

結びつかない。これで人づくり、暮らしづくり、

元気づくりにつながっていくのかというところが

２年でどこまでやっていけるのかということが本

当に不思議でというか、疑問でございます。安心

子育てプロジェクトの件につきましては、やはり

この２年でこれをどうやってやり遂げるのか。本

当に子供を産み育てることが今大変な状況でござ

いますし、就学前、就学後、小学生になってもこ

のような数字があらわれております。このことは、

やはり子育てが大変だということ、このまちで安

心して育てていけないということがこの数字にも

出ている。このまちで育ってよかったと、そうい

うふうに思えるために、２年間で何ができるかで

す。改めてお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） まず、重点プロジェク

トの関係でございますけれども、総務部長のほう

から御説明させていただきましたが、総合戦略の

ほうから引き続きに、連続的につながっていく。

しかも、それぞれの部局にまたがった政策的な連

携を行って戦略的に行うという、そこをまず考え

たときに出てくるということであります。決して

これが我々行政側としてこれをまずということで

は、これだけということではありません。当然そ

の上の基本理念の中で持続可能なまちづくり、そ

の中には少子高齢化の問題ですとか、仕事の問題

ですとか出ております。持続可能なまちづくりを

していく上で必要なものは何かという視点も設け

つつ、そこではやはり喫緊の課題として災害の問

題あるいは高齢者の問題、その部分を認識してお

りまして、それは別建てで個別の中で、あるいは

実施計画の中でやり切っていかなければならない

なと思っております。重点プロジェクトにおきま

しては、あくまでも施策間連携、一つの部局だけ

ではなくて違う部局と組み合わせることによって

より一層効果が発揮され、しかも２年間という時

限を設けて、そして目標値を設ける。ここを１つ

設定してというのが今まで私どものやり方より違

う形で進んでいるところであります。目標値を設

けるということで客観的な指標ができているとい

うこともありますので、ここを１つ鍵にしたプロ

ジェクトということであります。ほかの高齢者の

事業についてもしっかりと個別事業の中で組み立

てていかなければならない。これは、喫緊の課題

であるというふうに私どもも認識しているところ

であります。その中でも特に子育ての関係で今安

心して子供を産み育てるというところで御質問い

ただきました。一概に言いますと簡単にソフト、

ハードというふうに分けることも可能とは思いま

すけれども、むしろそういう分け方よりもそれぞ

れの子供をお持ちのお父さん、お母さんが今どう

いう問題を抱えているのか、いろんな部会の中の

やりとり、あるいは日常でのやりとりの中でも、

例えば子育てするのにも相談相手がいないですと

か、仕事、安心して預けられるような保育所がも

っと十分待機児童のないような形だったらいいの

に、いろんなお話聞いております。その辺はきめ

細かい形で今後進めなければいけないなと思って
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おります。

重点プロジェクトについてのコンセプトはこう

いうことなのですけれども、基本理念に基づいた

いろいろな施策というものが個別事業、実施計画

事業の中でさらにがっちりと練っていかなければ

ならないと思っております。その作業が非常に難

しい問題で、いろんなサービス、いろんな事業を

いかに段取りよくと言ったらあれですけれども、

順序よく、優先順位つけながらやらなければなら

ないと思っております。このあたりについては、

ちょっと時間を要しなければならないと思ってお

りますので、今回まだお示しすることはできませ

んでしたけれども、あくまでも重点プロジェクト

は施策間連携という形で進むという、そしてそれ

ぞれの個別実施計画の中ではさらに詳細な練り込

みが必要だという認識でこれからも取り組んでま

いりたいと思いますので、御理解いただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木寿議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 昨日から代表質問

あるいは一般質問、あるいは今高野議員のほうか

らも、ちょっと重複するかもしれませんが、まず

重点プロジェクトの考え方あるいはバックボーン

としての政策のあり方というふうなことで伺いた

いと思いますが、このプロジェクトを立てたのは

人が外から集まって、内の人も盛り上がって、活

気あるまち、名寄のまちづくりをつくると、こう

いうことが基本的なベースになっているのだと思

いますが、先ほども高野議員のほうからも総合戦

略の中で人口減少あるいは少子高齢化というもの

が確実にそのバックにあるわけであります。そこ

で、この総合戦略あるいは少子化対策で、その危

機感は共有をしていかなければならないと思って

おりますし、今までにあったような前例にとらわ

れないで、やっぱり実効性のある対策を施さなけ

ればいけないのでないのかなということで、例え

ば経済元気化あるいは安心子育て、それから冬季

スポーツの拠点化という３つのものを選んだと。

これは、やはり２年間でやり過ごす事業だという

ふうに今伺いました。

そこで、先ほど橋本副市長からもお話がありま

したけれども、職員は他部局と並行してその考え

をやっていくということでございますけれども、

やるに当たっては、自治体が取り組むに当たって

は、やっぱり職員がしっかりとプロジェクトチー

ムというものをつくっておかなければならないと

いうふうに考えているのですが、その考え方につ

いて１点伺いたいと思います。

それから、これを進めるに当たってはやっぱり

地方創生を担う若い者がどういうことでかかわっ

ていくのか。あるいは、先ほど来高齢者のことで

いいますと、例えば経済元気化においてもこのプ

ロジェクトを進めるに当たってバックボーンにあ

るのは高齢者がしっかりと元気で、あるいは生涯

現役で社会でやっていける、そういうスタイルと

いうのが後ろにあって初めてこういうようなもの

ができるのだと思っておりまして、高齢者の社会

というのは、高齢者が長生きするというのはやっ

ぱり自活であり、健康であり、あるいはそれに高

齢者の持った技術を生かす、こういうところから

始まっているのではないのかなというふうに思っ

ていますけれども、その高齢者のかかわり方、こ

れはプロジェクトに対して高齢者のかかわり方、

この考え方について伺いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ２点御質問いただき

ました。まず、今回のプロジェクトについては、

佐々木議員が言われるように総合戦略を背景に、

そこから持ってきているものでありますので、人

口減少社会の対応をする、あるいは少子高齢化に

対応していくというところを含めて、喫緊の課題

に対応するというところであります。したがいま

して、まず地域に人を呼んでくる、あるいは地域

にいる人を育てる、あるいは社会的増減、あるい

は自然的な増減もありますけれども、これらの対

応をするものとして考えてきたというところが１
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つであります。前例にとらわれずという形で今回

入れさせていただいたということでありますけれ

ども、これらの推進に当たっては議員が言われる

ように当然庁舎内でもこの推進に当たっての体制

をとらなければいけないと、そういう考え方をし

てございます。例えば既に冬季スポーツ拠点化プ

ロジェクトでいきますと、これは係の兼務という

形でありましたけれども、関係する部局の職員が

集まって業務に携わるような形もとらせていただ

いておりますし、ほかの取り組みについても必要

に応じてプロジェクトを設けたり、あるいは各部

局の中での連携を強めて推進をさせていただいて

いるところであります。今後の推進に当たっては、

より推進するに当たっては内部の体制もしっかり

と整えながら進めていかなければいけないだろう

と、そのような考えをしているということで御理

解をいただければと思っております。

もう一点、高齢者のかかわりということであり

ますが、実は総合戦略、これを進めることによっ

て、これは決してここにかかわる人たちだけでは

なくて、間接的、直接的も含めて市民皆さんの幸

せにつながっていくことだろうなというふうに思

っています。経済が活性化するということは、当

然そこに地域内が経済的に潤っていくということ

でありますので、市とすると市税が上がるという

ことでありますし、市民の皆さんに還元されると

ころがあると思います。子供がふえていくこと、

安心して生活できるということは、その周りの人

も含めて非常に幸せにすることだというふうに思

いますし、冬季拠点プロジェクトでいきますとま

さに地域の特性を生かしたものであります。そこ

で、人が多く、交流人口などがふえる部分もある

と思いますし、身近でそういうスポーツを観戦す

ることができますし、実際に子供たちを含めてス

ポーツに携われる部分もふえてくるだろうという

ふうに思っていますので、そういった意味ではこ

こに直接的にかかわる方だけではなく、広く市民

の皆様が恩恵があるという言葉はあれかもしれま

せんけれども、かかわってくる部分だろうなとい

うふうに思っております。そういった中で高齢者

の方についても、元気な高齢者の方もそうでない

方もおられると思いますけれども、それは直接的、

間接的に恩恵を受けられる部分もあると思います

し、元気な方については直接にかかわっていただ

いて、長年積み重ねた知見などを含めて、あるい

は技術などを含めて御協力いただく場面も多々あ

るというふうに思っておりますので、そういった

部分での高齢者のかかわりというのも十分あるだ

ろうと、そのように考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 今答弁をいただき

ました。かかわりについては、やはり先般もどな

たか質疑がありましたけれども、人が集まってく

る、そして地元も盛り上がるという部分ではちょ

っと欠けているかなというふうに思っているので

す。それは、しっかりとした実効性あるものをや

るためには何か考え方があって、やっぱりそうい

うようなものはやらないと本当のプロジェクトに

ならないと思います。特に定住対策を行っても一

時的な金銭だけではだめだと私は思っているので

す。それは何かというと、やっぱり住民もそうや

って受け入れる気持ちがあって、そこで一緒にな

って生活をしましょうと。名寄はいいぞと、こう

いうものがなければ、住民が本当にそういうふう

に受け入れがないと来た者が全然おもしろくない。

そこで、それをやるのはやっぱり職員もしっかり

としたそういうような受容性といいますか、受容

力といいますか、そういうものがないとだめだと

思っているのです。やっぱりそこがお金ではなく

て本当に来る気持ちだと思っていますし、この３

つのプロジェクトを通じてそれが実効性あるもの

に行くのだと私は考えておりますけれども、その

辺の考え方、それをまず伺いたいと思います。

それと、きのう、おとついか、社説で、地方創

生を担う若い力を育てるには大学が自治体や地元

企業と協調した現場主義の教育を通じてまちづく
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りのノウハウを学ばせることが大切だというふう

な社説があります。これについての考え方も伺い

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 総合戦略にかかわって、

これが本当に職員あるいは市民の皆さんの思いと

してしっかりと浸透していくことで初めてプロジ

ェクト化していくのでないかと。もう議員のおっ

しゃるとおりだと思います。この議論は、決して

唐突に出てきたわけではなくて、先ほどからお話

があったとおり、地方都市にあってはこれ人口減

少して地方がなくなるのではないかという大きな

危機感からこの総合戦略というのはスタートして、

それぞれの自治体において短期間でありましたけ

れども、我々は総合計画につながっていく議論に

なりましたけれども、市民の皆さんといろんな知

恵を出して５つの重点項目を打ち出して、その中

の抽出した３つを今回重点プロジェクトとして上

げていると、こういうことであります。しっかり

議論はしているし、市民の、あるいは職員の皆さ

んにもそれなりの浸透はしていると思いますけれ

ども、議員がおっしゃるとおりまだまだそれが本

当に地域のものになっているかということについ

ては不十分な部分があるかもしれません。これは、

今回総合計画を策定して終わりではなくて、今後

総合計画を改めて具現化し、またそれをよりよい

ものにしていく作業が必要だというふうに思って

いまして、このことは今後わかりやすい総合計画

を今ダイジェスト版でつくっていく。このことに

よってさらに重点プロジェクトが、あるいは総合

計画そのものの一つ一つの計画が大事だというこ

とを、あるいはこの計画をやることによってこう

いうまちづくりを進めていくのだということを市

民の皆さんにわかりやすくお伝えをしていき、ま

た常にその計画をもとに対話をしていき、政策を

ブラッシュアップしていくと。このことが大事だ

というふうに思っていまして、引き続き総合計画

を一つの道しるべとして市民と行政と、あるいは

議員の皆さんとも含めて協働のまちづくりを進め

ていきたい、そのように考えております。

大学とまちづくりのかかわりというのは、非常

に大事だというふうに思っていまして、これは総

合戦略の中の一つの柱として大学を生かしたまち

づくりということで、大学生がいかにこの地域に

かかわっていただいて、そして地域の中で活躍を

し、またそのことによって地域に定着をしていく

か、このことが名寄市にとって大きなまちづくり

に資するということは私も重々承知をしておりま

すし、そのことを総合戦略あるいは今回の総合計

画の中でも一つの計画の中にしっかりとしたため

ているつもりでありますけれども、重要な視点だ

というふうに思っていますので、引き続きこの大

学が地域を育て、そして地域が大学を育てていく

好循環をしっかりとつくっていきたいと、このよ

うに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） ありがとうござい

ます。市民も行政も本当にしっかりタッグを組ん

で進めていかなければならないというふうに思っ

ていますので、せっかく上げた立派なプロジェク

トの重点の目標、それが達成できないということ

になると、せっかく選んだ３つ、これが達成でき

ないということになると、将来の総計に大分影響

してくるのではないかなというふうに思いますの

で、ぜひ進めていただきたいと思います。

先ほど職員のプロジェクトについての考え方ち

ょっと伺っていないのですけれども、やはり住民

がまず前に立つというよりも職員が本当に地域の

あり方、生きざまをしっかりと捉えたことをまず

踏まえて、それでそれぞれの課題に向けたプロジ

ェクトチームをつくって進めていくべきではない

のかなというふうに考えていますけれども、その

プロジェクトチームについての考え方について伺

いたいと思います。それで終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 貴重な提言をいただ
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いたというふうに思っております。今市長の答弁

の中でもこのことをしっかり進めるという答弁が

あったと思いますけれども、それを推進する体制

についても当然必要だと思っておりますので、ま

ずは各部局そのものの体制が十分かという検討も

あると思いますし、施策横断的にプロジェクトと

いうところもあるというふうに思いますので、こ

こについては事業を進めるに当たって必要な体制

について十分配意をしてまいりたいと考えており

ますので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） 先ほどの高野議員の

質疑の中にもありましたけれども、関連して幾つ

かお聞きいたします。

（２）の安心子育てプロジェクトですが、先ほ

ど来議論が交わされている中では、安心して子供

を産み育てることができる環境をつくるための重

点プロジェクトというふうに捉えております。こ

の環境を充実させるための分析については、具体

的に基準値も示されておりますので、この数字の

示すとおりだと思うのですけれども、もう一度確

認させていただきますが、基準値の３ ３％が小

学生の親御さんにとっては２ ３％になっている。

この低下をどのように分析されたのか、その分析

の中身について一度お聞きしたいと思っています。

それから、２点目なのですけれども、成果指標、

２年間で目標値を具体的にこの数値にするという

ことで出ておりますので、この成果指標を見せて

いただきますと子育ては小学生までという受けと

め方もできるのかなというふうに思っています。

この重点プロジェクト、２年間で目指すところの

子育ては小学生までを想定してのプロジェクトと

して受けとめることが妥当なのかどうか、子育て

について見解についてお聞かせいただきたいと思

います。

以上２点、お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時４０分

再開 午前１０時４３分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 示しています指標の

中で小学校が２ ３％、低いという状況で、この

２年間の中で１０％上げるということであります

けれども、２５年度の調査ということで、例えば

学校施設、南小が改築前であったり、児童クラブ

も今整備をしている途中でありますけれども、東

地区にも設置をするという、そういうところがで

きていなかったということで、やっぱり満足度と

いうのは低かった部分があるのかなというふうに

考えています。そういった面では、東小学校の開

設であったり、南小学校の改築、さらには風連中

央小学校については今実施設計に取りかかってい

るところですけれども、そういった施設整備も含

めていきますと、満足度も今後上がっていくかと

いうふうに考えているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 子育ての概念と

いうことでありますけれども、ここでいう重点プ

ロジェクトにつきましては就学前と小学生までと

いうことで集中的に取り組むということでござい

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） まず、基準値につい

てのことについてはお知らせいただいたこと、そ

ういうところはおおよそ想像できるかなというと

ころでありますので、了解いたしましたけれども、

アンケート調査について２５年に行って、そして

この基準値が示されて、そして分析がなされて目

標値が設定された。そして、２年間でこの目標値

が達成できるように基本計画の事業が組まれてい

る。その２年間の取り組みの中で、既に東児童ク

ラブですとか、学校の施設整備ですとか進められ

ておりますので、この目標値に対して改善される

希望を大きく持つところではありますけれども、
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ハード面が充実したからソフト面もというところ

にとってそれが具体的な目標値になってくるのは、

少し２年間という期間はどうなのかなというふう

に思っています。今回の総合計画の基本理念の大

きな３つの理念のうちの一つ、人づくりの出発点

がここにあるのかなというふうに思っていますの

で、この目標値の設定について具体的にどのよう

な計画で目標値を設定されたのか、ハード面のこ

と以外のソフト面のところでの目標値の設定の仕

方についてお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ハード面の話をさせ

ていただきました。これは、ソフト面も含めて満

足度を高めて、到達していきたいという思いであ

ります。それが正式な分析結果に基づいての最終

的な到達目標ではありませんけれども、これにつ

きましてはこの２年間に限らず、今後将来にわた

ってやっぱり満足度を上げていくという、そうい

ったことが大切だというふうに考えているところ

であります。

基本目標の中にもありますけれども、ソフト面

でいけば小中学校教育の充実の生きる力を育てる

教育の推進の中では４つの基本事業を掲げており

ます。そして、この中では知、徳、体、バランス

のとれた子供たちを育てるということであります。

学力状況調査であったり、体力調査、これ全国の

指標について出されていますけれども、そういっ

たものをしっかり統一基準でありますので、やっ

ぱり目標を持って取り組むことが大事だというふ

うに思っています。学力だけでもだめだし、体力

があるだけでもだめですので、先ほど言いました

ようにバランスのとれた子供たちをいかに育てて

いくか、それも学校だけの取り組みでは大変難し

いというふうに考えておりますので、研究所であ

ったり、教育改善プロジェクトがつくっています

家庭で取り組む７つのポイントを家庭と、さらに

は地域としっかり連携を図りながら取り組んでい

くことが健やかな子供を育てることができるかと

いうふうに考えています。そういった連携した取

り組みの中でいけば、保護者の方も子供の小学校

に対する子育ての満足度も上がっていくだろうと

いうふうに思っているところであります。

また、社会教育では、体験であったり、触れ合

いする事業を行いながら、学校だけではなくて学

校間、地域を超えた子供たちと交流できる。その

中で自立や自主性、そういったことを養うような

事業も行いながら、地域全体で子供を育てる。そ

ういった環境をつくって、その子供たちが将来名

寄にとどまる方もいますし、名寄から出る方もい

るかと思いますけれども、それぞれの場所で活躍

できる、そういった子供たちを育てていく、その

ことが一定的な満足度にも上がっていくかという

ふうに思っていますので、御理解をお願いいたし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 教育委員会教育部長

としての立場で御答弁いただいたと思っています。

安心して子供を産み育てることができる環境、特

に子供を育てる環境ということにつきましては、

今丁寧な御答弁いただきました。その中身をしっ

かり進めていただけると思っておりますし、その

ことで目標値が達成の方向に近づいていくという

ふうに思っているのですが、それを受ければ余計

に先ほどの子育ての概念について、この２年間の

重点プロジェクトは２年間ということであるので、

小学校までという概念をお示しいただいたとは思

うのですが、義務教育１５歳まで、小中学校とい

うことにかかわって、その概念についてどのよう

な協議がなされて小学校までを想定されたのか、

そこのことについて再度お聞きしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど来お話しさせてい

ただいておりますように、まず人口減少に伴って

子供、子育てということが非常に大きくクローズ

アップをされて、とりわけ就学前から小学校にか

けてどういった子育てしやすい環境をつくってい
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くかということが直接出生率にもつながっていく

問題であるし、ここを国のほうとしてもしっかり

としていくということでの子ども・子育て新制度

の立ち上げがあって、それを受けて名寄市におい

ても平成２５年度末に名寄市版の子ども・子育て

会議をつくってそれぞれ就学前、小学校、中学校

もとったかな、アンケートを実施をして、今の課

題を抽出をして、これはやっぱり喫緊の課題であ

るというふうな捉えをして、総合戦略にものせさ

せていただいて、まずはここを重点的にやること

で子供、子育ての環境をしっかりつくって、子供、

子育てしやすい、それがしっかりと若い人たちの

安心した定住につながっていくということでお示

しをしたものでございます。その後の教育という

ことに対しても当然これ大事なことでありまして、

人づくりということを今回の総合計画の一つの大

きな理念の柱にでもうたっておりますので、そこ

を決してないがしろにしているものではなくて、

そこは継続的にしっかりと教育の分野でもお示し

をしているところでありますけれども、今回の重

点プロジェクトに関してはとりわけそこの人口減

少の中でいかに喫緊の課題にしていかなければな

らないかというところをピックアップをさせてい

ただいて、お示しをさせていただいているという

ことでの戦略だということで御理解いただければ

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 朝から今３人の議員

からそれぞれ質の高いいい議論をしているなと思

って、大変勉強になっておりますけれども、私も

多少関連しますけれども、二、三お尋ねをしたい

と思います。

答弁にもありましたとおり、この３つの重点プ

ロジェクトについての位置づけについては足らざ

るところもあるような気がいたしますけれども、

とりわけ３つというふうにピックアップしたのは

地方創生あるいは総合戦略絡みでという認識で受

けとめているのですけれども、しかし大体主な基

本計画の事業、それぞれ市役所庁内全体をも横断

的に関連する事業が基本目標にもこれまでも関連

するものがほとんどなのですけれども、そこで特

にこの３つを重点的にというところで、いずれも

ハード、ソフト含めて財源によるところが非常に

大きいわけです。あるいは、先ほど佐々木議員が

言ったようにいろいろイベントをたくさんやった

り、政をやったりということでは、それを支える

市民、市役所の、民間レベルの大きな力がないと

これは成り立たないという市長の答弁もあったよ

うな気がするのですが、国や道を含めての関連メ

ニューを想定をしたものもかなりこの中にあるの

ですが、どうしてもそれは単独財源をそこに充て

るということも当然出てくるわけですが、基本目

標、これから基本目標の議論をしていくのですけ

れども、この後。重点プロジェクトとのいわゆる

一般財源の活用の基本的な考え方について、１つ

まずお聞かせをいただきたいというふうに思いま

す。

それから、今前段佐々木議員から触れたとおり、

私もこのとおり目標は割と謙虚な目標だなと受け

とめているのですが、遠慮しているのかなと、も

っと高目の数字を２年間の中で力を入れてという

かと思いましたけれども、その目標の定め方につ

いて、例えば経済元気化プロジェクトでゼロが２、

あるいは１件が２件というところあたりについて

だとか、先ほど山崎議員なんかも言っておりまし

たけれども、意外と謙虚なのかなという感じがし

ているのですけれども、ハードルを低目にした、

高目にしたという基準はそうないのでしょうけれ

ども、そういう意気込みについて余り感じられな

いなという感じがしているので、お聞かせをいた

だきたいというふうに思っています。

３点目は、一番どれを実行するにも佐々木議員

が本当にいいところをついたなというふうにも、

この重点プロジェクトが成功するかしないかとい

う、最終的に市民判断がそこに出てくるのですけ

れども、総合計画全体の中では２年、その後総合
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計画は８年ということになるのですけれども、構

想的には。その後に尾を引くのか、本当にそこが

ばねになってエンジンになっていくのかというと

ころあたりは非常に重要な位置づけのまた２年だ

というふうに考えているのですが、成功に導くと

きにはもちろん市長なり市役所、あるいは市民や

民間団体、関連する団体が文字どおりしっかりど

う浸透して末広がりでそれを支えることができる

かというところあたりについては、例えば全国大

会、スキーだとか、いろいろイベントもたくさん

想定をされたりなんかするのですけれども、冬の

スポーツでは。なかなか現状は本当に土日もない、

休みもないということで、これもトータルとして

段取りする人たちが高齢化をしているということ

なんかでは非常に不安感も、またそこに人材を育

成あるいは後継者を育てていくということでいく

とまだ重要な心配の種も残っているわけなのです

が、それをどう具体的に展開をしながら、これは

行くのだぞという気概が余り伝わってこないので

すけれども、具体的な施策等についてお聞かせを

いただきたいと思います。

それから、具体的なことで３０ページのほうの

基本目標にもありますけれども、国が特に求めて

いる民間の活用なんかで指定管理者制度の活用や

ＰＦＩの検討などについても２年間の中で新たな

ことを言っているのだろうと思うのですけれども、

具体的なイメージが少し伝わるようにお聞かせを

いただきたいというふうに思います。とりあえず

それです。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 私のほうから、まず最

初の財源の関連するところでございますけれども、

基本的には名寄市の財政これから非常に厳しくな

るだろうというふうに考えております。交付税の

話もありましたし、それから起債も適正に管理し

なければならないということであります。これに

出ている基本計画事業を進めるに当たりましては、

まず特定財源あるいは国、道、またほかの団体の

事業もございますので、そういった特定財源を掘

り起こししていくということがまず大事かなと思

っております。そうすることによって地方負担額

が少しでも圧縮できると。その中で、次には一般

財源をどういう形で投入するかということであり

ますけれども、こちらにつきましても将来にわた

りましてこれが実効性のあるもの、後から効果的

にきいてくるもの、あるいは緊急の課題、まず段

取りよくやらなければならない部分、そういうよ

うな優先順位があると思いますので、そこはしっ

かりと見据えながら進めなければならないなと思

っております。なかなかたくさん基本計画事業あ

りますので、特財の掘り起こしについてはいろん

な面から見なければならないかなと思っておりま

す。

それから、目標値の設定につきましてですけれ

ども、低く設定しているということは考えており

ません。ただ、高過ぎてもいけないということで

あります。あえて先ほどの質問の中にもございま

したけれども、目標値を設定するということは行

政側にとってハードルを１つ設けるということで

あります。ただ、我々の能力をはるかに超えたハ

ードルだと、これはちょっと実効性がない。あく

までも実効性があるものか、少し手を伸ばして何

とか達成できるのだろうというような、そういう

ようなコンセプトでこういった目標値を設定して

いるというところであります。

それから、それぞれこのプロジェクトを進める

に当たっていろんな関係団体の方の御協力なしに

はこれ進まないものというような認識していると

ころであります。市の考え方を丁寧に説明してい

くことが大切かと思いますけれども、市民の、あ

るいは関係団体のところでどういったことがない

とこれが進められないのだ、どこが団体にとって

のハードルになるのだと。ここら辺が非常に大き

な鍵になるかと思っております。質問前後して申

しわけありませんけれども、それぞれの団体の中

でかなり作業的にも繁忙期迎えていたり、それか
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ら日々の業務に追われている団体もある。あるい

は、高齢化に伴いましてなかなか役員がなり手が

ないですとか、いろんな課題を抱えている団体が

あるということに認識しております。職員のほう

とも相まって、ここが大きな課題、いかに団体の

持っている課題を解決しながらこのプロジェクト

を進めるか、これがプロジェクトを成功させる、

させないの大きなポイントになるかと思っており

ます。これは大事なところですので、それぞれの

担当部局、それからこれは重点プロジェクトです

ので、横断的にやりますから、恐らく私どものほ

うでもリーダーとなる者を設定して、そして進め

ていかなければならないなと思っております。そ

ういうものを含めて、この２年間の中で目標値を

達成できるように頑張ってまいりたいと思います。

それから、済みません。１つ抜けておりました。

ＰＦＩ、公民連携の関係であります。こちらにつ

いて、特にこうだというものは今想定はしており

ませんけれども、町中、中心市街地の再開発等に

おきましても提言いただいているという事実ござ

います。これは、どういうように進めるかという

のは非常に大きな鍵であります。官民連携という

ことでありますので、官には官の強み、民には民

の強みがあると思います。それが相まってという

ことでありますから、いたずらにこれを用いてコ

スト圧縮だとか、そういうことではないと思いま

す。それぞれの持ち分が専門性生かしながら、よ

りいいような形になるということで想定しており

ます。特定の事業ということでは今のところござ

いませんけれども、経済元気化プロジェクトの中

でございますので、例えばですけれども、農産物

の扱い等につきましてもこういうような官民連携

ということは非常に大きな役割を果たすものでは

ないかなと思っております。ちょっと具体的なと

ころまでは申し述べることはできませんけれども、

お互いの強みを生かしながら進めるということで

の設定になっております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） まず、財源の関係で

す。副市長御答弁いただいたとおり、最優先はも

ちろん国等の財源をしっかり特定財源を見つけ出

してということでしょうから、そのためにもまた

松岡参事監も名寄に来ていただいたのではないか

と思っていますので、強く御期待申し上げておき

たいと思いますが、いずれにしても一般財源かか

わり抜きでは重点というふうにつけるぐらいです

から、一銭も出さないでということではないので

すが、お聞きしたいのは重点プロジェクト、そし

てこの後審議で基本目標５つ、それぞれが個別事

業想定をされるものは重要なものばかりで、この

重点も基本目標もトータルとして私の認識は余り、

力は入れているなということでの３大、あるいは

総合戦略の中にこの３つを関連しているのだとい

うことでの理解はいくけれども、トータルどれも

これも重要なことだというふうに思っているので

すが、やっぱり一般財源の使われ方について、重

点だから他を制して重点に回すという基本的な考

えがあるのかどうか、どれが正しいかどうかとい

うのはわかりませんけれども、どれだけ効果を出

せるかという、また効果の判断もそこにあるので

しょうが、一般財源の基金もかなりしっかり丁寧

に市民ニーズも見ながら、見て配分をしていかな

ければならぬということなのですけれども、その

辺についてのめり張りをどのように考えているの

か、改めてお聞きをしたいと思います。

目標値についてはわかりました。低くもなく、

高くもなく、実効性が高まるようにということで、

一般的なお答えですけれども、よろしいのかなと

いうふうに思うのですが、市民の支え、民間の団

体の支えについては、私これ一番重要なところで、

大きな課題ではないかと思います。スタッフがど

この作業、業種関係なく、非常に高齢化をしてい

るということで、限界もある時期に来ているよう

に話もいろいろ、スキーなんかでもたくさん大会

来ることはみんな喜ぶけれども、それを実質的に

雪の上でしばれる中で支えるというのは容易でな
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いという声をどんどんいただくのですが、ちょっ

とこれからＰＦＩの作業の中でそれをどうカバー

していくかということでは、かなりそういう面で

は職員に対する負荷というのも過剰なものが想定

をされるような気がするのは、今も現在も部課を

超えながらイベントとか、まちのにぎわいづくり

では先頭になってやっていることについては目に

ついて、本当に敬意を表するのですが、この重点

化に基づいて、先ほど答弁でいろいろ調整して時

間休憩とりましたけれども、文字どおり部課を超

えて来春この計画に基づいてプロジェクトが見え

るようにということですから、既存の組織を抜本

的に変えながら、スタッフを配置していくのかと

いう人事の関係は直接私のところの管轄ではない

ですけれども、当然そういう連動したものになっ

ていくのかなという、そういう基本的な考えとい

わゆる職員の心身ともに伴う過度なロードワーク

などについても数年間国のいろんな制度、施策の

変更が非常に激しくて現場も苦労も多いと思うの

です。その中におけるさらに負荷をかけなければ

ならぬという状態との関連性についてを改めてお

聞かせをいただきたいと思います。

この２年間の中の限定つき、時限で重点的にや

るということですが、国のかかわり、政治のかか

わりとか政策のかかわりは全く無視できないとい

うふうに思うのですけれども、それらについての

関連性や展望について、特に財源の問題等につい

てもう少しさっきの１番目の関係について補足答

弁をいただければというふうに思いますので、よ

ろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 財源についてでありま

すけれども、重点プロジェクトのたてつけ自体は

部局横断ということでありますので、そしてこの

重点プロジェクトそのものが総合戦略のほうから

連続性つくって出てきているということでありま

す。もとをたどればまち・ひと・しごと創生総合

戦略ということでありますので、いわゆる稼ぐ力

というのが１つ鍵になるかなと思っております。

それで、特に経済元気化プロジェクトあたりはそ

のあたりを意識してということでありますので、

一般財源を投資して、それが将来稼ぐ力となって

はね返ってくるのかどうか、このあたりの設計も

踏まえてよく見なければならないなと思っており

ます。

それと、この後であります個別のいろんな事業

がありますけれども、これもどれも大事な事業で

と言ってしまうとそれで終わってしまうことにな

りますが、ここもある程度優先順位つけなければ

ならないというのが実情であります。これは、個

別事業、それからこれから中期財政計画つくるわ

けですけれども、予算の制約というのはどうして

も避けられない問題でありますので、そこをカバ

ーするための手段として特定財源からのお話しさ

せていただきましたが、重点プロジェクトである

からまず最初の投資としてここにやるのだという

考えでは今ありません。重点プロジェクトで一般

財源投入するとしても、それは将来にわたってこ

ういう効果があるのだという時間軸を見ながら重

点プロジェクトをつくらなければならないなと思

っております。その一方で、実施計画の中ではそ

れが今の課題に対して緊急性のあるものなのかど

うなのか、優先順位、ここはもうしっかり議論し

なければならないと思っています。一般財源の投

入については、ハーフハーフというか、五分五分

とは言いませんけれども、それぞれコンセプトが

ありますので、それに従った形で十分ここは議論

しなければならないなと思っているところであり

ます。

それから、それぞれの団体が忙しいということ

と、それから市の職員も大分忙しくなっていると

いうところでありますけれども、実情私も庁舎内

夜残っておりますけれども、なかなか職員帰って

いないという状況も見ております。国のほうの施

策も変わる回数が割と頻繁になっている。特に２

階の健康福祉部サイドあたりは法令解釈も難しく
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なっておりますし、非常に難しい局面を迎えてい

るなというふうに思っております。言いかえます

と、国の施策が今後恐らく少子高齢化社会等に対

応するような形も踏まえて、スピードがだんだん、

だんだん早くなってくるというようなことを想定

しているところであります。そうなりますと、職

員のほうがどのぐらい頑張らなければならないの

かというのは非常に大きな問題で、一番いいのは

その変わっていく形に対応できるだけの研修制度

できっちりと職員のほうに力つけていただくとい

うのが一番いいのですけれども、なかなかそれも

これだけ変わっていて難しい状態であります。と

なりますと、専門的な見地からアドバイスをいた

だける人材ですとか、いろんな方法を考えなけれ

ばならないと思っています。重点プロジェクト、

これだけ横断的なものを構えて、しかもそれぞれ

の団体と協力しながら進めなければならないとい

う、その面では非常に難度の高いものでもあると

いうふうに思っておりますので、これは職員のほ

うともどこが大事なのかというのをもう一つ議論

させていただきながら進めなければならないなと

思っております。ちょっと視点は変わりますけれ

ども、やはり職員の能力をどういうふうに向上さ

せていくのか、これはこれだからやれという形で

はなくて、職員それぞれがこういうことなのだよ

ねというビジョンを持っていただけるような、そ

ういうような仕組みづくりも大事なのかなと思っ

ておりますので、そういう形で進めさせていただ

きたいなと思っております。

それから、行きつ戻りつして申しわけございま

せんけれども、財源についてはやはり特定財源が

鍵にはなりますので、これは国の、あるいは道、

ほかの団体も含めて情報、これアンテナ高くして

やらなければならないと思っております。その上

で一般財源をどこに投入するのがベストなのか、

そのときだけでなくて遠い将来、近い将来も踏ま

えて、これがこういうような回収、投資して回収

という、ちょっと行政用語とは違いますけれども、

そういうような視点も持ちながら進めなければな

らないなと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 任期の問題、先ほどから

お話がありますけれども、総合戦略自体もこれは

平成３２年３月までの５カ年の計画ということな

のですけれども、目指すべき目標は２０３５年、

２０４０年の人口をどこまで持っていくかという

ことで、その中で今５年間をどうしていくかとい

うことの戦略をつくって、こういうような流れで

人口をできるだけ緩やかに歯どめをかけていきた

いということであります。今回総合計画もそれに

あわせて総合戦略を包含する形でこのプロジェク

トも設置をさせていただいておりますけれども、

市長の任期に合わせて前期計画を２年、そして４

年、４年というふうにさせていただいたという経

過もありまして、今回のこの計画は２年というこ

とで、確かに短いという御指摘はあるかもしれま

せん。しかし、これはだからこれが今後も重要だ

ということであれば、次の中期の計画の中でもこ

の計画が当然継続されるものはされていくのでし

ょうし、新たにこれ以上にもう少しこうしたほう

が人口減少歯どめが、あるいは今の名寄市にとっ

て大切なものだということであればそこにまた重

点プロジェクトとして２年後に加わっていく可能

性というのは当然あると思いますので、そこはま

た改めてそのときの審議会、あるいはまた議会の

議決も必要なので、そこの議論の中で新たな計画

が取捨されていくということになろうかというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 人口要件の関係の推

移、ここ２年、１０年というよりも２０３５年、

２０４０年という総合戦略あるいは地方創生の関

係の考え方も出されましたけれども、私はこの２

年なり総合計画１０年の重みというのはそれ以降

の先の話以上に非常に重要な時期だというふうに

思っているのです。それは、皆さんもおっしゃっ
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ているとおり超高齢化の域に達して下がり勾配に

なる時期、あるいは本当に安心して子供を産み育

てることができるような環境をつくれるかという

のは、この５年なり１０年にかかっていると思う

のです。そのスタートはこの２年だということな

のですけれども、それだけにやっぱり少子高齢化

に対する重点的な、政策的な考え方についてより

鮮明にしていかない限り、その後のなだらかに落

ちていくところはやむを得ないところなのですけ

れども、非常に大事な時期だというふうに思って

いますので、それはしっかりやっていただくので

すが、予算の配置の仕方については今副市長お答

えいただいて、少し安心しましたけれども、もと

もと経常経費率八十数％から９０％近いところに

あって、使える金というのはそんなに限られてい

るのです、何ぼ加藤市長といえども。そして、こ

の重点、少ない金を基本目標たくさんの事業、施

策を置いて、ここに優先的にという判断はしてい

ないということでありますから、改めてもう一回

市長の口からお答えをいただきたいと思うのです。

もう一つは、市長任期の関係で、これはＡ市長

であろうとＢ市長であろうと一定程度拘束をされ

ていくのですけれども、総合計画に。現加藤市長

はあと１年半です。ちょうど１０年といいながら

も、任期に合わせたといいながら、ある面では説

明のつかない組み立てであることも間違いないで

すね。それは、継続してどなたがやるか、どのよ

うな人が選ばれるかというのはわかりませんけれ

ども、その辺については小さな素朴な疑問なので

すけれども、きのうの議論の中で少しやり忘れて

いる部分がありましたので、お答えいただきたい

と思います。

ぜひもう一度松岡参事監、特定財源をとるだけ

に来たわけではないでしょうけれども、いわゆる

名寄市の企画全体を扱われるということでは期待

も物すごく大きい。私も期待をしておりますけれ

ども、一般質問でも申し上げましたけれども。具

体的にこんなことを、当面のこと、この一、二年

の中でこれは可能性があるぞという明るい話、話

題があれば少しこの間より時間たっていますので、

お聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 予算の関係についてお話

がありまして、まずは全ての政策において特定財

源を確保する、あるいは有利な財源をしっかりと

担保していくということはもう大前提でありまし

て、このことをしっかりとやるということは我々

の、与えられた職員の責務だと思います。その中

でこの重点プロジェクト、あるいはそれぞれの政

策、重点プロジェクトだからといってここを優先

的につけるということでは全くなくて、先ほど橋

本副市長からお話あったとおり、より費用対効果

を含めて効果的な施策をしっかりと財源を確保し、

つけていくということに尽きるのだろうというふ

うに思います。そのような形の中で具体的には予

算査定の中で政策の優先順位をつけていくことに

なろうかというふうに思います。

市長任期連動の考え方について、改めてお話が

ありましたので、これ私ということでなくて、私

のこと嫌いな人もいっぱいいるだろうから、そう

いうふうになるとちょっと語弊があると思うので、

例えばやっぱりいろんな人が市長をやっていて、

この政策ではだめだということで新たな市長さん

が出てきて、選挙を戦ってその方がなったとする

と。そのときに政策を打ち立てていくわけだろう

し、その政策は場合によっては基本計画の概念に

抵触するような、抵触するというか、概念を変え

ていかなければならないような施策もあるのかも

しれない。そこは１年間なので、任期からずらし

て１年間議論をする期間を設けて、打ち立ててき

た公約なり施策がどのようなものなのかというの

は、当然これはまた総合計画の市民委員会を立ち

上げるわけですから、その中で皆さんに改めて御

議論いただいて、しかも議会議決なわけです。議

会議決をするわけだから、そういうしっかりとし

た手続を踏んで行っていくと、こういうことにな
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るのです。今回地方自治法の中で総合計画の義務

がなぜ外れたかというのは、これは総合計画の形

骸化があったわけです。これは、総合計画といい

ながらも予算に関係のないところでべたっと張り

ついているのではないかと。このことに対して国

は提言をして、しかし議会とかでそれぞれの地域

で総合計画のあり方についてよく議論して、その

中でつくるものに関してはやぶさかでないと、こ

ういう話でありまして、そこはより市民の皆さん

にわかりやすい、機動的な、また実効性の高い総

合計画にしていくというためには、私はやはりこ

こは任期を連動させていくことが市民の皆さんに

わかりやすい計画になるのでないかということで

改めて提案させていただいているところでござい

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 何か明るい話題をとい

う御指名がありましたので、１点申し上げますと、

御承知のとおり昨日国のほうでは第２次の補正予

算の審議が終わりまして、成立をしております。

報道等で余り予算の中身の報道はなかったのかな

と思いますけれども、１つ地方創生関係で重要な

ものといたしましては、地方創生の拠点の整備交

付金ということで９００億円、これまではソフト

が中心でしたけれども、ハードの交付金が成立を

しております。これは、非常に画期的なといいま

すか、最初に報道が７月末か８月の頭ごろに出た

ときに本当かと確認したときに、これはもう本当

にやると。調整も済んでいるということでしたの

で、その辺からちょっと中身の精査ですとか、検

討は始めてもらっていますけれども、今後予算が

通りましたので、交付要綱が出てきまして、申請

という流れに行くと思いますけれども、ここで何

か当然地方創生絡みで名寄市においても申請をし

て、採択されればこれは貴重な特定の財源となり

ますし、そしてハードは今回で恐らく最後ではな

いかと言われておりますけれども、当初予算の要

求でもまた従来型の地方創生の交付金、だんだん

制度要件の緩和ですとか、改善はこの１年、２年

状況を見てされていくとは思いますけれども、引

き続きそういうものを持っていきますということ

で、明るいといいますか、１つそういうトピック

があるということと今後とも息の長い話として地

方創生、だんだんと取り上げられる濃度なんかは

変わってくるかもしれませんけれども、引き続き

こうやって国としても取り組んでいるということ

ですので、私としましても今の立場からそういっ

た情報ですとか、あるいは制度を見て財源の確保

といいますか、名寄市にとって必要なものを実現

するために何ができるかということをしっかり考

えていきながら取り組んでまいりたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で重点プロジェク

トについての質疑を終結いたします。

次に、基本目標Ⅰ、市民と行政との協働による

まちづくりについて審査いたします。

説明を求めます。

臼田総務部長。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） それでは、基本目標

Ⅰ、市民と行政との協働によるまちづくりについ

て概要を御説明申し上げます。

別紙計画書案の３３ページから５０ページにか

けての記載となってございます。初めに、３３ペ

ージをお開きいただきたいと思いますが、ここで

は基本目標Ⅰの施策の体系を示してございまして、

７つの主要施策、１９の基本事業により基本目標

の推進を図るものでございます。また、３４ペー

ジ以降具体の記述を行っておりますが、基本目標

ごとにそれぞれ現状と課題、基本的な方向性、実

現の方策の３つの項目で構成をしてございます。

まず、３４ページから３６ページにかけての主

要施策１、市民主体のまちづくりの推進では、１、
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市民参画と協働の促進、２、コミュニティー活動

の推進、３、広報・広聴活動の充実と情報公開の

３つの基本事業を推進いたします。

基本事業１の市民参画と協働の促進では、自治

基本条例に基づく市民主体のまちづくりの必要性

などから自治基本条例の普及啓発やパブリックコ

メントを推進するほか、対話型議論の推進や人材

育成などを図ります。また、町内会を初め地域コ

ミュニティーを確立するため、地域連絡協議会の

活動を基本に協働のまちづくりを進めてまいりま

す。

２のコミュニティー活動の推進では、町内会の

役割とさまざまな課題を抱える現状などから、そ

の基盤となる町内会及び地域連絡協議会の支援を

通じまして、地域特性を踏まえたまちづくりの推

進を図ってまいります。

３の広報・広聴活動の充実と情報公開では、市

民との情報共有が求められておりますことから、

広報紙やインターネットによる積極的な情報提供

や情報公開による市民との情報共有を図るととも

に、個人情報などの保護に必要な措置を講じ、適

正な運用に努めてまいります。

次に、３７ページ、３８ページの主要施策の２、

人権尊重と男女共同参画社会の形成では、１、人

権教育・啓発活動の推進、２、男女共同参画社会

の推進の２つの基本事業を推進してまいります。

基本事業１の人権教育・啓発活動の推進では、

高齢者などにかかわる痛ましい事故が多発をして

いることから、人権問題に適切に対応できる相談

体制を支援するとともに、学校教育や社会教育の

中で人権啓発活動を進めてまいります。

２の男女共同参画社会の推進では、男女共同参

画推進条例の施行などから意識啓発やポジティブ

アクションなど女性活躍を推進するために暴力や

セクシャルハラスメントなどの被害者を支援する

ため、相談、支援などの取り組みを推進してまい

ります。

次に、３９ページ、４０ページの主要施策の３、

情報化の推進では、１、各種システムの安定維持

と機能向上、２、情報通信基盤の利活用の２つの

基本事業を推進してまいります。

基本事業１の各種システムの安定維持と機能向

上では、ＩＣＴによる行政サービスの充実が図ら

れる一方で、新たな問題が発生していることなど

から、システム機器の定期的な更新による安定稼

働と利便性向上に努めるとともに、セキュリティ

ー強化を進めてまいります。

２の情報推進基盤の利活用では、市が所有する

光ケーブルを活用した公共施設のワイファイなど

の体制整備について検討を行います。

次に、４１ページ、４２ページの主要施策４、

交流活動の推進では、１、国内交流の推進、２、

国際交流の推進、３、移住の推進の３つの基本事

業を推進してまいります。

基本事業１の国内交流の推進では、この間推進

してきた山形県鶴岡市や東京都杉並区との交流に

ついて一層の活動推進に向けて支援を行うととも

に、ふるさと会については市民との交流推進、会

員拡大など側面的支援を行います。

２の国際交流の推進では、カワーサレイクス市

リンゼイとドーリンスク市との交流について一層

の推進に向け側面的支援を行うとともに、平成２

５年度から推進しております台湾交流につきまし

ては官民一体となり交流活動の推進に努めてまい

ります。

３の移住の推進では、情報発信などの取り組み

発展と魅力的な体制整備が必要であることから、

関係機関とのネットワークを活用した情報発信や

お試し移住住宅の整備、住まい探しのサポートな

ど受け入れ態勢の強化に努めてまいります。

次に、４３ページ、４４ページの主要施策５、

広域行政の推進では、１、圏域市町村との連携の

推進、２、交流自治体等との連携の推進の２つの

基本事業を推進してまいります。

基本事業１の圏域市町村との連携の推進では、

定住自立圏の中心市としてさらなる連携が求めら
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れておりますことから、引き続き医療などの連携

を継続するとともに、新たな取り組みを推進して

まいります。

２の交流自治体等との連携の推進では、杉並区

を初め都市部と地方の自治体が連携を進め、それ

ぞれが抱える特有の課題を解決することが必要で

ありますことから、連携事業の拡大に努めてまい

ります。

次に、４５ページから４７ページにかけての主

要施策６、健全な財政運営では、１、財政の健全

性の確保、２、財政運営の効率化の２つの基本事

業を推進することとし、あわせて記述をさせてい

ただきました。

ここでは、国の財政状況や地方交付税の動向な

ど、今後も厳しい財政状況が想定されますことか

ら、自主財源の確保に努めるほか、適切な事業の

選択や基金及び公債費の適正管理による持続可能

な財政運営を目指すとともに、わかりやすい財政

情報の公表と見える化を推進してまいります。ま

た、公共施設等総合管理計画に基づく公共施設な

どの計画的な管理を推進してまいります。

最後に、４８ページから５０ページにかけての

主要施策７、効率的な行政運営では、１、計画行

政の推進、２、職員の人材確保と定員管理、３、

職員の能力向上、４、公民連携の推進、５、わか

りやすい市役所づくりの５つの基本事業を推進し

てまいります。

基本事業１の計画行政の推進では、総合計画の

実効性を高め、効率的で効果的な行政運営を図る

ため、行政評価を取り入れたＰＤＣＡサイクルに

よる実施計画の見直しやＫＰＩの検証による総合

戦略の事業見直しを行ってまいります。

２の職員の人材確保と定員管理では、効果、効

率的な行政サービスの提供には優秀な人材確保と

適正な定員管理、人員配置が必要なことから、社

会人も含めた優秀な人材確保に努めるとともに、

行財政改革推進計画に基づく組織機構、定員管理

を進めてまいります。

また、３の職員の能力向上では、行政課題が複

雑、高度化する中、計画的に研修機会を確保する

ことで市民ニーズに対応できる職員の能力を養成

してまいります。

４の公民連携の推進では、民間活力の導入とし

て指定管理者制度の活用と検証のほか、ＰＦＩな

どの手法についても検討を行います。

５のわかりやすい市役所づくりでは、名寄、風

連庁舎とも大規模改修は終了しているものの、利

用しやすい庁舎づくりに取り組む必要があること

から、事務手続の簡素化や利便性向上を図り、わ

かりやすい市役所づくりを進めるとともに、災害

時における業務継続の方法を検討してまいります。

また、庁舎のあり方については、近隣市を参考に

調査研究を進めてまいります。

以上、基本目標Ⅰの概要説明とさせていただき

ます。よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

東川孝義議員。

〇４番（東川孝義議員） 今基本目標のⅠの説明

をいただきました。その中で１番の市民参画と協

働の促進、それから４番の交流活動の推進、この

２点の今後の進め方についてお聞きをしたいとい

うふうに思います。

基本計画の中には、基本構想、特にこの中には

基本構想の３番目にあります大切にしたいまちづ

くり、これが大きな基本になっているのかなとい

うふうに思います。その中の１点目に冬に強く寒

さを生かした利雪・親雪のまちづくりに向けた考

え方ということで、利雪・親雪の理念、取り組み

を広げ、未来へと継承しながら名寄らしいまちづ

くりを進めていくというふうに書かれております。

名寄市には、名寄の冬を楽しく暮らす条例、これ

が制定をされております。平成元年には、北海道

利雪・親雪モデル都市にも指定をされております。

利雪・親雪に関しては、基本目標、このほかにⅣ
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だとかⅤだとかいろんな部分があり、あえてこの

Ⅰの中で質疑をさせていただきたいというふうに

思います。ここに書かれております大切にしたい

まちづくりの中で、利雪・親雪の理念、これにつ

いて改めてお伺いをしたいというふうに思います。

それと、市民と行政が連携しながら、具体的に

は多くの事業が推進されてきたと思うのですけれ

ども、この利雪・親雪の取り組みに関して第１次

総合計画での評価をどういうふうに捉まえて、第

２次総計ではどういうふうな力を入れて進めてい

こうとされているのか、この点についてお伺いを

させていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 利雪・親雪に関して

ということで御質問いただきました。きのうの総

括質疑の中でも一部触れさせていただきましたけ

れども、名寄市の地域特性あるいは自然環境がご

ざいます。これは、冬の期間が長いという部分が

ございます。ただ、ここをマイナスの思考で考え

るのではなくて、逆手にとってというか、活用し

ながら冬を楽しく皆さんで暮らしましょうと。そ

れは、行政だけということではなくて、市民の皆

さん一人一人がこの冬を楽しいものと過ごせると

いう、そういう理念のもとにこの条例が進んだと

いうことであります。経過については、今議員か

らありましたように道のモデル指定などもいただ

きながら、この間旧名寄市の時代から含めて進め

てきたということであります。

私どもの今回考えているのは、１次計画にも増

して２次計画の中ではこの利雪・親雪を進めてい

きたいという考え方でありますし、きのうの中で

もお話しさせていただいたように、行政の中でも

特定箇所の取り組みということだけではなくて、

庁内の至る部署の中でやっぱりこの利雪・親雪と

いうのを意識しながら、各事業を進めていただき

たいなという思いもあります。もう一点は、既に

多くの場面で市民の皆さん個人で、あるいは団体

でこの利雪・親雪の考えに基づいた取り組みをい

ただいておりますけれども、これをさらにぜひ進

めていただきたいなという考え方を持っていると

いうことであります。

それと、１次計画の中での検証としますと、今

後私ども率直に反省している部分がありますが、

少しＰＲが下手だったかなと思います。民間の方

もそれぞれ取り組みされています。行政の中でも

実は各部局でこの利雪・親雪にかかわる取り組み

というのはさまざま取り組まれているわけですが、

なかなかそれを利雪・親雪の取り組みとして、名

寄市の特有の取り組みだとしての見せ方といいま

すか、ＰＲの仕方が少し下手だったというふうに

思っておりますので、ここは今内部組織ございま

すけれども、ここもメンバーの入れかえ含めて実

施をさせていただいているところでありまして、

それらの取り組み、先ほど言った各職場に利雪・

親雪の意義を改めて周知をさせていただくととも

に、それらの関係する取り組みを取りまとめて、

名寄市の利雪・親雪、こんなに取り組みがあるの

だぞという見せ方について２次計画の中で工夫を

しながら、取り組みをそれぞれ推進してまいりた

い、そのように考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 答弁、今臼田部長のほ

うからＰＲ不足というふうなことで、自分も改め

て名寄市の利雪・親雪、どういう事業が進められ

ているのかというふうなことで調べてみました。

これも利雪・親雪の事業なのかなと。改めて見る

と、快適な生活空間の推進ということでは融雪施

設の資金の貸し付け、排雪ダンプの助成、除雪ボ

ランティア、冬期間に配慮した公園整備、また冬

に強い住宅の普及促進、断熱小学校、北方型住宅、

防寒バス停の整備、サンピラー館の建設、それか

ら冬に強い生活文化の推進、冬のスポーツ、レク

リエーション、イベントと。見てみると、いろん

な市民の皆さんと協働の中で進めている事業が、

こんなに利雪・親雪の中の事業があるのかなとい

うふうに思いました。その中で今ＰＲ不足という
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お話があったのですけれども、私はこの中で何を

お話をさせていただきたいのかというのは、やっ

ぱり情報の発信、これ非常に今情報化社会でイン

ターネットだとか、スマートフォンだとか、いろ

んなところでも情報は持っている人は見ることは

できます。ただ、きのうからもお話出ているよう

に、名寄市は６５歳以上が３ ０３というふうな

ことで、正直その媒体で見られる人はいいのです

けれども、多くの人が今後またさらにそういう媒

体でなくて違うもので、きのう総合戦略のダイジ

ェスト版というお話がありましたけれども、やは

りこういうふうな情報をその時々に合わせてタイ

ムリーに、適時にある面ではきちっと全体が見れ

る媒体、そういうもので情報発信をしていただく

というふうなことをすることによって、さらに市

民との連携なり協働が得られると思いますので、

その辺を含めて再度お聞きをして、終わりたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員の言われるとこ

ろだと思います。先ほど申し上げた庁内の組織、

見直しをしているということでお話をさせていた

だきましたが、ここは庁内に係る意思を伝える部

分もあるのですけれども、実は庁内における利雪

・親雪の取り組み、これの情報を一元化というか、

取りまとめられるシステムにもなるだろうという

ふうに思っております。それらについてどうＰＲ

というか、市民も含めてのＰＲということであり

ますけれども、どういう形で周知をするのがいい

のか、ここは当然ホームページや何かについて考

えておりましたけれども、過去にはたしかこのぐ

らいの冊子にまとめて、利雪・親雪にかかわるい

ろんな取り組みについて、こんな取り組みもあり

ますよという紹介した冊子なんかもまとめたのは

私見たことがございます。どのような形で市民の

皆さんあるいは市外も含めて周知をしたらいいか

については、少し時間をいただいて、検討させて

いただきたいというふうに思いますが、そういっ

た取り組みについては今後進めてまいりたいと思

っていますので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 何点か確認をさせてい

ただきたいと思います。なかなか読み取れない部

分もあるのかなというふうに思いますので、お願

いします。

まず、３４ページですが、きのうもお尋ねしま

した。やっぱり基本的な方向性の２項目めに市民

が中心となってまちづくりを進めるためにさまざ

まな施策の計画、実施、評価云々、積極的な市民

参加を促しますというふうになっておりますが、

市民参加を積極的に促していく、ここのところを

改めてこの意味をお聞かせをいただきたいと思い

ます。

それから、３５ページなのですが、コミュニテ

ィー活動の推進の現状と課題の中で、３項目め、

しかしのところで、地域コミュニティー活動の支

障となる課題の把握と解消に努めというふうに書

かれています。この課題については町内会加入率

の低下や担い手不足という、上段に書かれていま

すけれども、そのほかにどのようなことを考えら

れ、そしてどのように把握をし、解消に努めてい

くのか、この部分をお知らせをいただきたいと思

います。

それからあと、３８ページの男女共同参画社会

の推進の項なのですが、実現の方策の中に配偶者

などからの暴力というようなことが出されていて、

書かれていて、被害者を支援するためというふう

な記述になっています。前回一般質問の中でちょ

っと取り上げられなかったのですが、今総務省の

ところでは１１月１２日から１１月２５日の２週

間、女性に対する暴力をなくす運動ということで

実施をするということで、１１月２５日はその撤

廃国際日ということになっているのですが、こう

したことへの取り組みの考え方についてお聞かせ

をいただきたいと思います。

それから、３９ページになりますが、各種シス
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テムの安定維持と機能向上の中で、個人情報保護、

情報漏えい防止のためのセキュリティーシステム

構築云々とあります。時代の潮流の中にも書かれ

てありました保護対策の徹底、情報管理への適切

な対応、より一層重要となってくるというふうに

なっているのですが、今マイナンバー制度のこと

も含めて非常に個人情報の保護が求められている

かなというふうに思うのですが、その部分で機能

強化を図るというふうに書かれていますが、どの

ように進めようとされているのかお聞かせをいた

だきたいと思います。

そして、基本的な方向性ということで、行政シ

ステムの有効活用による市民の利便性向上に努め

ると。どのような利便性を考えているのかお聞か

せをいただきたいと思います。

最後になるのですが、４９ページの公民連携の

推進、先ほども熊谷議員とのやりとりの中で見え

てきた部分もあるかなというふうに思うのですが、

基本的な方向性の中で民間活力を積極的に導入し

て、そして質の高い行政サービスの提供、これ全

く違うものが一緒に、ＰＦＩを想定しているのか

なというふうには思うのですけれども、ここの考

えをお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ５点御質問いただい

たかというふうに思います。まず、１点目の市民

参加を促すの考え方でございます。きのうの御質

問の中でもありました。ここは、自治基本条例も

定め、市民との協働のまちづくりを進めるという

ことでありますので、市民の皆さんに参加いただ

くということも非常に重要な観点だというふうに

思っていますし、ある意味では条例を定めたとい

うことで、そこに向かって行政も市民の皆さんも

ともに歩みを進めていく必要があるだろうという

ことであります。参加についてきのうも申し上げ

たように、私どもは参加をいただける条件をでき

るだけ丁寧につくっていきたいなというふうに思

っております。ただ、そこに実際に参加する市民

の皆さんは、ここはやっぱり市民の皆さんの意思

で参加をすることだと思いますので、私どものほ

うからそこに対しての強制ということではなくて、

いろんな情報提供をさせていただく中で、あるい

は参加する機会を設ける中で市民の皆さんに自然

発生的にという言葉は適切かどうかわかりません

けれども、みずからの考えの中で参加をいただけ

るということも期待しながら、促すという言葉を

使わせていただいたということでありますので、

御理解をいただければと思います。

２つ目のコミュニティー活動の支障についてと

いうことであります。ここは、この間もアンケー

トをとらせていただいたり、あるいは町内会連合

会の役員の皆さんを含めていろんなお話をさせて

いただいております。議員が言われますように、

高齢化に伴う、あるいは役員の担い手がいないの

だというところもありますし、会員の加入率、町

内会の加入率が低いということもあります。ある

いは、活動が多岐にわたっているのだというとこ

ろもあるでしょうし、さまざまな課題があるのだ

というふうに思っています。なかなかこれは行政

だけで解決できるものではないと思っております

ので、ここは町内会連合会を中心としながら、相

談をしながら、それぞれ役割分担しながら進めさ

せていただければというふうに思っています。

次に、男女共同参画の関係であります。ここに

つきましては、既に条例を施行させていただいて、

今現在は推進計画をつくっているところでありま

す。この中で具体的なものについては改めてお示

しをさせていただきたいというふうに思っていま

す。現状の取り組みの中でいくと、男女共同参画

の週間があります。そのときに市としてもパネル

展示などをさせていただいているものがあります

ので、国や、あるいは道との連動した取り組みに

ついても広報活動として、あるいは啓発活動とし

ては有効だと思いますので、今提言いただいた部

分も含めて今後の活動の検討をさせていただけれ

ばなというふうに思っております。
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次に、個人情報のところについていただきまし

た。情報化が進む一方で、個人情報の保護につい

ては極めて大切な問題だというふうに思います。

さきにも条例改正をさせていただきまして、特定

個人情報というところも含めて条例改正などをさ

せていただいたものであります。ここについては、

２つの視点での取り組みが必要だろうというふう

に思っています。１つは、システム的にというか、

ハード的な部分での整備が必要だろうというふう

に思っていますので、ここは記載しているように

システムの更新あるいは機器も含めての更新を適

切にしていくことが１つでありますし、そういう

個人情報に対する攻撃がありますので、それに対

する対策、ソフト関係でありますけれども、そう

いったものの導入も適宜していく必要があるだろ

うということであります。今は、これはちょっと

今年度既に取り組んでいる部分でありますけれど

も、一番恐ろしいのはインターネットと個人情報

がつながるということでありまして、今これは庁

内の中で予算も議決いただきまして、物理的に個

人情報のところとインターネット回線については

別回線で、回線を結ばないという作業もさせてい

ただいたところでありますので、ここは適宜いろ

んな手だてが出てくると思いますので、そういっ

たものを活用しながらシステム的なところについ

ては改善をしていきたいなというふうに思ってい

ます。

それと、もう一つ大切なのは、そのシステムを

扱う人の研修が非常に大切だと思っています。こ

こは、庁内でも橋本副市長が頂点となって会議を

設けておりますし、各部局でも管理者がしっかり

とシステムを管理し、情報を管理して取り組んで

いくことが必要だと思いますので、職員研修もあ

わせてしっかりと取り組んでいく必要があるだろ

うというふうに思っております。

公民連携のところについてであります。民間活

力と質の高いサービスということであります。我

々が考えている民間活力というのは、決して安け

ればいいということの視点だけではやっておりま

せん。効率的にサービスが提供されるということ

も一方で重要でありますけれども、民間活力によ

って質の高いサービスを求めるというのも必要だ

というふうに思っておりますので、この両方あわ

せたという意味で今回記述をさせていただいてお

ります。当然民間になじまない事業、取り組みも

あると思いますが、それは行政の中でしっかりと

やり、しかし民間にお任せをしたほうが効率的で、

かつ市民の皆さんにとっても有益なものについて

はその導入に向けての検討を進めさせていただい

て、そのような考えであるということで御理解を

いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 女性に対する暴力をな

くす運動のところは、やはり国が取り組んで、こ

れは平成１３年から取り組んでいるということで

すので、名寄市としてもぜひ取り組んでいただき

たいなというふうに、個別で申しわけないのです

が、お願いをしたいと思います。

あと、情報漏えいの問題、個人情報の保護の問

題ですが、やはり今部長のお話があったように、

そこを担う人の研修、ここを本当に必要だなと、

重要だというふうに思っています。情報を流さな

いことももちろんそうなのですけれども、そこに

対する考え方、市民の情報を全て把握しているの

だという考え方のところも私は重要かなというふ

うに思っています。ある市民の方から声がありま

した。私のことは全部知られているのだろうかと

いう不安です。その不安を抱かせない取り組みが

今後非常に必要になってくるというふうに思って

いますので、ぜひともそのことも含めてこの取り

組みを進めていただきたいというふうに思います。

それから、最後にありました民間活力を積極的

に、いいところは活用しながらというのも理解を

するのですけれども、しかし民間活力というのは

営利を目的にするというところも含めると、やっ

ぱり質の高い行政サービスとつながるのかという
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不安も生まれてくるわけです。この部分について

再度お考えをお聞かせいただいて、終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） まず、情報の関係であ

りますけれども、端的に申しましてハードとソフ

トというところから私ども出発しますけれども、

よくよくなぜ個人情報を漏えいしてはいけないの

か、慎重に取り扱わなければいけないのか、その

視点は出発の前提として必要でありますが、これ

らはあらかじめまた研修を通じて、あるいは機会

に触れて職員のほうに周知徹底を図っていきたい

と思います。これがないと何事も情報漏えいには

始まらないと思っておりますので、引き続きやっ

ていきたいと思っております。

それから、民間活力の導入につきましてですけ

れども、これはさきの総務部長の答弁のとおり安

ければいいのだという考えではございません。民

間のほうにおきましては、営利事業ということも

ありますので、その分の担保もしなければならな

いということがありますので、非常にある意味難

しい課題ではあります。ただ、行政のサービスを

多様な担い手でいくことによって、さらに効果が

高まるという場合もあるかと思います。ただ、そ

こに踏み切るまでにはいろんな検証が必要ですし、

した後もそれどうなのだろうという検証が必ず必

要になってくると思います。指定管理者制度も始

まってかなり年数たちますけれども、それがなじ

むのかどうかというお話も多少出てきております。

官民連携という形は、これから行政進めていく上

では必ず出てくる視点でありますけれども、踏み

切るところ、あるいはここは大事だよというとこ

ろにつきましては必ず適切な検証が必要だと考え

ておりますので、そのハードルをクリアしながら

民間活力の導入についてはやる、やらないという

のは決定していきたい、こんなふうに考えている

ところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、４点ほど

お聞きをしておきたいというふうに思います。

まず、市民主体のまちづくりの推進、３５ペー

ジから３６ページにかかわってでありますけれど

も、コミュニティー活動の推進の基本的な方向性

の中に既存の地域コミュニティーのあり方を検討

し、市民と行政が協働して地域を支えていく仕組

みづくり、また同じく実現の方策の中では地域連

絡協議会にかかわって、財政支援、組織の役割明

確化ということに加えて行政からの有効な人的支

援の検討とありますが、このイメージをお知らせ

をいただきたいと思います。

次に、各種システムの安全維持の機能向上、実

現の方策の中で、３９ページですけれども、各種

証明書を市役所以外でも取得できる環境について

の研究というふうにありますけれども、その見通

しについてお知らせをいただきたいと思います。

次に、国際交流の推進、４２ページの実現の方

策の中で、カワーサレイクス市リンゼイ地区とド

ーリンスク市は側面的支援、一方台湾は官民一体

となり、人的交流を中心にした交流活動の推進、

要するに官民一体。一方は側面支援、片方は官民

一体ということをうたっているのです。この差異

についてどういうふうに解釈すればいいのかお教

えをいただきたいと思います。

最後に、５０ページ、わかりやすい市役所づく

り、実現の方策の中で、庁舎のあり方について近

隣市の状況を参考にしながら調査研究を進めると

いう意味について教えていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、１点目いただ

きました地域コミュニティーあるいは市民主体の

まちづくりにかかわるところの部分でありますが、

既存組織を含めてということでありますが、ここ

については私どもがイメージしているところの御

質問でしたので、１つは町内会の活動をしっかり

とサポートしていきたいというのがあります。も

う一つは、この間申し上げているように町内会も

さまざまな課題を抱えていますので、その課題に
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対する対応も必要だと思いますけれども、単一町

内会では対応できないものについては地域連絡協

議会があると思いますし、きのうのやりとりの中

でもありましたけれども、地域連絡協議会が成熟

をする中で、当初合併当時に掲げていた地域自治

区の姿もそこに移る、展望できるという可能性も

あるということで考えていますので、当面は町内

会と地域連絡協議会の２本立てというか、そこを

補完するような形で進めていくという、そんなイ

メージをしております。

今回この地域コミュニティーを進めるという、

ここが２次計画の一つの大きな課題だろうという、

そこの対応の一つの象徴的な記載として、職員派

遣についても検討したいのだというところであり

ます。これは、この間各議員のほうからも御提案

いただいておりましたけれども、地域だけではな

かなか、例えば地域連絡のあり方を含めて明確に

できないという面がありました。あるいは、そこ

には行政の職員のサポートも必要ではないかとい

うことでいただきましたので、どういう形での職

員サポートがいいのかについてもありますし、ど

こまで踏み込んでいいのかというのもありますの

で、具体的な中身については今後地域とも協議を

させていただきながらということになると思いま

すが、そういった地域連絡協議会等への職員派遣

についても一定程度視野に入れながら、今後地域

とのかかわりを持っていきたいという、そういっ

たところをあらわさせていただいたということで

あります。

もう一つは、情報化にかかわるところでありま

す。役所以外での証明書等の発行についてという

ことであります。この実現性ということでありま

す。これについては、他の自治体で既に取り組ん

でいるところもございます。ここについては、ま

さにこれから調査をさせていただきたいなという

ふうに考えておりますけれども、１つは先ほど御

質問いただきましたけれども、情報をしっかりと

保護できるのかという観点もありますし、庁舎外

ということでありますが、それに係る経費等につ

いても当然考えなければいけないことであります

ので、これらあわせてこれから検討させていただ

きたいということでありますので、ここについて

は少し時間をいただければというふうに考えてい

ます。

最後に、庁舎の関係についてでありますが、こ

こにつきましては２次計画の中で庁舎のあり方に

ついて調査検討を進めさせていただきたいという

ことであります。当然庁舎でありますので、市内

での、あるいは庁内での議論というのが中心にな

るというのはこれはもとよりでありますけれども、

近隣の市の取り組みなんかもありますので、そこ

については参考とさせていただければということ

で記載をさせていただいたということであります。

御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 国際交流の関係で、

実現の方策の中でリンゼイとドーリンスクにつき

ましてはこの間長い歴史の中で相互の人的交流を

中心に進めてきたという経緯でございます。台湾

の関係につきましては、この間東アジアの部分も

含めて少し経済的視点も持ってということで考え

ておりまして、民間のほうでも農作物の輸入など

を含めて今取り組んでいるのもございます。直接

そういったことも含めて少し経済的視点で考えて

いけないかということでこのような表現になって

いるということです。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 庁舎のあり方につい

て、部長のほうから答弁がありました。近隣市の

状況を参考にしながらと言うけれども、既にこの

中で名寄市庁舎の課題を言っているわけでしょう。

１つは老朽化、１つは耐震不足、１つは災害対策

としての機能確保、１つは市民、来庁者、職員な

どの施設利用者の安全確保、これらが課題になっ

ていると明らかになっているのに近隣の状況を参
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考にしながら調査を進めるというのは、１０年間、

近隣でいえば士別市はもう建て直すと決めている

わけです。旭川もその方向に向かっている。だか

ら、何を意味しているのかというのがわからない。

名寄市の課題は、いずれもこの４つというのは緊

急の課題です。特に耐震構造というと、ここにい

る職員あるいは来訪者、市民、いざというときに

はもたない状況になっているということが明らか

にわかっているところで、近隣市の状況を参考に

しながら調査研究を進めますというのはやはり後

ろ向きと言わざるを得ないし、今回の総合計画で

は特に基本計画の中で多いのはこういう検討だと

か研究だとか、それはそうなのです。ただ、課題

としてはしっかり受けとめて、早急に判断を出す

ような方策があってもいいと思いますけれども、

改めて御答弁をいただきたいと思います。

国際交流については、確かに川田部長がおっし

ゃるとおりかもしれません。でも、これはリンゼ

イもそうです。ドーリンスクもそうです。もとも

とは、やっぱり経済交流をしたいというところか

らスタートをして、リンゼイはそういうふうにな

っていますが、ドーリンスクは経済交流をしたい

ということでやってきたはずでありますので、こ

こにきてこの２つだけは長い歴史を持って民間団

体も立ち上がっていますけれども、側面的支援。

片方は官民一体となってというのが今までリンゼ

イの友好委員会をやってきた方、あるいはドーリ

ンスクの友好委員会を務めてきた方、本当にこう

いう国際交流にあってこういう差異をつくるとい

うのは、国際交流都市の名寄市として理想的な文

章と言えるのかというと、私はやっぱりちょっと

解せない感じがするので、改めて御答弁をいただ

きたいと思います。

各種証明書の関係は、研究はいいのですけれど

も、きのうから議論しているように名寄は６５歳

以上の高齢化社会が、一定程度超高齢社会になっ

ている状況からいって、やはり市民の人の利便性

をどう高めるかというのが喫緊の課題だというふ

うに私は思います。理由はいろいろあるでしょう

けれども、もう既に実施している市町村、デパー

トでやっていたり、コンビニでやっていたり、い

ろんなことがあると思いますので、これは研究と

いうことに先送りするのではなくて、私はしっか

りやっぱり実現を目指すというふうな考え方を持

って実施計画に臨まれるほうがいいような考えし

ますので、改めて御発言をいただきたいと思いま

す。

コミュニティーについては、既存の地域コミュ

ニティーのあり方を検討していく、町内会や地域

連絡協議会、ここで言っているのは地域を支えて

いく仕組みづくりと言っているのです。町内会と

地域連絡協議会は仕組みづくりとかないのです、

もうできているのですから。活動しているのです。

ここで言っている仕組みづくりというのは、新た

なものをつくるという意味を込めて言っているの

かということなのです。そこまで入ってきている

のかというのと行政からの有効な人的支援の検討

については担当制はある。これは、旧名寄市では

ずっと言われてきたのは地域担当制を設けたらど

うだ。もう地域は高齢化をしているので、それぞ

れの町内会に担当職員を置いて、例えば住民票な

りをとるときに御協力できるような地域担当制を

つくったらどうだというのは、過去１５年、２０

年ほど前から検討してきているのですけれども、

ここにつながるものなのか、今回はあくまでも地

域連絡協議会だけの行政からの有効な人的支援の

検討ということなのか、その辺についてもお答え

をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、庁舎の部分で

ありますけれども、近隣市を参考にということで

ありますけれども、課題については今議員が言わ

れたように老朽化等も含めて明らかになっている

ものがあります。ここでの進め方については、議

論の進め方含めて近隣市の取り組みなどを参考に

させていただきたいということであります。それ
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は、決してこの庁舎議論をするときについては庁

内だけの議論ではとどまらないということであり

ますし、特に合併市でありますので、いろいろな

デリケートな部分もあると思っておりますので、

そういったところも含めて、どういった進め方が

いいのかも含めて参考にさせていただきたいと思

っております。議論は、あくまでも市内での議論

が主体的になるということについてはぜひ御理解

をいただければというふうに思います。

それと、庁舎以外での証明書の発行等について

というところについてでありますが、ここについ

ては御意見をいただきましたので、そこについて

は受けとめさせていただきたいと思いますが、ま

ずは調査研究が必要だろうと思っていますので、

この２次計画、前期２年の中でまずは調査研究に

着手をさせていただきたいという考え方でありま

すので、ぜひ御理解を賜ればというふうに思って

います。

それと、コミュニティーの関係についてです。

これは、町内会等も含めても、町内会の中でも御

意見の中には既存の町内会が果たして範囲がいい

のかというような議論も行われている部分もある

と思いますし、地域連絡協議会も例えばさらに高

みを目指すとすると、現在の構成だけでいいのか

という議論、そこに入っている方がどちらかとい

うと現状町内会の代表の方で構成していることが

多いのですけれども、当然地域にはそれ以外のさ

まざまな団体もありますので、そういった方たち

も含めての構成というのは改めて必要かどうかと

いうところについての検討も必要だと思いますの

で、そういったところも含めて、なかなか町内会、

地域連絡協議会に新たな組織をつくるということ

は混乱を招くことだと思いますけれども、既存の

コミュニティーについてもやはりあり方について

の一定の研究あるいは検討も必要かという意味で

書かせていただいたということでぜひ御理解をい

ただければと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） まず、カナダリンゼ

イやドーリンスクというのは、姉妹都市の友好委

員会の中で自主的に民間の方々が集まっていただ

いて、基本的事業はこの中で一定固まっていると。

その中で民間の方々が自主的にいろんな取り組み

を検討をしていただいて、取り進めていただいて

いるという中身でございます。台湾の関係につき

ましては、名寄の日台交流実行委員会なり親善協

会含めて官民一体の組織としてこの間なっている

という状況もございます。確かに今年度ドーリン

スクのほうでも経済交流についてということも何

かお聞きしておりますけれども、これはどういう

場面で、どういったところで御検討をしていくの

がいいのかというのは検討事項になるのかなと思

いますけれども、当面は東アジアの部分で、交流

人口の拡大も含めてそういった部分を中心に進め

ていきたいということでこのようなことになって

いますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今川田部長からおっ

しゃった国際交流にかかわっては、予算でもそう

なのですけれども、リンゼイ友好委員会あるいは

ドーリンスク友好委員会に出している補助金と日

台に出している補助金の差というのはやっぱり大

きいのです。それは、今日台のほうがスタートし

たばかりでありますけれども、今度は総合計画の

中でもこういう差異をつくってしまうと、名寄の

旧名寄時代からリンゼイとの友好が主で国際交流

都市というのは標榜してきたわけでありますけれ

ども、これも一定程度自立をするか、本当に名寄

市としてどうするのかという方向性を確立するべ

きだというふうに思うと、やっぱりこの表現、官

民一体と側面的支援という表現が適切なのかどう

かというのはちょっと疑問がありますので、これ

はこれからの実施計画の中で国際交流については

きちんと議論していっていただきたい。別に日台

が悪いと言っている話ではなくて、差異をつくる
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というのはいかがなものかというふうに思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。

それから、庁舎については、一昨日風連体協の

表彰式があって、前体協会長の中舘さんとお話を

する機会がありました。中舘さんに庁舎の統合の

話をしたら、やっぱり一喝されました。ばか言う

なと。協定書で何て書いてあるのだと一喝されま

したけれども、これは相当、そんな簡単な問題で

はないと。風連地区住民の皆さんの意識あるいは

旧名寄市民の意識もそうであります。ただ、問題

を先送りをしてはだめだということなのです。真

剣に議論をしていただきたい。これは、合併当初

から本当に分庁方式がいいのか、前市長時代もそ

うでありますけれども、そのときはやっぱり総合

計画の中でしっかり協議しますと言っていて、ず

っと先送りして１０年がたって、また今度はここ

では調査研究、しかも近隣市の状況を参考にしな

がらというのは余りにも先送りし過ぎではないの

かと。人口はもう２万 ０００いって、分庁方式

やって、課題も４つ、大きな課題が出てきている

中で、それもさらに先送りして調査研究を進めて

いくということよりも、やっぱり内部でしっかり

議論を深めて、ある意味では市民理解を求めてど

うしていくのか、その結果、分庁方式を踏襲しよ

うというなら、それはそれでいいのです。では、

この庁舎をどうしようという議論が名寄庁舎を建

て直すか、風連庁舎も建て直すかという議論にな

るかもしれない。ただ、それを先送りして調査研

究を内部的に進めていますよというのは、１年も

２年も３年も５年も１０年も続くのならどうなっ

ているのよと。片方では公共施設の管理計画をつ

くっておきながら、そこをやっぱりきちっと意識

すべきだと私は思います。これは、橋本副市長か

ら改めて御答弁をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 庁舎の関係であります

けれども、近隣市町村の動向等ということであり

ますけれども、共通して私どもも耐震化ですとか

老朽度の関係を含めて、この庁舎がいつまでもつ

のだろうという物理的な問題は、これはもう前提

条件としてあると思っております。その上で、庁

舎を新しく建てるに当たりましてはいろんなこと

を考えなければならないと思っています。当然財

源の問題もあります。それから、建設する場所の

問題、それから手法の問題もあるかと思います。

ただいま公共施設等総合管理計画のお話が出まし

た。より効率的な行財政運営という形でいくと、

この庁舎を単発で建てるのか、あるいは複合化す

るのかという問題も裏には隠れていると思ってお

ります。個別の中でのお話になるかもしれません

が、名寄市の公共施設老朽化がかなり進んでいる

ところでございます。総務系の庁舎でいきますと

ここもそうなのですが、防災という点から見ると

消防庁舎も１つあるかと思っております。このあ

たりをいかにハンドリングしていくかというのが

非常に難しい課題であります。これが前提と考え

ておりますが、議員御指摘のとおりこれは避けて

は通れない問題だというふうに認識しております。

私ども調査研究という言葉使わせていただいてお

りますけれども、これと同時に今私お話ししたよ

うなことですとか、それから行財政自体が名寄市

どうなっているのか、これをわかりやすく的確に

情報を市民の皆さんに伝えていくこと、こういう

形を通じて議論を喚起しつつ、庁内でも検討、こ

れと同時に調査しつつどうするのだという検討を

しなければならないと思っております。これは、

ただいま調査研究という言葉でまとめております

けれども、折を見ながらどうなっているのだとい

う、こういう情報開示あるいは御説明については

丁寧にさせていただきたいと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 国際交流の台湾交流につ

いて、私のほうから改めてお話をさせていただき

ますけれども、先ほど川田部長からもありました

けれども、ドーリンスク、カナダリンゼイはそれ

ぞれ非常に長い交流の中で今民間組織が立ち上が
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って、またカウンターパートナーの自治体と友好

交流、人的交流を進めているということで、民間

を中心に非常に有意義な交流を進めていただいて

いるというふうに思っています。台湾の交流に関

しては、これは子供たちの健全育成はもちろんで

すけれども、地域経済の活性化という大きなミッ

ションを担ってスタートしている事業だというふ

うに認識をしておりまして、農業輸出はもちろん

でありますけれども、今インバウンドの関係でも

修学旅行はもちろんでありますし、自転車の関係

でもそうした個人旅行の関係で大きな動きも出つ

つあるということでございます。今民間交流団体

も立ち上がりましたけれども、いま一度官民しっ

かり連携をして、地域経済の活性化のために、あ

るいは国際交流をさらに推し進めていくためにも、

ここはしっかりとやっていくことで台湾以外の国

際交流にも波及していけるというふうに私は考え

ておりますので、ぜひ御理解をいただきたいとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） ここで一旦質疑を中断

いたしまして、１３時１５分まで休憩をいたしま

す。

休憩 午後 ０時１３分

再開 午後 １時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） ３７ページの人権尊

重と男女共同参画社会の形成について２点お聞き

いたします。

１点目は、人権教育・啓発活動の推進について

でありますが、実現の方策のところに書かれてお

ります２行の方策については総合計画第１次に示

されているものと同じであると思います。過ぎた

１０年を総括されて、向かう１０年を想像し、立

てられた基本計画であると思いますので、この過

ぎた１０年の総括がどのようになされて、さらな

る１０年の実現の方策が盛り込まれたのか、この

文言だけではないものもあるのかもしれませんが、

同じ文言で表現されておりますので、その部分に

ついてお聞かせいただきたいと思います。

２点目は、３８ページの男女共同参画社会の推

進についてでありますが、実現の方策の１つ目の

二重丸であります。ここで意識啓発やポジティブ

アクション及び雇用分野における男女の均等な機

会と待遇の確保を推進しますというふうにありま

す。現在男女共同参画の計画についても作業が進

められているところと思っておりますが、行政が

どのようなリーダーシップをとろうとされている

のか、実現の方策について少し膨らんだ姿を見せ

ていただきたいと思いますので、この点について

お聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 人権教育の関連で質

問をいただきました。現状と課題について不十分

ではないかという御指摘でございますけれども、

実はこの人権擁護活動等につきましては法務局管

内でやっております人権擁護委員さんの活動が主

体ということでございまして、こちらのほうは法

務局のほうの資料を見ますと年間１００件を超え

る相談をされているというような形で、業務の主

体的な部分はこちらのほうで担っていただいてい

るという認識がございまして、名寄市としてはこ

れを支援するという形で、補助金の交付というよ

うな形をとらさせていただいておりますので、こ

の辺がメーンということで前回の主体的に活動を

行っていないという部分もありまして、第１次の

計画と同じような総括ということで整理させてい

ただいています。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 男女共同参画社会の

関係で御質問いただきました。具体的なものにつ

いては、先ほど申し上げたようにこれからの推進

計画の中で盛り込ませていただきたいと思ってお

りますけれども、考え方としては２つあると思っ



－281－

平成２８年１０月１２日（水曜日）第３回９月定例会・第７号

ています。１つは、市役所も一つの事業所であり

ますので、事業所として他の事業所の模範となる

取り組みを進めるというのが１つあるかと思って

います。ここは、今年度特定事業主の行動計画見

直しをさせていただきまして、新法に基づく計画

をつくらせていただきましたので、１つは職場の

中でしっかりと進めていく中で他の事業者の模範

となる取り組みを進めてまいりたいと考えてござ

います。

もう一つについては、この間のやりとりの中で

も何度もお話をさせていただいていたと思います。

これまでの男女推進計画、どちらかというと啓発

を中心に内部の取り組みでございましたけれども、

今度の計画の中では外に向けての、事業所なんか

に向けても少し働きかけなどをさせていただきた

いなというふうに思っています。まだ計画ができ

ておりませんので、具体的な内容については触れ

ませんが、例えば士別市の取り組みなんかを見て

いますと、行政のほうが事業所を回るというよう

な形の取り組みをしているのがあります。あるい

は、山崎議員からさきに御提言をいただいており

ますけれども、これは女性だけを対象にするとい

うことではありませんけれども、女性活躍にかか

わる方を顕彰するというような取り組みもあると

いう御紹介をいただいておりますし、私ども改め

てそこについても調査させていただいております。

今何をするということで明言はできませんけれど

も、そういったものを含めて調査中あるいは検討

中でありますので、計画ができた段階で改めてお

示しをさせていただければと思います。御理解く

ださい。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） １点目に聞かせてい

ただきました人権啓発にかかわる部分ですけれど

も、先ほど三島市民部長からは人権擁護委員協議

会ということのお話があったのですけれども、実

は私もかつて人権擁護委員をやらせていただいて

おりました。確かに人権擁護委員会での活動は多

岐にわたっておりまして、相談対応も含めて熱心

な活動がされていたというふうに、離れた今振り

返って皆さんの活動の重さを感じているところで

あるのですけれども、この人権擁護委員協議会と

連携をしという連携については特段何もなかった

ように記憶しております。年間一、二度例えば研

修会があったとしても、それは定期的なものでは

なく、そのことが行政と擁護委員会との連携を生

み出す、そして名寄市の人権教育にかかわる啓発

に直接かかわってくるような活動につながってい

たのかどうかということにつきましては、少し不

安も抱くところであります。その１０年間を過ぎ

て新たな１０年間、総合計画の第２次というとこ

ろでの計画を思ったときに、実現の方策のこの文

言だけでそれが網羅されているというふうに思え

るのかどうかということにつきまして、もう少し

方策が見えるような形に市民に提示していただけ

ないかということも気持ちの中にありますので、

今ここでの答弁がそれを説明していただける部分

につながるのかと思いますので、もう一度御答弁

をお願いしたいと思います。

それから、男女共同参画のほうにつきましては、

確かに市役所も事業所として捉えてという考え方、

よく会議の中でも聞かせていただきました文言で

はありますけれども、具体的に今現在この議場の

中におきましてもぱっと見回したときに男女比に

ついては大きな差があると思っております。それ

が総合計画第２次後半になったときにどのような

イメージに変わっていくとお考えなのか、総務部

長の個人のお考えでも結構ですので、お聞かせい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 改めて人権擁護委員

さんの活動等について質問いただきました。先ほ

どもお答えをしたのですが、名寄市としての取り

組みとしては余り実態がないということで、これ

は支援をさせていただいているということで先ほ

ど１回目に答弁申し上げたとおりなのですけれど
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も、具体的には８年に１遍ということになります

けれども、人権啓発の予算がついたりして、例え

ば人権啓発のラッピングバスですとか、そういう

比較的大規模な事業に取り組むこともございます。

ただ、これ８年に１遍という格好になっておりま

す。

それと、法務局のほうでいろんな事業を取り組

まれておりまして、その中で人権擁護委員の日で

すとか、あるいは人権週間、これが設定されてお

りますので、これまで以上に法務局と連携した中

で取り組みに参加をしながら進めてまいりたいと

いうふうに思いますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 人権尊重の関係で御質

問いただきました。前提条件として今法務局ある

いは人権擁護委員さんのもとでの連携ということ

で進めているところでありますけれども、ここ数

年でかなり人権という部分についてはいろんな見

方が出てくる。例えばＤＶの問題ですとか、高齢

者虐待の問題だとか、いろんな問題が出てきてお

ります。当然ここの部分だけではフォローし切れ

ないものがございますので、一例ですけれども、

各関係機関との情報交換などを通じてより適切な

対応ができるかどうか、そういったところも１つ

あるかなと思っております。市役所のほうとして

は、そういったようなお手伝いもできるというこ

ともありますので、そういった面での支援、それ

から人権意識の喚起そのものの事業、そういう形

でここは進めていきたいと思っております。これ

は、社会情勢に応じてどこの部分が人権欠けてき

ているのかなということは敏感に把握しなければ

ならない部分だと思っておりますので、その辺も

含めてここは進めさせていただきたいと思ってお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） この計画が終わって

ということで、１０年先に名寄市役所のいわゆる

ここの風景がどうなっているかということであり

ます。この間も私ども決して男女のだからという

ことでの性差による区分け、差別については一切

やっているつもりはありませんので、ただ現実と

するとこれは我々も募集をかけて、それに対して

応募をいただくというシステムになるものですか

ら、なかなか女性の応募が少ないという現実があ

りますので、一足飛びにこの比率が変わるもので

はないと思いますが、ただ１０年たったときには

恐らく見渡したときには女性の方も相当数この中

にはいるのだろうというふうに思っておりますし、

実はこの計画の中にポジティブアクションという

ふうにさせていただきました。これは、ある意味

で公平の観点からいくとどうなのだという議論は

あると思いますけれども、当然一定のスキルがあ

るというのは大前提になりますけれども、そうい

った視点も含めて女性の活躍の場を確保するとい

うのも一方では必要な視点かと思っていますので、

そういったものも含めながら１０年後には少し今

のさまとは変わったような形になっているだろう

と、そのように推察をさせていただいております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 男女共同参画につき

ましては、私が職業人としてスタートしたころか

ら思うと現在までかなり女性の働きやすさについ

ては改善されてきているものはあるというふうに

思っていますけれども、それが十分ということに

はならないのは誰しもそのように認識されている

と思いますので、期待をしながら見守らせていた

だきたいということで、そのことについてはここ

では御答弁求めないことにしたいと思います。

人権のほうの人権教育、人権啓発のことについ

てですが、今橋本副市長からお聞かせいただきま

した内容につきましては十分そのとおりだと思っ

ておりますが、特に社会情勢の変化に伴ってとい

うところで少しお聞かせいただいておきたいこと

は、学校だけではないのですが、いじめについて

はもう大きな社会現象になっておりまして、特に

そのことの根幹を担う学校教育については大きな
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役割を果たすべきものを求められていると思いま

すので、実現の方策の中の作文の募集などという

ところについてはやはり学校教育の担うところを

網羅されての文言かなというふうに思っておりま

すので、実現の方策について教育委員会としての

取り組みといいますか、対応の実現の方策につい

て、この文言の中に例えばいじめ防止サミットも

行われている中からどのようにお考えになってい

るのか、そこだけお聞かせいただいて、終わりた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 男女共同参画につき

まして、教育委員会としてということであります

けれども、毎年……

（「人権」と呼ぶ者あり）

〇教育部長（小川勇人君） 教育委員会の取り組

みということでありますけれども、毎年人権擁護

委員会との連携の中で作文やポスターの設置等も

要請をしていただきながら、お互いやっぱり子供

たちに人権を、幼いころからそういった人を思い

やる心だとか、人の大切さを知らせるために、そ

してまたみずから考えるということで、積極的に

作文等の取り組みをお願いをしているところであ

ります。ただ、実際作文募集状況は全員が取り組

めているわけではありませんけれども、そういっ

たものを通じながら、子供たちに将来にわたって

やっぱり人権擁護に対する考えをしっかり持って

もらう取り組みを進めてきておりますし、今後と

もそういった関係団体と連携を図りながら対応も

してまいりたいというふうに考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口京二議員。

〇１０番（川口京二議員） 新名寄市総合計画第

１次と第２次案をちょっと見比べてみますと、第

２次のほうは基本事業の下に現状と課題、基本的

な方向性、実現の方策と書かれているのですけれ

ども、基本的な方向性というのは基本事業のこと

と捉えていいのでしょうか。実現の方策というの

は、基本計画事業のこととして捉えていいのでし

ょうか、伺います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 基本的な組み立てに

ついては、ここのところについては変えていない

という考え方でありまして、１次の後期計画との

比較でいきますと、現状と課題については共通を

したものとさせていただいたということでありま

す。それを踏まえての１次計画のほうでは施策の

基本的な考え方ということで、現状と課題を踏ま

えての大きな基本的な方向性を示させていただい

たところでございます。今回の２次計画の中でい

きますと、ここはもう施策に係る基本的な考え方

だったり、現状と課題でありますので、施策の文

言については必要ないだろうということで、ここ

を削除させていただきまして、基本的な方向性と

いうか、考え方を方向性に変えさせていただいて、

基本的な方向性ということであらわさせていただ

いたということであります。１次計画のほうでは、

それを受けての基本事業ということになってござ

いますが、ここのところを今回はよりわかりやす

い言葉として実現の方策ということでお示しをさ

せていただいたということでありますので、御理

解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） そうかとは思ってい

たのですけれども、私は前の１次のほうが非常に

わかりやすいのです。それで、今の答弁で納得は

します、まず。

４２ページの移住の推進、実現の方策の下から

３行目、お試し移住住宅を整備しとあるのですけ

れども、これは既存のお試し移住住宅を整備する

ということなのでしょうか、それともまた新しく

つくるという意味なのでしょうか。

それと、もう一つ、５０ページ、わかりやすい

市役所づくり、実現の方策の中で親しみやすくわ

かりやすい市役所づくりと書かれているのですが、

わかりやすい市役所づくりというのはわかるので

すけれども、親しみやすいというのはどういうイ
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メージをしておられるのか聞いて、終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問いただ

きました移住の推進の中の移住の方策の中でお試

し移住住宅の整備ということに関しての御質問で

すが、現在というか、ことしの春までは御承知の

ように風連地区にお試し住宅を２棟整備させてい

ただき、今回７月から名寄地区の町中にお試し住

宅を１棟整備させていただいたところであります。

この新しいお試し住宅については、名寄の移住に

対して町中の住みよさランキングということで、

名寄の公共施設の利用の利便性を感じていただき

たいということで、名寄地区に整備させていただ

いたところなのですが、今回整備をさせていただ

いたところでニーズをいろいろ調査させていただ

いて、今後もそれぞれのお試し住宅の中でそうい

った新たな違うニーズの部分もあった場合につい

ては整備を検討していきたいということで考えて

いるところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） わかりやすい市役所

づくりの特に親しみやすさというところでの御質

問いただきました。ここは、ハード的にはなかな

か難しい部分かなと思いますが、例えば職員の対

応一つをとっても元気よく挨拶をするだとか、迷

っている方に御案内をさせていただくだとか、そ

ういった丁寧な対応というのがあると思いますし、

例えば待ち時間を短くするですとか、事務手続を

簡素化することによってスピーディーに対応でき

るというものでありますので、そういったソフト

面の充実によって市民の皆さんに親しんでいただ

けるような、そんな市役所づくりを進めてまいり

たいという考え方でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田昌彦議員。

〇９番（塩田昌彦議員） それでは、１点だけ質

疑をいたします。

４３ページ、４４ページ、広域行政の推進、基

本事業の中の交流自治体等との連携の推進という

ことで、４４ページになりますが、東京都杉並区

と連携し、本市と交流自治体等の双方に効果を見

込める新たな交流自治体連携の取り組みを推進し

ますとあります。この方策の部分の新たな自治体

交流と連携を推進するという部分でいうと、新た

なという部分につきましてはどういうことを指し

ているのかお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 広域連携を通じての

都市部と地方の自治体の取り組みということであ

ります。実は、議員も御案内だと思いますけれど

も、今回の総合戦略を通じて杉並区との新たな交

流事業なども含めて取り組み何度も進めさせてい

ただいているということであります。今すぐ今現

在何が新しいものがあるのかというと、ここにつ

いてはまだ明言できるものはありませんけれども、

そこの議論の中でもそれに続くものはないのかと

いう検討あるいは調査をさせていただいていると

いう段階もありますし、例えばスクラム支援のよ

うな災害に係る分についてもやはり都市と地方、

これは地域が離れていることによって安全性が担

保されるということで取り組みが進められており

ますけれども、こういった視点で今後も取り組む

必要があるだろうということとこの間の実績を踏

まえて今協議中の部分もあるということで記載を

させていただきました。今現在何かというと、先

ほど申し上げたようにこれからの検討になります

ので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 今差し当たり該当する

自治体はないということであります。これまで杉

並との交流に伴って、名寄市と自治体交流という

部分でいうとすごく進んだなという感じがします。

それに伴って国際交流という部分でいうと、台湾

との交流も始まってきているということも含めて、

物流の部分も今民間レベルで進んでいるというふ

うなことでもありますし、これからやはり交流と

いうのは名寄市のまちづくり、それから民間レベ
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ルのまちづくりにおいても必要なことだというの

は認識はしているのですけれども、やはりいい結

果として生まれてはいるけれども、自治体職員も

含めて、ということは名寄市の職員含めて、それ

から名寄市の民間レベルの交流が進む中でも非常

に忙しいことがあります。そういうふうなことも

含めて、これから実際にどうなっていくのかなと

いうふうに、また新たなということになるともっ

ともっといいことにつながっていくのではあるけ

れども、それに伴って非常に厳しい状況も生まれ

るのかなというふうに思っていましたので、その

部分についてお聞きしたかったというのと、それ

からここで１つ杉並との部分のほかに姉妹都市と

いうことで藤島、この国内交流ということでは鶴

岡市とこれも交流を進めているということであり

ますけれども、同じように自治体交流って何かを

通してまた新たな自治体交流というふうなことで

考えていくと、ここもやはり視野に入れることな

のかなというふうに思いますが、ここについてお

聞きをして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 国内交流の基本的な考

え方でのお尋ねだというふうに理解をしていると

ころでありますが、東京都杉並区との交流につい

ては合併前の風連町からの継続というよりも、改

めて新しい市になって杉並区と交流していくとい

うことで、自治体間の交流はそれぞれ有効に進め

られているのですけれども、片や経済交流だとか、

あるいは民間交流の視点からどうなのかというふ

うに見ていくと、まだまだそこの領域まで達して

いないなということを率直に思っているところで

ありますが、この３年前ぐらいから商工会、商工

会議所の皆さんが杉並区の商工会議所の皆さんた

ちとの連携を強化しながら、今日の例えばアンテ

ナショップをどうしようかというところの議論に

入ってきているということでありますので、新た

な自治体交流という中でいくと民間レベルの交流

も一定芽吹きが始まっているのかなというふうに

見てとれているところであります。

さらに、鶴岡市との交流につきましては、鶴岡

市も合併市でありますし、名寄市も合併市であり

ます。改めてそれぞれの合併後新しい市になって、

新しい自治体としてさらに交流していきましょう

ということで、ことしの８月１日に鶴岡市から榎

本市長にお越しいただいて、加藤市長と今後の交

流をしっかり進めていこうではないかという、そ

ういう確認もされているところでありますので、

今後そういう展開もあるということでお答えをさ

せていただきました。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

すか。よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で基本目標Ⅰ、市

民と行政との協働によるまちづくりについて質疑

を終結いたします。

次に、基本目標Ⅱ、市民みんなが安心して健や

かに暮らせるまちづくりについて審査いたします。

説明を求めます。

田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） それでは、基本

目標Ⅱ、市民みんなが安心して健やかに暮らせる

まちづくりについて概要を御説明いたします。

別紙計画書案の５１ページから６９ページにか

けてとなります。初めに、５１ページをお開きく

ださい。ここでは、基本目標Ⅱの施策の体系を示

しており、７つの主要施策、１８の基本事業によ

り基本目標を推進を図ります。また、５２ページ

以降に具体の記述を行っておりますが、基本事業

ごとにそれぞれ現状と課題、基本的な方向性、実

現の方策の３つの項目で構成をしております。

まず、５２ページから５４ページにかけての主

要施策１、健康の保持増進、基本事業１の健康づ

くりの推進では、がん、心疾患、脳血管疾患の３

大疾患を合わせると死亡総数全体の約半数を占め

ており、特定健診の結果を見ても所見のある人は
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９割以上を占め、この傾向は変わっておりません。

このような状況から、生活習慣病の発症と重症化

予防を図ることが重要課題となっております。そ

のため、健康的な食習慣の確立に向けた食育を推

進し、若い世代から健診が受けられる体制、検査

内容の充実に努め、健診率の向上を図るとともに、

関係機関や各地区の保健推進委員などとの連携に

より効果的な健康づくりに努めてまいります。

基本事業２の母子保健対策推進では、平成２６

年度の出生数は２３８人で、前年度と比べほぼ横

ばいで推移をしております。本市の地域的な特徴

として転勤者が多く、母子健康手帳交付時の転勤

者の割合が約５割を占めていることから、子育て

に関する相談相手がいないなど育児が孤立化しや

すい状況にあります。子供が健やかに育ち、安心

して子育てができるよう保健、医療、福祉など関

係機関との連携を強化し、妊娠、出産期から切れ

目のない支援体制の構築を図ります。

基本事業３の感染症対策の推進では、近年海外

渡航者の増加に伴い、輸入感染症のリスクが高ま

っており、感染を防ぐための対策が重要となりま

す。平成２７年３月に名寄市新型インフルエンザ

等対策行動計画を策定し、発生時の対策と体制の

確立を図っておりますが、国、道との連携により

迅速な周知や対応の強化が求められております。

感染症発症動向の把握及び予防に関する正しい知

識の普及啓発に努めるとともに、乳幼児や高齢者

などが予防接種を適切な時期により安心して受け

られる体制を推進してまいります。

次に、５５ページ、５６ページの主要施策２、

地域医療の充実、基本事業１の地域医療機関相互

の連携強化では、現在上川北部医療圏域における

医療スタッフなど医療資源は非常に厳しい状況と

なっております。このような環境の中、地域医療

構想で示される各病院の将来の医療機能の分担を

前提として、地域の医療資源を最大限活用するた

めに地域の急性期医療を担う市立総合病院を中心

としてプライマリーケアを担う国保診療所や民間

病院、慢性期医療を担う東病院が相互に連携し、

急性期から回復期、在宅医療に至るまで切れ目な

く必要な医療が提供される地域完結型医療を構築

し、医療分野における地域包括ケアシステムの役

割分担を実現するために、ポラリスネットワーク

のさらなる活用や病院間連携部門の強化など地域

医療機関の連携強化を図ってまいります。

基本事業２の診療基盤と経営基盤の強化では、

持続的かつ安定的な地域医療の提供のため、市立

総合病院と東病院を包含した新名寄市病院事業改

革プランを策定いたしました。プランでは、国が

示した経営の効率化、再編ネットワーク化、経営

形態の見直し、地域医療構想を踏まえた役割の明

確化の４視点についてそれぞれ取り組むべき方策

を示しており、今後プランに基づいた経営形態の

構築や診療施設や医療機器の整備などに取り組み、

地方センター病院としての機能の充実に取り組ん

でいくとともに、持続的な診療環境と病院経営を

実現するために重要な医療スタッフの確保に取り

組んでまいります。

次に、５７ページから５９ページにかけて主要

施策３、子育て支援の推進、基本事業１の子育て

支援施策の充実では、名寄市の年少人口は減少傾

向にはありますが、特に３歳未満児に対する保育

ニーズが高く、保育士の確保が課題となっており

ます。また、今後とも認定こども園として保育を

開始する園もあることから、民間施設の動向を注

視しつつ、市内保育所の役割や整備の検討が必要

となっております。

児童虐待防止対策として、名寄市要保護児童対

策地域協議会を中心に地域ぐるみで子供の見守り

を実施してまいります。

また、ひとり親家庭については子供の健全育成

のための相談、経済的支援の充実と就労の促進を

図り、名寄市子ども・子育て支援事業計画の基本

理念に基づき、施策やサービスの充実に取り組ん

でまいります。

基本事業２の子供の発達支援の充実では、こど



－287－

平成２８年１０月１２日（水曜日）第３回９月定例会・第７号

も発達支援センターでは保健師とともに関係機関

と連携し、発達のおくれや障害のある子供に療育

が早期に実現できるよう努めております。また、

障害児を受け入れている幼児教育、保育施設へ継

続した支援が必要となっていることから、発達に

不安のある子供の療育の質の確保やこども発達支

援センターの環境整備の充実に努め、切れ目ない

療育を図ります。

次に、６０ページから６２ページにかけての主

要施策４、地域福祉の推進、基本事業１、地域福

祉活動の普及・推進では、急速に進行する少子高

齢化や核家族化による高齢者だけの世帯や単身世

帯の増加など、地域住民を主体とした福祉活動の

取り組みが求められています。市民一人一人が互

いに支え合う地域社会づくりには、活動の主体と

なるＮＰＯなどの組織づくりやボランティア活動

を担う人材の育成が必要となります。既存の町内

会、民生児童委員などの団体が連携してネットワ

ークづくりを推進し、見守り、つながりなどの地

域福祉の普及推進を図ってまいります。

また、地域のネットワークをつくるボランティ

アの人材発掘、育成については、社会福祉協議会

と連携し、啓発活動と育成活動に取り組んでまい

ります。

基本事業２、市民との協働による福祉のまちづ

くりの推進では、総合計画を初め保健、子育て、

介護、障害などの各個別事業や社会福祉協議会の

地域福祉実践計画との整合性を図りながら、地域

の実情に適した地域福祉計画の策定を市民との協

働で進めてまいります。

また、誰もが安心して暮らせるようにバリアフ

リー化とユニバーサルデザインを推進するために、

理解促進のための啓発活動に取り組んでまいりま

す。

基本事業３の福祉関係団体との連携強化では、

さまざまな福祉関係団体の連携を調整する組織が

必要です。また、さまざまな福祉団体が活動する

場所が必要となります。社会福祉協議会など社会

福祉の中心となる団体への必要な支援を今後とも

実施します。また、社会福祉協議会が取り組んで

いるさまざまな福祉事業との連携強化を図ります。

総合福祉センターは、地域福祉の拠点、ボラン

ティアの活動拠点として高齢者や障害者など誰も

が利用しやすい整備を推進し、施設機能の充実を

図ります。

基本事業４、生活に困っている人への包括的支

援の充実では、地域にはつながりがないために支

援を受けられずにいる人や制度のはざまにいる人

など生活に支援が必要な人がおります。地域福祉

や関係機関のネットワークなどを活用し、生活に

困っている人が安心できる相談支援体制の充実に

努めます。また、相談後はハローワーク、保健所

を初め関係機関が連携して本人の意向に沿った生

活支援や社会参加、経済的自立の支援を行います。

次に、６３ページ、６４ページの主要施策５、

高齢者施策の推進、基本事業１の介護保険サービ

スの推進では、介護人材を初め介護施設、低所得

者向けの住まいなどの高齢者の生活を支える介護

基盤の整備やサービス提供の確保が課題となって

おります。高齢者が可能な限り住みなれた地域に

おいてその有する能力に応じ生きがいと尊厳を持

って自立した日常生活を営むことができるように

地域包括ケアシステムの構築を進めていきます。

また、地域全体で高齢者を支えるネットワーク

の構築を図るとともに、介護保険サービスを初め

適切な保健医療サービス、福祉サービスが多様な

事業者から総合的に提供される体制を構築します。

基本事業２、高齢者福祉の推進では、高齢者自

身が地域社会の中でみずから豊富な知識と経験を

生かして積極的に社会参加し、さまざまな形で活

躍できるよう支援します。また、高齢者及びその

家族に対し自立した生活を確保するための支援事

業を展開し、高齢者の自立と生活の質の確保や権

利擁護のための必要な支援に努めるとともに、名

寄市高齢者保健医療福祉計画、介護保険事業計画

の基本理念に基づき、市民ニーズに沿った施策を



－288－

平成２８年１０月１２日（水曜日）第３回９月定例会・第７号

推進してまいります。

次に、６５ページから６７ページにかけての主

要施策６、障害者福祉の推進、基本事業１の障害

者理解の促進・権利擁護では、ノーマライゼーシ

ョンの理念が徐々に浸透しつつありますが、障害

者に対する理解不足や誤解などが依然として存在

しておりますので、さまざまな機会を通じて障害

者に対する理解の促進を図っていくことが必要で

す。障害の有無によって分け隔てることなく、尊

重し合いながら共生する社会の実現を目指すとと

もに、自立や社会参加を促進します。

また、関係機関と連携しながら虐待の予防や養

護者に対する支援に努めていく必要があります。

障害者の高齢化や親なき後を見据えて、成年後見

制度の利用促進など権利擁護の取り組みを促進し

ます。

基本事業２の地域生活支援体制の充実では、住

みなれた地域で生活するにはさまざまな支援を切

れ目なく提供できる仕組みを構築することが必要

であるため、地域の事業者が機能を分担して地域

全体を支える地域生活支援拠点の整備を図ります。

また、より専門的な対応を行うため、基幹相談支

援センター事業を推進し、相談支援体制の充実を

図ります。

また、専門性が求められる障害のある児童生徒

の支援のため、こども発達支援センターなど関係

機関との連携を強化し、途切れることのないつな

がりのある支援に努めます。

基本事業３の就労支援の充実では、障害者の雇

用促進のための啓発活動の推進に努め、企業が安

心して障害者を雇用できる環境整備が必要です。

ハローワークなどの就労に携わる関係機関と連携

し、働く意欲がある障害者が企業で働くことがで

きるよう本市独自のジョブコーチの制度も活用し

ながら総合的な就労支援に努めます。

また、障害者優先調達推進法に基づき障害者の

福祉施設の提供をする物品、サービスの優先調達

を推進します。

基本事業４の生活環境等整備の充実では、災害

などの緊急時の障害者の支援体制の整備を進める

とともに、障害者の福祉施設などの関係機関との

連携強化を図ります。

また、障害者が地域社会の一員として町内会活

動や地域の活動に参加するための情報提供やスポ

ーツ、文化、芸術活動に親しむことができる環境

づくりに努めます。

最後に、６８ページ、６９ページ、主要施策７、

国民健康保険、基本事業１の国民健康保険事業の

運営として、本市の国民健康保険事業は被保険者

数の減少により税収が減る中、医療の高度化、加

入者の高齢化などにより厳しい財政状況にありま

す。こうした中、市民が安心して医療を受けるこ

とができる国民皆保険制度の中核として重要な役

割を果たすため、保健事業の推進による疾病の早

期発見や重症化の予防に取り組むほか、保険税の

適正な賦課に努め、国民健康保険事業の安定健全

化を目指します。

また、平成３０年度からは都道府県が財政運営

の責任主体となる国民健康保険の広域化が始まり

ます。今後は、広域化に歩調を合わせながら制度

移行への準備を進め、保険者として的確な対応を

してまいります。

以上、基本目標Ⅱ、市民みんなが安心して健や

かに暮らせるまちづくりの概要説明といたします。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げ

ます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。質疑なしと認めて

よろしいですか。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 何点かお聞きをしたい

と思います。

地域福祉活動の普及推進、６０ページです。６

０ページの中で基本的な方向性ということで、市

民一人一人がお互いに支え合う共生の地域社会を

目指し、ボランティアの育成を進めるというふう
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に書かれています。基本的な方向性です。ボラン

ティアの育成をどのように進めようとしているの

かお聞かせをいただきたと思います。

次に、６３ページです。高齢者施策の推進に係

って介護保険サービスの推進、高齢者福祉の推進、

現状と課題の中で、るるこの間も議論があったよ

うに高齢者がふえる、また認知高齢者もふえる、

そして高齢者の介護施設、低所得者向けの住まい

も必要、そして通院や買い物などの支援も必要と

いうふうにされているわけですが、実現の方策の

中でこの現状と課題の中に対する実現の方向性が

書かれているわけですけれども、しかし高齢者が

いろいろ支援も必要なのですけれども、さきの一

般質問の中でも取り上げさせていただきましたが、

高齢に差しかかった皆さん方がまだまだ活躍でき

る場、私はそういった場が必要だろうということ

で、ボランティアのいわき市の例も出して御紹介

させていただいたのですけれども、そういったと

ころが今回の総合計画の中では見受けられないの

ですけれども、この点についてどのようにお考え

なのかをお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私のほうからは、

ボランティアをどのような形で育成していくのか

という御質問でしたが、まずもって今社会福祉協

議会が実施されておりますふれあい広場、またボ

ランティア講座などを通じまして、そことの連携

を行いながらボランティアの育成を行ってまいり

たいと思いますし、また市内の小中学校で福祉講

演とか福祉事業とか行わさせていただいておりま

すので、それらの事業を通じながら啓発活動、ま

た育成活動を推進してまいりたいというふうに考

えております。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 私か

らは、２番目の質問の高齢者の活躍の場がこの計

画の中で見受けられないのではないのかというこ

との御質問の回答をさせていただければというふ

うに思います。

議員がおっしゃるとおり、高齢者の方々が高齢

になられてもそれぞれ社会の中でいろいろ御活躍

いただいたり、参加いただくことがある意味介護

予防になったり、認知症の予防になったり、もし

認知症が仮にあったとしても認知症の悪化を防ぐ

一つだというふうに考えております。今回の６３

ページのところの高齢者福祉の推進の中に、新た

な基本計画事業として高齢者の社会参加への支援

ということで入れさせていただいております。こ

れは、現在行っています高齢者の生きがい講座な

どの社会参加という支援も一部入っているのです

が、今後来年度以降実施していきます介護予防・

日常生活支援総合事業におきましては、一方介護

の受け手になる場合もあるかというふうに思うの

ですけれども、一方では議員おっしゃるとおり元

気な高齢者の方々についてはボランティアのこと

も含めて、ボランタリーなサービスも含めて提供

側にもなっていただいて、それが介護予防にもな

っていくというふうに考えておりますので、そう

いう視点を持ちながら今後進めてまいりたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） ６３ページのところの

確かに生きがい対策や社会参加を促進するために

移動手段の確保が必要と。社会参加を促進するた

めに移動手段の確保が必要というふうに私は読ん

だのですけれども、私がお話ししているのは移動

手段だけではなくて、全般にこうした皆さん方が

いろいろな形で社会貢献、長くやっぱり経験も積

んできた、知恵もたくさんある、こういった部分

をフルに社会に返していただきたい。子育て支援

でもそうですし、いろんな部分で貢献していただ

きたいなと思っているのですが、そういった部分

がちょっと私には読み取れないというふうに思い

ますので、再度お聞かせをいただきたいと思いま

す。
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ボランティアの育成もそうなのですが、ここの

今お話しした部分も含めて、ボランティアの育成

というとどうしても大ざっぱな捉え方になるのか

なというふうに思うのです。今回何回もお話しし

ているように、市民に参加をしていただくという

ところで、ボランティアであることを強制しては

ならないということだというふうに思うのです。

いわき市の御紹介させていただいたのは、市が主

になって介護保険制度の中でボランティアをとい

う、その募り、そこにまた還元をするという形も

とっている。そういうふうな形も必要かなという

ふうに思っているので、その部分を含めてもう一

度お考えをお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 高齢者の方々が

生き生きと生きがいを持って生活していっていた

だくために、その一部といいますか、具体の方策

として社会に出ていただくためのボランティア、

あくまでも自主的なボランティアでございますけ

れども、そういったこととして、具体的にはファ

ミサポ事業も始まりまして、そこの受け入れ先と

いう形のボランティアに登録していただいている

状況もございますので、それらの事業も具体的に

今後積み重ねながら、高齢者の方が生き生きと健

康寿命を延ばすために活躍していただけるような

取り組みは進めさせていただきたいというふうに

思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 若干

今の部長の答弁とも重複する部分はあるかと思い

ますけれども、先ほど議員からもありました社会

参加の部分、この部分ではたまたま移動手段のこ

とが現状と課題と、あと実現の方策のところにも

書かれておりますが、実現の方策の中では高齢者

の方々がみずからの経験や知識を生かして主体的

や積極的に社会参加をしてというようなことで、

移動手段のことは書いてありますけれども、それ

というのは社会参加するための一つの形というこ

とでのせさせていただいておりまして、私どもと

しましても社会参加していくということがかなり

大事な介護予防だったり、生きがい対策だったり

というふうに十分認識しておりますので、今後基

本計画事業の中でもそのことを意に配しながら進

めてまいりたいと思っておりますので、御理解い

ただくようお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

以上で基本目標Ⅱ、市民みんなが安心して健や

かに暮らせるまちづくりについて質疑を終結いた

します。

次に、基本目標Ⅲ、自然と調和した環境にやさ

しく快適で安全安心なまちづくりについて審査い

たします。

説明を求めます。

中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、基本

目標Ⅲ、自然と調和した環境にやさしく快適で安

全安心なまちづくりについて概要を御説明いたし

ます。

初めに、資料７０ページをお開きください。こ

こでは基本目標Ⅲの施策の体系を示しており、１

３の主要施策、４１の基本事業により基本目標の

推進を図ります。

次に、７２ページの主要施策１、環境との共生

では、３つの基本事業を推進いたします。事業１

の環境の保全では、自然環境の保全と適正な利用

に努め、豊かな自然環境を次世代に引き継ぐこと

が重要な課題となっていることから、地球温暖化

を初めとする環境問題の実態を把握し、環境汚染

防止に向けた取り組みを推進いたします。

次ページ、２の良好な環境づくりでは、霊園、

墓地、火葬場等の施設は自然環境と調和した景観

の形成に努める必要があることから、快適で安ら
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ぎのある環境空間となるよう管理、整備に取り組

みます。

３の新エネルギーの導入・省エネルギーの推進

では、市民一人一人が地球温暖化問題やエネルギ

ー問題をみずからの問題として認識する必要があ

ることから、公共施設への新エネルギー、省エネ

ルギー設備の導入や家庭におけるエネルギーに関

する知識の普及や具体的な取り組みを促進いたし

ます。

次に、７５ページの主要施策２、循環型社会の

形成では、３つの基本事業を推進いたします。事

業１の３Ｒ運動の推進では、廃棄物処理に当たっ

て地球規模の温暖化、天然資源の枯渇、自然破壊

等の環境問題とも直結していることから、３Ｒを

基本に地域特性に応じた循環型社会の形成に向け、

資源ごみの分別排出について市民周知の徹底や情

報提供に取り組みます。

２の廃棄物の適正処理では、家庭生活の営みや

事業活動によって発生する一般廃棄物を適正に中

間処理、最終処分する安全、安心な施設の運用、

維持、整備を推進することにより、有害化学物質

の発生を抑制し、安全で快適な生活環境の維持が

必要なことから、旧焼却施設の処分等もあわせて

炭化センターの次期施設やリサイクルセンターな

ど総合的な施設整備を進めます。

３の環境美化の推進では、不法投棄や野焼きな

ど法律で禁止されていますが、春の雪解け時期に

は道端などに不法投棄されたごみが多く見られる

ことから、市民、事業者に対しごみの分別、排出

の正しい認識と減量化意識を高めるため、環境意

識の啓発、指導を行うとともに、環境衛生推進委

員が中心となった町中美化活動の取り組みを推進

します。

次に、７８ページの主要施策３、消防では、３

つの基本事業を推進いたします。事業１の消防組

織体制の充実強化では、近年の異常気象に伴う災

害は大規模化、複雑化する傾向にあり、市民が消

防に寄せる期待も大きくなっています。救急、救

助出動は、高齢化の進展や救命処置の増加により

医療と連携した体制の確立を進めます。また、各

種災害に的確に対応するため、消防団との連携を

密にした消防組織体制と安全装備品の充実を図り

ます。

次ページ、２の消防施設及び消防装備の整備で

は、老朽化した消防施設や更新時期を迎えた消防

車両などの整備、更新を行い、消防活動体制の強

化を図ります。

３の防火体制の推進では、ひとり暮らしの高齢

者を含め、住宅火災による死者を発生させないた

めに住宅用火災警報器の設置促進や維持管理の取

り組みを展開するとともに、防火対象物や危険物

施設の防火対策と違反是正対策の徹底など予防体

制の充実強化を図ります。

次に、８０ページの主要施策４、防災対策の充

実では、３つの基本事業を推進します。事業１の

国土保全の推進では、洪水防止のための護岸や堤

防の整備、河道内の土砂のしゅんせつなどのさら

なる整備が求められており、河川の未整備箇所で

は国、道とも連携し、護岸、堤防などの整備を進

めるほか、樋門管理においては河川の地先の皆さ

んと協力し、治水対策に努めます。

２の災害応急対策の充実では、火災発生に備え

て緊急情報を市民に提供する多様な情報伝達手段

の確保を推進するほか、水防活動では広域の自治

体職員の連携や地域防災リーダーや関係機関職員

と連携を図ってまいります。

次に、８２ページの主要施策５、交通安全では、

３つの基本事業を推進いたします。事業１の交通

安全意識の高揚では、交通安全運動を生涯学習と

位置づけ、家庭、学校、職場、地域で幼児から高

齢者まで体系的に実施する必要があることから、

関係機関連携のもと交通安全意識の普及啓発に努

めるとともに、幼児から高齢者まで体系的に教育

活動を実施いたします。

次ページ、２の道路交通環境の整備では、安全

確保には道路の白線や注意、警告看板等の設置が
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必要なことから、計画的な市道白線の補修や道路

状況を考慮した警戒標識の設置等の整備を進めま

す。

３の冬期の交通安全の確保では、冬期は積雪寒

冷地特有の地域特性に応じた交通安全教育活動や

啓発が必要となることから、冬期間の事故をなく

すため、関係機関、団体が一体となり、啓発活動

の実施と計画的な除排雪等を進めます。

次に、８４ページの主要施策６、生活安全では、

３つの基本事業を推進いたします。事業１の生活

安全意識の高揚では、安全で安心して暮らせるま

ちを目指し、関係機関、団体などとの連携を密に

し、適切な情報提供に努めます。

２の関係機関・団体との連携強化と対策では、

町内会など地域や関係団体が一体となって情報把

握と分析を行い、幼児から高齢者までの安全確保

など防犯活動を促進いたします。

３の空き家等対策では、適正管理がされていな

い空き家の全国的な増加と空家等対策の推進に関

する特別措置法の制定を踏まえて、新計画の中で

は新たな基本事業として位置づけ、空家等対策計

画を策定し、総合的な空き家等対策を推進いたし

ます。

次に、８６ページの主要施策７、消費生活の安

定では、３つの基本事業を推進いたします。事業

１の消費者利益の擁護では、消費者トラブルの未

然防止と消費者の利益を守るため、適切な情報の

提供と消費生活相談体制の充実強化を図ります。

次ページ、２の消費者啓発の推進では、高齢者

を狙った特殊詐欺や悪質な勧誘などが後を絶ちま

せんが、消費生活の安定と向上を図るため、啓発、

啓蒙など消費者活動を支援いたします。

３の物価の動向調査では、市民が安心して買い

物ができるよう物価動向調査による情報提供など

を行います。

次に、８８ページの主要施策８、住宅の整備で

は、３つの基本事業を推進いたします。事業１の

住宅計画の推進では、市民が安心して快適に暮ら

すことができ、環境に優しい住まいやまちをつく

るため、住環境に関する方向性を示すガイドライ

ンとして名寄市住宅マスタープランを、公営住宅

の既存ストックに関して公営住宅等長寿命化計画

を策定いたします。

次ページ、２の公営住宅の適正管理では、入居

者の傾向などを的確に捉まえ、多様なニーズを満

たす安全、安心で良質な住宅供給を図るため、計

画的な建てかえ、効率的な修繕や改修を行うとと

もに、維持管理事業により移住環境の保全に努め

ます。

３の民間住宅の整備促進では、住宅環境の安全

の確保及び住宅の質の向上が求められていること

から、良好な住宅や住環境を市民が得られるよう

市民に対する指導、助言、情報提供の推進を図る

とともに、地震による住宅の倒壊被害から市民の

生命、財産に対する被害を未然に防ぐことを目的

に耐震診断、耐震改修に対する支援を行います。

次に、９１ページの主要施策９、都市環境の整

備では、６つの基本事業を推進いたします。事業

１の都市計画制度の推進と適正な管理では、都市

としての持続的な発展と成長を形成するため、都

市計画マスタープランに基づいて事業を推進する

とともに、国が進めている立地適正化計画制度に

ついてさまざまな都市機能の誘導など持続可能な

コンパクトシティー化について検討いたします。

２の美しい市街地の形成では、安全かつ良好で

住みやすく、癒やしと潤いが感じられ、人々が集

い、楽しめる中心市街地を形成するため、潤いの

ある景観整備や緑地帯、フラワーロード、公園な

どの維持管理を進めるとともに、計画的な防犯灯

修繕やＬＥＤ化、防犯灯の新設を行います。

３の公園の管理・整備事業では、都市公園の老

朽化の状況に応じた修繕や更新が必要なことから、

公園施設長寿命化計画に基づき、地域の実情に合

った整備を進めるとともに、維持管理については

指定管理者制度や委託契約のほか、町内会などと

協働による管理体制の充実を図ります。
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次に、９４ページの主要施策１０、上水道の整

備では、２つの基本事業を推進いたします。事業

１の安定供給の確保では、長期安定供給できる水

源の確保と拡張のための送水管新設に取り組むと

ともに、引き続き給水区域内の老朽管の更新と配

水管網の整備を図り、あわせて漏水調査を実施し、

有収率の向上に努めるとともに、次期の経営計画

である経営戦略に基づき経営の効率化、健全化の

取り組みを進めます。

２の水質の保全維持では、安全、安心な水道水

を供給するために取水施設の改修整備と水質汚染

源の調査、監視の強化に努めます。

次に、９６ページの主要施策１１、下水道・個

別排水の整備では、４つの基本事業を推進いたし

ます。事業１の施設の整備では、清潔で快適な生

活環境の保全を目的として公共下水道事業の推進

と下水道区域及び処理施設の規模の見直しを検討

し、整備を推進するほか、持続可能な下水道事業

を目指し、管渠及び処理施設の機器更新を計画的

に実施します。

次に、２の施設の維持管理では、不明水箇所を

調査し、止水工事の実施により排水障害の軽減を

図るとともに、管渠及び下水処理場施設の計画的

な整備を行い、施設の長寿命化を図ります。

３の資源の有効利用では、下水処理場における

資源の有効活用については名寄有機入り肥料利用

組合と連携をとりながら利活用の推進に努めます。

４の合併浄化槽の設置では、清潔で快適な生活

環境の保全のため、生活排水処理基本計画に基づ

き合併浄化槽の整備を実施し、未普及世帯への普

及推進に努めます。

次に、９９ページの主要施策１２、道路の整備

では、６つの基本事業を推進いたします。事業１

の高規格幹線道路の整備では、北海道縦貫自動車

道の早期整備を推進するため、関係期成会や各種

団体と連携を図りながら、要望活動を実施すると

ともに、地域振興策について民間の取り組みと連

携しながら検討いたします。

２の広域幹線道路の整備では、国道、道道の整

備の促進や歩道整備など維持事業の整備促進を要

望してまいります。

３の幹線道路の整備では、経年劣化が進行して

いることから定期的な点検や維持補修が求められ

ており、計画的な舗装改築事業により幹線道路や

都市計画道路の整備を進めるとともに、道路附属

物についても点検、調査し、計画的な修繕を行い

ます。

次ページ、４の生活道路の整備では、道路整備

に対する市民要望が多いことから、幹線道路と効

率的に連絡することを考慮し、計画的に整備いた

します。また、道路排水については、生活道路を

優先に整備を進めます。

５の市道の維持事業では、快適な市民生活を送

ることができるよう舗装済み道路の適切な維持、

未舗装道路の維持補修に努めます。また、道路の

環境保全に向けて市民と協働による道路愛護事業

の取り組みの推進に努めます。

さらに、除排雪事業として官民の連携、協力に

より除排雪水準の向上、オペレーターの育成を初

め、行政が行う除排雪と地域市民の負担で行う除

排雪により総合的な除排雪を推進するとともに、

除排雪車両の修繕及び更新を計画的に行います。

６の橋梁の整備では、橋梁長寿命化修繕計画に

のっとり、耐震補強や補修、修繕、点検などを適

切に行い、社会資本の維持、延命を図ります。

次に、１０３ページの主要施策１３、地域公共

交通では、２つの基本事業を推進いたします。事

業１の宗谷本線の維持活動の促進では、宗谷本線

を存続させていくため、沿線自治体と連携を図り

ながら関係機関、団体への要望活動を実施いたし

ます。

２の公共交通の整備・確保と利用促進では、路

線バスなどによる移動手段の維持確保対策を進め

るとともに、デマンド型交通などの交通手段も活

用し、公共交通の安定的な維持確保に努めます。

以上、基本目標Ⅲの概要説明といたします。よ
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ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 簡潔に４点お伺いし

ます。

１つは、記載はありませんけれども、恐らく実

施計画の中で盛られるのだろうと思いますが、先

般一般質問でも出ておりました環境衛生の関係で

公衆浴場の関係について、向こう１０年間の中で

は現行の経営をされている方にも変化が出るよう

な時期になってくるのではないかと思いますけれ

ども、記載はありませんけれども、どのように支

援、あるいは仮に空白になるような期間があると

すれば多くの市民にも影響が出るということだと

思いますので、考え方についてお答えをいただき

たいと思います。

それから、７３ページ、これも環境に関してで

すが、これも先般一般質問あるいは私も昨年取り

上げていますが、霊園と墓地の整備の関係で、共

同塚の話についてはこれからの推移を見ながらと

いうことだったと思いますが、この記載の中に霊

園、墓地の中にそういうこともイメージとして含

まさっているという理解でよろしいのか、あるい

は等を入れて認識をしっかりインプットしておか

なければならぬのかという気もしますけれども、

お答えをいただきたいと思います。

それから、同じ７３ページで、きのうも取り上

げましたが、新エネルギー導入、省エネルギーの

関係で、１次の後期の計画の中にも既に １１を

冒頭記載をしながら新エネルギーあるいは再生エ

ネルギーの記載があったと思うので、きのうの答

弁でここにもありますからというような話をして

おりましたけれども、関連性をしっかり認識しな

いといけないのではないかというふうに思ってい

ます。国会でも考え方の差はあるけれども、トー

タルとして出す原発の方向は全ての制定が １１

以降やっぱり世の中変わったという認識は変わら

ないと思うので、その辺について言葉足らずでは

ないのかというふうに思っていますので、改めて

お答えを求めたいと思います。

最後になりますが、１０１ページ、生活道路の

整備の関係で基本的な方向性等の中で今までの計

画の中では予想どおりいかなかったと、舗装化に

ついて。今後１０年間で５％の効率を上げていく

ということで記載がありますけれども、これも具

体的に実行するために相当国の補助等々の関連で

影響も出るのですが、５％が相当な決意の５％な

のか、このぐらいはいけるだろうということなの

か、風連、名寄の差異なんかは歴然としておりま

すけれども、改めて展望についてお聞かせをいた

だきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、２点お答

えをいたしたいと思いますけれども、１点は総合

計画の中に記載がない公衆浴場等の確保対策につ

いての考え方ということで、先般の議会の中でも

答弁の中でお答えをしておりますけれども、市民

の保健衛生上必要不可欠な施設であるということ

で、現状経営者に対して補助金を交付していると

いうような対応をとっておりますけれども、今後

なくなったときにはどういうふうにするのかと、

何かかなり重たい視点でありまして、一般質問の

中でも今後調べさせていただきたいということで

お答えをしておりますけれども、どのような対応

が必要になってくるのか、余り行政として手は出

せない部分はあるのかもしれませんが、ちょっと

内容を調べながら対策を考えていきたいというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いします。

次、霊園の墓地の関係、これ等を含めて、合葬

墓の関係も含めてということになるのでしょうか。

とりあえず現状のとなみが丘と緑丘、それと風連

にもあるのですけれども、墓地について整備を進
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めていきたいというような記載でございますので、

よろしくお願いしたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 熊谷議員から生

活道路の整備の関係でお話がございました。１０

年で５％という目標、これどれぐらいの決意でや

れるのか、展望はどうなのだということでござい

ますけれども、ここ１０年５％という目標でやっ

ておりまして、今全体では当初は６６％から７６

％ぐらいの目標でありましたけれども、交付金の

つきも悪くてなかなか実施できないということで、

今年度につきましても要望をいたしましたけれど

も、当初予定をした路線の延長のおよそ半分ぐら

いしか実はついていないという状況でございます。

それで、展望はということでございますけれども、

５％、これについては私ども厳しい交付金の状況

ではございますけれども、最低の目標として何と

かやっていきたいということで考えています。た

だ、いずれにしても交付金なものですから、道路

関係につきましては全国的に見ますと、特に名寄

のような少し未舗装の道路が多いという状況も全

国的にはなかなかないということでもあるという

ふうに思っています。その意味でいうと、全体で

見ますとほぼそれこそ相当な延長が大都市では整

備をされています。未舗装の道路自体がないので

はないかというふうに思っています。北海道にお

いては、まだまだ未舗装の道路があるという実態

もあるということで、これは名寄だけではなくて

近隣の道内の自治体もややもすれば国として見落

としてしまいそうな実態にもあるかなというふう

に思っていますので、これは私ども一丸となって

総合計画の目標に向けて取り組みを進めてまいり

たいというふうに考えています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 最後に質問いただい

たところであります。昨日も御質問いただきまし

たけれども、震災に伴う原発事故が起きて、一つ

の大きな動きとして脱原発の動きがあるというこ

とは私どもも認識をしております。あるいは、も

う一方ではこの事故を受けて、国のほうでは安全

基準を高くして安全対策をしようとしている動き

があるということであります。この方法について

どちらのほうということは、エネルギー政策にか

かわることでありますので、この場で明言するこ

とはできませんが、私たち地方自治体、市民の皆

さんとともに歩む自治体とすれば、市民一人一人

がやはり安全に生活が確保されなければいけない

という視点がありますし、もう一つは国の施策で

はありますけれども、周辺自治体を含めてそこの

しっかりとした同意がなければいけないだろうと

いう認識がありますので、ここについては周辺自

治体と設置あるいは国も含めての議論がしっかり

とされ、合意のもとに進めるべきだろうというふ

うに思っていますし、当然そこの前提とするとそ

こに住む人たちの安全、安心がしっかり守られる

というのが確保されなければならないのだろうと

いうふうに思っています。

そういった前提もありながら、今回の新エネ、

省エネの関係については、これは市とすると環境

負荷というところがありますので、ここのできる

だけ低減を図ろうということで、エネルギー政策

総体としては国の考えによるところはありますけ

れども、自治体としてもやはりそこの考えに基づ

いて取り組みが必要があるだろうということで新

エネ、省エネの取り組みについて進めさせていた

だきたい、そのように考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 公衆浴場、環境衛生

の関係では、ぜひ相手があるからというよりもし

っかり意見交換を常にすることで、仮に空白が出

ると一番市民に影響が及ぶわけですから、十分そ

こは私も一度お会いしたこともありますけれども、

一生今の代でということはあり得ないことなもの

ですから、支援をすることとあわせながら、空白
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をつくらないことについて実施計画の中でも少し

イメージをしていただきたいというふうに思いま

すので、お答えをいただきたいと思います。

それと、墓地の関係は、私が聞いたのは基本計

画の中には区分け、環境と共生の関係では霊園、

墓地整備というふうに書いていますが、見えない

けれども、この中に等という字も入っているとい

う受けとめ方でいいのかどうかです。今後の共同

塚の関係についてもやりとりが今までの議会では

何回かありました。だから、墓地、霊園の中に等

という字、私はこれが続いて見えるようにはする

のですけれども、そういうお答えをいただいてい

るのです。それは、これからの市民ニーズとのか

かわり合いはもちろんあるのですけれども、間違

いなく多分必要になってくるというふうに思って

いますので、そのお答えをいただきたいというこ

と。現行の墓地の話ではなくて、やわらかく言っ

ているつもりなので、しっかりお答えいただきた

いと思います。

それと、懲りない安倍政権で次から次へと今休

んでいる原発を動かそうということで、非常に憤

りを感じるのですけれども、名寄市の答弁として

みればもちろんそのことを念頭に置きながら安全

をしっかりと、鹿児島に新しく出てきた知事さん

は本当に勇気を持って直ちにとめろというような

ことで、今定期点検でまたとまっていく状況です

けれども、そのことを常に忘れないということは

物すごく大切で、これは主義主張ではなくて、福

島の、私も２回ほど社民党の現地調査にあそこに

行っていますけれども、双葉町というのがありま

して、副町長さんがいつまでも福島を忘れないで

ほしいという、やっぱりせつない思いというのは

全国でも共有してほしいということなものですか

ら、単なる再生エネルギーとか新エネルギーがひ

とり歩きしているという状況ではないと私は思う

のですけれども、改めて認識については久しぶり

に臼田総務部長としっかり合うかどうか、合わせ

ていただきたいと思います。

生活道路の関係は、５％やると何キロになると

か、そしてこれで名寄の防じんは全部解消される

という認識は全く持っていませんけれども、比べ

物にならぬ距離だと思うのですけれども、一番心

配しますけれども、私も国は今年度の地方財政計

画の中でも職員費だとか、公共投資、投資関係に

ついて物すごく今また大盤振る舞いで、建設国債

前提にしたハード物を一生懸命提案して、決まり

ましたけれども、厳しいと思うのです。そこは、

ぜひ市長先頭ですけれども、中村部長のハッパか

け方次第でないかというふうに、部長次第だとい

うふうに思っていますので、５％の延長距離、お

よそでいいですけれども、防じんはいつなくなる

のですかということを改めてこの１０年の計画の

中でどうイメージしたらいいのかお答えをいただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 公衆浴場の対策につ

いて改めて質問いただきました。さきの一般質問

の中でもお答えしているということもあるのです

けれども、やはり現場のほうに行って話を聞く必

要があるなと。具体的に何ができるのかわからな

いという状態では始まらないので、早速御指摘を

いただきましたので、対応したいと考えておりま

す。

次に、霊園、墓地の整備関係、これは等という

ことなのですけれども、こちらのほうは記載の内

容ばかりではなくて、今後の市民ニーズ、これは

一般質問の中でもいただいたりしておりますけれ

ども、変化をするものであるということではその

市民ニーズを取り入れながら整備をしっかり取り

組んでまいりたいというふうに思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 国がエネルギーにつ

いてはそのエネルギーバランスを一定程度見込み

ながらエネルギーの割り振りをしているというこ

とでありますし、施策を進めているところだとい
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うふうに思います。そのエネルギーバランスを考

えるときに、恐らく１つにはこの間の熊谷議員か

ら言われたような事故などの影響も当然入ってい

ると思いますし、一方ではエネルギー資源の、有

限のエネルギーでありますので、そこの見込みな

ども含めてエネルギーバランスを出しているのだ

というふうに思っています。私どももそこは国の

示すエネルギーバランスに一歩でも近づけるよう

にという考えも込めて、地方自治体としての責務

としても新エネルギー、省エネルギー進めてまい

りたいというふうに思っていますし、エネルギー

問題を考えるときには先ほど申し上げましたよう

に、やはり国民一人一人、名寄市においては市民

一人一人の方の安全と安心がしっかり守られる必

要があるというふうに思っておりますので、そこ

も含めて新エネ、省エネの取り組みを進めさせて

いただきたいと思いますので、御理解をいただけ

ればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） ５％で何キロで

きるのかというちょっと詳しい数字、おおよそ今

舗装延長で本舗装を市街地の延長でいいますと１

１０ぐらいで、計画では５％ということですので、

５キロ程度の舗装の延長になるかというふうに思

いますけれども、防じん道路が全部舗装にという

ことについては現状５％ということですから、約

７０％ですからまだ３割ほど舗装になっていない

という状況からすれば、１０年で５％ということ

でいえば相当年数がかかると。余り詳しい数字は

ちょっとあれですけれども、そういう状況になっ

ているということです。それとあわせて、どうし

ても今一定の事業をやるときに財源確保も含めて

私どもの社会資本整備の交付金の中で事業取り組

んでいるというのが実態でありまして、先ほど議

員からもありましたように非常に交付金のつきが

厳しい状況というのはございます。それで、この

交付金についても全ての道路、今未舗装の道路が

全てこれが対象になるかというと、実はならない

道路も率直に言ってございます。そういう意味で

いえば、対象にならないところについては当然単

費の事業を実施をしなければならないということ

になってきます。まして舗装するということです

から、当然用地の確保含めてお住まいの、道路沿

線に住んでいらっしゃる方の住宅の問題も含めて、

これはなかなかそう簡単にできるものではない。

全部を舗装にするということについては、難しい

かなというふうに思ってございますけれども、市

民の皆さんから総合計画のアンケートの結果につ

いてもやはり除雪と道路に非常に問題意識を持っ

ていただいているということでございますので、

先ほども申し上げましたけれども、私どもこの目

標に向かって一生懸命やっていきたいというふう

に考えています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） ２点伺いたいと思いま

す。

１つ目は、９４ページの上水道の整備のところ

に基本的方向性ということで、健全経営を維持す

るために有収率の向上に努めると、このように書

かれています。前の１０年ですと有収率も七十数

％だったということで、大きくやっぱり有収率上

げることが求められたところなのですが、現在八

十数％になっているという状況の中で、今後どの

くらい上げていこうとされているのかお聞きをし

たいというふうに思っています。名寄でいうと極

寒の地で冬場のしばれもありますから、非常に難

しいだろうなというふうに思っているので、その

点についてお聞かせをいただきたいと思います。

あともう一点なのですが、１０２ページの市道

の維持事業のところの実現の方策の中で、合理的

な除排雪事業にかかわって官民の連携、協力によ

ってはいいのですが、また行政が行う公共除排雪

と地域、市民負担で行う除排雪により総合的な除

排雪を推進するというふうに書かれています。所

管の常任委員会で申しわけないのですけれども、



－298－

平成２８年１０月１２日（水曜日）第３回９月定例会・第７号

除排雪に対して町内会長さんの皆さんから御意見

を伺った中で、除雪ボランティアずっとされてき

たけれども、今はもう皆さん高齢になってきて、

役員も高齢になってきて、除雪という本当に重労

働の中で今後できない、今もできない状況にある

という中で、難しくなっているという中で、地域、

市民負担で行う除排雪といったところら辺、これ

をどのように考えたらいいのかお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 天野上下水道室長。

〇上下水道室長（天野信二君） 有収率について

お尋ねをいただいてございます。有収率は、御存

じのとおり水道水として提供させていただいたも

のが無駄なく御家庭のメーターを通ってお使いい

ただく、その率を言っていまして、要はその率が

ロスが少ないほど効率のいい事業運営をさせてい

ただいているということでございまして、議員御

指摘のとおり八十数％のところを近年維持をして

いるところでございます。全道的には、先進的な

都市部では約９０％前後近いところの数字を保持

している事業者もございまして、また厚生労働省

の指導によりますと９０％を目標に努力しなさい

といった形の考えも示されておりまして、私ども

気持ちとしては当然追いつけ、追い越せというわ

けではありませんけれども、やはり９割を目指し

ていきたいというところであるのですけれども、

お話もございましたように大変冠雪、雪の多い寒

さの厳しい地域ですから、漏水等の戦いというか、

これについてはまさにイタチごっこのようなとこ

ろもあるのですけれども、御承知のように老朽管

更新など管の整備等々も含めて、地道にですけれ

ども、努力をさせていただいて、さらなる高みを

目指して努力をしていきたいというふうに考えて

ございますので、基本的には最終的にはもう一滴

の水道水も無駄にしたくないという、私の主張と

してはあるのですけれども、できる限りの努力は

尽くしてまいりたいというふうに考えてございま

すので、そのように御理解いただければと思って

ございますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 川村議員のほう

から除排雪にかかわって地域、市民負担で行う除

排雪ということについての御質問がございました。

これについては、特に新しい手法について私ども

案として持っているわけではなくて、今排雪につ

いては除雪ダンプの制度がございますので、これ

をさらに実績などを見直しをしながら利用度を高

めていければというふうに思っております。排雪

ばかりではなくて、当然日々の降雪日には除雪が

あるわけで、その除雪に対するところが今高齢化

の中で大変御苦労されているのだろうなというふ

うに思ってございます。今このことについての市

民負担でということでは考えてございませんけれ

ども、それぞれ市民の皆さんにおいては早朝一定

のお支払いをされて業者のほうに頼まれている方

もいらっしゃるかなというふうには思ってござい

ますけれども、特に行政として今持ち合わせてい

る案はございませんが、この間の議会でのいろい

ろな御意見もいただいているところでございます

ので、その辺十分個別事業の中で反映できるかど

うかというのはちょっとわかりませんけれども、

今後もしっかりと検討はさせていただきたいとい

うふうに思ってございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 水道の有収率ですが、

東京あたりも九十数％と非常に高い。たしか９５

％保っていたかなというふうに思うのですけれど

も、ああいうお金がたくさんある地域であったり、

また暖かい地域でありますから、有収率を保つの

はそんなに苦労していないのかなというふうに思

うのですが、私たちのところは先ほども言ったよ

うにしばれもきついということで、本当に大変か

なと思うのですが、せんだって老朽管の更新のと

ころで非常に長もちする管を足していた、そんな

のも見せていただきましたので、そういった部分

もやはり普及させていきながら有収率を上げてい
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くというところら辺に御尽力いただく。そして、

それが市民生活に反映していくわけですので、引

き続き御尽力いただきたいと思うのですが、どう

しても９０％という目標を今おっしゃられました

けれども、難しい数字かなというふうに私も思い

ながら聞いていたところですけれども、ぜひとも

お願いしたいというふうに思います。

それからあと、除雪のところなのですが、この

文章でいうとどうしても地域、市民負担で行う除

排雪ということになると地域が負担をし、市民が

それぞれ負担をして除雪をしなさいと言っている

ようにこれはもう受け取れて、排雪ダンプ等々の

支援ですとやはり自分もしながら、助成もしてい

ただきながらということになりますので、その辺

の文章の受けとめ方というのは非常に難しい部分

があるかなというふうに思います。これそのまま

読み取ると、地域と市民負担で行う除排雪だとか、

全く市民が一生懸命除排雪して、それで道路のと

ころは公的な部分の除雪になるのかなというふう

にこれは受けとめられかねませんので、この部分

きちっと、先ほどの部長のお話ですと排雪ダンプ

も含めながらいろいろという、今後具体的な方策

はないということでしたけれども、ここのところ

をはっきりさせていただく必要があるかなという

ふうに、例えば市民の皆さんがこれ見たときにお

っとと、こういうふうに思うと思うのですけれど

も、その辺についてもう一度お聞かせいただきた

いと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） ここの地域、市

民負担で行う除排雪ということ、この文言につき

ましては、先ほども１つには当然生活道路につい

ては行政が除排雪をするわけでございまして、た

だそのほかに市民の皆さんがみずから業者などを

お願いをして負担をしながらやっている部分もあ

るかというふうに思っています。決して行政が全

て市民の皆さんにお金を出してもらってやってい

ただくという考え方ではなくて、この間も議会の

中でいろいろと早朝の小型ショベル等の関係です

とか意見をいただいておりますから、その辺は十

分今後の私どもの建設水道部なり、改めてまた議

会の議員の皆さんにも相談をさせていただきなが

ら進めていただきたいというふうに考えていると

ころでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 除雪の問題なのですが、

行政と地域、市民が協力してということであれば

ある部分納得ができるところです。市民負担とい

うふうになるとやっぱり負担です。そこのところ

をやはりちょっと受けとめていただきたいなとい

うふうに思いますので、もう一度お考えを聞かせ

ていただいて、終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 先ほども言いま

したように、当然行政がやる部分もございます。

本来は、行政が市民の皆さんのニーズを捉まえな

がらしっかりとやる部分であるというふうに思い

ますが、ダンプ助成の関係ですとか、あるいは個

々人の皆さんが自分で負担をして業者をお願いす

る、そういった行政だけではなくて地域の皆さん

の協力をいただきながら、負担をいただきながら

ということで、全体的に除排雪の総合的な体制、

そういうものを考えているということで記載をさ

せていただいておりますので、よろしくお願いい

たします。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、端的に２

点、せっかく消防署長がお見えでありますので、

消防署長に１つお伺いをしていきたいと思います。

７９ページの消防施設及び消防装備の整備であ

りますけれども、この現状と課題のところでは書

いてあるところは複雑化、多様化する各種災害に

的確に対応するため、消防車両及び資機材の整備

を計画的に取り組む必要があるというふうにして
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いますけれども、次に基本的な方向性ということ

になると、老朽化した消防施設や更新時期を迎え

た消防車両などの整備を図る。さらに、今度は実

現の方策ということになると、消火栓を含めた消

防の整備や更新時期を迎える消防用車両などの整

備、更新を行い、消防活動の体制を強化する。当

初やっぱり今の時代を含めて複雑化、多様化する

災害にしっかり消防は応えていくのだと。そのた

めの消防車両や資機材の整備が必要なのだといい

ながらも、別に古くなった消防車両をかえるなと

いうことではなくて、それと同じようにやっぱり

きちっとこの時代に対応した消防行政という、消

防署というのはどうあるべきかというところがだ

んだんトーンダウンしてきている気がしてならな

いものですから、署長として特に今回の総合計画

の重点プロジェクトの１と３では交流人口を入れ

るのだと。名寄市に交流人口を入れて、名寄市に

観光を含めていろんな方に来ていただいて、活性

化を導くのだというところがあるときに消防とい

うのはやはり大きな役割を果たすと思うのですけ

れども、署長としてまず消防施設についてどうい

う見解をお持ちかお聞かせをいただきたいと思い

ます。

次に、９１ページ、美しい市街地の形成の実現

の方策の中で、緑地の保全や緑地の推進に関して

将来像や目標、施策などを定める基本計画である

緑の基本計画についてまちづくりにどのような形

で生かしていくことができるか研究という話を書

かれておりますけれども、一方美しい市街地の形

成というところにかかわっては緑や花で潤いのあ

る都市環境を守るため、緑地帯や街路樹、フラワ

ーロードなど維持管理を継続して進めます。いわ

ゆるこれが緑の基本計画の要するにまちづくりに

役立つものだというふうに認識しますけれども、

この２つの文章の中での整合性及び緑の基本計画

についてはこれまで議会ではいろいろな答弁を歴

代部長されておりますけれども、前向きな発言が

多かったのですが、ここでは研究ということに再

び戻っていますけれども、今の中村部長は緑の基

本計画についてどういう見解をお持ちかお聞きし

たいと思います。

以上２点。

〇議長（黒井 徹議員） 菊池消防署長。

〇消防署長（菊池 剛君） 現状と課題、それと

実現の方策についての消防施設等についての整備

ということなのですけれども、消防車両、それと

消防庁舎、また団車両、団の施設、それとこうい

ったものの施設ですとか消防車両に積載している

資機材、こういったものをまとめて消防力と言っ

ておりますけれども、現場で一番困るのが現在あ

るものがないといったものが一番現場で混乱する

ものとなっています。こういったことから、現存

する消防力の維持管理、更新、こういったものが

優先しておりまして、また複雑多様化する各種災

害に対応するためにも今後救助工作車、こういっ

たものの導入も不可欠となってきております。そ

ういったことが消防力の整備、更新、こういった

活動を強化するという形の表現になっているとこ

ろであります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 緑の基本計画に

ついてということで、以前に議員のほうからも実

は名寄にはそういう計画があったのだと、部長は

知らないのですかということをたしか言われたの

を記憶をしておりますけれども、市内の街路樹、

緑ということでいえば街路樹についてはここにも

記載のとおりいろいろな御意見がございます。あ

る意味では、道路整備を行ったときに街路樹も整

備をした。徐々に木が大きくなる。木陰ができて

いいと。景観もいいですということなのですが、

実際には今大きくなり過ぎて、例えば除雪の障害

になったり、あるいは強風で思わぬときに倒れた

りというようなことで、全体的な見直しがやはり

少し必要なのかなと。その辺について十分これま

で町内会のほうとも議論ができていない。該当の
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街路樹が植栽されている地域の皆さんとの意見交

換等が十分されていないというようなこともござ

いまして、計画については今々どうこうというこ

とで、なかなかつくりますというところまでは言

い切ってはございませんけれども、現状の街路樹

については当然一定の方向を決めていかなければ

ならないのかなというふうに思っていますし、そ

れとあわせて名寄市内の緑化についてどういうふ

うに今後対応していくのか、考えていくのかとい

うことについては、私どもの所管の都市整備課も

含めて内部協議もしながらやっていきたいなとい

うふうに思っております。いろいろと今担当のほ

うでも他の市町村の状況なども把握をしながら、

研究をしているという状況にあります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今部長のほうからお

答えいただきましたが、緑の基本計画については、

要するに必要なのは緑に対する概念をどうお持ち

かということだと思うのです。それはなぜかとい

うと、市民憲章にうたっているのです。私たちは、

秀峰ピヤシリを望み、天塩川の恵みに育まれた美

しい緑と樹氷きらめく名寄の市民です。ここで美

しい緑というのをそこの母なる天塩川と、そして

樹氷というところで結びつけて、そこが私たちの

ふるさと名寄の、そして私たちは市民ですという

誇りなのです。街路樹が何とかがではなく、名寄

の緑をどうするのだという概念、それが総合計画

の中でどういうふうに反映されていくのか、でき

ないのなら緑の基本計画というものはどうしてい

く、まちづくりにどうするのでなくて緑をどうす

るのだという概念がやっぱりあってもいいのでは

ないかと。例えばこれまでも、これは教育部のほ

うでは地元と協議されたと思いますけれども、南

小学校の校舎移転ではシラカバという、校歌にも

うたわれているシラカバを切らないとやっぱりつ

くれなかった。市民会館の緑地についてもそう。

ここの市役所の向かいの道路だっていつの間にか

街路樹が軒並み切られている。あるいは、シバザ

クラが美しかったはずがこの秋までには土になっ

て、全然花が生えるような状況にはないと。本当

に名寄市民にとって緑というのはどういう概念で

つくらなければいけないか。それができないのな

ら、やっぱり緑の基本計画というのをしっかりつ

くって、本当に市民憲章に結びつく緑の意識とい

うのが必要だと私は思いますけれども、改めて部

長から見解をお伺いしたいと思います。

署長から答弁をいただきました。現在あるもの

がないのが一番つらい。だけれども、必要なもの

がないのはもっとつらいのではないですか。そう

いう意味では、これは部会で言われて質問したと

きは誰もお答えいただけませんでしたけれども、

はしご車の問題です。これは、当時委員のほうか

ら名寄にも高層の建物がふえているが、はしご車

の導入基準はということに、事務局のほうでは１

５メートル以上の建物が１０棟以上または特定の

建物５棟以上で１台以上の設備の規定があり、名

寄市は１台の配置が必要となるが、これは署長に

は直接関係ないですけれども、購入金額が１億円

と高額で、定期点検費用も５年毎に ０００万円

かかるため、今回の計画では導入しない。一番必

要だと、基準でもう１台必要だと。高層の建物が

ある。いざ災害があったとき、火災があったとき、

災害、例えば工作車が出るのは、それはわかりま

す。高層ビルでの火災があったとき、ホテルでの

火災があったとき、はしご車がないという状況が

安心して重点プロジェクトの１と３をやれるよう

な状況にあるのか。私は、基本的にやはり自衛隊、

消防、警察、この３つがしっかりしているところ

が一番安心できる。幸いそれに加えて我が名寄市

は病院という大きなものもあって、４つの安全が

完備されているのです。だから、ぜひ来てくださ

いといったとき、いざ何かないのが一番ですが、

あったときに、それはもうはしご車ないですから、

燃えるまでしようがないですねということには絶

対ならないです、消防上は。そういう意味で消防
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署長は、こういう消防施設及び消防装備の整備と

いうところに対してどういう認識をお持ちか、改

めてお答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 菊池消防署長。

〇消防署長（菊池 剛君） 総合計画といった長

いスパンの中で優先して取り組まなければならな

い事業がありまして、現時点で計画は持っており

ませんけれども、情勢、状況に応じて個別事業で

検討してまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 緑の基本計画に

ついてということでございますけれども、議員お

っしゃるとおりこの計画、こういう計画をつくり

ながらそれぞれの、名寄市ももちろんですけれど

も、まちづくり、都市計画、環境、景観をどうい

うふうにするのかということなのだろうというふ

うには思います。必要なこともわかりますけれど

も、現状まだまだこの計画に向けて十分私ども準

備がされていないというふうに思ってございまし

て、先ほども言いましたけれども、名寄市内全体

の町内会の皆さんを含めた御意見をいただきなが

ら、ぜひ計画どんな形がいいのか、検討させてい

ただきたいというふうに思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木寿議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 大変後出しで失礼

でございますけれども、端的に伺います。

８１ページの災害予防対策の充実についてです

けれども、昨年度の災害、ことしの台風等でいろ

いろとここに書かれている迅速かつ確実な避難行

動、これを行えれば、もちろん生命が一番大事で

すけれども、一番大事な生命を預かっている例え

ば病院とか診療所とか、あるいは介護施設とか、

こういうところは避難行動という計画を進めなけ

ればいけないとは思っていますが、それはあくま

でもその施設だけではちょっと無理なのではない

のかなというふうに考えています。それで、その

辺の考え方を伺います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 市内に介護保険

施設等の災害が起きた場合の対応ということで御

質問いただきましたが、現在先日の大雨によりま

して介護保険施設のグループホームが水没したと

いうような事案が発生いたしまして、それを受け

まして国におきましては社会福祉施設の早期避難

体制の整備について各施設の避難計画を再点検、

また改善すべき点があれば可及的速やかに改善し

なさいというような命令を出しているところであ

りますが、市といたしましても直接防災の部分で

ありませんが、相模原で障害者の方の施設で事件

が起きたときにすぐどのような防災または防犯体

制の計画をつくっているのか調査させていただき

まして、それで近隣町内会、またボランティア組

織などと市も当然でありますけれども、連携しな

がら、足りない部分を一緒に考えながら適切な対

応ができるような計画づくりを進めていこうとい

うことを確認しておりますので、今後向かってそ

の部分については対応をさせていただきたいと考

えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 多分病院とも同じ

だと思うのですけれども、私はやはりその辺の一

番最初にかかわるのはもちろん病院の方々の避難

の指示、ある程度台風とか何かは予測できるわけ

でありますけれども、急遽の場合でいよいよそう

なった場合には、やはり病院だけでなくて地域の

かかわり、あるいは先ほど言っているそれぞれの

関係する消防あるいは自衛隊、そういうものの関

係した具体的なものがあるというのがこれは防災

計画でしっかりと定めるということでよろしいで

すか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど田邊部長のほ

うからありましたけれども、介護施設等について

は地域の方との協定なども含めて対応はされてい

るというものも現実の中ではあります。病院など
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ということでありますけれども、言われるように

病院の建物、名寄市の災害でいくと想定されるの

は浸水被害ということではありますので、病院の

施設でいくと垂直避難で一定程度難を逃れること

ができるのかなという想定はございますけれども、

これについては改めてどのような形の避難がいい

のかについては病院とも打ち合わせをさせていた

だきながら、さらには災害対策本部の中でも検討

させていただければと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 避難弱者というも

のは、それぞれの避難確保計画をしっかりと整備

しておかなければいけないと思いますので、今後

やっぱりそれぞれの課題、地域の体制等いろいろ

条件が違うと思いますけれども、それをしっかり

と総合計画にその辺を踏まえながら進めていただ

きたいなと思います。

終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） １点もしくは２点お

伺いをしたいというふうに思います。

７６ページ、廃棄物の適正処理のところで、炭

化センターの次期施設の検討を行うというふうに

記載をしていただいたことには評価をしたいなと

いうふうに思っております。この計画につきまし

ては、今工事中であります最終処分場との関係等

々がありまして、タイミング的なこともあろうか

なというふうにも思いますけれども、これを実際

やろうとすると相当数の時間がかかるのではない

かなというふうに思っておりますけれども、スケ

ジュール感等についてお伺いをしたいというふう

に思います。これも最終的にはと申しますか、実

際には衛生施設事務組合のほうの仕事になろうか

というふうにも思いますけれども、やはり名寄市

がリーダーシップをとってやっていかなくてはい

けない事業だろうなというふうにも思いますので、

よろしくお願いしたいというふうに思います。

衛生施設事務組合関連でもう一点、下水道と関

連をさせて、終末処理場も衛生施設事務組合の施

設としてはかなり老朽化をしておりまして、これ

がいつまで本当に使えるのかということも不安視

をされている状況の中で、この総合計画の中には

掲載はされてはいないのですけれども、もしお答

えいただければお答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） ダイオキシンの問題

等がございまして、ごみの中間処理施設として炭

化方式を採用して炭化センターが供用開始になっ

てから、当時が平成１５年ですからもう既に十数

年が経過してございます。とりわけごみの関係、

毎日の生活にかかわる問題ということは、さらに

は循環型社会の形成といった大きなテーマにも結

びついたりしますけれども、現在最終処分場の工

事が進んでおります。平成３０年４月に供用開始

ということで、さらに炭化センターも含めて広域

の組合の中での事業ということの現状でございま

す。現在炭化方式を採用しておりますごみの中間

処理施設、これを新たにどのような方式にするの

かということも実はまだ決まってございませんで、

ただ費用面でもかなり多額な経費がかかるという

ことが想定をされております。中間処理を新しい

方式をどのようにするのか、ごみの収集について

も実はその方式によっては見直しが出てくるかも

しれません。

最終処分場に埋め立てるごみの範囲について、

これは構成市町村の中で協議が必要になってまい

ります。あわせて大橋の地区にあるのですが、ペ

ットボトルですとか、リサイクル系の関連施設に

ついてもどうするのか、さらにはその整備にあわ

せて旧焼却施設の解体問題も浮上してくるのかと

いうことで、実現の方策の中にも記載をされてお

りますけれども、今後必要となる廃棄物関連施設

の総合的な整備に向けて協議をしていきたいとい

うことで、現状この中ではスケジュール感を示せ

ないのかもしれません。ただ、先ほどももう一点
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追加でいただきました質問の中でし尿処理の施設、

これ現状衛生センターということで処理をしてい

るのですけれども、こちらのほうの施設も築５０

年以上を経過をしているということでございまし

て、し尿処理の機能的な問題も実はございます。

早急に施設の後継問題についても組合の中で取り

組んでいかなければならないということで、そう

いう強い要望というか、そういう声もありますの

で、なるだけ早く取り組みを進めたいというふう

に感じております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） なかなか難しい、答

えづらいところを答えていただきまして、感謝を

したいなというふうに思いますけれども、やはり

これは市民生活に直結しますので、し尿処理場が

本当に使えなくなってしまってから対応するとい

うことになれば大きく市民生活に影響するだろう

なというふうに思っております。なるべくそうい

うことがないように、事前にやはり計画的に話を

進めていくということが必要だろうなというふう

に思います。しかしながら、一方でこれは名寄市

の施設ではないという難しさがあると思います。

そういったところの調整作業というのはそう簡単

ではないというふうに思いますので、いよいよだ

めになってから各市町村と相談しましょうかとい

うのでは多分市民生活に影響が及んでしまうのか

なという心配がございますので、そこら辺タイミ

ング的にも上手にはかって進めていただきたいな

というふうに思っております。

中間処理施設につきましては、部長からもダイ

オキシンの関係があってというふうなお話をいた

だきました。ダイオキシンの規制による法律が変

わって、名寄市もある意味苦渋の選択として炭化

施設という処理方法を選択したという経緯である

とか、そういったことを市民の皆さんに事前にわ

かっていただかないと、では何で１５年ぐらいで

これを変える計画をするのという疑問が出てくる

と思うのです。そういった歴史的な経緯だとか、

どうして炭化を選ばなくてはいけなかったのか、

だけれども今法律が変わってこういうふうになっ

ているから、こういうふうにしたらごみに関する

市民の生活がこういうふうに変わりますだとかと

いう説明をきちっと理論的にしていかないと、こ

れは市民の反発を買ったりだとか、理解を得られ

なかったりだとかということが必ず出てくるので

はないのかなというふうに思いますので、やっぱ

り慎重にやらなくてはいけないし、１年、２年や

３年でこれができるという話ではないというふう

に私は思いますので、そこら辺はしっかりとタイ

ミングをはかって、市民には本当に丁寧に説明を

していかないと誤解を生んでしまうというふうに

思います。しかしながら、やはりこれはごみに関

する、市民生活には深くかかわってきますので、

しっかり取り組んでいただきたいと思いますけれ

ども、改めて答弁いただける部分がありましたら

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 先ほども答弁をさせ

ていただきました。現状では方式すら決まってい

ない状況だけれども、例えばごみの方式について

は炭化であると。炭化の方式が変わるとどうなる

かということをいえば、ごみの収集、つまり処分

場に搬入するごみの種類をどういうふうにするか、

これは名寄市ばかりではなくて広域の施設という

ことでいえばほかの市町村も全て関係してくると

いうことで、調整にもかなり時間が必要なのかな

というふうに考えています。今現状３０年４月か

ら広域の最終処分場整備している最中なのですけ

れども、こちらのほうも現状では処分場は各市町

村で持っていて、その中で搬入の手数料ですとか、

そういうものも実は差異がございます。それを３

０年までには整備をしていかなければならないと

いうことで、調整してそろえていく内容のものが

いっぱいございます。いっぱいあるのですけれど

も、避けては通れないということで、ごみの中間
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処理施設、さらにはリサイクル関連の施設を含め

て、あとし尿処理の施設、時間をかけて地域住民

の合意なりを得ながら、また構成市町村の合意も

得ながら、壊れてから対応するということではな

くてしっかりと対応していきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） この当時名寄市は炭

化という処理方法を選択しましたけれども、やは

り全国にもそういった方法を選択せざるを得なか

った自治体があるわけでありまして、そういった

ところでも今すぐではないかもしれないけれども、

次はどういう処理方法にしようかというのをもう

既に決めている自治体が幾つかあるようにも伺っ

ておりますので、そういった事例も参考にしなが

ら、そういったごみに関する学者さんだとかも入

ってもらって、次の処理方法だとかというのを選

択をしていっただとかという事例もあるようです

ので、そこら辺のところも若干研究をしていただ

きまして、適切な対応を求めて、終わりたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で基本目標Ⅲ、自

然と調和した環境にやさしく快適で安全安心なま

ちづくりについて質疑を終結いたします。

１５時５０分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ３時２２分

再開 午後 ３時５２分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

次に、基本目標Ⅳ、地域の特性を活かしたにぎ

わいと活力のあるまちづくりについて審査いたし

ます。

説明を求めます。

川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） それでは、基本目標

Ⅳ、地域の特性を活かしたにぎわいと活力のある

まちづくりについて概要を御説明いたします。

計画書案の１０５ページから１２３ページにか

けてとなります。初めに、１０５ページをお開き

ください。ここでは、基本目標Ⅳの施策の体系を

示しており、６つの主要施策、２４の基本事業に

より基本目標の推進を図ります。

まず、１０６ページから１１０ページにかけて

の主要施策１、農業・農村の振興では、５つの基

本事業を推進します。

基本事業１の収益性の高い農業経営の確立では、

農畜産物の安定生産と収益性の向上を図るための

生産基盤整備、保全に取り組み、農業経営の安定

化を図るために、高収益作物の導入及び付加価値

向上に取り組みます。

２の多様で持続可能な農業経営の促進では、農

業者数が年々減少する一方で、経営規模の拡大に

よる労働力の確保対策や作業受委託組織やコント

ラクターなどの育成や冬期間の就業確保による通

年型雇用を実現するための他産業との連携や作業

負担の軽減を図るための農業のＩＣＴ化に向けた

環境整備を図ります。

３の農業担い手の育成と確保では、今後の担い

手確保の対策や農外からの新規就農者の受け入れ

態勢の促進、農業青年、女性の活動支援に取り組

んでまいります。

４の人と自然に優しい農業の推進では、農薬な

どの使用を抑えた栽培により安全、安心な農産物

の生産に取り組んでいくほか、引き続き農業廃棄

物の適正な処理を進めてまいります。

また、有害鳥獣による農作物被害の防止対策に

取り組んでまいります。

５の豊かさと活力ある農村の構築では、農業振

興地域の見直しに取り組むほか、グリーン・ツー

リズムや食育を通じての都市と農村の交流促進や

地産地消の推進、農家戸数の減少により地域コミ

ュニティー形成や農業施設及び多面的機能の維持
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を図ってまいります。

次に、１１１ページ、１１２ページの主要施策

２、森林保全と林業の振興では、３つの基本事業

を推進します。

基本事業１の森林利用の促進及び人材育成では、

木材価格の低迷などを背景とした森林所有者の施

業意欲減退や高齢化の進行が進んでおり、施業の

集約、効率化を図り、林業の担い手育成を推進し

ます。

基本事業２の民有林の施業推進では、民有林の

造林推進と森林所有者の意向調査を通じた民有林

の効率化を図ります。

基本事業３の市有林の整備促進では、推進伐期

に到達する森林が増加する中で、計画的な伐採と

植林を進めていきます。

次に、１１３ページから１１５ページにかけて

の主要施策３、商業の振興では、５つの基本事業

を推進します。

基本事業１の商業の活性化では、後継者不足な

どにより中心市街地の空き店舗数が増加している

ことから、にぎわいのある魅力的な商店街づくり

を目指すため、各種事業を実施するとともに、民

間と連携した市街地再整備などにも取り組み、中

心市街地の活性化に努めます。

２の商業経営基盤の強化では、既存商業者の廃

業がふえている中、各事業者の経営基盤の強化を

目指すため、各種支援制度の充実を行うとともに、

新たに創業する者に対する補助及び相談支援体制

の強化にも努めます。

３の商業団体の支援強化では、地域商業の発展

には現在組織されている商業団体の活性化が必要

であることから、団体機能の強化に向けた各活動

に対し積極的に支援していくことに努めます。

４の金融の円滑化では、市内金融機関を含めた

関係団体と連携強化を図り、市内中小企業等の経

営実態に即した融資制度の整備に努めます。

５の流通機能の維持では、本市が交通の要衝と

して道北の青果物等流通システムが発展したこと

に鑑み、今後も民間企業を含めた流通機能の維持

に努めます。

次に、１１６ページから１１７ページの主要施

策４、工業の振興では、３つの基本事業を推進し

ます。

基本事業１の地場企業の支援・強化では、事業

主の高齢化、後継者不足が深刻な問題になってい

ることから、事業承継に係る取り組みを強化する

とともに、創業、第２創業に係る支援、相談体制

を整備し、地場企業の育成と経営体質の強化に努

めます。

２の企業立地の推進では、本市の特性を生かし

た情報発信をするとともに、地場産品を活用した

企業立地を目指します。

３の技術開発の支援では、本市の地場資源を活

用した付加価値の高い地場産品開発の支援に努め

るとともに、国、道などの研究機関の調査研究メ

ニューなどの情報収集を行い、市内企業への情報

提供に努めます。

次に、１１８ページから１１９ページの主要施

策５、雇用の安定では、５つの基本事業を推進し

ます。

基本事業１の雇用の安定と確保では、業種間で

ミスマッチが起きている雇用情勢を踏まえ、特に

技能、技術が求められている業種の人材確保のた

め、資格取得等を含めた支援の強化に努めます。

２の労働条件の改善では、パート労働者の雇用

条件向上など関係機関と連携を強め、労働相談体

制の充実に努めます。

３の福利厚生の充実では、より一層労働環境整

備と総合的な福祉事業を推進するため、福利厚生

制度の充実や勤労者共済会の支援に努めます。

４の雇用能力開発では、人材開発センターを活

用した人材育成に努めるとともに、不足している

若年技術者の育成のため資格取得への支援を強化

します。

５の勤労者の地位向上では、労働団体や勤労者

福祉団体の支援を行い、労働条件の向上促進や勤
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労者が健康で安心して働ける環境づくりなど労働

福祉全体の向上に努めます。

次に、１２１ページから１２３ページの主要施

策６、観光の振興では、３つの基本事業を推進し

ます。

基本事業１の観光開発では、既存の観光資源を

有効活用し、農業や冬季スポーツなどと連携した

オンリーワンの体験型、滞在型観光商品の開発に

取り組みます。

２の観光事業の充実では、本市への観光客受け

入れ環境の充実が求められており、特に外国人観

光客に対して十分な環境にないことから、観光ガ

イドの人材育成など観光関係組織を中心とした観

光ホスピタリティーの醸成に努めます。

３の観光誘致宣伝では、北海道遺産である天塩

川など上川北部の地域資源を生かした広域観光を

推進するとともに、広域での情報発信、モニター

ツアーなど多様な観光ニーズに対応した観光に努

めます。

以上、基本目標Ⅳ、地域の特性を活かしたにぎ

わいと活力のあるまちづくりの概要説明といたし

ます。よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

山田典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） それでは、基本目標

Ⅳにかかわって、農業・農村の振興について数点

お伺いをしたいと思います。

まず、収益性の高い農業経営の確立という部分

で、それぞれ基本的な方向性、また実現の方策と

いうことで明記されておりますけれども、この中

で高収益作物の導入、また実現の方策という部分

では高収益作物の振興という部分で表現がされて

いますけれども、従前の第１次の計画の中では具

体的な品目も記載されていたと思いますが、今回

具体的な品目記載されていないという中で、どの

ような高収益作物の振興を考えていられるのか、

具体的にお伺いをしたいと思います。

２点目ですが、２番目の多様で持続可能な農業

経営の促進という部分で、現状と課題の部分でも

労働力確保の問題が記載されております。その中

で作業受委託組織またはコントラクター、実現の

方策の中では法人化の推進に取り組むとされてい

ますけれども、従前から機械施設の共同利用、ま

た共同作業などを行う集落システムの再編という

ことで前計画でも進んできたと思いますが、その

あたりの進捗状況も踏まえて、今回の基本計画の

中ではそこがどういう形で、表現としてなくなっ

ている中ではどういう意図があったのか、これは

法人化の中に包含されているのかどうか、そのあ

たりの見解についてもお伺いをしたいと思います。

３点目ですが、農業担い手の育成と確保という

部分で、実現の方策の中にありますとおり新規参

入による就農者を確保するため、研修から就農ま

での道筋を示す就農モデルの構築や地域の受け入

れ態勢の整備に向けた取り組みということで記載

されていますが、具体的な新規参入による就農者

確保のための取り組みについて具体的なイメージ

があればお知らせをいただきたいと思います。

また、地元産業高校との連携という部分、表現

として削除というか、今回の計画ではなくなって

いますが、どのようなお考えなのかお聞かせをい

ただきたいと思います。

次、４番目の人と自然に優しい農業の推進とい

う部分で、減農薬栽培や有機栽培の取り組みを推

進していくという記載がされております。新たな

取り組みを考えていられるのか、今まではクリー

ン農業という部分で取り組みがされていたと思い

ますけれども、今回今後１０年間の計画の中では

もう一段高いハードルを設けて取り組んでいくの

かどうか、このあたりのお考えについてお聞かせ

をいただきたいと思います。

５番目の豊かさと活力ある農村の構築という部

分で、グリーン・ツーリズムに関する現状と課題

が記載されております。受け入れ農家の拡大が余



－308－

平成２８年１０月１２日（水曜日）第３回９月定例会・第７号

り進んでいない状況という現状認識もされており

ますが、基本的な方向性、また実現の方策の中で

その受け入れ農家の拡大に向けての取り組みがち

ょっと読み取れない部分がありますので、そのあ

たりの考えについてお聞かせをいただきたいと思

います。

最後、今回の第２次の総合計画の中での農業・

農村の振興という中では、当然１０年先の地域農

業の姿を見据えた取り組みが必要であるというふ

うに思います。作業部会等でもいろいろな御意見

があった中だと思いますが、具体的に特徴的な御

意見としてはどのようなものがあって、この基本

計画に反映させているのか。また、いろいろな場

面でこれからの地域農業を担う若い担い手の意見、

要望等も聴取しているかと思います。そのあたり

がどのように反映されているのか、お伺いをした

いと思います。

以上、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 山田議員からの御質

問にお答えさせていただきたいと思います。

まず、具体的な振興作物の品目ということでご

ざいます。これは、今回の総合計画の中では具体

的な記載はしてございません。今現在新名寄市の

農業・農村振興計画の中で第２の策定をしており

まして、その経過の中で関係機関と協議を進めな

がら品目の選定に当たってまいりたいというふう

に思ってございますので、よろしくお願いいたし

ます。

それと、労働力の確保ということでございます。

それで、共同経営だとか、いろんな部分でこの間

やってきた経緯もございますけれども、なかなか

当時から残っているところも少なくなっていると

いうことと反面に、また新たな経営所得安定対策

の中で一定の支援を受けて大豆だとか、そういっ

た部分での生産組合も新たにできるという状況に

もなってございまして、農業状況の変化によって

そういった取り組みもまた変わってくるのかなと

いうふうに思ってございます。

それと、担い手の確保の関係で、新規就農者の

受け入れということでございます。基本的には、

やっぱり研修から就農までの一貫したメニューを

明らかにする必要があるのかなということで今現

在取り進めてございます。名寄を選んでいただい

て、ここで農業をやっていただいて、最終的には

就農していただくということも具体的にイメージ

できる、そういうものと同時に施策が連携してい

くということが必要でございますので、そういっ

たことを少し考えていきたいというふうに思って

ございます。

産業高校との連携につきましては、この間も産

業高校さんとはさまざまな面で御意見をいただい

たり、連携はさせていただいています。引き続き

そういった部分では、各種委員の中で御意見をい

ただいたりもしてございますので、引き続きそう

いった部分で連携を深めてまいりたいというふう

に思っています。

減農薬の関係につきましては、新たな取り組み

ということは今想定はしてございません。クリー

ン農業をさらに進めていくというのがまず第一に

なりますし、そこからまた違うものが出てくれば

ということでございまして、今現在新たな想定は

していないということでよろしくお願いします。

あと、グリーン・ツーリズムの受け入れ農家の

拡大の方策ということでございますけれども、た

しか会員は極端に減少もしていませんけれども、

ふえていないというような状況でございまして、

そこで１つこの協議会、主体的に都市と農村の交

流を含めて事業を担っていただいていますので、

できるだけの拡大に向けてはそういった部分も少

し市としても御協力いただきながら、双方で考え

てまいりたいというふうに思ってございます。

１０年後の農業の姿ということで、特徴的な御

意見ということでございますけれども、まずもっ

て農業就農人口がやっぱり減っていくということ

でございます。およそ今から６００戸が百数十戸
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減るという想定の中で、その広大な余った土地を

どうしていくのかという課題であったり、そこで

作付できなかった不作付の問題だったり、それを

補うための労働力をどうしていくとかということ

など、さまざまなものがございますけれども、大

きな部分では農家さんをある程度の部分、５００

なのか、そこら辺で何とかとどまっていただいて、

そこでの活動、農地の集約だったり、そういった

ことをやっぱり進めるのが、まず考えが第一なの

かなということで考えてございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれお答えをい

ただきました。高収益作物の振興に関しては、現

在策定中の次期農業・農村振興計画の中で具体的

な振興作物として位置づけていくというようなお

答えだったかと思います。また、新たなものを導

入するという部分、いろんな情勢が変わる中では

そういう部分も多少必要な部分も出てくる時期も

あるのかと思いますけれども、やはり今ある作物

をしっかりと改めてより強固に振興していくとい

う部分が大事かというふうに思います。再三再四

申し上げさせていただいている部分ではあります

けれども、次の農業・農村振興計画の中で、また

ＪＡのほうの計画とも整合性を保つ中で地域全体

として振興作物、高収益が上がる作物のより一層

の振興に力を入れていただきたい、そういった取

り組みを求めておきたいと思います。

労働力の関係ですが、法人化の推進では１戸１

法人という部分ではかなりの数の法人化も進んで

いる状況ではありますけれども、農業生産法人、

複数の経営体が一緒になった法人化というのはな

かなかハードルの高い部分でもあるのかと思いま

す。法人化と一くくりにいいましても、どちらを

どう推進していくのかという部分でやはり大きな

違いが出てくるのだというふうに思います。複合、

複数の農家が集まる、一緒になってやっていくと

いう農業生産法人を立ち上げるというのは非常に

ハードルも高い部分もあるのかと思いますけれど

も、やはりその前段で作業の受委託も含めた共同

組織といいますか、そういった部分、小さな取り

組みからも大きなものに発展していく可能性もま

だまだ隠されている部分があるのかというふうに

思います。効率よくそういったものを行っていく

という部分では、例えば防除のヘリの組合をそう

いった法人化といいますか、共同組織にしていく

という部分も、地域の農薬散布にしてみても効率

化が図られて経費の削減、それは所得の向上につ

ながっていくという部分でもありますので、そん

な部分もやはり引き続き推進していっていただき

たいなと思いますので、このあたりの考えについ

ても改めてお答えをいただきたいと思います。

新規参入に関してですけれども、やはり受け入

れ態勢、そういったメニュー化を推進していくと

いう部分でありました。学卒の後継者が新規就農

をする、また私もそうでありますけれども、Ｕタ

ーンですとかというのは、本当に毎年複数、結構

多くの就農者がいる中で、新規参入というのは本

当に現状難しい部分もあったりもします。ただ、

以前ちょうど私が戻ってきた平成１５年前後、１

年前の平成１４年だったかと思います。６名の方

が新規参入したという事例があります。それから

は、２名、３名という年があったり、ない年があ

ったり、それはいろんな状況によって変わるかと

思いますけれども、たくさんの方がその平成１４

年、６名の方が新規参入したという中では、新規

参入、名寄で就農したいという気持ちに、どうし

てそういうふうになったかという分析はされてお

られるのかどうか、そのあたりの見解改めてお伺

いをしたいと思います。体制整備も含めたものが

何かあったのか、そのあたりお聞かせをいただき

たいと思います。

産業高校についてはわかりました。表現として

なかったものですから、引き続き市内にある公立

の高等学校の中でそういった職業科があるという

本当に貴重な学校でありますので、しっかりと連
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携をとって今後も進めていただきたいと思います。

減農薬、有機栽培については、理解をさせてい

ただきたいと思います。なかなかこういった部分

一緒に認証を取るという取り組みもこれある意味

そう簡単ではないことではありますけれども、消

費者ニーズに応えるという部分でも、また名寄産

の農産物の安心、安全を担保していくという意味

でも並行してやはりこういった取り組みも重要に

なってくるかと思います。引き続きの推進をお願

いしたというふうに思います。

グリーン・ツーリズムは、重点プロジェクトの

中でも、グリーン・ツーリズム、これは庁内横断

的にやはり取り組んでいかなければならない。農

業という分野だけにとどまらない部分もあるのか

というふうに思います。庁内横断的な連携も含め

て一層の推進が必要かと思いますが、お答えがあ

れば改めてお伺いをしたいと思います。

特に本当に若い農業者の考え、意見、しっかり

と反映させていただきたいという部分は再三再四

いろんな場面でお答えをいただきました。この基

本構想、基本計画の中で、では１０年後の姿どう

なっているかはっきりと読み取れということ自体

がなかなか難しいのかと思います。特に農業とい

う分野、農業情勢は本当に２年単位、３年単位で

国の政策も変わったりする部分もある中ではあり

ますけれども、やはり今労働力の問題、担い手の

育成確保の問題、いろいろありますけれども、や

はり若い方、またこれからの子供たちに継いでも

らえるような農業にならなければならないのだと

思います。それはどういった農業なのかという部

分でありますけれども、川田部長はどういうふう

に、どういう農業が若い方が意欲を持って取り組

める、また次の世代の子供たちが継ぎたいと思え

るような農業になるのか、端的に部長の思いも含

めてお答えをいただきたいと思います。改めてお

願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 労働力の関係につき

ましては、今労働力調査もやってございまして、

年内に一定の方向性を出すつもりで取り組みを進

めてございます。その内容を見て、市内の中でど

ういった施策が重要なのかということは今後の最

重要な検討事項となりますので、しばらく見守っ

ていただきたいというふうに思ってございます。

それと、新規参入の関係でございますけれども、

山田議員おっしゃったとおり、一時期大量の新規

参入者がおられて、その方々の御意見もお伺いす

る機会もございます。そういった部分では、そう

いった御意見も参考にしながら、トータル的な中

でどういうふうに生かしていくことがいいのかと

いうことは検討の中に十分加えてまいりたいと思

ってございます。

グリーン・ツーリズムの関係につきましては、

特に都市と農村の交流ということで本当に熱心に

やっていただいているという実態でございます。

ただ、その中で目指す方向性が議論がもう少し成

熟していくといいなというふうに考えてございま

すので、そういった部分で議論の中でともに考え

てまいりたいというふうに思ってございます。

当然若い人の御意見をお伺いするということも

もちろんでございますけれども、現状でとどまっ

ている方、さらにはこれから離農を、卒業すると

いう方も含めてどのようなお気持ちでいるのかと

いうことは今それぞれ農業アドバイザーを含めて

聞き取り作業を行っていますので、総合的にその

段階でどういった思いがあるのかというのはやっ

ぱり整理する必要があるのかなと思っています。

それと、農業の関係で若い人に継いでもらうと、

やりたいということは、農業が再生産ができると

いうことがまず大事だと思っています。それが国

の補助を頼るなどの活用も含めてそういった希望

がないと、お父さん、お母さんもなかなかそうは

言えないのかなというふうに思いますので、ぜひ

そういったものがまず第一なのかなと思っていま

す。

以上です。
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〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 再生産ができる農業

ということで部長からもお答えいただきました。

そのとおりだと思います。やっぱりもうかる農業

でなければならないのだというふうに思います。

そういう面では、この１番の収益性の高い農業経

営の確立、経済行為としての農業という職業が職

業として成り立たなければ、やっぱり若い人も意

欲を持って取り組めないと思いますし、子供たち

も継ぎたいと思わない。そこが解決すれば、私担

い手の問題ですとか労働力の問題、一定程度解決

の道筋って見えてくるのだと思うのです。道内の

中でもやっぱり農業に元気がある、活気がある地

域は、若い人が継ぎたい。まちでサラリーマンを

やるより農業やるほうがもうかるといって継ぐの

です。それは、やっぱりもうかるからです。経済

的にやはり合うというか、職業としての農業が成

り立つからだと思うのです。やっぱりそういった

部分で、まず若い方が意欲を持って取り組めると

いう部分、土台づくりというのが非常に大事にな

ってくるのだというふうに思いますので、ここは

せっかくの機会ですので、久保副市長からもこれ

から若い人とのかかわりも含めて改めてお考えを

お答えいただきたいと思います。

新規参入に関して、その当時の就農した方の考

えを聞く場面も持つということでお答えいただき

ましたけれども、その当時就農した方とも私もお

話しする機会があって、なぜ名寄に就農したかと

いうと、やっぱり人だそうです。当時の担当者の

方の熱心さ、人柄だということだと言っていまし

た。ここは、当然体制整備、研修から就農までの

一貫したそういった就農モデルの構築も非常に大

事な部分ではありますけれども、人的な部分でも、

今担当になっている方が悪いとかということでは

なくて、やっぱり担当する方の熱意がこの地に就

農させるという部分につながるのだというふうに

思います。詳しいお話聞くと、他の自治体も幾つ

か就農の候補地としてお話を聞いたり、実際に行

ってみたりしたけれども、やっぱり名寄の担当者

が一番熱心に対応してくれたと。条件的にはほか

の自治体ももう名寄以上にいい自治体も幾つもあ

ったけれども、最後は名寄に決めたというのはや

はりそこだという部分でおっしゃっていました。

人的なそういった体制もしっかり体制を構築する

という意味では必要かと思いますので、そこら辺

も改めてのお答えをいただいて終わりたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 山田議員からは、特に

若手、担い手の確保含めて貴重な御提言をいただ

きました。私も同感であります。特に農業は、こ

の間のさまざまな条件のもとでそれぞれ苦難の歴

史を超えてきたという、例えば１つには国策の転

換があったというふうに思いますし、それからま

た自然災害との戦い、あるいは市場に左右される

という、そういう中で営々と農業を続けてきてい

て、私は名寄市の若手の農業者はすぐれていると

いうふうに自負、私自身は誇りに思っているとこ

ろであります。せんだってもＪＡの上川の連合で

大収穫祭をやっておりましたが、そこの主体を握

っているのがＪＡ道北なよろの若手の農業者であ

ったというふうに、とてもうれしく思っていると

ころであります。そこで、私どもも山田議員おっ

しゃっておりますとおり５つの事業、収益性の高

い農業から５つの基本事業というのはそれぞれ相

関している事業です。収益性が高ければ担い手も

確保できる。担い手を確保しなければ持続する農

業というのはあり得ない。ここは、この５つの事

業をしっかりと組み合わせてやっていくというの

がこれから求められるのではないというふうに思

っています。川田部長を中心に今農業・農村振興

計画の策定に入っているところでありますが、そ

このところをしっかりと主眼に置いて進めていく

ということで、川田部長から力強い決意も私いた

だいておりますので、そこは請う御期待をいただ

きたいというふうに思っています。
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さらに、先ほど担当者でということもありまし

たが、私も当時の就農された方の話を聞いて、そ

こは十分に聞いておりますし、そこに魅力ある人

のところに就農したいとか、これは観光でも言え

るのですけれども、観光資源の一つにやっぱり人

ということも言われています。そういう面では、

うちの職員は全てそういう人的にすぐれておりま

すので、そこはしっかり磨いて対応していけるよ

うに私どもも育成していきたいと思いますので、

御理解をいただきたいと思います。

まずは、いずれにしても農業の振興というのは

人がやるものでありますし、さらに今後の考え方

でいきますと先ほど川田部長が言ったように農家

戸数減少していくのでありますけれども、行政の

区域とＪＡの区域が１つということ、これは何よ

り強みかなというふうに思っていますので、農業

団体としっかりと連携して今後とも農業施策展開

してまいりたいと思いますので、御理解をいただ

きたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） １点お伺いをしたいと

思います。

１０７ページの多様で持続可能な農業経営の促

進にかかわってであります。現状と課題の中では、

農業者数が年々減少する一方で経営規模の拡大、

そして農地の受け手となる担い手の規模拡大が限

界に近づいてきていると、こう書かれています。

これは、農業者でない私としても実感するところ

であります。しかし、食の安全や自給率の向上を

願うというところでは、持続可能な農業経営、こ

このところを強く望むところですが、基幹産業で

ある農業というくだりが見えないというのもあり

ますし、また減反政策に対する考え方やＴＰＰの

問題もあります。国の政策で、今副市長からもあ

ったように、本当に国策で左右されてというか、

非常に惑わされてきたというところもあるのかな

というふうに思っています、私は。そういったと

ころでこの視点も必要ではないかというふうに思

うのですが、ここに全く触れられていないという

ところで、どのようにお考えなのかお聞きをした

いと思っています。

実は、私先日稲刈り体験をしました、初めて。

それで、農家の方がようやく８月になって天候が

回復して出来秋が望まれるかなと、すごくうれし

い顔をしておっしゃっていて、それは私たちも消

費者としても非常にうれしいことです。ですから、

それが基幹産業が農業であるという大きな位置づ

けなのかなというふうに思っているのですが、そ

の点についてお考えをお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） ＴＰＰとの関係につ

いて御意見をいただきました。ＴＰＰの関係は、

この間議会の中でも御質問いただいていまして、

議会の国への意見書などの採択もいただいており

ます。そういった意味では、この間まだこれから

国の中で採択するかどうかという段階に入ってい

ましてというような状況でございます。この間Ｔ

ＰＰの関係については、北海道段階でもさまざま

な協議会、さらには市長会の中でもそういう協議

会を立ち上げてそういった取り組みも進めている

ところでございます。そういったところでの対応

はしっかりとさせていただくということでござい

まして、この計画の中にそういった部分の記載は

確かにないわけでございますけれども、決してＴ

ＰＰの部分を何もやらないということではござい

ませんので、そういった部分では御理解をいただ

ければと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 現在の国策という説明

をさせてもらったのですけれども、減反政策とい

う表現は現時点では余り私どもとしては認識して

いなくて、対策としては経営安定対策とか、そう

いう言い方をしていますので、これは表現の仕方

かなというふうに思っています。議員がおっしゃ
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っているのは、主たる食料は米というところでい

くと、稲作というのは基本的に国が国策で進めて

きた背景があって、昭和４０年代に一定の生産調

整が始まったということで議員も認識していると

思うのですが、これは私どもも政策の中でそうい

う展開をしたという歴史を押さえています。この

中で名寄市においては、転作率という分で見ると

水稲の作付割合は極めて多くて、そういう政策の

中でモチに転換をしてきた。一部ウルチ米を残し

てきたということで、両方とも稲作という全体で

見たときにほかの地域と比較して国の政策あるい

は市場の動向に的確に対応してきた市ではないか

と。そういう面では、基幹産業としての農業の中

での基幹作物としての稲作というのは、この名寄

市の中でもそこは重要な第一義的に挙げることが

できる品目だというふうに私も認識しているとこ

ろであります。

減反政策全般にわたっては、個人的な見解は控

えさせていただきますが、そういう政策に呼応し

てそれぞれこれまで名寄市の農業は展開されてき

たなというふうに私は自信持って答えさせていた

だきたいと思います。今後の対応については、そ

ういう対応をしてきたことが次の農業、持続する

農業に生きてくるものというふうに思っています

ので、そこは農業関係団体だとか、あるいは農業

者と十分に連携しながら持続する農業に努めてま

いりたいと思いますので、御理解のほどお願いい

たしたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 減反ということで私も

言ってしまったのですが、転作しながら、確かに

名寄の農業はウルチ米からモチ米にということで、

今せんだってもちょっとよそで話をしたら、やっ

ぱり名寄、風連のモチ米はかなり有名で、すごく

うれしく思って帰ってきたところなのですけれど

も、しかし今副市長もおっしゃったように今後ど

うするか。これは、今後の１０年間の計画ですの

で、その中で今少しずつ動きが見えてきている中

で、国の施策が見えてくる中で、今後どうやって

この名寄の農業を持続可能なものにしていくのか、

そのところがこの計画の中では読み取れないかな

というふうに思いまして、お聞きをさせていただ

きました。

ＴＰＰの問題もそうです。今、国会の中でもい

ろいろ議論が進みそうで進まないというようなこ

とですけれども、しかし今後１０年間の中でどう

いうふうにそれが影響してくるのか、確かに関係

機関、関係団体の皆さんとも話をしながら、どう

取り組むのか、当然していかなければならないと

思いますけれども、やはり総合計画の中ではしっ

かりと明記する必要があるのではないかというふ

うに思ってお聞きをしているところですので、再

度お考えをお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 先ほども山田議員にお

答えしたことも共通しているのでありますけれど

も、国の動きというのは激変しているところにあ

るのかなと。農業政策そのものが２年から３年で

変わっていくということと、それから国際的な動

向にどう応えていくかというのは、１つは国の流

れと呼応しなければいけないと。現時点でようや

く見え始めたのは、輸入米の関係が少し出てきた

かなというふうには見えていますけれども、そこ

も具体的な展開にどう至るかということについて

は私たちもまだ承知していませんので、ＴＰＰと

いう固有名詞については避けましたけれども、持

続する農業というのは議員おっしゃったとおり臨

機に対応していく、あるいは必要に応じて国に求

めていくということだと思うのです。市長会を通

じて国に求めていかなければならないこともある

でしょうし、農業者の皆さんと相談したり、ある

いは農業団体の皆さんと相談して、それぞれの課

題をその場で克服していくというのが必要かなと

思っています。１０年の国の流れを見るというの

はなかなか見きわめられないところもありますの



－314－

平成２８年１０月１２日（水曜日）第３回９月定例会・第７号

で、表現としてはこういう表現になったというこ

とについては御理解をいただきたいと思います。

大変申しわけありません。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 確かに本当に国も２年、

３年とおっしゃったけれども、１年、２年ぐらい

で名前が変わってしまって、何が何だかわからな

いというような、そういったこともあったりして、

非常に難しい部分もあるのかというふうには思う

のですけれども、食の安全、食の自給率を上げて

いくということでは、消費者としての立場として

はやはりしっかりと地元の農業、基幹産業を守っ

ていただきたい。その思いが強い分、きちっとこ

こに明記していただければという思いで質問をさ

せていただきましたので、何回も申しますように

今後これがもし決まったとすれば市民の皆さんに

お知らせしていくわけですので、やはりその部分

も丁寧な報告といいますか、周知が必要かなとい

うふうに思いますので、そのことを要望して、終

わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田昌彦議員。

〇９番（塩田昌彦議員） それでは、１点お聞き

をします。

私もこの計画の中で食育推進に関していろいろ

目を通したのですけれども、しっかりとした施策

を持っての食育推進というところには当たりませ

んでした。第１次計画においては、教育、文化、

スポーツの中で食育推進というものをうたってい

ます。地域、そして学校、それから農業、商業に

おける食育推進という形で明記をされて取り組み

を１０年間進めてきているという状況にあると思

います。その中で今回特に食育推進について施策

として持たなかった理由についてお知らせくださ

い。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 第１次の中では、教

育の分野で食育の部分をのせさせていただいたと

思います。その後食育の計画につきましては、経

済部が所管してこの間実施をしている状況でござ

います。議員御承知のとおり、食育の活動につき

ましては横断的に各部で取り組まれているという

状況でございまして、推進しないということでは

ございませんので、各それぞれの部の中で食育の

関係はうたってございます。さらに、経済部所管

として食育活動の委員会も立ち上げておりますし、

また第３次の計画も今目前に迫ってございますの

で、そういった取り組みも含めてさせていただく

ということでございますので、御理解をお願いし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 私のこれまでの食育推

進というのは、やはり食育とは私たち生きる上に

おいて源になるものというふうに理解をしていて、

これは生まれて小さいころからずっと携わってい

くことによって、これから高齢化社会を迎えてい

くわけですけれども、それに長いスパンでとても

大切なことだというふうに理解をしているのです。

昨日の佐藤議員の質疑の中でも各部局において取

り組みを進めるようになっているのだというお答

えをたしか教育部長されたのかなというふうに思

うのですけれども、おっしゃったとおり経済部が

所管をする食育推進計画１次、２次、今２次進行

中であって、３０年には３次が策定されるという

状況にあります。ということをこの中でやはり感

じているのは、経済部なのかというのは私の中で

もわからない部分というのはあるのです。ただ、

道においても食育推進に関する部分とすれば所管

が産業ということですから、それらの形で進めて

きているのではないかなというふうに思うのです

けれども、やはりこの部分については審議会の中

でも食育についての質問も結構あったようですか

ら、そのことを考えていく上において、私探せな

くて、３つほどあったのですけれども、強く食育

を推進していこうという意思が文字から読み取れ

ないのです。ましてや食育推進計画を２年後に控

えているということを考えれば、やはりきっちり
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ここでしっかり計画を立てるところはこの施策の

中で盛り込むというのが本来の姿ではないのかな

というふうに思うのです。それでお伺いしたので

すけれども、もう一度お答えいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 食育の活動、私ども

も大変重要なものだというふうに認識はしてござ

います。そうした中でも食育の協議会の中でも随

分各方面の団体の皆さんの御意見だったり、当然

事務局には教育部なり関連の皆様入っていただい

てございますので、そういった意見交換もさせて

いただいております。先般もその会議を開催させ

ていただきまして、やっぱり第３次の食育の部分

でしっかりと現状を含めて立てていこうという意

思統一もさせていただいて、委員の皆さんにもお

願いしてございますので、そういった意味で十分

に認識を持っているということでございますので、

御理解をいただきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 食育に関しては、やは

りいろんな場面といいましょうか、福祉の部分な

り保育なりなんなり、それから学校教育なりとい

う部分で必要な部分ですから、これを食育という

ことでいろんな団体もまだあるわけですし、食育

を推進するのだというしっかりとしたメッセージ

をこの個別計画の中でもそうですけれども、出し

ていっていただきたいと。しっかりやっていくの

ですよという名寄市としての意思をしっかり持っ

ていただきたいという、このことを要望して、終

わります

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で基本目標Ⅳ、地

域の特性を活かしたにぎわいと活力のあるまちづ

くりについて質疑を終結いたします。

次に、基本目標Ⅴ、生きる力と豊かな文化を育

むまちづくりについて審査いたします。

説明を求めます。

小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、基本目標

Ⅴ、生きる力と豊かな文化を育むまちづくりにつ

いて概要を御説明いたします。

別紙計画書案の１２４ページから１４７ページ

にかけてとなります。初めに、１２４ページをお

開きください。ここでは、基本目標Ⅴの施策の体

系を示しており、９つの主要施策、２１の基本事

業により基本目標の推進を図ります。また、１２

５ページ以降に具体の記述を行っておりますが、

基本事業ごとにそれぞれ現状と課題、基本的な方

向性、実現の方策の３つの項目で構成しておりま

す。

まず、１２５ページからの主要施策、幼児教育

の充実では、２つの基本事業を推進します。

基本事業１の就園の奨励では、子ども・子育て

支援法の本格施行に伴い、多様な経営形態による

制度の違いについて周知が必要となっていること

から、施設によって保育料や手続が変わることな

どを丁寧に説明するよう努めています。

また、幼稚園新制度への移行の有無にかかわら

ず、保護者が安心して子供を預けることができる

環境や園児を安定して受け入れることのできる体

制づくりを支援していきます。

基本事業２の幼・保・小及び各機関との連携で

は、全ての園児が希望を持って就学できるよう小

学校教育との円滑な接続が必要なことから、幼、

保、小及び各機関の日常的な連携を緊密にすると

ともに、支援の必要な幼児についての相談、支援

体制の充実に努めます。

次に、１２７ページからの主要施策２、小中学

校教育の充実では、３つの基本事業を推進します。

基本事業１の生きる力を育てる教育の推進では、

全国的な各種調査結果等から児童生徒の思考力、

判断力、表現力、みずからを律する心や他人を思
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いやる心、日常的に運動に親しむ態度や望ましい

生活習慣等が十分に育っていないという課題が見

られることから、主体的、対話的で深い学びであ

るアクティブラーニングの視点に立った授業改善、

問題解決的な学習を取り入れた道徳教育や各学校

の特色を生かした体力づくり、一校一実践の取り

組みの充実に努めるとともに、障害のある子供と

障害のない子供が可能な限りともに学ぶインクル

ーシブ教育システムの構築に努めます。

基本事業２の信頼される学校づくりの推進では、

保護者、地域住民が教育活動に参画する取り組み

や教職員の経験年数に応じた継続的な研修につい

ては課題となっていることから、コミュニティー

スクールの導入や社会に開かれた教育課程の編成、

実施、評価、改善、学校や地域の実態に応じた小

中一貫教育の推進、教職員の資質向上を図る取り

組みの充実に努めます。

基本事業３の安全安心な教育環境の整備では、

不審者による声かけ事案がなくならないことや学

校施設の老朽化が進んでいることなど、子供たち

の安全、安心な学習、生活環境を確保することが

課題となっていることから、学校内外の危機管理

体制の確立、学校の適正配置、通学区域の見直し、

再編、学校施設設備の計画的な整備などに努めま

す。

次に、１３０ページの主要施策３、高等学校教

育の充実では、基本事業として就学機会の確保を

推進します。

本市の公立高校２校の定員に対する充足率が６

９％にとどまり、現行の間口維持は難しい状況に

あることから、関係機関と連携を図りながら現状

の間口を維持する支援体制を確立するなど、望ま

しい高校適正配置のあり方について要望してまい

ります。

次に、１３１ページからの主要施策４、大学教

育の充実では、３つの基本事業を推進します。

基本事業１の教育研究の充実では、大学の理念、

目的を達成するため、教養教育と連携教育を基礎

に専門領域の特殊性にも配慮した体系的なカリキ

ュラムに基づいた質の高い授業、実習などを行い、

教育研究の充実に努めます。

基本事業２の校舎及び環境等整備事業では、新

学科設置に伴う平成３０年度からの学生数の増加

に対応するため、新棟建設など施設整備を進めて

おり、今後は老朽化した既存施設の改修、学生活

動の充実のためのグラウンド、テニスコートなど

の整備などに努めます。

基本事業３の大学を生かしたまちづくり・地域

との連携では、質の高いケアの専門職を養成する

とともに、子供、障害者、高齢者を初めとした市

民全てが地域で安心して暮らせる環境づくりに貢

献することが求められていることから、新たに設

置したコミュニティケア教育研究センターの活動

を進めるとともに、市立大学の学生が卒業後も名

寄市に定着するよう関係機関と連携をしながら取

り組みを進めます。

次に、１３３ページからの主要施策５、生涯学

習社会の形成では、４つの基本事業を推進します。

基本事業１の社会教育計画の策定では、地域の

教育力の状況や市民が地域社会を支える一員とし

て社会参加することができる環境づくりに課題が

見られることから、名寄市総合計画との整合性を

図りながら社会教育計画を策定し、定期的な見直

しや改善に努めます。

基本事業２の社会教育拠点施設整備では、市立

図書館の施設の老朽化、北国博物館の展示の工夫、

改善などが課題となっていることから、社会教育

施設の適切な維持管理と計画的な改修に努めると

ともに、市民サービスのより一層の向上を図りま

す。

基本事業３の生涯学習プログラムの整備と学習

への支援では、生涯学習プログラムの整備を通じ

て市民の生涯学習に対する多様な要求に応える体

制を強化することが大切なことから、社会教育施

設間が協力して取り組む体制づくり、多様な学習

機会の提供、市民のニーズに応じるための指導者
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の確保などに努めてまいります。

基本事業４の天体観測を生かしたまちづくり事

業では、適切な施設、機材の維持管理、市民への

天文知識のさらなる普及などが課題となっている

ことから、市民に親しみある天文イベントの開催

や学校教育との連携強化、建物、設備の適切な保

守、整備、国立天文台、石垣島天文台などとの協

力による研究観測の充実に努めてまいります。

次に、１３７ページからの主要施策６、家庭教

育の推進では、基本事業１、家庭と地域の教育力

の向上を推進します。

子供たちの望ましい生活習慣の定着や他者への

思いやりの心などを育む家庭の教育力の低下、子

育て家庭が孤立する傾向か見られることから、家

庭教育支援事業や親子ふれあい事業などの社会体

験の充実に努めるとともに、家庭教育資料「子ど

ものよりよい育ちのために家庭で取り組む７つの

ポイント」のより一層の活用、家庭教育サポート

企業の拡大に努めます。

次に、１３９ページからの主要施策７、生涯ス

ポーツの振興では、３つの基本事業を推進します。

基本事業１、スポーツ施設の整備では、スポー

ツ施設の老朽化が進んでいることや障害のある人

がスポーツに親しむことができる環境の整備が課

題となっていることから、スポーツ施設の適正管

理と計画的な整備、障害のある人も障害のない人

もともにスポーツを楽しむことができる環境整備

に努めてまいります。

基本事業２、スポーツ振興事業では、市民のラ

イフスタイルやライフステージに応じた生涯スポ

ーツの機会の充実を図ることや子供たちのスポー

ツ離れ、さらに指導者の確保が課題となっている

ことから、市民皆スポーツを目指した取り組みを

推進するとともに、総合型地域スポーツクラブに

対する支援によるジュニアアスリートの競技力の

向上などに努めます。

基本事業３、スポーツ合宿推進事業では、スポ

ーツ合宿受け入れによるさらなる地域スポーツの

振興や交流人口の拡大を図ることやジュニアアス

リートの育成と指導体制などの環境整備が課題と

なっていることから、冬季スポーツの拠点化事業

を通じで地域の活性化を図るとともに、合宿受け

入れ組織を発展させたスポーツコミッションの設

立、冬季ナショナルトレーニングセンターの誘致

実現に向けた取り組みに努めます。

また、指導者が活動しやすい地域づくりを進め、

ジュニアアスリートの競技力向上に努めます。

次に、１４２ページからの主要施策８、青少年

の健全育成では、２つの基本事業を推進します。

基本事業１、青少年健全育成事業では、子供た

ちの地域とのかかわりや帰属意識が低下している

傾向が見られることから、ボランティアリーダー

活動などを通じて高校生や青年のリーダーを育成

するとともに、子ども会単位の活動が困難になっ

てきている地域の子供が参加、交流できる事業や

自然を生かした体験活動を推進します。

また、携帯電話など情報機器の急速な発展に伴

い、子供が犯罪に巻き込まれる危険性が高まって

いることから、青少年健全育成の体制のより一層

の強化に努めます。

さらに、不登校については、その原因が学校だ

けではなく、家庭環境を含むさまざまな要因が複

雑に絡み合っていることから、学校や家庭、関係

機関が連携した教育相談体制の充実に努めます。

基本事業２、子育て支援の推進では、放課後児

童クラブの公設と民間の施設間の開設時間や利用

料金に違いが見られたり、放課後子ども教室の指

導者を確保することが課題となっていることから、

子供たちが安全で安心な場所で過ごせる子育て支

援の充実に努めます。

また、児童センターについては施設の老朽化な

ど課題となっていることから、施設の整備につい

て検討してまいります。

最後に、１４５ページからの主要施策９、地域

文化の継承と創造では、２つの基本事業を推進し

ます。
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基本事業１、文化芸術振興事業では、市民文化

センター及びふうれん地域交流センターを核とし

た文化芸術の振興を図るため、生産年齢の市民が

参加しやすい事業運営や機能の強化が課題となっ

ていることから、文化芸術活動の担い手である団

体、グループ等への支援、アウトリーチの推進や

ワークショップの開催による文化芸術に触れる機

会の提供、新しい文化芸術サークルの開設の奨励、

文化芸術鑑賞ツアーの一層の充実に努めます。

基本事業２、歴史や文化財の継承では、本市の

歴史や文化財を次世代へ引き継ぎ、市民の理解を

深めるための機会の提供のあり方や郷土芸能を後

継する人材不足などの課題があることから、収集

した資料の活用による普及啓発、有形、無形の文

化財等の保護活動、継承活動の支援に努めてまい

ります。

以上、基本目標Ⅴ、生きる力と豊かな文化を育

むまちづくりの概要説明といたします。よろしく

御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） ここであらかじめ会議

時間を延長させていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） 基本理念の人づくり

に直結する基本目標Ⅴであるという認識のもとに

何点かお聞きいたしたいと思います。

まず、基本目標Ⅴのところのこの内容について、

でき上がる過程において幼児教育、それから学校

教育等担われている現場の方たち、保育士さん、

それから現場の先生方、そういう日々人づくりに、

子供たちの教育に携わっておられる方たちとこれ

から１０年間このようなまちをつくる、このよう

な子供たちを育てる、ひいては成人になっていた

だくという思いを共有する取り組みがどのように

なされたのかについて、まず１点お聞きしたいと

思います。

それから、２点目につきましては、１２８ペー

ジの生きる力を育てる教育の推進についてであり

ます。実現の方策のところに道徳的行為に関する

体験的な学習を適切に取り入れという文言がござ

います。実現の方策の２つ目の丸のところですけ

れども、道徳教育については今までは学校の教育

活動全体を通してということでの道徳教育が進め

られてまいりましたが、昨年の３月の学習指導要

領の一部改訂によって科目としての道徳、評価を

必要とする道徳ということに、今移行措置ではあ

りますが、そのように変わってきている現状があ

ります。そのことを踏まえて、先ほど申し上げま

した道徳的行為に関する体験的な学習云々という

ところをこれから先どのようにイメージすればい

いのか、そのことについてお聞かせいただきたい

と思います。

それから、１２９ページの実施の方策のところ

の１つ目の丸の中にありますコミュニティースク

ールの導入、それからその３つ目の丸のところに

ある小中一貫教育の推進、これについても今まで

の議会の中でも協議されてきているところではあ

りますが、地域性が出てきているというふうに捉

える中で、名寄市全体としてのコミュニティース

クール、それから小中一貫教育についてどのよう

に考えをまとめられておられるのか、そのことに

ついてお聞きしたいと思います。

それから、１３７ページ、家庭教育の推進につ

いてであります。現状の課題の中で上から５行目

のところに親力向上のという言葉が出てきており

ますので、親力、親という言葉が家庭教育の推進

の中で大きくクローズアップされる言葉になって

きているかと思いますが、１３８ページのところ

では用語の解説として親力については子供を育て、

包み、伸ばす総合力というふうに書かれています。

家庭教育においての親は、当然のことながら大き

な力を発揮されますけれども、家庭教育というそ

のくくりにおいては親だけではないことについて
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は誰しも想像できるところではないかと思います

ので、この親ということを限定された、何かお考

えがあるのかどうか、４カ所ほど文言の中で出て

きておりますので、親、すなわち保護者という受

けとめ方をすればいいのか、ここのところを少し

確認させていただきたいと思います。

それから、済みません、たくさんあって。１４

０ページです。生涯スポーツの振興にかかわって、

スポーツ振興事業のところなのですけれども、こ

のスポーツ振興事業の実施の方策の中にスポーツ

施設の適正管理と計画的な整備という言葉があり

ます。それから、スポーツ施設の効果的な管理運

営体制ということもあります。このことにつきま

して私自身が具体的なイメージを思い描くことが

不十分であると認識しておりまして、これはほか

の市民の方もそのようにお考えになっているとこ

ろがありますので、具体的にスポーツ施設の適正

管理と計画的な整備について基本計画としての範

疇で結構ですので、お聞かせいただきたいと思い

ます。

そして、ここにかかわりまして基本的な方向性、

体育協会、総合型地域スポーツクラブなどとの連

携という言葉もございます。この総合計画をつく

り上げる上でこういうところとの思いの共有をと

れるような取り組みが私の認識が違うのかもしれ

ませんが、余り機会を得ることがなかったのかな

というふうに思っておりますので、この連携につ

いて今後どのような想定をされているのかについ

てお聞きしたいと思います。

あわせて、スポーツ施設の適正管理というとこ

ろに付随すると思いますが、旧東風連小学校の体

育館、旧豊西小学校の体育館、それから日進小中

学校の体育館とをそれがスポーツ施設というふう

な捉え方でないのかもしれませんが、一応日進小

中学校の体育館や東風連小学校の体育館は現在も

学校開放の対象施設として地域の人たちが利用す

ることができています。この部分のスポーツ施設

の適正管理ということも少しお聞かせいただきた

いというふうに思っています。たくさん申し上げ

ましたけれども、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私のほうから何点か

説明させてもらって、教育長も含めて報告させて

もらいたいというふうに思っています。

まず、１点目の今回の総合計画をつくるに当た

って先生方とのどのような議論があったのかとい

うことだというふうに思いますけれども、基本的

に学校教育を推進するに当たっては、市民憲章だ

ったり、教育基本法であったり、教育都市宣言、

そういったものが基本理念としてあって、子供た

ちをどういう形で育てるかということでずっと１

次計画から含めて進んできたというふうに思って

います。それをもとに教育委員会としては、毎年

名寄市学校教育推進計画というのを策定しており

ます。これは、時代の移り変わりであったり、子

供たちの状況の移り変わり、文部科学省からの指

導要領の改訂、さまざまな通知も含めてあります

ので、毎年改善をしながら策定をしていっており

ます。これにつきましては、２月くらいに校長会、

教頭会を通じて各学校におろして意見をいただき

ながら決定をして、４月からスタートをしていま

す。これにつきましては、総合計画と連動させな

がら実施をしてきておりますので、今回に限らず

毎年そういった教職員の先生方の御意見も踏まえ

ながら推進をしてきているというところでありま

す。

さらに、実施計画の中でも教育改善プロジェク

ト推進委員会事業というふうに入っていると思い

ますけれども、これは校長先生、教頭先生、教員

の方も入りながら、名寄市の教育改善に向けて研

究をしているプロジェクトでありますけれども、

これも全道的にもやっぱり名寄市は一番先進的に

取り組まれているというのは議員も御承知のとお

りだというふうに思っていますけれども、これに

つきましても当然総合計画で進めている事業内容

との整合性も見ながら研究していますし、５年間



－320－

平成２８年１０月１２日（水曜日）第３回９月定例会・第７号

の第１次が終わって、今来年からの第２次のプロ

ジェクト委員会の準備委員会も立ち上げています

けれども、これにつきましては今回の総合計画が

確定したあたりにはしっかり落としながら実施計

画の中ではそういったところの議論も含めてしっ

かりとりながら進めていく。そういった面では、

先生方の御意見もこれまでも反映をされているし、

今後とも意見を取り入れながら進めていくような、

そういった環境にはあるのかなというふうに考え

ているところであります。

２つ目と３つ目は、教育長のほうから答弁とい

うことで、スポーツの関係の質問でありますけれ

ども、初めのスポーツの施設管理運営のところで

あります。管理運営の部分でいけば、名寄地区に

おいては名寄市体育協会が指定管理を受けて管理

をしています。風連については、市のほうで管理

運営をしている、そういったような違いがあると

いうところでありますので、これについてはこれ

までも課題としていますけれども、課題としてど

ういった運営体制がいいのかも含めて今後も検討

が必要だというふうに捉えております。風連地区

においては、やっぱり地域性もというふうにあり

ますので、そういう形で指定管理に持っていくの

がいいのかどうかというのも課題について持って

いますので、これについては関係する団体とも協

議が必要だというふうに思っていますので、慎重

な取り扱いをしていきたいというふうに考えてい

るところであります。

あと、総合型地域スポーツクラブの関係ですけ

れども、基本的に上川北部のそれぞれの自治体が

加盟していて、名寄市も毎年負担金ということで

５万円を払いながら、美深が事務局でやっている

組織であります。この中にも名寄市の総合計画を

どうですかという話にはならないというふうに思

いますけれども、毎年総会なり役員会等は開催さ

れている中で、当初の活動から見ればやっぱり参

加人数も含めて、活動内容を含めて低下をしてい

る部分というのは議員も御承知のとおりだという

ふうに思っていますけれども、これから名寄市の

冬季スポーツの拠点化事業、これはある面広域的

に進めなければならない事業でもありますので、

そういった面ではタレント発掘事業ということで、

主にこれをやっていた事業でありますので、スポ

ーツのクラブに入っていない方が例えばそういっ

たスポーツに興味のある方、そういった人たちを

しっかり発掘できるような事業になるような形で

は、うちとしてももっと積極的にかかわりながら

進めてまいりたいというふうに思っていますし、

具体的には実施計画の中での具体的などういうふ

うにやっていくかという話になってくると思いま

すけれども、そのときにはスポーツクラブの中身

の運営なり活動も考慮しながら個別事業の計画も

立てていくような形になるかと思いますので、御

理解をお願いします。

閉校後の管理ですけれども、今学校開放として

東風連小学校、風連日進小学校はやっております。

管理体制ちょっと承知していない部分があるので

すけれども、警備会社によって、基本的には学校

開放は警備会社に管理体制は委託をしてやってき

ていますけれども、これにつきましては地域の要

望もあったり、スポーツ団体の要望もあって開放

している状況がありますので、うちが一概にどう

いう形でやるかというふうに一方的に決めること

にはならないというふうに思っていますので、こ

れまでの活動の経過なり各スポーツ団体との連携

の中からよりよい方策、活用方法を見出しながら

今後も進めてまいりたいというふうに思っている

ところであります。スポーツ振興が活発化してい

きますので、やる場所も限られていますから、お

互い協力しながらの体制になってくるかと思いま

すので、そういった面ではこれまで同様使用する

団体との話し合いも含めながら運営を進めてまい

りたいというふうに考えていますので、御理解を

お願いいたします。

親力の関係であります。議員からありましたよ

うに、基本的には保護者という言葉の中で学校教
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育に含めて使わさせていただいております。ここ

で親というふうに使っているのは、この間これま

でも言われたのですけれども、核家族であったり、

少子化の中でやっぱり子供を育てる力というか、

経験が不足していたり、近くに教えてもらう、昔

はおじいちゃん、おばあちゃんから娘の育て方を

教えてもらうという、そういったような環境が多

かったと思いますけれども、今の社会状況の中で

はそういった環境が不足しているということで、

特に子供も１人、２人というふうに昔より子供の

数も減ってきている状況の中では、子供を育てる

経験が不足している。そういった人を対象に親と

いうところで親力を向上させていくべきというこ

とで、ここでは親という表現の中で表記をさせて

いただいているところであります。当然総体的に

は保護者という捉え方もありますので、それは事

業の今後の実施計画、個別事業の中ではそういっ

た世帯も考慮しながら対応していきたいというふ

うに思っていますけれども、この中では今の社会

情勢、家庭環境、そういったところも含めてあえ

て親という言葉を使わせてもらって表記をさせて

もらうということで御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） それでは、私のほうか

ら御質問ありました２つ目と３つ目の生きる力を

育てる教育の推進の中で、今回新しく言葉を使っ

ております問題解決的な学習と道徳的行為に関す

る体験的な学習と。これは、新しく入ってきた言

葉であります。これのうちの道徳的行為に関する

体験的な学習ということについてどう捉えればい

いかというような御質問であったかと思いますけ

れども、どうやって説明したらいいかわかりませ

んけれども、具体的に話させていただきたいなと

思うのですが、授業の中で一部体験的な活動とい

うのでしょうか、それを入れるのです。道徳的な

体験活動というか、そんなものを取り入れるので

すけれども、例えば道徳の時間で使います読み物

資料というか、資料がありまして、ふだん子供た

ちは道徳の時間においてその資料をもとに授業を

進められていくのですけれども、そこに必ず登場

人物が出てまいります。余りいい表現かどうかわ

からないのですけれども、例えばＡさんがＢさん

に対して悪口を言うというような、例えばの例な

のですが、ＡさんがＢさんについて冷たい言葉を

話したという、そういう場面があります。そうい

う場面がありましたら、その場面のＡさんとＢさ

んを子供たちに役割演技としてさせるのです。実

感的に言われたほうはショックを受けるのです。

そういう心情をもとにして授業を展開していくと

いうような、役割演技というのもそういう事例の

一つです。これについては、これまでも授業の中

で取り入れられて実施しておりますけれども、こ

のことは何でそうするかということなのですけれ

ども、より道徳性を養えるだろうという意味なの

です。それを道徳的価値の自覚というのですけれ

ども、道徳的価値の自覚を一層これまで以上深め

させるために、そういう体験的な学習を授業の中

で取り入れていくということなのです。今の役割

演技以外も道徳的な価値として、道徳的価値とい

うのは思いやる心だとか、公共心だとか、そうい

う道徳的な価値の単語であらわしたものなのです

けれども、例えば授業に入る前に相手に思いやり

の言葉をかけてあげるだとかという、そういう体

験をさせるのです。そうすると、思いやりの言葉

をかけられた人はすごく気持ちがよくなるのです。

そういう心情をぐっと引き出して、そして例えば

思いやりだとか、親切だとかという道徳的な価値

を自覚させていくという、そういうようなことを

含めて道徳的行為に関する体験的な学習というよ

うに一般的に呼びながら、そういう活動を適切に

指導方法の中に組み入れて、そして子供たちの豊

かな道徳性を養っていこうということが目的で、

今回道徳教育の充実のために取り入れた指導方法

の工夫でございます。おわかりいただけましたで

しょうか。

それと、もう一点ですけれども、コミュニティ
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ースクールと小中一貫教育の件でございますが、

これと地域性についての展望ということなのです

けれども、先般中央教育審議会のほうから新しい

時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域

の連携、協働のあり方と今後の推進方策という、

そういう答申が出されたところでありますけれど

も、その中で社会の動向と子供たちを取り巻く環

境というのでしょうか、状況を踏まえて、これま

ではどちらかというと開かれた学校という表現を

とっていたのですけれども、そこから一歩踏み出

しまして、地域の人々と目標とかビジョンを共有

しながら地域と一体となって子供たちを育てよう

ということで、一歩踏み出したということでは言

葉が地域とともにある学校ということに転換され

ました。これがコミュニティースクールにつなが

ってくるわけでありますけれども、御承知のよう

にこれまでも議会でお話ししていましたけれども、

現在智恵文地区における小中一貫教育の取り組み

については、小中学校９年間を通じた教育課題、

これを編成して系統的な教育を行うということで、

現在準備を着実に進めてきているところでありま

す。また、学校が地域のコミュニティーの核にな

るということを念頭に置きまして、地域と一体と

なった学校づくりを推進するという観点から、同

じく智恵文地区でコミュニティースクールの制度

の導入、これも行っているところであります。そ

ういう取り組みを進めておりまして、たまたま本

年度からなのですが、文部科学省の指定校、智恵

文小中学校を拠点としてコミュニティースクール

の導入と促進事業というのでしょうか、この事業

に参加いたしまして、智恵文地区の場合は小中一

貫、コミュニティースクールを目指した取り組み

を進めているところでございます。この取り組み

についてでございますけれども、文科省のほうで

は地域とともにある学校づくりの推進ということ

で、次世代を担う学校像の中でコミュニティース

クールを全学校で取り入れていきましょうという、

そういうことを提言しております。一応名寄市と

しましては、智恵文地区の小中一貫、コミュニテ

ィースクールの取り組みを、これをあくまでもベ

ースにして、今後名寄市の各地区、各地区といい

ましたら例えば風連地区ですとか、あと名寄の市

街地区、それともう一つ地区というと中名寄地区

などの学校や保護者、地域住民の意向を十分に踏

まえながら地域の実情に応じた望ましいコミュニ

ティースクールでありますとか、小中一貫教育を

今後検討していきたいなと考えているのです。

小中一貫とコミュニティースクールを比較しま

すと、どちらかというとコミュニティースクール

というほうが学校にも余り負担かかりませんし、

導入は小中一貫に比べると楽であります、変な表

現ですけれども。それで、ただ私はどこもここも

同じようなコミュニティースクールというような

形にはしたくないということで、それぞれの地域

とか学校の実情に応じたコミュニティースクール

を目指していきたいなと考えております。ただ、

小中一貫のほうなのですが、小中一貫教育につい

ては組み合わせというのでしょうか、中学校と小

学校の組み合わせによって学校の先生方に非常に

負担がかかる面も報告されています。例えば中学

校を中心に小学校が３校、４校ぶら下がってくる

ということになりますと、中学校の先生が乗り入

れやるのです。そのときになりますと、小学校の

学校数が多くなると。例えば東中なんかは名小か

らも行っている、西小からも行っている、東小か

らも行っていますから、そうなりますと負担にな

る可能性が十分あるので、だからこの辺は小中一

貫の導入については地域性だとか学校の事情をに

らんで慎重に取り扱ってもらいたいと、現時点で

はそのように考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほど私答弁の誤り

がありましたので、おわび申し上げます。

総合型地域スポーツクラブなのですけれども、

上川北部広域スポーツクラブと勘違いして答弁を

してしまいました。大変申しわけありませんでし
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た。

御質問いただいたのは、総合型地域スポーツク

ラブとの関係のことだということで、改めて説明

をさせてもらいます。今回総合計画をつくるに当

たりましては、名寄市のスポーツ推進審議会の中

にも素案を出しながら、御意見をいただいて策定

をしてきております。今回は、これまでにおきま

しても具体的な事業についてはこれを確定後とい

うことで、今後の協議になるというふうになりま

すので、基本計画のことについてはスポーツ推進

審議会の中での意見をいただいて、審議をしたと

ころであります。

具体論に入りますと、先ほど議員からありまし

た総合型地域スポーツクラブとの連携といいます

か、特に風連地区の子供たちのスポーツに対する

関心を高めたり、いろんなスポーツを体験する中

で自分がやりたいスポーツ及び能力を発掘する、

そういった事業を先にやっていただいていますの

で、その点については継続して今後も進めていっ

ていただきたいというふうに考えていますので、

より充実していくためにはどうするかという個別

の事業については今後の中で協議を進めながら、

連携をとって進めてまいりたいというふうに考え

ているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 丁寧な御答弁をいた

だきました。一番最初に質問させていただきまし

た現場の方たちとの思いを共有する取り組みにつ

いてということについては、実はこの議会でいろ

いろな協議、議論がなされています。それを全て

踏まえて考えるときに、こういう場があるので、

思いが共有されます。名寄市の総合計画第２次に

向けて協議をする中で、自分がかかわったのであ

るから自分にも責任の一端があるということ、そ

れから自分の思いもそこに加えたという自己満足

感といいますか、そういうものがあると思います。

今小川部長からも小野教育長からも丁寧な御答弁

いただきましたけれども、そういうやりとりが学

校現場であったのかどうかということが聞きたか

ったのです。確かに教育改善プロジェクト、それ

から定例化されています校長会、教頭会、さまざ

まな場面で話し合いをする機会はあると思います。

スポーツ推進審議会での審議もあると思いますけ

れども、そこに出ていく方たちは本当にごく一部

の方たちで、そこに出ていく方が自分の団体に丁

寧な説明をしない。だから、その代表に責任があ

るということではなく、本当に現場の一人一人が

きちっと思いを共有できるような取り組みがなさ

れてきたのかということについて、特に学校教育

においては一人一人の先生方が日々このことに向

かっての実現を目指して取り組まれておりますの

で、そのことはやはり必要であると思っています

ので、その取り組みなかったとは思っていません。

名寄市にも教育研究会ございまして、毎回の取り

組みがなされていますので、その部分をお聞かせ

いただきたいというふうに思っています。

それから、生きる力を育てる道徳を科目として

捉える、教育長からいただきました御答弁につき

ましては、具体的な場面も説明していただきまし

たので、よくイメージすることができたのですが、

逆にそのことは今までも教科ではなかったとして

も学校の教育活動全体の中で取り組む道徳として

行われてきているというふうに認識しています。

新たに第２次の総合計画の中での道徳教育につい

ての部分について再度お聞かせいただきたいとい

うふうに思っています。

それから、コミュニティースクールと小中一貫

教育のことにつきましては、やはり名寄市という

ふうに一くくりにしましてもそれぞれの地域性が

ありますので、それについては十分地域の方の住

民の意向を聞きながらということについては大切

なことであると思います。大切なことであると思

いながらも、そのことに取り組まれない学校も出

てくるであろうという中で、やはり地域の住民の

方たちの意見の吸い上げ方についてどのような想

定がなされているかについては聞かせておいてい
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ただきたいなというふうに思っています。

それから、スポーツ施設の整備、適正管理とい

うことについては端的にお伺いします。旧日進小

中学校の体育館や東風連小学校の体育館、今学校

開放ではありませんが、豊西小学校の体育館、そ

れぞれのグラウンドも含めて、これはスポーツ施

設という一くくりの中での適正管理ということを

お考えでしょうか。そこについてお聞かせいただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） まず、１点目の議員

からお話ありましたように一人一人に丁寧に説明

しながら、この計画を共有して目標に向かって進

めるというのは当然一番大切なことだというふう

に思っていますけれども、なかなか最後の一人一

人までやるという部分では難しさがあるというと

ころでは、毎月やっています校長会、教頭会であ

ったり、先ほどありました教育研究所の会議であ

っり、そういった機会を通じながらどういう子供

を育て、育んでいくかというところを話をさせて

もらいながら、お互い統一の目標に向かって進め

るということで取り組みをさせていただいている

ところであります。この計画につきましてもそう

いったことを通じて、先生方に概要版もつくると

いうことでありますから、そういったものを含め

ておろしていく形にしたいと考えていますし、先

ほど言いました名寄市の教育推進計画、毎年策定

して、これについては各学校の中で教職員の会議

も含めて、これはおりて、今年度の計画方針だと

いうことで進められているのは間違いないことで

ありますので、先ほど言いましたが、その中では

総合計画との連動も網羅されておりますので、そ

ういった点からいっても先生方にも周知はされて

いるというふうに考えているところでありますの

で、御理解をお願いしたいと思いますし、今後も

そういったいろんなおろす場面であれば、時には

きちんとおりるような形での提起も含めて取り扱

いについてお願いをしてまいりたいというふうに

考えているところであります。

旧校舎、グラウンドについては、基本的には普

通財産というふうになっていて、ただスポーツ関

係でも使っている関連もありますから、そういっ

た面での管理について教育委員会でやっていると

いう状況もあります。ただ、今の段階では豊西小

学校のグラウンド、体育館をということで位置づ

けるというところまでは至っておりません。どう

いった形で活用するかということについては、今

できれば民間の方も含めて何かの活用する方がい

ないかどうかも募集をしているところもあります

けれども、そういったことも視野に入れながら今

後の活用についてはまたいろいろ検討協議をして

まいりたいというふうに考えておりますので、御

理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 再質問の２点でござい

ますけれども、１点目は若干説明させていただき

たいと思いますけれども、学校における道徳とい

うのは道徳の時間の指導と、それからもう一つ、

学校教育全体を通じで行う道徳教育というの、こ

の２つがあります。これまでは、学校全体を通じ

て行う道徳教育の中で体験的な活動は取り入れて

きているのです。道徳の時間の指導の中では、説

明すればちょっと時間長くなるので、中では体験

活動を入れていなかったのです。全く入れていな

いかといったら、先生によっては入れている方も

おられたのは、これはわかりません。ただ、そう

いう区分けをして道徳を進めてきたという経緯が

あります。

それで、どうも読み物資料だけで、理念の中だ

けでは十分でないだろうという反省があったわけ

です。それで、授業の中にも道徳の体験的な活動

を効果的に取り入れて道徳的な価値の自覚を深め

ようという取り組みのために今回問題解決的な学

習と道徳行為に関する体験的な学習という文言が

入ったという経過でございますので、御理解いた

だきたいと思います。もう一つ、問題解決的な学
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習というのも入りましたけれども、これも非常に

難しい概念で、また機会あれば説明したいと思い

ます。

あと、コミュニティースクールと小中一貫教育

の件ですけれども、これから保護者、地域への周

知にかかわることになりますけれども、一応この

間佐藤議員のほうからお話があったときに答えた

コミュニティースクール等の今後の学校のあり方

の中でも若干御説明申し上げましたけれども、今

第２次の教育改善プロジェクト委員会を立ち上げ

ようとしておりまして、準備委員会を開いている

ところでございます。準備委員会でこの２つの取

り組みについてどう進めていくかと。これを議題

に上がるように教育経営グループのほうでしよう

としております。そこで、１２月以降３月ぐらい

までかけてどうやってコミュニティースクール、

小中一貫教育を進めていこうかということでの具

体的な話し合いが進められます。そのときに地域

住民とどのような連携を深めてやっていくかとい

うことを具体化しようとしておりますので、御理

解いただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 具体的な見通しも示

していただきましたので、少し私の中も整理させ

ていただくことができました。

先ほどのスポーツ施設のことにかかわりまして

は、この部分にかかわりましては地域の生涯スポ

ーツの振興そのものに付随してくるところであり

ますので、今後やはり進めていくためにどうする

かということについてのお考えをいただきたいな

というふうに思っています。具体的には、人がか

かわらないと施設は使うことができないけれども、

その使う人たちが自分たちの力で使うというだけ

では施設管理ができない、そのような状況の中で、

地域の指導者はボランティアで一銭もいただくこ

とのない中で活動をされているわけです。その部

分について施設管理の面からもサポートしていた

だけるような、そのお考えについてお伺いしてお

きたいなというふうに思っています。

それから、先ほど２回目の再質問でお話しさせ

ていただきませんでしたけれども、先ほどの親力

の言葉のことでありますけれども、これは広い意

味で親という言葉の中に保護者という文言が大き

く見え隠れしているという認識で捉えさせていた

だきたいと思いますが、改めてそれでよろしいか

どうかについてお聞きしておきたいと思います。

それから、最後に教育長からいろいろ御丁寧に

御答弁いただきました中身につきましては、今後

１０年間名寄市が進むべき方向性を示す上で大変

大きなものがあると思っておりまして、実は小中

学校教育の充実の１２７ページの現状と課題の中

には、大多数の部分で課題についてが書かれてい

ます。３行目のところから、本市では、各学校が

創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する

とともに、名寄市教育改善プロジェクト委員会の

取り組みなどを通して、子供たち一人一人に確か

な学力や確かな人間性、たくましく生きるための

体力の育成に努めています。やってきたことはこ

ういうことをやってきましたけれども、こんなに

課題がありますという読み取り方になります。名

寄市の子供たちのよさというのは、この取り組み

の中で出てきていると思うので、そのよさをしっ

かりと伸ばしていただける今後の総合計画第２次

であると思っておりますけれども、そのことに付

随してコミュニティースクールというのは大きな

ものがあると思っています。確かに学力は伸ばし

ていただけたけれども、地域の特色のある教育活

動はどんどん削られてきている。これどういうこ

とでしょうかという保護者の話がよく入ってきま

す。この点にかかわっても今後１０年間見据えて

いく中では、コミュニティースクール、小中一貫

教育についての考え方についての地域への説明、

それから学校間の連携した取り組みについては大

切にしていただきたいと思っておりますので、十

分地域の声を聞いていただくということに関して

しつこいようですけれども、教育長の御答弁をお
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願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 最初に、学校の開放

事業によって、旧風連小学校、風連西小というこ

とで、議員お話しのとおり管理に当たっては地域

の方の御協力も得ながら、連携させていただきな

がら維持管理をしている状況にあります。地域が

施設として有効に使っている部分とか、いろいろ

あるかと思いますので、そういった実情も含めて

地域とも話していただきながら、スポーツ団体も

使っているところがありますので、そういった活

用の状況等も見ながら今後の管理運営について協

議をさせてもらいたいと思います。詳細の管理運

営の部分、私把握していない部分があるので、大

変申しわけありませんけれども、その辺について

はもう一度確認をさせてもらいますけれども、要

するにいずれにしても地域との連携、協力がなけ

ればできませんので、ここは重視しながら進めさ

せていただければというふうに思っております。

親力の関係については、先ほどの現状と課題の

ところについては現在の社会状況も含めて親とい

う言葉を出させてもらっているというふうに話を

させてもらいましたけれども、議員おっしゃると

おり保護者がということで、実現の方策のほうで

は２つ目の丸では全ての保護者という言葉を使い

ながらさせてもらっております。そういった面で

は、ちょっとわかりづらいというか、誤解を招く

点があろうかというふうに思いますけれども、そ

ういったことで使い分けて今回採用させてもらっ

ているところであります。実施に当たっては、そ

ういったことも御意見賜りましたので、配慮しな

がら対応して進めてまいりたいというふうに考え

ていますので、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 御指摘のとおり、１２

７ページの現状と課題を今改めて読んでみました

ら、子供たちのよさについては触れておりません。

よさについてはたくさんあります。そして、今回

のコミュニティースクール、小中一貫教育の目的、

狙いの一つにもあるのですが、これは議員が御指

摘のように子供たちのよさや可能性を生かすとい

うことが大きな狙いでございますので、学校の先

生と、それと保護者、地域住民が一体となって子

供のよさを十分に引き出すためのコミュニティー

スクールなり小中一貫になるように考えながら、

そのことを地域に伝えて十分周知しながら、その

地域に応じた学校のあり方を検討してまいりたい

と思いますので、御理解をいただきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 野田三樹也議員。

〇３番（野田三樹也議員） １２９ページの安全

安心な教育環境の整備について１点お聞きしたい

と思います。

基本的な方向性のところで、子供たちが安心し

て学ぶことができる教育環境を確保するため、事

件、事故等の要因となる危険を早期に発見し、速

やかに対応する危機管理体制を確立することが大

切ですと書かれております。そして、その下の実

現の方策の１つ目の二重丸のところに、児童生徒

を取り巻く学校内外での安全安心を確保する危機

管理体制の確立に努めますと表記されているわけ

なのですけれども、これは今後今の体制を強化し

て、それを維持して進めていくのか、それとも現

状と課題のところに、しかし依然として不審者に

よる声かけ事案がなくならないと表記されている

のですけれども、これは改めて新しい対策をとっ

て、それの確立に努めていくのか、どちらの意味

で捉えればいいのか、お知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今御質問のあった危

機管理の体制のことですけれども、基本的にはこ

れまでの危機管理体制を継続していくというふう

に考えています。ただ、不審者の事案がふえてき

ている状況であったり、事件においても多種多様

化している状況があるということがありますので、

そういったものに対応するためには改善は常に必
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要だというふうに考えていますので、全国的に学

校に関係する、児童生徒に関係する事案等も出て

きますので、そういった事例も見ながら、必要な

部分については現状の危機管理体制をさらに改善、

充実していく、そういった意味で考えております

ので、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） 特に小中学校に通う

子供たちを持つ親がこれを見ると、やっぱり依然

として不審者による声かけの事案がなくならない

と。声かけ以外にも盗撮ですとか、以前には凶器

みたいなものを突きつけられたみたいだとか、最

近では何か頭を軽くたたかれただとかで、そうい

った事案が発生しております。ですから、今の対

策で進めていくに当たって、やっぱりこれ以上な

くならない、何の進歩もないのかなという感じが

すると思うのです。ですから、以前に一般質問の

中にも防犯カメラのことですとか、いろいろ質問

されていますので、これからやっぱり新しい取り

組みも取り入れて確立して、この総合計画の中に

入れていかなければいけないのかなと思うのです

けれども、その辺の考え方についてお聞かせくだ

さい。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今御指摘あったのは、

学校内というよりも登下校であったり、子供たち

が地域で遊んだり、そういった場面のところだと

いうふうに思っております。防犯カメラの話も以

前も御質問いただきましたけれども、市内全域を

見渡せるカメラというのは難しい状況だというふ

うに思っていますし、特定の場所に設置して、そ

れが不審者が理解すればそれを見えないところで

行ったりするという状況もあって、有効でないと

いうふうには思っていませんけれども、ただそう

いった面ではこれまで進めています地域の方の見

守り、ＳＯＳ活動もこれ市民部のほうで取り組み

をしていますけれども、地域全体で子供たちを見

守って育てる、そういったことが大変重要だとい

うふうにも考えているところであります。できれ

ば家庭にいる方も登下校の時間には外に出て草取

りをしたり、冬除雪したり、そういったことも心

がけていただきながら、子供たちが外に出る時間

帯については多くの大人の方が出ているというこ

とであればそういった不審者に対する予防にもな

るかというふうに思っていますので、それぞれ各

小学校においては安心安全会議もありますので、

それは地域の方との連携によって成り立っている

ものでありますので、そういった中でも有効な手

だても含めて今後も対応して、子供を危険から守

る体制については常に取り組みを強化していきた

いと思いますので、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） 防犯カメラなのです

けれども、ここでも書かれているとおりに、早期

に発見しというふうに書かれておりますので、当

然防犯カメラというのは早期に発見するために、

画像としてはっきりと残るのは確かです。でも、

防犯カメラそのものは映像というのはあくまでも

結果であって、本来の防犯カメラというのは防犯

カメラというぐらいなので、犯罪を防止する。つ

まり未然に防止するということなのです。それが

防犯カメラということなのです。ですから、早期

発見する前に未然に防止に役立つということもあ

りますので、やっぱり将来的にもそういった方向

性を考えて総合計画の中に盛り込んでいただきた

いなと思うのですけれども、改めて最後に考え方

をお聞きして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 何回か一般質問等の

中でも答弁をさせていただいております。今野田

議員から御指摘をいただいておりますけれども、

名称が防犯カメラということなのですが、実態的

には全国的には防犯カメラに記録された画像が犯

人逮捕につながると。そういう犯罪の解決に役立

つという考えが広まっておりますけれども、以前

もお答えをさせていただいておりますけれども、
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カメラの設置に当たりましては多額の経費が必要

であるということでございますけれども、それ以

上に設置場所の選定、あるいは権利侵害のリスク

を含めて改めて協議なりを進めて、その中で話し

合いをしながら進めていきたいということで、基

本的にはあればそれにこしたことはないというふ

うな認識は持っておりますが、ただ費用対効果と

申しましょうか、金銭的な費用も伴うということ

では今後とも協議を進めながら考えてまいりたい

と思っておりますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） １点お聞きをしたいと

思います。

１２８ページ、信頼される学校づくりの推進の

基本的な方向性の２行目から３行目にかけてなの

ですが、社会で生きていく力や生涯にわたって学

び続ける態度を育てることが大切と。地域ととも

にある学校づくりの中で、学び続ける態度を育て

ると。この態度ということはどういうことなのか

をお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） どこがわからないの。

態度というのは姿勢でありますから、そういう心

構えというのでしょうか、そういう構えです。人

間としての構え。構えの、態度と引きますと構え

と出ています。人間としての備えとか構え、そう

いう意味でございます。そういうことではなくて

ですか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員、正式に発言

してください。

〇５番（川村幸栄議員） 生涯にわたって学び続

ける構えを育てるということで読み取っていいと

いうことですか。

（「態度は構えですから……」と呼ぶ者あり）

〇５番（川村幸栄議員） 態度は構えなのだけれ

ども、では生涯にわたって学び続ける構えといっ

たふうにとっていいということですか。社会で生

きていく力やというところら辺は生きていく力で

すので、わかるのですが、その後に続く生涯にわ

たって学び続ける態度というふうになるとどうい

うふうに理解をしたらいいのか、御説明をいただ

きたいということだったのですが。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩しますので。

休憩 午後 ５時５０分

再開 午後 ５時５２分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私も学校教育のほうに

長いから、言葉遣いについては誤解を招くような

言葉がもしあってもそれを知らず知らずのうちに

使っているという可能性も十分ありますので、ち

ょっと補いさせていただきたいのですが、学校教

育で使う言葉の中に関心、意欲、態度という言葉

があるのです。これは、子供たちの資質、能力の

うちの一つなのです。それを育成するという言葉

がありまして、関心、意欲、態度を育てるという

言葉が指導要録の解説の中にも出てくる言葉でご

ざいます。そんな意味で関心、意欲、態度を育て

るという学校教育の用語ということで押さえてい

ただいて御理解いただきたいなと思います。よろ

しくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） ふだん私たち使わない

ことが多いというか、私は初めて触れたものです

から、学び続ける態度というところら辺でちょっ

と戸惑いました。今の御説明で理解いたしました。

ありがとうございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） 所管ですので、端的

に１点だけちょっとお伺いしたいと思います。

１３０ページ、高等学校教育の充実のところで、

基本事業にも明記されておりますけれども、間口

が削減されれば就学機会の確保がなかなかできな

くなるという意味でここに書いてあると思うので
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すけれども、実態も書いていただいております。

６９％ぐらいの充足率で、間口の維持は難しい状

況にあるとして、方策としては間口を維持する支

援対策を確立するなど、望ましい高校適正配置の

あり方について要望していきますというふうにあ

るのですけれども、これやはり名寄市としてもさ

らにしっかりと取り組んでいって、間口がなるべ

く削減されないようにするべきだというふうに思

っておりますけれども、今後の対応についてお考

えがあればお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今ありましたように、

高等学校の定員からいって間口が大変厳しいとき

にあるというのはこれ事実であります。そういっ

た状況がありまして、昨年２月、高等学校の在り

方検討会議ということで、各関係する団体の方も

入っていただきながら、それを立ち上げて、１年

間どういう魅力ある学校づくりをしたらいいのか、

一方では定員が少ない中でどうするべきか、いろ

んな御意見をいただいて、ことしの１月に取りま

とめをして市長のほうに要望書を出しておりまし

て、最終的には３月の末に道教委のほうに、北海

道教育長のほうに市長と中野道議も同席していた

だきながら要望書を提出して、しっかり名寄市内

の中でこういった議論をしているから、間口削減

は先送りをしてくれという話をいたしました。そ

ういったこともありまして、普通今まででいけば

３１年度の計画の中で具体的に減らすよというこ

とが出たというふうに思いますけれども、そこは

ジャンプをしていただきながら地元での協議をし

っかり受けとめながら、見きわめながら対応する

という道教委のお話もいただいて、３２年から３

５年の間で１から２の学級削減は調整が必要とい

う考え方が出されていますけれども、具体的なも

のについては延期をさせていただいております。

そういった面では、今道教委なりともちょっと

話をしていますけれども、今後も先ほど言いまし

た高等学校の在り方検討会議も再開をしながら、

地元の皆さんの御意見をいただきながら、どうい

った学校づくりをやるか。名寄高等学校も産業高

校もやっぱり名寄の地域経済、人材にとって大き

な役割を果たしていくというのは事実であります

ので、産業高校も人数が少ないからといって要ら

ない学科はない。それぞれの全ての学科がこの地

域にとって必要な人材を育成していますし、いな

ければ経済が成り立たない状況もありますので、

そういったことも含めてしっかり検討しながら、

また協議して道教委のほうで要請もしていく形に

なるかと思いますけれども、そういった意味では

また皆さんの御意見もいただきながら、何とか維

持しつつ、魅力ある学校づくり、そしてさらには

道外からも生徒を呼ぶようなことも含めて、実は

今回杉並のほうにパンフレット渡したら向こうか

らわざわざ名寄産業高校に見学に来た親御さんも

いらっしゃる状況もありますので、向こうのほう

ではやっぱり農業高校というのはかなり魅力があ

る学校だというふうに思いますので、そういった

こともしながら、維持をできるだけするという、

そういったことも含めて関係機関とも今後も連携

を図りながら取り組みを進めてまいりたいと思い

ますので、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 杉並のほうの教育委

員会さんのほうにもお願いをして、いろいろパン

フレットを配布をしていただいて、本当にありが

たかったなというふうに思っております。

幸いにも産業高校の校長を初めとする教員の皆

さんも産業高校に対する愛着を持っていらっしゃ

るように私はお見受けしておりまして、校長もみ

ずから多分杉並のほうに上京の際に出向いてお願

いの訪問とかされておりますので、こういった方

面でもさらに努力を重ねていただきたいなという

ふうに思います。

それと、出口の段階では受け皿となる企業、最

近は特に人材不足が叫ばれている中で、経済部長

にもちょっと考え方をお伺いをしたいのですけれ
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ども、特に建設であるとか、福祉であるとか、さ

まざまな出口、企業の雇用の場、人材確保として

もやはり産業高校というのは名寄市として必要な

のでないかなというふうに思いますけれども、地

元の企業が人材確保して発展をしていくと。その

ためには、やはり産業高校は必要だという観点か

ら、何か取り組みができることがないのか、ちょ

っと考えがあればお伺いをしたいなというふうに

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 産業高校につきまし

ては、酪農科学科もありますし、そういった建築

関係の養成する部門もございまして、先日もある

会合の中で産業高校さんの御努力もいただいて、

建築ですとか、そういった部分の市内の人材も派

遣していただいているというお話もいただいてご

ざいます。また、酪農科学科につきましては、名

寄のみならず道北の農業の拠点の高校でもござい

まして、相当数が道北に戻っていただいて、農業

を実践、やっていただくという、そういった部分

の率が多い学校だというふうにも認識しておりま

す。そういった意味では、今現在経済部所管では

酪農科学科の部分では道北の関係者集まっての支

援、市長が会長になっていますけれども、協議会

の会長をやって、いろんなさまざまな支援などを

させていただいております。また、産業高校につ

きましても以前から台湾なども含めて非常に連携

もさせていただいておりますし、そういった意味

では大変な御尽力いただいているというふうに認

識をしておりますので、どういったことができる

かというのは今手持ちではございませんけれども、

そういった人材派遣も含めていただいているとい

う認識はしてございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） この近辺の高校は、

高校を維持するということに大変な努力をされて

おります。多分下川も美深もそうだろうなという

ふうに思っております。高校維持に対して行政が

予算づけをしながら、さまざまなことを展開をし

ながら頑張って維持をしている状況かなというふ

うにも考えております。こういった中で、総合計

画の中でこういった課題をしっかりと示していた

だいている中で、これからの予算づけをしてでも

何とか守っていくのだという、そういう考えがあ

るのかないのか最後にお伺いして、終わりたいと

思います。できればそこまでやってもらいたいと

いうふうに思っておりますけれども、お考えをお

伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 高校の存続に向けて

の予算づけということでありますけれども、今回

の先ほど言いました高等学校の在り方検討会議の

中の要望の中に子供たちの資格とか取るのにかな

りお金がかかったりしている部分がありますので、

そういった支援をしている自治体が数多くあると

いうことで、専門性のある学科も多いことから、

そういった支援はできないのかという要望も出さ

れているところでありますので、そういった面で

は今後学校のほうからどういった資格を取得して

いるのか、どういったものが将来に結びつくのか

ということも調査をしているところでありますの

で、それについては予算が確保できるかどうかわ

かりませんけれども、状況も含めて要望を受けと

めていますので、今後の予算協議の中でも協議を

してまいりたいというふうに考えているところで

ございます。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で基本目標Ⅴ、生

きる力と豊かな文化を育むまちづくりについて質

疑を終結いたします。

１８時３０分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ６時０３分

平成２８年１０月１２日（水曜日）第３回９月定例会・第７号
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再開 午後 ６時４７分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

基本項目の質疑については終結をいたしました

が、全体の質疑に入る前に市長からこれまでの質

疑を受けて改めて発言を求められております。発

言については、明日の議会の冒頭に行うこととい

たしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 本日の審議については

以上で終了いたしまして、散会といたします。

大変お疲れさまでした。

散会 午後 ６時４７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 野 田 三樹也

署名議員 東 川 孝 義

平成２８年１０月１２日（水曜日）第３回９月定例会・第７号
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平成２８年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２８年１０月１３日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第２７号 名寄市総合計画（第２

次）基本構想・基本計画を定めること

について

日程第３ 意見書案第１号 林業・木材産業の成

長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書

意見書案第２号 後期高齢者医療制度

における保険料軽減特例の維持・継続

を求める意見書

意見書案第３号 公共輸送機関である

ＪＲ北海道等に係る経営支援策を求め

る意見書

意見書案第４号 農業・農村を衰退さ

せかねない農政改革とＴＰＰの拙速な

国会承認の反対を求める要望意見書

意見書案第５号 「米政策改革」の抜

本的見直しを求める要望意見書

意見書案第６号 指定団体制度の堅持

など酪農政策の確立に関する要望意見

書

日程第４ 報告第５号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第５ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第６ 委員の派遣について

日程第７ 委員の派遣報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第２７号 名寄市総合計画（第２

次）基本構想・基本計画を定めること

について

日程第３ 意見書案第１号 林業・木材産業の成

長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書

意見書案第２号 後期高齢者医療制度

における保険料軽減特例の維持・継続

を求める意見書

意見書案第３号 公共輸送機関である

ＪＲ北海道等に係る経営支援策を求め

る意見書

意見書案第４号 農業・農村を衰退さ

せかねない農政改革とＴＰＰの拙速な

国会承認の反対を求める要望意見書

意見書案第５号 「米政策改革」の抜

本的見直しを求める要望意見書

意見書案第６号 指定団体制度の堅持

など酪農政策の確立に関する要望意見

書

日程第４ 報告第５号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第５ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第６ 委員の派遣について

日程第７ 委員の派遣報告について

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員
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７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

消 防 署 長 菊 池 剛 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

５番 川 村 幸 栄 議員

１８番 東 千 春 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 議案第２７

号 名寄市総合計画（第２次）基本構想・基本計

画を定めることについてを議題といたします。

ここで、市長より発言を求められておりますの

で、これを許します。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。２

日間の総合計画の集中審議でさまざまな御意見を

頂戴いたしました。ありがとうございます。この

ことを受けまして、改めてこの考え方について発

言をさせていただきたく存じます。大枠について

私から４点、細部については橋本副市長からも補

足をさせていただきます。

まず、１つ目、市民議論やその意見反映が不十

分なのではないかという御指摘がございました。

今回は、総合戦略の議論が先行し、その結果を包

含するという形での総合計画の策定と、こういう

大変難しい作業でございました。市民議論が不足

をしているという御意見は真摯に受けとめさせて

いただきます。今後は、わかりやすいダイジェス

ト版の作成に努め、本計画の市民周知はもとより、

計画策定を契機に改めて市民議論と市民参画を積

極的に進める努力をしてまいります。

２つ目に、市民憲章、都市宣言、総合計画、こ

の３本柱をしっかりと意識せよという御意見がご

ざいました。とりわけ非核平和についての御指摘

がございましたけれども、東日本大震災を契機と

して福島県南相馬市とのおつき合いを深めるなど、

その精神はしっかりと市民に浸透をしてきている

と考えております。今後も市民憲章、４つの都市

宣言のいい精神をしっかりと議論し、個別計画に

おいて反映をしてまいります。

３つ目に、基本計画の市長任期連動についての

御指摘がございました。この計画期間の意図は、

市長公約を総合計画に反映しやすい機会を制度的

に設けたものでございます。総合計画の基本計画

は、その前の期の計画遂行状況の検証や時代の潮

流や課題の分析、さらには市長公約と、これらを

参考に策定市民委員会で議論をしていくというこ

とになります。さらには、その議論を議会議決を

経て計画を決定するというプロセスでございまし

て、当然市長公約を無条件に計画に反映させるた

めのものではないということを改めて確認をさせ

ていただきます。

４つ目、地域自治区についての御指摘がござい

ました。我々は、この地域自治区の設置を否定し

ているわけではございません。しかし、決して役

所からの押しつけであってはならないというふう

に考えております。なぜならば、自治とは自分た

ちのことは自分たちで処理することで、みずから

の手で行政を行うことであるからであります。で

すから、これまでは小学校区単位の地域連絡協議

会を設置をして、そこを地域とともに磨き上げて

いくという手法をとってきたところでございます。

地域自治区の創設は、直接型住民参加、すなわち

自治のあり方を大きく変えていくことであります。

このことは、市民はもちろんでありますけれども、

我々行政、そして議会もその役割と責任を再整理

をし、自覚しながら進めていくという必要がある

と思います。非常にハードルが高いと認識をして

おりますけれども、引き続き調査研究は進めてま

いります。
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また、地域連絡協議会の活動をさらに醸成して

いくこと、例えば地域包括ケア、あるいはコミュ

ニティースクールの推進、これらを通じ地域やあ

らゆる主体とともに地域連絡協議会の活動をさら

に醸成するための知恵を出してまいります。

私からは以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 追加説明を橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） それでは、私のほうか

ら総合計画の構成、たてつけ、それから進行管理

といった少々細かい部分について補足させていた

だきたいと思います。

今回の総合計画におきましては、重点プロジェ

クトというものを出しております。この重点プロ

ジェクト、それからそこに入ってこない基本計画

事業との関係性でございますけれども、まず重点

プロジェクトというものにつきましてはそれぞれ

の分野を横断的に事業展開することによりまして

施策の効果を高めていく、こういうようなコンセ

プトを第一義にしているところでございます。ほ

かの事業におきましても、当然ながら優先度が高

いもの、緊急性が高いもの、また費用対効果の高

いもの、あるいは財源が確保できるチャンスがあ

るもの、こういったいろいろな事情がありまして、

それを十分検討していかなければならないと思っ

ております。

今回の議会におきまして高齢者の福祉の関係で、

名寄市も高齢化率が３割を超える。それから、そ

れと相まりまして介護の人材不足ということが問

題となっているということで御指摘を受けている

ところでございます。当然ながらこの部分につき

ましては、緊急度が非常に高いというふうに認識

しておりますので、しっかりと特に介護の人材不

足には対応していかなければならないと思ってお

りますし、重点プロジェクトであるからといって

無条件にこれは優先度が高いというようなことで

はございません。ほかの事業全ての事業を網羅し

た上で、どこから手をつけていくべきなのか、何

をやっていくべきなのかというのは十分議論して

いかなければならないものだと思っております。

それから、もう一つ、この総計そのものがちょ

っとわかりにくいたてつけになっているのではな

いかというような御指摘も受けました。例えば食

育の部分についてはどこの部分に入っているのだ

ろうですとか、利雪・親雪については格上げした

のだけれども、個別事業においてどういうような

形で入ってくるのだろう、そういうような御意見、

御指摘も受けたところでございます。こちらにつ

きましては、わかりやすいダイジェスト版をつく

るのはもとよりですけれども、補足できるような

資料集あるいは用語集、そういったツールを使い

まして、できるだけ丁寧に説明できるような、そ

ういうようなスタイルで進めてまいりたいと思っ

ております。また、それを通じて市民あるいは関

係団体の皆様とさらに意見交換、議論を深めてい

きたいと考えております。

それから、進行管理の部分であります。これか

ら個別事業ということで入ってまいりますけれど

も、個別事業がなかなか見えないとイメージがで

きないというような御指摘もいただいたところで

ございます。この個別事業のつくり込みが非常に

難しい問題だというふうに認識しているところで

あります。行政ニーズも非常に多様化しておりま

すし、国の制度も刻々と変わっております。こち

らと整合性をとるという必要がありますし、名寄

市そのものがまだまだ老朽化している施設もござ

います。さらには、これに対しまして予算の制約

というものがかかっているところでございます。

こういったものがありますので、非常に個別計画

をつくり込んでいくのは難しいということであり

ますけれども、１つ行財政の見える化という視点

も大事なことだと考えております。今名寄市の置

かれている状況、個別事業の今の立ち位置も含め

てこれは丁寧に御説明させていただきたいと思い

ますし、ほかの自治体でのやり方も参考にしなが

ら、ここの見せ方についても提示の仕方について

も調査研究していいものとさせていただきたいと
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思います。

また、この中で市民の皆さんあるいは関係団体

の皆さんの中で意見交換もさせていただければと

思っています。それから、課題の共有ということ

も図ってまいりたいと思います。こういった作業

を通じてより実効性の高まるような計画の進行管

理ということに努めてまいりたいと思っておりま

す。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） これより、全体を通し

ての質疑に入ります。御発言ございませんか。

大石健二議員。

〇１２番（大石健二議員） おはようございます。

ただいま加藤市長あるいは橋本副市長よりそれぞ

れ御発言がございました。加藤市長からは大枠で

４点、橋本副市長から進行管理等についてお話が

ございました。私ども市政クラブ・新緑風会も議

会基本条例の理念に基づいて、市民に伝える責任

と二元代表の一翼を担う議会の審査機能を果たす

べく、細部にわたって会派内で慎重に議論を重ね、

基本構想、基本計画の各セクションで真摯な議論

を重ねてまいりました。今後の実施計画の策定、

あるいは推進に当たりまして、これまでの議論を

十二分に勘案をしていただき、緊急度あるいは優

先度、重要度、行政評価等に基づく明確、明瞭な

判断をもって取り組んでいただくようお願いをす

るところでございますけれども、お話にもござい

ましたけれども、今後の個別事業あるいは実施計

画に対する基本的な考え方、方針についてお聞か

せ願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 先ほどもお話しさせて

いただきましたけれども、これからは非常に難し

い山場というようなことになります。本当にいろ

いろなことをやらなければならないと思っており

ますが、作業が膨大になりますので、総合計画を

進めながら、どういったことが個別事業であるの

だろうというような指示も職員のほうには出して

おります。ただ、そこの精度がまだ高まっていな

いという状態にございますので、今後そのあたり

の精度を高める作業を早急に進めていきたいと思

っております。

いついつぐらいまでというのは非常に量があり

ますし、何分予算の制約等もございますので、期

限については明言はできませんけれども、この作

業を通じながら進めていく。そして、ポイント、

ポイントで日常の業務の中でもありますけれども、

関係する市民の皆さんとの意見交換もさせていた

だきながら進めてまいりたいと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ありがとうございま

す。

今橋本副市長のほうから精度を高める、あるい

は先ほど行財政の見える化というお話もありまし

たけれども、総合計画の推進、実現のためには確

かな財源的な裏づけが必要であり、中期財政計画、

行財政改革、あるいは財政収支のマネジメントサ

イクルに基づいて、実効性かつ透明性を持って推

進され、健全かつ安定した財政運営に努めていた

だきたいと願うところでございます。

また、次世代を担う子供たちが夢と希望を持て

るよう、御長寿の皆様には生きがいを持って暮ら

し続けることのできるよう、市民一人一人が一体

となって市民が主役のまちづくりを加藤市長が先

頭に立って最善を尽くして取り組んでいただける

ようお願いを申し上げて、私の質疑といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ただいまは、市長並

びに橋本副市長から総括的な発言をされておりま

したけれども、この評価についてはまた後段触れ

させていただきたいと思いますけれども、２日の

集中審議を通じて、特別に発言をしたということ

についてはそれなりの重みがあるのではないかと

いうふうに受けとめております。

そこで、最後の質疑になりますので、改めて行

政側の対応の不十分さは一部残りましたけれども、
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この間策定市民委員会、審議会の委員の皆さん、

あるいはいろんな団体だとか、これに参画をした

市民の皆さんの熱意や努力についてはまず私の立

場からも会派としても敬意を表しておきたいと思

います。

そこで、２日間の集中審議をつぶさに見るとき

に、きのうの重点目標の関係とか、あるいは基本

目標、各項目の中での全議員の熱心な質疑につい

てのやりとりを聞いていて、それなりに理解が深

まったり、あるいは原案には活字にはなっていな

いけれども、そういう思いが一定の質疑ができた

のではないかというふうに思っていますが、初日

の基本構想を中心にする関係では、１つにはやっ

ぱり私どもの佐藤靖議員が集中的に総括質疑を行

ったことでありますが、今発言があったこととも

関連しますけれども、原案策定までの期間の問題

だとか、あるいは多くの市民を巻き込んだ対応だ

とか、あるいは自治基本条例に照らして不十分さ

が残るのではないかというところあたりについて、

あるいは地方分権時代にありながらも、総合計画

のマネジメントの基本的な入り口の段階における

議論がどうも伝わってこなかった。あるいは、計

画期間の設定と首長任期あるいは公約との関連性

について、住民自治区の基本的な考え方について

の構え、あるいはまさに超少子高齢化を意識した

重点目標の入れ込みの問題、そして市長一部触れ

ておりましたけれども、市民ニーズ、ニーズには

幅がありますけれども、そういう市民の思いを意

識をした優先的な考え方などについて、初日の議

論の中では結構ミスマッチがあったし、私どもも

すとんと落ちていなかった状況ですから、私ども

会派としては基本的にはやっぱり修正動議に値す

るのではないかという意見交換もさせていただき

ました。

そういう集中審議の経過を踏まえての急遽の市

長の発言あるいは副市長の発言ということについ

て、かなりのところでそういう面では原案は決し

て動いている状況ではないですけれども、最終的

な総合計画、この基本構想や基本計画が全てでな

くて、議会の議決事項としては対象はそれまでな

のですが、今大石議員も触れられたとおり、いわ

ゆる実施計画、個別計画つくり込み、不十分さを

その議論の中でまたしっかり完結をされて初めて

名寄市の総合計画ができ上がったのでないかとい

う、私は基本認識はそう思っておりまして、当然

つくり込みの難しさについて触れられておりまし

たけれども、それも含めて私の認識と共有できる

のかどうか、改めてお尋ねをしておきたいと思い

ますし、できるだけ早く、私どもまだまだ対総合

計画に関しては十分な時間を確保できていないし、

私どもの意見交換会、対市民との意見交換会も十

分確立をしていないという中における最終結論で

すから、判断は難しいものを持っているのですけ

れども、そういう時間の確保、そして議員協議会

等を通じてまた早期の個別計画、実施計画の説明

をしっかり担保するような考え方についても改め

て聞いて、必要があればまた再質疑をさせていた

だくかもしれませんが、私のこの発言等について

共有できるかどうか、少し具体的にお答えをいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど私がお話ししたと

おりでありまして、特にたくさん今御意見をいた

だきましたけれども、橋本副市長からの補足も含

めて今お話ししたこと全て、御指摘いただいたこ

とに関してはお話ししたとおりでありまして、そ

の部分については改めてまた言うと時間長くなり

ますので、繰り返しになりますので、最初の答弁

のとおりということでございます。

計画をつくったことがこれで終わりではなくて、

これでさらに市民議論と市民参画を積極的に推し

進めていくということ、あるいは個別事業につき

ましても橋本副市長からもありましたけれども、

非常に難しい作業が残っておりますが、これにつ

いてもできるだけ早急に策定をしていく。そのこ

とについて市民の皆さんとしかるべき議論をして
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いく、あるいは議会にも議員協議会等を通じてお

示しをしていくという機会はしっかりと設けてい

きたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） おおむね受けとめて

ただいているように伝わってはきましたけれども、

最終的にはやはり文字どおり多くの市民がこれを

理解をしながら、私たちも一緒になってこれつく

ったのだねと。そこはもちろん義務と責任も含め

て発生をするわけでありますけれども、一層の実

施計画、個別計画の議論を通じて、それが完結、

あるいは総合計画をつくればいいというよりも、

それをいかに実現に近づきながら、あるいは時間

の進行とともに当然改めて毎年これを見直しする

ことになるのでしょうけれども、入っていないも

のも入ってくるものも出てくるのかもしれない。

そういう柔軟性もあってしかるべきだというふう

に思っています。

トータルとして、今回の原案については名寄市

だけの枠の中の発想、展開が多かったなというふ

うに思っているのは、それはいわゆる非核平和都

市宣言あるいは原発の依存から少しずつ縮小しな

がら、これからの地震だとか台風だとか、何が起

きるかはわからない状態の中の内外の情勢も当然

念頭に置いて、これは財政の問題もそうですけれ

ども、そういう形の中における名寄の総合計画で

あるというふうに思っております。きょうこれか

ら議長のもとに採決をされますけれども、何回も

言いますけれども、まだ議論は終わっていないと

いう共通認識に立っていただきながら、一層市民

のために全力を尽くしていただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。議案第２７号は、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２７号は原案のとおり可決され

ました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時２３分

再開 午前１０時２４分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

日程第３ 意見書案第１号 林業・木材産業の

成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意

見書、意見書案第２号 後期高齢者医療制度にお

ける保険料軽減特例の維持・継続を求める意見書、

意見書案第３号 公共輸送機関であるＪＲ北海道

等に係る経営支援策を求める意見書、意見書案第

４号 農業・農村を衰退させかねない農政改革と

ＴＰＰの拙速な国会承認の反対を求める要望意見

書、意見書案第５号 「米政策改革」の抜本的見

直しを求める要望意見書、意見書案第６号 指定

団体制度の堅持など酪農政策の確立に関する要望

意見書、以上６件を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外５件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外５件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外５件は原案のとおり
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可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 報告第５号

例月現金出納検査報告についてを議題といたし

ます。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 閉会中継続

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 委員の派遣

についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、委員の派遣が決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 委員の派遣

報告を行います。

派遣されました委員の報告を求めます。

総務文教常任委員会、東千春委員長。

〇総務文教常任委員長（東 千春議員） 議長よ

り御指名をいただきましたので、総務文教常任委

員会の視察報告を申し上げます。

当委員会では、８月２２日から２４日までの３

日間の日程で４自治体６項目のテーマを設定して

視察を行いました。９月５日には、委員会を開催

し、視察先についての評価を行いましたので、あ

わせて御報告申し上げます。

残念ながら深川市は、台風による大雨被害の事

後対応から視察の時間がとれないとのことで、資

料のみを受け取ってまいりました。

札幌市立資生館小学校は、都市部にある子供関

連複合施設で、市内４つの小学校を統合し、ミニ

児童館、保育園、子育て支援総合センターを併設

する複合施設の小学校です。ドーナツ化現象や少

子化に伴う適正規模化、子供が安全で健やかに過

ごす場の地域要望、全市的に利用可能な保育園の

設立、少子化減少対策、子育て支援事業の具体化、

ゼロ歳児から児童期までの一貫した子育て支援、

地域コミュニティーの再構築を目指した地域に開

かれた施設づくりなど、地域要望を取り入れた複

合施設でございました。児童館は財団法人が、保

育園は社会福祉法人が運営しておりますが、それ

ぞれが交流する企画として各事業の共同参加や合

同避難訓練、総合学習での赤ちゃんとの触れ合い

など枠を超えた交流事業が行われておりました。

評価といたしましては、視察先は都市部だった

が、智恵文などでもこのような発想の複合施設の

検討をしてみてはいかがか、少子高齢化の中でも

子供中心の考えから教育と福祉の一体化は名寄で

も考えられるのではないか、兄弟がいない子供た

ちに多世代が触れ合える場は有意義ではないかな

どの意見が出されました。

北海道ブックシェアリングでは、代表理事の荒

井宏明氏から今北海道の読書環境はどうなってい

るのか、公共図書館の新たな役割について、幼児

期から学齢期における読書の役割についてお話を

伺いました。北海道の読書環境では、公立図書館、

学校図書館ともによい状況ではない実態について

の説明を受けた中で、図書館を核としたまちのコ

ンパクト化によって市民満足度が向上した事例な

どを伺いました。今後の図書館のあり方では、貸

し出し数を競うのではなく、地域課題を解決する

手助けなど新たな発想やその地域に合ったコンセ

プトが必要とのことでした。東日本大震災で図書
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館が崩壊し、新たな図書館づくりに取り組んでい

る陸前高田市新図書館建設にも携わり、コンセプ

トとして暮らしに寄り添う図書館、まちづくりに

役立つ図書館、誰にも優しい図書館と定め、どこ

にも頼れないときに頼れる図書館を目指しており

ます。

評価としましては、図書館の評価について改め

て考える必要があるのではないか、居心地のよい

図書空間のあり方を考えたい、名寄市の老朽化し

た図書館を建設する際に何を焦点に取り組むべき

なのか指針を与えてくれる視察となったなどの意

見が出されました。

公立はこだて未来大学では、社会連携センター

について視察をいたしました。社会連携センター

は、２０１２年に従来の共同研究センターを改装

してつくられました。大学と地域社会の多様な連

携、協力を推進することを目指し、３つの柱とし

て社会とのつながりを重視した実践、社会の技術

的・経済的発展への貢献、社会の未来を市民と共

に創るを掲げております。ＮＰＯ水産物トレーサ

ビリティ研究会、はこだて観光情報学研究会、函

館国際科学祭、ＮＰＯスマートシティなど各教員

がＮＰＯや任意団体を設立し、多様な社会連携プ

ロジェクトを形成する中で、大学の特徴であるＩ

Ｔ技術を利用した地場産業への貢献や企業誘致の

サポートも手がけておりました。

評価といたしましては、企業とのつながりの中

から教員の採用につなげているところが特徴的、

名寄市立大学で社会福祉は地域生活で一番大切な

学科であり、学生にとっての社会勉強の場の提供

を考えたい、寒冷地での健康や福祉のあり方、そ

ういった調査研究が望まれるなどの意見が出され

ておりました。

函館市では、食育推進について視察をいたしま

した。子供の食育には、はこだてげんきな子食育

プランを策定し、キャラクターを使った子供たち

にもわかりやすいパンフレットを作成しておりま

す。これまで食育についての市民周知、イベント

を行っても関心のある限られた市民の参加は得ら

れるものの、多くの市民参加は得られなかった。

そこで、多くの市民が食育に触れられるようにと

６月に食育の日を定めて、食育推進関係団体とと

もにはこだてげんきなこ食育フェスティバルを、

大型書店内に数カ所コーナーを設けて市民周知の

イベントを開催し、 ０００名の参加を得たとの

ことでございました。

評価としましては、企業や団体と連携したイベ

ントは名寄でも可能ではないか、食育は庁内の各

部が連携して取り組まなければならない、親に対

する食育も必要などの意見が出されておりました。

北斗市では、複合センターかなでーるの運営を

視察いたしました。ホール、公民館、図書館を持

つ複合施設で、図書館では本館、分館をネットワ

ークで結び、返却、貸し出し等のサービスを両館

で利用できることとなっております。図書館事業

としては、おはなし会では紙芝居や絵本の読み聞

かせ、おはなしひろばでは幼児、小学生を対象に

出張読み聞かせや紙芝居、人形劇などを通して民

話や童話の楽しさを伝えています。夜の図書館で

は、閉館後の照明が消えた図書館を開放してスラ

イド紙芝居やブラックライトシアターの上映など

を行っております。複合施設のため、ホールイベ

ントの待ち時間などの利用もあるとのことであり

ました。また、近くに大型書店が建設された影響

もあり、公設図書館としての役割の明確化が必要

とのことでありました。

評価といたしましては、複合、連携が見えてき

た、１対１が３になるような施設が望ましい、単

一施設よりも文化ゾーンとしての整備をすること

が望ましいのではないか、生活の一部となるよう

な図書館が望ましいのではないか、議論の中から

理念をしっかり持つことが必要などの意見が出さ

れておりました。

今回は、特に名寄市の老朽化をする図書館のあ

り方について調査をすることがテーマの一つでご

ざいましたが、将来における公共施設のあり方も
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含めて効果的で効率的で市民に親しまれる施設を

考える手がかりとなる視察でありました。

また、新たな取り組みとして視察先を評価をし、

どのように名寄に取り入れることができるのか、

委員間での議論もいたしました。今回の視察研修

が今後の名寄市の市政に役立つように、さらに研

さんを積んでまいりたいと思います。

以上、総務文教常任委員会の報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 次に、市民福祉常任委

員会、熊谷吉正委員長。

〇市民福祉常任委員長（熊谷吉正議員） 市民福

祉常任委員会の行政視察報告を申し上げたいと思

います。

去る８月８日から１０日までの３日間の日程で

帯広市の社会医療法人北斗の十勝リハビリテーシ

ョンセンター福祉村構想、釧路市の生活保護自立

支援政策、釧路市の社会医療法人孝仁会の道東初

の幹細胞を使う再生医療、上士幌町ではふるさと

納税と子育て支援事業について視察研修を行いま

した。

社会医療法人北斗十勝リハビリテーションセン

ターでは、その骨格が医療と介護の統合、リハビ

リのアカデミズム、みとり、新しいコミュニティ

ーづくりがコンセプトで、リハビリサービスつき

高齢者向け住宅、老健施設が一体化した自立支援

型社会を目指しています。構想の実現には、患者

にとって一番重要な自立支援と体調アップが欠か

せない要素となり得るため、繰り返しプロジェク

トを立ち上げ、マインドマップ方式でまとめた方

向性で、専門性の高い職員が核となり、具現化し

てきました。今後の長寿社会は、健康寿命を基礎

につくられていかなければならないことから、福

祉村では往診、訪問看護、介護、訪問リハビリ、

訪問服薬管理など在宅支援センターを拠点に展開

し、地域との連携を含めた機能、統合的な構造を

兼ね備えた自立支援型の福祉村を実現するもので

す。

現在の状況は、リハビリテーションセンターで

１９９床、職員数が２７６人、サ高住は７９戸１

７人、来春完成予定の老健施設が１００床で１０

８人、福祉村に係る整備費は合計５３億 ５００

万円、職員数４０１名で組織運営されます。

看護師、介護士の人材養成では、１つに介護の

あり方を変える人材育成、２つに介護支援中心か

ら自立支援中心、３つ目に職員の意識改革が特徴

です。福祉村の具体化では、１つに同一敷地内で

リハビリ、在宅支援を受け、自立支援につなげる、

２つに時々入院、ほぼ在宅の実現、３つに老健と

在宅サービスの一体運営、４つに最新の診断、治

療機器を活用したリハビリの実践と研究で退院時

に必要な生活力のお手伝い、５つ目には健康寿命

を延ばすための自立支援の提供、６つ目に現状の

医療、介護体制の矛盾等地域社会のひずみを打開

していく先取り的な取り組みでありました。

釧路市生活保護自立支援政策については、平成

１５年当時の釧路市は水産業の低迷、炭鉱閉山、

パルプ工場等地域経済が低迷し、失業者がふえる

とともに離婚率が高く、生活保護受給者の母子手

当受給率が全国平均８％に対し１８％前後と高率

でした。このため厚生労働省は、社会福祉法改正

時に全国状況を踏まえ、釧路市にモデル事業を打

診。これを受けて開かれた第１回目の母子世帯自

立支援検討会議は、介護事業所、ＮＰＯ法人、介

護福祉施設、釧路公立大学等で構成され、行政側

の指示、指導の管理型に対し、ワーキンググルー

プ側からのモデル事業は今までと同じなら全く意

味がない、対象になるお母さんたちが本当に自立

しようとする事業でなければならないとの指摘を

受け、スタートしました。その中で介護事業所の

メンバーが介護保険の利用者がふえる中で要介護

者が１日三、四人だったのが七、八人になり、日

常会話もできずに時間で帰らざるを得なかった。

その方々の話し相手や洗濯物を畳むなどできない

だろうかという意見が出され、同法に抵触しない

ことに着目。２回目のグループ会議で要介護者の

話し相手の説明に賛同を得て、平成１６年、１７
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年度モデル事業として着手し、母親たちの２６人

中１６人が私も介護ヘルパーで働きたいと自立心

が回復し、ホームヘルパーの資格を取得するとと

もに、ボランティアで参加していただいた介護事

業所に１２人が就職しました。

介護事業所のアンケートでは、１つに生活保護

を受けていない人と受ける人では学歴格差が就職

に影響するため、就労支援と資格取得の取り組み、

生活保護世帯の子供に対する学習支援や居場所づ

くり、社会的な居場所づくりとサロンの必要性を

痛感しました。モデル事業に参加して生活保護を

廃止したケースもあり、継続して取り組むことと

なり、母子世帯から対象を生活保護受給者全体に

広げ、平成１８年からは現在の自立支援プログラ

ムとなりました。本プログラムは、就労の自立支

援を最終目的として推進しますが、職場でコミュ

ニケーションがとれない、注意されたらやめる等、

日常生活や社会生活で自立できていないこともわ

かり、粘り強く最終的に就労、自立につなげてい

くため、後方で支援していくことも実践していま

す。

釧路市のインターンシップ事業では、民間企業

にボランティアで参加し、２カ月後に１回５００

円から ０００円の工賃を支払い、６カ月で社員

になった方もおり、二、三名雇用契約をし、生活

保護を廃止する方もいます。また、就労支援を進

めるため、福祉事務所にプチハローワークを開設

して、生活困窮者への仕事のあっせんもできる無

料の職業紹介事業に取り組んでいます。平成２７

年度には、ハローワークから就労支援員２名が出

向き、就労支援コーナーで対応。生活保護受給者

や児童扶養手当を受けている人や生活困窮者に就

労のマッチングを行った結果、２５プログラムの

参加、実人員 ３０７名、延べ１万 ８９６名が

参加し、最終的に自立者は１０９名と成果を上げ

ています。

釧路市孝仁会記念病院の幹細胞による再生医療

について。同病院は、平成１９年に釧路脳神経外

科を初め３病院の脳神経外科、心臓血管外科、消

化器外科等の急性期入院診療部門を統合、より高

度な急性期医療の提供を目的に開設されました。

傘下には、道東で唯一の回復期リハビリテーショ

ン病棟や看護師不足を補う看護専門学校等の併設

を初め、特養やグループホーム、保育園等の運営

も行うなど、文字どおり医療、介護、福祉の複合

機能をあわせ持つ社会医療法人です。今回の視察

は、現代の先進医療に着目して、幹細胞による再

生医療の今を知るのが狙い。同病院の再生医療と

は、病気やけがで失った身体の臓器や機関、組織

の再形成と加齢により引き起こされる症状の治療

研究を思料するものであります。再生医療は、既

に北大と札医大で行われており、道東では同病院

が初めての取り組みとなります。

これまでの経緯を見ると、昨年１０月に再生医

療新法に基づく認定を受けて本年５月に再生医療

チームによる再生医療の提供を開始し、これまで

に再生医療計画は脳梗塞５件、脊髄損傷４件、変

形性膝関節症６件、アトピー性皮膚炎３件の計１

８件の疾患が厚生労働省に受理されています。同

病院での治療は、患者の腹部から容易に採取でき

る脂肪組織由来間葉系幹細胞を培養して使用しま

す。これについて脳神経外科医でもある齋藤理事

長からは、低侵襲で多くの幹細胞が取得可能で、

臨床応用に適しているとの解説がありました。

再生医療の治療過程は、最初に血液検査や問診

等を行う適応検査の後、腹部や臀部から脂肪組織

や血清をそれぞれ１０グラム程度採取、４から６

週間かけて細胞を培養、投与前の検査、評価を経

て幹細胞を点滴で投与、術後のリハビリテーショ

ンは症状に応じて２週間から６カ月かけて治療さ

れます。この治療過程を記録した映像では、脳梗

塞で上肢に麻痺が残る女性患者の上腕の上下運動

がリハビリで飛躍的に可動域の広がりを見せたほ

か、後遺症で全く歩けなかった男性患者が歩行器

を使って介助なしで歩行するまでの劇的に回復す

る様子が紹介をされました。
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上映後の質疑では、病気やけがで損傷した臓器

の機関、機能が回復、改善する過程について素人

にもわかりやすく説明を、乳がんで胸部を摘出切

除した場合も再生が可能かとの質問には、齋藤理

事長からは間葉系幹細胞には神経や血管系統の細

胞、組織への分化する能力を持ち、脳梗塞の症状

軽減につながっています。投与する幹細胞は、受

傷部位に集積して組織の複製と分化により同部を

治癒させるホーミング効果が認められており、胸

部再生も可能とそれぞれ丁重な説明があり、各委

員からも深い嘆息が漏れていました。この後採取

した細胞の培養を行う院内の培養施設の見学も行

いました。

再生医療は、これまで治療が難しかった病気や

けがを克服する新たな医療として注目をされてい

ます。この釧路孝仁会記念病院の例を見るまでも

なく、法律の基準を満たす医療機関での再生医療

への取り組みは今後北北海道地区においても期待

と関心が高まっていくものと予想されます。

上士幌町のふるさと納税と子育て支援事業につ

いて。平成の大合併で自立の道を選択をし、町が

目指す将来像で都市と農村の交流を掲げ、安心で

きる暮らしを求める施策を樹立。そこには、最初

にふるさと納税ありきではなく、施策、政策があ

りました。一極集中の東京のような世界と向き合

い、政治経済の中心として２４時間スピード社会

と対極にある同町は、農村型地域であり、この特

性を最大限に活用しています。豊かな自然と向き

合い、時の流れを感じつつ生きるスロータウンの

考え方をまちづくりに生かし、都市と農村の交流

により経済活動を促進。ことし１月から７月末現

在人口 ９２５人で３９人増、ふるさと納税は平

成２０年から始まり、右肩上がりで推移し、２５

年度に急に伸びましたが、平成２３年に感謝特典

制度を導入しています。平成２５年度以降から全

道一、平成２７年度も１５億 ６５４万円と全道

一になる見込み。制度本来の趣旨から逸脱した特

産品目の寄附の動きが広がる中、使途の指定がな

い一般寄附の一部を条例で定め、基金に積み立て、

町ふるさと納税子育て少子化対策夢基金の取り組

みも寄附者の好感度につながっています。制度説

明をいただいた竹中町長は、全国各地の皆様から

いただいた寄附金を国家的な課題とも言える子育

て、少子化対策で町の将来を担う子供たちや子育

て世代に見える形で活用し、納税者に感謝の気持

ちを伝えたいと述べていました。

今後の展開とその課題については、人口減少対

策と地方創生に向けた上士幌町総合戦略で５つの

項目を基本目標に据え、無料職業紹介所の開設、

大都市から地方への高齢者の移住促進で人材活用

につなげる戦略の策定等を新規事業に盛り込んで

います。今年度は、認定こども園保育料の１０年

間無料に加え、園庭には屋外活動を通して五感を

養う遊具等を設置する予定です。さらに、高校生

までの医療費無料など、２９事業２億 ９００万

円を予定し、地域住民に密着した寄附金の使い方

が評価されているとともに、他施策とあわせたま

ちづくりの戦略にふるさと納税制度を有効につな

げていることがうかがえました。

以上、４事業の視察報告を終え、今後さらに市

民福祉常任委員会を初めとする議会議員の諸活動

に反映をさせていきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で委員の派遣報告

を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、平成２８年第３回定例会を

閉会いたします。

お疲れさまでした。

閉会 午前１０時５１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

平成２８年１０月１３日（木曜日）第３回９月定例会・第８号
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議 長 黒 井 徹

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 東 千 春

平成２８年１０月１３日（木曜日）第３回９月定例会・第８号
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成２８年第３回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 山 崎 真由美 １ 水害被害の状況と減災対応について

（Ｐ ３２） (1) ８月の大雨等による被害状況について

(2) 河川増水に対する減災対応について

(3) 農業被害に対する助成について

(4) 自主防災組織の現状と高齢者避難について

２ 名風聖苑の環境改善について

(1) 施設の状況について

(2) 空調設備の改善について

(3) 高齢者に配慮した備品整備について

３ 地域おこし協力隊について

(1) 現状と課題分析について

(2) 地域おこし協力隊に対する地域ニーズについて

(3) まち・ひと・しごと創生総合戦略と地域おこし協力隊について

２ 東 川 孝 義 １ 観光の振興について

（Ｐ ４３） (1) 平成２７年度行政評価について

(2) ひまわり事業について

(3) 広域観光の連携について

２ 地方創生事業の進捗について

(1) 大会・合宿誘致事業について

(2) 農産物ブランド確立事業について

３ 新名寄市病院事業改革プランについて

(1) 地域包括ケアシステムの構築について

(2) 再編・ネットワーク化について

３ 佐久間 誠 １ 農業の振興策に関して

（Ｐ ５４） (1) ＴＰＰによる影響と今後の農業振興策について

① 大規模化と集落人口減少への対応について

② 多品種・少量作付農家への支援策について

平 成 ２ ８ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会
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(2) 市内での農業生産物活用、消費喚起、販売促進等の考え方につい

て

２ 名寄市の総合交通体系のあり方について

(1) 通学生の行事などにも対応できる生活交通の確保について

(2) ＪＲ宗谷本線の問題について

３ 名寄市役所庁舎の今後の考え方について

(1) 分庁舎方式の統合の考え方について

(2) 建替え計画と予算付けについて

４ 空家対策について

(1) 空家のデータ集積状況と現在までの対策実績について

(2) 電線などに掛かる立ち木対策について

５ 住民票の取扱いについて

(1) 名寄市立大学学生の住民票の扱いについて

(2) 国勢調査人口と住民基本台帳人口の差について

(3) 住民票異動の法的根拠と転入届提出促進対策について

４ 大 石 健 二 １ 市の商工振興策に関して

（Ｐ ６５） (1) 活力ある商工業振興策等から

① 市街地等の活性化等への取り組みについて

２ 名寄市の少子化対策に関して

(1) 子育てと家族支援のネウボラから

① 名寄市版ネウボラについて

(2) 妊娠、不妊治療への助成、支援策から

① 妊娠及び特定不妊治療、一般不妊治療等について

(3) ふるさと納税の再構築から

① 少子化・子育て支援対策等について

３ 市民の声から

(1) 台風被害の検証と今後の災害対策について

① 地域の声を取り入れた検証で双方向の視点を

② 河川の水位の見える化について

５ 高 野 美枝子 １ 市民にやさしい公共施設のあり方について

（Ｐ ８０） (1) 公共施設等総合管理計画について

(2) コンパクトシティに対する考え方について

２ 公営住宅の環境整備について

(1) 公営住宅の現状について
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(2) 高齢者にやさしい対応について

３ 男女共同参画について

(1) 条例制定後の具体的な取り組み内容について

(2) 特定事業主行動計画を受けての本市の取り組みについて

４ 特別養護老人ホームの運営について

(1) 入所待機者の現状について

(2) 定員が充足していないことに対する市民からの要望などについて

(3) 職員確保に向けた取り組みについて

(4) 職員の処遇改善について

６ 塩 田 昌 彦 １ 子ども子育て支援の状況について

（Ｐ ９２） (1) 乳幼児と保健師の関わりについて

(2) 親子お出かけバスツアー事業について

(3) ひまわりらんどの運営状況について

２ 名寄市の農業振興について

(1) 地域農産物ブランド化（原産地呼称管理制度）について

３ 冬季スポーツ拠点化事業について

(1) （仮称）スポーツコミッション構想と協議会の設置について

(2) 合宿受入と施設整備について

４ スポーツ振興と施設整備について

(1) ジュニア育成に関わる教育的配慮について

(2) 名寄市風連球場の改修整備について

７ 高 橋 伸 典 １ 避難行動要支援者の避難と救済支援について

（Ｐ１０４） (1) 避難行動要支援者への支援方策について

(2) 居宅福祉事業者との連携について

(3) 町内会未加入者の避難行動要支援者対策について

２ 被災者台帳「被災者支援システム」の導入について

(1) 災害対策基本法第９０条の３第１項被災者台帳の考え方は

(2) 被災者支援システム全国サポートセンターの活用は

(3) 被災者支援システムの導入を

３ 除排雪のあり方について

(1) 本年度の除排雪の考え方について

(2) 排雪の作業方法について

(3) 市民の除雪・排雪への作業への配慮について

４ 大雨による道路排水の安全対策について
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(1) 郊外地域の道路排水対策について

８ 川 村 幸 栄 １ 認知症への対応について

（Ｐ１１５） (1) 認知症予防について

(2) 認知症による徘徊、行方不明への対応について

(3) 施設整備について

(4) 家族への支援について

２ 男女共同参画推進について

(1) 名寄市男女共同参画推進条例の周知等について

(2) 基本理念にかかわって

(3) 教育現場での取り組みについて

(4) 権利の侵害の禁止にかかわって

(5) 次期推進計画策定について

９ 奥 村 英 俊 １ 指定管理者における施設の管理運営について

（Ｐ１３０） (1) 社会福祉法人名寄市社会福祉事業団における施設の管理運営につ

いて

２ 公契約条例制定に向けた取り組みについて

(1) 公共工事における施工現場の労働環境の改善と適正な賃金水準の

確保について

１０ 山 田 典 幸 １ 農業振興施策について

（Ｐ１４２） (1) 台風による大雨被害について

① 農地、農作物の被害状況について

② 今後の対応と被害防止対策について

(2) ＩＣＴ農業の推進について

２ 高齢者福祉の推進について

(1) 市内の介護施設等の現状について

(2) 今後の対策と施設等の整備の考え方について

３ 高規格幹線道路の整備にかかわって

(1) 士別市多寄町～名寄ＩＣ間の現在の状況について

(2) 市としての整備構想について

１１ 熊 谷 吉 正 １ 地方財政の充実に向けた国の動向について

（Ｐ１５４） (1) 次年度概算要求の地方交付税の総額確保について

(2) 社会保障予算の確保と地方財政措置について
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(3) トップランナー方式の導入について

２ 空家空き地政策の総合化について

(1) 住宅改修等推進事業の庁内論議について

(2) 空家空き地政策の総合化について

３ 防災計画と市民理解について

(1) 避難準備発令等の市民理解について

(2) 対象エリアの対応結果について

４ 市民の声から

(1) 今後の公共料金（行政サービス）等の負担増の動きについて

(2) 借り上げバス利用について
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平成２８年第３回名寄市議会定例会議決結果表

平成２８年９月１日～平成２８年１０月１３日 ４３日間

本会議時間数 ２６時間３８分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

地方自治法による審査請求に係る公の施設の ― ― 28. 9. 1

第 １ 号 関係条例等の整備に関する条例の制定につい ― ― 原 案 可 決

て

名寄市税条例及び名寄市税条例の一部を改正 ― ― 28. 9. 1
第 ２ 号

する条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 28. 9. 1
第 ３ 号 名寄市都市計画税条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市国民健康保険税条例の一部を改正する ― ― 28. 9. 1
第 ４ 号

条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市私法上の債権の放棄に関する条例を廃 ― ― 28. 9. 1
第 ５ 号

止する条例の制定について ― ― 原 案 可 決

― ― 28. 9. 1
第 ６ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

平成２８年度名寄市一般会計補正予算（第２ ― ― 28. 9. 1
第 ７ 号

号 ― ― 原 案 可 決

平成２８年度名寄市国民健康保険特別会計補 ― ― 28. 9. 1
第 ８ 号

正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成２８年度名寄市介護保険特別会計補正予 ― ― 28. 9. 1
第 ９ 号

算（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成２７年度名寄市一般会計決算の認定につ 28. 9. 1 28. 9.28 28. 9.29
第 １ ０ 号

いて 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２７年度名寄市国民健康保険特別会計決 28. 9. 1 28. 9.28 28. 9.29
第 １ １ 号

算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２７年度名寄市介護保険特別会計決算の 28. 9. 1 28. 9.28 28. 9.29
第 １ ２ 号

認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２７年度名寄市下水道事業特別会計決算 28. 9. 1 28. 9.28 28. 9.29
第 １ ３ 号

の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２７年度名寄市個別排水処理施設整備事 28. 9. 1 28. 9.28 28. 9.29
第 １ ４ 号

業特別会計決算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

平成２７年度名寄市簡易水道事業特別会計決 28. 9. 1 28. 9.28 28. 9.29
第 １ ５ 号

算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２７年度名寄市食肉センター事業特別会 28. 9. 1 28. 9.28 28. 9.29
第 １ ６ 号

計決算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２７年度名寄市後期高齢者医療特別会計 28. 9. 1 28. 9.28 28. 9.29
第 １ ７ 号

決算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２７年度名寄市病院事業会計決算の認定 28. 9. 1 28. 9.28 28. 9.29
第 １ ８ 号

について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２７年度名寄市水道事業会計決算の認定 28. 9. 1 28. 9.28 28. 9.29
第 １ ９ 号

について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

― ― 28. 9. 1
第 ２ ０ 号 名寄市議会会議規則の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 28. 9. 1
第 ２ １ 号 名寄市議会委員会条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

市長の専決処分事項に関する条例を廃止する ― ― 28. 9. 1
第 ２ ２ 号

条例の制定について ― ― 原 案 可 決

― ― 28. 9.29
第 ２ ３ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

― ― 28. 9.29
第 ２ ４ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

― ― 28. 9.29
第 ２ ５ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

平成２８年度名寄市一般会計補正予算（第３ ― ― 28. 9.29
第 ２ ６ 号

号 ― ― 原 案 可 決

名寄市総合計画（第２次）の基本構想・基本 ― ― 28.10.13
第 ２ ７ 号

計画を定めることについて ― ― 原 案 可 決

議 決 ― ― 28. 9. 1
市長の専決処分事項について

第 １ 号 ― ― 原 案 可 決

報 告 ― ― 28. 9. 1
専決処分した事件の報告について

第 １ 号 ― ― 報 告 済

報 告 平成２７年度名寄市一般会計継続費精算報告 ― ― 28. 9. 1

第 ２ 号 について ― ― 報 告 済

報 告 平成２７年度決算に基づく健全化判断比率の ― ― 28. 9.23

第 ３ 号 報告について ― ― 報 告 済



－354－

平 成 ２ ８ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

報 告 平成２７年度決算に基づく資金不足比率の報 ― ― 28. 9.23

第 ４ 号 告について ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 28.10.13
例月現金出納検査報告について

第 ５ 号 ― ― 報 告 済

意 見 書 案 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の ― ― 28.10.13

第 １ 号 充実・強化を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 後期高齢者医療制度における保険料軽減特例 ― ― 28.10.13

第 ２ 号 の維持・継続を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 公共輸送機関であるＪＲ北海道等に係る経営 ― ― 28.10.13

第 ３ 号 支援策を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

農業・農村を衰退させかねない農政改革とＴ ― ― 28.10.13
意 見 書 案

ＰＰの拙速な国会承認の反対を求める要望意 ― ― 原 案 可 決
第 ４ 号

見書

意 見 書 案 「米政策改革」の抜本的見直しを求める要望 ― ― 28.10.13

第 ５ 号 意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 指定団体制度の堅持など酪農政策の確立に関 ― ― 28.10.13

第 ６ 号 する要望意見書 ― ― 原 案 可 決

ＪＲ北海道に公共交通機関としての使命を果 ― ― 28. 9. 1
決 議 案

たすことを求め、共に道北地域の創生を目指 ― ― 原 案 可 決
第 １ 号

す決議

― ― 28.10.13
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定
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